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1. 概要 

セメント系充填材は、雨水及び地下水が廃棄体に接触することを抑制するために設

置するものであり、有害な空隙が生じないよう充填性に配慮する。また、セメント系

充填材硬化後の温度応力によるひび割れの発生を抑制するため、低発熱型配合の仕様

とする。 

1 号操業当初から、これらを配慮した充填材料として中庸熱ポルトランドセメント

10%、高炉スラグ 90%とした配合のモルタルを使用している。 

上記のセメント系充填材は、廃棄体間の狭隘部にも充填され、廃棄体表面にも密着

し、ひび割れが発生し難いことから、水が廃棄体に容易に接触することはない。 

実際の埋設設備において打設表面にひび割れが確認されているが、発生しているひ

び割れは表面付近の限定的なものであり、内部は密実に充填されている。 

 

2. セメント系充填材の要求性能 

雨水及び地下水が廃棄体に接触することを抑制するため、有害な空隙を生じないよ

う充填性に配慮した設計とする。 

また、ひび割れにより充填部の透水性の増加が考えられることから、ひび割れを抑

制するため、低発熱型の配合とした設計とする。 

  

3. 要求性能に基づく仕様(配合) 

現在使用しているセメント系充填材の配合を第 1 表に示す。 
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第 1 表 セメント系充填材の配合 

水・

結合

材比 

砂・

結合

材比 

単  位  量 （kg/m3） 

水 
結 合 材 C 細 骨 材 S 混 和 剤 

中庸熱 

ポルトランド

セメント 

高炉 

スラグ 

微粉末 

砕砂 陸砂 

水中

不分

離性 

混和

剤 

AE 

減水

剤 

高性

能減

水剤 

W/C 

% 
S/C W 

67.1 3.47 283 
422 1466 

1.5 0.844 6.33 
42 380 440 1026 

*1：混和剤及び細骨材の混合比は品質確認試験結果等により微調整を行う。 

*2：充填性確保のため、スランプフローを 75cm±10cm とする。 

 

過去に以下のような配合変更があるが、中庸熱ポルトランドセメント 10%、高炉ス

ラグ 90%という配合に変更はない。 

 ①膨張材使用の取りやめ(1 号 3 群以降) 

 ②AE 減水剤の添加量増加 

 ③水中不分離性混和剤の変更 
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4. セメント系充填材の充填性 

セメント系充填材の充填性については、流動性としてスランプフローで管理を行っ

ている。スランプフローによる充填性の管理について、実規模の充填試験結果から確

認した。 

また、充填性の検討として、ドラム缶フロー試験も実施されている（「9. ドラム缶

フロー試験」参照）。 

(1) 充填性確認結果 

原子力環境整備センターで実施した充填性確認試験結果(1)を示す。この試験で用

いたセメント系充填材の配合を第 2 表に示す。 

実際の埋設設備とほぼ同様の配合を用いている。 

 

第 2 表 充填性確認試験におけるセメント系充填材の配合(2) 

水 

結合

材比 

(%) 

砂 

結合 

材比 

スランプ 

フローの 

範囲 

(cm) 

単位量(kg/m3) 

水 砂 

結合材 混和剤 

セメント

*1 
膨張材 

水中不

分離性

混和剤 

AE 

減水剤 

高性能 

減水剤 

72.3 3.24 72.5±2.5 305 1367 397 25 1.5 

結合材 

重量の

0.1% 

結合材

重量の

1.5% 

*1：セメントは中庸熱ポルトランドセメント 10%、高炉スラグ 90% 

 

模擬埋設設備により、充填材硬化後に試験設備を解体調査し、充填状況確認を行

った結果、廃棄体間の狭隘部であっても十分に充填できており、模擬廃棄体と十分

に密着していることが確認されている(第 1 図、第 2 図及び第 3 図）。 
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第 1 図 模擬埋設設備断面図(2) （単位:mm） 

 

 

第 2 図 模擬埋設設備解体状況図(1) 
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5. セメント系充填材表面ひび割れの調査 

一部の埋設設備のセメント系充填材上部表面でひび割れの調査を行っている。調査

対象を第 4 図に示す。 

充填後のセメント系充填材の上部表面に生じるひび割れは少ないことを確認してい

る。 

  

 

第 3 図 充填状況確認(1) 

(模擬埋設設備の解体による充填性確認) 
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(1) 1 号 3-A 埋設設備における確認状況 

1 号 3-A 埋設設備 a 区画におけるひび割れ調査結果を第 5 図に示す。 

調査対象  ：1 号 3-A 埋設設備 a 区画 

セメント系充填材打設日 ：1995 年 7 月 18 日 

調査日   ：打設後 83 日 

 

 

 

第 4 図 セメント系充填材上部表面調査対象 
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(2) 2 号 6-B 埋設設備における確認状況 

2 号 6-B 埋設設備 4a 区画におけるひび割れ調査結果を第 6 図に示す。 

調査対象  ：2 号 6-B 埋設設備 4a 区画 

セメント系充填材打設日 ：2018 年 6 月 20 日 

調査日   ：打設後 310 日 

 

 

（単位:mm） 

第 5 図 1 号 3-A 埋設設備 a 区画ひび割れスケッチ図 

N
6000

5
9
5
0

上部スペーサー
ブロック
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第 6 図 2 号 6-A 埋設設備 4a 区画ひび割れスケッチ及び写真 
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6. セメント系充填材に発生するひび割れについて 

(1) ひび割れ発生要因分析 

充填材に発生するひび割れの主な要因は以下のとおりと推定する。 

 ①モルタルの沈下・ブリーディング 

 ②硬化時の塑性流動変形 

 ③セメントの水和熱 

 ④モルタルの乾燥収縮(自己収縮) 

以下、実際の埋設設備及び模擬埋設設備(「8. 中規模模擬埋設設備による充填確

認試験」参照)の調査結果からひび割れの発生要因について考察する。 

(ⅰ) モルタルの沈下・ブリーディング 

コンクリート打設後に生じるブリーディングや沈降が、鉄筋や型枠、部材形状

によって留められる部分から不均一になったとき、沈み込みの続く部分が引張力

として作用し、その作用起点からひび割れが発生する。発生時期はブリーディン

グの経過によるものであるため、数時間～1 日程度である。 

一般に、単位水量が少なくブリーディングの少ないコンクリートを用いること

でひび割れの発生を抑制できる。 

模擬埋設設備の観察結果において、上記の形態のひび割れ(上部スペーサブロ

ックに沿ったひび割れ)は確認されなかった。セメント系充填材の配合がノンブリ

ーディングであり、十分な充填性を有しているため、模擬埋設設備の打ち込み高

さでは、沈下・ブリーディングによる影響は少ないと考える。 

実際の埋設設備においては、模擬埋設設備と比較し、打ち込み高さが約 5 倍と

なることからひび割れの発生確率が高くなる傾向にある。実際の埋設設備では、

上部スペーサブロックに沿ったひび割れが生じているが、ノンブリーディング配

合であることから、上部表面から最上段の廃棄体までに到達せず、表面に限定的

なひび割れと推察される。 

(ⅱ) 硬化時の塑性流動変形 

硬化時の塑性流動変形に伴うひび割れとは、コンクリートが硬化しつつある状

態で、表面の不陸等の傾斜を流下する際に、塑性流動変形が拘束されることによ

り、ひび割れが発生するものである。発生時期は、コンクリートが凝結しつつあ

る時間であるため、数時間～1 日程度である。 
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模擬埋設設備では、上部スペーサブロック固定用鉄筋から放射状に伸びた形の

ひび割れが確認されている。樹脂注入によるひび割れ深さを測定した結果、材齢

28 日で 4cm、材齢 91 日で 6cm であった。この要因によるひび割れ深さは、不陸高

さの数倍程度であり、表面近傍の深さのひび割れと考えられる。 

実際の埋設設備においても、この要因と考えられる、上部スペーサブロック近

傍のひび割れが確認されているが、上記の理由から表面のみに発生したひび割れ

と考える。 

(ⅲ) セメントの水和熱 

セメントの水和熱に伴うコンクリートの温度上昇又は温度低下による部材の

自由変形が拘束されると、内部拘束応力及び外部拘束応力が生じ、これらの引張

応力により温度ひび割れが発生する。ひび割れ発生には、セメント水和熱による

温度上昇がピークに達した後の温度低下の速度と量が影響する。 

発生時期は、セメントの水和に伴う温度上昇及び温度降下の期間に応じ、数日

程度である。 

一般に、低発熱配合を使用することや部材寸法によって温度の増減を小さくす

ることでひび割れの発生を抑制する。 

模擬埋設設備及び実際の埋設設備においては、セメントの水和熱を起因とする

ひび割れは確認できなかった。 

セメント系充填材は低発熱型の配合とすることにより、ひび割れ発生の抑制が

図られている。第 7 図に示すように、同一単位セメント量の一般的な普通ポルト

ランドセメントと比較して極めて小さい発熱傾向を示す。 

 



添 4 参 3-11 

 

 

「コンクリート標準示方書(設計編)」(3)及び         

「マスコンクリートのひび割れ制御指針 2016」(4)から算出 

第 7 図 セメント系充填材の断熱温度上昇量比較 

 

また、模擬埋設設備(第 9 図)において実施した模擬埋設設備内部での温度測定

結果(第 4 表)では、平均温度降下量は 9.6℃である。 

模擬埋設設備において、温度降下量が小さかった要因は、埋設設備内部に定置

された廃棄体による熱の吸収が考えられる。このような現象は、原子力環境整備

センターによる実証試験(2)においても確認されており、実際の埋設設備において

セメント系材料の水和熱を起因としたひび割れの発生可能性は小さい。 

模擬埋設設備で計測した平均温度降下量(9.6℃)から、材齢 28 日での温度応力

によるひび割れ発生確率について評価を行う。 

一般的にコンクリートの熱膨張係数は 10×10-6(1/℃)とされていることから、

温度収縮ひずみは 96×10-6 と算出される。保守的に完全拘束されたとし、温度収

縮ひずみ=拘束ひずみとする。 

静弾性係数を 155,667kgf/cm2(15,266N/mm2) (第 6 表)とすると、そのときの発

生応力は 14.9 kgf/cm2(1.47N/mm2)となる。 

材齢 28 日の引張強度が 18.0kgf/cm2(1.77N/mm2) (第 6 表)のとき、18.0/14.9

≒1.2(1.77/1.47≒1.2)であることから、ひび割れ発生確率は低いと考えられる。 
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(ⅳ) モルタルの乾燥収縮(自己収縮) 

コンクリート表面からの水分蒸発による乾燥収縮やセメント成分の効果に伴

う自己収縮が生じ、周囲により拘束されることで、引張応力が生じひび割れが発

生する。 

打設時期や部材寸法により異なるが、一般に数週間で発生する。 

一般に乾燥収縮や自己収縮に配慮した配合とすることでひび割れ発生の抑制

対策を図る。 

セメント系充填材の室内試験結果では、乾燥収縮(91 日)760μ、自己収縮(58

日)343μである(第 13 図及び第 7 表)。しかし、模擬埋設設備に埋め込んだひずみ

計によるひずみ結果は 200μm 以下である。廃棄体や模擬埋設設備壁面による拘束

により実際のひずみは抑制されるが、中心部に比べて、上部表面は拘束がなくひ

ずみが発生しやすい。 

このように表面では、乾燥収縮によりモルタルの引張強さを超えると、ひび割

れの発生が考えられる。 

乾燥収縮によるひび割れの進展・拡張についても、表面で生じる現象であるこ

とから、廃棄体までひび割れが進展することは考え難い。 

 

(2) ひび割れ発生確率評価 

模擬埋設設備におけるひずみ測定結果からひび割れ発生確率を評価する。 

模擬廃棄体を 3 行 7 列 2 段配置する模擬埋設設備(第 9 図参照)にて充填試験を実

施した。セメント系充填材は、第 3 表に示すものを用いた。 

ひずみ計の設置位置を第 10 図に、基本物性試験結果を第 6 表に、ひずみ測定結果

を第 15 図に示す。 

ひび割れ指数は引張強度を測定したひずみから算出した応力で除することで算出

する。 

なお、算出に当たって、圧縮強度、引張強度、ヤング係数は第 1 式、第 2 式、第

3 式及び第 4 式を用いて回帰した。 

ひび割れ指数の算出結果を第 8 図に示す。 
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𝑓 ′ 𝑡
𝑡

𝑎 𝑏𝑡
𝑓 ′ 𝑛  第 1 式 

𝑓 𝑡 𝐶 𝑓 ′ 𝑡  第 2 式 

𝐸 𝑡 𝐶 𝑓 𝑡  第 3 式 

𝐸 𝑡 𝜑 𝐸 𝑡  第 4 式 

 

ここに、 fc’ n  :時刻 n の圧縮強度(N/mm2) 

 ft n  :時刻 n の引張強度(N/mm2) 

 Ec n  :時刻 n のヤング係数(N/mm2) 

 Ee n  :時刻 n の有効ヤング係数(N/mm2) 

 φ n  :時刻 n の補正係数 

(最高温度に達するまでの有効材齢=0.42) 

(最高温度に達した有効材齢+1 日以降=0.65) 

 a,b,C1,C2,C3,C4 :係数 

 t :時刻(日) 

 

 

第 8 図 模擬埋設設備におけるひび割れ指数(②中段 NS) 
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以上の結果から、セメント系充填材のひび割れ指数は最小で 1 であり発生確率と

しては 50%となる箇所が存在することを確認した。 

したがって、セメント系充填材にある程度のひび割れは生じるものの、全体に水

の移動が容易となるひび割れが発生するとは考えられず、セメント系充填材に要求

されるひび割れ抑制は達成されており、漏出防止機能を確保できると判断した。 

 

7. 混和材選定について 

(1) 膨張材について 

セメント系充填材に要求する充填性の確保について、模擬埋設設備を用いて十分

に充填できることを確認して配合を選定している。 

1：9 配合の膨張材を用いない場合のセメント系充填材のひび割れ発生状況につい

ては、「6. セメント系充填材に発生するひび割れについて」に示すように、模擬埋

設設備による試験で多量のひび割れが発生しないことを確認している。 

改善配合(3：7 配合)では、膨張材の使用を予定しており、3:7 配合においても模

擬埋設設備を用いた試験で多量のひび割れが発生しないことを確認している(参考

資料 4「セメント系充填材の配合選定経緯について」参照)。 

 

(2) 結合材料について 

充填性の確保の観点では、充填性を担保する流動性及び材料分離抵抗性について、

原子力環境整備センターの実証試験及び当社の配合選定試験によって、高炉スラグ

を用いた 2 成分系及びフライアッシュを用いた 3 成分系に大きな差はないことが確

認されている。 

ひび割れ抑制の観点では、高炉スラグを用いた場合には、フライアッシュを用い

た場合に対して、収縮によるひび割れ発生可能性で不利な点がある。ひび割れへの

影響については、模擬埋設設備を用いた確認試験を行っており、漏出防止機能が確

保できなくなるような多くのひび割れは確認されていない(「6. セメント系充填材

に発生するひび割れについて」及び参考資料 4「5. 新配合充填材実証試験」参照)。 

安全性の確保の観点では、セメント系充填材の充填以降は、その上部のポーラス

コンクリート層及び覆いを早期に設置することで、漏出防止機能全体としてのシス

テムを形成し安全性を向上させることが望ましい。高炉スラグを用いた場合には、



添 4 参 3-15 

 

フライアッシュを用いた場合に対して、強度発現が早いことで施工工程の進行に有

利であり、安全性の確保に寄与する。 

したがって、セメント系充填材に用いる結合材料の選定に当たっては、強度発現

特性から安全性の確保に有利な高炉スラグを用いることとしている。 

 

8. 中規模模擬埋設設備による充填確認試験 

(1) 実施概要 

模擬埋設設備内に模擬廃棄体を 3 行 7 列 2 段配置する中規模模擬試験を実施した

(第 9 図参照)。区画の形状は 1 号埋設設備のうち a 区画(セメント系充填材の層 40cm

を 2 面に設置)を模擬した。 

セメント系充填材は、第 3 表に示すものを用いた。 

 

 

第 9 図 模擬埋設設備平面図及び断面図 
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第 3 表 セメント系充填材の配合 

水 

結合

材比 

(%) 

砂 

結合

材比 

スランプ

フローの

目標(cm) 

単位量(kg/m３) 

水 砂 
セメント

*1 

混和剤 

水中不

分離性

混和剤 

AE 

減水剤 

高性能 

減水剤 

67.1 3.46 75 283 1462 422 1.5 

結合材 

重量の 

0.1% 

結合材 

重量の

1.25% 

*1：セメントとは、中庸熱ポルトランドセメント 10%、高炉スラグ 90% 

 

(2) セメント系充填材打設に伴う温度測定 

熱電対を用いて、セメント系充填材の打設に伴う模擬埋設設備内部の温度変化を

計測した。温度測定位置を第 10 図に、温度測定結果を第 4 表に示す。 
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第 10 図 温度測定位置 

 

第 4 表 平均温度降下量 

測定位置 ① ① ① ② ② ② ③ ③ ③ ④ ④ ④ ⑤ ⑤ ⑤ 

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 

最大値(℃) 30.9 35.5 29.1 33.1 37.4 32.0 32.1 37.8 30.2 29.8 30.6 26.8 30.9 33.6 29.7 

最終温度データ(℃） 22.8 21.9 21.3 23.4 24.0 23.3 23.7 21.9 21.0 23.3 21.6 20.4 23.5 21.9 21.3 

温度降下量(℃) 8.1 13.6 7.8 9.7 13.4 8.7 8.4 15.9 9.2 6.5 9.0 6.4 7.4 11.7 8.4 

平均温度降下量(℃) 9.6 

 

 



添 4 参 3-18 

 

(3) セメント系充填材におけるひび割れ調査 

模擬埋設設備におけるセメント系充填材上部のひび割れ調査結果を第 11 図及び

第 12 図に示す。セメント系充填材上部表面におけるセメント系充填材と上部スペー

サブロックの界面のひび割れは確認できず、セメント系充填材打設位置を中心に、

上部スペーサブロックを固定する鉄筋位置から放射状に発生している。 

 

 

*1：太線がひび割れを示す。細線は打設時に認められた表面のしわ等の模様を示す。 

第 11 図 材齢 28 日での上部表面ひび割れ調査結果 
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*1：太線がひび割れを示す。細線は打設時に認められた表面のしわ等の模様を示す。 

第 12 図 材齢 91 日での上部表面ひび割れ調査結果 

 

(4) セメント系充填材の物性試験結果 

第 3 表に示す配合にて、第 5 表に示す各試験を実施した。基本物性として、圧縮

強度、引張強度及び静弾性係数、充填性に係るフレッシュ性状としてスランプフロ

ー、凝結硬化速度及びブリーディング、ひび割れに係る性状として、自己収縮、乾

燥収縮及び断熱温度上昇量に係わる試験を実施した。各試験の結果を第 13 図、第

14 図、第 6 表、第 7 表、第 8 表に示す。なお、ブリーディングについては、発生し

なかった。 
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第 5 表 試験項目 

試験項目 摘要 

圧縮強度 JIS A 1108 に準拠 

材齢 3,7,14,28,91 日で実施 

引張強度 JIS A 1113 に準拠 

圧縮強度試験と同材齢で実施 

静弾性係数 
土木学会基準（案）に準拠 

圧縮強度試験と同材齢で実施 

自己収縮 
JCI 高流動コンクリートの自己収縮試験方法(仮称)

に準拠 

乾燥収縮 JIS A 1129 に準拠 

断熱温度上昇量 空気循環式測定器により測定 

凝結硬化速度 JIS A 6204 に準拠 

ブリーディング JIS A 1123 に準拠 
 

 

第 6 表 基本物性試験結果 

項目 
材齢(日) 

3 7 14 28 91 

圧縮強度 

kgf/cm2 

(N/mm2) 

27.8 

(2.73) 

69.7 

(6.84) 

100.0 

(9.81) 

143.3 

(14.05) 

219.3 

(21.5) 

静弾性係数 

kgf/cm2 

(N/mm2) 

47,000 

(4,609) 

86,000 

(8,434) 

107,667 

(10,559) 

155,667 

(15,266) 

208,333 

(20,430) 

引張強度 

kgf/cm2 

(N/mm2) 

3.2 

(0.31) 

8.0 

(0.78) 

11.8 

(1.16) 

18.0 

(1.77) 

23.4 

(2.29) 
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第 13 図 自己収縮試験結果 

 

第 7 表 乾燥収縮試験結果 

1 週 4 週 8 週 3 ヶ月 

乾燥収縮ひずみ 

(×10-6) 
223 540 735 760 

 

 



添 4 参 3-22 

 

 

第 14 図 断熱温度上昇量試験結果 

 

第 8 表 フレッシュ性状試験結果 

スランプ 

フロー 

(cm) 

モルタル 

温度(℃) 

空気量 

(%) 

単位体積重量 

(kg/m3) 

凝結時間 

始発 終結 

時・分 時・分 

76.5×76.0 20.1 2.6 2185.1 
23・30 45・30 

78.0×78.0 20.3 3.4 2152.5 
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(5) 模擬埋設設備のひずみ測定結果 

模擬埋設設備に対して、ひずみ測定を実施した。第 1 図に示すひずみ測定箇所の

うち、最大箇所のひずみ測定結果を第 15 図に示す。 

 

 

第 15 図 ひずみ測定結果（最大箇所） 
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9. ドラム缶フロー試験 

埋設設備への充填性の検討として、ドラム缶フロー試験により、ドラム缶同士の隙

間を流動し、充填できることを確認する（第 16 図参照）。 

原子力環境整備センターで実施したドラム缶フロー試験結果(5)を第 9 表、第 10 表及

び第 11 表に示す。 

実際の埋設設備で用いる配合と若干異なるものの、同様の傾向を示すものであり、

スランプフローを管理することで、ドラム缶間等の狭隘部を通過できることを示すも

のである。 

 

       

第 16 図 ドラム缶フロー試験装置 

 

第 9 表 使用配合 

W/C 

(%) 

S/C 

(%) 

単位量(kg/m3) 

水 

普通 

ポルト 

ランド 

セメント 

高炉 

スラ

グ 

膨 

張 

材 

細 

骨 

材 

水中 

不分離性 

混和剤 

AE 

減水剤

(L/m3) 

高性能 

減水剤

(L/m3) 

68.7 3.20 290 40 357 25 1350 1.50 1.69 4.22 
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第 10 表 試験結果(1) 

試験項目 練上り 1 時間 2 時間 3 時間 
3 時間 

低下量 

スランプフロー 

(cm) 
76×75 77×75 73×73 66×66 9.5 

ドラム缶フロー 

(分,秒) 
46” 1’15” 1’18” 1’27” 41” 

 

 

第 11 表 試験結果(2) 

試験項目 試験結果 

空気量(%) 1.6 

練上り温度(℃) 22.6 

ブリーディング率(%) 0 

凝結(時間) 
始発 終結 

20.5 29.5 
 

 

10. まとめ 

1 号及び 2 号埋設設備の既に打設されたセメント系充填材を含め、セメント系充填

材の要求性能は、充填性である。セメント系充填材は、配合の工夫、事前の試験及び

打設後の確認から、有害な空隙を残さない十分な充填性を有していることを確認して

いる。水みちとなるひび割れの発生についても、ある程度のひび割れは生じるものの、

充填区画内部全体にわたって水の移動が容易となるひび割れが発生するとは考えられ

ず、セメント系充填材に要求されるひび割れ抑制は達成されており、漏出防止機能を

確保できると判断した。 

  

以 上 
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1. はじめに 

漏出防止の目的は、全てのバリアが完成するまでに、放射性物質が廃棄体の外へ漏

出することによる被ばくの防止である。そのため、放射性物質が埋設設備の内側にあ

る状態に管理することを基本方針とする。 

埋設設備は、外部からの水の浸入を極力防止し、埋設設備内を不飽和に維持するこ

とで内部からの漏えいを防止する。不飽和の状態を維持する対策として、排水・監視

設備による導水に加え、セメント系充填材により、廃棄体内部への水の浸入や放射性

物質の移行を抑制する。 

したがって、廃棄体周りのセメント系充填材は、流動性を良くし充填性を上げ、廃

棄体間の空隙を隙間なく充填するとともに、低発熱配合のセメント系充填材を選定し、

温度応力によるひび割れを抑制する設計とする。 

上記の要求を満足するセメント系充填材の配合の選定に当たり考慮した当時の知見

及び新たに予定している配合の検討内容について説明する。 

 

2. 1 号操業開始時における既往の知見 

(1) 原子力環境整備センターによる検討状況 

低レベル放射性廃棄物の埋設設備に使用されるセメント系充填材に関する検討は、

これまでに国中心としたプロジェクトで原子力環境整備センターによって、以下の

研究が実施された。 

 

昭和 58 年度～昭和 61 年度通産省受託研究 低レベル放射性廃棄物施設貯蔵安全性実証試験 

昭和 62 年度～平成元年度通産省受託研究 低レベル放射性廃棄物施設貯蔵安全性実証試験 

平成 2 年度～平成 5 年度通産省受託研究 低レベル放射性廃棄物施設貯蔵安全性実証試験 

昭和 63年度～平成 3年度科学技術庁受託研究 低レベル放射性廃棄物最終貯蔵システム安全性実証試

験 

 

上記の研究のうち、科学技術庁受託研究では、「低レベル放射性廃棄物の埋設に

関して、廃棄物埋設施設への廃棄体の定置、充填、覆土等の埋設が安全かつ確実に

実施できること、また、埋設後における地下水のサンプリングが確実に実施できる

ことを実証すること。」を目的としている。 
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一方で、通産省受託研究では、低レベル放射性廃棄物の埋設設備の設計から施工

までの試験が室内試験とあわせて実規模サイズの模型試験まで実施されており、当

時の技術に基づいて、埋設設備の各部材(外周仕切設備、セメント系充填材、ベント

ナイト混合土)までの試験が幅広く実施されている。そのため、現在のセメント系充

填材(1:9 モルタル)の選定プロセスを室内試験から模型サイズの実証試験まで系統

的に実施されている通産省受託研究に基づいて、本資料では、技術的観点で選定プ

ロセス及び充填性等の機能評価までを取りまとめた。 

上記通産省の昭和58年度から平成5年度まで実施された研究の主な検討工程は第

1 表に示すとおりである。このうち、セメント系充填材に関する検討は昭和 62 年度

から実施されているため、ここでは、昭和 62 年度から平成 5 年度までのセメント系

充填材に関する検討の概略を第 1 表にまとめた。 
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第 1 表 昭和 58 年度～平成 5 年度までの低レベル放射性廃棄物施設貯蔵安全性実証試験全工程 

 

 

  

　1．最適システムの設定

　2．モデル施設要素の設定

　3．モデル施設の設計・建設

　4．設備の設計および製作

　5．機能確認試験

　6．安全性実証試験

　7．総合システム・マニュアル作成

（1）　受入検査装置の実証試験

　①受入検査システムの検討

　②受入検査システムの概念設計

　③モデル装置の製作

　④機能確認試験

（2）　充塡材安全性実証試験

　①充塡材自動充塡装置の実証試験

　　a．充塡材自動充塡装置の検討

　　b．充塡材自動充塡装置の設計・製作

　　c．機能確認試験

　②セメント系充塡材試験

　　a．セメント系充塡材の検討

　　b．配合試験

　　c．充塡試験

　　d．実規模試験

（3）　総合実証試験

（1）　セメント系充塡材実証試験

　　①　自動充塡装置の実証試験

　　②　セメント系充塡材性能試験

　　③　充塡システム総合実証試験

（2）　ベントナイト混合土実証試験

　　①　ベントナイト混合土配合試験

　　②　混合システム選定試験

　　③　転圧システム選定試験

　　④　埋戻しシステム実証試験

　　⑤　長期安定性実証試験

（3）　ポーラスコンクリート実証試験

　　①　基礎物性試験

　　②　水質変化確認試験

　　③　目詰まり状況確認試験

　　④　通水機能確認試験

　　⑤　長期通水性能確認試験

昭和
62年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　年度
試験内容

昭和
58年度

昭和
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昭和
60年度
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昭和
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平成
元年度

平成
2年度

平成
3年度

平成
4年度

平成
5年度
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(ⅰ) 昭和 62 年度～平成元年度の検討概要 

a. 昭和 62 年度検討成果の概要 

(a) セメント系充填材仕様検討における基本的考え方 

セメント系充填材の仕様検討は、以下の事項を考慮することとして開始さ

れた。 

・材料的に安定していること。 

・水和反応が緩やかで、長期に反応が持続する。 

・化学的耐久性が大きい。 

・水和熱が低く、分離抵抗性が大きい。 

・流動性、充填性が良い。 

・ブリーディング沈下が少ない。 

・充填後の体積変化が少ない。 

以上の事項を考慮したモルタルの仕様として、当時は土木学会コンクリー

ト標準示方書(61 年度制定、施工編)22 章「プレパックドコンクリート」に準

拠することが望ましいとされ、注入モルタルの施工実績のもっとも多い「本

四架橋における注入モルタルの示方配合」(第 2 表参照)に基づいて、使用セ

メントを長期耐久性の観点から、低発熱型高炉セメント B 種(スラグ量

55%)80%+フライアッシュ 20%(第 3 表参照)を基本設定として検討が開始され

た。 

 

第 2 表 本四架橋における注入モルタルの示方配合例 
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第 3 表 プレパックド方式による場合のセメント系充填材配合(案) 

 

*1：セメントは低発熱型高炉セメント B 種（スラグ量 55%） 

 

その後、予備試験の結果を踏まえ、配合選定条件としてフロー値、ブリー

ディング率及び膨張率を考慮し、第 4 表 (配合 A)、第 5 表 (配合 B)の 2 つの

配合を設定することで、具体的なセメント系充填材の仕様検討が開始された。 

 

第 4 表 セメント系充填材の示方配合(配合 A) 

 

*1：結合材：低発熱型高炉セメント B 種(80%)+フライアッシュ(20%) 

*2：細骨材：市原産（比重=2.63、吸水率=2.15、粗粒率=1.34） 

*3：混和剤：ポゾリス No.70、0.2L×（C+F）/100kg 

*4：Al 粉末：山石金属社製 P300、（C+F）×0.015% 

*5：配合 A：配合選定条件 

フロー値 22±2 秒 

ブリーディング率 3 時間値で 3%以下、最大値で 4±1%以下 
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第 5 表 セメント系充填材の示方配合(配合 B) 

 

*1：混和剤：ポゾリス No.70、0.2L×（C+F）/100kg 

*2：Al 粉末：山石金属社製 P300、（C+F）×0.015% 

*3：膨張材：電気化学工業 CSA100R、C+F の 8%置換（内割り） 

*4：配合 B 配合選定条件 

フロー値 30 秒以上 

ブリーディング率 3 時間値で 3%以下 

最大値で 4±1%程度 

膨張率 300±100μ 

 

第 6 表及び第 7 表に示す試験を実施した。その結果、充填時のブリーディ

ングにより、局部的にセメント分が少なくなり、砂分の多い部分が認められ

た。また、一部に微小なヘアークラックも認められた。一方、充填時の温度

計測から充填モルタルの発熱性状を求めると、室内の断熱温度上昇試験結果

と比較して、温度上昇量、上昇速度共に小さな値が得られた。これはモルタ

ル周囲の廃棄体に熱が逃げるためと考察されている。 

これらの結果から、配合 A 及び B に対し、水和熱の低減、ブリーディング

の抑制に重点を置いたセメント系充填材の配合仕様の検討が実施されること

となった。 
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第 6 表 試験内容 
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第 7 表 測定項目及び数量（試験体 1 体当たり） 

 

 

(b) 改良型モルタルの配合試験 

上記(a)の配合 A 及び B の課題に対し、以下に示す混和剤、混和材を取り上

げて検討した。 

・石粉(混和材としてセメントに置換)：水和発熱抑制 

・水中コンクリート用混和剤：ブリーディング抑制 

・膨張材(混和材としてセメントに置換)：硬化収縮の低減 
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使用材料は第 8 表に、検討要因は第 9 表に、試験項目及び試験方法は、第

10 表に示すとおりである。これらの試験結果から、以下の事項が明らかとな

った。 

結合材の一部を石粉で置換すると、流動性はやや悪くなるものの、水和熱

を低減することができる(第 3 図及び第 4 図参照)。 

増粘剤を添加すると粘稠性が増し、水・結合材比、砂・結合材比を大きく

しても分離を防止し、ブリーディングを抑制できる。 

 

第 8 表 使用材料 

セメント マスコン高炉 B 種（第一セメント、高炉スラグ量 55%） 

フライアッシュ 電発フライアッシュ（日本セメント） 

石粉 日瓢珪砂 N-90（日瓢礦業） 

混和材 デンカ CSA100R（電気化学工業） 

混和剤 増粘剤 USCA（信越化学工業、セルロースエーテル） 

AE 減水剤 No.70（ポゾリス） 

高性能減水剤 NL4000（ポゾリス、高縮合トリアジン系

化合物） 

アルミ粉 山石 P300（山石金属） 

細骨材 市原産（比重 2.58、吸水率＝2.33、粗粒率=1.45） 
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第 9 表 検討要因 
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第 10 表 試験項目及び試験方法 

試 験 項 目 試 験 方 法 備 考 

流動性試験 

P ロートフロー 

(土木学会基準) 
30 秒を目安とする。 

ドラム缶フロー 第 1 図参照。 

スランプフロー スランプコーンを用いてのスプレッド値。 

ブリーディング

率及び膨張率 
土木学会基準に準拠 

ブリーディング率 3 以下。 

膨張率 2～4%。 

単位容積重量 

容重升（フレッシュモル

タル）及び硬化共試体重

量 

フレッシュモルタルの場合は容重升によ

る。 

硬化後については曲げ共試体(4×4×16cm)

を測定。 

凝結試験 プロクター貫入試験 JIS A 6204 附属書 1 

水和熱の測定 
簡易断熱温度上昇試験

法 
第 2 図参照，最大温度に達するまで実施。 

圧縮強度 JIS A 1108 
材令 1,4,13 週 

標準養生 

曲げ強度 JIS A 1106 
材令 1,4,13 週 

標準養生 

透水試験 アウトプット法 材令 4 週にて実施。 

長さ変化試験 JIS A 1129 
測定は長さ変化がほぼ一定になるまで、最

大 6 ヶ月間行う。 
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第 1 図 ドラム缶フロー試験装置 

 

 

第 2 図 簡易断熱温度上昇試験装置 
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第 3 図 簡易断熱温度上昇試験測定結果(実験ケースⅠ) 

 

 

第 4 図 簡易断熱温度上昇試験測定結果(実験ケースⅡ，Ⅲ) 
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b. 昭和 63 年度検討概要 

(a) 室内試験 

当該年度は、ブリーディング抑制に対して有効性が確認された水中コンク

リート用混和剤を用いるとともに、単位セメント量の低減、低発熱型セメン

トの使用等についての検討が、以下の目的で行われた。 

・骨材が異なる場合の流動性を把握する。 

・膨張材の適切な添加量を求める。 

・セメントの種類が流動性、強度、温度上昇量及び透水係数に与える影響

を把握する。 

 

上記の検討では、第 11 表に示す配合条件及び使用材料で第 12 表に示す試

験を実施した。 
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第 11 表 配合条件と使用材料 

配合条件 使用材料 

水・結合材比(W/C) 70% 

結合材 

普通ポルトランドセメント 

(日本セメント) 

砂・結合材比(S/C) 3.0～3.5 
中庸熱ポルトランドセメント 

(日本セメント) 

水中コンクリート

用混和材(USCA) 
1.5kg/m3 

混和材 

高炉スラグ 

(第一セメント セラメント) 

高性能減水剤 

(NL-4000) 
C×1～2% 

フライアッシュ 

(日本セメント アサノフライアッ

シュ) 

スランプフロー 80cm 程度 膨張材(電気化学工業 CSA100R） 

ドラム缶フロー 
連続的な流

下 

混和剤 

水中コンクリート用混和剤(信越化

学 アスカクリーン：USCA) 

AE 減水剤(ポゾリス物産 No.70) 

高性能減水剤(ポゾリス物産 

NL-4000) 

細骨材 

鹿島産陸砂(F.M.2.27) 

相模・木更津混合砂(F.M.2.66) 

大井産川砂(F.M.3.04) 

 

  



添 4 参 4-16 

 

第 12 表 試験項目 

検討項目 試験項目 

骨材が流動性に与える影響 ・流動性試験 

膨張材の適切な添加量 ・流動性試験 

・膨張率試験 

セメントの種類が物性に与える影響 ・流動性試験 

・断熱温度上昇量試験 

・強度試験 

・透水試験 

 

試験の結果、粗粒率(F.M.)の違いによって所要の流動性を確保するために

は、F.M.の増加とともに、S/C も増加させる必要があること、膨張材の添加

は C×6%の設定とすることが明らかとなった。 

さらに、セメント 6 種類(普通ポルトランドセメント(以下「OPC」という。)5%

＋高炉スラグ 95%、OPC10%＋高炉スラグ 90%、OPC20%＋高炉スラグ 80%、OPC30%

＋高炉スラグ 40%＋フライアッシュ 30%、中庸熱 20%＋高炉スラグ 80%、中庸

熱 30%＋高炉スラグ 40%＋フライアッシュ 30%)に水中コンクリート用混和剤

を用いた場合の各種物性(流動性、圧縮強度、断熱温度上昇量、透水試験)に

ついて、以下のことが明らかとなった。 

・流動性：セメントの違いによる差は見られない。 

・圧縮強度：同上 

・発熱量：高炉スラグ 95%を含むものが最も小さく、OPC の割合が増えるに

従い高い値を示す。 

・スランプフロー：80cm を確保するためには、F.M.が 2.27、2.66、3.04

の場合、砂結合材比をそれぞれ 3.00、3.25、3.50 とすることが必要。 

・透水係数：セメント種類に係らず、10-11～10-10cm/s 程度の透水係数。 

(b) 充填試験(模型試験) 

当該年度は、ブリーディングの防止及び水和熱の低減等を目的として実施

された配合試験の結果得られた配合(第 13 表参照)を用いて、昭和 62 年度と

同様の充填試験(埋設設備の 1 区画の約 1/4 サイズ)を行い、各種計測(第 14
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表及び第 15 表)が実施され、以下の結果が得られた。 

 

第 13 表 セメント系充填材の配合(充填試験) 

 

 

第 14 表 充填試験における試験及び計測項目 

試験時期 

試験項目 
モルタル充填時 モルタル硬化後 

モルタルの 

品質管理 

・スランプフロー 

・空気量 
－ 

モルタルの 

物性値 
－ 

圧縮強度 

透水試験 

膨張率測定試験 

乾燥単位容積重量試験 

充填性の確認 

モルタル液面高さ及

び勾配の測定 

透明アクリル板を通

した目視観察 

φ300mm コアボーリング 

着色水圧入試験及び試験体の解体 

各種計測 埋設機器を使った計測 

 

  

注入時採取供試体及び
φ100mm コアボーリン
グ供試体 
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第 15 表 充填試験における計測項目及び内容 

計 測 項 目  数 量 内 容 

温度履歴 13 ヶ所 

試験体内部及び外部に温度計（CC 熱電

対）を設置して、モルタルの硬化に伴う

温度履歴を測定した。 

モルタルの内部ひずみ 8 ヶ所 

試験体内部にモールドゲージを設置し

て、硬化時に発生するモルタルのひずみ

を測定した。 

モルタルの側圧 2 ヶ所 
型枠に土圧計を設置して、モルタル入時

に型枠に作用する圧力を測定した。 

型枠変位 3 ヶ所 
型枠外面に変位計を設置して、型枠の変

位を測定した。 

充填モルタルとドラム

缶の境界面における変

位 

1 ヶ所 

ドラム缶表面に継目計を設置し、ドラム

缶とモルタルの境界面における変位を

測定した。 

熱膨張係数の測定 1 ヶ所 
無応力計を使って無拘束状態でのモル

タルのひずみ変化を求めた。 

 

当該年度では、モルタルの水和熱を低減させるために、高炉スラグ、フラ

イアッシュを多量に混入するとともに砂の増量をはかることにより、単位セ

メント量を減少させ、また、水中コンクリート用混和剤を使用してブリーデ

ィングを完全に防止し、施工管理を容易にしたため、昭和 62 年度に比較して

良好なものとなった。 

特に、温度履歴は、9 月施工で外気温が 18.0℃と高かったにも係らず温度

上昇量が 18.0℃であった。 

(c) 実規模充填試験 

コンクリートピットと同規模のピットを用いてセメント系充填材(配合は

第 16 表参照)充填試験を行い、流動性、充填性、水和熱特性等の検討を行っ

た(第 17 表及び第 18 表参照)。その結果、以下のことが明らかとなった。 
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(一) 流動性、充填性 

水中コンクリート用混和剤によって、モルタルの流動性及びセルフレベ

リング性が向上し、ドラム缶同士の狭小な間隙においても良好な充填性が

確認されるとともに、流動による材料分離も認められなかった。 

 

第 16 表 セメント系充填材の配合(実規模充填試験) 
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第 17 表 実規模充填試験における試験項目 

試験項目 モルタル充填時 モルタル硬化後 

モルタルの 

品質管理 

・スランプフロー 

・空気量 

・ブリーディング 

・単位容積重量 

－ 

モルタルの 

物性値 
－ 

・膨張率 

・透水係数 

・圧縮強度 

・引張強度 

・弾性係数 

充填性の確認 

・モルタル液面高さ、勾

配、上方からの目視観

察 

・φ300mm コアボーリング*1 

・着色水圧入試験及び試験体の解体*1 

*1：平成元年度実施 

 

第 18 表 実規模充填試験のおける計測項目 

計測対象 計測項目 仕様計測器 数

量 

モルタル ひずみ及び温度 測温機能付き埋込み型ひずみ計

（KM-100B） 

7 

温度 CC 電熱対（T） 10 

コンクリート

ピット 

壁面のひずみ及び温度 測温機能付き埋込み型ひずみ計

（KM-200B） 

7 

壁内のひずみ及び温度 測温機能付き埋込み型ひずみ計

（KM-100B） 

15 

壁内の温度 ひずみタイプ式温度計（TK-F） 5 

壁内の応力 コンクリート有効応力計（GK-60-202） 2 

外気温 温度 CC 電熱対（T） 1 
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(二) 水和熱特性 

高炉スラグ及びフライアッシュを多量に混入して単位セメント量を低減

することによって、モルタルの温度上昇量は大幅に減少(第 19 表参照)し、

温度応力によるひび割れの抑制に大きな効果があることがわかった。 

 

第 19 表 モルタルの温度特性(断面①) 

 

*1：測定番号位置は、下図参照。 

 

 

 

c. 平成元年度検討概要 

当該年度は昭和 63 年度に製作した実規模充填試験体を用いて、充填モルタ

ルの品質試験及び実規模充填試験として、それぞれ以下の試験が実施された。 

(a) 充填モルタル品質試験(配合は第 16 表参照) 

・スランプフロー 

・モルタル温度 

・空気量 
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・ブリーディング量 

・単位体積重量 

・膨張率 

・圧縮強度、引張強度及び静弾性係数 

・透水係数 

充填モルタルの品質管理試験結果を第20表に、膨張率測定結果を第5図に、

物性試験結果を第 21 表に示す。 

(b) 実規模充填試験(配合は第 16 表参照) 

・モルタル充填試験 

・充填性確認試験 

・着色水圧入試験 

・透水試験 

・物理試験 

・境界部付着試験 

・温度応力解析 

ピットの中央部と端部の 2 ヶ所でφ300mm のコアボーリング(第 6 図)を行

い、充填状況の確認が行われた。その結果、充填状況は良好であり、ドラム

缶下面のブリーディングによる空隙もなく、ドラム缶とモルタルは非常に密

着しており、ドラム缶とドラム缶の間の狭い部分にもモルタルが密実に充填

されていることが確認されている。 
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第 20 表 充填モルタルの品質管理試験結果 

 

 

 

第 5 図 膨張率の測定結果 
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第 21 表 物性試験結果 
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第 6 図 コアボーリング位置図(φ300mm) 

 

(ⅱ) 平成 2 年度～平成 5 年度の検討概要 

当該受託研究は、平成元年度までのセメント系充填材の検討結果を踏まえて、

セメント系充填材により埋設設備の構造体に発生する温度応力を更に低減させる

ことを主目的として実施された。 

第 7 図にセメント系充填材実証試験検討フローを示す。 
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第 7 図 セメント系充填材実証試験検討フロー 

 

a. 平成 2 年度検討概要 

平成 2 年度は、以下の検討が実施された。 

・ステップ 1：低発熱セメントの絞込み(示方配合は第 22 表、使用材料は第

23 表参照)結合材の OPC、高炉スラグ及びフライアッシュの混合率を変化さ

せた 6 種類に対して、簡易断熱温度上昇試験等*1 を行って選定。 

・ステップ 2：選定したセメントを用いた充填材の性状変化の確認。ステッ

プ 1 で選定した結合材を用いて各種試験*2 を実施。 

ステップ 1 の検討を踏まえ、流動性に関する試験、簡易断熱温度上昇試験等

の結果、ポルトランドセメント量を低減しかつ中庸熱セメントを用いた、中庸

熱、高炉スラグ、フライアッシュを 2：5：3 に混合したもの及び OPC、高炉ス

ラグを 1：9 の割合で混合したものが結合材として選定された(第 24 表及び第 8

図参照)。 

一方で、3 成分系では凝結時間が始発、終結とも遅くなることから、これ以
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上フライアッシュを増加させ、OPC 量を低減させることに問題があることが指

摘された。そのため、3 成分系の中では凝結時間に問題があるものの最も水和

熱が低い配合(中庸熱：高炉スラグ：フライアッシュ＝2：5：3)が選定された。

また、2 成分系の結合材では、水和熱が最も低く、強度発現も十分な(OPC：高

炉スラグ＝1：9)が選定された。 

また、ステップ 2 の検討の結果、ステップ 1 で絞り込んだ 2 種の結合材の断

熱温度上昇試験(第 9 図参照)では、平成元年度まで提案していた充填材より、

3 成分系で 14.6℃、2 成分系で 18.0℃温度上昇を低減することが可能となり、

これら 2 種類の結合材は十分使えることが明らかにされた。 

 

*1：フレッシュモルタルに関する諸物性（ブリーディング、スランプフロー、

ドラム缶フロー、凝結硬化速度試験）、圧縮強度試験、簡易断熱温度上昇

試験 

*2：フレッシュモルタルに関する諸物性（ブリーディング率、スランプフロ

ー、ドラム缶フロー）、断熱温度上昇試験、凍結融解抵抗性、中性化の影

響 

 

第 22 表 配合試験結果 
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第 23 表 使用材料一覧 
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第 24 表 フレッシュモルタルに関する試験結果(ステップ 1) 
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第 8 図 簡易断熱温度上昇試験結果(ステップ 1) 
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第 9図 断熱温度上昇量試験結果(20.0℃) 
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b. 平成 3 年度検討概要 

平成 3 年度は、今後予定している充填システム実証試験のための埋設設備コ

ンクリート壁の建設を実施し、特にセメント系充填材の選定に係る試験は特に

実施されなかった。 

c. 平成 4 年度検討概要 

昭和 63 年度に実施した実規模充填試験では、3 成分系を用いて実施した。そ

の結果、埋設設備のホワイトゾーン(モルタルの容積が大きい部分)の放熱速度

が小さくなって充填材の温度が更に高くなることとなった。 

当該年度は、充填材の水和発熱量を更に低減させる必要があることから、2

成分系結合材(使用材料は第 25 表、示方配合は第 26 表参照)を用いて実規模試

験を実施し、充填材の水和発熱量と、流動性、充填性等*1 の確認を行った。 

その結果、流動性、充填性については問題ないことが示された。また、昭和

63 年度に実施した 3 成分系の結合材を用いた場合、温度上昇量は 18.0℃であ

った。当該年度に用いた 2 成分系では、ホワイトゾーンという温度的には不利

な条件があったにも係らず、温度上昇量を 14.5℃(第 27 表及び第 10 図参照)

まで低減することができた。 
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第 25 表 使用材料 

 

*1：品質管理試験（出荷時、現場到着時）、充填材高さ及び流動勾配測定、強

度試験、温度・ひずみの計測 

 

第 26 表 充填材の示方配合 
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第 27表 充填材の温度特性 
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第 10 図 計測器の設置位置 
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d. 平成 5 年度検討概要 

当該年度は、平成 4 年度に実施した実規模充填試験体に対して以下の 3 点を

確認した。 

・充填材の充填状況の確認(模擬廃棄体間の狭隘な空隙部への充填状況の確 

認、特に、模擬廃棄体同士の接触部への充填状況の確認) 

・材料分離傾向の有無の確認(模擬廃棄体下面におけるブリーディング等に 

よる骨材の分離状態の有無の確認) 

・充填材の物性の確認 

上記を確認するために以下の 3 項目の試験が実施された。 

・ボーリングコア(第 28 表及び第 11 図参照)による充填状況の目視による確  

認 

・模擬埋設設備の解体調査による充填状況の確認 

・ボーリングコアから採取した供試体による透水試験及び圧縮強度試験 

解体調査の結果、以下の点が確認された。 

・模擬廃棄体同士の接触部等の狭隘部にも充填材は確実に充填されていた( 

第 12 図参照)。 

・模擬廃棄体の下面等については、材料分離による細骨材の露出や充填不良

による空隙は認められなかった。 

・側壁コンクリートとの境界部分にも十分に密着していた(第 13 図参照)。 
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第 28 表 ボーリングコアの内容 
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第 11 図 ボーリングコア採取位置 
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第 12 図 セメント系充填材部分の解体状況(模擬廃棄体間の間隙部の状況) 

 

 

第 13 図 セメント系充填材部分の解体状況(側壁コンクリートとの境界部の状況) 
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(ⅲ) 検討手順 

(ⅰ)及び(ⅱ)で示した昭和 62 年度～平成 5 年度までの検討概要の一連の経緯

を第 14 図に検討フロー図として示す。 
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：本四架橋ベース ：3成分系モルタル ： 2成分系モルタル

配合検討 模型及び実規模試験検討

第3表参照

※1

第4表、第5表参照
※2

第6表、第7表参照

※3

※4

第8表、第9表、第10表参照

※5

第11表、第12表参照

第13表参照

※6

第14表、第15表参照

※7

第16表、第17表、第18表参照

※8 ※9

第22表、第23表参照

ステップ1：低発熱セメントの絞込み（※10）

ステップ2：選定したセメントを用いた充填材の性状変化の確認（※11）

※12

※13

第25表、第26表参照

※14

目的
①充填材の充填状況の確認
②材料分離傾向の有無の確認
③充填材の物性の確認

本四架橋注入モルタル

示方配合の選定

検討条件の設定

（充塡材の目的・要件等）

予備試験

配合選定条件の抽出

配合A,Bの選定

模型規模充填試験

配合A,Bに対する

課題の抽出

混和剤・混和材の検討

※1

配合選定条件として以下を抽出。

①フロー値

②ブリーディング率

③膨張率

※2

コンクリートピット中の1セルの約1/4サイズで以下の試

験を実施。

①材料品質確認試験

②充填性確認試験

③ひずみ・変位測定試験

④温度変化測定試験

※3

配合A,Bに対し、以下の課題を抽出。

①モルタルの水和熱がコンクリートピットに与える影響

②ブリーディングによる影響

③硬化収縮によるひび割れ発生の可能性

※4

①石粉置換による水和発熱抑制効果及び諸物性の確

認

②ブリーディング抑制に対する水中コンクリート用混和

剤の効果の確認

昭

和
62

年

度

配合の検討

室内試験

配合の設定

模型規模充填試験

実規模充填試験

昭

和
63

年

度

※5

以下の把握を目的に実施。

①骨材が異なる場合の流動性

②膨張材の適切な添加量

③セメントの種類が物性に与える影響

※6

コンクリートピット中の1セルの約1/4サイズで

以下の試験を実施。

①モルタルの品質確認

②硬化モルタルの物性取得

③充填性確認

④温度変化計測

⑤ひずみ、変位計測

※7

コンクリートピットと同規模のピットを用いて

以下の試験を実施。

①モルタルの品質確認

②硬化モルタルの物性取得

③充填性確認

④温度変化計測

⑤ひずみ、変位計測

平

成

元

年

度

充填モルタル品質試験 実規模充填試験

（ボーリングコアの採取）

※8

以下の試験を実施。

①スランプフロー

②モルタル温度

③空気量

④ブリーディング量

⑤単位体積重量

⑥膨張率

⑦圧縮強度、引張強度及び静弾性係数

⑧透水係数

※9

以下の試験を実施。

①モルタル充填試験

②充塡性確認試験

③着色水圧入試験

③透水試験

④物理試験

⑤境界部付着試験

⑥温度応力解析

実証試験準備 ※12

充塡実証試験に向けた設備を構築。

※10

以下についての試験を実施。

・フレッシュモルタルに対する諸物性

・圧縮強度試験

・簡易断熱温度上昇試験

※11

以下についての試験を実施。

・フレッシュモルタルに対する諸物性

・断熱温度上昇試験

・凍結融解抵抗性

・中性化の影響

平

成
2

年

度

平

成
3

年

度

実規模充填試験

（硬化後の確認）
平

成
5

年

度

※14

3つの目的に対し、以下の試験を実施。

①ボーリングコアによる充塡状況の目視による確認

②模擬埋設設備の解体調査による充填状況の確認

③ボーリングコアから採取した供試体による透水試験

及び圧縮強度試験

配合検討試験

実規模充塡試験

（充塡の実施）

※13

以下の試験を実施。

・品質管理試験

・充填性確認試験

・強度試験

・温度・ひずみの計測

平

成
4

年

度
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第 14 図 低レベル放射性廃棄物処分施設安全性確認試験の検討フロー 

(ⅳ) 検討結果 

本四架橋の注入モルタルの示方配合に基づいて、埋設設備のセメント系充填材

に求められる特性として、「低発熱型であること」、「ブリーディングを防止す

ること」、「流動性、充填性に優れること」の条件を考慮した。これより、混和

材(高炉スラグ、フライアッシュ)の利用で単位セメント量を低減することで水和

発熱を抑え、更に水中コンクリート用混和剤を用いて、ブリーディングを防止す

る等の改良を重ねた。 

その結果、以下の 3 項目が当該受託研究で示された。 

・当該受託研究で示されたセメント系充填材は、埋設設備の廃棄体間の狭隘な

間隙部分にも十分に充填ができており、模擬廃棄体と十分密着している。 

・材料分離による間隙や充填不良による空隙は見られず、下段や側部のコンク

リートスペーサ、あるいは側壁コンクリートとも十分に密着している。 

・セメント系充填材の透水係数は 10-10cm/s～10-11cm/s のオーダーであり、十分

に水密性を有している。 

(ⅴ) 昭和 62 年度～平成 5 年度までの受託研究のまとめ 

昭和 62 年度～平成 5 年度までに通産省受託研究で原子力環境整備センター

が実施したセメント系充填材に関する試験結果をまとめると以下のとおりと

なる。 

セメント系充填材の仕様検討は、以下の手順で行われた。 

本四架橋注入モルタルの仕様をベースとした。 

セメント系充填材に求められる特性として、主に流動性、ブリーディングに

着目した配合仕様の見直し(配合 A 及び B)による検討が実施された。 

配合 A 及び B に基づいた試験により、更なる見直しとして、水和発熱の低減、

ブリーディングの抑制、硬化収縮の抑制の観点からの配合見直しの検討が実施

された。 

上記の検討を経て、主に水和発熱の低減、ブリーディングの抑制、硬化収縮

の抑制、流動性、充填性の確保という観点から、混和材の使用、水中コンクリ

ート混和剤の使用を基本的な概念とし、昭和 63 年度から 3 成分系モルタル、

平成 2 年度から 2 成分系モルタルを主体とした検討が開始された。 
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いずれの試験も、室内によるセメント系充填材品質確認試験、コンクリート

ピットの 1 セルの 1/4 サイズの模型試験による流動性、充填性及び水和発熱特

性、ブリーディング等の確認試験、実規模充填試験が行われた。 

その結果、いずれのモルタルも以下の 3 項目が当該受託研究で示された。 

当該受託研究で示されたセメント系充填材により、埋設設備の廃棄体間の狭

隘な間隙部分にも十分に充填ができており、模擬廃棄体と十分密着している。 

材料分離による間隙や充填不良による空隙は見られず、下段や側部のコンク

リートスペーサ、あるいは側壁コンクリートとも十分に密着している。 

充填材の透水係数は 10-10cm/s～10-11cm/s のオーダーであり、十分に水密性を

有している。 

  

(2) 日本コンクリート工学協会の検討状況(1) 

(ⅰ) 検討概要 

当時建設の各分野では、各種の充填材が開発され、広範囲に実用されていた。

しかし、それらの充填材はそれぞれ用途別に研究開発され、また有用されてきた

ため、これらの品質を共通の基準で相互に評価されたことは、ほとんどなかった。 

そこで、平成 3 年度～平成 4 年度において、日本コンクリート工学協会(以下

「JCI」という。)に充填材の品質評価研究委員会が設置され、平成 4 年 12 月のシ

ンポジウムにおける中間報告(2)と論文発表(3)も踏まえ、充填材について要求性能

やその品質評価試験方法の整理、要求される品質の分類化及び統一化が行われた。 

(ⅱ) 要求性能の分類 

充填材に要求される性能を大別すると、「硬化前の充填材の性能として要求さ

れる項目」と「硬化後の充填材の性能として要求される項目」の二つに大別され

る。なかでも流動性と材料分離抵抗性は充填性に要求される性能のなかで、非常

に重要な品質項目である。 

充填材の要求性能を分類するに際しては、硬化の前後の要求性能が異なるため、

どのような評価方法で分類するかを明確に整理して、検討する必要がある。 

充填材の要求性能については、構成材料、材料特性、施工性、構造体の性能の

各段階について評価項目とともに第 29 表として整理されている。 
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第 29 表 要求性能に対する評価項目 

 

 

充填材の材料特性である流動性、材料分離抵抗性、無収縮性及び強度特性など

に影響を及ぼす各種の要因が第 15 図のように整理されている。 
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第 15 図 充填材の材料特性に及ぼす各種の要因 

 

(ⅲ) まとめ 

本委員会では、原子力環境整備センターによるセメント系充填材に係る検討状

況も踏まえ、充填材全般としての要求事項、品質規格や試験方法を整理しており、
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セメント系充填材の設計に当たり参考となる情報が取りまとめられている。 

 

(3) 既往の知見のまとめ 

セメント系充填材の設計に当たり考慮すべき項目が、JCI の委員会により要求事

項として整理された。 

原子力環境整備センターにおいても実規模の充填試験を含めた検討がなされ、各

要求事項を満足するものとして 2 つの配合(3 成分系及び 2 成分系)が示されている。 

配合の検討に当たっては、主に水和熱の低減、ブリーディングの抑制、硬化収縮

の低減に考慮されている。 

このように、当初からひび割れの制御を考慮してセメント系充填材の検討が進め

られてきた。水和熱に対しては混和材の使用により、硬化収縮に対しては膨張材の

使用により収縮によるひび割れの発生に対して対応されてきた。 
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3. 現在のセメント系充填材の配合選定 

(1) 配合選定の経緯 

低レベル放射性廃棄物施設に用いるセメント系充填材は、原子力環境整備センタ

ーにおいて推奨されていた 2 成分系(普通ポルトランドセメント(以下「N」という。)

及び高炉スラグ(以下「S」という。)を質量比で 1:9 で混合)及び 3 成分系(中庸熱ポ

ルトランドセメント(以下「M」という。）、S 及びフライアッシュ(以下「F」とい

う。)を質量比で 2:5:3 で混合)の 2 種類の結合材に対する比較検討を 1992 年度に実

施し、設定した。 

当時、原子力環境整備センターの検討成果では 2 成分系と 3 成分系では 3 成分系

の温度上昇が大きいものの、その影響は小さいと考え、流動性を重視して 3 成分系

モルタルを推奨していた。 

一方、2 成分系モルタルは温度上昇量が小さいことに加え、材料コストの面など

で有利な点があった。また、温度上昇量や流動性に関しては使用する材料で変化す

ることが知られており、セメント系充填材の配合設定に当たっては、実際に使用さ

れる可能性の高い材料を用いて比較検討して決定することが妥当であるとし、1992

年度に当社にて配合選定試験を実施した。 

 

(2) 配合選定試験 

本試験では、スランプフロー及びブリーディング量を満足した上で、ひび割れ抑

制を考慮した配合を選定することを目的として、結合材の構成比率を変化させた場

合の温度上昇特性、流動性の変化について検討した。 

 

(ⅰ) 検討した混合比率 

本試験では、第 30 表に示す結合材比率で試験を実施した。 
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第 30 表 配合選定試験で実施した結合材比率 

No. セメント 高炉スラグ フライアッシュ 備 考 

1 5(N) 95 － スラグ混合率の影響検討 

2 10(N) 90 － 同上 

3 15(N) 85 － 同上 

4 10(N) 60 30 フライアッシュ置換の効果 

5 10(M) 90 － M の効果 

6 20(M) 50 30 既往検討の確認と M の効果 

 

(ⅱ) 試験項目 

試験項目を第 31 表に示す。 

なお、準拠規定等は 1992 年当時のまま示した。 
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第 31 表 試験項目一覧 

試験項目 仕 様 準拠規定等 

スランプフロー 0,30,60,90,120 分 
土木学会基準コンクリートのスランプ

フロー試験方法(案) 

ドラム缶フロー 同上 
低レベル放射性廃棄物施設貯蔵安全性

実証試験報告書 

空気量 同上 
JIS A 1128 フレッシュコンクリートの

空気量による試験方法 

練り上がり温度 同上 アルコール棒状温度計による測定 

断熱温度上昇 1 配合につき 1 回 空冷 2 槽式試験機により測定 

凝結 同上 ASTM C 403 プロテクター貫入抵抗試験 

ブリーディング率 同上 

JSCE-F522 プレパックドコンクリート

の注入モルタルのブリーディング率及

び膨張率試験方法(ポリエチレン袋方

法） 

単位容積質量 同上 

JIS A 1116 フレッシュコンクリートの

単位容積質量試験方法及び空気量の質

量による試験方法(質量方法） 

圧縮強度 3,5,7,14,28 日 
JIS A 1108 コンクリートの圧縮強度試

験方法 

 

(ⅲ) 試験結果 

試験配合はあらかじめスランプフローが 70cm～75cm の範囲となるように配合

を調整した後、比較試験を実施している。配合選定試験の結果を第 32 表及び第

33 表に示す。 

a. 流動性 

第 30 表に示した No.1～No.6 の結合材を用いた配合においても 120 分後のス

ランプフローが 65cm 程度であり、ドラム缶フローも閉塞することなく全て流

下したことから、優れた流動性を確保できることを確認した。 
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b. 断熱温度上昇量 

断熱温度上昇量は S の置換率が高くなるに伴い低減される結果となった。ま

た、第 1 表に示す No.2 と No.5 の使用するセメントの種類の違い(N と M)とし

ては、M を用いた方が 2℃程度小さい結果となった。 

c. 凝結特性 

2 成分系モルタルの凝結時間は、S の置換率が高くなるに伴い始発・終結時

間ともに遅れるが終結の目標時間である 48 時間*1 以内をクリアした。また、セ

メントの種類の違い(N と M)による凝結時間はほとんど変化しない結果となっ

た。3 成分系モルタルの凝結時間は、2 成分系モルタルよりも遅く、No.4 及び

No.6 配合ともに目標時間をクリアしない結果となった。 

d. 一軸圧縮強度 

2 成分系モルタルにおいては、断熱温度上昇量が大きいものが圧縮強度も大

きくなる結果となった。これは、セメントの水和反応に応じた強度発現が得ら

れていると判断できる。一方、3 成分系モルタルは、セメント量が多い No.6 配

合の圧縮強度が高い結果となったが、断熱温度上昇量が同等である 2 成分系の

No.3 配合と比較すると、約 8 割程度(28 日強度時点)の強度発現に留まる結果

となった。配合の構成材料が異なることから、2 成分系と 3 成分系のモルタル

を断熱温度上昇量と強度の関係を同列に扱うことはできないが、3 成分系のモ

ルタルに関しては F を使用しているため、S と F の水和生成物の違いが強度発

現に影響を与えたと考えられる。 

 

(3) 配合選定試験まとめ 

セメント系充填材の流動性に関しては、いずれの配合も 120 分後のスランプフロ

ーの値が 65cm 程度であり性能に遜色はないと結論づけた。断熱温度上昇量は、S の

置換率が高くなると温度上昇を低く抑えられることが明らかとなった。ただし、No.1

配合の場合は、結合材の製造過程において生じる計量誤差により N の添加量が少な

くなることも想定され、S の潜在水硬性の刺激量が少なくなることで生じる凝結遅

延や強度発現不足を回避するため、選定外とした。また、3 成分系のモルタルは F

を使用することで凝結が遅れる傾向であること、圧縮強度が 2 成分系に比べて小さ

いことが確認された。当時は、種々の現場(本四連絡橋工事など)において F の品質
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上の問題が懸念*2 されていたこともあり、No.5 の 2 成分系のモルタル(1：9 モルタ

ル)を選定*3 した。 

 

*1：凝結の終結時間は、モルタル充填の次工程である上部ポーラスコンクリート

板設置作業までの最短スケジュールである 2 日程度を目安とした。工程を遅

らせることも選択肢にあったが、凝結が遅すぎると材料分離の懸念もあった

ことから 48 時間を目標値とした。 

*2：1958 年に「JISA6201 フライアッシュ」が、1960 年には「JIR5213 フライアッ

シュセメント」がそれぞれ制定された。その後、1970 年代には使用量が年々

増加するに従い、フライアッシュの一層の有効活用を図る目的で品質規定を

主とする改正が行われたが、以降、品質規定は 1999 年「JISA6201 コンクリ

ート用フライアッシュ」にてフライアッシュの種類の設定と品質の改正が行

われるまで見直しがされていない。さらに、1968 年と 1977 年のフライアッ

シュの物理的性質を比較すると、1977 年時の規定が緩和されていることが分

かる。これは、火力発電所で用いる石炭が国内から海外炭に移行したことに

より、石炭灰の品質も変化していたことが影響したものと思われ、セメント

系充填材の配合検討当時に品質上の問題が懸念されたことは理解できる。 

*3：S は、1986 年に土木学会規準「コンクリート用高炉スラグ微粉末規格(案)」

が制定され、当時のコンクリート標準示方書にその使用についての規定が設

けられた。コンクリート用高炉スラグ微粉末を用いたコンクリートは、1995

年に「JISA6206 コンクリート用高炉スラグ微粉末」が制定されるまでの間、

1988 年に制定された「高炉スラグ微粉末を用いたコンクリートの設計施工指

針(案)」が標準として用いられていたことから、これを参考に検討を実施す

ることで品質変動が抑制されると考えた。なお、昨今では高炉セメントは普

通セメントと比較して自己収縮が大きくなることが知られているが、配合設

定当時(1992 年)は、乾燥収縮に比べてその影響は小さいことから、ひび割れ

制御や設計において考慮されていなかった。ひび割れ発生原因として自己収

縮を考慮するようになったのは、平成 8 年に制定されたコンクリート標準示

方書(設計編)からである。
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第 32表 埋設設備充填モルタル配合試験結果一覧表(圧縮強度を除く) 

No. 

単位量（kg/m3） 混和剤量 試験結果 

備 考 水 

(W) 

ｾﾒﾝﾄ 

(C) 

高炉 

ｽﾗｸﾞ 

(S) 

ﾌﾗｲ 

ｱｯｼｭ 

(F) 

膨張

材 

(EX) 

細骨

材 

増粘材 

(kg/m3) 

No.70 

C×% 

NL4000 

C×% 

スランプフロー(cm) ドラム缶フロー(分’秒”) 空気量(%) 
単位

容積

質量 

(t/m3) 

練上

り 

温度 

(℃) 

凝結（時間） 
ﾌﾞﾘｰ 

ﾃﾞｨﾝ

ｸﾞ

(率) 

断熱

温 

度上

昇 

(℃) 

0分 60分 120分 0分 60分 120分 0分 60分 
120

分 
始発 終結 

1 280 20 377 － 25 1,470 1.5 0.10 1.0 71.0 70.8 67.0 2’06” 2’39” 3’17” 2.9 1.9 2.3 2.183 19.7 39.1 47.6 0 20.7 N5:S95 

2 281 40 357 － 25 1,468 1.5 0.10 1.0 72.5 69.8 67.0 2’54” 3’12” 4’03” 2.8 2.2 2.2 2.187 18.8 33.7 43.6 0 25.8 N10:S90 

3 285 60 337 － 25 1,460 1.5 0.10 1.0 71.0 69.5 65.8 1’38” 2’39” 2’34” 3.1 1.9 2.1 2.173 18.7 29.5 42.0 0 28.9 N15:S85 

4 283 40 238 119 25 1,428 1.5 0.10 1.0 70.8 68.3 67.0 1’36” 2’29” 2’52” 3.4 1.6 1.9 2.135 18.9 43.7 53.2 0 26.2 N10:S60:F30 

5 283 40 357 － 25 1,462 1.5 0.10 1.0 72.3 71.3 65.0 1’53” 2’28” 2’25” 3.5 2.3 1.8 2.173 19.1 35.2 44.0 0 23.2 M10:S90 

6 291 79 199 119 25 1,410 1.5 0.10 1.0 72.5 67.8 64.5 1’25” 1’31” 1’43” 2.8 1.4 1.7 2.217 19.8 35.7 50.8 0 28.1 M20:S50:F30 

 

第 33表 埋設設備充填モルタル配合試験 圧縮強度試験結果一覧表 

No. 
圧縮強度（kgf/cm2） 

備 考 
材齢3日 材齢5日 材齢7日 材齢14日 材齢28日 

1 18.1 34.4 45.3 74.9 103 N5:S95 

2 28.3 59.2 82.3 116 135 N10:S90 

3 32.3 69.6 97.1 145 174 N15:S85 

4 13.3 39.6 60.3 95.3 117 N10:S60:F30 

5 27.2 58.2 78.9 110 136 M10:S90 

6 15.4 41.3 60.2 103 137 M20:S50:F30 
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4. 新増設におけるセメント系充填材の配合改良 

(1) 目的 

1:9 モルタルは低温期には更に水和反応が遅れることから、確実な品質確保のた

め寒冷時(12 月中旬から翌年 3 月中旬)には打ち込みを行わないこととしている(4)。 

一方、寒冷時に施工制限が発生することに伴い、廃棄体定置後に未充填区画が多

数生じることで災害時における被ばくリスクが高まるため、操業時におけるさらな

る安全性確保が課題となっている。これらを踏まえ、年間を通じて安定したセメン

ト充填材の品質を確保する必要があると考え、1:9 モルタルの配合設計の考え方を

踏襲しつつ、低温下でも安定した品質を確保できる改善配合を検討した。 

 

(2) セメント系充填材に要求される品質項目 

セメント系充填材には、前項に記載したひび割れ抑制などに加え、モルタル施工

時の作業者の被ばく低減のため、人力による補助作業(振動作業)を排除し、遮蔽用

のコンクリート仮蓋を設置した状態で区画の中央部一箇所からモルタルを注入する

工法を選択した。このような埋設施設特有の施設形態を考慮し、配合設計及び施工

はプレパックドコンクリート及び水中不分離性コンクリートに準じて、検討を実施

してきた背景がある。また、充填後の次工程においても作業者の被ばくを低減する

ため、モルタル硬化後は遮蔽性能も要求される。 

セメント系充填材に要求される性能を第 34 表に、性能設定の根拠を第 35 表に示

す。 
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第 34 表 改善配合のセメント系充填材要求品質 

技術的要件 具体的項目 目標性能 

流動性(充填性) スランプフロー 65cm 以上 

材料分離抵抗性(密着性) ブリーディング 0% 

力学的安定性 圧縮強度 10N/mm2 以上 

耐凍害性 空気量 5±1.5% 

凝結遅延抑制 凝結時間 終結時間が 48 時間以内 

遮蔽性 乾燥単位容積質量 1.6t/m3 以上 

ひび割れ抑制 

断熱温度上昇量 可能な限り小さいこと 

自己収縮ひずみ 同上 

乾燥収縮ひずみ 同上 

低透水性 透水係数(基質部) 同上 

  

第 35 表 セメント系充填材目標性能設定根拠 

具体的項目 根拠 

スランプフロー 低レベル放射性廃棄物施設貯蔵安全性実証試験(5)等 

ブリーディング 同上 

圧縮強度 当社社内基準(6) 

空気量 
「コンクリート標準示方書(施工編)」(7)の最大値を超え

ないこと 

凝結時間 当社社内基準(8) 

乾燥単位容積質

量 

廃棄物埋設事業変更許可申請書(4) 

断熱温度上昇量 
施工性能を達成できる範囲で可能な限り小さくするこ

と 

自己収縮ひずみ 同上 

乾燥収縮ひずみ 同上 

透水係数(基質

部) 

同上 



添 4 参 4-55 

 

(3) セメント系充填材の改善配合検討 

セメント系充填材の改善配合の検討において最も重要となるのは、必要な施工性

能を確保しつつ、材料分離や硬化不良の不具合を防止するため、低温環境下におい

ても凝結遅延がないようにすることである。このため、1:9 モルタルをベースとし、

初期の水和反応を促進するため刺激剤となる M の比率を高め、S の置換率を減じた

配合を検討することとした。 

なお、M及び Sの比率は断熱温度上昇量を抑制するため、Sの置換率は 60%以上(9)(10)

とするとともに初期に生成される水和生成物に着目(11)し、設定した。検討の流れを

第 16 図に示す。 
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第 16 図 充填モルタル改善配合の検討フロー 

 

基準配合の設定

（1:9モルタル配合をベース）

凝結時間の改善

（W/Bを小さくする）

目標性能が確保できる

・スランプフローが確保できること；OK

・低温下（5℃）で凝結時間を満足できるこ

と；NG

目標性能が確保できる

・スランプフローが確保できること；OK

・低温下（5℃）で凝結時間を満足できるこ

と；OK

結合材の設定

（M=3：s=7とした）

増粘剤の添加量

検討
粉体量の検討

混和剤種類と添

加量の検討

硬化物性の取得

目標性能が確保できる

・一軸圧縮強度；OK

・乾燥単位容積質量；OK

・拘束膨張；OK

・断熱温度上昇量；OK

・自己収縮；OK

・乾燥収縮；OK

・透水係数；OK

細骨材量および細骨材比

率（砕砂：陸砂）の検討

配合案決定

実証試験にて性能確認
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(4) セメント系充填材量改善配合の検討内容 

(ⅰ) 基準配合の設定 

a. 現状の把握 

低温環境下(5℃を設定)における 1:9 モルタルの凝結時間(終結)は、平穏時

の約 3 倍となる(130h)ことを試験で確認している。 

b. 品質安定化に向けた配合検討の方針 

・低温環境下での凝結時間を改善し、材料分離を抑制すること。 

・低温環境下でも安定した水和反応が得られるようにすること。 

・スランプフローなど、従来の性能要件を確保すること。 

・最新知見を考慮し、材料仕様は最新に見直すこと。 

c. 基準配合案の設定 

1:9 モルタルの配合をベースに、M の使用量を 30%まで高めた配合で、低温環

境下の凝結時間及び圧縮強度がどの程度改善されるかを確認した。配合を第 36

表に示す。 
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第 36 表 基本配合案の示方配合 

W/B 

(%) 
S/B 

空

気

量 

(%) 

単位量(㎏／m3) 

水 

W 

結合材 B 細骨材 水中

不 

分離

性 

混和

剤 

超遅延

性 

減水剤 

No.89 

高性能 

AE 減水

剤 

SP8LS 

中庸

熱 

ｾﾒﾝﾄ 

高炉 

ｽﾗｸﾞ 

微粉

末 

膨張

材 
砕砂 陸砂 

67.1 3.43 3.0 283 
422 1,457 

1.5 
B×

0.15％ 

B×

1.0％ 127 295 － 873 582 

(参考添付 1:9 モルタル配合表) 

W/B 

(%) 
S/B 

空

気

量 

(%) 

単位量（㎏／m3） 

水 

W 

結合材 B 細骨材 水中

不 

分離

性 

混和

剤 

AE 減水

剤 

No.70 

高性能 

減水剤 

L4000 

中庸

熱 

ｾﾒﾝﾄ 

高炉 

ｽﾗｸﾞ 

微粉

末 

膨張

材 
砕砂 陸砂 

67.1 3.43 3.0 283 
422 1,457 

1.5 
B×

0.2％ 

B×

1.5％ 42 380 － 873 582 

 

d. 基本配合案の凝結試験結果 

低温環境下における基本配合案の凝結時間及び圧縮強度の結果を第 37 表に

示す。凝結の始発は 35 時間 0 分、終結時間は 72 時間 20 分となり、1:9 モルタ

ルに比べ大幅に改善が図られたものの、目標時間である 48 時間を満足するに

は更に 24 時間程度短縮する必要があった。圧縮強度では、91 日後で 22.2N/mm2

まで増進し、要求性能を満足できる結果が得られた。 

このため、M:S の比率は 3:7 とし凝結時間を短縮するための配合を設定する

ため、W/B を小さくするなどの配合変更を検討することとした。 
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第 37 表 基本配合案の凝結時間及び圧縮強度の結果 

環境条件 
凝結時間 圧縮強度(N/mm2) 

始発 終結 7 日 28 日 91 日 

平温時

（20℃） 
14 時間 40 分 28 時間 00 分 11.4 22.5 28.5 

低温時（5℃） 35 時間 00 分 72 時間 20 分 1.82 11.5 22.2 

 

(ⅱ) 充填モルタルの配合改善の検討 

基準配合の試験結果から、M と S の比率を 3:7 とすることで凝結時間の改善が

図られたことから、結合材は 3:7 とし、以降の項目検討を実施することとした。

従来の要求品質を確保し低温環境下での凝結改善を達成可能な配合を選定するた

め、室内試験練りを実施して第 38 表に示す配合を設定した。 

 

a. 単位結合材料の設定 

材料分離抵抗性、水和生成物量の観点から、従来の 422kg/m3 以上を確保する。 

体積変化を抑制するため、膨張材を添加する。 

b. 水・結合材比 

55%以下とすることで、水密性の向上と凝結改善を図る。 

c. 材料分離抵抗性 

単位水量変動に対する抵抗性を確保するため、単位粉体量に加え、水中不分

離性混和剤を使用することとした。 

d. 細骨材比率 

W/B=55%以下とすることで粉体又は細骨材量が増となり、粘性が増すことが

想定されるため、砕砂と陸砂の比率は 6:4 とした。 

S/B は、廃棄体間の間隙通過性を考慮し、配合に占める細骨材比(容積)を従

来と同様とした(S/B は 3.46 程度以下となるよう設定)。 

e. 混和剤 

混和剤は、従来の 2 本使いから 1 本使いを目標とした。 

種類は、高性能 AE 減水剤とした。 
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混和剤は汎用品から選定することとした。 

 

第 38 表 品質改善したセメント系充填材の示方配合 

W/B 

(%) 
S/B 

空気

量 

(%) 

単位量(㎏／m3) 

水 

W 

結合材 B 細骨材 S 

水中不 

分離性 

混和剤 

高性能 

AE 減水

剤 

SP8HVM 

中庸

熱 

ｾﾒﾝﾄ 

高炉ｽ

ﾗｸﾞ 

微粉

末 

膨張

材 
砕砂 陸砂 

55.0 3.17 5.0 252 

458 1,454 

1.1 

4.58 

B×

1.0％ 
131 307 20 872 582 

 

(5) セメント系充填材改善配合の検討結果 

(ⅰ) 室内試験練り(フレッシュ性状確認試験) 

a. スランプフロー試験結果(75cm±10cm、5 時間後も 65cm 以上を確保が理想) 

第 39 表に示すように、平温時(20℃)及び低温時(5℃)においても、目標性能

を満足する結果が得られた。 

 

第 39 表 スランプフロー試験結果 

環境条件 
スランプフロー（cm） 

5 分 60 分 120 分 180 分 240 分 300 分 

平温時(20℃) 74.3 75.0 72.3 72.5 71.0 69.0 

低温時(5℃) 69.8 71.0 70.0 69.8 68.0 66.5 

 

b. 空気量(1 時間後に 5%±1.5%) 

空気量測定結果を第 40 表に示す。平温時(20℃)では目標性能を達成可能で

あったが、低温時(5℃)では、目標性能を僅かに外れた。低温下では水中不分

離性混和剤の粘性が増すことが知られている。このため、練混ぜ時に巻き込ん
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だ空気(エントラップドエア)が抜けきれずに所定の範囲に収まらなかったと

考えられる。 

ただし、これらは混和剤等の添加量を微調整することで対応可能であるため、

最終的には実機試験練りにて修正することとし、問題ないと判断した。 

 

第 40 表 空気量測定結果 

環境条件 
空気量(%) 

5 分 60 分 

平温時（20℃） 4.6 3.8 

低温時（5℃） 9.0 7.0 

 

c. ブリーディング率(ノンブリーディング) 

平温時(20℃)及び低温時(5℃)いずれも 0%であり目標性能を満足する結果が

得られた。 

d. 凝結時間 

凝結時間の試験結果を第 41 表に示す。基本配合案(第 37 表の凝結時間参照)

に比べると、平温時及び低温時の終結時間はそれぞれ、6 時間 45 分と 15 時間

35 分短くなっており、W/B を見直したことによる効果であると考えられる。 

なお、目標性能である 48 時間には 8 時間程度及ばない結果となったが、空

気量の調整とあわせて混和剤等の添加量を修正(減じる)すれば、更に凝結時間

の短縮が期待できると思われる。 

 

第 41 表 凝結時間の試験結果 

環境条件 
凝結時間 

始発 終結 

平温時

（20℃） 
15 時間 55 分 21 時間 15 分 

低温時(5℃) 37 時間 05 分 56 時間 45 分 
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(ⅱ) 硬化物性取得試験(平温時のみ取得) 

a. 圧縮強度 

圧縮強度の試験結果を第 42 表に示す。低温時の圧縮強度は取得していない

が、基本配合案(第 37 表の圧縮強度参照)の検討段階において M:S 比率が 3:7

であれば設計基準強度を満足できることを確認している。充填モルタル改善配

合(以下「改善配合」という。)では W/B を小さくし、単位結合材も増量したこ

とで平温時の強度が増進している。このため、改善配合は低温時においても安

定した強度発現が得られると考えられる。 

 

第 42 表 圧縮強度の試験結果 

環境条件 
圧縮強度(N/mm2) 

7 日 28 日 91 日 

平温時

(20℃) 
22.6 32.3 43.0 

 

b. 断熱温度上昇量 

断熱温度上昇量の試験結果を第 17 図に示す。断熱温度上昇量は一般に使用

する結合材量が増えるに従い上昇する。改善配合結合材比率を M:S=3:7 として

おり、セメント比率が増えることによって、S の潜在水硬性も比例して促進さ

れたことで、50℃程度まで上昇したと考えられる。 

なお、参考までに同じ低発熱型のセメントである低熱ポルトランドセメント

を改善配合の結合材と同量とした場合の断熱温度上昇量と比較したものを第

18 図に示す。両者はほぼ同等の断熱温度上昇量であることがわかる。このため、

改善配合の断熱温度上昇量は、低発熱型セメントを使用した効果が発揮されて

いると考えられる。 
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第 17 図 改善配合の断熱温度上昇量試験結果 

 

 

第 18 図 改善配合と低熱ポルトランドセメントの断熱温度上昇量比較 
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近似式(1)

近似式(2)

低熱ポルトランドセメント（マスコン指針）

配合名 K α β 近似式

48.2 0.515 - Q(t)=K(1-exp(-αt))　・・・式（1）

49.2 0.586 0.725 Q(t)=K(1-exp(-αt
β
))　・・・式（2）

低熱ポルトランドセメント（マスコン指針） 50.6 0.867 0.639 Q(t)=K(1-exp(-αt
β
))　・・・式（2）

3-7改善配合 

20℃ 
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c. 自己収縮 

改善配合の自己収縮の測定結果を第 19 図に示す。改善配合では単位結合材

料の増量と単位水量が減量されることによる収縮補償用として添加した膨張

材の効果により、自己収縮ひずみは 100μm 程度まで抑えられたと考えられる。 

 

 

 

第 19 図 改善配合の自己収縮試験結果 

 

d. 乾燥収縮 

改善配合の乾燥収縮測定結果を第 20 図に示す。単位水量を減じた効果によ

り、乾燥収縮ひずみは一般のコンクリートと同程度の 800×10-6～900×10-6 と

なった。セメント系充填材は区画内に充填されるため、実際には乾燥の影響を

受け難い環境であることを考慮すれば、改善配合は更に収縮量は低減されると

考えられる。 
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第 20 図 改善配合の乾燥収縮試験結果 

 

e. 乾燥単位容積質量 

改善配合の乾燥単位容積質量の試験結果を第 43 表に示す。要求性能を満足

できることを確認した。 

 

第 43 表 乾燥単位容積質量の試験結果 

環境条件 乾燥単位容積質量(t/m3) 

平温時(20℃) 2.00 

 

(ⅲ) 改善配合の検討結果まとめ 

低温環境下における凝結改善を目的とした配合検討の結果、結合材比率(M:S 比

率)を 3:7 とすることで、低温時においても終結が 56 時間程度まで改善された。

また、従来からの要求性能を満足できる見通しが得られたことで、 

第 38 表に示す改善配合を新配合充填材の候補にすることとした。また、改善

配合の検討を実施したことで収縮量の低減なども可能となり、更なるひび割れ抑

制効果も期待できると考えられる。 

なお、実際のセメント系充填材の性能については、模型実験等を経て性能を評

価し、最終判断する必要があるとし、後述する新配合充填材実証試験を実施して

いる。 
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5. 新配合充填材実証試験 

(1) 目的 

新配合充填材(以下「3:7 モルタル」という。)の実構造物における施工性(充填性)

と硬化後の性状が目標性能を達成可能であることを確認する。 

充填時において 3:7 モルタルの充填性、側壁等に与える影響を分析・評価する。 

ドラム缶周りの隙間への充填性などを確認する。 

 

(2) 検討内容 

新配合充填材実証試験(以下「実証試験」という。）に用いる設備は、2 号埋設設

備の高さを模擬するとともに、打込み速度も実施設と同様とした。モルタルを打設

する試験体と検討項目を第 21 図、第 22 図及び第 44 表に示す。 

 

 

第 21 図 実証試験供試体の外観 
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第 22 図 実証試験供試体の内側 

 

第 44 表 実証試験における主な確認項目 

検討項目 確認方法 確認内容 

流動性の確認 目視・測量 セルフレベリング性 

間隙通過性の確認 目視・コア観察 廃棄体とモルタルの密着性 

ひび割れ発生状況 目視・スケッチ ひび割れ発生の有無 

 

(3) 試験方法 

モルタル打設は、2t 車級コンクリートポンプ車(11m、3 段屈折式ブーム、30m3/h)

を使用した。ポンプ車の配置状況を第 23 図に示す。アジテータ車は全 11 台(4m3 積

み)とし、打込み量は、スペーサブロック上面の高さで終了することとした。 

模擬廃棄体 上部スペーサブロック 

側部支持架台 



添 4 参 4-68 

 

 

第 23 図 モルタル打設方法 

 

打設方法は、実施工を模擬して、ブームを充填口に配置し、サニーホースに接続

して、底面上 50cm 位置から打込みを開始した。サニーホースは打設高さ 50cm ごと

に引き上げ、ホース下部を 50cm カットして充填口に戻し、これを 50cm 打ち上げる

ごとに繰り返した。 

打込み速度は実施工を模擬して、同様の打ち上がり高さとなるよう以下の打込み

速度とした。 

40m3/5h=8m3/h≒約 130L/min 

 

供試体の平面図を第 24 図に、充填状況を第 25 図に示す。 
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第 24 図 実証試験供試体平面図 

 

 

第 25 図 充填モルタル打込み状況 

 

(4) 試験結果及び考察 

(ⅰ) フレッシュ性状 

第 45 表、第 26 図及び第 27 図に示すように、要求品質を全て満足しているこ

とを確認した上で打設した。 
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第 45 表 フレッシュ性状確認結果 

 

 

 

第 26 図 スランプフロー試験結果 

 

平均

1バッチ目 10 72.2 × 72.1 72.15 4.5 21

10 74.8 × 73.0 73.90 3.7 21

60 74.5 × 74.0 74.25 3.7 23

10 67.1 × 66.4 66.75 4.8 21

50 70.7 × 70.7 70.70 3.9 23

10 68.5 × 68.0 68.25 4.6 22

35 72.0 × 72.0 72.00 3.8 23

10 73.7 × 73.2 73.45 3.8 22

45 76.0 × 75.6 75.80 3.8 22
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第 27 図 空気量試験結果 

 

(ⅱ) ブリーディング 

第 28 図に示すように、発生していないことを確認した。 

 

 

          1 台目               10 台目 

第 28 図 ブリーディング試験結果 

 

(ⅲ) 凝結 

第 29 図に示すように、表面水の変動等の要因によりアジテータ車 1 台目と 10

台目で凝結時間が 1 時間程度相違したものの、目標の凝結終結時間を十分に満足

している。 
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第 29 図 凝結時間結果 

 

(ⅳ) 圧縮強度 

第 30 図に示すように、所定の圧縮強度発現を確認できた。 

 

 

第 30 図 圧縮強度試験結果 

 

(ⅴ) ドラム缶周りの充填性 

3:7 モルタルを打設した後に試験体を切断し、ドラム缶の隙間やドラム缶の蓋

周辺の充填状況を確認した（第 31 図、第 32 図及び第 33 図)。これより、輪体で

重なるドラム缶の隙間や蓋の隙間などにも密実に充填されていることが確認でき

た。 
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第 31 図 充填状況（輪切り断面）（その 1） 
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第 32 図 充填状況（輪切り断面）（その 2） 
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第 33 図 充填状況（側面） 
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(ⅵ) ひび割れ発生状況 

3:7 モルタルを充填してから 4 日後に第 34 図に示すひび割れが発生した。ひび

割れ深さは、長辺方向に切断した後に断面を確認し、最上部のドラム缶位置まで

ひび割れが達していることがわかった。しかし、今回の試験体は東西方向の長さ

を実際の区画の 1/3 程度としているため、実施設よりも拘束が厳しい。20℃程度

の外気温の場合、実施設で温度ひび割れが発生したとしても、1 本程度以下であ

ることが確認できた。 

 

 

第 34 図 ひび割れ発生状況 

 

(5) まとめ 

操業時におけるさらなる安全性確保の観点から、低温下でも安定した品質を確保

できる改善配合を検討した。 

従来からの要求事項を満足しつつ、低温下での凝結時間が管理できる配合を選定

した。 

充填性試験の結果、ドラム缶周りの隙間などにも密実に充填されていることが確

認できた。 

モルタルの収縮量にも配慮されており、ひび割れの発生可能性は小さいものとな

っている。

ひび割れ 
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1. 既許可の覆土時期 

1 号廃棄物埋設地の覆土の時期について、既許可において「埋設開始以降 30 年経過

し 35 年以内の間」としている。埋設開始が 1992 年 12 月であることから、2027 年 12

月までに覆土を行うこととしている。 

2 号廃棄物埋設地は、同様に「埋設開始以降 25 年経過し 30 年以内の間」としてお

り、埋設開始が 2000 年 10 月であることから、2030 年 10 月までに覆土を行うことと

している。 

 

2. 覆土の範囲及び時期 

1 号及び 2 号廃棄物埋設地の覆土の範囲及び時期について以下に整理した。 

(1) 1 号廃棄物埋設地 

(ⅰ) 目的 

既設の埋設設備は、一部設備でひび割れ等から雨水の浸入が認められている

ことから、埋設設備への水の浸入をできるだけ抑制するため、難透水性覆土を

含めた覆土で埋設設備を覆う。 

(ⅱ) 覆土範囲について 

既許可の時期(2027 年 12 月)までに行う廃棄物埋設地の覆土範囲について、

以下に示す。 

a. 1 群から 6 群は、埋設設備への水の浸入を抑制する観点から、既許可の時期ま

でに順次、覆土を行う。 

b. 7,8 群は、今後構築・操業していくことから、1 群から 6 群の覆土の工事工程

とは分離して操業を行い、操業終了後に覆土を行う。 

(ⅲ) 覆土時期について 

1 号廃棄物埋設地については、既許可の時期(2027 年 12 月)までに 1 群から 6

群の覆土を行う。なお、6 群を覆土するには、7 群の操業が終了している必要

があることから、6 群は、7 群の操業が終了次第、覆土を行う。 

これらに基づく 2027 年 12 月での覆土の形状イメージを第 1 図に示す。 

 

(2) 2 号廃棄物埋設地 

2 号廃棄物埋設地については、既許可の時期(2030 年 10 月)までに、1 群から 8
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群の覆土を行う。 

 

3. 覆土の工程 

1 号及び 2 号廃棄物埋設地の覆土に関して、覆土施工までに必要な準備工事を整理

し、既許可の時期までの工程成立性について検討した。既許可の時期に対して、1 号

廃棄物埋設地 1 群から 6 群及び 2 号廃棄物埋設地 1 群から 8 群の覆土の工程が成立す

ることを確認した(第 1 表)。
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第 1図 1号廃棄物埋設地の覆土の形状イメージ(2027年 12月) 

：覆土範囲 
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第 1表 1号及び2号廃棄物埋設地の覆土までの工程 

(既許可の時期までの工程成立性の確認) 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 備考

操業（廃棄体定置、覆い設置）
･8群の操業は、1群～6群の覆土と調整しながら並
行して行う。

準備工事（ひび割れ保修・付属設
備撤去）

点検路構築

覆土
･7,8群には、6群までの覆土法面の保修工程を考
慮している。

操業（廃棄体定置、覆い設置）

準備工事（ひび割れ保修・付属設
備撤去）

点検路構築

覆土

項目　　　　　　　　　年度

1号

2号

▽6群 ▽7群 ▽8群

▽8群

▽7,8群

▽5群～8群▽1群～4群

1群～6群 7,8群

1群～8群

1群～4群▽
▽8群

▽5群～8群1群～4群▽

▽7群

▽5群～6群

1群～4群▽ ▽5群～6群
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1. 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十条第一号及

び第三号並びにその解釈 

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

(廃棄物埋設地) 

第十条 廃棄物埋設地は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならな

い。 

一 廃棄物埋設地(ピット処分に係るものに限る。)は、外周仕切設備を設置する

方法、その表面を土砂等で覆う方法その他の方法により、埋設する放射性廃棄

物の受入れの開始から埋設の終了までの間にあっては廃棄物埋設地の限定さ

れた区域からの放射性物質の漏出を防止する機能、埋設の終了から廃止措置の

開始までの間にあっては廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減する

機能を有するものであること。 

三 埋設した放射性廃棄物に含有される化学物質その他の化学物質により安全

機能が損なわれないものであること。 

 

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

第 10 条(廃棄物埋設地) 

1 第 1 号に規定する「外周仕切設備を設置する方法、その表面を土砂等で覆う方

法その他の方法」及び第 2 号に規定する「その表面を土砂等で覆う方法その他の

方法」とは、以下の設計をいう。 

一 埋設する放射性廃棄物に含まれる放射性物質の性質及び放射能濃度に応じ

て、設計時点において合理的かつ利用可能な 善の建設・施工技術によるもの

であること。  

二 劣化・損傷に対する抵抗性を考慮すること 

三 劣化・損傷が生じた場合にも機能が維持できる(安全上支障のない期間内に

おいて速やかに修復できることが確実であることを含む。)構造・仕様である

こと。 

2 第 1 号に規定する「廃棄物埋設地の限定された区域からの放射性物質の漏出を

防止する」とは、雨水や地下水の浸入を防止する構造及び放射性物質の漏出を防
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第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

止する構造が相まって、廃棄物埋設地の限定された区域から放射性物質が漏えい

しない状況(工学的に有意な漏えいがない状況)を達成することをいう。 

3 第 1 号に規定する「廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減する機能」

は、地下水の浸入を抑制する機能、放射性物質を収着する機能等の機能のうち、

一つのものに過度に依存しないこと。 

4 第 1 号及び第 2 号の「廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減」につい

ては、平常時における廃棄物埋設地からの放射性物質の移行に伴う公衆の受ける

線量が、第 8 条第 1 項に規定する「廃棄物埋設施設からの直接ガンマ線及びスカ

イシャインガンマ線による事業所周辺の線量」及び第 13 条第 1 項に規定する「周

辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質」の

放出により公衆の受ける線量を含め、法令に定める線量限度を超えないことはも

とより、ALARA の考え方の下、実効線量で 50 マイクロシーベルト/年以下である

こと。 

5 第 3 号に規定する「安全機能が損なわれないものであること」とは、埋設した

放射性廃棄物、人工バリア(埋設する放射性廃棄物からの放射性物質の漏出の防止

又は低減の機能を有する人工構築物をいう。以下同じ。)及び廃棄物埋設地に充填

する土砂等が含有する可燃性の化学物質、可燃性ガスを発生する化学物質その他

の化学物質の性質及び量に応じて、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃

止措置の開始までの間において、廃棄物埋設地の安全機能に有意な影響を及ぼさ

ないよう対策を講じたものであることをいう。 
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○：安全機能を維持する 

－：考慮しない 

2. 廃棄物埋設施設の安全機能について 

安全機能については、第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する

規則(以下「許可基準規則」という。)第二条第 2 項第一号に「「安全機能」とは、廃

棄物埋設施設の安全性を確保するために必要な機能であって、その機能の喪失により

公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるものをいう。」とある。 

したがって、安全機能に対する考え方としては、許可基準規則第二条第 2 項第一号

を考慮し、安全機能を「放射性物質の漏出を防止する機能」(以下「漏出防止機能」

という。)、「移行抑制機能*1」、「遮蔽機能」とし、その機能の維持期間及び考え方を

第 1 表にまとめる。廃止措置の開始後は、移行抑制機能及び遮蔽機能を期待できるよ

うに設計する。 

 

第 1 表 ピット処分における安全機能 

 

 

*1：本資料では、放射性物質の漏出を低減する機能及び生活環境への移行を抑制する機能を「移行抑制

機能」という。 

 

ここで、廃棄物埋設施設のうち安全機能を有する設備は、埋設設備 7,8 群及び覆土

である。 

 

3. 設計対象設備 

許可基準規則第十条第一号及び第三号の設計対象設備は、埋設設備 7,8 群及び覆土

である。 

なお、排水・監視設備のうちポーラスコンクリート層及び排水管については、「廃

棄物埋設事業変更許可申請書」(平成 10 年 10 月 8 日付け、10 安(廃規)第 49 号をも

って事業変更許可)から変更はないが、埋設設備 7,8 群と合わせて漏出防止機能に関

安全機能 

廃止措置の開始前 

放射性廃棄物の 

受入れの開始か

ら覆土完了まで 

覆土完了から 

廃止措置の 

開始まで 

漏出防止機能 ○ - 

移行抑制機能 - ○ 

遮蔽機能 ○ ○ 
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連する設備として示す。 

 

4. 許可基準規則への適合のための設計方針 

(1) 安全設計の方針 

廃棄物埋設施設(以下「本施設」という。)は、「核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律」(以下「原子炉等規制法」という。)等の関係法令の要求

を満足するとともに、「許可基準規則」に適合する構造とする。 

本施設で取り扱う放射性廃棄物で容器に固型化したもの(以下「廃棄体」という。)

は、実用発電用原子炉の運転及び本施設の操業に伴って付随的に発生する放射性廃

棄物をセメント系充填材等で金属製の容器に固型化したもので、その容器が損傷し

ない限り、放射性物質は漏えいすることはない。また、取り扱う廃棄体の放射能濃

度が低く、個々の廃棄体に含まれる放射性物質の量は十分少ないが、埋設する廃棄

体の数量が多い。そのため、漏出防止機能、移行抑制機能及び遮蔽機能が喪失した

場合には、放射線障害を及ぼすおそれがあることから、これらを安全機能とする。 

なお、飛散防止のための措置は、本施設の特徴を踏まえると公衆の受ける線量が

十分小さいことから安全機能には該当しない。 

本施設の安全設計の基本的方針は、常時機能維持を必要とする動的な設備・機器

は不要であり、静的な設備・機器によりこれらの安全機能を有するよう設計するこ

ととし、これらの安全機能を適切に組み合わせることによって、安全性を確保する

こととする。 

具体的には、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間

において、平常時における廃棄物埋設地からの放射性物質の移行、本施設からの直

接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線並びに周辺環境に対して放出される放射性

物質により、濃縮・埋設事業所(以下「事業所」という。)の事業所敷地(以下「敷地」

という。)周辺の公衆の受ける線量が、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に

関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」(平成 30 年 6 月 8 日 原子

力規制委員会告示第 4 号)(以下「線量告示」という。)で定められた線量限度を超え

ないことはもとより、As Low As Reasonably Achievable(ALARA)の考えの下、合理

的に達成できる限り十分低くなるよう、実効線量で 50μSv/y 以下を達成できる設

計とする。 
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放射線業務従事者は、その受ける線量が「線量告示」で定められた線量限度を超

えない設計とする。 

廃止措置の開始後、廃棄物埋設地は、廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要と

しない状態に移行する見通しのある設計とする。廃棄物埋設地の保全に関する措置

を必要としない状態とは、廃止措置の開始後の評価において、科学的に合理的と考

えられる範囲の人工バリアや天然バリアの状態及び被ばくに至る経路の組合せのう

ち、 も可能性が高いと考えられるパラメータを設定した自然事象シナリオで評価

される公衆の受ける線量が 10μSv/y を超えないこと、科学的に合理的と考えられ

る範囲の人工バリアや天然バリアの状態及び被ばくに至る経路の組合せのうち、

も厳しいパラメータを設定した自然事象シナリオで評価される公衆の受ける線量が

300μSv/y を超えないこと、自然事象シナリオ以外の廃棄物埋設地の掘削による放

射性物質の廃棄物埋設地からの漏えい、天然バリア中の移行及び当該掘削後の土地

利用を考慮した人為事象シナリオで評価される公衆の受ける線量が 1mSv/y を超え

ないことをいう。 

ここで、人工バリアとは、埋設する放射性廃棄物からの放射性物質の漏出の防止

又は低減を行う人工構築物をいう。天然バリアとは、埋設する放射性廃棄物又は人

工バリアの周囲に存在し、埋設する放射性廃棄物から漏出してきた放射性物質の生

活環境への移行の抑制を行う岩盤(鷹架層)をいう。 

 

(2) 安全機能 

以下に各安全機能の設計方針について記載する。 

廃棄物埋設地の設計として、地下水面下への設置に応じた設計の考え方について

は添付資料 1「1. 廃棄物埋設地の設計の考え方」に記載する。 

(ⅰ) 漏出防止機能 

a. 設計方針 

安全機能を維持すべき期間のうち、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始か

ら埋設の終了までの間において、放射性物質の漏出を防止する必要があること

から、埋設の終了時期を覆土完了時点とし、覆土完了まで放射性物質の漏出を

防止する。 

埋設設備のうち外周仕切設備、セメント系充填材、覆い及び内部防水並びに
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排水・監視設備のうちポーラスコンクリート層は、埋設する放射性廃棄物の受

入れの開始から覆土完了までの間において、以下に示す方針に基づき、廃棄物

埋設地の限定された区域(埋設設備)からの漏出防止機能を有する設計とする。 

漏出防止機能は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの

間において、水を媒体とした放射性物質の環境への漏出を防止するため、雨水

及び地下水と廃棄体が接触しないよう浸入を防止する設計とし、万一、廃棄体

と水が接触した場合にも放射性物質の漏出を防止する設計とする。 

雨水及び地下水の浸入の防止として、埋設設備内への水の浸入の防止、浸入

した水の排出及び廃棄体と水の接触の防止を行う設計とする。外周仕切設備及

び覆いの透水特性のうち低透水性及びひび割れ抑制並びに内部防水の防水性

により埋設設備内への水の浸入を防止する設計とする。また、埋設設備内に浸

入した水はポーラスコンクリート層により集水し、埋設設備外に排出して回収

するとともに、セメント系充填材及び内部防水により廃棄体と水の接触を防止

する設計とする。 

放射性物質の漏出の防止として、埋設設備外への水の漏出防止及び放射性物

質を含む水の回収を行う設計とする。外周仕切設備及び覆いの透水特性のうち

低透水性及びひび割れ抑制並びに内部防水の防水性により埋設設備外への水

の漏出を防止する設計とする。また、放射性物質を含む水はポーラスコンクリ

ート層により集水し、埋設設備外へ排出して回収する設計とする。 

なお、回収した水は、放射性物質の濃度が周辺監視区域外の水中濃度限度を

十分下回ることを確認して、排水口から事業所外へ放出する。 

b. 安全設計 

廃棄物埋設地は、以下に示す設計を行うことにより、埋設する放射性廃棄物

の受入れの開始から覆土完了までの間において、廃棄物埋設地の限定された区

域(埋設設備)からの放射性物質の漏出を防止する。 

漏出防止機能に関する構造は、雨水及び地下水の浸入を防止する構造及び放

射性物質の漏出を防止する構造を組み合わせ、多様化した構造とする。雨水及

び地下水の浸入を防止する構造は、外周仕切設備、セメント系充填材、覆い、

内部防水及びポーラスコンクリート層により構成し、放射性物質の漏出を防止

する構造は、外周仕切設備、覆い、内部防水及びポーラスコンクリート層によ
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り構成する。 

埋設する廃棄体は、「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第

二種廃棄物埋設の事業に関する規則」(以下「事業規則」という。)に定められ

た廃棄体に係る技術上の基準を満足するものであり、容器の構造、定置までの

取扱い、強度等から、変形・損傷や外部からの雨水及び地下水の浸入が生じ難

い構造と考えられるため、容易に廃棄体内の放射性物質が容器の外へ漏えいす

ることはない。 

しかし、埋設設備への定置後において、廃棄体周辺が水で満たされ液相に連

続性がある状態となると、廃棄体内の放射性物質は水を媒体として溶出・移行

し、廃棄物埋設地の外に漏えいすることが考えられる。このため、「埋設設備内

への雨水及び地下水の浸入を防止すること」及び「埋設設備内に浸入した水を

廃棄体と接触することなく適切に排水すること」により、雨水及び地下水の浸

入を防止する設計とし、万一、廃棄体と水が接触した場合にも放射性物質の漏

出を防止する設計とする。 

(a) 雨水及び地下水の浸入を防止する設計 

(一) 埋設設備内への雨水及び地下水の浸入を防止するため、埋設設備を構

成する外周仕切設備及び覆いは、低透水性及びひび割れ抑制に優れた鉄筋

コンクリート製の設計とする。外周仕切設備及び覆いは、低発熱に配慮し

た材料配合により温度応力を低減するとともに、鉄筋によりひび割れを抑

制する設計とし、 大ひび割れ幅の設計目標値は 0.1mm とする。また、埋

設設備は、セメント系充填材の充填時の荷重、覆土の上載荷重、埋設設備

及び廃棄体の自重等に対し、十分な構造上の安定性を有する設計とする。

内部防水は、外周仕切設備の内側で、外周仕切設備底版部及び側壁の立ち

上げ部に設置し、防水性を有する設計とする。 

(二) 埋設設備内に浸入した水を廃棄体と接触することなく適切に排水する

ため、浸入した水を排水できるよう、ポーラスコンクリート層は、外周仕

切設備及び覆いとセメント系充填材との間に設置し、廃棄体定置後から覆

土完了までの間において、排水性を有する設計とする。 

(三) 埋設設備内に浸入した水を廃棄体と接触することなく適切に排水する

ため、浸入した水が廃棄体と接触しないよう、セメント系充填材は、廃棄
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体定置後、埋設設備内に充填し、有害な空隙が残らないよう充填性を有す

る設計とする。内部防水は、外周仕切設備及び覆いの内側で、セメント系

充填材上部及び側部とポーラスコンクリート層の間に設置し、防水性を有

する設計とする。 

(四) その他、操業中における雨水の浸入を抑制するため、以下の設計を行

う。 

・廃棄体定置後から埋設設備の覆いが完成するまでの間において、埋設設

備の区画上部にコンクリート仮蓋を設置し、開口部から埋設設備内部に

雨水が浸入することを抑制すること 

・定置作業中は、埋設クレーンの上部に屋根、側部に雨避け板を設置し、

雨水が廃棄体に接触することを抑制すること 

(b) 放射性物質の漏出を防止する設計 

(一) 廃棄体と水が接触した場合にも放射性物質の漏出を防止するため、埋

設設備を構成する外周仕切設備及び覆いは、低透水性及びひび割れ抑制に

優れた鉄筋コンクリート製の設計とする。外周仕切設備及び覆いは、低発

熱に配慮した材料配合により温度応力を低減するとともに、鉄筋によりひ

び割れを抑制する設計とし、 大ひび割れ幅の設計目標値は 0.1mm とする。

また、埋設設備は、セメント系充填材の充填時の荷重、覆土の上載荷重、

埋設設備及び廃棄体の自重等に対し、十分な構造上の安定性を有する設計

とする。放射性物質を含む水はポーラスコンクリート層により集水し、埋

設設備外へ排出して回収する設計とする。内部防水は、外周仕切設備の内

側で、外周仕切設備底版部及び側壁の立ち上げ部に設置し、防水性を有す

る設計とする。 

(c) その他の設計 

(一) 排水・監視設備のうち点検路は、ポーラスコンクリート層により排水さ

れた水を作業員が回収する作業空間が確保できる設計とする。 

(二) 漏出防止機能を有するコンクリート構造物に対する設計、材料の選定、

建設・施工及び検査は、「事業規則」、「許可基準規則」等のほか、利用可能

な 善の技術として 新の知見を確認する。現時点の 新の知見としては、
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「コンクリート標準示方書(設計編及び施工編)」(1)(2)に基づく。 

 (ⅱ) 移行抑制機能 

a. 設計方針 

埋設設備及び覆土は、以下に示す方針に基づき、覆土完了から廃止措置の開

始までの間にあっては移行抑制機能を維持する設計とし、廃止措置の開始後に

あっては移行抑制機能を期待できる設計とする。 

移行抑制機能は、放射性物質の移行に伴う公衆の受ける線量を低減するため、

埋設設備内からの放射性物質の漏出を低減するとともに、放射性物質の移行を

遅延する設計とする。 

埋設設備内からの放射性物質の漏出の低減として、埋設設備内に流入する地

下水の量を抑制する設計とする。低透水性を有する土質系材料の難透水性覆土

及び下部覆土を埋設設備の上面及び側面に設置することにより埋設設備内に

流入する地下水の量を抑制する設計とする。 

放射性物質の移行の遅延として、収着性を有する材料を用いる設計とする。

埋設設備及び覆土にそれぞれ収着性を有するセメント系材料及び土質系材料

を用いる設計とする。 

また、埋設設備及び覆土の移行抑制機能の設計に当たっては、天然バリアの

移行抑制機能を考慮して行い、岩盤(鷹架層)を掘り下げて埋設設備を設置する

ことで、岩盤(鷹架層)の有する低透水性及び収着性を期待する。 

b. 安全設計 

廃棄物埋設地は、以下に示す設計を行うことにより、覆土完了後において、

廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減し、生活環境への移行を抑制す

る。 

移行抑制機能に関する構造は、覆土完了後において、低透水性及び収着性を

期待する人工バリアと天然バリアとの組合せとする。人工バリアは、埋設設備、

埋設設備の上面及び側面を覆う難透水性覆土、下部覆土並びに上部覆土により

構成する。天然バリアは、埋設設備の底部及び周辺に位置する岩盤(鷹架層)に

より構成する。 

(a) 覆土 

(一) 難透水性覆土及び下部覆土は、放射性物質が地表近傍へ移行すること
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による汚染拡大を防止するため、低透水性を有する設計とする。 

(二) 覆土は、収着性を有する土質系材料を用いる設計とする。 

(三) 覆土は、長期的に安全性が損なわれ難い天然材料である土質系材料を

採用する。 

なお、覆土の材料は、実際の調達時期により詳細な材料特性が変わる可

能性があるが、その場合にも要求性能を満足することを確認した上で用い

ることとする。 

(四) 難透水性覆土及び下部覆土は、長期的な力学的影響及び化学的影響に

対して、化学的安定性、変形追従性及び液状化抵抗性を考慮する。 

(五) 覆土は、劣化・損傷が生じた場合にも必要な移行抑制機能を有する構

成・仕様とするため、難透水性覆土、下部覆土及び上部覆土を十分な厚さ

で多層化する。 

(六) 難透水性覆土及び下部覆土は、地下水流動によって地表面へ放射性物

質が移行することを抑制するとともに、浸入した地下水が埋設設備の底部

から透水性の小さい岩盤(鷹架層)に流出するように、埋設設備の底面を除

く外周部に設置する。 

(七) 難透水性覆土は、透水係数を周辺の岩盤(鷹架層)よりも更に小さくな

るように設計し、埋設設備の底面及び埋設設備間において幅 2.5m 以下と

なる狭隘部(以下「埋設設備間狭隘部」という。)を除く外周部に設置する。 

埋設設備へ流入する地下水量及び埋設設備から流出する地下水量の抑制

の観点として、埋設設備と第四紀層との隔離を安定的に確保する考え方に

ついては、添付資料 1「3. 第四紀層との隔離を安定的に確保する考え方」

に詳細を示す。 

(八) 下部覆土は、周辺の岩盤(鷹架層)と同等以下の透水係数とし、難透水性

覆土の外周部及び埋設設備間狭隘部に設置する。 

(九) 移行抑制機能を有する覆土に対する設計、材料の選定、建設・施工及び

検査は、「事業規則」、「許可基準規則」等に基づくほか、利用可能な 善の

技術として 新の知見を確認し、現状入手できる材料を用いる。現時点で

の 新の知見としては、「道路土工要綱」(3)及び「河川土工マニュアル」(4)
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を参照する。 

(b) 埋設設備 

(一) 埋設設備は、浸入した地下水中に漏えいする放射性物質の濃度を低減

するため、収着性を有するセメント系材料を用いる設計とし、評価におい

て収着性による移行抑制機能を期待できるよう設計する。 

(二) 埋設設備は、長期的な侵食に対する抵抗性の確保と埋設設備へ流入す

る地下水の水量及び埋設設備から流出する地下水の水量を抑制するため、

透水性の小さい岩盤(鷹架層)を掘り下げて設置する。 

(三) コンクリート製の埋設設備に対する設計、材料の選定、建設・施工及び

検査は、「事業規則」、「許可基準規則」等のほか、利用可能な 善の技術と

して 新の知見を確認する。現時点の 新の知見としては、「コンクリート

標準示方書(設計編及び施工編)」(1)(2)に基づく。 

 (ⅲ) 放射線の遮蔽機能 

放射線の遮蔽に関する構造の変更はないことから、既許可のとおり。なお、

設計の内容は以下の 3 号廃棄物埋設地の設計と同様である。 

a. 設計方針 

本施設は、敷地周辺の公衆の受ける線量及び放射線業務従事者の受ける線量

並びに管理区域以外の人が立ち入る場所に滞在する者の線量が、「線量告示」で

定められた線量限度を超えないことはもとより、合理的に達成できる限り低く

するため、以下に示す方針に基づき遮蔽機能を有する設計とする。 

遮蔽機能は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間に

おいて、廃棄体の線量当量率、位置等を考慮し、廃棄体を埋設設備に定置する

ことにより、平常時における直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による

敷地周辺の公衆の受ける線量が、周辺環境に対して放出される放射性物質によ

る公衆の受ける線量を含め、実効線量で 50μSv/y 以下となる設計とする。ま

た、放射線業務従事者の受ける線量が放射線業務従事者の線量限度を超えない

ようにするとともに管理区域以外の人が立ち入る場所に滞在する者の線量を

公衆の線量限度以下に低減できる設計とする。 

覆土完了から廃止措置の開始までの間において、埋設設備及び覆土により、

平常時における直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による敷地周辺の
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公衆の受ける線量が、廃棄物埋設地からの放射性物質の移行による公衆の受け

る線量及び周辺環境に対して放出される放射性物質による公衆の受ける線量

を含め、実効線量で 50μSv/y 以下となる設計とする。また、管理区域以外の人

が立ち入る場所に滞在する者の線量を公衆の線量限度以下に低減できる設計

とする。 

なお、周辺監視区域の廃止後は公衆が敷地内に立ち入る可能性を考慮し、覆

土により敷地内に立ち入る公衆の受ける線量を公衆の線量限度以下に低減で

きる設計とする。 

b. 安全設計 

廃棄物埋設地は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの

間において、放射線の減衰効果のあるコンクリート製の外周仕切設備、内部仕

切設備、廃棄体支持架台、覆い及びコンクリート仮蓋並びにセメント系充填材

を配置することで、直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による、敷地周

辺の公衆の受ける線量及び放射線業務従事者の受ける線量並びに管理区域以

外の人が立ち入る場所に滞在する者の線量を低減できる設計とする。 

覆土完了から廃止措置の開始までの間において、埋設設備及び覆土のうち難

透水性覆土及び下部覆土により、敷地周辺の公衆の受ける線量及び管理区域以

外の人が立ち入る場所に滞在する者の線量を低減できる設計とする。 

なお、周辺監視区域の廃止後は公衆が敷地内に立ち入る可能性を考慮し、覆

土により、敷地内に立ち入る公衆の受ける線量を低減できる設計とする。 

遮蔽の評価結果については、「第八条 遮蔽等」において別途説明する。 

 

(3) 廃棄物埋設地の設計に関して留意する事項 

廃棄物埋設地は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間に

あっては放射性物質の漏出を防止し、覆土完了から廃止措置の開始までの間にあっ

ては放射性物質の漏出を低減するため、以下に留意した設計とする。 

・埋設する放射性廃棄物に含まれる放射性物質の性質及び放射能濃度に応じて、

設計時点において合理的かつ利用可能な 善の建設・施工技術によるものであ

ること 

・劣化・損傷に対する抵抗性を考慮すること 
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・劣化・損傷が生じた場合にも当該機能が維持できる構造・仕様であること 

・放射性物質の漏出を低減する機能は、地下水の浸入を抑制する機能、放射性物

質を収着する機能等の機能のうち、一つのものに過度に依存しないこと 

また、廃棄物埋設地は、埋設する放射性廃棄物に含有される化学物質その他の化

学物質により安全機能を損なわない設計とする。 

埋設する廃棄体、埋設設備、排水・監視設備及び覆土には、可燃性の化学物質、

可燃性ガスを発生する化学物質を含めないが、安全機能に影響を及ぼす可能性のあ

るその他の化学物質として、廃棄体又は埋設設備内に含まれる有機物及び塩並びに

セメント系材料から溶出する高アルカリ成分を含む地下水による影響を考慮し、低

透水性及び収着性への影響を確認した材料を使用する設計とする。 

(4) その他の設計 

(ⅰ) 廃棄物埋設地に関する設計の留意事項 

廃棄物埋設地は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間

にあっては放射性物質の漏出を防止し、覆土完了から廃止措置の開始までの間に

あっては放射性物質の漏出を低減するため、以下に留意した設計とする。 

a. 埋設する放射性廃棄物に含まれる放射性物質の性質及び放射能濃度に応じて、

設計時点において合理的かつ利用可能な 善の建設・施工技術によるものであ

ること 

廃棄物埋設地の設計については、放射性物質の性質及び放射能濃度として、

放射性物質の種類により主に半減期や放出される放射線のエネルギーが異な

ることを考慮する。 

・半減期の長い放射性物質に対しては、人工バリア及び天然バリアを組み合

わせる移行抑制機能の設計により長期的に放射性物質の移行を抑制し、放

射能の減衰を図ることで公衆の受ける線量を低減すること 

・半減期が短く放射線のエネルギーが大きい放射性物質に対しては、遮蔽機

能の設計により放射能が有意に減衰するまで遮蔽を確保することで、公衆

の受ける外部被ばくを低減すること 

・放射性廃棄物は容器に固型化したものであり、放射性物質が容易に漏えい・

飛散するものではない。しかし、水を媒体として移動することが考えられ

ることから、人工バリア及び天然バリアによる移行抑制機能を確保するま
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で、漏出防止機能の設計により、水を媒体として放射性物質が漏出するこ

とを防止すること 

また、廃棄物埋設地は、保全に関する措置を必要としない状態に移行できる

よう設計する。人間侵入リスクが高い地表面を避け、天然バリアである侵食抵

抗性の高い岩盤(鷹架層)の性能を有効に利用するために、地盤を掘り下げて埋

設設備を設置する。その結果、埋設設備が地下水面下への設置となることから、

その特徴を考慮し設計する。 

埋設設備の設計については、既設埋設設備の設計・施工実績を考慮する。 

以上より、廃棄物埋設地に要求される安全機能及びその安全機能を維持すべ

き期間を踏まえた上で、合理的かつ利用可能な 善の建設・施工技術として、

諸外国の類似施設の設計を参考とし、広く活用され、かつ、実績を多数有して

いる建設・施工技術を用いる。 

安全機能に対する期間ごとに、合理的かつ利用可能な 善の建設・施工技術

について以下に示す。 

(a) 放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間 

放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間において、安全機能(漏

出防止機能及び遮蔽機能)を有する部位ごとの要求性能に加え、材料の選定、

建設・施工及び検査を考慮した構造物として設計する。以下の内容を満足す

ることで、合理的かつ利用可能な 善の建設・施工技術とする。 

(一) 合理的な建設・施工技術 

覆土完了までの期間は、数十年程度であることから、埋設設備及び排水・

監視設備に対し、一般に数十年オーダーの耐用年数で知見が幅広く整備さ

れているセメント系材料を用いたコンクリート構造物とすることが合理的

である。 

(二) 利用可能な 善の建設・施工技術 

コンクリート構造物としての設計、材料の選定、建設・施工及び検査に

ついては、利用可能な 善の建設・施工技術として、 新の知見を確認し、

施工の実現性及び品質を確保する。現時点での 新の知見としては、「コン

クリート標準示方書(設計編及び施工編)」(1)(2)に基づく。 

また、安全機能ごとに対する設計としては以下のとおり。 
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・漏出防止機能は、雨水及び地下水の浸入の防止及び放射性物質の漏出

の防止を行うため、埋設設備及び排水・監視設備において、透水特性

を考慮した設計とする。低透水性としてコンクリートの材料配合、ひ

び割れ抑制としてコンクリートの材料配合及び鉄筋量、充填性として

モルタルの材料配合、防水性として内部防水の配置並びに排水性とし

てポーラスコンクリート層の設置を考慮した設計とすること 

・遮蔽機能は、敷地周辺の公衆及び放射線業務従事者並びに管理区域以

外の人が立ち入る場所に滞在する者への被ばくを低減するために、埋

設設備の密度及び厚さを確保することで、放射線の遮蔽性能を有する

設計とすること 

(b) 覆土完了後 

覆土完了後は、安全機能(移行抑制機能及び遮蔽機能)を有する部位ごとの

要求性能に加え、材料の選定、建設・施工及び検査を考慮した構造物として

設計する。以下の内容を満足することで、合理的かつ利用可能な 善の建設・

施工技術とする。 

(一) 合理的な建設・施工技術 

覆土完了後の期間は、数百年以上であることから、長期的な透水特性及

び遮蔽性能を期待するために、力学的・化学的作用により安全性が損なわ

れ難い天然材料である土質系材料を用いた土構造物とすることが合理的で

ある。 

また、長期的な核種収着性を期待するために、長期的に安全性が損なわ

れ難い土質系材料及びセメント系材料を用いることが合理的である。 

(二) 利用可能な 善の建設・施工技術 

土構造物としての設計、材料の選定、建設・施工及び検査については、

利用可能な 善の建設・施工技術として、 新の知見を確認する。現時点

での 新の知見としては、「道路土工要綱」(3)及び「河川土工マニュアル」

(4)を参照とする。また、一般土工で用いられる重機を使用し、適切な品質

管理を行うことで、目標の透水係数を有する覆土を施工できることを確認

している。 

なお、施工時の品質管理方法は、覆土施工時に行う施工試験結果を用い
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て 終決定する。 

安全機能ごとに対する設計としては以下のとおり。 

・移行抑制機能は、低透水性として土質系材料により透水係数及び厚さ

を確保する設計とし、収着性を有するセメント系材料及び土質系材料

を用いる設計とすること 

・遮蔽機能は、敷地周辺の公衆及び管理区域以外の人が立ち入る場所に

滞在する者への被ばくを低減するために、覆土の密度及び厚さを確保

することで、長期的な放射線の遮蔽性能を有する設計とすること 

b. 劣化・損傷に対する抵抗性を考慮すること 

(a) 埋設設備及び排水・監視設備 

埋設設備及び排水・監視設備は、漏出防止機能を確保する期間に対して、

劣化・損傷に対する抵抗性を有するよう鉄筋かぶり及び材料配合の設計を行

う。また、劣化抵抗性を有していることを「コンクリート標準示方書(設計編)」

(2)に基づく耐久性照査によって確認する。対象項目は、設計条件及び立地条

件を考慮し、耐久性に影響があると考えられる中性化、塩害及び凍害とする。 

・中性化に対する劣化抵抗性を有するために、中性化深さが鋼材腐食発生限

界深さに達しない設計とすること 

・塩害に対する劣化抵抗性を有するために、コンクリート表面塩化物イオン

濃度の設計値が鋼材腐食発生限界濃度に達しない設計とすること 

・凍害における内部損傷及び表面損傷に対する劣化抵抗性を有する設計とす

ること 

(b) 覆土 

難透水性覆土及び下部覆土は、化学的安定性、変形追従性及び液状化抵抗

性を考慮し、粒径分布に広がりを持った土質系材料を用いる。 

難透水性覆土及び下部覆土は、容易な露呈を防止する観点から安定した地

盤を掘り下げ、埋設設備の底面を除く外周部に設置する設計とする。 

長期状態において想定される劣化・損傷事象を抽出し、覆土の透水特性に

影響を及ぼす要因に対して、長期的に透水特性を維持するための要求機能を

満たす見通しのある設計とする。 

これらにより、覆土は劣化・損傷に対する抵抗性を有する設計とする。 
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c. 劣化・損傷が生じた場合にも当該機能が維持できる構造・仕様であること 

(a) 埋設設備及び排水・監視設備 

埋設設備及び排水・監視設備は、廃棄体と水が接触することを防止するた

めに、外周仕切設備及び覆い、ポーラスコンクリート層、セメント系充填材

並びに内部防水で多様化し、各部位の劣化･損傷が生じた場合においても、漏

出防止機能を維持する構造・仕様とする。 

(b) 覆土 

覆土は、長期的に発生が予想される力学的影響及び化学的影響のいずれに

対しても機能維持が受動的に期待できるよう、多層化した十分な厚さの覆土

を設置する。 

線量評価上用いる各性能は、線量評価の状態設定における劣化･損傷の程度

及び期間の不確実性を包含する設定とすることにより、廃棄物埋設地全体と

して線量基準を満足できるようにする。 

これらにより、劣化・損傷が生じた場合においても、移行抑制機能を維持

する構造・仕様とする。 

d. 放射性物質の漏出を低減する機能は、地下水の浸入を抑制する機能、放射性

物質を収着する機能等の機能のうち、一つのものに過度に依存しないこと 

放射性物質の漏出を低減する機能は、人工バリア及び天然バリアにより確保

し、人工バリアは特性の異なる材料として、セメント系材料及び土質系材料を

用いる設計とする。また、これらを用いた各部材に対して、第 2 表に示すよう

に、地下水の浸入を抑制する機能(低透水性)及び放射性物質を収着する機能

(収着性)の複数の異なる機能を期待することにより、一つの機能に過度に依存

しないよう配慮した設計とする。 
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第2表 各部材に期待する移行抑制機能を構成する特性 

 部材 収着性 低透水性 

人工バリア 

埋設設備 〇 － 

覆土 

難透水性覆土 〇 〇 

下部覆土  －*1 〇 

上部覆土 〇 － 

天然バリア 岩盤(鷹架層) 〇 〇 

○：期待する 

－：期待しない 

*1：下部覆土は土質系材料であり収着性を期待できるが、難透水性覆土又は下部覆土の一

方に収着性を期待することで十分であることから、下部覆土の収着性は考慮しない。 

 

e. 放射性物質の漏出を低減する機能を有すること 

(a) 設計方針 

「廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減する」について、覆土完

了から廃止措置の開始までの間、公衆の受ける線量が法令に定める線量限度

を超えないことはもとより、As Low As Reasonably Achievable(ALARA)の考

えの下、合理的に達成できる限り十分低くなるよう、実効線量で 50μSv/y 以

下と達成できる設計とする。 

(b) 評価方法 

(一) 線量評価シナリオ 

廃棄物埋設地からの移行に関する評価対象とする線量評価シナリオは、

地下水中の放射性物質が移行する尾駮沼の水産物摂取による内部被ばくと

する。 

(二) 線量評価モデル 

廃棄物埋設地からの移行に関する評価対象とする線量評価モデルは、廃

棄物埋設地から漏出する放射性物質が、廃棄物埋設地を通過する地下水に

より、沢を経て尾駮沼に流入するものとして設定する。この沼の水産物を

摂取する場合の内部被ばくの評価は、「第十条 廃棄物埋設地のうち第四

号(廃止措置の開始後の評価)」の(1)式から(6)式及び(9)式を用いて計算

する。 
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(三) 線量評価パラメータ 

廃棄物埋設地から漏出する放射性物質の量の計算に当たっては、覆土完

了直後から放射性物質の漏出が開始するとし、「第十条 廃棄物埋設地の

うち第四号(敗訴七の開始後の評価)」に示す も可能性が高い自然事象シ

ナリオの状態設定に基づいて評価する。 

なお、覆土完了直後の放射能量は、「第十条 廃棄物埋設地のうち第四

号(廃止措置の開始後の評価) 補足説明資料 9 線量評価パラメータ -パ

ラメータ根拠集-」の第 1 表の値とし、覆土完了後の時間の経過による放

射性物質の減衰を考慮する。その他の線量評価パラメータは同資料の第 2

表から第 7 表の値を用いる。 

(c) 評価結果 

覆土完了から廃止措置の開始までの間において、各廃棄物埋設地からの

線量を重畳した値は、地下水中の放射性物質が移行する尾駮沼の水産物摂取

に係る線量で約 3.8μSv/y である。 

また、この期間は、十分な厚さの覆土があるため、3 号廃棄物埋設施設に

対して、難透水性覆土及び下部覆土の厚さの 小値となる埋設設備から 4m

の位置で評価を行っても、約 1.0×10-4μSv/ｙであることから、十分小さい

値である。さらに 1 号及び 2 号廃棄物埋設施設に対しても同様に評価を行っ

た結果として約 1.0×10-3μSv/y であり、重畳したとしても対象位置が離れ

ていることから、周辺監視区域の廃止後に敷地内へ立ち入る人を考慮しても

外部被ばく線量影響は無視できる。 

以上より、覆土完了から廃止措置の開始までの間においては公衆の受け

る各廃棄物埋設地からの寄与を考慮した合計線量は約 3.8μSv/y となり、本

施設は、公衆に対して合理的に達成できる限り十分に低い線量となる施設の

設計となっている。 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの詳細な

評価結果は「［参考］(3) 許可基準規則第十条第一号(許可基準規則解釈第

10 条第 4 項)」に示す。 

f. 埋設する放射性廃棄物に含有される化学物質その他の化学物質により安全機
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能が損なわれないものであること 

埋設する廃棄体、埋設設備、排水・監視設備及び覆土には可燃性の化学物質、

可燃性ガスを発生する化学物質を含めない。一方、廃棄物埋設地の安全機能に

影響を及ぼす可能性のあるその他の化学物質としては、廃棄体又は埋設設備内

に含まれる有機物及び塩、さらにはセメント系材料から溶出した高アルカリ成

分を含む地下水との反応による影響を考慮する必要がある。 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間の安全機能と

して、埋設設備及び排水・監視設備は漏出防止機能を、埋設設備は遮蔽機能を

有する。覆土完了までの間において、埋設設備は水との接触による溶解・変質

が容易に生じないこと及び漏出防止機能によって廃棄体と水の接触を防止す

ることにより廃棄体に含まれる有機物及び塩が溶出しないことから、埋設設備

及び排水・監視設備が有機物及び塩との化学反応により著しく損傷することは

ない。さらに、埋設設備及び排水・監視設備は、セメント系材料で構成されて

いることから、高アルカリ成分による影響はない。したがって、覆土完了まで

の間の漏出防止機能及び遮蔽機能については、これらの化学物質によって影響

を受けない。 

覆土完了から廃止措置の開始までの間の安全機能として、埋設設備及び覆土

は移行抑制機能及び遮蔽機能を有する。遮蔽機能については、覆土が十分な厚

さを有していることから、化学物質と接触することによって生じる覆土及び埋

設設備の厚さ減少及び密度低下による遮蔽機能への影響は無視できると考え

られる。移行抑制機能については、廃棄物埋設地内において地下水位が上昇し、

地下水の浸入に伴い溶解及び漏出する化学物質(有機物及び塩)及びセメント

系材料から溶出した高アルカリ成分が埋設設備の収着性並びに覆土の低透水

性及び収着性に影響を及ぼす可能性がある。 

上記のような化学物質の影響に対する対策として、埋設設備及び覆土に使用

する材料については、化学物質による低透水性及び収着性への影響を考慮し、

低透水性及び収着性への影響を確認した材料を使用する設計とする。また、覆

土については化学的安定性の高い材料で構成する設計とする。 
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5. 廃棄物埋設地の設計 

1 号廃棄物埋設地の設計内容について説明する。 

 

(1) 構成及び設置位置 

廃棄物埋設地は、管理建屋から運搬した廃棄体を埋設する場所であり、埋設設

備、排水・監視設備及び覆土により構成する。 

廃棄物埋設地は、敷地のほぼ中央北寄りに位置し、廃棄体 大 40,960m3(200L ド

ラム缶 204,800 本相当)を埋設する。 

埋設設備は、1 基当たり廃棄体約 1,024m3(200L ドラム缶 5,120 本相当)を埋設す

る埋設設備 5 基を 1 埋設設備群とする埋設設備群 8 群で構成し、東西方向に 5 基、

南北方向に 8 基配置する。 

埋設設備は、現造成面(標高約 45m～46m)基準から約 14m～19m 掘り下げて、標高

約 26m～32m となるように N 値 50 以上の岩盤(鷹架層)に設置する。 

 

(2) 主要設備 

(ⅰ) 埋設設備 

a. 構成及び安全機能 

埋設設備は、外周仕切設備、内部仕切設備、廃棄体支持架台、セメント系充

填材、覆い、コンクリート仮蓋及び内部防水により構成する。 

外周仕切設備及び覆いの低透水性及びひび割れ抑制、セメント系充填材の充

填性並びに内部防水の防水性により放射性物質の漏出を防止する。 

外周仕切設備、内部仕切設備、廃棄体支持架台、セメント系充填材、覆い及

びコンクリート仮蓋は、遮蔽性により放射線の遮蔽を行う。 

なお、評価において収着性による移行抑制機能を期待できる設計とする。 

b. 要求性能 

安全機能を確保するために必要な要求性能を整理する。 

埋設設備の部位ごとに設定した要求性能及び設計要件を第 3 表に示す。 

(a) 技術要件及び設計仕様項目 

(一) 漏出防止機能 

埋設設備の漏出防止機能は、雨水及び地下水の浸入を防止すること及び
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放射性物質の漏出を防止することである。水の浸入及び放射性物質の漏出

は埋設設備の透水特性によって影響を受けることから、埋設設備に対する

技術要件は透水特性(低透水性、ひび割れ抑制、充填性及び防水性)であり、

その設計仕様項目は水結合材比、断熱温度上昇量、自己収縮ひずみ、乾燥

収縮ひずみ、鉄筋量、スランプフロー、ブリーディング、遮水性及びひび

割れ追従性である。 

また、埋設設備は、漏出防止機能を確保する上で、常時作用している荷

重及び操業中に作用する荷重並びに静的地震力に対する健全性を要求する

ことから、技術要件として力学特性(力学的安定性及び耐久性)を考慮す

る。漏出防止機能の要求期間が一般的なコンクリート構造物の設計耐用期

間と同程度であることから、現状の土木建築分野における構造設計及び耐

久設計の方法が適用可能である。したがって、その設計仕様項目は圧縮強

度、鉄筋強度、鉄筋かぶり及び材料配合である。 

(二) 移行抑制機能 

埋設設備には、移行抑制機能に対する技術要件として、セメント系材料

が有する収着性を考慮するが、その設計仕様項目は設定せず、収着性への

影響を確認した材料を使用する設計とする。 

(三) 遮蔽機能 

埋設設備の遮蔽機能は、公衆の受ける線量及び放射線業務従事者の受け

る線量並びに管理区域以外の人が立ち入る場所に滞在する者の線量(以下

「公衆等の受ける線量」という。)を低減することである。公衆等の受ける

線量は埋設設備の遮蔽性能によって影響を受けることから、埋設設備に対

する技術要件は遮蔽性能(遮蔽性)であり、その設計仕様項目は密度及び部

材寸法(厚さ)である。 

また、埋設設備は、遮蔽機能を確保する上で、常時作用している荷重及

び操業中に作用する荷重並びに静的地震力に対する健全性を要求すること

から、技術要件として力学特性(力学的安定性及び耐久性)を考慮する。覆

土完了までの遮蔽機能の要求期間が一般的なコンクリート構造物の設計耐

用期間と同程度であることから、現状の土木建築分野における構造設計及

び耐久設計の方法が適用可能である。したがって、その設計仕様項目は圧
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縮強度、鉄筋強度、鉄筋かぶり及び材料配合である。 

(b) 設計要件 

設計仕様項目である水結合材比、断熱温度上昇量、自己収縮ひずみ、乾燥

収縮ひずみ、鉄筋量、スランプフロー、ブリーディング、遮水性、ひび割れ

追従性、圧縮強度、鉄筋強度、鉄筋かぶり、材料配合、密度及び部材寸法

(厚さ)については、各部位が要求性能を満足するための設計要件を設定す

る。 

埋設設備の技術要件のうち、低透水性、充填性、力学的安定性及び耐久性

についての詳細は添付資料 2「技術要件における考え方」に示す。
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第 3表 埋設設備の要求性能及び設計要件 

安全機能 

要求性能 

外
周 

仕
切
設
備 

内
部 

仕
切
設
備 

廃
棄
体 

支
持
架
台 

セ
メ
ン
ト
系 

充
填
材 

覆
い 

コ
ン
ク
リ
ー
ト 

仮
蓋 

内
部
防
水 

設計要件 技術要件 

(必要な特性) 
設計仕様項目 

漏出防止機能 

透水特性 

低透水性 水結合材比 ○ － － － ○  －*1 － 緻密なコンクリートであること(基質部)。 

ひび割れ 

抑制 

断熱温度上昇量 ○ － －  －*3 ○  －*1 － 温度変化によるひび割れの抑制を考慮すること。 

自己収縮ひずみ ○ － －  －*3 ○  －*1 － 自己収縮によるひび割れの抑制を考慮すること。 

乾燥収縮ひずみ ○ － －  －*3 ○  －*1 － 乾燥収縮によるひび割れの抑制を考慮すること。 

鉄筋量 ○ － － － ○  －*1 － 大ひび割れ幅を低減すること。 

充填性 
スランプフロー － － － ○ － － － 必要な流動性を有すること。 

ブリーディング － － － ○ － － － 材料分離抵抗性を有すること。 

防水性 
遮水性 － － － － － － 〇 水の浸入及び漏出を防止すること。 

ひび割れ追従性 － － － － － － 〇 コンクリートのひび割れに追従すること。 

 漏出防止機

能を確保す

るための要

求機能 
力学特性 

力学的 

安定性 

圧縮強度 ○ ○  ○*2 ○ ○ － － 必要な構造強度を有すること。 

鉄筋強度 ○ ○  ○*2 － ○ － － 必要な構造強度を有すること。 

 

耐久性 

 

鉄筋かぶり ○ ○ － － ○ － － 中性化に対して必要なかぶりを有すること。 

材料配合 ○ ○ － － ○ － － 塩害及び凍害に対して劣化抵抗性を有すること。 

移行抑制機能 核種 

収着性 
収着性 － － － － － － － － 

設計仕様項目を設定しない(評価において、埋設設備自体が副次

的にもつ性能として設定するものとする。)*4 

遮蔽機能 
放射線の 

遮蔽性能 
遮蔽性 

密度 ○ ○ ○ ○ ○ 〇 － 被ばくを低減するために必要な遮蔽性能を有すること。 

部材寸法 

(厚さ) 
○ ○ ○ ○ ○ 〇 － 被ばくを低減するために必要な遮蔽性能を有すること。 

 遮蔽機能を

確保するた

めの要求機

能 
力学特性 

力学的 

安定性 

圧縮強度 ○ ○ ○ ○ ○ 〇 － 必要な構造強度を有すること。 

鉄筋強度 ○ ○ ○ － ○ 〇 － 必要な構造強度を有すること。 

 

耐久性 

 

鉄筋かぶり ○ ○ － － ○ － － 中性化に対して必要なかぶりを有すること。 

材料配合 ○ ○ － － ○ － － 塩害及び凍害に対して劣化抵抗性を有すること。 
 

*1：防水シート等の併用により区画内に水を浸入させないよう考慮する。 

*2：セメント系充填材を充填できるよう、ポーラスコンクリート層と廃棄体の間の厚さを確保するための力学的安定性を確保する。 

*3：充填性を確保した上でひび割れ抑制の観点についても考慮する。 

*4：分配係数は、材料仕様、施工の際に取得する分配係数データ又は代替指標となるデータにより管理する。 
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c. 構造及び仕様 

埋設設備の外形寸法は、約 24.4m(幅)×約 24.4m(奥行き)×約 6.2m～6.3m(高

さ)*1 であり、底部及び側部は外周仕切設備、上部は覆いにより構成する。埋設

設備の内部は、内部仕切設備により 1 基当たり 4 行 4 列の 16 区画とする。 

*1：小数点第一位までの記載とし、「約」と記載する。 

区画した内部には、廃棄体を定置するための廃棄体支持架台を設置し、8

行、5 列、8 段積みで廃棄体を定置する。廃棄体の定置後は、有害な空隙が残

らないようにセメント系充填材を充填する。 

廃棄体の定置開始から覆い施工開始までの間において、作業時を除き、区

画の開口部にコンクリート仮蓋を設置する。 

埋設設備の平面図及び断面図を第 1 図に示す。 

埋設設備の主要な部位と主な仕様を第 4 表に示す。 

 

  

第 1 図 埋設設備平面図及び断面図 

 

  



26 

第 4 表 埋設設備の主要な部位と主な仕様 

設備 主要な部位 主な仕様*1 

埋設設備 

 

外周仕切設備 材料：鉄筋コンクリート 

コンクリートの設計基準強度：24.6N/mm2 以上 

水結合材比：55%以下 

大ひび割れ幅設計目標値：0.1mm 

厚さ：約 50cm(側壁)、約 60cm(底版) 

密度：2,100kg/m3 以上 

内部仕切設備 材料：鉄筋コンクリート 

コンクリートの設計基準強度：24.6N/mm2 以上 

厚さ：約 40cm 

密度：2,100kg/m3 以上 

廃棄体支持架台 材料：鉄筋コンクリート 

ポーラスコンクリート層と廃棄体間の厚さ：約 40cm 

密度：1,600kg/m3 以上 

セメント系充填材 材料：モルタル 

モルタルの設計基準強度：10.0N/mm2 以上 

流動性：スランプフロー65cm 以上 

ポーラスコンクリート層と廃棄体間の厚さ：約 40cm 

密度：1,600kg/m3 以上 

覆い 材料：鉄筋コンクリート 

コンクリートの設計基準強度：24.6N/mm2 以上 

水結合材比：55%以下 

大ひび割れ幅設計目標値：0.1mm 

厚さ：約 50cm 

密度：2,100kg/m3 以上 

コンクリート仮蓋 材料：鉄筋コンクリート 

コンクリートの設計基準強度：24.0N/mm2 以上 

厚さ：60cm 

密度：2,100kg/m3 以上 

内部防水 防水性を有する材料を設置 

*1：各部位の厚さについては、寸法の許容誤差を含む記載として「約」としている。 
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以下に、各部位の仕様を記載する。 

(a) 外周仕切設備 

(一) 概要 

外周仕切設備は、鉄筋コンクリート製の側壁及び底版であり、側壁の厚

さは約 50 ㎝(許容誤差を含む)、底版の厚さは約 60 ㎝(許容誤差を含む)と

する。 

(二) 設計方針 

外周仕切設備に求める安全機能は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開

始から覆土完了までの間の漏出防止機能及び埋設する放射性廃棄物の受入

れの開始から廃止措置の開始までの間の遮蔽機能である。漏出防止機能に

対しては透水特性を、遮蔽機能に対しては遮蔽性能を確保する設計とす

る。また、その他の必要な特性として力学特性を確保する。 

(三) 仕様 

(ｱ) 透水特性 

コンクリートの低透水性及びひび割れの抑制に配慮した設計とする。 

低透水性を確保するため、「コンクリート標準示方書(施工編)」(1)に基

づき、水結合材比を 55%以下とする。また、 大ひび割れ幅の設計目標

値を 0.1mm とし、温度応力及び収縮による貫通ひび割れの発生を抑制す

るため、低発熱に配慮した材料配合により温度応力を低減するとともに、

鉄筋によりひび割れを抑制する設計とする。 

外周仕切設備の施工後から覆土完了の間において、可能な範囲に対し

定期的な点検を行う。ひび割れは幅 0.1mm 以上を管理する。幅 0.1mm 以

上のひび割れに対しては、排水・監視設備からの排水量及びひび割れの

進展状況を防水性の観点で評価した上で、適切に補修する。 

(ｲ) 遮蔽性能 

遮蔽性に配慮した設計として、公衆等の受ける線量を低減するよう

な密度及び厚さを確保するものとし、密度は 2,100kg/m3 以上とする。 

(ｳ) 力学特性 

力学的安定性及び耐久性に配慮した設計とする。 

力学的安定性を確保するため、「コンクリート標準示方書(構造性能
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照査編)」(5)付録Ⅰに示される許容応力度法により構造強度の照査を行

い、コンクリートの設計基準強度は 24.6N/mm2 以上とする。 

耐久性を確保する観点から、中性化、塩害及び凍害に対して鉄筋か

ぶり及び材料配合の設計を行う。これらについて、「コンクリート標準

示方書(設計編)」(2)に基づき照査を行う。 

(b) 内部仕切設備 

(一) 概要 

内部仕切設備は、鉄筋コンクリート製であり、その厚さは約 40cm(許容

誤差を含む)とする。 

(二) 設計方針 

内部仕切設備に求める安全機能は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開

始から廃止措置の開始までの間の遮蔽機能である。遮蔽機能に対しては、

遮蔽性能を確保する設計とする。また、その他の必要な特性として力学特

性を確保する。 

(三) 仕様 

(ｱ) 遮蔽性能 

遮蔽性に配慮した設計として、公衆等の受ける線量を低減するよう

な密度及び厚さを確保するものとし、密度は 2,100kg/m3 以上とする。 

(ｲ) 力学特性 

力学的安定性及び耐久性に配慮した設計とする。 

力学的安定性を確保するため、「コンクリート標準示方書(構造性能

照査編)」(5)付録Ⅰに示される許容応力度法により構造強度の照査を行

い、コンクリートの設計基準強度は 24.6N/mm2 以上とする。 

耐久性を確保する観点から、中性化、塩害及び凍害に対して鉄筋か

ぶり及び材料配合の設計を行う。これらについて、「コンクリート標準

示方書(設計編)」(2)に基づき照査を行う。 

(c) 廃棄体支持架台 

(一) 概要 

廃棄体支持架台は、鉄筋コンクリート製であり、埋設設備に設置するポ

ーラスコンクリート層と廃棄体の離隔を確保するよう設置する。 
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(二) 設計方針 

廃棄体支持架台は、セメント系充填材と一体となって漏出防止機能及び

遮蔽機能を達成する。ポーラスコンクリート層と廃棄体の間のセメント系

充填材の厚さが約 40cm(許容誤差を含む)となるよう、廃棄体を固定及び

支持するための力学特性を確保する。 

(三) 仕様 

(ｱ) 遮蔽性能 

遮蔽性に配慮した設計として、公衆等の受ける線量を低減するよう

な密度及び厚さを確保するものとし、密度は 1,600kg/m3 以上とする。 

(ｲ) 力学特性 

力学的安定性を確保するため、「コンクリート標準示方書(構造性能

照査編)」(5)付録Ⅰに示される許容応力度法により構造強度の照査を行

う。 

(d) セメント系充填材 

(一) 概要 

セメント系充填材は、区画内を充填するモルタルであり、廃棄体の間に

有害な空隙が残らないようにする。 

ポーラスコンクリート層と廃棄体の間のセメント系充填材の厚さは約

40cm(許容誤差を含む)とする。 

(二) 設計方針 

セメント系充填材に求める安全機能は、埋設する放射性廃棄物の受入れ

の開始から覆土完了までの間の漏出防止機能及び埋設する放射性廃棄物の

受入れの開始から廃止措置の開始までの間の遮蔽機能である。漏出防止機

能に対しては透水特性を、遮蔽機能に対しては遮蔽性能を確保する設計と

する。また、その他の必要な特性として力学特性を確保する。 

(三) 仕様 

(ｱ) 透水特性 

充填性に配慮した設計として、水が廃棄体に接触することを抑制す

るため、区画内の廃棄体周辺を充填する。有害な空隙が生じないよう充

填するため、スランプフローは 65cm 以上とし、ブリーディングを極力
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生じないようにする。 

(ｲ) 遮蔽性能 

遮蔽性に配慮した設計として、公衆等の受ける線量を低減するよう

な密度及び厚さを確保するものとし、密度は 1,600kg/m3 以上とする。 

(ｳ) 力学特性 

廃棄体の固定に対する力学的安定性に配慮した設計とし、モルタル

の設計基準強度は 10.0N/mm2 以上とする。 

(e) 覆い及びコンクリート仮蓋 

(一) 概要 

覆いは、鉄筋コンクリート製であり、外周仕切設備及び内部仕切設備の

上部に設置する。その厚さは約 50cm(許容誤差を含む)とする。 

また、廃棄体の定置開始から覆い施工開始までの間において、作業時を

除き、区画の開口部にコンクリート仮蓋を設置する。その厚さは約

60cm(許容誤差を含む)とする。 

(二) 設計方針 

覆いに求める安全機能は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆

土完了までの間の漏出防止機能及び埋設する放射性廃棄物の受入れの開始

から廃止措置の開始までの間の遮蔽機能である。漏出防止機能に対しては

透水特性を、遮蔽機能に対しては遮蔽性能を確保する設計とする。また、

その他の必要な特性として力学特性を確保する。 

コンクリート仮蓋に求める安全機能は、埋設する放射性廃棄物の受入れ

の開始から覆い施工開始までの間の遮蔽機能である。遮蔽機能に対して

は、遮蔽性能を確保する設計とする。また、その他の必要な特性として力

学特性を確保する。 

(三) 仕様 

(ｱ) 透水特性 

覆いは、コンクリートの低透水性及びひび割れの抑制に配慮した設

計とする。 

低透水性を確保するため、「コンクリート標準示方書(施工編)」(1)に

基づいて、水結合材比を 55%以下とする。また、 大ひび割れ幅の設計
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目標値を 0.1mm とし、温度応力及び収縮による貫通ひび割れの発生を抑

制するため、低発熱に配慮した材料配合により温度応力を低減するとと

もに、鉄筋によりひび割れを抑制する設計とする。 

覆いの施工後から覆土完了の間において、可能な範囲に対し定期的な

点検を行う。ひび割れは幅 0.1mm 以上を管理する。幅 0.1mm 以上のひび

割れに対しては、排水・監視設備からの排水量及びひび割れの進展状況

を防水性の観点で評価した上で、適切に補修する。 

コンクリート仮蓋は、区画内に雨水を浸入させない設計とする。 

(ｲ) 遮蔽性能 

覆いは、遮蔽性に配慮した設計として、公衆等の受ける線量を低減

するような密度及び厚さを確保するものとし、密度は 2,100kg/m3 以上

とする。 

また、コンクリート仮蓋も同様に密度及び厚さを確保するものとし、

密度は 2,100kg/m3 以上とする。 

(ｳ) 力学特性 

覆いは力学的安定性及び耐久性に、コンクリート仮蓋は力学的安定

性に配慮した設計とする。 

力学的安定性を確保するため、覆いは、「コンクリート標準示方書

(構造性能照査編)」(5)付録Ⅰに示される許容応力度法により構造強度の

照査を行い、コンクリートの設計基準強度は 24.6N/mm2 以上とする。 

覆いは、耐久性を確保する観点から、中性化、塩害及び凍害に対し

て鉄筋かぶり及び材料配合の設計を行う。これらについて、「コンクリ

ート標準示方書(設計編)」(2)に基づき照査を行う。 

また、コンクリート仮蓋は、「コンクリート標準示方書(構造性能照

査編)」(5)付録Ⅰに示される許容応力度法により構造強度の照査を行

い、コンクリートの設計基準強度は 24.0N/mm2 以上とする。 

(f) 内部防水 

(一) 概要 

外周仕切設備、セメント系充填材、覆い及びポーラスコンクリート層と

ともに、雨水及び地下水の浸入を防止し、埋設設備からの放射性物質の漏
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出を防止するために内部防水を行う。 

内部防水については、以下の観点から設計する。 

(ｱ) 外周仕切設備側壁部及び覆い部 

ポーラスコンクリート層から廃棄体方向に浸入する水の流れを防止

する。 

(ｲ) 外周仕切設備底版部及び側壁部の立ち上げ部 

外周仕切設備底版からの地下水の浸入を防止するとともに、ポーラ

スコンクリート層からの放射性物質の漏出を防止する。 

(二) 仕様 

外周仕切設備側壁部及び覆い部における内部防水は、セメント系充填材

上部及び側部とポーラスコンクリート層の間に行う。また、外周仕切設備

の内側で外周仕切設備底版部及び側壁の立ち上げ部に内部防水を行う。 

内部防水の設置位置概要図を第 2 図に示す。 

内部防水は、遮水性を有し、ひび割れに対し追従性又はそれと同等の性

能を有する設計とする。 

 

 

*1：内部仕切設備直下の内部防水は、選定された防水材・工法に応じて施工範囲を決定する。  

第 2 図 内部防水設置位置概要図 

 

e. 既設設備の扱い 

1 号埋設設備 1 群から 6 群は、覆い設置から難透水性覆土施工までの間にお

いては、水の浸入が有意に認められる埋設設備に対し、廃棄体への水の接触

をより低減させるため、覆い上面から浸入した水が廃棄体に接触することを

防止する対策を行う。 
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(ⅱ) 排水・監視設備 

a. 構成及び安全機能 

排水・監視設備は、ポーラスコンクリート層、排水管及び点検路により構

成する。 

ポーラスコンクリート層は、排水性を有し、埋設設備内に浸入した水を排

水し、廃棄体と浸入した水の接触を抑制する。 

点検路は、排水管からの排水状況を監視できる作業空間を確保する。排水

管には、排水回収作業用の弁を設置する。 

b. 要求性能 

安全機能を確保するために必要な要求性能を整理する。 

排水・監視設備の部位ごとに設定した要求性能及び設計要件を第 5 表に示

す。
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第 5表 排水・監視設備の要求性能及び設計要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1：排水管には、排水管の回収作業用に弁を設けている。 

 

安全機能 

要求性能 

ポ
ー
ラ
ス 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
層 

排
水
管

点
検
路 

設計要件 技術要件 

(必要な特性) 
設計仕様項目 

  *1 

漏出防止機能 
透水特性 排水性 排水能力 ○ － － 十分な排水能力を有する設備が配置されていること。 

 漏出防止機能を

確保するための

要求機能 

力学特性 

力学的 

安定性 

コンクリート 

圧縮強度 
○ － ○ 必要な構造強度を有すること。 

鉄筋強度 － － ○ 必要な構造強度を有すること。 

耐久性 

鉄筋かぶり － － ○ 中性化に対して必要なかぶりを有すること。 

材料配合 － － ○ 塩害及び凍害に対して劣化抵抗性を有すること。 

排水管の 

腐食抵抗 
－ ○ － 供用期間中、腐食に対して劣化抵抗性を有すること。 

作業空間

の確保 
作業性 内空寸法 － － ○ 作業員が水の回収作業を実施できること。 
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(a) 技術要件及び設計仕様項目 

(一) 漏出防止機能 

排水・監視設備の漏出防止機能は、埋設設備内に浸入した水を排水し廃

棄体への水の接触を抑制することである。浸入した水の排水は排水・監視

設備の透水特性によって影響を受けることから、排水・監視設備に対する

技術要件は透水特性(排水性)であり、その設計仕様項目は排水能力であ

る。排水能力を期待する部位はポーラスコンクリート層であり、透水係

数、通水断面積及び勾配により排水能力を算定する。 

また、排水・監視設備は、漏出防止機能を確保する上で、常時作用して

いる荷重及び操業中に作用する荷重並びに静的地震力に対する健全性を要

求することから、技術要件として力学特性(力学的安定性及び耐久性)を考

慮する。漏出防止機能の要求期間が一般的なコンクリート構造物の設計耐

用期間と同程度であることから、現状の土木建築分野における構造設計及

び耐久設計の方法が適用可能である。したがって、その設計仕様項目はコ

ンクリート圧縮強度、鉄筋強度、鉄筋かぶり、材料配合及び排水管の腐食

抵抗である。 

さらに、排水・監視設備は、漏出防止機能が発揮されていることの確認

のため、排水された水を作業員が適切に回収する必要があることから、技

術要件として作業空間の確保(作業性)を考慮する。したがって、その設計

仕様項目は内空寸法であり、それを期待する部位は点検路である。 

(b) 設計要件 

設計仕様項目である排水能力、コンクリート圧縮強度、鉄筋強度、鉄筋か

ぶり、排水管の腐食抵抗及び内空寸法については、各部位が要求性能を満足

するための設計要件を設定する。 

c. 構造及び仕様 

埋設設備の外周仕切設備及び覆いとセメント系充填材の間には、ポーラス

コンクリート層を設置するとともに、集水した水を排水できるように排水管

を設置する。排水管からの排水を覆土が施工された状態でも回収できるよう

点検路を設置する。 

排水・監視設備の平面図及び断面図を第 3 図に示す。 
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排水・監視設備の主要な部位と主な仕様を第 6 表に示す。 

 

 

 

第 3 図 排水・監視設備平面図及び断面図 

 

第 6 表 排水・監視設備の主要な部位と主な仕様 

設備 主要な部位 主な仕様*1 

排水・監視

設備 

ポーラスコンクリート層 

 

材料：ポーラスコンクリート及びコンクリート 

ポ ー ラ ス コ ン ク リ ー ト の 設 計 基 準 強 度 ：

10.0N/mm2 以上 

厚さ：約 10cm 

ポーラスコンクリートの透水係数：1.0×10-3m/s

以上 

排水性：排水管に向かって勾配がついているこ

と 

排水管 材料：ステンレス鋼 

口径：50A 

排水性：外側に向かって勾配がついていること

及び排水回収作業用に弁が設置されていること 

点検路 材料：鉄筋コンクリート 

コンクリートの設計基準強度：24.6N/mm2 以上 

 *1：各部位の厚さについては、寸法の許容誤差を含む記載として「約」としている。 

 

 

以下に各部位の仕様を示す。 
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(a) ポーラスコンクリート層 

(一) 概要 

ポーラスコンクリート層は、ポーラスコンクリート及びコンクリートか

らなり、外周仕切設備及び覆いの内側の面に設置する。 

(二) 設計方針 

ポーラスコンクリート層に求める安全機能は、埋設する放射性廃棄物の

受入れの開始から覆土完了までの間の漏出防止機能である。漏出防止機能

に対しては、透水特性を確保する設計とする。また、その他の必要な特性

として、力学特性を確保する。 

(三) 仕様 

(ｱ) 透水特性 

排水性に配慮した設計とし、ポーラスコンクリートは、排水性の確

保のため透水係数を 1.0×10-3m/s 以上とし、厚さをポーラスコンクリ

ート層の厚さ約 10cm(許容誤差を含む)の 1/2 以上とする。 

また、排水管に向かって勾配をつける。 

(ｲ) 力学特性 

廃棄体の自重に対する力学的安定性に配慮した設計とし、ポーラス

コンクリートの設計基準強度は 10.0N/mm2 以上とする。 

(b) 排水管 

(一) 概要 

ポーラスコンクリート層で集水した水を埋設設備の外に排水するために

排水管を設置し、口径は 50A とする。外部に向かって勾配を設けるととも

に、排水回収作業用の弁を設置する。 

 (二) 設計方針 

排水管は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間

において、力学特性を確保する。 

(三) 仕様 

(ｱ) 力学特性 

耐久性に配慮した設計とし、腐食に対して劣化抵抗性を有する材質

(ステンレス鋼)とする。 
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(c) 点検路 

(一) 概要 

点検路は、鉄筋コンクリート製であり、覆土施工開始後から覆土完了ま

で排水状況の監視を行うため、地上部から埋設設備の排水管取付位置まで

の覆土内における作業空間の確保を目的としている。 

(二) 設計方針 

点検路は、力学特性及び作業空間を確保する。 

なお、排水・監視設備による監視及び測定が終了した後に、有害な空隙

が残らないよう点検路の埋戻しを行う。また、点検路のうち埋設設備の上

方向で難透水性覆土及び下部覆土内を貫通する箇所を解体し、有害な空隙

が残らないよう埋戻しを行う。 

(三) 仕様 

(ｱ) 力学特性 

力学的安定性及び耐久性に配慮した設計とする。 

力学的安定性を確保するため、「コンクリート標準示方書(構造性能

照査編)」(5)付録Ⅰに示される許容応力度法により構造強度の照査を行

い、コンクリートの設計基準強度は 24.6N/mm2 以上とする。 

耐久性を確保する観点から、中性化、塩害及び凍害に対して鉄筋か

ぶり及び材料配合の設計を行う。これらについて、「コンクリート標準

示方書(設計編)」(2)に基づき照査を行う。 

 (ｲ) 作業空間の確保 

作業性に配慮した設計とし、排水・監視設備により排水された水を

作業員が回収できる作業空間を確保する。 

(ⅲ) 覆土 

a. 構成及び安全機能 

覆土は、難透水性覆土、下部覆土及び上部覆土により構成する。 

難透水性覆土及び下部覆土は、低透水性により放射性物質の移行を抑制

し、遮蔽性により放射線の遮蔽を行う。 

なお、評価において収着性による移行抑制機能を期待できる設計とする。 
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b. 要求性能 

安全機能を確保するために必要な要求性能を整理する。 

覆土の部位ごとに設定した要求性能及び設計要件を第 7 表に示す。 

(a) 技術要件及び設計仕様項目 

(一) 移行抑制機能 

覆土の移行抑制機能は、埋設設備内を通過する地下水の流量を低減する

ことである。埋設設備からの流出水量は覆土の透水特性によって影響を受

けることから、覆土に対する技術要件は透水特性(低透水性)であり、その

設計仕様項目は透水係数及び厚さである。 

また、移行抑制機能については、長期にわたり機能を維持する必要があ

るため、透水係数及び厚さの変化に影響を及ぼす要因について抽出する。

長期状態において覆土の透水特性に影響を及ぼす要因とその機構を第 8 表

に示す。影響要因の抽出については、周辺岩盤などの外部環境も含めた施

設の構成及び影響要因の相互作用を網羅的に考慮する。抽出した要因は、

廃棄物埋設地の覆土完了後の再冠水による水との接触に伴う、ベントナイ

ト特性の変化、有効粘土密度の変化及び短絡経路の形成である。長期にお

ける覆土の技術要件は、これらの要因に対する長期機能維持特性(化学的

安定性、変形追従性及び液状化抵抗性)であり、その設計仕様項目は透水

係数、厚さ及び締固め度である。 

なお、覆土には、移行抑制機能に対する技術要件として、土質系材料が

有する収着性を考慮するが、その設計仕様項目は設定せず、収着性への影

響を確認した材料を使用する設計とする。 

 (二) 遮蔽機能 

覆土の遮蔽機能は、放射線を遮蔽する機能であるため、技術要件は遮蔽

性であり、その設計仕様項目は密度及び厚さである。 

(b) 設計要件 

設計仕様項目である透水係数、厚さ、密度及び締固め度については、各部

位が要求性能を満足するための設計要件を設定する。 

覆土の技術要件のうち、低透水性及び液状化抵抗性についての詳細は添付

資料 2「技術要件における考え方」に示す。
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第 7表 覆土の要求性能及び設計要件 
 

安全機能 

要求性能 難
透
水
性
覆
土 

下
部
覆
土 

上
部
覆
土 

設計要件 
技術要件 

(必要な特性) 
設計仕様項目 

移行抑制機能 

透水特性 低透水性 

透水係数 ○ ○ － 必要な透水係数を有すること。*3 

厚さ ○ ○ － 必要な厚さを有すること。*4 

核種 

収着性 
収着性 － － － － 

設計仕様項目を設定しない(評価において、覆土が副次的にもつ性能とし

て設定するものとする)。*5 

 移行抑制機能

を長期的に維

持するための

要求機能 長期機能 

維持特性 

 化学的*1 

安定性 
透水係数 ○ ○ － 長期状態評価において考慮する性能を満たす見通しがあること。*2 

  変形 *1 

追従性 

透水係数 ○ ○ － 長期状態評価において考慮する性能を満たす見通しがあること。*2 

厚さ ○ ○ － 長期状態評価において考慮する性能を満たす見通しがあること。*2 

 液状化*1 

抵抗性 
締固め度 ○ ○ － 長期状態評価において考慮する性能を満たす見通しがあること。*2 

遮蔽機能 

放射線の 

遮蔽性能 
遮蔽性 

密度 ○ ○ － 被ばくを低減するために必要な遮蔽性能を有すること。 

厚さ ○ ○ － 被ばくを低減するために必要な遮蔽性能を有すること。*4 

*1：影響要因及び影響機構を第8表に整理している。 

*2：長期状態変化に関連する設計については、第十条第四号の状態設定の評価と関連することから、第十条第四号の説明時に具体的な数値の説明を行

う。 

*3：難透水性覆土は巨視的透水係数として1.0×10-10m/s、下部覆土は巨視的透水係数として1.0×10-8m/sを施工時点で確保する。 

*4：難透水性覆土は厚さ2m、下部覆土は難透水性覆土上面で厚さ2mを確保する。 

*5：分配係数は、材料仕様、施工の際に取得する分配係数データ又は代替指標となるデータにより管理する。 
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第 8表 長期状態において覆土の透水特性に影響を及ぼす要因とその機構 

 

設計 

仕様 

項目 

長期状態における影響要因 影響機構 
要求性能 

(技術要件) 

透水 

係数 

ベントナイ

ト特性の変

化 

化学的

影響 

交換性陽イオ

ンの変化 

セメント系材料からの高カルシ

ウム濃度の間隙水によるベント

ナイトのCa型化。 

化学的安定

性 

廃棄体中のほ

う酸塩、硫酸

塩などの可溶

性塩影響 

可溶性塩影響により、空隙特性

(空隙率、空隙構造)が変化する

とともに、膨潤性能が低下。ま

た、陥没による覆土の変形。 

化学的安定

性 

変形追従性 

有効粘土密

度*1の変化 

力学的

影響 

金属の腐食 金属の腐食膨張により、覆土の

隅角部等に、厚さの減少及び変

位に伴う透水性が変化した領域

の発生。 

変形追従性 

地震影響 地震力により覆土の変形及び液

状化の発生。 

変形追従性 

液状化抵抗

性 

化学的

影響 

モンモリロナ

イトの溶解、

随伴鉱物の溶

解、二次鉱物

の生成 

セメント系材料からの高アルカ

リ性の間隙水によるベントナイ

ト構成材料の溶解に伴う密度低

下。溶解成分と地下水成分など

が反応して二次鉱物が沈殿。 

化学的安定

性 

厚さ 短絡経路の

形成 

力学的

影響 

ガス発生 金属腐食等により発生するガス

の破過が生じ、覆土に低密度部

を形成。 

変形追従性 

*1：単位体積あたりに含まれるベントナイト分の乾燥重量をそれ自身の体積で割ることにより得られる密度であ

り、ベントナイト混合材料の特性を把握するときの指標のひとつ。 
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c. 構造及び仕様 

難透水性覆土は、埋設設備の底面及び埋設設備間狭隘部を除く外周部に設

置する。下部覆土は、難透水性覆土の外周部及び埋設設備間狭隘部に設置す

る。上部覆土は、下部覆土の上部に設置する。 

埋設設備間狭隘部とは、具体的には埋設設備の東西方向の間及び埋設設備

間の幅 2.5m 以下の南北方向の間を示す。 

移行抑制機能を確保する観点から、覆土の低透水性は、力学的影響及び化

学的影響による長期的な性能低下に配慮した設計とする。 

覆土断面図を第 4 図に示す。 

覆土の主要な部位と主な仕様を第 9 表に示す。 

 

  
 

第 4 図 覆土断面図 

 

 

 

 

 

 

 

難透水性覆土

下部覆土

凡例
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第 9 表 覆土の主要な部位及び主な仕様 

設備 主要な部位 主な仕様 

覆土 難透水性覆土 材料：ベントナイト混合土 

透水係数(施工時点）：巨視的透水係数*1 とし

て 1.0×10-10m/s 以下 

厚さ：2m 以上 

密度：1,100kg/m3 以上 

下部覆土 材料：現地発生土に必要に応じてベントナイ

ト、砂及び砕石を混合 

透水係数(施工時点)：巨視的透水係数*1 とし

て 1.0×10-8m/s 以下 

厚さ：2m 以上 

密度：1,100kg/m3 以上 

上部覆土 材料：現地発生土に必要に応じて砂及び砕石

を混合 

透水係数(施工時点)：廃棄物埋設地周辺の第

四紀層の透水係数と同程度 

厚さ：難透水性覆土及び下部覆土とあわせて

埋設設備上面から 6m 以上 

*1：空間的なばらつきを考慮しても主要な部位ごとに全体として期待できる透水係数

をいう。 

 

以下に各部位の仕様を示す。 

(a) 難透水性覆土 

(一) 概要 

難透水性覆土は、砂を母材としたベントナイト混合土で構成し、埋設設

備の底面及び埋設設備間狭隘部を除く外周部に設置する。 

(二) 設計方針 

難透水性覆土に求める安全機能は、覆土完了から廃止措置の開始までの

間の移行抑制機能及び遮蔽機能である。 

移行抑制機能に対しては、透水特性を確保し、埋設設備からの流出水量

を低減するために低透水性を考慮した設計とする。また、周辺岩盤に比し

て同程度以下の透水係数を長期的に維持できる設計とする。 

遮蔽機能に対しては、遮蔽性能を確保する設計とする。 
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また、移行抑制機能を長期的に維持するための化学的安定性、変形追従

性及び液状化抵抗性は、長期状態評価において考慮する性能を満たす見通

しがあるものとする。 

(三) 仕様 

(ｱ) 透水特性 

覆土の透水係数は、廃棄物埋設地の近傍に分布する岩盤(鷹架層)の透

水係数が 1.1×10-7m/s 程度であることを踏まえ、岩盤(鷹架層)の透水係

数以下を長期的に維持することを目標として設計する。 

難透水性覆土は、化学的影響の要因である物質の供給源となるセメン

ト系材料と隣接している。難透水性覆土の透水係数は、長期的に性能低

下が生じることを想定し、施工時点において巨視的透水係数*1 として

1.0×10-10m/s 以下を確保する。また、埋設設備に内包される金属の腐食

膨張及び廃棄体に内包される可溶性塩の溶出による陥没に伴い鉛直方向

に変形した場合でも低透水性を維持できるよう、難透水性覆土の厚さは、

埋設設備の表面から 2m 以上とする。 

*1：空間的なばらつきを考慮しても全体として期待できる透水係数を指

す。 

(ｲ) 遮蔽性能 

遮蔽性に配慮した設計として、公衆等の受ける線量を低減するよう

な密度及び厚さを確保するものとし、密度は 1,100kg/m3 以上とする。 

(ｳ) 長期機能維持特性 

① 化学的安定性 

化学的影響により覆土が変質した場合においても、長期的に低透水

性を維持でき、化学的安定性の高いと考えられる天然の土質系材料を

使用する。 

② 変形追従性 

力学的影響又は化学的影響により覆土が変形した場合においても、

その変形に追従し、覆土全体として埋設設備からの流出水量の増加を

抑制する設計とする。 
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③ 液状化抵抗性 

力学的影響により覆土が変状することのないように、粒径分布に広

がりを持った土質系材料で十分に締固めを行う。 

なお、実際に使用する材料の粒径分布に基づいて、道路橋示方書(6)

に示される液状化判定法による確認を行う。 

(b) 下部覆土 

(一) 概要 

下部覆土は、現地発生土に必要に応じてベントナイト、砂及び砕石を混

合したもので構成し、埋設設備間狭隘部並びに難透水性覆土の側部全体及

び上部に設置する。 

(二) 設計方針 

下部覆土に求める安全機能は、覆土完了から廃止措置の開始までの間の

移行抑制機能及び遮蔽機能である。 

移行抑制機能に対しては、透水特性を確保し、埋設設備からの流出水量

を低減するために低透水性を考慮した設計とする。また、周辺岩盤に比し

て同程度以下の透水係数を長期的に維持できる設計とする。 

遮蔽機能に対しては、遮蔽性能を確保する設計とする。 

また、移行抑制機能を長期的に維持するための化学的安定性、変形追従

性及び液状化抵抗性は、長期状態評価において考慮する性能を満たす見通

しがあるものとする。 

(三) 仕様 

(ｱ) 透水特性 

覆土の透水係数は、廃棄物埋設地の近傍に分布する岩盤(鷹架層)の透水

係数が 1.1×10-7m/s 程度であることを踏まえ、岩盤(鷹架層)の透水係数

以下を長期的に維持することを目標として設計する。 

下部覆土の透水係数は、難透水性覆土によってセメント系材料起源の成

分による化学的変質の影響が遅延・緩衝されることから、施工時点におい

て巨視的透水係数*1 として 1.0×10-8m/s 以下を確保する。また、難透水性

覆土の上部に設置する下部覆土の厚さは 2m 以上とする。 

*1：空間的なばらつきを考慮しても全体として期待できる透水係数を指
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す。 

(ｲ) 遮蔽性能 

遮蔽性に配慮した設計として、公衆等の受ける線量を低減するような密

度及び厚さを確保するものとし、密度は 1,100kg/m3 以上とする。 

(ｳ) 長期機能維持特性 

① 化学的安定性 

化学的影響により覆土が変質した場合においても、長期的に低透水

性を維持でき、化学的安定性の高いと考えられる天然の土質系材料を

使用する。 

② 変形追従性 

力学的影響又は化学的影響により覆土が変形した場合においても、

その変形に追従し、覆土全体として埋設設備からの流出水量の増加を

抑制する設計とする。 

③ 液状化抵抗性 

力学的影響により覆土が変状することのないように、粒径分布に広

がりを持った土質系材料で十分に締固めを行う。 

なお、実際に使用する材料の粒径分布に基づいて、道路橋示方書(6)

に示される液状化判定法による確認を行う。 

(c) 上部覆土 

(一) 概要 

上部覆土は、現地発生土に必要に応じて砂及び砕石を混合したもので構

成し、下部覆土の上部に設置する。表面は地表水による侵食を抑制する観

点から、すべての上部覆土の施工完了後に適切な排水勾配を設け、植生を

行う。 

(二) 設計方針 

上部覆土は、周辺の土壌・岩盤と水理的に連続性を持たせる観点から廃

棄物埋設地周辺の第四紀層の透水係数(10-6m/s オーダー)を目安に施工

し、上面は尾駮沼に向かって適切な排水勾配を設ける。 

また、上部覆土は、力学的影響により覆土が変状することのないよう

に、粒径分布に広がりを持った土質系材料で十分に締固めを行う。 
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(三) 仕様 

上部覆土は、粒径分布に広がりを持った土質系材料で締固めを行い、難

透水性覆土及び下部覆土とあわせて埋設設備上面から 6m 以上の厚さとす

る。 

d. 1 号覆土の期間について 

1 号の覆土については、1 群から 6 群の埋設設備に対して、順次覆土を行

う。なお、6 群の覆土は 7 群の操業が終了次第、行う。7,8 群の覆土は、8 群

の操業が終了次第、行う。詳細については添付資料 5「1 号及び 2 号廃棄物埋

設地の覆土について」に示す。 

 

[参考] 許可基準規則への適合性説明 

許可基準規則第十条第一号及び第三号への適合性について、上記「4. 許可基準規

則への適合のための設計方針」及び「5. 廃棄物埋設地の設計」を基に項目ごとに整

理した。 

(1) 許可基準規則第十条第一号(許可基準規則解釈第 10 条第 1 項及び第 3 項) 

廃棄物埋設地の放射性物質の漏出を防止及び低減する設計について以下のとおり

確認する。 

(ⅰ) 確認方法 

以下の事項が留意された設計になっていることを確認する。 

a. 埋設する放射性廃棄物に含まれる放射性物質の性質及び放射能濃度に応じ

て、設計時点において合理的かつ利用可能な 善の建設・施工技術によるも

のであること 

b. 劣化・損傷に対する抵抗性を考慮すること 

c. 劣化・損傷が生じた場合にも機能が維持できる構造・仕様であること 

d. 放射性物質の漏出を低減する機能は、地下水の浸入を抑制する機能、放射性

物質を収着する機能等の機能のうち、一つのものに過度に依存しないこと 

(ⅱ) 確認結果 

以下に示すとおり、廃棄物埋設地の放射性物質を漏出及び低減する設計に関

する事項が留意された設計となっている。 

a. 埋設する放射性廃棄物に含まれる放射性物質の性質及び放射能濃度に応じ
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て、設計時点において合理的かつ利用可能な 善の建設・施工技術によるも

のであること 

(a) はじめに 

廃棄物埋設地の設計が合理的かつ利用可能な 善の建設・施工技術によ

ることについて、本施設の地下水面下への設置と各設備の設計の観点から、

以下に説明する。 

(b) 均質・均一固化体及び充填固化体の特性 

放射性廃棄物は、事業規則別表第一の放射能濃度を超えないものであっ

て、同規則第八条第 1 項第二号及び第 2 項に定められた廃棄物に該当するも

のである。また、均質・均一固化体及び充填固化体においては、それぞれ放

射性廃棄物の特性を考慮し、固型化材料と混合することで、固化体の種別ご

とに固型化される。廃棄物埋設地の設計においては、以下に示す均質・均一

固化体及び充填固化体の固型化方法並びに放射性物質の性質及び放射能濃度

を考慮した。 

(一) 均質・均一固化体の固型化方法 

(ｱ) 固型化材料は、以下のいずれかであること。 

① JIS R 5210(1992)若しくは JIS R 5211(1992)に定めるセメント又

はこれらと同等以上の品質を有するセメントであること。 

② JIS K 2207(1990)に定める石油アスファルトで針入度が 100 以下

のもの又はこれと同等以上の品質を有するアスファルトであるこ

と。 

③ スチレンに溶解した不飽和ポリエステル(以下「不飽和ポリエス

テル樹脂」という。）であること。 

(ｲ) 容器は、JIS Z 1600(1993)に定める金属製容器又はこれと同等以上

の強度及び密封性を有するものであること。 

(ｳ) セメントを用いて放射性廃棄物を固型化する場合は、固型化された

放射性廃棄物の一軸圧縮強度が 1,470kPa 以上であること。 

(ｴ) アスファルト又は不飽和ポリエステル樹脂を用いて放射性廃棄物を

固型化する場合は、廃棄体中の固型化材料の重量が廃棄体の重量か

ら容器の重量を差し引いた重量のそれぞれ 50%以上又は 30%以上とな
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るようにすること。 

(ｵ) 不飽和ポリエステル樹脂を用いて放射性廃棄物を固型化する場合

は、固型化された放射性廃棄物の JIS K 7215 に定める方法により測

定した硬さ値が 25 以上であること。 

(ｶ) 固型化に当たっては、固型化材料若しくは固型化材料及び混和材料

と放射性廃棄物を均質に練り混ぜ、又はあらかじめ均質に練り混ぜ

た固型化材料若しくは固型化材料及び混和材料と放射性廃棄物を均

一に混合させること。この場合において、容器内に有害な空隙が残

らないようにすること。 

(二) 充填固化体の固型化方法 

(ｱ) 固型化材料は、JIS R 5210(1992)若しくは JIS R 5211(1992)に定

めるセメント又はこれらと同等以上の品質を有するセメントである

こと。 

(ｲ) 容器は、JIS Z 1600(1993)に定める金属製容器又はこれと同等以上

の強度及び密封性を有するものであること。 

(ｳ) 固型化に当たっては、あらかじめ均質に練り混ぜた固型化材料若し

くは固型化材料及び混和材料を容器内の放射性廃棄物と一体となる

ように充填すること。この場合において、容器内に有害な空隙が残

らないようにすること。 

(三) 放射性物質の性質及び放射能濃度 

放射性物質の性質及び放射能濃度として、放射性物質の種類により主

に半減期や放出される放射線のエネルギーが異なる。 

・半減期の長い放射性物質に対しては、人工バリア及び天然バリアを

組み合わせる移行抑制機能の設計により長期的に放射性物質の移

行を抑制し、放射能の減衰を図ることで公衆の受ける線量を低減す

る。 

・半減期が短く放射線のエネルギーが大きい放射性物質に対しては、

遮蔽機能の設計により放射能が有意に減衰するまで遮蔽を確保す

ることで、公衆の受ける外部被ばくを低減する。 

・放射性廃棄物は容器に固型化したものであり、放射性物質が容易
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に漏えい・飛散するものではない。しかし、水を媒体として移動

することが考えられることから、人工バリア及び天然バリアによ

る移行抑制機能を確保するまで、漏出防止機能の設計により、水

を媒体として放射性物質が漏出することを防止する。 

(c) 地下水面下への設置 

廃棄物埋設地は廃止措置の開始後、保全の措置を必要としない状況に移

行できるように、以下の点について考慮した。 

・第四紀層よりも侵食抵抗性の高い岩盤(鷹架層)内に設置する。 

・人間侵入リスクが高い地表面を避ける。 

・施設周辺の天然バリアである岩盤(鷹架層)が有する性能を有効利用する

ために、岩盤(鷹架層)中に設置する。 

したがって、埋設設備は、岩盤を掘り下げて設置することとし、その結

果地下水面下への設置とした。 

地下水面下への設置としたことに応じ、安全機能を達成できる設備の設

計を行っている。具体的には、地下水面下に設置することで、覆土施工完了

後は地下水に水没した状態を想定し、低透水性を有する覆土を設置すること

で、埋設設備からの流出水量を低減するとともに、セメント系材料及び土質

系材料に収着性を期待することで、放射性物質の漏出を低減することとして

いる。 

また、できるだけ保修に頼らず、移行抑制機能が達成できる設計として

いる。保修に頼らないとは、将来想定される劣化・損傷に対して裕度を持つ

設計のことである。将来想定される劣化･損傷として、金属腐食による膨張

等の力学的影響及び化学的影響を考慮した設計としている。 

廃棄物埋設地を地下水面下に設置する考えについての詳細は、添付資料 1

「1. 廃棄物埋設地の設計の考え方」に示す。 

(d) 放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間 

放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間において、安全機能(漏

出防止機能及び遮蔽機能)を有する部位ごとの要求性能に加え、材料の選定、

建設・施工及び検査を考慮した構造物として設計する。以下の内容を満足す

ることで、合理的かつ利用可能な 善の建設・施工技術とする。 
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(一) 合理的な建設・施工技術 

覆土完了までの期間は、数十年程度であることから、埋設設備及び排水・

監視設備に対し、一般に数十年オーダーの耐用年数で知見が幅広く整備さ

れているセメント系材料を用いたコンクリート構造物とすることが合理的

である。 

(二) 利用可能な 善の建設・施工技術 

コンクリート構造物としての設計、材料の選定、建設・施工及び検査に

ついては、利用可能な 善の建設・施工技術として、 新の知見を確認し、

施工の実現性及び品質を確保する。現時点での 新の知見としては、「コン

クリート標準示方書(設計編及び施工編)」(1)(2)に基づく。 

また、安全機能ごとに対する設計としては以下のとおり。 

・漏出防止機能は、雨水及び地下水の浸入の防止及び放射性物質の漏出

の防止を行うため、埋設設備及び排水・監視設備において、透水特性

を考慮した設計とする。埋設設備及び排水・監視設備は、低透水性と

してコンクリートの材料配合、ひび割れ抑制としてコンクリートの材

料配合及び鉄筋量、充填性としてモルタルの材料配合、防水性として

内部防水の配置並びに排水性としてポーラスコンクリート層の設置

を考慮した設計とすること 

・遮蔽機能は、敷地周辺の公衆及び放射線業務従事者並びに管理区域以

外の人が立ち入る場所に滞在する者への被ばくを低減するように、埋

設設備の密度及び厚さを確保することで、放射線の遮蔽性能を有する

設計とすること 

 (e) 覆土完了後 

覆土完了後は、安全機能(移行抑制機能及び遮蔽機能)を有する部位ごとの

要求性能に加え、材料の選定、建設・施工及び検査を考慮した構造物として

設計する。以下の内容を満足することで、合理的かつ利用可能な 善の建設・

施工技術とする。 

(一) 合理的な建設・施工技術 

覆土完了後の期間は、数百年以上であることから、長期的な透水特性及

び遮蔽性能を期待するために、力学的・化学的作用により安全性が損なわ
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れ難い天然材料である土質系材料を用いた土構造物とすることが合理的で

ある。 

また、長期的な核種収着性を期待するために、長期的に安全性が損なわ

れ難い土質系材料及びセメント系材料を用いることが合理的である。 

(二) 利用可能な 善の建設・施工技術 

土構造物としての設計、材料の選定、建設・施工及び検査については、

利用可能な 善の建設・施工技術として、 新の知見を確認する。現時点

での 新の知見としては、「道路土工要綱」(3)及び「河川土工マニュアル」

(4)を参照とする。また、一般土工で用いられる重機を使用し、適切な品質

管理を行うことで、目標の透水係数を有する覆土を施工できることを確認

している。 

なお、施工時の品質管理方法は、覆土施工時に行う施工試験結果を用い

て 終決定する。 

安全機能ごとに対する設計としては以下のとおり。 

・移行抑制機能は、低透水性として土質系材料により透水係数及び厚さ

を確保する設計とし、収着性を有するセメント系材料及び土質系材料

を用いる設計とすること 

・遮蔽機能は、敷地周辺の公衆及び管理区域以外の人が立ち入る場所に

滞在する者への被ばくを低減するために、覆土の密度及び厚さを確保

することで、長期的な放射線の遮蔽性能を有する設計とすること 

覆土の施工実現性及び覆土の施工時における品質管理(案)について添付

資料 3「1. 覆土の施工実現性」及び「2. 覆土の施工時における品質管理

(案)」に示す。 

(f) 諸外国との比較 

本施設の安全機能は、その機能を維持すべき期間が機能ごとに異なる。そ

のため、安全機能を維持すべき期間を考慮し、諸外国との比較を行う。 

本施設と諸外国の比較に当たっては、文献(7)(8)を基に、本施設に対して、

廃棄体処分量及び総放射能量が同等か上回る 4 か国(フランス：オーブ処分

場、イギリス：ドリッグ処分場、スペイン：エルカブリル処分場及びベルギ

ー：デッセル処分場)を対象に行う。文献(8)によると、諸外国の事例では、
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設計方針及び技術的要件について以下のように整理されている。 

[設計方針に係る項目] 

・埋設設備は、埋設設備内へ雨水及び地下水の浸入を抑制するため、鉄筋コ

ンクリート構造とすること。 

・埋設設備の覆いが完成するまで廃棄体の定置に係る作業時に雨水を接触さ

せないため、屋根を設けること。 

・埋設設備内に浸入した雨水及び地下水により放射性物質が漏出することを

想定し、雨水及び地下水の監視及び漏出制御を行える排水・監視構造を設

けること。 

[技術的要件に係る項目] 

・放射性物質を含む廃棄物を固型化すること。 

・放射性物質の漏えいを抑制する人工バリアとして、セメント材料を使用す

ること。 

設計方針に係る項目に関しては、「(1)(ⅱ)(d) 放射性廃棄物の受入れの開

始から覆土完了までの間」及び「(1)(ⅱ)(e) 覆土完了後」にて参考として

いる。また、技術的要件に係る項目に関しては、「(1)(ⅱ)(b) 均質・均一固

化体及び充填固化体の特性」及び「(1)(ⅱ)(d) 放射性廃棄物の受入れの開

始から覆土完了までの間」にて参考としている。 

諸外国においては、廃棄物埋設地を地下水面より上に設置しているのに対

して、本施設は、安全機能を維持すべき期間に応じて、廃棄物埋設地に対す

る地下水の位置が異なる。そのため、安全機能を維持すべき期間に応じて、

人工バリアである埋設設備、排水・監視設備及び覆土に対する地下水面の位

置を整理した。 

本施設は、放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までにおいて、埋設

設備、排水・監視設備及び覆土が、地下水面より上にある。覆土完了から廃

止措置の開始までにおいて、埋設設備及び覆土は、地下水面より下にある。

また、廃止措置の開始後では、埋設設備及び覆土は、地下水面より下にあ

る。これらの人工バリアに対する地下水の位置関係を考慮した上で、安全機

能に対する諸外国との比較を行う。 

(一) 漏出防止機能について 
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放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までについて、本施設と諸外

国の人工バリアは、地下水面より上に位置している。 

しかしながら、本施設と諸外国では、要求する機能に対する考え方が異

なる。具体的には、諸外国において、雨水及び地下水が施設に浸入した場

合には、施設から漏出を防止するのではなく、漏出制御を行う、又は、不

飽和を維持する観点から速やかに排水する。一方、本施設では、漏出を防

止することを要求していることから、諸外国より高い性能が必要である。

また、放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までのうち、覆土施工期

間中では、覆土の施工に伴い地下水面が徐々に上昇するため、人工バリア

に対する地下水面の位置関係が経時的に変化する可能性がある。そのた

め、本施設においては、漏出防止機能を確保する観点から、埋設設備の使

用材料及び部材厚は諸外国と同等以上の設計を行っている。 

(二) 移行抑制機能について 

覆土完了から廃止措置の開始までについて、本施設と諸外国では人工バ

リアに対する地下水面の位置が異なる。諸外国では、地下水面より上に施

設を設置して施設の周囲を不飽和にすることを前提とし、雨水の浸入を抑

制する観点から低透水性を考慮している。一方、本施設では、地下水面下

に施設を設置することから、地下水の浸入を抑制するとともに、浸入した

地下水の(覆土側への)移行を抑制する観点として低透水性を考慮してい

る。本施設では、地下水面下においても移行抑制機能を確保できるよう低

透水性に優れた設計を行っている。 

なお、廃止措置の開始後の本施設では、覆土により、移行抑制機能を期

待できるように設計し、線量評価において移行抑制機能を考慮している。 

(三) 遮蔽機能について 

放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までについて、本施設と諸外

国では人工バリアに対する地下水面の位置及び要求される機能が同様であ

る。埋設設備の使用材料及び部材厚に関しては諸外国と同程度の設計であ

る。 

覆土完了から廃止措置の開始までについて、本施設と諸外国では人工バ

リアに対する地下水面の位置が異なる。また、遮蔽機能に関する要求が明
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示されていない。本施設では、覆土により、直接ガンマ線及びスカイシャ

インガンマ線による敷地周辺の公衆等の受ける線量を低減できる遮蔽性

(密度及び厚さ)を有する設計としている。 

なお、廃止措置の開始後について、諸外国では、遮蔽機能に関する要求

が明示されていない。一方、本施設では、遮蔽機能を期待できるように設

計し、線量評価において遮蔽機能を考慮している。 

各部材の仕様等の詳細な比較は添付資料 3「3. 諸外国との比較」に示

す。 

(g) まとめ 

本施設は、廃止措置の開始後、保全の措置を必要としない状況に移行で

きることを考慮して、設置位置を選定し、安全機能を達成できる設備の設計

を行っている。 

また、「(1)(ⅱ)(b) 均質・均一固化体及び充填固化体の特性」～

「(1)(ⅱ)(f) 諸外国との比較」に示すとおり、埋設する放射性廃棄物に含

まれる放射性物質の性質及び放射能濃度に応じて、設計時点において合理的

かつ利用可能な 善の建設・施工技術によるものである。 

b. 劣化・損傷に対する抵抗性を考慮すること 

(a) 埋設設備及び排水・監視設備 

漏出防止機能を確保する期間に対して、劣化・損傷に対する抵抗性を有

するよう鉄筋かぶり及び材料配合の設計を行っている。また、劣化抵抗性を

有していることを、「コンクリート標準示方書(設計編)」(2)に基づき耐久性

照査によって確認している。対象項目は、設計条件及び立地条件を考慮し、

耐久性に影響があると考えられる中性化、塩害及び凍害とした。 

耐久性照査の詳細については、添付資料 2「4. 埋設設備の耐久性」を参

照のこと。 

(一) 中性化 

中性化に対する劣化抵抗性を有するために、中性化深さが鋼材腐食発生

限界深さに達しない設計としている。 

(二) 塩害 

塩害に対する劣化抵抗性を有するために、コンクリート表面塩化物イオ
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ン濃度の設計値が鋼材腐食発生限界濃度に達しない設計としている。 

(三) 凍害 

内部損傷及び表面損傷に対する劣化抵抗性を有する設計としている。 

(b) 覆土 

難透水性覆土及び下部覆土は、化学的安定性、変形追従性及び液状化抵抗

性を考慮し、粒径分布に広がりを持った土質系材料を用いる。 

難透水性覆土及び下部覆土は、容易な露呈を防止する観点から安定した地

盤を掘り下げ、埋設設備の底面を除く外周部に設置する設計としている。 

覆土の設計においては、移行抑制機能を長期にわたり維持する必要がある

ため、長期状態において想定される劣化・損傷として、透水係数及び厚さの

変化に影響を及ぼす要因を抽出している。 

長期状態において覆土の透水特性に影響を及ぼす要因とその機構は、第 8

表に示すとおりである。 

抽出した要因は、廃棄物埋設地の覆土完了後の再冠水による水の接触に伴

う、ベントナイト特性の変化、有効粘土密度の変化及び短絡経路の形成であ

る。これらの要因に対して、長期機能維持特性として、化学的安定性、変形

追従性及び液状化抵抗性を考慮しており、これらが長期状態において考慮す

る性能を満たす見通しがあるような設計としている。 

具体的には、線量評価上の状態設定において、力学的影響及び化学的影響

による覆土の性能(低透水性)の低下を考慮しており、設計上の設定値(初期

状態)も性能の低下に配慮している。第 5 図に影響項目の概要を示す。 

これらにより、覆土は劣化・損傷に対する抵抗性を有する設計とする。 

線量評価上の状態設定についての詳細は、「許可基準規則第十条第四号」

にて説明する。 
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第 5 図 影響項目の概要 

 

 

c. 劣化･損傷が生じた場合にも機能が維持できる構造・仕様であること 

(a) 埋設設備及び排水・監視設備 

埋設設備及び排水・監視設備は、廃棄体と水が接触することを防止するた

めに、①外周仕切設備及び覆い、②ポーラスコンクリート層、③セメント系

充填材、④内部防水で多様化し、各部位の劣化･損傷が生じた場合においても、

漏出防止機能を維持する構造・仕様としている。 

 (b) 覆土 

覆土は、長期的に発生が予想される力学的影響及び化学的影響のいずれに

対しても機能維持が受動的に期待できるよう、多層化した十分な厚さの覆土

を設置することで、劣化･損傷が生じた場合においても、移行抑制機能を維持

する構造・仕様としている。 

線量評価上用いる各性能は、線量評価の状態設定における劣化･損傷の程度

及び期間の不確実性を包含する設定としていることから、廃棄物埋設地全体

として線量基準を満足できるようにする。 

力学的影響及び化学的影響に対しては、低透水性を有する難透水性覆土及

び下部覆土の 2 層を設置し、各覆土の厚さを 2m 以上確保することで、全体

として覆土に要求する低透水性が容易に損失しないものとしている。第 6 図

に線量評価上の劣化・損傷の考え方を示す。 

これらにより、劣化・損傷が生じた場合においても、移行抑制機能を維持

する構造・仕様とする。 
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なお、線量評価上の状態設定についての詳細は、「許可基準規則第十条第

四号」にて説明する。 

第 6 図 線量評価上の劣化・損傷の考え方 

d. 放射性物質の漏出を低減する機能は、地下水の浸入を抑制する機能、放射性

物質を収着する機能等の機能のうち、一つのものに過度に依存しないこと 

放射性物質の漏出を低減する機能は、人工バリア及び天然バリアにより確

保し、人工バリアは特性の異なる材料として、セメント系材料及び土質系材

料を用いる設計とする。また、これらを用いた各部材に対して、第10表に示

すように、地下水の浸入を抑制する機能(低透水性)及び放射性物質を収着す

る機能(収着性)の複数の異なる機能を期待することにより、一つの機能に過

度に依存しないよう配慮した設計としている。 

 

第10表 各部材に期待する移行抑制機能を構成する特性 

 部材 収着性 低透水性 

人工バリア 

埋設設備 〇 － 

覆土 

難透水性覆土 〇 〇 

下部覆土  －*1 〇 

上部覆土 〇 － 

天然バリア 岩盤(鷹架層) 〇 〇 

○：期待する 

－：期待しない 

*1：下部覆土は土質系材料であり収着性を期待できるが、難透水性覆土又は下部覆土の一

方に収着性を期待することで十分であることから、下部覆土の収着性は考慮しない。 
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参考として、 も可能性が高い自然事象シナリオの線量評価結果をベース

とし、各バリア材の機能を構成する特性の一つを無視した線量評価を行い、

特性の一つに過度に依存していないことを確認した。 

線量結果は「第十条 廃棄物埋設地のうち第四号(廃止措置の開始後の評

価)」に示すとおりである。 

 

(2) 許可基準規則第十条第一号(許可基準規則解釈第 10 条第 2 項) 

放射性物質の漏出を防止する機能が、雨水や地下水の浸入を防止する構造及び放

射性物質の漏出を防止する構造が相まっていることを以下のとおり確認する。 

(ⅰ) 確認方法 

漏出防止機能を期待する埋設設備及び排水・監視設備が、雨水や地下水の浸入

を防止する構造及び放射性物質の漏出を防止する構造となっていることを確認す

る。 

(ⅱ) 確認結果 

雨水及び地下水の浸入を防止する構造は、外周仕切設備及び覆い、ポーラスコ

ンクリート層、セメント系充填材並びに内部防水により構成する。放射性物質の

漏出を防止する構造は、外周仕切設備、覆い、ポーラスコンクリート層及び内部

防水により構成する。これらの組合せにより、埋設する放射性廃棄物の受入れの

開始から覆土完了までの間において、放射性物質の漏出を防止することとしてい

る。 

以上のことから、埋設設備及び排水・監視設備は、放射性物質の漏出を防止す

る機能について、雨水や地下水の浸入を防止する構造及び放射性物質の漏出を防

止する構造が相まっているものである。 

漏出防止設計に係る詳細な説明を添付資料 4「許可基準規則解釈第 10 条第 2

項に関する補足説明」に示す。 

 

(3) 許可基準規則第十条第一号(許可基準規則解釈第 10 条第 4 項) 

廃棄物埋設地が、覆土完了から廃止措置の開始までの間、廃棄物埋設地の外への

放射線物質の漏出を低減する機能を有するものであることを以下のとおり確認す

る。 
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(ⅰ) 確認方法 

「廃棄物埋設地の外への放射線物質の漏出を低減する」について、公衆の受け

る線量が法令に定める線量限度を超えないことはもとより、As Low As 

Reasonably Achievable(ALARA)の考えの下、合理的に達成できる限り十分低くな

るよう、実効線量で 50μSv/y 以下であることによって確認する。 

(ⅱ) 確認結果 

埋設設備の覆土完了から廃止措置の開始までの間において、各廃棄物埋設地か

らの線量を重畳した値は、地下水中の放射性物質が移行する尾駮沼の水産物摂取

に係る線量で約 3.8μSv/y である。 

また、この期間は、十分な厚さの覆土があるため、3 号廃棄物埋設施設に対し

て、難透水性覆土及び下部覆土の厚さの 小値となる埋設設備から 4m の位置で

評価を行っても、約 1.0×10-4μSv/ｙであることから、十分小さい値である。さ

らに 1 号及び 2 号廃棄物埋設施設に対しても同様に評価を行った結果として約

1.0×10-3μSv/y であり、重畳したとしても対象位置が離れていることから、周辺

監視区域の廃止後に敷地内へ立ち入る人を考慮しても外部被ばく線量影響は無視

できる。 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの評価の詳細を

第 11 表に示す。線量評価に関するパラメータについては、「第十条 廃棄物埋

設地のうち第四号(廃止措置の開始後の評価 補足説明資料 9 線量評価パラメ

ータ-パラメータ根拠集-)」にて説明する。 

以上より、覆土完了から廃止措置の開始までの間においては、公衆の受ける

線量は実効線量で 50μSv/y 以下であることから、廃棄物埋設地は、廃棄物埋設

地の外への放射線物質の漏出を低減する機能を有する設計である。 
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第 11 表 埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの 

期間において 大となる公衆の受ける被ばく線量の評価結果 

線量評価 

シナリオ*1 

3 号評価結果 

(μSv/y) 

1 号評価結果 

(μSv/y) 

2 号評価結果 

(μSv/y) 

評価結果の重畳 

(μSv/y) 

覆土前 
覆土 

完了後 
覆土前 

覆土 

完了後 
覆土前 

覆土 

完了後 
覆土前 

覆土 

完了後 

気体廃棄物が大

気への管理放出

され、放射性物質

が大気へ放出さ

れることによる

内部被ばく*2 

約 3.5×10-6  約 3.5×10-6 

液体廃棄物が尾

駮沼又は河川へ

管理放出され、そ

の水産物を摂取

することよる内

部被ばく*2 

約 1.7×10-2  約 1.7×10-2 

廃棄物埋設地か

ら放射性物質が

地下水によって

尾駮沼へ漏出し、

その水産物を摂

取することよる

内部被ばく 

－*4 約 0.59 －*4 約 1.9 －*4 約 1.3 -*4 約 3.8 

管理建屋内の一

時貯蔵の廃棄体

および定置済み

廃棄体からのス

カイシャイン線

による外部被ば

く 

約 6.5 －*5 約 27*6 －*5 約 25*6 －*5 約 23*7 -*5 

      合計*3 約 23 約 3.8 

*1：既許可において評価対象としている「沢への放射性物質の移行による外部被ばく及び

内部被ばく」は、1 号及び 2 号廃棄物埋設施設については、他の被ばく経路と比べて

線量が無視できる程小さい。また、3 号廃棄物埋設施設における線量も同じく低く(約

9.3×10-6[μSv/y])、廃棄物埋設地から放射性物質の移行に伴う公衆の受ける線量は、

「廃棄物埋設地から放射性物質が地下水によって尾駮沼へ漏出し、その水産物を摂

取することよる内部被ばく」にて代表できる。 

*2：覆土完了後に廃棄施設等を供用することを想定し、覆土完了後も考慮する。 

*3：線量合計値に関しては、 大線量時期を考慮せず、単純に合計したもの 

*4：埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間においては、放射性物質

の漏出を防止することから公衆への影響は発生しない。 

*5：覆土完了後は、十分な厚さの覆土があるため、周辺監視区域の廃止後に敷地内へ立ち

入る人の外部被ばく線量影響は無視できるほど小さい。 
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*6：1 号埋設設備 7,8 群の漏出防止対策の追加及び 1 号廃棄物埋設地に埋設する廃棄体の

種類の追加及び数量の変更並びに 2 号廃棄物埋設地に埋設する廃棄体の数量の変更

に伴う影響はなく、公衆の受ける外部被ばく線量は既許可での評価値を上回ること

はない。 

*7：各廃棄物埋設施設からの方位及び距離を考慮し、重畳させたもの。 

 

(4) 許可基準規則第十条第三号(許可基準規則解釈第 10 条第 5 項) 

廃棄物埋設地が、化学物質により安全機能が損なわれないものであることを以下

のとおり確認する。 

(ⅰ) 確認方法 

埋設する廃棄体、埋設設備、排水・監視設備及び覆土には可燃性の化学物

質、可燃性ガスを発生する化学物質を含めない。一方、廃棄物埋設地の安全機能

に影響を及ぼす可能性のあるその他の化学物質としては、廃棄体又は埋設設備内

に含まれる有機物及び塩、さらにはセメント系材料から溶出した高アルカリ成分

を含む地下水との反応による影響を考慮する必要がある。 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間の安全機能とし

て、埋設設備及び排水・監視設備は漏出防止機能を、埋設設備は遮蔽機能を有す

る。覆土完了までの間において、埋設設備は水との接触による溶解・変質が容易

に生じないこと*1 及び漏出防止機能によって廃棄体と水の接触を防止することに

より廃棄体に含まれる有機物及び塩が溶出しないことから、埋設設備及び排水・

監視設備が有機物及び塩との化学反応により著しく損傷することはない。さら

に、埋設設備及び排水・監視設備は、セメント系材料で構成されていることか

ら、高アルカリ成分による影響はない。したがって、覆土完了までの間の漏出防

止機能及び遮蔽機能については、これらの化学物質によって影響を受けない。 

覆土完了から廃止措置の開始までの間の安全機能として、埋設設備及び覆土

は移行抑制機能及び遮蔽機能を有する。遮蔽機能については、覆土が十分な厚さ

を有していることから、化学物質と接触することによって生じる覆土及び埋設設

備の厚さ減少及び密度低下による遮蔽機能への影響は無視できると考えられる。

移行抑制機能については、廃棄物埋設地内において地下水位が上昇し、地下水の

浸入に伴い溶解及び漏出する化学物質(有機物及び塩)及びセメント系材料から溶

出した高アルカリ成分が埋設設備の収着性並びに覆土の低透水性及び収着性に影
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響を及ぼす可能性がある。 

したがって、化学物質(有機物及び塩)及びアルカリ成分による埋設設備の収

着性並びに覆土の低透水性及び収着性への影響を考慮した設計であることを確認

する。 

*1：覆土完了までにセメント系材料である埋設設備に生じる劣化として中性化現

象を考慮しても、鉄筋かぶり内に収まる結果であることから、埋設設備が著

しく溶出することは考えられない。 

(ⅱ) 確認結果 

(ⅰ)で整理した影響に対する対策として、埋設設備及び覆土に使用する材料

については、化学物質による低透水性及び収着性への影響を考慮し、低透水性及

び収着性への影響を確認した材料を使用する設計とする。また、覆土については

化学的安定性の高い材料で構成する設計としている。 

したがって、廃棄物埋設地が、化学物質により安全機能が損なわれないもの

である。 

なお、廃止措置の開始後の評価においては、埋設設備に使用する有機物も含

め、これら化学物質を考慮した状態設定に基づく線量評価を行い、各期間・シナ

リオの線量基準を満足するものであることを確認している。 
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1. 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十条第一号及

び第三号並びにその解釈 

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

(廃棄物埋設地) 

第十条 廃棄物埋設地は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならな

い。 

一 廃棄物埋設地(ピット処分に係るものに限る。)は、外周仕切設備を設置する

方法、その表面を土砂等で覆う方法その他の方法により、埋設する放射性廃棄

物の受入れの開始から埋設の終了までの間にあっては廃棄物埋設地の限定さ

れた区域からの放射性物質の漏出を防止する機能、埋設の終了から廃止措置の

開始までの間にあっては廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減する

機能を有するものであること。 

三 埋設した放射性廃棄物に含有される化学物質その他の化学物質により安全

機能が損なわれないものであること。 

 

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

第 10 条(廃棄物埋設地) 

1 第 1 号に規定する「外周仕切設備を設置する方法、その表面を土砂等で覆う方

法その他の方法」及び第 2 号に規定する「その表面を土砂等で覆う方法その他の

方法」とは、以下の設計をいう。 

一 埋設する放射性廃棄物に含まれる放射性物質の性質及び放射能濃度に応じ

て、設計時点において合理的かつ利用可能な 善の建設・施工技術によるもの

であること。  

二 劣化・損傷に対する抵抗性を考慮すること 

三 劣化・損傷が生じた場合にも機能が維持できる(安全上支障のない期間内に

おいて速やかに修復できることが確実であることを含む。)構造・仕様である

こと。 

2 第 1 号に規定する「廃棄物埋設地の限定された区域からの放射性物質の漏出を

防止する」とは、雨水や地下水の浸入を防止する構造及び放射性物質の漏出を防



2 

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

止する構造が相まって、廃棄物埋設地の限定された区域から放射性物質が漏えい

しない状況(工学的に有意な漏えいがない状況)を達成することをいう。 

3 第 1 号に規定する「廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減する機能」

は、地下水の浸入を抑制する機能、放射性物質を収着する機能等の機能のうち、

一つのものに過度に依存しないこと。 

4 第 1 号及び第 2 号の「廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減」につい

ては、平常時における廃棄物埋設地からの放射性物質の移行に伴う公衆の受ける

線量が、第 8 条第 1 項に規定する「廃棄物埋設施設からの直接ガンマ線及びスカ

イシャインガンマ線による事業所周辺の線量」及び第 13 条第 1 項に規定する「周

辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質」の

放出により公衆の受ける線量を含め、法令に定める線量限度を超えないことはも

とより、ALARA の考え方の下、実効線量で 50 マイクロシーベルト/年以下である

こと。 

5 第 3 号に規定する「安全機能が損なわれないものであること」とは、埋設した

放射性廃棄物、人工バリア(埋設する放射性廃棄物からの放射性物質の漏出の防止

又は低減の機能を有する人工構築物をいう。以下同じ。)及び廃棄物埋設地に充填

する土砂等が含有する可燃性の化学物質、可燃性ガスを発生する化学物質その他

の化学物質の性質及び量に応じて、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃

止措置の開始までの間において、廃棄物埋設地の安全機能に有意な影響を及ぼさ

ないよう対策を講じたものであることをいう。 
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○：安全機能を維持する 

－：考慮しない 

2. 廃棄物埋設施設の安全機能について 

安全機能については、第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する

規則(以下「許可基準規則」という。)第二条第 2 項第一号に「「安全機能」とは、廃棄

物埋設施設の安全性を確保するために必要な機能であって、その機能の喪失により公

衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるものをいう。」とある。 

したがって、安全機能に対する考え方としては、許可基準規則第二条第 2 項第一号

を考慮し、安全機能を「放射性物質の漏出を防止する機能」(以下「漏出防止機能」と

いう。)、「移行抑制機能*1」、「遮蔽機能」とし、その機能の維持期間及び考え方を第 1

表にまとめる。廃止措置の開始後は、移行抑制機能及び遮蔽機能を期待できるように

設計する。 

 

第 1 表 ピット処分における安全機能 

 

 

*1：本資料では、放射性物質の漏出を低減する機能及び生活環境への移行を抑制する機能を「移行抑制

機能」という。 

 

ここで、廃棄物埋設施設のうち安全機能を有する設備は、覆土である。 

 

3. 設計対象設備 

許可基準規則第十条第一号及び第三号の設計対象設備は、覆土である。 

  

安全機能 

廃止措置の開始前 

放射性廃棄物の 

受入れの開始か

ら覆土完了まで 

覆土完了から 

廃止措置の 

開始まで 

漏出防止機能 ○ - 

移行抑制機能 - ○ 

遮蔽機能 ○ ○ 
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4. 許可基準規則への適合のための設計方針 

(1) 安全設計の方針 

廃棄物埋設施設(以下「本施設」という。)は、「核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律」(以下「原子炉等規制法」という。)等の関係法令の要求

を満足するとともに、「許可基準規則」に適合する構造とする。 

本施設で取り扱う放射性廃棄物で容器に固型化したもの(以下「廃棄体」という。)

は、実用発電用原子炉の運転及び本施設の操業に伴って付随的に発生する固体状の

放射性廃棄物をセメント系充填材で金属製の容器に固型化したもので、その容器が

損傷しない限り、放射性物質は漏えいすることはない。また、取り扱う廃棄体の放

射能濃度が低く、個々の廃棄体に含まれる放射性物質の量は十分少ないが、埋設す

る廃棄体の数量が多い。そのため、漏出防止機能、移行抑制機能及び遮蔽機能が喪

失した場合には、放射線障害を及ぼすおそれがあることから、これらを安全機能と

する。 

なお、飛散防止のための措置は、本施設の特徴を踏まえると公衆の受ける線量が

十分小さいことから安全機能には該当しない。 

本施設の安全設計の基本的方針は、常時機能維持を必要とする動的な設備・機器

は不要であり、静的な設備・機器によりこれらの安全機能を有するよう設計するこ

ととし、これらの安全機能を適切に組み合わせることによって、安全性を確保する

こととする。 

具体的には、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間

において、平常時における廃棄物埋設地からの放射性物質の移行、本施設からの直

接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線並びに周辺環境に対して放出される放射性

物質により濃縮・埋設事業所(以下「事業所」という。)の事業所敷地(以下「敷地」

という。)周辺の公衆の受ける線量が、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に

関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」(平成 30 年 6 月 8 日 原子

力規制委員会告示第 4 号)(以下「線量告示」という。)で定められた線量限度を超え

ないことはもとより、As Low As Reasonably Achievable(ALARA)の考えの下、合理

的に達成できる限り十分低くなるよう、実効線量で 50μSv/y 以下を達成できる設計

とする。 

放射線業務従事者は、その受ける線量が「線量告示」で定められた線量限度を超
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えない設計とする。 

廃止措置の開始後、廃棄物埋設地は、廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要と

しない状態に移行する見通しのある設計とする。廃棄物埋設地の保全に関する措置

を必要としない状態とは、廃止措置の開始後の評価において、科学的に合理的と考

えられる範囲の人工バリアや天然バリアの状態及び被ばくに至る経路の組合せのう

ち、 も可能性が高いと考えられるパラメータを設定した自然事象シナリオで評価

される公衆の受ける線量が 10μSv/y を超えないこと、科学的に合理的と考えられる

範囲の人工バリアや天然バリアの状態及び被ばくに至る経路の組合せのうち、 も

厳しいパラメータを設定した自然事象シナリオで評価される公衆の受ける線量が

300μSv/y を超えないこと、自然事象シナリオ以外の廃棄物埋設地の掘削による放

射性物質の廃棄物埋設地からの漏えい、天然バリア中の移行及び当該掘削後の土地

利用を考慮した人為事象シナリオで評価される公衆の受ける線量が 1mSv/y を超え

ないことをいう。 

ここで、人工バリアとは、埋設する放射性廃棄物からの放射性物質の漏出の防止

又は低減を行う人工構築物をいう。天然バリアとは、埋設する放射性廃棄物又は人

工バリアの周囲に存在し、埋設する放射性廃棄物から漏出してきた放射性物質の生

活環境への移行の抑制を行う岩盤(鷹架層)をいう。 

 

(2) 安全機能 

以下に各安全機能の設計方針について記載する。 

廃棄物埋設地の設計として、地下水面下への設置に応じた設計の考え方について

は添付資料 1「1. 廃棄物埋設地の設計の考え方」に記載する。 

(ⅰ) 漏出防止機能 

2 号廃棄物埋設地は、覆土が設計対象設備であるため、漏出防止機能に係る変

更はない。 

(ⅱ) 移行抑制機能 

a. 設計方針 

覆土は、以下に示す方針に基づき、覆土完了から廃止措置の開始までの間に

あっては移行抑制機能を維持する設計とし、廃止措置の開始後にあっては移行

抑制機能を期待できる設計とする。 
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移行抑制機能は、放射性物質の移行に伴う公衆の受ける線量を低減するため、

埋設設備内からの放射性物質の漏出を低減するとともに、放射性物質の移行を

遅延する設計とする。 

埋設設備内からの放射性物質の漏出の低減として、埋設設備内に流入する地

下水の量を抑制する設計とする。低透水性を有する土質系材料の難透水性覆土

及び下部覆土を埋設設備の上面及び側面に設置することにより埋設設備内に

流入する地下水の量を抑制する設計とする。 

放射性物質の移行の遅延として、収着性を有する材用を用いる設計とし、覆

土に収着性を有する土質系材料を用いる設計とする。 

また、覆土の移行抑制機能の設計に当たっては、天然バリアの移行抑制機能

を考慮して行い、岩盤(鷹架層)を掘り下げて埋設設備を設置することで、岩盤

(鷹架層)の有する低透水性及び収着性を期待する。 

b. 安全設計 

廃棄物埋設地は、以下に示す設計を行うことにより、覆土完了後において、

廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減し、生活環境への移行を抑制す

る。 

移行抑制機能に関する構造は、覆土完了後において、低透水性及び収着性を

期待する人工バリアと天然バリアとの組合せとする。人工バリアは、埋設設備、

埋設設備の上面及び側面を覆う難透水性覆土、下部覆土並びに上部覆土により

構成する。天然バリアは、埋設設備の底部及び周辺に位置する岩盤(鷹架層)に

より構成する。 

(a) 覆土 

(一) 難透水性覆土及び下部覆土は、放射性物質が地表近傍へ移行することに

よる汚染拡大を防止するため、低透水性を有する設計とする。 

(二) 覆土は、収着性を有する土質系材料を用いる設計とする。 

(三) 覆土は、長期的に安全性が損なわれ難い天然材料である土質系材料を採

用する。 

なお、覆土の材料は、実際の調達時期により詳細な材料特性が変わる可

能性があるが、その場合にも要求性能を満足することを確認した上で用い

ることとする。 
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(四) 難透水性覆土及び下部覆土は、長期的な力学的影響及び化学的影響に対

して、化学的安定性、変形追従性及び液状化抵抗性を考慮する。 

(五) 覆土は、劣化・損傷が生じた場合にも必要な移行抑制機能を有する構

成・仕様とするため、難透水性覆土、下部覆土及び上部覆土を十分な厚さ

で多層化する。 

(六) 難透水性覆土及び下部覆土は、地下水流動によって地表面へ放射性物質

が移行することを抑制するとともに、浸入した地下水が埋設設備の底部か

ら透水性の小さい岩盤(鷹架層)に流出するように、埋設設備の底面を除く

外周部に設置する。 

(七) 難透水性覆土は、透水係数を周辺の岩盤(鷹架層)よりも更に小さくなる

ように設計し、埋設設備の底面及び埋設設備間において幅 2.5m 以下となる

狭隘部(以下「埋設設備間狭隘部」という。)を除く外周部に設置する。 

埋設設備へ流入する地下水量及び埋設設備から流出する地下水量の抑制

の観点として、埋設設備と第四紀層との隔離を安定的に確保する考え方に

ついては、添付資料 1「3. 第四紀層との隔離を安定的に確保する考え方」

に詳細を示す。 

(八) 下部覆土は、周辺の岩盤(鷹架層)と同等以下の透水係数とし、難透水性

覆土の外周部及び埋設設備間狭隘部に設置する。 

(九) 移行抑制機能を有する覆土に対する設計、材料の選定、建設・施工及び

検査は、「事業規則」、「許可基準規則」等に基づくほか、利用可能な 善の

技術として 新の知見を確認し、現状入手できる材料を用いる。現時点で

の 新の知見としては、「道路土工要綱」(1)及び「河川土工マニュアル」(2)

を参照する。 

(ⅲ) 放射線の遮蔽機能 

a. 設計方針 

本施設は、敷地周辺の公衆の受ける線量及び放射線業務従事者の受ける線量

並びに管理区域以外の人が立ち入る場所に滞在する者の線量が、「線量告示」

で定められた線量限度を超えないことはもとより、合理的に達成できる限り低

くするため、以下に示す方針に基づき遮蔽機能を有する設計とする。 

遮蔽機能は、覆土完了から廃止措置の開始までの間において、埋設設備及び
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覆土により、平常時における直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による

敷地周辺の公衆の受ける線量が、廃棄物埋設地からの放射性物質の移行による

公衆の受ける線量及び周辺環境に対して放出される放射性物質による公衆の

受ける線量を含め、実効線量で 50μSv/y 以下となる設計とする。また、管理

区域以外の人が立ち入る場所に滞在する者の線量を公衆の線量限度以下に低

減できる設計とする。 

なお、周辺監視区域の廃止後は公衆が敷地内に立ち入る可能性を考慮し、覆

土により敷地内に立ち入る公衆の受ける線量を公衆の線量限度以下に低減で

きる設計とする。 

b. 安全設計 

遮蔽設計に係る変更はないことから、「廃棄物埋設事業変更許可申請書」(平

成 10 年 10 月 8 日付け、10 安(廃規)第 49 号をもって事業変更許可)(以下「既

許可」という。)から変更はない。 

 

遮蔽の評価結果については、「第八条 遮蔽等」において別途説明する。 

 

(3) 廃棄物埋設地の設計に関して留意する事項 

廃棄物埋設地は、覆土完了から廃止措置の開始までの間においては、放射性物質

の漏出を低減するため、以下に留意した設計とする。 

・埋設する放射性廃棄物に含まれる放射性物質の性質及び放射能濃度に応じて、

設計時点において合理的かつ利用可能な 善の建設・施工技術によるものであ

ること 

・劣化・損傷に対する抵抗性を考慮すること 

・劣化・損傷が生じた場合にも当該機能が維持できる構造・仕様であること 

・放射性物質の漏出を低減する機能は、地下水の浸入を抑制する機能、放射性物

質を収着する機能等の機能のうち、一つのものに過度に依存しないこと 

また、廃棄物埋設地は、埋設する放射性廃棄物に含有される化学物質その他の化

学物質により安全機能を損なわない設計とする。 

埋設する廃棄体、埋設設備、排水・監視設備及び覆土には、可燃性の化学物質、

可燃性ガスを発生する化学物質を含めないが、安全機能に影響を及ぼす可能性のあ
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るその他の化学物質として、廃棄体又は埋設設備内に含まれる有機物及びセメント

系材料から溶出する高アルカリ成分を含む地下水による影響を考慮し、低透水性及

び収着性への影響を確認した材料を使用する設計とする。 

(4) その他の設計 

(ⅰ) 廃棄物埋設地に関する設計の留意事項 

廃棄物埋設地は、覆土完了から廃止措置の開始までの間においては、放射性物

質の漏出を低減するため、以下に留意した設計とする。 

a. 埋設する放射性廃棄物に含まれる放射性物質の性質及び放射能濃度に応じて、

設計時点において合理的かつ利用可能な 善の建設・施工技術によるものであ

ること 

廃棄物埋設地の設計については、放射性物質の性質及び放射能濃度として、

放射性物質の種類により主に半減期や放出される放射線のエネルギーが異な

ることを考慮する。 

・半減期の長い放射性物質に対しては、人工バリア及び天然バリアを組み合

わせる移行抑制機能の設計により長期的に放射性物質の移行を抑制し、放

射能の減衰を図ることで公衆の受ける線量を低減すること 

・半減期が短く放射線のエネルギーが大きい放射性物質に対しては、遮蔽機

能の設計により放射能が有意に減衰するまで遮蔽を確保することで、公衆

の受ける外部被ばくを低減すること 

また、廃棄物埋設地は、保全に関する措置を必要としない状態に移行できる

よう設計する。人間侵入リスクが高い地表面を避け、天然バリアである侵食抵

抗性の高い岩盤(鷹架層)の性能を有効に利用するために、地盤を掘り下げて埋

設設備を設置する。その結果、埋設設備が地下水面下への設置となることから、

その特徴を考慮し設計する。 

以上より、廃棄物埋設地に要求される安全機能及びその安全機能を維持すべ

き期間を踏まえた上で、合理的かつ利用可能な 善の建設・施工技術として、

諸外国の類似施設の設計を参考とし、広く活用され、かつ、実績を多数有して

いる建設・施工技術を用いる。 

安全機能に対する期間ごとに、合理的かつ利用可能な 善の建設・施工技術

について以下に示す。 
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(a) 放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間 

放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間では、安全機能(漏出防

止機能及び遮蔽機能)を有する設備は、埋設設備及び排水・監視設備のうちポ

ーラスコンクリート層であるが、既許可から変更がないため、本資料では設

計対象設備としていない。 

(b) 覆土完了後 

覆土完了後は、安全機能(移行抑制機能及び遮蔽機能)を有する部位ごとの

要求性能に加え、材料の選定、建設・施工及び検査を考慮した構造物として

設計する。以下の内容を満足することで、合理的かつ利用可能な 善の建設・

施工技術とする。 

(一) 合理的な建設・施工技術 

覆土完了後の期間は、数百年以上であることから、長期的な透水特性及

び遮蔽性能を期待するために、力学的・化学的作用により安全性が損なわ

れ難い天然材料である土質系材料を用いた土構造物とすることが合理的で

ある。 

また、長期的な核種収着性を期待するために、長期的に安全性が損なわ

れ難い土質系材料を用いることが合理的である。 

(二) 利用可能な 善の建設・施工技術 

土構造物としての設計、材料の選定、建設・施工及び検査については、

利用可能な 善の建設・施工技術として、 新の知見を確認する。現時点

での 新の知見としては、「道路土工要綱」(1)及び「河川土工マニュアル」

(2)を参照とする。また、一般土工で用いられる重機を使用し、適切な品質

管理を行うことで、目標の透水係数を有する覆土を施工できることを確認

している。 

なお、施工時の品質管理方法は、覆土施工時に行う施工試験結果を用い

て 終決定する。 

安全機能ごとに対する設計としては以下のとおり。 

・移行抑制機能は、低透水性として土質系材料により透水係数及び厚さ

を確保する設計とし、収着性を有する土質系材料を用いる設計とする

こと 
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・遮蔽機能は、敷地周辺の公衆及び管理区域以外の人が立ち入る場所に

滞在する者への被ばくを低減するために、覆土の密度及び厚さを確保

することで、長期的な放射線の遮蔽性能を有する設計とすること 

b. 劣化・損傷に対する抵抗性を考慮すること 

(a) 埋設設備及び排水・監視設備 

埋設設備及び排水・監視設備は、既許可から変更がないため、本資料では

設計対象設備としていない。 

(b) 覆土 

難透水性覆土及び下部覆土は、化学的安定性、変形追従性及び液状化抵抗

性を考慮し、粒径分布に広がりを持った土質系材料を用いる。 

難透水性覆土及び下部覆土は、容易な露呈を防止する観点から安定した地

盤を掘り下げ、埋設設備の底面を除く外周部に設置する設計とする。 

長期状態において想定される劣化・損傷事象を抽出し、覆土の透水特性に

影響を及ぼす要因に対して、長期的に透水特性を維持するための要求機能を

満たす見通しのある設計とする。 

これらにより、覆土は劣化・損傷に対する抵抗性を有する設計とする。 

c. 劣化・損傷が生じた場合にも当該機能が維持できる構造・仕様であること 

(a) 埋設設備及び排水・監視設備 

埋設設備及び排水・監視設備は、既許可から変更がないため、本資料では

設計対象設備としていない。 

(b) 覆土 

覆土は、長期的に発生が予想される力学的影響及び化学的影響のいずれに

対しても機能維持が受動的に期待できるよう、多層化した十分な厚さの覆土

を設置する。 

線量評価上用いる各性能は、線量評価の状態設定における劣化･損傷の程度

及び期間の不確実性を包含する設定とすることにより、廃棄物埋設地全体と

して線量基準を満足できるようにする。 

これらにより、劣化・損傷が生じた場合においても、移行抑制機能を維持

する構造・仕様とする。 

d. 放射性物質の漏出を低減する機能は、地下水の浸入を抑制する機能、放射性物
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質を収着する機能等の機能のうち、一つのものに過度に依存しないこと 

放射性物質の漏出を低減する機能は、人工バリア及び天然バリアにより確保

し、人工バリアは特性の異なる土質系材料を用いる設計とする。また、これら

を用いた各部材に対して、第 2 表に示すように、地下水の浸入を抑制する機能

(低透水性)及び放射性物質を収着する機能(収着性)の複数の異なる機能を期

待することにより、一つの機能に過度に依存しないよう配慮した設計とする。 

 

第2表 各部材に期待する移行抑制機能を構成する特性 

 部材 収着性 低透水性 

人工バリア 覆土 

難透水性覆土 〇 〇 

下部覆土  －*1 〇 

上部覆土 〇 － 

天然バリア 岩盤(鷹架層) 〇 〇 

○：期待する 

－：期待しない 

*1：下部覆土は土質系材料であり収着性を期待できるが、難透水性覆土又は下部覆土の一

方に収着性を期待することで十分であることから、下部覆土の収着性は考慮しない。 

 

e. 放射性物質の漏出を低減する機能を有すること 

(a) 設計方針 

「廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減する」について、覆土完

了から廃止措置の開始までの間、公衆の受ける線量が法令に定める線量限度

を超えないことはもとより、As Low As Reasonably Achievable(ALARA)の考

えの下、合理的に達成できる限り十分低くなるよう、実効線量で 50μSv/y

以下を達成できる設計とする。 

(b) 評価方法 

(一) 線量評価シナリオ 

廃棄物埋設地からの移行に関する評価対象とする線量評価シナリオは、

地下水中の放射性物質が移行する尾駮沼の水産物摂取による内部被ばくと

する。 
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(二) 線量評価モデル 

廃棄物埋設地からの移行に関する評価対象とする線量評価モデルは、廃

棄物埋設地から漏出する放射性物質が、廃棄物埋設地を通過する地下水に

より、沢を経て尾駮沼に流入するものとして設定する。この沼の水産物を

摂取する場合の内部被ばくの評価は、「第十条 廃棄物埋設地のうち第四号

(廃止措置の開始後の評価)」の(1)式から(6)式及び(9)式を用いて計算する。 

(三) 線量評価パラメータ 

廃棄物埋設地から漏出する放射性物質の量の計算に当たっては、覆土完

了直後から放射性物質の漏出が開始するとし、「第十条 廃棄物埋設地のう

ち第四号(廃止措置の開始後の評価)」に示す も可能性が高い自然事象シ

ナリオの状態設定に基づいて評価する。 

なお、覆土完了直後の放射能量は、「第十条 廃棄物埋設地のうち第四号

(廃止措置の開始後の評価) 補足説明資料 9 線量評価パラメータ -パラ

メータ根拠集-」の第 1 表の値とし、覆土完了後の時間の経過による放射性

物質の減衰を考慮する。その他の線量評価パラメータは同資料の第 2 表か

ら第 7 表の値を用いる。 

 (c) 評価結果 

覆土完了から廃止措置の開始までの間において、各廃棄物埋設地からの線

量を重畳した値は、地下水中の放射性物質が移行する尾駮沼の水産物摂取に

係る線量で約 3.8μSv/y である。 

また、この期間は、十分な厚さの覆土があるため、3 号廃棄物埋設施設に

対して、難透水性覆土及び下部覆土の厚さの 小値となる埋設設備から 4m

の位置で評価を行っても、約 1.0×10-4μSv/ｙであることから、十分小さい

値である。さらに 1 号及び 2 号廃棄物埋設施設に対しても同様に評価を行っ

た結果として約 1.0×10-3μSv/y であり、重畳したとしても対象位置が離れ

ていることから、周辺監視区域の廃止後に敷地内へ立ち入る人を考慮しても

外部被ばく線量影響は無視できる。 

以上より、覆土完了から廃止措置の開始までの間においては公衆の受ける

各廃棄物埋設地からの寄与を考慮した合計線量は約 3.8μSv/y となり、本施

設は、公衆に対して合理的に達成できる限り十分に低い線量となる施設の設
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計となっている。 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの詳細な

評価結果は「［参考］(3) 許可基準規則第十条第一号(許可基準規則解釈第 10

条第 4 項)」に示す。 

f. 埋設する放射性廃棄物に含有される化学物質その他の化学物質により安全機

能が損なわれないものであること 

埋設する廃棄体、埋設設備、排水・監視設備及び覆土には可燃性の化学物質、

可燃性ガスを発生する化学物質を含めない。一方、廃棄物埋設地の安全機能に

影響を及ぼす可能性のあるその他の化学物質としては、廃棄体又は埋設設備内

に含まれる有機物、さらにはセメント系材料から溶出した高アルカリ成分を含

む地下水との反応による影響を考慮する必要がある。 

覆土完了から廃止措置の開始までの間の安全機能として、覆土は移行抑制機

能及び遮蔽機能を有する。遮蔽機能については、覆土が十分な厚さを有してい

ることから、化学物質と接触することによって生じる覆土の厚さ減少及び密度

低下による遮蔽機能への影響は無視できると考えられる。移行抑制機能につい

ては、廃棄物埋設地内において地下水位が上昇し、地下水の浸入に伴い溶解及

び漏出する化学物質(有機物)及びセメント系材料から溶出した高アルカリ成

分が覆土の低透水性及び収着性に影響を及ぼす可能性がある。 

上記のような化学物質の影響に対する対策として、覆土に使用する材料につ

いては、化学物質による低透水性及び収着性への影響を考慮し、低透水性及び

収着性への影響を確認した材料を使用する設計とする。また、覆土については

化学的安定性の高い材料で構成する設計とする。 

 

5. 廃棄物埋設地の設計 

2 号廃棄物埋設地の設計内容について説明する。 

(1) 構成及び設置位置 

廃棄物埋設地は、管理建屋から運搬した廃棄体を埋設する場所であり、埋設設備、

排水・監視設備及び覆土により構成する。 

廃棄物埋設地は、1 号廃棄物埋設地の西側に位置し、廃棄体 大 41,472m3(200L

ドラム缶 207,360 本相当)を埋設する。 
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埋設設備は、1 基当たり廃棄体約 2,592m3(200L ドラム缶 12,960 本相当)を埋設す

る埋設設備 2 基を 1 埋設設備群とする埋設設備群 8 群で構成し、東西方向に 4 基、

南北方向に 4 基配置する。 

埋設設備は、現造成面(標高約 52m)基準から約 16m～21m 掘り下げて、標高約 31m

～36m となるように N 値 50 以上の岩盤に設置する。 

 

(2) 主要設備 

(ⅰ) 埋設設備 

埋設設備は、既許可から変更がないため、本資料では設計対象設備としていな

い。 

なお、既設の 2 号埋設設備は、覆い設置から難透水性覆土施工までの間におい

ては、水の浸入が有意に認められる埋設設備に対し、廃棄体への水の接触をより

低減させるため、覆い上面から浸入した水が廃棄体に接触することを防止する対

策を行う。 

(ⅱ) 排水・監視設備 

排水・監視設備は、既許可から変更がないため、本資料では設計対象設備とし

ていない。 

(ⅲ) 覆土 

a. 構成及び安全機能 

覆土は、難透水性覆土、下部覆土及び上部覆土により構成する。 

難透水性覆土及び下部覆土は、低透水性により放射性物質の移行を抑制し、

遮蔽性により放射線の遮蔽を行う。 

なお、評価において収着性による移行抑制機能を期待できる設計とする。 

b. 要求性能 

安全機能を確保するために必要な要求性能を整理する。 

覆土の部位ごとに設定した要求性能及び設計要件を第 3 表に示す。 

(a) 技術要件及び設計仕様項目 

(一) 移行抑制機能 

覆土の移行抑制機能は、埋設設備内を通過する地下水の流量を低減する

ことである。埋設設備からの流出水量は覆土の透水特性によって影響を受
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けることから、覆土に対する技術要件は透水特性(低透水性)であり、その

設計仕様項目は透水係数及び厚さである。 

また、移行抑制機能については、長期にわたり機能を維持する必要があ

るため、透水係数及び厚さの変化に影響を及ぼす要因について抽出する。

長期状態において覆土の透水特性に影響を及ぼす要因とその機構を第 4 表

に示す。影響要因の抽出については、周辺岩盤などの外部環境も含めた施

設の構成及び影響要因の相互作用を網羅的に考慮する。抽出した要因は、

廃棄物埋設地の覆土完了後の再冠水による水との接触に伴う、ベントナイ

ト特性の変化、有効粘土密度の変化及び短絡経路の形成である。長期にお

ける覆土の技術要件は、これらの要因に対する長期機能維持特性(化学的安

定性、変形追従性及び液状化抵抗性)であり、その設計仕様項目は透水係数、

厚さ及び締固め度である。 

なお、覆土には、移行抑制機能に対する技術要件として、土質系材料が

有する収着性を考慮するが、その設計仕様項目は設定せず、収着性への影

響を確認した材料を使用する設計とする。 

(二) 遮蔽機能 

覆土の遮蔽機能は、放射線を遮蔽する機能であるため、技術要件は遮蔽

性であり、その設計仕様項目は密度及び厚さである。 

(b) 設計要件 

設計仕様項目である透水係数、厚さ、密度及び締固め度については、各部

位が要求性能を満足するための設計要件を設定する。 

覆土の技術要件のうち、低透水性及び液状化抵抗性についての詳細は添付

資料 2「技術要件における考え方」に示す。
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第 3表 覆土の要求性能及び設計要件 
 

安全機能 

要求性能 難
透
水
性
覆
土 

下
部
覆
土 

上
部
覆
土 

設計要件 
技術要件 

(必要な特性) 
設計仕様項目 

移行抑制機能 

透水特性 低透水性 

透水係数 ○ ○ － 必要な透水係数を有すること。*3 

厚さ ○ ○ － 必要な厚さを有すること。*4 

核種 

収着性 
収着性 － － － － 

設計仕様項目を設定しない(評価において、覆土が副次的にもつ性能として

設定するものとする)。*5 

 移行抑制機能

を長期的に維

持するための

要求機能 長期機能 

維持特性 

 化学的*1 

安定性 
透水係数 ○ ○ － 長期状態評価において考慮する性能を満たす見通しがあること。*2 

  変形 *1 

追従性 

透水係数 ○ ○ － 長期状態評価において考慮する性能を満たす見通しがあること。*2 

厚さ ○ ○ － 長期状態評価において考慮する性能を満たす見通しがあること。*2 

 液状化*1 

抵抗性 
締固め度 ○ ○ － 長期状態評価において考慮する性能を満たす見通しがあること。*2 

遮蔽機能 

放射線の 

遮蔽性能 
遮蔽性 

密度 ○ ○ － 被ばくを低減するために必要な遮蔽性能を有すること。 

厚さ ○ ○ － 被ばくを低減するために必要な遮蔽性能を有すること。*4 

*1：影響要因及び影響機構を第4表に整理している。 

*2：長期状態変化に関連する設計については、第十条第四号の状態設定の評価と関連することから、第十条第四号の説明時に具体的な数値の説明を行

う。 

*3：難透水性覆土は巨視的透水係数として1.0×10-10m/s、下部覆土は巨視的透水係数として1.0×10-8m/sを施工時点で確保する。 

*4：難透水性覆土は厚さ2m、下部覆土は難透水性覆土上面で厚さ2mを確保する。 

*5：分配係数は、材料仕様、施工の際に取得する分配係数データ又は代替指標となるデータにより管理する。 
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第 4表 長期状態において覆土の透水特性に影響を及ぼす要因とその機構 

 

設計 

仕様 

項目 

長期状態における影響要因 影響機構 
要求性能 

(技術要件) 

透水 

係数 

ベントナイ

ト特性の変

化 

化学的

影響 

交換性陽イオ

ンの変化 

セメント系材料からの高カルシ

ウム濃度の間隙水によるベント

ナイトのCa型化。 

化学的安定

性 

廃棄体中のほ

う酸塩、硫酸塩

などの可溶性

塩影響 

可溶性塩影響により、空隙特性

(空隙率、空隙構造)が変化すると

ともに、膨潤性能が低下。また、

陥没による覆土の変形。 

化学的安定

性 

変形追従性 

有効粘土密

度*1の変化 

力学的

影響 

金属の腐食 金属の腐食膨張により、覆土の隅

角部等に、厚さの減少及び変位に

伴う透水性が変化した領域の発

生。 

変形追従性 

地震影響 地震力により覆土の変形及び液

状化の発生。 

変形追従性 

液状化抵抗

性 

化学的

影響 

モンモリロナ

イトの溶解、随

伴鉱物の溶解、

二次鉱物の生

成 

セメント系材料からの高アルカ

リ性の間隙水によるベントナイ

ト構成材料の溶解に伴う密度低

下。溶解成分と地下水成分などが

反応して二次鉱物が沈殿。 

化学的安定

性 

厚さ 短絡経路の

形成 

力学的

影響 

ガス発生 金属腐食等により発生するガス

の破過が生じ、覆土に低密度部を

形成。 

変形追従性 

*1：単位体積あたりに含まれるベントナイト分の乾燥重量をそれ自身の体積で割ることにより得られる密度であ

り、ベントナイト混合材料の特性を把握するときの指標のひとつ。 
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c. 構造及び仕様 

難透水性覆土は、埋設設備の底面及び埋設設備間狭隘部を除く外周部に設置

する。下部覆土は、難透水性覆土の外周部及び埋設設備間狭隘部に設置する。

上部覆土は、下部覆土の上部に設置する。 

埋設設備間狭隘部とは、具体的には埋設設備の東西方向の間を示す。 

移行抑制機能を確保する観点から、覆土の低透水性は、力学的影響及び化学

的影響による長期的な性能低下に配慮した設計とする。 

覆土断面図を第 1 図に示す。 

覆土の主要な部位と主な仕様を第 5 表に示す。 

 

 

 

 

第 1 図 覆土断面図 

 

  

難透水性覆土

下部覆土

凡例
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第 5 表 覆土の主要な部位及び主な仕様 

設備 主要な部位 主な仕様 

覆土 難透水性覆土 材料：ベントナイト混合土 

透水係数(施工時点）：巨視的透水係数*1 として

1.0×10-10m/s 以下 

厚さ：2m 以上 

密度：1,100kg/m3 以上 

下部覆土 材料：現地発生土に必要に応じてベントナイ

ト、砂及び砕石を混合 

透水係数(施工時点)：巨視的透水係数*1 として

1.0×10-8m/s 以下 

厚さ：2m 以上 

密度：1,100kg/m3 以上 

上部覆土 材料：現地発生土に必要に応じて砂及び砕石を

混合 

透水係数(施工時点)：廃棄物埋設地周辺の第四

紀層の透水係数と同程度 

厚さ：難透水性覆土及び下部覆土とあわせて埋

設設備上面から 11m 以上 

*1：空間的なばらつきを考慮しても主要な部位ごとに全体として期待できる透水係数を

いう。 

 

以下に各部位の仕様を示す。 

(a) 難透水性覆土 

(一) 概要 

難透水性覆土は、砂を母材としたベントナイト混合土で構成し、埋設設

備の底面及び埋設設備間狭隘部を除く外周部に設置する。 

(二) 設計方針 

難透水性覆土に求める安全機能は、覆土完了から廃止措置の開始までの

間の移行抑制機能及び遮蔽機能である。 

移行抑制機能に対しては、透水特性を確保し、埋設設備からの流出水量

を低減するために低透水性を考慮した設計とする。また、周辺岩盤に比し

て同程度以下の透水係数を長期的に維持できる設計とする。 

遮蔽機能に対しては、遮蔽性能を確保する設計とする。 
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また、移行抑制機能を長期的に維持するための化学的安定性、変形追従

性及び液状化抵抗性は、長期状態評価において考慮する性能を満たす見通

しがあるものとする。 

(三) 仕様 

(ｱ) 透水特性 

覆土の透水係数は、廃棄物埋設地の近傍に分布する岩盤(鷹架層)の透

水係数が 7.8×10-8m/s 程度であることを踏まえ、岩盤(鷹架層)の透水係

数以下を長期的に維持することを目標として設計する。 

難透水性覆土は、化学的影響の要因である物質の供給源となるセメン

ト系材料と隣接している。難透水性覆土の透水係数は、長期的に性能低

下が生じることを想定し、施工時点において巨視的透水係数*1 として

1.0×10-10m/s 以下を確保する。また、埋設設備に内包される金属の腐食

膨張に伴い鉛直方向に変形した場合でも低透水性を維持できるよう、難

透水性覆土の厚さは、埋設設備の表面から 2m 以上とする。 

*1：空間的なばらつきを考慮しても全体として期待できる透水係数を指

す。 

(ｲ) 遮蔽性能 

遮蔽性に配慮した設計として、公衆の受ける線量及び放射線業務従事

者の受ける線量並びに管理区域以外の人が立ち入る場所に滞在する者の

線量(以下「公衆等の受ける線量」という。)を低減するような密度及び

厚さを確保するものとし、密度は 1,100kg/m3 以上とする。 

(ｳ) 長期機能維持特性 

① 化学的安定性 

化学的影響により覆土が変質した場合においても、長期的に低透水

性を維持でき、化学的安定性の高いと考えられる天然の土質系材料を

使用する。 

② 変形追従性 

力学的影響又は化学的影響により覆土が変形した場合においても、

その変形に追従し、覆土全体として埋設設備からの流出水量の増加を

抑制する設計とする。 
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③ 液状化抵抗性 

力学的影響により覆土が変状することのないように、粒径分布に広

がりを持った土質系材料で十分に締固めを行う。 

なお、実際に使用する材料の粒径分布に基づいて、道路橋示方書(3)

に示される液状化判定法による確認を行う。 

(b) 下部覆土 

(一) 概要 

下部覆土は、現地発生土に必要に応じてベントナイト、砂及び砕石を混

合したもので構成し、埋設設備間狭隘部並びに難透水性覆土の側部全体及

び上部に設置する。 

(二) 設計方針 

下部覆土に求める安全機能は、覆土完了から廃止措置の開始までの間の

移行抑制機能及び遮蔽機能である。 

移行抑制機能に対しては、透水特性を確保し、埋設設備からの流出水量

を低減するために低透水性を考慮した設計とする。また、周辺岩盤に比し

て同程度以下の透水係数を長期的に維持できる設計とする。 

遮蔽機能に対しては、遮蔽性能を確保する設計とする。 

また、移行抑制機能を長期的に維持するための化学的安定性、変形追従

性及び液状化抵抗性は、長期状態評価において考慮する性能を満たす見通

しがあるものとする。 

(三) 仕様 

(ｱ) 透水特性 

覆土の透水係数は、廃棄物埋設地の近傍に分布する岩盤(鷹架層)の透水

係数が 7.8×10-8m/s 程度であることを踏まえ、岩盤(鷹架層)の透水係数以

下を長期的に維持することを目標として設計する。 

下部覆土の透水係数は、難透水性覆土によってセメント系材料起源の成

分による化学的変質の影響が遅延・緩衝されることから、施工時点におい

て巨視的透水係数*1 として 1.0×10-8m/s 以下を確保する。また、難透水性

覆土の上部に設置する下部覆土の厚さは 2m 以上とする。 

*1：空間的なばらつきを考慮しても全体として期待できる透水係数を指
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す。 

(ｲ) 遮蔽性能 

遮蔽性に配慮した設計として、公衆等の受ける線量を低減するような密

度及び厚さを確保するものとし、密度は 1,100kg/m3 以上とする。 

(ｳ) 長期機能維持特性 

① 化学的安定性 

化学的影響により覆土が変質した場合においても、長期的に低透水

性を維持でき、化学的安定性の高いと考えられる天然の土質系材料を

使用する。 

② 変形追従性 

力学的影響又は化学的影響により覆土が変形した場合においても、

その変形に追従し、覆土全体として埋設設備からの流出水量の増加を

抑制する設計とする。 

③ 液状化抵抗性 

力学的影響により覆土が変状することのないように、粒径分布に広

がりを持った土質系材料で十分に締固めを行う。 

なお、実際に使用する材料の粒径分布に基づいて、道路橋示方書(3)

に示される液状化判定法による確認を行う。 

(c) 上部覆土 

(一) 概要 

上部覆土は、現地発生土に必要に応じて砂及び砕石を混合したもので構

成し、下部覆土の上部に設置する。表面は地表水による侵食を抑制する観

点から、すべての上部覆土の施工完了後に適切な排水勾配を設け、植生を

行う。 

(二) 設計方針 

上部覆土は、周辺の土壌・岩盤と水理的に連続性を持たせる観点から廃

棄物埋設地周辺の第四紀層の透水係数(10-6m/s オーダー)を目安に施工し、

上面は尾駮沼に向かって適切な排水勾配を設ける。 

また、上部覆土は、力学的影響により覆土が変状することのないように、

粒径分布に広がりを持った土質系材料で十分に締固めを行う。 
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(三) 仕様 

上部覆土は、粒径分布に広がりを持った土質系材料で締固めを行い、難

透水性覆土及び下部覆土とあわせて埋設設備上面から 11m 以上の厚さとす

る。 

[参考] 許可基準規則への適合性説明 

許可基準規則第十条第一号及び第三号への適合性について、上記「4. 許可基準規則

への適合のための設計方針」及び「5. 廃棄物埋設地の設計」を基に項目ごとに整理し

た。 

 

(1) 許可基準規則第十条第一号(許可基準規則解釈第 10 条第 1 項及び第 3 項) 

廃棄物埋設地の放射性物質の漏出を防止及び低減する設計について以下のとおり

確認する。 

(ⅰ) 確認方法 

以下の事項が留意された設計になっていることを確認する。 

a. 埋設する放射性廃棄物に含まれる放射性物質の性質及び放射能濃度に応じて、

設計時点において合理的かつ利用可能な 善の建設・施工技術によるものであ

ること 

b. 劣化・損傷に対する抵抗性を考慮すること 

c. 劣化・損傷が生じた場合にも機能が維持できる構造・仕様であること 

d. 放射性物質の漏出を低減する機能は、地下水の浸入を抑制する機能、放射性物

質を収着する機能等の機能のうち、一つのものに過度に依存しないこと 

(ⅱ) 確認結果 

以下に示すとおり、廃棄物埋設地の放射性物質を漏出及び低減する設計に関す

る事項が留意された設計となっている。 

a. 埋設する放射性廃棄物に含まれる放射性物質の性質及び放射能濃度に応じて、

設計時点において合理的かつ利用可能な 善の建設・施工技術によるものであ

ること 

(a) はじめに 

廃棄物埋設地の設計が合理的かつ利用可能な 善の建設・施工技術による

ことについて、本施設の地下水面下への設置と各設備の設計の観点から、以
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下に説明する。 

(b) 充填固化体の特性 

放射性廃棄物は、事業規則別表第一の放射能濃度を超えないものであって、

同規則第八条第 1 項第二号及び第 2 項に定められた廃棄物に該当するもので

ある。また、充填固化体においては、それぞれ放射性廃棄物の特性を考慮し、

固型化材料と混合することで、固化体の種別ごとに固型化される。廃棄物埋

設地の設計においては、以下に示す充填固化体の固型化方法並びに放射性物

質の性質及び放射能濃度を考慮した。 

(一) 充填固化体の固型化方法 

(ｱ) 固型化材料は、JIS R 5210(1992)若しくは JIS R 5211(1992)に定め

るセメント又はこれらと同等以上の品質を有するセメントであるこ

と。 

(ｲ) 容器は、JIS Z 1600(1993)に定める金属製容器又はこれと同等以上

の強度及び密封性を有するものであること。 

(ｳ) 固型化に当たっては、あらかじめ均質に練り混ぜた固型化材料若し

くは固型化材料及び混和材料を容器内の放射性廃棄物と一体となる

ように充填すること。この場合において、容器内に有害な空隙が残ら

ないようにすること。 

(二) 放射性物質の性質及び放射能濃度 

放射性物質の性質及び放射能濃度として、放射性物質の種類により主に

半減期や放出される放射線のエネルギーが異なる。 

・半減期の長い放射性物質に対しては、人工バリア及び天然バリアを組

み合わせる移行抑制機能の設計により長期的に放射性物質の移行を

抑制し、放射能の減衰を図ることで公衆の受ける線量を低減する。 

・半減期が短く放射線のエネルギーが大きい放射性物質に対しては、遮

蔽機能の設計により放射能が有意に減衰するまで遮蔽を確保するこ

とで、公衆の受ける外部被ばくを低減する。 

(c) 地下水面下への設置 

廃棄物埋設地は廃止措置の開始後、保全の措置を必要としない状況に移行

できるように、以下の点について考慮した。 
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・第四紀層よりも侵食抵抗性の高い岩盤(鷹架層)内に設置する。 

・人間侵入リスクが高い地表面を避ける。 

・施設周辺の天然バリアである岩盤(鷹架層)が有する性能を有効利用する

ために、岩盤(鷹架層)中に設置する。 

したがって、埋設設備は、岩盤を掘り下げて設置することとし、その結果

地下水面下への設置とした。 

地下水面下への設置としたことに応じ、安全機能を達成できる設備の設計

を行っている。具体的には、地下水面下に設置することで、覆土施工完了後

は地下水に水没した状態を想定し、低透水性を有する覆土を設置することで、

埋設設備からの流出水量を低減するとともに、セメント系材料及び土質系材

料に収着性を期待することで、放射性物質の漏出を低減することとしている。 

また、できるだけ保修に頼らず、移行抑制機能が達成できる設計としてい

る。保修に頼らないとは、将来想定される劣化・損傷に対して裕度を持つ設

計のことである。将来想定される劣化･損傷として、金属腐食による膨張等の

力学的影響及び化学的影響を考慮した設計としている。 

廃棄物埋設地を地下水面下に設置する考えについての詳細は、添付資料 1

「1. 廃棄物埋設地の設計の考え方」に示す。 

(d) 放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間 

放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間では、安全機能(漏出

防止機能及び遮蔽機能)を有する設備は、埋設設備及び排水・監視設備のうち

ポーラスコンクリート層であるが、既許可から変更がないため、本資料では

設計対象設備としていない。 

(e) 覆土完了後 

覆土完了後は、安全機能(移行抑制機能及び遮蔽機能)を有する部位ごとの

要求性能に加え、材料の選定、建設・施工及び検査を考慮した構造物として

設計する。以下の内容を満足することで、合理的かつ利用可能な 善の建設・

施工技術とする。 

(一) 合理的な建設・施工技術 

覆土完了後の期間は、数百年以上であることから、長期的な透水特性及

び遮蔽性能を期待するために、力学的・化学的作用により安全性が損なわ
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れ難い天然材料である土質系材料を用いた土構造物とすることが合理的で

ある。 

また、長期的な核種収着性を期待するために、長期的に安全性が損なわ

れ難い土質系材料を用いることが合理的である。 

(二) 利用可能な 善の建設・施工技術 

土構造物としての設計、材料の選定、建設・施工及び検査については、

利用可能な 善の建設・施工技術として、 新の知見を確認する。現時点

での 新の知見としては、「道路土工要綱」(1)及び「河川土工マニュアル」

(2)を参照とする。また、一般土工で用いられる重機を使用し、適切な品質

管理を行うことで、目標の透水係数を有する覆土を施工できることを確認

している。 

なお、施工時の品質管理方法は、覆土施工時に行う施工試験結果を用い

て 終決定する。 

安全機能ごとに対する設計としては以下のとおり。 

・移行抑制機能は、低透水性として土質系材料により透水係数及び厚さ

を確保する設計とし、収着性を有する土質系材料を用いる設計とする

こと 

・遮蔽機能は、敷地周辺の公衆及び管理区域以外の人が立ち入る場所に

滞在する者への被ばくを低減するために、覆土の密度及び厚さを確保

することで、長期的な放射線の遮蔽性能を有する設計とすること 

覆土の施工実現性及び覆土の施工時における品質管理(案)について

添付資料 3「1. 覆土の施工実現性」及び「2. 覆土の施工時における品

質管理(案)」に示す。 

(f) 諸外国との比較 

本施設の安全機能は、その機能を維持すべき期間が機能ごとに異なる。そ

のため、安全機能を維持すべき期間を考慮し、諸外国との比較を行う。 

本施設と諸外国の比較に当たっては、文献(4)(5)を基に、本施設に対して、

廃棄体処分量及び総放射能量が同等か上回る 4 か国(フランス：オーブ処分場、

イギリス：ドリッグ処分場、スペイン：エルカブリル処分場及びベルギー：

デッセル処分場)を対象に行う。文献(5)によると、諸外国の事例では、設計方
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針及び技術的要件について以下のように整理されている。 

[設計方針に係る項目] 

・埋設設備は、埋設設備内へ雨水及び地下水の浸入を抑制するため、鉄筋コ

ンクリート構造とすること。 

・埋設設備の覆いが完成するまで廃棄体の定置に係る作業時に雨水を接触さ

せないため、屋根を設けること。 

・埋設設備内に浸入した雨水及び地下水により放射性物質が漏出することを

想定し、雨水及び地下水の監視及び漏出制御を行える排水・監視構造を設

けること。 

[技術的要件に係る項目] 

・放射性物質を含む廃棄物を固型化すること。 

・放射性物質の漏えいを抑制する人工バリアとして、セメント材料を使用す

ること。 

設計方針に係る項目に関しては、「(1)(ⅱ)(e) 覆土完了後」にて参考とし

ている。また、技術的要件に係る項目に関しては、「(1)(ⅱ)(b) 充填固化体

の特性」にて参考としている。 

諸外国においては、廃棄物埋設地を地下水面より上に設置しているのに対

して、本施設は、安全機能を維持すべき期間に応じて、廃棄物埋設地に対す

る地下水の位置が異なる。そのため、安全機能を維持すべき期間に応じて、

人工バリアである埋設設備、排水・監視設備及び覆土に対する地下水面の位

置を整理した。 

本施設は、放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までにおいて、埋設

設備、排水・監視設備及び覆土が、地下水面より上にある。覆土完了から廃

止措置の開始までにおいて、埋設設備及び覆土は、地下水面より下にある。

また、廃止措置の開始後では、埋設設備及び覆土は、地下水面より下にある。

これらの人工バリアに対する地下水の位置関係を考慮した上で、安全機能に

対する諸外国との比較を行う。 

(一) 漏出防止機能について 

漏出防止機能を有する設備は、埋設設備及び排水・監視設備のうちポー

ラスコンクリート層であるが、これらは既許可から変更がないため、本資
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料では設計対象設備としていない。 

(二) 移行抑制機能について 

覆土完了から廃止措置の開始までについて、本施設と諸外国では人工バ

リアに対する地下水面の位置が異なる。諸外国では、地下水面より上に施

設を設置して施設の周囲を不飽和にすることを前提とし、雨水の浸入を抑

制する観点から低透水性を考慮している。一方、本施設では、地下水面下

に施設を設置することから、地下水の浸入を抑制するとともに、浸入した

地下水の(覆土側への)移行を抑制する観点として低透水性を考慮している。

本施設では、地下水面下においても移行抑制機能を確保できるよう低透水

性に優れた設計を行っている。 

なお、廃止措置の開始後の本施設では、覆土により、移行抑制機能を期

待できるように設計し、線量評価において移行抑制機能を考慮している。 

(三) 遮蔽機能について 

放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までについて、遮蔽機能を有

する設備は、埋設設備であるが、これらは既許可から変更がないため、本

資料では設計対象設備としていない 

覆土完了から廃止措置の開始までについて、本施設と諸外国では人工バ

リアに対する地下水面の位置が異なる。また、遮蔽機能に関する要求が明

示されていない。本施設では、覆土により、直接ガンマ線及びスカイシャ

インガンマ線による敷地周辺の公衆等の受ける線量を低減できる遮蔽性

(密度及び厚さ)を有する設計としている。 

なお、廃止措置の開始後について、諸外国では、遮蔽機能に関する要求

が明示されていない。一方、本施設では、遮蔽機能を期待できるように設

計し、線量評価において遮蔽機能を考慮している。 

各部材の仕様等の詳細な比較は添付資料 3「3. 諸外国との比較」に示す。 

 (g) まとめ 

本施設は、廃止措置の開始後、保全の措置を必要としない状況に移行でき

ることを考慮して、設置位置を選定し、安全機能を達成できる設備の設計を

行っている。 

また、「(1)(ⅱ)(b)充填固化体の特性」～「(1)(ⅱ)(f) 諸外国との比較」
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に示すとおり、埋設する放射性廃棄物に含まれる放射性物質の性質及び放射

能濃度に応じて、設計時点において合理的かつ利用可能な 善の建設・施工

技術によるものである。 

b. 劣化・損傷に対する抵抗性を考慮すること 

(a) 埋設設備及び排水・監視設備 

埋設設備及び排水・監視設備は、既許可から変更がないため、本資料では

設計対象設備としていない。 

(b) 覆土 

難透水性覆土及び下部覆土は、化学的安定性、変形追従性及び液状化抵抗

性を考慮し、粒径分布に広がりを持った土質系材料を用いる。 

難透水性覆土及び下部覆土は、容易な露呈を防止する観点から安定した地

盤を掘り下げ、埋設設備の底面を除く外周部に設置する設計としている。 

覆土の設計においては、移行抑制機能を長期にわたり維持する必要がある

ため、長期状態において想定される劣化・損傷として、透水係数及び厚さの

変化に影響を及ぼす要因を抽出している。 

長期状態において覆土の透水特性に影響を及ぼす要因とその機構は、第 4

表に示すとおりである。 

抽出した要因は、廃棄物埋設地の覆土完了後の再冠水による水の接触に伴

う、ベントナイト特性の変化、有効粘土密度の変化及び短絡経路の形成であ

る。これらの要因に対して、長期機能維持特性として、化学的安定性、変形

追従性及び液状化抵抗性を考慮しており、これらが長期状態において考慮す

る性能を満たす見通しがあるような設計としている。 

具体的には、線量評価上の状態設定において、力学的影響及び化学的影響

による覆土の性能(低透水性)の低下を考慮しており、設計上の設定値(初期状

態)も性能の低下に配慮している。第 5 図に影響項目の概要を示す。 

これらにより、覆土は劣化・損傷に対する抵抗性を有する設計とする。 

線量評価上の状態設定についての詳細は、「許可基準規則第十条第四号」

にて説明する。 
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第 2 図 影響項目の概要 

 

c. 劣化･損傷が生じた場合にも機能が維持できる構造・仕様であること 

(a) 埋設設備及び排水・監視設備 

埋設設備及び排水・監視設備は、既許可から変更がないため、本資料では

設計対象設備としていない。 

(b) 覆土 

覆土は、長期的に発生が予想される力学的影響及び化学的影響のいずれに

対しても機能維持が受動的に期待できるよう、多層化した十分な厚さの覆土

を設置することで、劣化･損傷が生じた場合においても、移行抑制機能を維持

する構造・仕様としている。 

線量評価上用いる各性能は、線量評価の状態設定における劣化･損傷の程度

及び期間の不確実性を包含する設定としていることから、廃棄物埋設地全体

として線量基準を満足できるようにする。 

力学的影響及び化学的影響に対しては、低透水性を有する難透水性覆土及

び下部覆土の 2 層を設置し、各覆土の厚さを 2m 以上確保することで、全体と

して覆土に要求する低透水性が容易に損失しないものとしている。第 3 図に

線量評価上の劣化・損傷の考え方を示す。 

これらにより、劣化・損傷が生じた場合においても、移行抑制機能を維持

する構造・仕様とする。 

なお、線量評価上の状態設定についての詳細は、「許可基準規則第十条第四

号」にて説明する。 
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第 3 図 線量評価上の劣化・損傷の考え方 

 

d. 放射性物質の漏出を低減する機能は、地下水の浸入を抑制する機能、放射性物

質を収着する機能等の機能のうち、一つのものに過度に依存しないこと 

放射性物質の漏出を低減する機能は、人工バリア及び天然バリアにより確保

し、人工バリアは特性の異なる土質系材料を用いる設計とする。また、これら

を用いた各部材に対して、第6表に示すように、地下水の浸入を抑制する機能

(低透水性)及び放射性物質を収着する機能(収着性)の複数の異なる機能を期

待することにより、一つの機能に過度に依存しないよう配慮した設計としてい

る。 

第6表 各部材に期待する移行抑制機能を構成する特性 

 部材 収着性 低透水性 

人工バリア 覆土 

難透水性覆土 〇 〇 

下部覆土  －*1 〇 

上部覆土 〇 － 

天然バリア 岩盤(鷹架層) 〇 〇 

○：期待する 

－：期待しない 

*1：下部覆土は土質系材料であり収着性を期待できるが、難透水性覆土又は下部覆土の一

方に収着性を期待することで十分であることから、下部覆土の収着性は考慮しない。 

 

参考として、 も可能性が高い自然事象シナリオの線量評価結果をベースと

し、各バリア材の機能を構成する特性の一つを無視した線量評価を行い、特性

の一つに過度に依存していないことを確認した。 
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線量結果は「第十条 廃棄物埋設地のうち第四号(廃止措置の開始後の評価)」

に示すとおりである。 

 

(2) 許可基準規則第十条第一号(許可基準規則解釈第 10 条第 2 項) 

2 号廃棄物埋設地は、覆土が設計対象設備であるため、放射性物質の漏出を防止

する機能について、雨水や地下水の浸入を防止する構造及び放射性物質の漏出を防

止する構造の変更はない。 

 

(3) 許可基準規則第十条第一号(許可基準規則解釈第 10 条第 4 項) 

廃棄物埋設地が、覆土完了から廃止措置の開始までの間、廃棄物埋設地の外への

放射線物質の漏出を低減する機能を有するものであることを以下のとおり確認する。 

(ⅰ) 確認方法 

「廃棄物埋設地の外への放射線物質の漏出を低減する」について、公衆の受け

る線量が法令に定める線量限度を超えないことはもとより、As Low As Reasonably 

Achievable(ALARA)の考えの下、合理的に達成できる限り十分低くなるよう、実効

線量で 50μSv/y 以下であることによって確認する。 

(ⅱ) 確認結果 

埋設設備の覆土完了から廃止措置の開始までの間において、各廃棄物埋設地か

らの線量を重畳した値は、地下水中の放射性物質が移行する尾駮沼の水産物摂取

に係る線量で約 3.8μSv/y である。 

また、この期間は、十分な厚さの覆土があるため、3 号廃棄物埋設施設に対し

て、難透水性覆土及び下部覆土の厚さの 小値となる埋設設備から 4m の位置で評

価を行っても、約 1.0×10-4μSv/ｙであることから、十分小さい値である。さら

に 1 号及び 2 号廃棄物埋設施設に対しても同様に評価を行った結果として約

1.0×10-3μSv/y であり、重畳したとしても対象位置が離れていることから、周辺

監視区域の廃止後に敷地内へ立ち入る人を考慮しても外部被ばく線量影響は無視

できる。 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの評価の詳細を

第 7 表に示す。線量評価に関するパラメータについては、「第十条 廃棄物埋設

地のうち第四号(廃止措置の開始後の評価 補足説明資料 9 線量評価パラメー
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タ-パラメータ根拠集-)」にて説明する。 

以上より、覆土完了から廃止措置の開始までの間においては、公衆の受ける線

量は実効線量で 50μSv/y 以下であることから、廃棄物埋設地は、廃棄物埋設地の

外への放射線物質の漏出を低減する機能を有する設計である。  
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第 7 表 埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの 

期間において 大となる公衆の受ける被ばく線量の評価結果 

線量評価 

シナリオ*1 

3 号評価結果 

(μSv/y) 

1 号評価結果 

(μSv/y) 

2 号評価結果 

(μSv/y) 

評価結果の重畳 

(μSv/y) 

覆土前 
覆土 

完了後 
覆土前 

覆土 

完了後 
覆土前 

覆土 

完了後 
覆土前 

覆土 

完了後 

気体廃棄物が大気

への管理放出さ

れ、放射性物質が

大気へ放出される

ことによる内部被

ばく*2 

約 3.5×10-6  約 3.5×10-6 

液体廃棄物が尾駮

沼又は河川へ管理

放出され、その水

産物を摂取するこ

とよる内部被ばく
*2 

約 1.7×10-2  約 1.7×10-2 

廃棄物埋設地から

放射性物質が地下

水によって尾駮沼

へ漏出し、その水

産物を摂取するこ

とよる内部被ばく 

－*4 約 0.59 －*4 約 1.9 －*4 約 1.3 -*4 約 3.8 

管理建屋内の一時

貯蔵の廃棄体およ

び定置済み廃棄体

からのスカイシャ

イン線による外部

被ばく 

約 6.5 －*5 約 27*6 －*5 約 25*6 －*5 約 23*7 -*5 

      合計*3 約 23 約 3.8 

*1：既許可において評価対象としている「沢への放射性物質の移行による外部被ばく及び

内部被ばく」は、1 号及び 2 号廃棄物埋設施設については、他の被ばく経路と比べて

線量が無視できる程小さい。また、3 号廃棄物埋設施設における線量も同じく低く(約

9.3×10-6[μSv/y])、廃棄物埋設地から放射性物質の移行に伴う公衆の受ける線量は、

「廃棄物埋設地から放射性物質が地下水によって尾駮沼へ漏出し、その水産物を摂取

することよる内部被ばく」にて代表できる。 

*2：覆土完了後に廃棄施設等を供用することを想定し、覆土完了後も考慮する。 

*3：線量合計値に関しては、 大線量時期を考慮せず、単純に合計したもの 

*4：埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間においては、放射性物質

の漏出を防止することから公衆への影響は発生しない。 

*5：覆土完了後は、十分な厚さの覆土があるため、周辺監視区域の廃止後に敷地内へ立ち

入る人の外部被ばく線量影響は無視できるほど小さい。 

*6：1 号埋設設備 7,8 群の漏出防止対策の追加及び 1 号廃棄物埋設地に埋設する廃棄体の

種類の追加及び数量の変更並びに 2 号廃棄物埋設地に埋設する廃棄体の数量の変更
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に伴う影響はなく、公衆の受ける外部被ばく線量は既許可での評価値を上回ることは

ない。 

*7：各廃棄物埋設施設からの方位及び距離を考慮し、重畳させたもの。 

 

(4) 許可基準規則第十条第三号(許可基準規則解釈第 10 条第 5 項) 

2 号廃棄物埋設地は、覆土が設計対象設備であるため、覆土が、化学物質により

安全機能が損なわれないものであることを以下のとおり確認する。 

(ⅰ) 確認方法 

埋設する廃棄体、埋設設備、排水・監視設備及び覆土には可燃性の化学物質、

可燃性ガスを発生する化学物質を含めない。一方、廃棄物埋設地の安全機能に影

響を及ぼす可能性のあるその他の化学物質としては、廃棄体又は埋設設備内に含

まれる有機物、さらにはセメント系材料から溶出した高アルカリ成分を含む地下

水との反応による影響を考慮する必要がある。 

覆土完了から廃止措置の開始までの間の安全機能として、覆土は移行抑制機能

及び遮蔽機能を有する。遮蔽機能については、覆土が十分な厚さを有しているこ

とから、化学物質と接触することによって生じる覆土の厚さ減少及び密度低下に

よる遮蔽機能への影響は無視できると考えられる。移行抑制機能については、廃

棄物埋設地内において地下水位が上昇し、地下水の浸入に伴い溶解及び漏出する

化学物質(有機物)及びセメント系材料から溶出した高アルカリ成分が覆土の低透

水性及び収着性に影響を及ぼす可能性がある。 

したがって、化学物質(有機物)及びアルカリ成分による覆土の低透水性及び収

着性への影響を考慮した設計であることを確認する。 

 (ⅱ) 確認結果 

(ⅰ)で整理した影響に対する対策として、覆土に使用する材料については、化

学物質による低透水性及び収着性への影響を考慮し、低透水性及び収着性への影

響を確認した材料を使用する設計とする。また、覆土については化学的安定性の

高い材料で構成する設計としている。 

したがって、廃棄物埋設地が、化学物質により安全機能が損なわれないもので

ある。 

なお、廃止措置の開始後の評価においては、埋設設備に使用する有機物も含め、

これら化学物質を考慮した状態設定に基づく線量評価を行い、各期間・シナリオ
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の線量基準を満足するものであることを確認している。 
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1. 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十条第四号及びそ

の解釈 

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

(廃棄物埋設地) 

第十条 廃棄物埋設地は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。 

四 廃止措置の開始までに廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要としない状態に移行す

る見通しがあるものであること。 

 

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

第 10 条(廃棄物埋設地) 

第 6 項 

第 4 号に規定する「廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要としない状態に移行する見

通しがあるもの」とは、設計時点における知見に基づき、廃棄物埋設施設の基本設計につ

いて、廃止措置の開始後における埋設した放射性廃棄物に起因して発生することが想定さ

れる放射性物質が公衆に及ぼす影響が、以下に掲げる各シナリオに基づく評価の結果、そ

れぞれの基準を満たすよう設計されていることをいう。 

これらの評価は、廃棄物埋設施設の敷地及びその周辺に係る過去の記録や、現地調査等

の最新の科学的・技術的知見に基づき、人工バリア及び天然バリア(埋設された放射性廃棄

物又は人工バリアの周囲に存在し、埋設された放射性廃棄物から漏出してきた放射性物質

の生活環境への移行の抑制を行う岩盤又は地盤等をいう。以下同じ。)の状態の変化、被ば

くに至る経路等に影響を与える自然現象及び土地利用による人間活動を考慮した上で行う

こと。なお、廃止措置の開始後において評価の対象とする期間は、シナリオごとに公衆が

受ける線量として評価した値の最大値が出現するまでの期間とする。 

一 自然事象シナリオ 

自然現象による放射性物質の廃棄物埋設地からの漏えい、天然バリア中の移行、河川等

への移行及び一般的な土地利用(廃棄物埋設地の掘削を伴うものを除く。)を考慮したシナ

リオを対象として、以下のとおりであること。この際、同一の事業所内に複数の廃棄物埋

設施設の設置が予定される場合は、これらの重畳を考慮すること。 

イ 科学的に合理的と考えられる範囲の人工バリアと天然バリアの状態及び被ばくに至

る経路の組み合わせのうち最も厳しいシナリオであっても、評価される公衆の受ける

線量が、300 マイクロシーベルト/年を超えないこと。 

ロ 科学的に合理的と考えられる範囲の人工バリアや天然バリアの状態及び被ばくに至

る経路の組み合わせのうち、最も可能性が高いと考えられるパラメータを設定し、評

価される公衆の受ける線量が、10 マイクロシーベルト/年を超えないこと。 

二 人為事象シナリオ 

廃棄物埋設地の掘削による放射性物質の廃棄物埋設地からの漏えい、天然バリア中の移

行及び当該掘削後の土地利用を考慮したシナリオに基づき、評価される公衆の受ける線量

が、ピット処分にあっては 1 ミリシーベルト/年を超えないこと。 
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2. 評価対象設備 

許可基準規則第十条第四号の対象設備は、廃棄物埋設地に設置する埋設設備及び覆土とし、

第 1 表に示す安全機能のうち廃止措置の開始後の移行抑制機能*1を対象に公衆の受ける線量

を評価する。 

*1：本資料では、放射性物質の漏出を低減する機能及び生活環境への移行を抑制する機能を

「移行抑制機能」という。 

 

第 1 表 ピット処分における安全機能 

安全機能 

廃止措置の開始前 

放射性廃棄物の受入れの

開始から覆土完了まで 

覆土完了から 

廃止措置の開始まで 

漏出防止機能 ○ － 

移行抑制機能 － ○ 

遮蔽機能 ○ ○ 

○：安全機能を維持する 

－：考慮しない 

 

3. 許可基準規則への適合のための評価方針 

廃止措置の開始後、廃棄物埋設地は、廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要としない状

態に移行する見通しがある設計であることを公衆の受ける線量を評価することにより確認

する。「廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要としない状態」とは、廃止措置の開始後の

評価において、科学的に合理的と考えられる範囲の人工バリアや天然バリアの状態及び被ば

くに至る経路の組合せのうち、最も可能性が高いと考えられるパラメータを設定した自然事

象シナリオ(以下「最も可能性が高い自然事象シナリオ」という。)で評価される公衆の受け

る線量が 10μSv/y を超えないこと、科学的に合理的と考えられる範囲の人工バリアや天然

バリアの状態及び被ばくに至る経路の組合せのうち、最も厳しいパラメータを設定した自然

事象シナリオ(以下「最も厳しい自然事象シナリオ」という。)で評価される公衆の受ける線

量が 300μSv/y を超えないこと、自然事象シナリオ以外の廃棄物埋設地の掘削による放射性

物質の廃棄物埋設地からの漏えい、天然バリア中の移行及び当該掘削後の土地利用を考慮し
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た人為事象シナリオで評価される公衆の受ける線量が 1mSv/y を超えないこととする。 

4. 許可基準規則への適合性説明 

許可基準規則第十条第四号 廃棄物埋設地(廃止措置の開始後の評価)に対する適合性に

ついて確認した結果を以下にまとめる。 

(1) 評価方法 

公衆の受ける線量の評価は、「許可基準規則」及び「第二種廃棄物埋設施設の位置、構

造及び設備の基準に関する規則の解釈」(以下「許可基準規則解釈」という。)に基づいて

行う。検討フローを第 1 図に示す。 

 

 

第 1 図 検討フロー 

  

廃棄物埋設地の状態設定 生活環境の状態設定

放射性物質の移行挙動及び
被ばく経路

線量評価モデル

線量評価結果

線量評価パラメータ

地質環境等の状態設定

自然現象の選定 補足説明資料1参照

補足説明資料1参照

補足説明資料7～9参照

補足説明資料10参照

補足説明資料2参照補足説明資料3～6参照
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(2) 廃止措置の開始後の評価 

廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要としない状態へ移行できる見通しを得るため、

廃止措置の開始後において、埋設する廃棄体に起因して発生すると想定される公衆の受け

る線量が、最も可能性が高い自然事象シナリオにあっては 10μSv/y を超えないこと、最

も厳しい自然事象シナリオにあっては 300μSv/y を超えないこと及び人為事象シナリオ

にあっては 1mSv/y を超えないことを評価する。 

評価の対象とする期間は、評価する線量の最大値が出現する時期を含む期間とし、主要

な放射性物質のうち半減期の長い放射性物質の放射能量及び放射能濃度が十分に小さい

ことを考慮して、10,000 年程度までを目安とする。また、廃棄物埋設地等の状態の設定を

行う将来の期間は、廃止措置の開始までの十分な減衰及び岩盤(鷹架層)中の移行遅延を期

待できない放射性物質の影響が、比較的有意に生じると想定される時期を含む期間である

1,000 年程度とし、線量評価においては、覆土完了時点において廃棄物埋設地及びその周

辺環境は 1000 年後の状態になるものとし、その状態が継続するものとする。 

評価に当たっては、廃棄物埋設地の敷地及びその周辺に係る過去の記録や現地調査等の

最新の科学的・技術的知見に基づき、人工バリア及び天然バリアの状態の変化、被ばく経

路等に影響を与える自然現象及び土地利用による人間活動を考慮して、人工バリア及び天

然バリアの状態の変化に関する要素を体系的に収集・分析し、評価すべきシナリオを設定

する。 

(ⅰ) 自然事象シナリオ 

自然事象シナリオでは、以下に示すような自然事象による廃棄物埋設地からの放射性

物質の移行及び公衆の受ける線量を評価する。 

廃棄物埋設地に埋設処分する放射性廃棄物に含まれる放射性物質は、埋設設備に浸入

する地下水を介して、人の活動する領域に到達し、放射性物質を含んだ水及び土地を利

用した様々な生産活動、生産物の摂取等の人間活動により、公衆が被ばくすることが想

定される。人が活動する領域のうち、放射性物質が到達する領域で、一般的な水の利用

と土地の利用が想定される範囲における人間活動の状況を「生活環境」という。 

廃止措置の開始後の公衆の受ける線量の評価に当たっては、将来の地質環境、気象環

境及び水理環境(以下「地質環境等」という。)と、将来の廃棄物埋設地の状態並びに将

来の公衆の生活環境を設定する。将来の地質環境等については、プレート運動、気候変

動等による廃棄物埋設地の取り巻く環境を設定する。将来の廃棄物埋設地の状態につい
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ては、廃棄物埋設地を構成する各部材の変質等による廃棄物埋設地の物理的、化学的性

質の変化を考慮して、期待するバリア機能の状態を設定する。将来の公衆の生活環境に

ついては、ICRP Pub. 81(1)及び ICRP Pub. 101(2)の考え方を参考に、廃棄物埋設地に起

因して被ばくを受けると合理的に想定される集団を代表する個人(以下「評価対象個人」

という。)及び評価対象個人の時間の過ごし方等の人間活動の程度(以下「生活様式」と

いう。)を設定する。ここで、地質環境等と将来の廃棄物埋設地の状態に関しては、自

然現象であることから、過去の記録や現地調査等の最新の科学的・技術的知見に基づき

合理的に設定する。将来の公衆の生活環境に関しては、ICRP Pub.81(1)を踏まえて、現

在の生活様式が将来も継続すると仮定する。 

最も可能性が高い自然事象シナリオは、平均的な被ばくを受けると想定される評価対

象個人の線量が、低く抑えられていることを確認するため、科学的に合理的と考えられ

る範囲の廃棄物埋設地の人工バリアや天然バリアの状態及び生活環境における被ばく

に至る経路の組合せのうち、最も可能性が高いと考えられるパラメータを用いて評価す

る。本シナリオの評価に当たって、地質環境等は、公衆の受ける線量が現実的な値とな

るように、データの不確かさ(変動幅)を踏まえて、気温、降水量等を現実的(平均値等

の代表性が高い値)に設定する。将来の廃棄物埋設地の状態も同様に公衆の受ける線量

が現実的な値となるようにデータの不確かさ(変動幅)を踏まえて、人工バリア及び天然

バリアの機能として期待する透水係数、分配係数等を現実的(平均値等の代表性が高い

値)に設定する。生活様式については、「日本原燃(株)廃棄物埋設事業変更許可申請に

おける廃止措置の開始後の公衆の被ばく線量評価に係る審査方針について～将来の人

間活動に関する設定～」（以下「審査方針」という。）に基づき、現在の生活様式を考

えて現実的でもっともらしい仮定に基づいて設定する。 

最も厳しい自然事象シナリオは、最大の被ばくを受けると想定される評価対象個人の

線量であっても、著しい被ばくを受けないことを確認するため、科学的に合理的と考え

られる範囲の廃棄物埋設地の人工バリアや天然バリアの状態及び生活環境における被

ばくに至る経路の組合せのうち、最も厳しいパラメータを用いて評価する。本シナリオ

の評価に当たって、地質環境等は、公衆の受ける線量が大きく厳しくなるようにデータ

の不確かさ(変動幅)を踏まえて、気温、降水量等を保守的に設定する。将来の廃棄物埋

設地の状態も同様に、公衆の受ける線量が大きく厳しくなるようにデータの不確かさ

(変動幅)を踏まえて、人工バリア及び天然バリアの機能として期待する透水係数、分配
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係数等を保守的に設定する。将来の公衆の生活様式については、審査方針に基づき、現

在の生活様式を考えて合理的に保守的でもっともらしい仮定に基づいて設定する。 

なお、最も可能性が高いと考えられる状態の設定が困難である場合又は様々な不確か

さを考慮したとしても線量への影響が小さいと考えられる場合は、不確かさを考慮して

保守的な状態を設定する。 

a. 地質環境等の状態設定 

埋設設備を設置する地下の環境は、自然現象の影響を受け難いことから、地上に比

べ安定である。 

しかし、長期的な観点でみると、プレート運動及び気候変動によって、廃棄物埋設

地を取り巻く地質環境等は有意に変化することが予測される。 

この地質環境等に係る長期変動事象について、「プレート運動に起因する事象」、「気

候変動に起因する事象」及び「プレート運動と気候変動の両者に起因する事象」に区

分する(3)。区分した各事象については、プレート運動や気候変動が過去から現在まで

の変動傾向とその要因が今後も継続するとみなし、それらを外挿して状態設定を行う。 

(a) プレート運動に起因する事象 

日本周辺には、大陸プレートであるユーラシアプレート及び北米プレート並びに

海洋プレートであるフィリピン海プレート及び太平洋プレートがあり、大陸プレー

トの下に海洋プレートが沈み込んでいる。敷地の位置する東北日本弧は北米プレー

トに位置し、東側から太平洋プレートが沈み込むことで、おおむね東西方向の圧縮

の力が生じている。 

将来の日本列島周辺のプレート運動については、今後数十万年から数百万年程度

継続すると考えられる(3)～(6)。したがって、状態設定においては、現在のプレート

運動が継続するものとして設定する。 

プレート運動に起因する事象には、「火山・火成活動」、「地震・断層活動」及び

「隆起・沈降運動」があげられる。 

(一) 火山・火成活動 

火山・火成活動によって、直接的に廃棄物埋設地が損傷すること、また、敷地

周辺が高温になること及び地下水の水質の変化によって地下水流動場が変化す

ることが想定されることから、火山・火成活動による状態設定を行う。覆土完了

までの間において、廃棄物埋設地に影響を及ぼす可能性のある火山・火成活動は
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降下火砕物だけであるが、覆土完了後においては火砕物密度流についても想定す

る。長期変動事象としては、直接的に廃棄物埋設地が損傷することが想定される

事象として、新しい火口の開口を想定する。 

以上より、火山・火成活動として降下火砕物、火砕物密度流及び火口の開口を

想定する。 

(ｱ) 降下火砕物 

覆土完了後において、降下火砕物が堆積することにより、降下火砕物に含ま

れる成分によって地下水の水質変化が生じることが想定されるため、廃棄物埋

設地の状態設定において化学的影響を考慮する。 

(ｲ) 火砕物密度流 

火砕物密度流は、今後数百年から数千年スケールには、敷地に到達する可能

性は十分に低く(7)、仮に敷地に到達したとしても、火砕物密度流の影響範囲は

表層に限定されるため、火砕物密度流の熱的影響及び化学的影響は長期変動事

象として考慮しない。 

(ｳ) 火口の開口 

新しい火口の開口は、敷地が廃棄物埋設地に影響を及ぼし得る火山の過去の

火口及びその近傍に位置しないこと、並びに火山フロントより前弧側(東方)に

位置することから、これらの火山事象が敷地において発生する可能性はない。

よって、新しい火口の開口は長期変動事象として考慮しない。 

(二) 地震・断層活動 

地震・断層活動は、現在のプレート運動が継続するとされていることから、将

来も同様の場所で繰返し発生すると想定する。 

(ｱ) 地震 

敷地付近は、マグニチュード 6 を超える地震の発生はなく、震度 5 強を超え

る地震の発生もない地域である。 

覆土(難透水性覆土及び下部覆土)に力学的な変形が生じることにより、低透

水性に影響が生じるおそれがあるため、廃棄物埋設地の状態設定において力学

的影響を評価する。 

震度 4 程度の地震時において、敷地内の観測孔で地下水位の変動が確認さ

れている(第 2 図参照)。観測結果によると、震度 4 程度の地震では地下水位の
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変動は小さく、季節変動に内包される程度であった。したがって、地震活動に

よる水理的影響は小さく、一時的なものであることから、地震の水理的影響は

長期変動事象として考慮しない。 

 

 

 

 

第 2 図 地下水位観測結果(F0-20 孔) 
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(ｲ) 断層活動(地盤の変形) 

断層活動に伴う地盤の変位及び変形により廃棄物埋設地が直接破壊される

ことが想定される。 

空中写真判読結果及び地質調査から、活断層は廃棄物埋設地付近には分布し

ておらず、最も近い活断層は、敷地近傍の六ヶ所村出戸付近に分布する出戸西

方断層である。出戸西方断層は、西傾斜の逆断層であり、その長さを約 11km

と評価している。しかし、敷地には、出戸西方断層に起因する変動地形及びリ

ニアメント並びに出戸西方断層に関連した地質構造は確認されていない。した

がって、今後も地盤の変位及び変形により廃棄物埋設地が直接破壊される可能

性は十分低い。 

出戸西方断層以外の活断層については、廃棄物埋設地から更に離れており、

断層活動があったとしても、廃棄物埋設地に力学的影響は及ばない。 

以上より、今後も地盤の変位及び変形により廃棄物埋設地が直接破壊される

可能性は十分低いため、断層活動の力学的影響は長期変動事象として考慮しな

い。 

(ｳ) 液状化(覆土) 

覆土(難透水性覆土及び下部覆土)が液状化することによって、低透水性に影

響が生じるおそれがあるため、廃棄物埋設地の状態設定において液状化による

影響を考慮する。 

(三) 隆起・沈降運動 

隆起・沈降運動は廃棄物埋設地を直接損傷させることはないが、地形勾配の変

化や侵食基準面から廃棄物埋設地までの比高の変化に伴い侵食・堆積環境が変化

する。侵食・堆積環境の変化により、地下水流動に影響すること、また、埋設設

備が地表に接近する可能性があることから、隆起・沈降運動を長期変動事象とし

て考慮し、隆起・沈降運動の速度を設定する。 

敷地の位置する下北半島付近には、過去約 70 万年間に形成された海成段丘が

分布することから、敷地及びその周辺は、少なくとも同期間において大局的には

隆起域と考えられる。小池・町田(2001)(8)から、下北半島周辺の海成段丘面の形

成年代と旧汀線高度及び相対海水準を考慮した隆起量について整理したものを

第 3 図に示す。下北半島周辺の過去約 70 万年間の平均隆起速度は、2.0m/万年～
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4.5m/万年である。 

また、廃棄物埋設地付近に分布する海成段丘面(M1 面、12.5 万年)の形成年代

と旧汀線高度及び相対海水準を考慮して平均隆起速度を計算すると最大で

3.5m/万年である。 

以上より、敷地周辺の海成段丘に基づき求めた平均隆起速度である 3.5m/万年

を最も可能性が高い設定とする。また、下北半島周辺の隆起速度のばらつきを考

慮し、隆起速度が最も大きい 4.5m/万年を最も厳しい設定とする。 

 

 

注 1：段丘面の形成年代及び隆起量は、小池・町田(2001)(8)に基づき作成。 

第 3 図 下北半島の海成段丘面の形成年代と隆起量の関係 
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間氷期を繰り返していることから(9)、大局的には将来もこの周期の気候変動を繰り
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とから(10)(11)、将来は寒冷化すると予測される。 

一方で、人間活動に伴う温室効果ガス排出により、温暖化が進行する可能性があ

るとする報告(9)や、現在の温室効果ガス濃度を基準として、炭素循環のメカニズム

を仮定した気候シミュレーションにより、将来 5 万年程度は温暖期が継続する可能

性があるとする報告もある(12)。 

以上より、気候変動に起因する事象に係る長期変動事象の状態設定については、

過去の気候変動と同様に現在から寒冷化に向かう場合(以下「寒冷化ケース」とい

う。)と、温暖期が数万年程度継続する場合(以下「温暖期継続ケース」という。)

の 2 ケースに大別し、これらの 2 ケースについて、それぞれ「気温・降水量変化」

及び「海水準変動」を長期変動事象として考慮する(3)。 

(一) 気温・降水量変化 

気温・降水量の変化は廃棄物埋設地を直接損傷させることはないが、気温・降

水量の変化により表層での水収支の変化に伴って地下水流動及び表流水流動が

変化することが想定される。よって、気温・降水量の変化を長期変動事象として

考慮し、将来の気温及び降水量を設定する。 

気温と降水量は正の相関関係があり、降水量が低下するほど希釈に寄与する交

換水量が少なくなるため、気温及び降水量は低いほど保守的な設定となる。した

がって、以下に示す寒冷化ケース及び温暖期継続ケースの検討結果に基づいて、

保守的となる寒冷化ケースの状態を設定する。設定した気温と降水量の値を第 3

表に示す。 

(ｱ) 気温変化 

将来の気温変化については、花粉化石及び南極氷床コアの水素同位体比を用

いた過去の気温の推定に関する知見(9)及び人間活動による温室効果ガス濃度

を考慮した気温変動予測結果に基づいて設定する。 

花粉化石は、Yamanaka et al.(1990)(13)で取得されている下北半島の北部の

尻屋崎湿原における最終氷期最盛期頃の花粉化石群集データ及び敷地近傍の

尾駮沼の沖積層堆積物における過去約 1 万年間の花粉化石群集データを用い

た。 

花粉化石を用いた過去の気温の推定方法は、松末ほか(2000)(14)の手法及び

Nakagawa et al.(2002)(15)の手法を用いた。 
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【寒冷化ケースにおける気温設定】 

寒冷化ケースにおいては、氷期最盛期の年平均気温から求めた気温変動割合

を用いて将来の気温を設定する。 

松末ほか(2000)(14)及び Nakagawa et al.(2002)(15)の手法により下北半島付

近の最終氷期最盛期の年平均気温を推定すると、それぞれ約-2.2℃と約 3.7℃

であった(第 4 図参照)。このことから、将来の寒冷化ケースの年平均気温の最

も可能性が高い設定は、両手法の平均的な値から 0℃とする。 

将来の氷期最盛期の年平均気温の最も厳しい設定は、松末ほか(2000)(14)に

おける現在と過去の氷河期の気温差の最大値が約 13℃であったことから、敷

地周辺における 1975年～2015 年の年平均気温の最低値である 8℃から 13℃を

低下させると-5℃となる。しかし、氷期最盛期は主な評価対象期間より 1 万年

以上先であること、降水量の状態設定においては気温と降水量の相関関係の不

確かさを考慮することから、ここでは最も可能性が高い設定の気温である 0℃

と設定する。 

氷期最盛期に至るまでの気温変化については、過去約 45 万年間の連続的な

データが取得されている南極氷床コアの水素同位体比(9)に基づいて整理され

た年平均気温の変化量の変動グラフを用いて設定する。 

将来の気温の変動曲線を第 5 図に示す。同図から、最も可能性が高い設定で

は約 8 万年後に氷期最盛期になると想定し、最も厳しい設定では約 6 万年後

に氷期最盛期になると想定する。 

上記の現在及び氷期最盛期の気温並びに気温の変動曲線を踏まえ、最も可能

性が高い設定及び最も厳しい設定において、寒冷化ケースにおける 1,000 年

後の気温を 8℃と設定する(第 3 表参照)。 

【温暖期継続ケースにおける気温設定】 

温暖期継続ケースにおいては、温暖期における最高気温のみを設定し、その

気温が現在から継続すると想定する。 

尾駮沼の沖積層堆積物から過去約 1 万年間の花粉化石群集データを取得し、

そのデータを用いて松末ほか(2000)(14)の手法及び Nakagawa et al.(2002)(15)

の手法により敷地周辺のヒプシサーマル期の年平均気温を推定すると、それぞ

れ約 12.2℃と約 10.4℃であった(第 4 図参照)。 
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一方、人間活動による温室効果ガス濃度を考慮したシミュレーション結果に

よれば、2090 年～2099 年には世界平均で現在より 0.3℃～6.4℃上昇する可能

性が指摘されている(10)。よって、過去 30 年間の敷地周辺の年平均気温である

9℃にシミュレーション結果の平均的な上昇値である 3℃を加えた 12℃を最も

可能性が高い設定とする。この値は、花粉化石群集データより推定した 12.2℃

とも整合している。 

また、最も厳しい設定においては、過去 30 年間の敷地周辺の年平均気温で

ある9℃にシミュレーション結果のほぼ最大上昇値である6℃を加えると15℃

となる。しかし、寒冷化ケースと同様に後述する降水量の状態設定における気

温と降水量の相関関係において、不確かさを考慮した方が希釈に寄与する交換

水量は少なくなることから、ここでは最も可能性が高い設定の気温である

12℃とする。 

上記の設定を踏まえ、最も可能性が高い設定及び最も厳しい設定において、

温暖期継続ケースにおける 1,000 年後の気温を 12℃と設定する。 

 

 

第 4 図 花粉分析による過去 26,000 年間の気温変動 
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注 1：気温変動曲線は EPICA(2004)(9)に示される氷床コアの酸素・水素同位体比の知見から、 

過去 4 回の変動周期の間氷期最盛期を 6,500 年前として重ね合わせた。 

 

第 5 図 将来の気温の変動曲線(寒冷化ケース)(1/2) 
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(9)
に示される氷床コアの酸素・水素同位体比の知見から、 

過去 4 回の変動周期の間氷期最盛期を 6,500 年前として重ね合わせた。 

 

第 5 図 将来の気温の変動曲線(寒冷化ケース)(2/2) 
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(ｲ) 降水量変化 

気温と降水量との関係には、正の相関がある(16)。また、地形や海流等の気候

因子も降水量と相関がある。そこで、将来の降水量の設定に当たっては、敷地

周辺と気候因子が類似する地点の気温と降水量の関係に基づき、将来の気温に

対応する降水量を設定する。将来の気温は、「(ｱ) 気温変化」で設定した気温

を用いる。 

敷地周辺と気候因子が類似する地点の現在の気温と降水量の関係を求める。

気候因子が類似する地点の判断に使用した項目は以下のとおりである。 

・北半球の太平洋側西部に位置すること 

・アリソフの気候区分が亜極帯～寒帯であること 

・沿岸海流が寒流であること 

・陸度(半径 50km 円内の陸域の占める割合)が 1/10～9/10 であること 

・開放度(半径 15km 円内で対象地点より標高が 200m 以上高い範囲を除く角

度)が 240°～360°であること 

上記条件で抽出された地点のうち、過去 30 年以上の気象データの存在する

36 地点の年平均気温と年降水量を整理し(第 2 表参照)、36 地点の気温と降水

量の関係(第 6 図参照)を指数回帰式で表した。将来の降水量は、年平均気温と

年降水量との関係から求めるため、寒冷化ケース及び温暖期継続ケースは同様

の指数回帰式で設定する。 

最も可能性が高い設定においては、この指数回帰式を用いて降水量を設定し、

最も厳しい設定においては、気温と降水量の関係のばらつきを考慮し、交換水

量が少なくなるように、気温と降水量の下限値の指数回帰式を用いて設定する

(第 3 表参照)。 

 

  



 

16 

第 2 表 敷地周辺と類似する気候因子をもつ地点の年平均気温と年降水量 

No. 地点名 国名 年平均気温(℃) 年降水量(mm/y) 

1 OKHOTSK RUSSIAN FED. -3.7   475 

2 VLADIVOSTOK RUSSIAN FED.  5.0   837 

3 ALEKSANDROVSK-SAKHALINSKII RUSSIAN FED.  1.0   651 

4 
NIKOL’SKOJE 

(OSTROV BERINGA) RUSSIAN FED.  2.8   693 

5 稚内 JAPAN  6.8 1,063 

6 網走 JAPAN  6.5   788 

7 別海 JAPAN  5.4 1,135 

8 根室 JAPAN  6.3 1,021 

9 厚床 JAPAN  5.3 1,154 

10 榊町 JAPAN  5.4 1,011 

11 太田 JAPAN  5.5 1,170 

12 白糠 JAPAN  5.5 1,090 

13 釧路 JAPAN  6.2 1,043 

14 池田 JAPAN  5.8   870 

15 浦幌 JAPAN  6.2   976 

16 糠内 JAPAN  5.0 1,026 

17 大津 JAPAN  5.3 1,090 

18 大樹 JAPAN  5.4 1,150 

19 苫小牧 JAPAN  7.6 1,198 

20 鵡川 JAPAN  6.8   989 

21 室蘭 JAPAN  8.6 1,185 

22 日高門別 JAPAN  7.2   956 

23 静内 JAPAN  8.0 1,032 

24 浦河 JAPAN  7.9 1,072 

25 小田野沢 JAPAN  9.1 1,281 

26 三沢 JAPAN 10.0 1,056 

27 十和田 JAPAN  9.5   983 

28 八戸 JAPAN 10.2 1,025 

29 三戸 JAPAN 10.0 1,084 

30 種市 JAPAN  9.4 1,198 

31 鹿島台 JAPAN 11.2 1,138 

32 石巻 JAPAN 11.6 1,067 

33 仙台 JAPAN 12.4 1,254 

34 亘理 JAPAN 12.2 1,274 

35 相馬 JAPAN 12.3 1,373 

36 六ヶ所 JAPAN  9.2 1,301 

注 1：気温及び年降水量は気象庁の発表(17)(18)に基づき作成。  
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注 1：36 地点の年降水量及び年平均気温は、気象庁のデータ(17)(18)を使用した。 

 

第 6 図 敷地周辺と類似した気候因子を持つ 36 地点の年平均気温と年間降水量の関係 

 

第 3 表 将来想定される気温、降水量、蒸発散量及び表流水流量 
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1,000 年後 8 1,070 560 1.2×107 
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現在*1 9   910 580 8.0×106 

1,000 年後 8   860 560 7.2×106 

*1：覆土完了時期までを表す(以降、第 5 表まで同様)。 

 

(二) 海水準変動 

海水準変動は、廃棄物埋設地を直接損傷させることはないが、海水準変動が生

0

500

1,000

1,500

2,000

-10 -5 0 5 10 15 20

年
間
降
水

量
(
m
m
/
年

)

年平均気温(℃)

：最も可能性が高い設定で用いる 

 近似曲線 

：最も厳しい設定で用いる 

 近似曲線 



 

18 

じると、敷地及びその周辺における河川、湖沼及び海の分布域が変化し、将来の

人の生活環境及び生活様式に影響を及ぼすことが想定される。また、海水準変動

及びそれに伴う地形変化並びに地下水位及び地表水流動の変化が想定されるた

め、海水準変動を長期変動事象として考慮し、寒冷化ケース及び温暖期継続ケー

スにおける海水準の変動時期及び変動量を設定する。交換水量に用いる流域面積

は、海水準が低下した方が交換水量が少なくなるため、寒冷化ケースの方が保守

的となる。 

(ｱ) 寒冷化ケースにおける海水準の設定 

世界的な海水準変動は、気候変動に伴う大陸氷床の拡大・縮小に伴って生じ

る現象と考えられており、過去の海水準変動は気候変動と同様に、約 8 万年周

期から約 12 万年周期で低海水準期と高海水準期を繰り返している(19)。 

したがって、海水準変動の長期変動状態の設定のうち、寒冷化ケースにおけ

る将来の氷期最盛期に至るまでの海水準変動は、気温変動と同様に、過去約 45

万年間の低海水準期と高海水準期の平均値及び変動幅(19)を考慮して設定する。

第 7 図に将来の海水準の変動曲線(最も可能性が高い設定)及び将来の海水準

の変動曲線(最も厳しい設定)を示す。 
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注 1：海水準変動曲線は Labeyrie et al(2003)

(19)
に示される酸素同位体比による海水準の知見から、 

過去 4 回の変動周期の間氷期最盛期を 6,500 年前として重ね合わせた。 

 

第 7 図 将来の海水準の変動曲線(1/2) 

 

  
注 1：海水準変動曲線は Labeyrie et al(2003)

(19)
に示される酸素同位体比による海水準の知見から、 

過去 4 回の変動周期の間氷期最盛期を 6,500 年前として重ね合わせた。 

 

第 7 図 将来の海水準の変動曲線(2/2) 
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(ｲ) 温暖期継続ケースにおける海水準の設定 

過去 300 万年間の温暖期における海面水位は、世界平均で現在より 5m 上回

っており、最終間氷期(約 12.9 万年前～約 11.6 万年前)のうち数千年にわた

っては、現在より海面水位が 5m より高く、10m 以上は高くなかったという報

告(21)がある。この結果を参考に、温暖期継続ケースにおける海水準変動は、不

確かさを考慮して現在の海水準より 10m 海水準が上昇し、継続すると設定す

る。 

なお、温暖期継続ケースにおける海水準の設定に当たっては、最も可能性が

高い設定において不確かさを考慮していることから、最も可能性が高い設定と

最も厳しい設定は同様に、現在の海水準より 10m 海水準が上昇し、継続すると

設定する。 

(c) プレート運動と気候変動の両者に起因する事象 

プレート運動と気候変動の両者に起因する事象は、「地形変化」、「地下水流動」

及び「表流水流動」を対象とする(3)。気候変動に起因する事象に係る長期変動事象

の状態設定と同様に、寒冷化ケースと温暖期継続ケースの 2 ケースについて、それ

ぞれ「地形変化」、「地下水流動」及び「表流水流動」を長期変動事象として考慮す

る。 

(一) 地形変化 

「(a) プレート運動に起因する事象 (三) 隆起・沈降運動」及び「(b) 気候変

動に起因する事象 (二) 海水準変動」に伴い、侵食作用が継続することによる廃

棄物埋設地の侵食に伴う埋設設備の地表接近及び露呈並びに放射性物質を含ん

だ土砂の下流域への堆積が想定される。そのため、地形変化を長期変動事象とし

て考慮し、侵食速度を設定する。 

地形変化は、湖沼の河川化及び沿岸流や河川等による侵食がある。 

侵食は、沿岸部における沿岸流と波浪等による侵食(以下「海食」という。)と、

河川及び沢部における表流水による侵食(以下「河食」という。)が想定される。 

敷地東方の沿岸部汀線付近では海食が生じているが、廃棄物埋設地は現在の汀

線から内陸に約 3km 離れており、十分な離隔がある。仮に温暖期の海進により尾

駮沼が内湾となっても、海食による影響は生じないものと考えられる。 

敷地及び敷地近傍の沢部においては第四紀層及び基盤である鷹架層が削剥さ
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れており、河食が生じていると考えられる。廃棄物埋設地付近は二又川の流域で

あることから、二又川及び敷地から二又川に流れ込む沢による河食を考慮する。 

なお、敷地及び敷地近傍における台地と河川及び沢との位置関係等の大局的な

地形状況は、数万年程度の将来において大きく変化することはなく、流域ごとの

沢の縦断勾配及び横断形状を保って河食が進むと想定する。 

また、湖沼の河川化としては、相対海水準の低下に伴い、尾駮沼が河川化する

と考えられる(第 8 図及び第 9 図参照)。 

地形変化は、温暖期継続ケースの方が侵食速度が速く保守的となるため、以下

に示す寒冷化ケース及び温暖期継続ケースの検討結果に基づいて、保守的となる

温暖期継続ケースの状態を設定する。 
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注 1：尾駮沼底の標高は、国土地理院発行 2 万 5 千分の 1 地形図「戸鎖」を参照。 

第 8 図 寒冷化ケースにおける尾駮沼の河川化時期の予測 

(最も可能性が高い設定・最も厳しい設定) 
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注 1：尾駮沼底の標高は、国土地理院発行 2 万 5 千分の 1 地形図「戸鎖」を参照。 

第 9 図 温暖期継続ケースにおける尾駮沼の河川化時期の予測 

(最も可能性が高い設定・最も厳しい設定) 
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は発生しない。 

温暖期継続ケースでは、現在の河床勾配を保ち、相対海水準低下に伴った下

刻が生じると想定する。ここでいう温暖期継続ケースにおける相対海水準低下

速度は、「(b) 気候変動に起因する事象 (二) 海水準変動」において、海水準

変動を現在から将来にわたり、現在の海水準より一律で 10m 上昇すると設定

したことから、「(a) プレート運動に起因する事象 (三) 隆起・沈降運動」で

設定した隆起速度相当と設定する。 

廃棄物埋設地周辺には、中央沢、南の沢、西の沢及びそれらの枝沢が分布す

る。枝沢は本流の沢に流れ込むことから、本流の沢との合流点が侵食基準面と

なる。枝沢の侵食基準面は、本流が侵食されることで低下するため、枝沢も本

流の侵食速度と同等の速度で侵食される。したがって、枝沢における侵食速度

は、本流の沢の寒冷化ケース及び温暖期継続ケースの侵食速度と同じと設定す

る。 

寒冷化ケース及び温暖期継続ケースにおける侵食量を比較すると、寒冷化ケ

ースは下流域の沖積層の侵食等により上流部の侵食が進行しないと設定して

いることから、温暖期継続ケースの方が侵食が早く進行する。 

(ｲ) 露呈時期 

埋設設備の露呈時期は、最も早くても数万年後(第 10 図参照)となるため、

評価の対象とする期間を踏まえ、長期変動事象として影響を考慮しない。 
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第 10 図 温暖期継続ケースにおける侵食量と埋設設備の露呈時期(1/6) 

 

第 10 図 温暖期継続ケースにおける侵食量と埋設設備の露呈時期(2/6) 
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第 10 図 温暖期継続ケースにおける侵食量と埋設設備の露呈時期(3/6) 

 

 

第 10 図 温暖期継続ケースにおける侵食量と埋設設備の露呈時期(4/6) 
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第 10 図 温暖期継続ケースにおける侵食量と埋設設備の露呈時期(5/6) 

 

 

第 10 図 温暖期継続ケースにおける侵食量と埋設設備の露呈時期(6/6) 
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(二) 地下水流動 

地下水流動は単独の事象として廃棄物埋設地を直接損傷させることはないが、

地形変化や海水準変動による地下水流動の変化が、地下水の流動方向、地下水の

流出点、地下水流速及び埋設設備から上部覆土や鷹架層への流出水量に影響する。 

地下水流動は、侵食速度を考慮したときに 1,000 年後の将来の地形が現状とほ

ぼ同様と考えられるため、寒冷化ケースと温暖期継続ケースは同様の設定とし、

現在の状態を考慮する。 

(ｱ) 地下水の流動方向及び地下水の流出点 

敷地は北西から南東に緩く傾斜する台地からなり、地下水は主に降水によっ

てかん養されている。また、台地の地下水面は降雨時及び融雪時に変動が認め

られるものの、主に表層に分布している第四紀層内にある。これは、鷹架層の

透水係数が第四紀層より約 2 桁小さく、地表面から浸透した雨水が容易に鷹

架層に浸透できないためと考えられる。埋設設備は鷹架層を掘り下げて設置し、

難透水性覆土及び下部覆土は、鷹架層の透水係数以下となるように設置する。

また、上部覆土は廃棄物埋設地周辺の第四紀層の透水係数程度となるように設

置し、原地形及び原水理地質構造に近くなることから、覆土後の地下水面は、

原地形と同様に廃棄物埋設地周辺の第四紀層内にあると考えられる。したがっ

て、廃棄物埋設地付近を通過した地下水は、原地形の地下水面等高線から読み

取れる地下水の流動方向と同様に、主に南に向かって流れ、中央沢を経て尾駮

沼に流入するものとする。「(一) 地形変化」に示すとおり、1,000 年後の将来

の地形は現状とほぼ同様と考えられるため、将来においても廃棄物埋設地を通

過した地下水は南に向かって流れ、中央沢を経て尾駮沼に流入するものとする。 

(ｲ) 地下水流速 

廃棄物埋設地付近の鷹架層及び上部覆土中の地下水流速は、その位置の動水

勾配及び透水係数により設定する。 

【動水勾配】 

廃棄物埋設地付近の地下水流動は、「(ｱ) 地下水の流動方向及び地下水の流

出点」に示すとおり、覆土後 1,000 年程度までの間は、原地形の地下水流動と

同様になると想定し、間隙水圧測定実施位置を通る鉛直断面内の全水頭等高線

図から求めた埋設設備設置地盤付近の地下水の動水勾配に基づき、最も可能性
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が高い設定では平均値、最も厳しい設定では最大値を用いて設定する(第 4 表

参照)。 

【透水係数】 

地盤の透水係数は、廃棄物埋設地を設置する地盤の N 値が 50 以上の岩盤で

あること、天然バリアを著しく損傷する事象は想定されないことから、将来に

おいても大きく変化する要因がない。 

(ｳ) 埋設設備から上部覆土や鷹架層への流出水量 

埋設設備から上部覆土や鷹架層への流出水量は、地下水浸透流解析により計

算する。浸透流解析には、覆土や地盤の透水係数及び境界条件として動水勾配

を用いる。 

動水勾配は、「(ｲ) 地下水流速」に示す値とする(第 4 表参照)。 

 

第 4 表 将来の動水勾配 

廃棄物埋設地 ケース モデル化時期 動水勾配(%) 

3 号廃棄物 

埋設地 

最も可能性が高い設定 現在～ 

1,000 年後 

5.0 

最も厳しい設定 8.0 

1 号廃棄物 

埋設地 

最も可能性が高い設定 現在～ 

1,000 年後 

3.5 

最も厳しい設定 5.0 

2 号廃棄物 

埋設地 

最も可能性が高い設定 現在～ 

1,000 年後 

5.5 

最も厳しい設定 5.5 

 

(三) 表流水流動 

表流水流動は廃棄物埋設地を直接損傷させることはないが、河川及び湖沼の表

流水流量の変化によって放射性物質の希釈に寄与する交換水量が変化すること

が想定される。よって、地表水流動を長期変動事象として考慮し、河川及び湖沼

の表流水流量を設定するために、蒸発散量を設定する。 

蒸発散量は、年平均気温を用いて可能蒸発散量として推定するソーンスウェイ

ト法(22)により求める(第 5 表)。 

一方、地下水は主に降水によってかん養され、第四紀層及び鷹架層表層部の風
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化部を流れ、中央沢を経て尾駮沼に流出している。そのため、敷地内の沢の流域

面積における降水量から、その沢を流れる表流水流量を差し引いたものが、蒸発

散量に相当する。降水量及び敷地内の表流水流量の観測結果(第 11 図参照)に基

づく河川流出高を用いて求めた実蒸発散量を第 5 表に示す。実蒸発散量の平均

に対する可能蒸発散量の平均の比率は 0.95 である。 

将来の蒸発散量は、「(b) 気候変動に起因する事象 (一) 気温・降水量変化」

に示す敷地周辺と気候因子が類似した 36 地点の年平均気温から可能蒸発散量を

計算し、実蒸発散量と可能蒸発散量の比 0.95 を用いて、36 地点の年平均気温と

蒸発散量の関係を得た(第 12 図参照)。将来の蒸発散量は、この関係式から、最

も可能性が高い設定又は最も厳しい設定の気温を用いて設定する。設定した将来

の蒸発散量を第 3 表に示す。 

蒸発散量は、気温及び降水量と同様に、寒冷化ケース及び温暖期継続ケースに

ついて検討した上で、交換水量が少なくなるように寒冷化ケースを状態設定の対

象とする。 

 

第 5 表 ソーンスウェイト法により求めた可能蒸発散量と 

観測から求められた実蒸発散量(2004 年～2011 年) 

観測年 
気温 
(℃) 

年降水量 
(mm/y) 

①可能蒸発散量 
[ソーンスウェイト

法] 

(mm/y) 

河川流出高 
(mm/y) 

②実蒸発散量 
[水収支式] 
(mm/y) 

補正係数 
②÷① 

2004 年 10.1 1,546 640 784 762 1.19 

2005 年 8.7 1,468 601 930 538 0.89 

2006 年 8.9 1,380 603 843 537 0.89 

2007 年 9.8 1,565 624 884 681 1.09 

2008 年 9.4 1,198 620 706 492 0.79 

2009 年 9.4 1,507 614 869 638 1.04 

2010 年 9.8 1,437 637 999 438 0.69 

2011 年 9.4 1,366 624 724 642 1.03 

平均 9.4 1,433 620 842 591 0.95 

注 1：気温及び年降水量は気象庁の発表(17)(18)に基づき作成。 
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第 11 図 敷地内の表流水流量の観測結果(2004 年～2011 年) 

 

 
注 1：36 地点の年平均気温は、気象庁のデータ(17)(18)を使用した。 

 

第 12 図 敷地周辺と類似した気候因子を持つ 36 地点の年平均気温と蒸発散量の関係 
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(d) その他の事象 

(一) 生物学的事象 

敷地内における樹木の根に関する調査結果から、樹木の根の深さは最大で

2.3m である。 

モグラ類による覆土の擾乱が想定されるが、地表から 1m 未満である場合が多

く(23)、樹木の根の影響範囲に包含される。 

以上より、廃棄物埋設地には十分な厚さの覆土を設置することから、生物学的

事象による影響はなく、長期変動事象として考慮しない。 

(二) 透水性の変化 

岩盤の透水性は、「(a) プレート運動に起因する事象 (二) 地震・断層活動」

に示すように、敷地内に将来活動する断層が認められないことから、断層運動に

よる岩盤の破砕はなく、地震による透水性の変化もないため、長期変動事象とし

て考慮しない。 

b. 廃棄物埋設地の状態設定(24)～(26) 

放射性物質の生活環境への移行を考慮する際の廃棄物埋設地の状態設定を行うバ

リア機能は、廃棄物埋設地からの影響を受ける周辺岩盤も含めることとし、廃棄物埋

設地及び周辺岩盤の低透水性と収着性とする(第 6 表参照)。 

廃棄物埋設地の状態設定は、覆土完了時点を初期状態とし、長期の状態については、

廃棄物埋設地の移行抑制機能に係る特性に影響を与える事象を抽出し、それら影響事

象を考慮して行う。 

状態設定においては、移行抑制機能を期待するベントナイトを混合する覆土(難透

水性覆土、下部覆土)及び岩盤(鷹架層)の低透水性並びにセメント系材料(廃棄体の固

型化材及び埋設設備)、難透水性覆土、上部覆土及び岩盤(鷹架層)の収着性に着目す

る。 

なお、覆土の遮蔽機能は、覆土が侵食されて遮蔽厚さが薄くなる時期は数万年後で

あり、その時点では遮蔽機能を必要としないことから、覆土の長期的な遮蔽機能の状

態は変わらないものとする。 
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第 6 表 各構成部材に期待する機能 

構成部材 移行抑制機能 移行抑制機能の内容 

難透水性覆土、 

下部覆土*1 

低透水性 

ベントナイト混合土を用いた難透水性覆土及び下

部覆土に対して低透水性を期待することにより、廃

棄物埋設地の通過流量(埋設設備への浸入水量並び

に埋設設備上部及び生活環境への地下水の流出)を

低減させる。 

岩盤(鷹架層) 

岩盤(鷹架層)の低透水性によって、廃棄物埋設地

への地下水浸入量の低減を期待するとともに、生活

環境までの移行遅延を期待する。 

セメント系材料 

(廃棄体固型化

材、埋設設備) 

収着性 

セメント系材料、難透水性覆土、上部覆土及び岩盤

(鷹架層)の収着性を期待することにより、廃棄物埋

設地からの放射性物質の漏えい量を低減し、移行を

遅延させる。 

基本的に収着性が大きい方が移行抑制効果は大き

いが、土地(土壌)の利用が想定される場合は、上部覆

土の収着性が小さい方が線量低減に寄与する。 

難透水性覆土 

上部覆土 

岩盤(鷹架層) 

*1：下部覆土は土質系材料であり収着性を期待できるが、難透水性覆土又は下部覆土の一方に収着性を期待す

ることで十分であることから、下部覆土の収着性は考慮しない。 

 

(a) 着目する移行抑制機能に関連する物理的・化学的性質 

廃棄物埋設地の低透水性は、主に廃棄体の固型化材、埋設設備、難透水性覆土、

下部覆土、上部覆土及び岩盤(鷹架層)のそれぞれの間隙率、密度並びにひび割れの

有無に対する物理的性質及び力学条件に依存する。 

また、廃棄物埋設地の収着性は、主に廃棄体、埋設設備、難透水性覆土、上部覆

土及び岩盤(鷹架層)の鉱物組成並びにそれぞれの間隙水の水質に対する化学的性

質及び化学条件に依存する。 

(b) 影響事象の抽出・分析(熱-水理-力学-化学) 

低透水性及び収着性に影響する事象を把握するため、各部材相互の影響事象を体

系的に抽出・分析する。抽出・分析に当たっては、各部材相互の影響事象を熱、水

理、力学及び化学の観点で整理する。影響事象については、OECD/NEA(27)(28)、廃棄

物安全小委員会報告書(29)及び IAEA-ISAM(30)の FEP(Feature、Event、Process)を参

考に、廃棄物埋設地の特徴及び「a. 地質環境等の状態設定」で設定した長期変動

事象を考慮する。 
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影響事象分析の結果は、以下に示すとおりである。 

(一) 熱 

低透水性及び収着性に与える熱的影響事象としては、放射性物質の崩壊熱、セ

メント系材料の水和熱及び気温変化による地表環境の温度変化があげられる(24)。

これらの事象によって、難透水性覆土及び埋設設備を構成するセメント系材料の

熱変質が生じ、それぞれの鉱物組成及び密度が変化することにより、難透水性覆

土の低透水性及びセメント系材料の収着性に影響を及ぼすことが考えられる。 

(ｱ) 崩壊熱 

廃棄体に含まれる放射性物質の崩壊によって発生する崩壊熱は、埋設する廃

棄体に含まれる放射性物質の量が少ないことから、各部材の熱変質が生じる温

度(31)～(33)より十分に小さい。そのため、崩壊熱は影響事象として考慮しない。 

(ｲ) 水和熱 

セメント系材料で構成される埋設設備は、外周仕切設備構築時と充填材充填

時の水和反応に伴う熱により、部材自体の膨張変化による温度応力が発生する

(34)。しかし、廃棄物埋設地からの放射性物質の移行は水和熱が低下した後の

覆土完了後に生じること及びセメント系材料の収着性は水和後の特性に期待

していることから、水和熱は影響事象として考慮しない。 

(ｳ) 気温変化 

覆土及び岩盤(鷹架層)は、それ自体が発熱することはないが、地表環境の温

度変化による影響を受けると考えられる。覆土前の埋設設備は年間の気温の変

化の影響を直接受けるが、それによって熱変質が生じるほど温度が上昇しない

と考えられる。また、覆土完了後の埋設設備は、地表から 20m 程度の深度に設

置されることから、埋設設備の設置位置近傍で想定される温度変化は十分小さ

い。そのため、年間の気温の変化以上に廃棄物埋設地の温度が変化しないと考

えられることから、気温変化は影響事象として考慮しない。 

(二) 水理 

低透水性及び収着性に与える水理的影響事象としては、地下水流動があげられ

る(24)。この事象によって、難透水性覆土及び下部覆土の流出に伴い密度が変化

し、これら部材の低透水性に影響が生じることが考えられる。 
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(ｱ) 地下水流動 

一般にベントナイトは膨潤力が大きく、難透水性覆土及び下部覆土の砂粒子

の間から膨出したベントナイトが周辺の地下水流動によって流出することが

考えられる。しかし、廃棄物埋設地周辺の地下水流速は十分に小さいため、地

下水流動による直接的な影響が生じないことから、地下水流動によるベントナ

イトの流出は影響事象として考慮しない。 

(三) 力学 

低透水性及び収着性に与える力学的影響事象としては、金属腐食による体積膨

張、ガス発生、ベントナイトの膨潤圧及び地震があげられる(24)。これらの事象に

よって、埋設設備、難透水性覆土及び下部覆土に変形・損傷又はひび割れが発生

することにより、透水性に影響が生じることが考えられる。 

(ｱ) 金属腐食による体積膨張 

埋設設備内に含まれる金属の腐食による体積膨張に伴い、各部材が変形・損

傷し、低透水性に影響することが考えられる。そのため、金属腐食による体積

膨張を影響事象として考慮する。 

(ｲ) ガス発生 

埋設設備内に含まれる金属の腐食及び有機物の分解に伴い発生するガスに

よるガス圧・間隙水圧の上昇又はガスの移行により難透水性覆土及び下部覆土

が変形・損傷し低透水性に影響することが考えられる。 

埋設設備内におけるガスの発生源は、廃棄体中に含まれる金属又は有機物、

廃棄体の容器及び埋設設備内の鉄筋であり、ガス発生量の大半を占めるガス発

生源は、埋設設備内に存在する金属である。 

ガス発生の影響については、埋設設備内に存在する金属量に加え塩影響を考

慮しても、1 号及び 2 号埋設設備の単位体積当たりのガス発生量が 3 号埋設設

備と同等であることから、3 号埋設設備のガス発生による影響評価を行うこと

により代表する。 

単位時間当たりのガス発生量が最も大きくなるのは、金属類廃棄体(35)であ

り、文献(36)によると、埋設設備 1 基から 1 年間に発生する標準状態(0℃、1atm)

のガス発生量は、pH12.5～pH13.0 及び水温 15℃～45℃の条件での腐食速度試

験の結果に基づくと、最大で 1,000m3（埋設設備 1m3当たり 0.064m3/y）と推定
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され、時間の経過とともに減少すると考えられる。 

ベントナイト系材料中のガス移行メカニズムに関する藤山らの調査結果(37)

によれば、難透水性覆土の内側に蓄積したガスは、気液 2 相流、卓越流路の形

成を伴うハイドロリックフラクチャリングのいずれか、又はこれらの両方が共

存するガス移行メカニズムに従い、飽和した難透水性覆土中を移行し破過に至

ると考えられており、廃棄物埋設地においてもこれらのガス移行メカニズムが

共存する状態であると考えられる。 

田中らが実施したベントナイト混合土のガス透気試験(38)では、廃棄物埋設

地で想定される上記のガス移行メカニズムによりガス破過が生じていると考

えられるが、この試験ではガス破過前後の透水係数に変化は見られなかったこ

とから、難透水性覆土の透水係数の変化は生じないと考えられる。 

また、下部覆土については、難透水性覆土の外側にあり、施工時点において

確保する透水係数が難透水性覆土よりも 2 桁程度大きいため、難透水性覆土

に比べて容易に水及びガスが移行すると考えられる。このため、下部覆土の低

透水性に対するガス破過の影響は、難透水性覆土に対するその影響に包含され

るものとする。 

以上より、ガス発生による難透水性覆土及び下部覆土の低透水性に有意な影

響は生じないことから、ガス発生は影響事象として考慮しない。 

(ｳ) ベントナイトの膨潤圧 

ベントナイトを混合する難透水性覆土及び下部覆土は、地下水により飽和し

膨潤することによる圧力(膨潤圧)が発生することに伴い、各部材が変形・損傷

し、低透水性に影響することが考えられる。しかし、膨潤圧は周辺の地圧と比

較して小さいため(39)、ベントナイトの膨潤圧は影響事象として考慮しない。 

(ｴ) 地震 

過去及び現在の状況から、繰り返し地震が発生することが想定される。地震

によって各部材が変形・損傷し、低透水性に影響すると考えられるため、地震

による影響評価として、難透水性覆土及び下部覆土の低透水性に対する力学的

影響について評価する。地震力の作用により覆土で発生が想定される事象とし

て、力学的な変形及び液状化があげられる。 

力学的な変形については、埋設設備は岩盤(鷹架層)に直接支持されており、
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内部空洞のない充填されたコンクリート構造物であることから、地震動による

構造物の変形は限定的であり、周辺覆土へ与える変形量は小さい。覆土自体に

おいても、地すべりといった大変形を引き起こす斜面地盤ではなく水平地盤で

あり、周囲を堅固な岩盤(鷹架層)に囲まれ変形抑制されていることから、地震

における変形量は小さい。よって、覆土の変形量が「(d) 各物理的・化学的性

質の長期的な状態変化の評価 (一) 金属腐食による体積膨張及び塩影響」に

示す金属腐食に伴う埋設設備の変形量と比較して非常に小さいと想定される

ことから、金属腐食の評価に包含される。 

液状化については、過去の液状化対策事例として、平成 19 年新潟県中越沖

地震がある。施工管理値として締固め度 90%以上を設定し、砂及び砂質土から

なる埋戻し土を用いた締固めによる対策を実施した箇所では、震度 6 弱の揺

れが発生しているものの、液状化は生じていないと報告されている(40)。 

廃棄物埋設地においても、覆土施工における管理値を上記の液状化対策事例

と同等以上に設定する。また、覆土は、現地発生土、購入砂、ベントナイト及

び礫を仕様に応じて混合した混合土である。覆土は、文献(41)に例示されるよ

うな購入砂と異なる粒径分布を持つ材料を混合して製造することから、一般に

液状化しやすいと知られている「砂分を多く含む、集中粒径の土」ではない。

つまり、上記の液状化対策事例において液状化をしていない箇所で使用されて

いる砂及び砂質土(40)と比較して、覆土は、液状化抵抗性に関連する締固め性

能が良いとされている「粒径幅が広い土」であるため、相対的に液状化し難い

材料であると考えられる。 

また、廃棄物埋設地で発生すると考えられる地震は、「a. 地質環境等の状態

設定 (a) (二) (ｱ) 地震」より震度 5 強を超えない。これは、過去事例におけ

る締固めによる対策を実施したことで液状化が発生しなかった箇所で発生し

た地震よりも小さい。 

以上より、適切な施工管理及び材料を選定することで、地震によって難透水

性覆土及び下部覆土の低透水性に有意な影響は生じないことから、地震は影響

事象として考慮しない。 

(四) 化学 

低透水性及び収着性に与える化学的影響事象としては、地下水との反応、化学
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的変質、金属腐食、セメント系材料の溶脱、有機物影響、塩影響、コロイド影響、

微生物影響及び降下火砕物があげられる(24)。これらの事象によって、各部材の

鉱物組成及び間隙水の水質が変化し、低透水性及び収着性に影響することが考え

られる。 

(ｱ) 地下水との反応(化学的変質、セメント系材料の溶脱を含む) 

地下水が埋設設備を通過することにより、セメント系材料のカルシウム成分

等の溶脱が発生し、鉱物組成及び間隙水の水質の変化が生じる。また、セメン

ト成分が溶解した間隙水と覆土及び岩盤(鷹架層)が反応(33)(42)し、覆土及び岩

盤(鷹架層)の鉱物の溶解並びに二次鉱物が生成することにより、低透水性及び

収着性に影響することが考えられる。そのため、地下水との反応を影響事象と

して考慮する。 

(ｲ) 金属腐食 

埋設設備内に含まれる金属が腐食することによって、地下水に含まれる溶存

酸素が消費され、酸化還元環境が変化し(43)、収着性に影響することが考えら

れる。そのため、金属腐食を影響事象として考慮する。 

(ｳ) 有機物影響 

埋設設備内に含まれる有機物のアルカリ分解反応により放射性物質を捕捉

する分解物が生成することが考えられる。有機物及びその分解生成物が間隙水

中に存在する場合には、放射性物質と錯体を形成し、収着性に影響することが

考えられる。そのため、有機物の分解生成物を影響事象として考慮する。 

(ｴ) 塩影響 

均質・均一固化体のうち、セメント固化体中の硫酸塩及びほう酸塩並びにア

スファルト固化体中のほう酸塩(以下「可溶性塩」という。)が地下水中に溶解

することによって、間隙水の水質の変化が生じる。さらに、塩が溶解した間隙

水とセメント、覆土及び岩盤(鷹架層)が反応(44)し、覆土及び岩盤(鷹架層)の

鉱物の溶解並びに二次鉱物の生成等により、これらの固相に変質が生じ、低透

水性及び収着性に影響することが考えられる。 

可溶性塩を含まない充填固化体を埋設する廃棄物埋設地については、塩影響

を影響事象として考慮しない。均質・均一固化体を埋設する廃棄物埋設地につ

いては、可溶性塩の溶解による液性変化及び可溶性塩と各部材との反応を影響
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事象として考慮する。 

(ｵ) コロイド影響 

各部材の間隙水中にコロイドが存在する場合には、コロイドに放射性物質が

収着し、各部材への収着が阻害され、放射性物質の移行が促進されることが考

えられる。 

収着性に影響を与える可能性のあるコロイド影響については、埋設設備の間

隙水はセメント平衡水であり、コロイドが安定に分散できる環境ではなく収着

性に影響は生じないと考えられることから、コロイド影響は影響事象として考

慮しない。 

(ｶ) 微生物影響 

廃棄物埋設地近傍に存在する微生物の活動によって、岩盤(鷹架層)中では有

機物が無機化し、収着性が低下することが考えられる。そのため、収着性の評

価に当たっては微生物影響のうち有機物の無機化を影響事象として考慮する。 

なお、有機物の分解によりガスが発生すること及び金属の腐食反応が促進さ

れることが考えられる。しかし、微生物は高 pH 環境となる埋設設備内におい

てその活性は低く(44)、このような活動で生じる化学環境の変化はその他の影

響事象に包含されると考えられるため、これらの微生物影響は影響事象として

考慮しない。 

(ｷ) 降下火砕物 

降下火砕物が堆積すると、地下水の水質変化が生じ、鉱物の溶解及び二次鉱

物の生成により低透水性及び収着性に影響すること並びに上部覆土について

は化学的変質の影響を直接受けることが考えられる。 

しかし、降下火砕物による化学的な影響については、十分な厚さの上部覆土

を設置するため、pH 変化等の化学的変化は上部覆土により緩衝される。よっ

て、溶解・変質等の化学的影響は十分低減されることから、埋設設備、難透水

性覆土及び下部覆土の低透水性及び収着性への影響は無視できる。また、上部

覆土に関しては、化学的影響を受ける範囲が表層に限定されることに加え、上

部覆土の収着性に影響が生じても線量への感度が小さいことから、降下火砕物

は影響事象として考慮しない。 
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(c) 廃棄物埋設地の初期状態の設定 

線量の評価においては覆土完了時点を初期状態とし、各部材の初期状態は、第 7

表から第 15 表に示す廃棄体及び廃棄物埋設地の寸法、材料等の仕様、性状に基づ

き、各状態設定の評価においてそれぞれ設定する。状態設定の評価に用いる埋設設

備及び覆土の材料仕様は、設計において期待する性能を満たすことができる候補材

料から設定する。施工時点において材料仕様が変更になることも予想されるが、期

待性能を満たす材料を適切に設定する。 

 

第 7 表 埋設する廃棄体の仕様 

廃棄物埋設地 3 号 1 号 2 号 

種類 充填固化体*1 均質・均一固化体 充填固化体*1 充填固化体*1 

重量 
1 本当たり 1,000kg を

超えないもの 
1 本当たり 500kg を超えないもの 

1 本当たり 1,000kg を超

えないもの 

内容物 

金属類、 

プラスチック類、 

保温材・フィルタ類 

廃液、 

使用済樹脂、 

スラッジ、 

焼却灰 

金属類、 

プラスチック類、 

保温材・フィルタ類、 

均質・均一固化体とし

て製作されたセメント

固化体を破砕したもの 

金属類、 

プラスチック類、 

保温材・フィルタ類 

固型化材 セメント*2 

セメント*2、 

アスファルト*3、 

プラスチック*4 

セメント*2 セメント*2 

状態変化で考

慮する内容物 
有機物、金属類 

塩類 

(硫酸塩、ほう酸塩) 

有機物、金属類、 

塩類 

(硫酸塩、ほう酸塩) 

有機物、金属類 

*1:充填固化体の標準的な製作方法(35)により製作。 

*2:「JIS R 5210(1992)」若しくは「JIS R 5211(1992)」に定めるセメント又はこれと同等以上の品質を有す

るセメント。 

*3:「JIS K 2207(1990)」に定める石油アスファルトで針入度が 100 以下のもの又はこれと同等以上の品質を

有するアスファルト。 

*4:スチレンに溶解した不飽和ポリエステル。 
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第 8 表 バリア機能への影響を評価する上で考慮する廃棄体の内容物 

均質・均一固化体*1 

内容物 平均重量(kg/本)
*2
 備考 

硫酸塩 約 21 

硫酸塩は、主に BWR 廃棄体に含まれている(BWR 廃

棄体 1 本当たり、約 15kg～約 120kg 含まれてい

る)。 

ほう素 

(ほう酸塩) 
約 3.0 

ほう素(ほう酸塩)は、主に PWR 廃棄体に含まれて

いる(PWR 廃棄体 1 本当たり、約 3.0kg～約 18kg 含

まれている)。 

充填固化体 

内容物 平均重量(kg/本)
*3
 備考 

天然有機物 0.152
*4
 

分別除去後の調査結果。廃棄物重量当たりの含有

率は 1.7g/kg。 

アルミニウム 0.109
*4
 

分別除去後の調査結果。廃棄物重量当たりの含有

率は 1.2g/kg。 

金属類 301～305 
対象廃棄物の種類のうち、金属を多く含むもので、

鉄が大半を占める。 

*1:均質・均一固化体として製作されたセメント固化体を破砕し、セメント系充填材で一体に固型化した充填

固化体を含む。 

*2:これまでの埋設実績から、炉型別の区別をせずに廃棄体 1 本当たりに含まれる平均重量を算定。 

*3:充填固化体の標準的な製作方法(35)に基づいて設定。 

*4:代表的な固体状廃棄物(ドラム缶 154 本相当)の調査結果であるが、全体的にも同程度の量の内容物が含ま

れているものとして、平均値として設定した。  
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第 9 表 埋設設備の寸法*1 

埋設設備 3 号 1 号 2 号 

埋設設備構成 8 基 8 群×5 基/群 8 群×2 基/群 

1 基当たり 

の大きさ 

奥行き(南北) 36.51m 24.4m 36.91m 

幅(東西) 64.1m 24.4m 36m 

高さ 6.66m*1 6.2m 6.94m 

区画/基 66 区画/基 16 区画/基 36 区画/基 

部材厚さ 外周仕切設備(側壁) 60cm 50cm 60cm 

外周仕切設備(底版) 60cm 60cm 80cm 

内部仕切設備 40cm 40cm 40cm 

ポーラスコンクリート

層と廃棄体間の厚さ

(セメント系充填材) 

20cm 40cm 40cm 

覆い 30cm 50cm 50cm 

*1：勾配調整コン、ひび割れ対策に伴う覆い厚さ変更予定を含まないもの 

 

第 10 表 コンクリートの配合(1/3) 

3 号廃棄物埋設地 

水セメント比 

(%) 

単位量(kg/m3) 

水 結合材*1 混和材*2 細骨材*3 粗骨材 

47 155 333 60 729 1019 

*1:中庸熱ポルトランドセメント 70%及びフライアッシュ 30%の混合セメントとし、必要に応じて膨張材を置

換する。また、施工時には所定のフレッシュ性状確保のため結合材料に比例して混和剤を添加する。 

*2:石灰石微粉末 

*3:陸砂と砕砂の混合品  

 

第 10 表 コンクリートの配合(2/3) 

1 号廃棄物埋設地 

水セメント比 

(%) 

単位量(kg/m3) 

水 結合材*1 混和材*2 細骨材*3 粗骨材 

55 159 290 85 852 973 

47 155 333 60 729 1019 

*1:普通ポルトランドセメント 45%及び高炉スラグ微粉末 55%の混合セメントとし、必要に応じて膨張材を置

換する。また、施工時には所定のフレッシュ性状確保のため結合材料に比例して混和剤を添加する。 

*2:石灰石微粉末 

*3:陸砂と砕砂の混合品  
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第 10 表 コンクリートの配合(3/3) 

2 号廃棄物埋設地 

水セメント比 

(%) 

単位量(kg/m3) 

水 結合材*1 混和材*2 細骨材*3 粗骨材 

47 155 333 60 729 1019 

*1：中庸熱ポルトランドセメント 70%及びフライアッシュ 30%の混合セメントとし、必要に応じて膨張材を置

換する。また、施工時には所定のフレッシュ性状確保のため結合材料に比例して混和剤を添加する。 

*2：石灰石微粉末 

*3：陸砂と砕砂の混合品 

 

第 11 表 難透水性覆土に用いるベントナイト混合土の仕様 

項目 仕様 備考 

ベントナイト混合率 30%*1 Ca 型ベントナイト 

含水比 最適含水比+4%±2% 最適含水比+4%=19.6% 

*1：Na 型ベントナイトの場合は 20% 

 

第 12 表 難透水性覆土に用いるベントナイト混合土の主要材料 

項目 仕様 

Ca 型ベントナイト*1 MBC*2120 以上 

コンクリート用細骨材 青森県三沢市砂森産 

*1：参考として Na 型ベントナイトも評価した 

*2：メチレンブルー吸着量 
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第 13 表 廃棄物埋設地付近の土質特性(盛土及び第四紀層) 

  

廃棄物

埋設地 
地 層 

湿潤密度 

(g/cm3) 

含水比 

(%) 

土粒子の密度 

(g/cm3) 

間隙率 

(%) 

3 号 

盛  土 1.79 26.2 2.72 47.9 

火山灰層 1.54 58.1 2.68 62.7 

段丘堆積層 1.79 29.4 2.66 48.1 

1 号 

盛  土 1.77 14.2 2.71 42.8 

火山灰層 1.68 47.3 2.69 56.8 

段丘堆積層 1.90 33.2 2.68 45.1 

2 号 

盛  土 1.74 40.1 2.68 53.1 

火山灰層 1.56 55.8 2.71 62.2 

段丘堆積層 1.85 28.7 2.69 46.0 
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第 14 表 廃棄物埋設地付近の鷹架層の特性 

*1：()内の数字は土粒子の密度を測定した試料数を示す。 

 

第 15 表 廃棄物埋設地付近の地下水の水質 

項目 単位 測定結果 

マグネシウムイオン Mg2+ mg/L 0.1～3.8 

カルシウムイオン Ca2+ mg/L 0.1 未満～7.2 

ナトリウムイオン Na+ mg/L 7.2～31.5 

カリウムイオン K+ mg/L 0.5～5.6 

硫酸イオン SO4
2- mg/L 1.0～21.7 

炭酸水素イオン HCO3
- mg/L 5.6～51.9 

塩化物イオン Cl- mg/L 12.9～20.3 

溶存鉄 Fe mg/L 0.05 未満～21.0 

pH  － 5.3～8.3 

電気伝導度  mS/m 7.2～18.9 

 

廃棄物

埋設地 
区分 

湿潤密度 

(g/cm3) 

含水比 

(%) 

土粒子の密度 

(g/cm3) 

間隙率 

(%) 試料数 

(個) 
平均値 

標準 

偏差 
平均値 

標準 

偏差 
平均値 

標準 

偏差 
平均値 

標準 

偏差 

3 号 

鷹架層 

中部層 

軽石凝 

灰岩層 

軽石 

凝灰岩 
1.59 0.03 52.1 4.4 2.39 0.01 56.1 2.1 

39 

(18)*1 

砂質軽石 

凝灰岩 
1.70 0.03 38.8 2.9 2.48 0.03 50.3 1.9 

159 

(76)*1 

1 号 

鷹架層中部層 

軽石凝灰岩層 
1.71 0.05 41.2 4.7 2.54 0.08 52.1 2.7 27 

鷹架層中部層 

粗粒砂岩層 
1.94 0.07 27.9 3.9 2.73 0.03 44.3 3.5 48 

2 号 

鷹架層中部層 

軽石凝灰岩層 
1.81 0.14 35.8 8.5 2.60 0.11 48.3 6.2 46 

鷹架層中部層 

粗粒砂岩層 
1.91 0.10 30.8 7.8 2.76 0.04 46.7 5.8 31 

鷹架層下部層 

泥岩層 
1.80 0.02 37.5 3.2 2.02 0.02 50.0 1.8 9 
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(d) 各物理的・化学的性質の長期的な状態変化の評価 

「(b) 影響事象の抽出・分析(熱-水理-力学-化学)」に基づき、移行抑制機能を

期待する難透水性覆土、下部覆土及び岩盤(鷹架層)の低透水性並びにセメント系材

料(廃棄体の固型化材及び埋設設備)、難透水性覆土、上部覆土及び岩盤(鷹架層)の

収着性に係る各物理的・化学的性質の長期的な変化を評価する。評価に当たっては、

FEP により抽出した影響事象ごとに適切に不確かさを考慮する。 

(一) 金属腐食による体積膨張及び塩影響 

低透水性を有する難透水性覆土及び下部覆土は金属腐食による体積膨張並び

に可溶性塩の溶出による膨張及び陥没に伴う鉛直方向の変形に対して破断しな

いように配慮した厚さで設計しており、当該部位に破断が生じる可能性は低いも

のと考えられる。しかし、難透水性覆土の隅角部には、厚さの減少及び変形に伴

う透水性が変化した領域の発生が予想される。そのため、長期状態においては、

廃棄物埋設地に生じる現象の不確かさ及び金属廃棄物の多様性を考慮した埋設

設備の変形量を設定し、難透水性覆土及び下部覆土の低透水性への力学的影響を

評価する。 

金属腐食による体積膨張及び塩影響に係る条件を第 16 表～第 17 表に示す。 

金属の腐食は、金属と廃棄物埋設地の周辺環境(溶存酸素、酸化還元電位、pH

及び水温)との相互作用(電気化学的腐食)により生じる。そのため、埋設設備中

の環境条件、金属種類、腐食生成物、腐食膨張倍率及び腐食速度を設定し、状態

設定を行う期間(1,000 年)において埋設設備の膨張変形を想定する。最も可能性

が高い状態設定では、埋設設備内の金属の腐食速度及び腐食生成物の熱力学的な

安定性等を考慮し、最も厳しい設定では、金属の全量が瞬時に腐食し、腐食膨張

倍率が大きい腐食生成物が生じるものと設定する。 

1 号廃棄物埋設地における可溶性塩の溶出に伴う埋設設備の膨張は、廃棄体の

内容物(可溶性塩：硫酸塩及びほう酸塩)と埋設設備中のセメント系材料(充填材

及びコンクリート)の反応により生じるため、埋設設備の体積の膨張倍率を設定

し、埋設設備の膨張変形を想定する。 

また、可溶性塩の溶出に伴う埋設設備の陥没は、廃棄体の内容物と地下水が反

応すること及び廃棄体の上部空隙により生じるため、可溶性塩の溶出量及び廃棄

体の上部空隙を設定し、埋設設備の陥没変形を想定する。 
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セメント固化体からの溶出量は、文献(45)を参考に硫酸塩及びほう酸塩の溶出

に伴う空隙の生成に着目し、全量溶出した状態を設定する。アスファルト固化体

からの溶出量は、文献(46)を参考にアスファルトの実態的な性能を考慮し、ほう

酸塩の溶出量を設定する。 

また、廃棄体の上部空隙については、覆土の低透水性への影響評価の観点から、

均質・均一固化体の固型化条件の最大値である上部空隙 30%の体積分を用いる。 

金属の腐食による体積膨張並びに可溶性塩の溶出による膨張及び陥没に起因

する力学的影響評価においては、粒状体個別要素法(Distinct Element Method)

解析を用いる。この結果に基づき、力学的変形により、最も可能性が高い状態と

しては、難透水性覆土及び下部覆土の密度は変化せず透水係数に変化は生じない

ものの、厚さが変化する状態を設定する(第 18 表参照)。また、最も厳しい状態

としては、難透水性覆土及び下部覆土の密度は変化せず透水係数に変化は生じな

いものの、2 号及び 3 号廃棄物埋設地については開口が生じる状態、1 号廃棄物

埋設地については開口が生じず、厚さが変化する状態を設定する(第 18 表参照)。 
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第 16 表 埋設設備中の環境条件及び金属種類による腐食生成物の設定 

条件 設定 設定の考え方 

ORP*1 

【最も可能性が高い設定】 

嫌気的条件 

【最も可能性が高い設定】 

埋設設備の設置深度近傍にて取得された溶存酸素

濃度(0.2ppm未満)及びORP*1(-100mV以下)を参考に設

定する。 

【最も厳しい設定】 

嫌気的条件～好気的条件 

【最も厳しい設定】 

埋設設備中の溶存酸素の移行経路によっては、廃棄

体容器及び金属廃棄物に供給されることが考えられ

る。また、廃棄物埋設地周辺の地下水に含まれる溶存

酸素の供給量が変動した場合を考慮し、嫌気的条件～

好気的条件を考慮する。 

pH 

【最も可能性が高い設定】 

セメント系材料に生じる

一般的な現象を考慮し、高

い pH を設定 

【最も可能性が高い設定】 

状態変化の評価期間において、セメント系材料のカ

ルシウムシリケート水和物が溶解することにより高

い pH の状態(pH11 以上)となることが考えられるた

め、これを考慮する。 

【最も厳しい設定】 

上記に加え、セメント系材

料から Na 及び K 成分が溶

出した場合を考慮し、更に

高い pH を設定 

【最も厳しい設定】 

セメント系材料のカルシウムシリケート水和物が

溶解することに加え、Na 及び K 成分が溶出した場合、

pH が更に高い状態に推移する。金属腐食では、pH が

変化した場合、腐食膨張倍率の異なる腐食生成物が生

成され、金属の膨張量が増加する可能性があることか

ら、これを考慮する。 

水温 

【共通】 

廃棄物埋設地周辺の水温

を参考に設定 

【共通】 

埋設設備の設置深度近傍にて取得された水温(10℃

～15℃程度)を参考に設定する。 

代表 

とする 

金属種類 

鉄 

【最も可能性が高い設定】 

Fe3O4 

【最も可能性が高い設定】 

安定な結晶性の腐食生成物であることから Fe3O4 を

設定する。 

【最も厳しい設定】 

Fe(OH)2 

【最も厳しい設定】 

金属腐食に伴う膨張に大きく寄与する Fe(OH)2を設

定する。 

その他 

考慮する 

金属種類 

アルミニウム 

ニッケル 

銅 

亜鉛 

【最も可能性が高い設定】 

・Al(OH)3 

・Ni(OH)2 

・Cu 

・Zn(OH)2 

【最も可能性が高い設定】 

金属腐食に伴う膨張に大きく寄与する水酸化物を

設定する。 

ただし、銅に関しては、最も可能性が高い設定の環

境条件下では腐食しないことから銅のままとして設

定する。 

【最も厳しい設定】 

・Al(OH)3 

・Ni(OH)2 

・Cu(OH)2 

・Zn(OH)2 

【最も厳しい設定】 

金属腐食に伴う膨張に大きく寄与する水酸化物を

一律設定する。 

*1：酸化還元環境のうち、酸化還元電位を指す。 
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第 17 表 腐食膨張倍率及び腐食速度並びに埋設設備の膨張倍率の設定値 

対象施設 条件 設定値 設定の考え方 

1 号、2 号及び 

3 号廃棄物埋設地 

腐食膨張 

倍率 

【最も可能性が高い設

定】 

3 倍 

【最も可能性が高い設定】 

代表とする金属種類(鉄)の腐食生成物を Fe3O4とし、

その他考慮する金属種類の混入率を 0wt%～50wt%の幅

で設定し、金属が混合された状態での腐食膨張倍率を

評価した結果、いずれも腐食膨張倍率は 3 倍以下であ

ることから、3 倍と設定する。 

【最も厳しい設定】 

4 倍 

【最も厳しい設定】 

環境条件の変動を考慮し、設定した代表とする金属

種類並びに非晶質の水酸化物を設定したその他考慮す

る金属種類の混入率を 0wt%～50wt%の幅で評価した結

果、いずれも腐食膨張倍率は 4 倍以下であることから、

4 倍と設定する。 

腐食速度 

【最も可能性が高い設

定】 

0.1μm/y 

【最も可能性が高い設定】 

腐食速度の測定手法に内在する測定誤差を考慮し、

値を設定する。 

【最も厳しい設定】 

腐食速度を設定せず金属

の全量が瞬時に腐食する

と設定 

【最も厳しい設定】 

腐食膨張量は、金属腐食を評価する上で必要となる

環境条件による腐食速度に依存するが、局部腐食(孔

食)や異種金属接触腐食、環境条件の変動に係る不確実

性を考慮する。よって、廃止措置の開始後の状態変化の

評価期間(1,000 年後)においては、腐食形態に係らず全

量が瞬時に腐食すると設定する。 

1 号廃棄物埋設地 
膨張 

倍率 

【最も可能性が高い設

定】 

1.0 倍 

(変化なし) 

【最も可能性が高い設定】 

可溶性塩と埋設設備の反応による埋設設備の膨張は、

二次鉱物の生成に必要となる原料(他の鉱物)の消費に

伴う空隙の増加又は他の鉱物の溶出による影響を考慮

し、埋設設備の体積に変化が生じないものとして設定

する。 

【最も厳しい設定】 

1.1 倍 

【最も厳しい設定】 

セメント系材料の固相変化による膨張倍率の計算結

果を踏まえて設定する。 
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第 18 表 金属腐食による体積膨張及び塩影響に係る覆土への力学的影響評価 

対象施設 

(対象廃棄物) 

変形 

形態 

力学的変形(1,000 年後) 

最も可能性が高い設定 最も厳しい設定 

3 号及び 2 号 

廃棄物埋設地 

(充填固化体) 

膨張 

・難透水性覆土 

隅角部の厚さが 1m 以上

残る状態 

(開口無し) 

・下部覆土 

破断や厚さの変化が生じ

ない状態 

・難透水性覆土 

隅角部に約 2m の開口が

生じる状態 

 

・下部覆土 

破断や厚さの変化が生じ

ない状態 

1 号 

廃棄物 

埋設地 

(充填 

固化体) 
膨張 

・難透水性覆土 

隅角部の厚さが 1m 以上

残る状態 

(開口無し) 

・下部覆土 

破断や厚さの変化が生じ

ない状態 

・難透水性覆土 

隅角部の厚さがほぼ残ら

ない状態 

(開口無し) 

・下部覆土 

破断や厚さの変化が生じ

ない状態 

(均質・均一固

化体) 
陥没 

・難透水性覆土／下部覆土

共通 

破断や厚さの変化が生じ

ない状態 

・難透水性覆土／下部覆土

共通 

破断や厚さの変化が生じ

ない状態 

 

(二) 地下水との反応及び塩による影響 

廃棄物埋設地における地下水(1 号廃棄物埋設地については廃棄体から溶解し

た可溶性塩を含む)との反応による影響は、各部材と地下水との反応とそれに伴

う難透水性覆土及び下部覆土の透水性並びに埋設設備等のセメント系材料の収

着性の変化を考慮する。各部材と地下水との反応は、主に埋設設備内に浸入する

地下水量や各部材を構成する鉱物の溶解度に依存する。 

セメント系材料で構成される埋設設備に接する難透水性覆土の透水性は、モン

モリロナイトの溶解及び二次鉱物の生成による変質の影響を受けると考えられ

る。 

埋設設備のセメント系材料の収着性は、主要鉱物であるケイ酸カルシウム水和

物(C-S-H ゲル)の溶脱や二次鉱物の生成、また、そのような固相変化に応じた間

隙水の pH の変化の影響を受けると考えられる(44)。 

このような長期的な変化は、化学反応モデルと物質移行モデルを連成させた地
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化学解析コード PHREEQC-TRANS(42)を用いて求める。 

(ｱ) 難透水性覆土及び下部覆土 

地化学解析によって、鉱物組成、密度、空隙率、間隙水の液性及び覆土の低

透水性の変化を評価する。難透水性覆土中の物質移行は、最も可能性が高い設

定では、ベントナイト中の拡散挙動を空隙率とモンモリロナイトの含有割合を

関数とする経験式で設定する。また、最も厳しい設定では、保守的となるよう

モンモリロナイトの割合を 0 とし、空隙率に比例するとして設定する。 

この解析の結果を基に、難透水性覆土の透水係数は、モンモリロナイトの密

度及び空隙率に応じて変化するものとして設定する。 

難透水性覆土の透水係数の化学的影響の評価結果を第 19 表に示す。また、

下部覆土の透水係数は、化学的影響を受けた場合においても難透水性覆土中の

モンモリロナイトが残存しており、化学的影響が難透水性覆土により緩衝され

るため、透水係数の変化は生じないものとする。 

 

第 19 表 難透水性覆土の透水係数の化学的影響の評価結果 

評価期間 

透水係数(m/s) 

3 号廃棄物埋設地 1 号廃棄物埋設地 2 号廃棄物埋設地 

最も可能性が 

高い設定 

最も厳しい 

設定 

最も可能性が 

高い設定 

最も厳しい 

設定 

最も可能性が 

高い設定 

最も厳しい 

設定 

0 年 1.00×10-10 1.00×10-10 1.00×10-10 1.00×10-10 1.00×10-10 1.00×10-10 

1,000 年後 1.01×10-10 1.02×10-10 1.42×10-10 1.84×10-10 1.01×10-10 1.02×10-10 

 

(ｲ) 埋設設備等のセメント系材料 

埋設設備を構成するセメント系材料の主要な水和鉱物であるケイ酸カルシ

ウム水和物(C-S-H ゲル)は、地下水との反応により緩やかに溶脱し Ca/Si 比は

徐々に低下する。しかしながら、廃棄物埋設地内への地下水浸入量はセメント

量に対して十分少ないため、状態設定を行う評価期間内において、収着性に影

響を与えるような著しい Ca/Si 比の低下は生じず、埋設設備内は高 pH 環境

(pH11 以上)となると考えられる。そのため、固相の変化は収着性に影響を生

じないものとし、埋設設備内の間隙水は高 pH が維持されるものとして、この
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ような環境条件を想定した試験に基づき収着性を設定する。 

(三) 有機物影響 

埋設設備に存在する可能性のある有機物は、主にセルロースである(35)。セル

ロースはアルカリ性の環境下において分解し、生成したイソサッカリン酸(以下

「ISA」という。)が放射性物質と錯体を形成することで、収着性に影響すること

が考えられる。その影響は、間隙水中の分解生成物の濃度に依存する(42)。 

アルカリ環境でのセルロース分解試験結果(47)に基づいて、最も可能性が高い

設定ではセルロースの 5%、最も厳しい設定では 30%が分解することとし、セメン

ト系材料への収着(42)を考慮して、間隙水中の分解生成物の濃度を設定する。 

(四) 微生物影響 

微生物影響として、岩盤(鷹架層)中において微生物活動により有機物が無機化

すると考えられるため、収着性の設定に当たっては炭素(C-14)の化学形態が無機

形態となることを考慮する。 

(e) 着目した移行抑制機能の状態変化の設定 

「(b) 影響事象の抽出・分析(熱-水理-力学-化学)」、「(c) 廃棄物埋設地の初期

状態の設定」及び「(d) 各物理的・化学的性質の長期的な状態変化の評価」の結果

に基づき、廃棄物埋設地及び周辺岩盤(鷹架層)の低透水性及び収着性の長期的な状

態変化を設定する。 

(一) 低透水性 

難透水性覆土及び下部覆土の低透水性は、力学的影響(金属腐食による体積膨

張及び塩影響)及び化学的影響(地下水との反応及び塩による影響)によって変化

が生じる。これらの変化は、覆土完了時点である初期状態から、埋設設備への地

下水の浸入によって徐々に進行する。 

力学的影響及び化学的影響は相互干渉せずに、独立して覆土に影響を与えると

考えられるが、状態設定においては、透水係数の増加を局所的に見込むものとす

る。最も可能性が高い設定及び最も厳しい設定の開口が生じないケースでは、化

学的影響による変質のみによる状態を設定する。最も厳しい設定の開口が生じる

ケースでは、開口部付近において化学変質が促進されるものとして、透水係数を

変質後から更に 2 桁以上高い値に設定する。 

最も可能性が高い設定及び最も厳しい設定における難透水性覆土及び下部覆
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土の等価透水係数を第 20 表に示す。等価透水係数は、上記の状態設定に基づき、

難透水性覆土及び下部覆土の厚さと透水係数から計算する。 

なお、周辺岩盤についても、覆土と同様の化学的影響により低透水性に変化が

生じると考えられるが、その範囲は極めて限定的であり、化学的影響は無視でき

る。 

 

第 20 表 難透水性覆土及び下部覆土の等価透水係数 

廃棄物埋設地 
透水係数(m/s)(評価期間：1,000 年後) 

最も可能性が高い設定 最も厳しい設定 

3 号廃棄物埋設地 2.0×10-10 1.5×10-8 

1 号廃棄物埋設地 2.5×10-9 3.0×10-9 

2 号廃棄物埋設地 2.0×10-10 1.5×10-8 

 

(二) 収着性 

埋設設備及び廃棄体に含まれる有機物の分解生成物が、放射性物質と錯体を形

成すること及び 1 号廃棄物埋設地については可溶性塩が溶解することで収着性

が低下する。 

収着性に対する影響のうち、有機物影響については現実的なセルロースの分解

率とし、分解生成物である ISA の濃度に応じて収着性を設定する。 

また、微生物影響については、有機物が微生物活動によって無機化することを

考慮し、炭素(C-14)は無機形態であるとして岩盤(鷹架層)の収着性を設定する。 

c. 生活環境の状態設定 

廃止措置の開始後における将来の敷地及びその周辺の生活環境の状態を設定する。 

敷地及びその周辺の地質環境等の状態と社会環境の状態から被ばくが生じると考

えられる人間活動を設定する。さらに、就労形態を考慮して評価対象個人を設定する。 

廃止措置の開始後の将来における敷地及びその周辺で活動する人間の生活環境は、

地質環境等の変化による影響を受けることが考えられるため、その前提として、「a. 

地質環境等の状態設定」に基づいた、気温・降水量及び地形の状態変化を考慮する。 

生活環境の構成要素のうち廃止措置の開始後の将来の人間の生活様式については、

これを長期的な不確かさを考慮して予測することは困難であるため、現世代の人間の
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生活様式に関する情報を基に、敷地及びその周辺の社会環境又はわが国で現在一般的

とされる生活様式を前提とする。自然事象シナリオで考慮する人間活動は、ICRP Pub. 

81(1)及び ICRP Pub. 101(2)を参考に合理性、持続可能性及び均一性を持つ一般的な人

間活動を想定する。また、自然事象シナリオで考慮すべき合理性、持続可能性及び均

一性を持たず一般的に生じるとは考えられない人間活動については、人為事象シナリ

オで考慮する。 

なお、全てのシナリオにおいて、放射性物質としての特性に着目した意図的な行為

は含めない。 

(a) 生活環境に影響を及ぼす敷地及びその周辺における地質環境等の変化 

「a. 地質環境等の状態設定」に基づき、生活環境に影響を及ぼすと考えられる

敷地及びその周辺における地質環境等の変化を以下に整理する。 

・現在から廃止措置の開始直後までの敷地及びその周辺の地形は現状とほぼ同

様であり、廃棄物埋設地に起因した放射性物質を含む地下水は全てが敷地内の

沢を経由し汽水性である尾駮沼に流入する 

・気候変動によって、平均気温が変化することに伴い、敷地及びその周辺で生産

される農産物の種類が変化することが考えられるが、「a. 地質環境等の状態

設定 (b) (一) 気温・降水量変化」に示すとおり、1,000 年後の気温の変化は

大きくないことから、現在の敷地周辺で収穫される農産物を想定する 

・将来の敷地及びその周辺のプレート運動及び気候変動に起因する事象(隆起・

沈降、海水準変動及び侵食)に伴う地表の状態変化によって、尾駮沼が河川化

し、漁獲される水産物種類が変化するとともに、資源量(漁獲量)が減少するこ

とが考えられるが、淡水化による水産物種類の変化を考慮しても、水産物の摂

取による線量は小さくなることから、水産物種類の変化及び資源量(漁獲量)の

減少は考慮しない 

・地形変化が進行すると埋設設備が河食によって侵食され、放射性物質を含む土

壌が下流域へ堆積することが考えられるが、埋設設備の露呈時期は数万年以降

であり、侵食による影響は無視できる 

・降水量、蒸発散量、かん養量、地下水位及び河川流量の変化によって、交換水

量に影響するが、生活様式への影響はない 

 



 

55 

(b) 敷地及びその周辺における地質環境等及び社会環境の状態を踏まえた人間活

動の設定 

「(a) 生活環境に影響を及ぼす敷地及びその周辺における地質環境等の変化」に

示す敷地及びその周辺の地質環境等の変化及び社会環境の状態を踏まえ、放射性物

質が移行する範囲ごとに人間活動を以下のとおり設定する。 

(一) 水利用 

廃棄物埋設地を通過する地下水は、主に中央沢を経て尾駮沼に流出し太平洋に

至るため、現在の二又川や老部川へ移行することは想定されない。また、地下水

の流入する尾駮沼は汽水性の沼であるため、この水を生活用水、農業用水及び畜

産用水に利用することも想定されない。 

六ヶ所村の利水状況(48)としては、豊富な地下水のある地点を水源とする水道

の普及率が 100%(49)であり、専らこれを生活用水及び畜産用水として利用してい

る。また、水田灌漑用水としては、河川水を利用している(50)。1988 年の調査結

果(48)に基づくと浅井戸を生活用水として利用している世帯もあるが、その割合

は約 1%と極めて小さい。 

沢水の利用については、現在は利用されていないが、敷地造成前においては、

広範囲で畑作が、また中央沢の下流部で稲作が行われていたことを考慮する。 

なお、将来には尾駮沼の河川化が想定されるが、現状の水理及び利水状況を前

提にすると、河川化後にその水を生活用水や畜産用水に利用することは想定され

ない。また、農業用水に利用することについては、より交換水量の少ない沢水の

利用に包含されるため、考慮しない。 

以上より、水利用に関しては、現状の水理及び利水状況を前提にすると、廃棄

物埋設地からの影響を受ける井戸水や沢水を生活用水や畜産用水に利用するこ

とは考え難い。しかし、敷地造成前においては畑作及び稲作が行われていたこと

を考慮して、生活用水等に利用することに伴う人間活動としては、尾駮沼の水産

物の摂取、沢水を利用して生産される農産物の摂取及び灌漑作業を想定する。 

(二) 土地利用 

廃棄物埋設地から漏出する放射性物質が廃棄物埋設地表面付近の土壌に移行

し、被ばくを受ける可能性があるため、廃棄物埋設地及びその近傍における土地

利用に伴う人間活動を考慮する。 



 

56 

地下の掘削を伴う土地利用の一つに構造物の建設がある。2019 年の統計(51)に

よれば、近年の六ヶ所村においては専用住宅、倉庫、店舗等の建築確認申請が行

われている。加えて、廃棄物埋設地は市街化区域の用途地域のうち工業専用地域

に位置し、工業地域、準工業地域、商業地域、中高層住居専用地域及び低層住居

専用地域に隣接しているため、工場及び住宅の建設等に利用される可能性がある。

ただし、現在の六ヶ所村では地下数階を有するような大規模な構造物はほとんど

みられず、面積利用率では 10m 以深の掘削を行う頻度は 1%未満である。さらに、

可住地のうち構造物が建設される土地は一部であることを含めて敷地周辺の社

会環境を考慮すると、大規模な構造物の建設は代表的な事例ではない。そのため、

代表的な事例として一般的な住宅の建設及びそれに伴って発生する掘削土壌上

での居住を想定する。 

なお、面積利用率は、六ヶ所村で確認される建物区分について、それぞれに仮

定した平均深度ごとの利用面積が可住地面積に占める割合を求めたものである。 

この他に地下を掘削する目的として、井戸の掘削や地下資源の開発があげられ

る。井戸については水利用の状況から浅井戸の掘削が考えられるが、「(一) 水利

用」に示すように、水道の普及率が 100%であり、また、浅井戸を生活用水として

利用している世帯もあるが、その割合は約 1%と極めて小さいことから考慮しな

い。地下資源の開発については、廃棄物埋設地及びその近傍において、採掘規模

の石炭、鉱石等の天然資源は認められていないため、このような土地利用を考慮

する必要はない。 

さらに、地下の掘削を伴わない土地利用としては、農産物の生産があり、廃棄

物埋設地表面付近の土壌又は地下水から農産物に放射性物質が移行し、その農産

物を摂取することが考えられる。 

以上より、土地利用に関しては、廃棄物埋設地の利用による人間活動として、

住宅の建設作業、掘削土壌上での居住及び廃棄物埋設地を利用して生産される農

産物の摂取を考慮する。 

なお、廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業による大規模な

掘削行為及び当該掘削後の土地利用は、一般的に生じるとは考えられないため、

人為事象シナリオにおいて考慮する。 
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(三) 水利用及び土地利用によって得られる各種生産物 

「(一) 水利用」及び「(二) 土地利用」に示す水や土地の利用によって得られ

る生産物の種類を水産物及び農産物と設定する。 

水産物については、現在の汽水性である尾駮沼に生息する代表的な水産物とす

る。 

農産物については、沢水を灌漑用水として利用して生産される米(以下「灌漑

農産物」という。)及び廃棄物埋設地で生産される野菜(以下「農耕農産物」とい

う。)とする。 

(c) 評価対象個人の設定 

「(b) 敷地及びその周辺における地質環境等及び社会環境の状態を踏まえた人

間活動の設定」に示す人間活動に基づき、自然事象シナリオにおいては、様々な個

人の生活様式が係る場合には、それらの重ね合わせを考慮し、評価対象個人を設定

する。 

評価対象個人は、生活様式の特徴を表した個人で、年間を通して被ばくする可能

性がある個人を代表として設定する。また、敷地及びその周辺又はわが国で現在認

められる一般的な生活様式をもつ個人とし、比較的高い被ばくを受ける集団を代表

する成人とする。 

ただし、生産物の摂取においては、市場の流通の状況を適切に考慮する。生活様

式として同時に存在することの合理性がないものは、重ね合わせを考慮しない。 

生活様式は、現在認められる就労形態ごとに異なると考えられる。就労形態によ

って、様々な生産活動が行われる可能性があるが、評価の観点からは放射性物質が

移行する水又は土壌に接触する生産活動に従事する就労者を対象とすることが合

理的である。そのため、評価対象個人の設定に当たっては、就労形態に応じた生産

活動及び生産物の摂取を考慮する。また、放射性物質は、その移行特性や放射線影

響が種類ごとに異なることから、評価対象個人を複数の集団から設定する。 

現在の敷地及びその周辺の社会環境・産業構造において、被ばくの可能性がある

就労形態は、第一次産業としては、漁業及び農業(畜産業を含む。)が代表的であり、

第二次産業では、建設業が代表的である。第三次産業やその他の業種については、

労働作業に伴う被ばくの可能性が低く、廃棄物埋設地に居住する人を想定すること

で代表できると考えられる。 
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最新の統計(52)に基づくと、六ヶ所村の産業別就業者数のほぼ半数を第三次産業

が占めている。第三次産業については廃棄物埋設地に居住する人を想定することで

代表できると考えられることから、最も可能性が高い自然事象シナリオにおいては

評価対象個人を居住者とする。居住者は、廃棄物埋設地に居住する人を対象とし、

家庭菜園により生産される農産物及び市場に流通した食品を摂取すると想定する。 

最も厳しい自然事象シナリオにおいては、評価対象個人を漁業従事者、農業従事

者、畜産業従事者、建設業従事者及び居住者とする。 

ただし、年間を通じて摂取する全ての食品が、廃棄物埋設地起源の放射性物質を

含む生産品とすることは現在の市場の流通状況を考慮すると基本的に想定されな

い。このため、それぞれの就労者が生産活動により得られる食品を自家消費すると

想定し、その他については市場から購入すると想定する。 

(一) 漁業従事者 

漁業従事者は、廃棄物埋設地に居住する人を対象として、放射性物質が移行す

る水産物を自家消費すると想定し、その他は一般的な市場に流通した食品を摂取

すると想定する。 

(二) 農業従事者 

農業従事者は、廃棄物埋設地に居住する人を対象として、放射性物質が移行す

る農産物については自家消費すると想定し、その他は一般的な市場に流通した食

品を摂取すると想定する。 

なお、水利用の場合は放射性物質を含む沢水を灌漑に利用する灌漑作業、土地

利用の場合は放射性物質を含む土壌上における農耕作業を想定する。 

(三) 畜産業従事者 

畜産業従事者は、廃棄物埋設地に居住する人を対象として、放射性物質が移行

する畜産物を自家消費すると想定し、その他は一般的な市場に流通した食品を摂

取すると想定する。 

ただし、現状の水理及び利水状況を前提にすると、放射性物質が移行する畜産

物を摂取することによる被ばくは想定しない。 

(四) 建設業従事者 

建設業従事者は、廃棄物埋設地に居住する人を対象として、一般的な市場に流

通した食品を摂取すると想定する。また、廃棄物埋設地において一般的な住宅の
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建設作業を行うことを想定する。 

(五) 居住者 

居住者は、廃棄物埋設地に居住する人を対象として、家庭菜園により生産され

る農産物及び市場に流通した食品を摂取すると想定する。 

d. 放射性物質の移行挙動及び被ばく経路 

覆土完了後に地下水が再冠水することによって埋設設備の間隙は地下水によって

満たされていくこととなる。地下水を介して放射性物質が移行することを評価する場

合は、この過渡的な現象は比較的速やかに進行するものとし、線量の評価上は覆土完

了直後に地下水で飽和するものとして設定する。 

廃棄体は、放射性物質によって汚染された廃棄物を容器に固型化したものであるた

め、放射性物質が容易に漏出することはない。また、覆土完了後において長期的に腐

食速度が小さい環境となる可能性が高いため、鋼製である容器は腐食し難いが、長期

的な評価を行う上では、容器による移行抑制機能は考慮しないものとする。 

廃棄体内への地下水の浸入に伴い放射性物質が埋設設備内の間隙水中に溶出する。

廃棄体から溶出した放射性物質は、速やかに埋設設備内に均一に分布し、埋設設備内

の廃棄体の固型化材、充填材、埋設設備等の収着性に応じて間隙水中に溶出するもの

とする。 

埋設設備内の間隙水に溶出した放射性物質は、覆土と鷹架層へそれぞれ漏出する。

漏出した放射性物質は覆土又は鷹架層とそれぞれの間隙水中を移行し、沢及び尾駮沼

に流入する。 

地下水の流入した尾駮沼で得られる水産物及び水を利用して生産された農産物に

は、それぞれ水産物への濃縮係数及び農産物への移行係数に応じて放射性物質が移行

する。よって、これらの水産物及び農産物の摂取を含む水の利用によって公衆の被ば

くが生じるものとする。 

また、廃棄物埋設地の近傍土壌及び周辺岩盤への放射性物質の移行は基本的に地下

水を介して生じる。漏出した放射性物質は覆土又は鷹架層とそれぞれの間隙水中を移

行するため、放射性物質が収着し、土壌や鷹架層中に残存するものとして、廃棄物埋

設地における土地の利用によって公衆の被ばくが生じるものとする。 

以上の放射性物質の移行挙動を踏まえ、「a. 地質環境等の状態設定」、「b. 廃棄物

埋設地の状態設定」及び「c. 生活環境の状態設定」で設定した状態設定のもとで、
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沢水の利用、尾駮沼の利用及び廃棄物埋設地の利用を対象として、明らかに線量が小

さいもの及び他の被ばく経路で代表されるものを除外した以下の被ばく経路を設定

し、評価対象個人の線量を評価する。最も可能性が高い自然事象シナリオでは評価対

象個人を居住者とするため、沢水を利用する灌漑作業及び廃棄物埋設地における屋外

労働作業による被ばくは考慮しない。 

・尾駮沼の水産物の摂取による内部被ばく 

・沢水を利用して生産される灌漑農産物の摂取による内部被ばく 

・沢水を利用する灌漑作業による外部被ばく及び内部被ばく 

・廃棄物埋設地における屋外労働作業による外部被ばく及び内部被ばく 

・廃棄物埋設地における居住による外部被ばく及び内部被ばく 

・廃棄物埋設地を利用して生産される農耕農産物(家庭菜園を含む)の摂取による

内部被ばく 

なお、仮に廃棄物埋設地から北側の老部川へ流出した場合と南側の尾駮沼へ流出し

た場合を比較すると、老部川までの放射性物質の移行距離が尾駮沼への移行距離より

も長いこと及び老部川の交換水量が中央沢を含む評価対象地点の交換水量よりも多

いことにより、北側の老部川へ流出した場合の方が線量は低くなる。したがって、地

下水の流動方向が変化したとしても影響はない。 

e. 線量評価モデル 

線量評価モデルは、廃棄物埋設地の状態や現象の特徴を適切に、かつ簡潔に表現で

き、線量が保守的になるよう考慮する。 

線量評価モデルの不確かさについては、線量評価パラメータを保守的に設定するこ

とで考慮する。例えば、廃棄体の開口部分、埋設設備内の水みち(ひび割れ)の不確か

さに関しては、埋設設備全体を砂程度の透水性と仮定し、埋設設備全体に放射性物質

が拡がっている状態を想定する。また、三次元的に拡がる放射性物質の移行経路の不

確かさに関しては、一次元的に移行するものと仮定し、生活環境までの移行経路は直

線距離を想定する。 

線量評価モデルとして、評価の対象となる領域における放射性物質の移行に関する

評価モデル及び被ばく経路に対応した線量を計算するための生活環境における被ば

くに関する評価モデルを以下に示す。 
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(a) 放射性物質の移行に関する評価モデル 

(一) 埋設設備及び難透水性覆土内の地下水中の移行 

廃棄体に含まれる放射性物質は、埋設設備内に浸入した地下水に溶出し、埋設

設備内の固相である固型化材、充填モルタル及び埋設設備のセメント系材料と分

配平衡の状態にあるものとして評価する。埋設設備内の放射性物質は、材料の透

水性と拡散性に依存するため、放射能濃度の分布が均一とはならないが、放射性

物質の漏出を評価する上では単純化して均一であるものとして評価する。 

埋設設備及び難透水性覆土内の地下水中の核種𝑖の濃度は(1)式～(3)式を用い

て計算する。 

𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 ⋅ 𝑉 ⋅
𝜕𝐶 𝑡, 𝑖

𝜕𝑡
𝑆 ⋅ 𝐷𝑒 ⋅

𝜕𝐶 𝑧, 𝑡, 𝑖
𝜕𝑧

  

𝑄 𝑡 𝑄 𝑡 ⋅ 𝐶 𝑡, 𝑖   

𝜆 𝑖 ⋅ 𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 ⋅ 𝑉 ⋅ 𝐶 𝑡, 𝑖   

𝜆 𝑖 ⋅ 𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 1 ⋅ 𝑉 ⋅ 𝐶 𝑡, 𝑖 1  …(1) 

(初期条件) 

𝐶 0, 𝑖
𝐴 𝑖

𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 ⋅ 𝑉
 

𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 ∑ 𝑃 𝑗 ⋅ 𝜀 𝑗 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖, 𝑗   …(2) 

𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 ⋅
𝜕𝐶 𝑧, 𝑡, 𝑖

𝜕𝑡
  

𝐷𝑒 ⋅
𝜕 𝐶 𝑧, 𝑡, 𝑖

𝜕𝑧
𝑈 𝑡

𝜕𝐶 𝑧, 𝑡, 𝑖
𝜕𝑧

  

𝜆 𝑖 ⋅ 𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 ⋅ 𝐶 𝑧, 𝑡, 𝑖   

𝜆 𝑖 ⋅ 𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 1 ⋅ 𝐶 𝑧, 𝑡, 𝑖 1  …(3) 

(初期条件) 𝐶 𝑧, 0, 𝑖 0 ； 0 𝑧 𝐿  

(境界条件) 𝐶 𝐿 , 𝑡, 𝑖 0 

 𝐶 0, 𝑡, 𝑖 𝐶 𝑡, 𝑖  

𝐶 𝑡, 𝑖  ： 埋設設備内の時刻𝑡における核種𝑖の間隙水中濃度 

(Bq/m3) 

𝑡 ： 覆土完了後の経過時間(y) 
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𝐴 𝑖  ： 核種𝑖の総放射能量(Bq) 

𝑉  ： 分配平衡となる埋設設備の体積(m3) 

𝑃 𝑗  ： 埋設設備内の媒体𝑗の体積分率(-) 

𝜀 𝑗  ： 埋設設備内の媒体𝑗の間隙率(-) 

𝑅𝑓 𝑖, 𝑗  ： 埋設設備内の媒体𝑗の核種𝑖の遅延係数(-)； 

),()(
)(

)(1
1 jiKdj

j

j



 




 

𝜌 𝑗  ： 埋設設備内の媒体𝑗の粒子密度(kg/m3) 

𝐾𝑑 𝑖, 𝑗  ： 埋設設備内の媒体𝑗の核種𝑖の分配係数(m3/kg) 

𝑆  ： 難透水性覆土の拡散寄与面積(m2) 

𝐷𝑒  ： 難透水性覆土の実効拡散係数(m2/y) 

𝐶 𝑧, 𝑡, 𝑖  ： 難透水性覆土の位置𝑧、時刻𝑡における核種𝑖の間隙水中濃

度(Bq/m3) 

𝑧 ： 難透水性覆土における埋設設備からの距離(m) 

𝑄 𝑡  ： 埋設設備から上部覆土への流出水量(m3/y) 

𝑄 𝑡  ： 埋設設備から鷹架層への流出水量(m3/y) 

𝜆 𝑖  ： 核種𝑖の崩壊定数(1/y)； 𝑙𝑛2 𝑇 ⁄ 𝑖⁄  

𝑇 ⁄ 𝑖  ： 核種𝑖の半減期(y) 

𝜀  ： 難透水性覆土の間隙率(-) 

𝑅𝑓 𝑖  ： 難透水性覆土の核種𝑖の遅延係数(-)； 

1
1 𝜀
𝜀

⋅ 𝜌 ⋅ 𝐾𝑑 𝑖  

𝜌  ： 難透水性覆土の粒子密度(kg/m3) 

𝐾𝑑 𝑖  ： 難透水性覆土の核種𝑖の分配係数(m3/kg) 

𝐿  ： 難透水性覆土の厚さ(m) 

𝑈 𝑡  ： 難透水性覆土の地下水流速(m/y)； 𝑄 𝑡 /𝑆  

(二) 上部覆土内地下水中の移行 

上部覆土内地下水中の核種𝑖の濃度は、(4)式を用いて計算する。 

𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 ⋅
𝜕𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖

𝜕𝑡
𝐷𝑒

𝜕 𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖
𝜕𝑥

𝑈
𝜕𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖

𝜕𝑥
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𝜆 𝑖 ⋅ 𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 ⋅ 𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖   

𝜆 𝑖 ⋅ 𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 1 ⋅ 𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖 1 𝑓 𝑡, 𝑖  …(4) 

(初期条件) 𝐶 𝑥, 0, 𝑖 0； ∞ 𝑥 ∞ 

(境界条件) 𝐶 ∞, 𝑡, 𝑖 0 

𝑈 ⋅ 𝐶 𝐿 , 𝑡, 𝑖 𝐷𝑒 ⋅
𝜕𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖

𝜕𝑥
 

𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖  ： 距離𝑥、時刻𝑡における上部覆土内地下水中の核種𝑖の濃度

(Bq/m3) 

𝑥 ： 核種が流入する上部覆土下流端からの距離(m) 

𝐿  ： 核種が流入する上部覆土の地下水流向方向長さ(m) 

𝐷𝑒  ： 上部覆土の実効分散係数(m2/y)； 

自由水中の拡散係数と同様な値に設定 

𝑅𝑓 𝑖  ： 上部覆土の核種𝑖の遅延係数(-)； 

1
1 𝜀
𝜀

⋅ 𝜌 ⋅ 𝐾𝑑 𝑖  

𝜀  ： 上部覆土の間隙率(-) 

𝜌  ： 上部覆土の粒子密度(kg/m3) 

𝐾𝑑 𝑖  ： 上部覆土の核種𝑖の分配係数(m3/kg) 

𝑓 𝑡, 𝑖  ： 核種𝑖の上部覆土への単位体積当たりの漏出量 

(Bq/(m3・y))； 

𝑆 𝑡, 𝑖 /𝑉 𝑡 𝐿 𝑥 0
0 𝑥 𝐿 , 0 𝑥

 

𝑆 𝑡, 𝑖  ： 核種𝑖の漏出量(Bq/y)； 

𝑆 ⋅ 𝐷𝑒 ⋅
𝜕𝐶 𝑧, 𝑡, 𝑖

𝜕𝑧
 

𝑄 𝑡 ⋅ 𝐶 𝐿 , 𝑡, 𝑖  

𝑉 𝑡  ： 漏出核種が流入する上部覆土の体積(m3)； 

𝑄 𝑡 ⋅ 𝐿 /𝑈  

𝑄 𝑡  ： 上部覆土内地下水流量(m3/y) 

𝑈  ： 上部覆土の地下水流速(m/y) 
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(三) 鷹架層内地下水中の移行 

鷹架層内地下水中の核種𝑖の濃度は、(5)式を用いて計算する。 

𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 ⋅
𝜕𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖

𝜕𝑡
  

𝐷𝑒 ⋅
𝜕 𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖

𝜕𝑥
𝑈 ⋅

𝜕𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖
𝜕𝑥

  

𝜆 𝑖 ⋅ 𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 ⋅ 𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖   

𝜆 𝑖 ⋅ 𝜀 ⋅ 𝑅𝑓 𝑖 1 ⋅ 𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖 1 𝑓 𝑡, 𝑖  …(5) 

(初期条件) 𝐶 𝑥, 0, 𝑖 0； ∞ 𝑥 ∞ 

(境界条件) 𝐶 ∞, 𝑡, 𝑖 0 

𝑈 ⋅ 𝐶 𝐿 , 𝑡, 𝑖 𝐷𝑒 ⋅
𝜕𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖

𝜕𝑥
 

𝐶 𝑥, 𝑡, 𝑖  ： 距離𝑥、時刻𝑡における鷹架層内地下水中の核種𝑖の濃度

(Bq/m3) 

𝑥 ： 核種が流入する鷹架層下流端からの距離(m) 

𝐿  ： 核種が流入する鷹架層の地下水流向方向長さ(m) 

𝐷𝑒  ： 鷹架層の実効分散係数(m2/y)； 

自由水中の拡散係数と同様な値に設定 

𝑅𝑓 𝑖  ： 鷹架層の核種𝑖の遅延係数(-)； 

1
1 𝜀
𝜀

⋅ 𝜌 ⋅ 𝐾𝑑 𝑖  

𝜀  ： 鷹架層の間隙率(-) 

𝜌  ： 鷹架層の粒子密度(kg/m3) 

𝐾𝑑 𝑖  ： 鷹架層の核種𝑖の分配係数(m3/kg) 

𝑓 𝑡, 𝑖  ： 核種𝑖の鷹架層への単位体積当たりの漏出量 

(Bq/(m3・y))； 

𝑆 𝑡, 𝑖 /𝑉 𝑡 𝐿 𝑥 0
0 𝑥 𝐿 , 0 𝑥  

𝑆 𝑡, 𝑖  ： 核種𝑖の漏出量(Bq/y)； 𝑄 𝑡 ⋅ 𝐶 𝑡, 𝑖  

𝑉 𝑡  ： 漏出核種が流入する鷹架層の体積(m3)； 

𝑄 𝑡 ⋅ 𝐿 /𝑈  
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𝑄 𝑡  ： 鷹架層内地下水流量(m3/y) 

𝑈  ： 鷹架層の地下水流速(m/y) 

(四) 尾駮沼又は沢水中の放射性物質の濃度 

尾駮沼又は沢水中の核種𝑖の濃度は、(6)式を用いて計算する。 

𝐶 𝑡, 𝑖
𝐶 𝑋 , 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑄 𝑡 𝐶 𝑋 , 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑄 𝑡

𝑄 𝑡
 …(6) 

𝐶 𝑡, 𝑖  ： 時刻𝑡における尾駮沼又は沢水中の核種𝑖の濃度(Bq/m3) 

𝑋  ： 核種が流入する上部覆土下流端から尾駮沼又は沢までの

評価上の距離(m)  

𝑋  ： 核種が流入する鷹架層下流端から尾駮沼又は沢までの評

価上の距離(m) 

𝑄 𝑡  ： 核種が流入する上部覆土から尾駮沼又は沢への地下水流

入量(m3/y)  

𝑄 𝑡  ： 核種が流入する鷹架層から尾駮沼又は沢への地下水流入

量(m3/y)  

𝑄 𝑡  ： 尾駮沼又は沢の交換水量(m3/y) 

(五) 沢水を利用する灌漑土壌中の放射性物質の濃度 

沢水を利用する灌漑土壌中の核種𝑖の濃度は、(7)式を用いて計算する。 

𝑑𝐶 𝑡, 𝑖
𝑑𝑡

𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝐹 ⋅ 𝑄
𝑉 ⋅ 1 𝜀 ⋅ 𝜌

𝑄𝑝 ⋅ 𝐶 𝑡, 𝑖
𝑉 ⋅ 𝜀 1 𝜀 ⋅ 𝜌 ⋅ 𝐾𝑑 𝑖

 

𝜆 𝑖 ⋅ 𝐶 𝑡, 𝑖 𝜆 𝑖 ⋅ 𝐶 𝑡, 𝑖 1  …(7) 

𝐶 𝑡, 𝑖  ： 灌漑土壌中の核種𝑖の濃度(Bq/kg) 

𝐶 𝑡, 𝑖  ： 灌漑用水中の核種𝑖の濃度(Bq/m3)； 

𝑓𝑢 ⋅ 𝐶 𝑡, 𝑖  

𝑓𝑢  ： 灌漑における放射性物質を含む沢水の利用率(-) 

𝐹  ： 灌漑土壌への放射性物質の残留割合(-) 

𝑄  ： 単位面積当たりの灌漑水量(m3/(m2・y)) 

𝑉  ： 灌漑土壌の有効体積(m3/m2) 

𝜀  ： 灌漑土壌の間隙率(-) 

𝜌  ： 灌漑土壌の粒子密度(kg/m3) 
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𝑄𝑝  ： 灌漑土壌浸透水量(m3/(m2・y)) 

𝐾𝑑 𝑖  ： 灌漑土壌の核種𝑖の分配係数(m3/kg) 

(六) 廃棄物埋設地の土壌中の放射性物質の濃度 

上部覆土内地下水中に含まれる放射性物質が、廃棄物埋設地の土壌に残留した

ときの土壌中の核種𝑖の濃度は、(8)式を用いて計算する。 

𝐶 𝑡, 𝑖 𝐶 𝑋 , 𝑡, 𝑖 ⋅
𝜀

1 𝜀 ⋅ 𝜌
𝐾𝑑 𝑖 ⋅ 𝐺  …(8) 

𝐶 𝑡, 𝑖  ： 廃棄物埋設地の土壌中の核種𝑖の濃度(Bq/kg) 

𝑋  ： 核種が流入する上部覆土下流端から濃度計算地点

までの評価上の距離(m) 

𝜀  ： 廃棄物埋設地の土壌の間隙率(-) 

𝜌  ： 廃棄物埋設地の土壌の粒子密度(kg/m3) 

𝐾𝑑 𝑖  ： 廃棄物埋設地の土壌の核種𝑖の分配係数(m3/kg) 

𝐺  ： 廃棄物埋設地の土壌の希釈係数(-) 

(b) 生活環境における被ばくに関する評価モデル 

(一) 尾駮沼の水産物の摂取による内部被ばく 

尾駮沼の水産物の摂取により内部被ばくする場合の線量は、(9)式を用いて計

算する。 

𝐷 𝑝, 𝑡 𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝐶𝐹 𝑖,𝑚 ⋅ 𝑀 𝑚 ⋅ 𝑓 𝑝,𝑚

⋅ 𝐷𝐶𝐹 𝑖  

 

…(9) 

𝐷 𝑝, 𝑡  ： 公衆𝑝の尾駮沼の水産物の摂取による線量(Sv/y) 

𝐶𝐹 𝑖,𝑚  ： 水産物𝑚における核種𝑖の濃縮係数(m3/kg) 

𝑀 𝑚  ： 水産物𝑚の摂取量(kg/y) 

𝑓 𝑝,𝑚  ： 公衆𝑝の水産物𝑚の市場希釈係数(-) 

(二) 沢水を利用して生産される灌漑農産物の摂取による内部被ばく 

沢水を利用して生産される灌漑農産物の摂取により内部被ばくする場合の線

量は、(10)式及び(11)式を用いて計算する。 
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(ｱ) 灌漑農産物中の放射性物質の濃度 

𝐶 𝑡, 𝑖 𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝐵 𝑖  …(10) 

𝐶 𝑡, 𝑖  ： 灌漑農産物中の核種𝑖の濃度(Bq/kg) 

𝐵 𝑖  ： 灌漑農産物への核種𝑖の移行係数 

((Bq/kg-wet 農産物)/(Bq/kg-dry 土壌)) 

(ｲ) 灌漑農産物の摂取による内部被ばく 

𝐷 𝑝, 𝑡 𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑀 ⋅ 𝑓 𝑝 ⋅ 𝐷𝐶𝐹 𝑖  …(11) 

𝐷 𝑝, 𝑡  ： 公衆𝑝の沢水を利用して生産される灌漑農産物の摂

取による線量(Sv/y) 

𝑀  ： 灌漑農産物の摂取量(kg/y) 

𝑓 𝑝  ： 公衆𝑝の農産物の市場希釈係数(-) 

(三) 沢水を利用する灌漑作業による外部被ばく及び内部被ばく 

沢水を利用する灌漑作業による地表面からの外部被ばく及び地表面の放射性

物質を含むダストの吸入摂取により内部被ばくする場合の線量は、沢水中の放射

性物質の濃度、土壌への残留割合から求めた土壌中の放射性物質の濃度に基づき、

(12)式及び(13)式を用いて計算する。 

(ｱ) 外部被ばく 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  

𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑆ℎ 𝑝, 𝑖 ⋅ 𝑇 𝑝 ⋅ 𝐷𝐶𝐹 𝑖  

 

…(12) 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  ： 公衆𝑝の沢水を利用する灌漑作業時における外

部放射線に係る線量(Sv/y) 

𝑆ℎ 𝑝, 𝑖  ： 公衆𝑝の屋外労働作業時の核種𝑖の遮蔽係数(-) 

𝑇 𝑝  ： 公衆𝑝の灌漑作業時間(h/y) 

𝐷𝐶𝐹 𝑖  ： 核種𝑖の外部放射線に係る線量換算係数 

((Sv/h)/(Bq/kg)) 

(ｲ) 内部被ばく 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  
 

…(13) 
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𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑓𝑑 ⋅ 𝐼 ⋅ 𝑇 𝑝 ⋅ 𝐷𝐶𝐹 𝑖  

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  ： 公衆𝑝の沢水を利用する灌漑作業時における吸

入摂取による線量(Sv/y) 

𝑓𝑑  ： 灌漑作業時の空気中ダスト濃度(kg/m3) 

𝐼  ： 屋外労働作業時の呼吸率(m3/h) 

𝐷𝐶𝐹 𝑖  ： 核種𝑖の吸入摂取による線量換算係数(Sv/Bq) 

(四) 廃棄物埋設地における屋外労働作業による外部被ばく及び内部被ばく 

廃棄物埋設地における屋外労働作業により外部被ばく及び内部被ばくする場

合の線量は、土壌中の放射性物質の濃度に基づき、(14)式及び(15)式を用いて計

算する。 

(ｱ) 屋外労働作業による外部被ばく 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  

𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑆ℎ 𝑝, 𝑖 ⋅ 𝑇 𝑝 ⋅ 𝐷𝐶𝐹 𝑖  

 

…(14) 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  ： 公衆𝑝の屋外労働作業時の外部放射線に係る線

量(Sv/y) 

𝐶 𝑡, 𝑖  ： 土壌中の核種𝑖の濃度(Bq/kg) 

𝑇 𝑝  ： 公衆𝑝の屋外労働作業時間(h/y) 

(ｲ) 屋外労働作業による内部被ばく 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  

𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑓𝑑 ⋅ 𝐼 ⋅ 𝑇 𝑝 ⋅ 𝐷𝐶𝐹 𝑖  

 

…(15) 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  ： 公衆𝑝の屋外労働作業時の吸入摂取による線量

(Sv/y) 

𝑓𝑑  ： 屋外労働作業時の空気中ダスト濃度(kg/m3) 

(五) 廃棄物埋設地における居住による外部被ばく及び内部被ばく 

廃棄物埋設地での居住により屋外において外部被ばく及び内部被ばくする場

合の線量並びに居住により屋内において内部被ばくする場合の線量は、それぞれ

の土壌中の放射性物質の濃度に基づき、(16)式～(18)式を用いて計算する。 
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(ｱ) 居住時の屋外における被ばく 

【外部被ばく】 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  

𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑆ℎ 𝑖 ⋅ 𝑇 𝑝 ⋅ 𝐷𝐶𝐹 𝑖  

 

…(16) 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  ： 公衆𝑝の居住時の屋外活動による外部放射線

に係る線量(Sv/y) 

𝑆ℎ 𝑖  ： 居住者の屋外における核種𝑖の遮蔽係数(-) 

𝑇 𝑝  ： 公衆𝑝の居住時の屋外における滞在時間(h/y) 

【内部被ばく】 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  

𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑓𝑑 ⋅ 𝐼 ⋅ 𝑇 𝑝 ⋅ 𝐷𝐶𝐹 𝑖  

 

…(17) 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  ： 公衆𝑝の居住時の屋外活動による吸入摂取に

よる線量(Sv/y) 

𝑓𝑑  ： 屋外における空気中ダスト濃度(kg/m3) 

𝐼  ： 居住時の呼吸率(m3/h) 

(ｲ) 居住時の屋内における内部被ばく 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  

𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑓𝑑 ⋅ 𝐼 ⋅ 𝑇 𝑝 ⋅ 𝐷𝐶𝐹 𝑖  

 

…(18) 

𝐷 _ 𝑝, 𝑡  ： 公衆𝑝の屋内における吸入摂取による線量

(Sv/y) 

𝑓𝑑  ： 屋内における空気中ダスト濃度(kg/m3) 

𝑇 𝑝  ： 公衆𝑝の居住時の屋内における滞在時間(h/y) 

(六) 廃棄物埋設地を利用して生産される農耕農産物(家庭菜園を含む)の摂取に

よる被ばく 

廃棄物埋設地を利用して生産される農耕農産物(家庭菜園を含む)を摂取する

ことにより内部被ばくする場合の線量は、(19)式及び(20)式を用いて計算する。 

𝐶 𝑡, 𝑖 𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝐵 𝑖  …(19) 
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𝐷 𝑝, 𝑡 𝐶 𝑡, 𝑖 ⋅ 𝑀 ⋅ 𝑓 𝑝 ⋅ 𝐷𝐶𝐹 𝑖  …(20) 

𝐶 𝑡, 𝑖  ： 生産される農耕農産物中の核種𝑖の濃度(Bq/kg) 

𝐵 𝑖  ： 農耕農産物への核種𝑖の移行係数 

((Bq/kg-wet 農産物)/(Bq/kg-dry 土壌)) 

𝐷 𝑝, 𝑡  ： 公衆𝑝の生産される農耕農産物の摂取による線量

(Sv/y) 

𝑀  ： 農耕農産物の摂取量(kg/y) 

f. 線量評価パラメータ 

放射性物質の生活環境への移行挙動に関しては、最も可能性が高い自然事象シナリ

オでは、「a. 地質環境等の状態設定」及び「b. 廃棄物埋設地の状態設定」で設定し

た最も可能性が高い設定、最も厳しい自然事象シナリオでは、最も厳しい設定に基づ

いて線量評価パラメータを設定する。また、生活環境における公衆の被ばくに係る線

量評価パラメータに関しては、最新の統計、調査及び文献に基づいて、最も可能性が

高い自然事象シナリオでは線量が平均的となる現実的な値、最も厳しい自然事象シナ

リオでは線量が厳しくなる保守的な値を設定する。 

最も可能性が高い自然事象シナリオと最も厳しい自然事象シナリオとで異なる設

定とする線量評価パラメータは、「埋設設備から上部覆土への流出水量」、「埋設設備

から鷹架層への流出水量」、「各核種の分配係数」、「尾駮沼の交換水量」及び「廃棄物

埋設地の土壌の希釈係数」とする。 

地質環境等及び廃棄物埋設地の状態設定に基づいて設定する線量評価パラメータ

である流出水量、分配係数及び交換水量は以下のとおり設定する。 

その他の各線量評価パラメータの詳細は補足説明資料 9 を参照。 

(a) 流出水量 

「b. 廃棄物埋設地の状態設定 (e) (一) 低透水性」に示す状態設定に基づき、

埋設設備から上部覆土への流出水量(𝑄 𝑡 )及び埋設設備から鷹架層への流出水

量(𝑄 𝑡 )を有限要素法による鉛直断面2次元地下水浸透流解析により計算し設定

する。地下水浸透流解析に用いる動水勾配の設定値を第 4 表、透水係数の設定値を

第 21 表、最も可能性が高い設定及び最も厳しい設定における埋設設備から上部覆

土への流出水量及び埋設設備から鷹架層への流出水量の設定値を第 22 表に示す。 
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(b) 分配係数 

分配係数は、「b. 廃棄物埋設地の状態設定 (e) (二) 収着性」に示す影響事象の

状態変化の評価及び状態設定を踏まえ、想定される廃棄物埋設地の環境条件で取得

した試験データ又は文献値により設定する。具体的には、実際に廃棄物埋設地を構

成する埋設設備及び覆土の各バリア材料並びに廃棄物埋設地周辺から採取した岩

盤(鷹架層)を使用し、想定される環境条件(温度、pH、地下水組成)及び放射性物質

の化学形態を考慮した試験系で実測された分配係数を適用することを基本とする。 

(c) 交換水量 

廃棄物埋設地を通過した地下水中の放射性物質濃度は、その地下水が地表に流出

した地点で、そこを流れる河川及び湖沼の表流水によって希釈される。廃棄物埋設

地は二又川の流域にあり、希釈に寄与する交換水量となる表流水流量は二又川の河

川流量に相当する。 

河川流量は、降水量から蒸発散量を差し引いた河川流出高に流域面積を乗じて求

める。降水量及び蒸発散量は、「a. 地質環境等の状態設定 (b) 気候変動に起因す

る事象」に示す気候変動に伴う将来の変化傾向を、流域面積は、「a. 地質環境等の

状態設定 (c) プレート運動と気候変動の両者に起因する事象」に示す相対海水準

の変動を考慮し設定する。最も可能性が高い設定及び最も厳しい設定における表流

水流量の値を第 3 表に示す。 
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第 21 表 地下水浸透流解析に用いる透水係数 

地盤 

又は覆土 

計算 

ケース 

透水係数(m/s) 

設定の考え方 3 号廃棄物 

埋設地 

1 号廃棄物 

埋設地 

2 号廃棄物 

埋設地 

廃
棄
物
埋
設
地
周
辺
地
盤 

鷹架層 

最 も 可 能 性

が高い設定 
5.0×10-8 1.1×10-7 7.8×10-8 

廃棄物埋設地付近

で取得した N 値 50

以上の鷹架層中部

層の透水係数の対

数平均値*1とする。 

最 も 厳 し い

設定 
5.0×10-8 1.1×10-7 7.8×10-8 

第四紀層 

最 も 可 能 性

が高い設定 
3.0×10-6 2.5×10-6 3.6×10-6 

廃棄物埋設地付近

で取得した盛土、第

四紀層及び N 値 50

未満の風化した鷹

架層中部層の透水

係数の対数平均値

とする。 

最 も 厳 し い

設定 
3.0×10-6 2.5×10-6 3.6×10-6 

廃
棄
物
埋
設
地 

上部覆土 

最 も 可 能 性

が高い設定 
3.0×10-6 2.5×10-6 3.6×10-6 

周辺土壌と同程度

とする(第四紀層の

透水係数と同じ値

とする)。 

最 も 厳 し い

設定 
3.0×10-6 2.5×10-6 3.6×10-6 

下部覆土 

最 も 可 能 性

が高い設定 
1.0×10-8 1.0×10-8 1.0×10-8 周辺岩盤*2 よりも

若干小さい透水係

数とする。 
最 も 厳 し い

設定 
1.0×10-8 1.0×10-8 1.0×10-8 

難透水性

覆土 

最 も 可 能 性

が高い設定 
2.0×10-10 2.5×10-9 2.0×10-10 

1,000 年後の力学

及び化学影響を考

慮した等価透水係

数とする。 

最 も 厳 し い

設定 
1.5×10-8 3.0×10-9 1.5×10-8 

埋設設備 

最 も 可 能 性

が高い設定 
1.0×10-5 1.0×10-5 1.0×10-5 砂程度に劣化した

状態の透水係数と

する。 
最 も 厳 し い

設定 
1.0×10-5 1.0×10-5 1.0×10-5 

*1:原位置試験の対数平均値と巨視的透水係数(割目と基質部における原位置透水試験の透水係数とボーリ

ングや掘削面の地質観察で得た割目のデータから計算)が同程度であることから、簡単に求められる原

位置試験の対数平均値を採用した。なお、これらの透水係数を用いて敷地の調査坑道の空洞からの湧水

量を 3 次元地下水浸透流解析で計算し、実測値とほぼ一致していることを確認している。 

*2:想定した周辺岩盤は N 値 50 以上の鷹架層とした(透水係数：5.0×10-8～1.1×10-7(m/s))  
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第 22 表 線量の評価に用いる埋設設備から上部覆土及び 

埋設設備から鷹架層への流出水量 

廃棄物埋設地 設定 

埋設設備から上部覆

土への流出水量

(m3/y) 

埋設設備から鷹架層

への流出水量 

(m3/y) 

3 号廃棄物埋設地 

最も可能性が 

高い設定 
 10 1,100 

最も厳しい設定 990 2,800 

1 号廃棄物埋設地 

最も可能性が 

高い設定 
160 2,500 

最も厳しい設定 250 3,600 

2 号廃棄物埋設地 

最も可能性が 

高い設定 
 40 1,700 

最も厳しい設定 630 2,300 

 

g. 線量評価結果 

廃止措置の開始後の評価における最も可能性が高い自然事象シナリオの線量の計

算結果を第 23 表に示す。評価対象個人の最大線量は約 8.8×10-2μSv/y(3 号廃棄物

埋設地)、約 0.20μSv/y(1 号廃棄物埋設地)及び約 0.18μSv/y(2 号廃棄物埋設地)で

ある。 

また、事業所内の各廃棄物埋設地の重畳を考慮しても最大線量は約 0.46μSv/y で

あり、「許可基準規則解釈」に示されている線量の 10μSv/y を超えない。 

廃止措置の開始後の評価における最も厳しい自然事象シナリオの線量の計算結果

を第 24 表に示す。評価対象個人の最大線量は約 3.8μSv/y(3 号廃棄物埋設地)、約

3.3μSv/y(1 号廃棄物埋設地)及び約 4.0μSv/y(2 号廃棄物埋設地)である。 

また、事業所内の各廃棄物埋設地の重畳を考慮しても最大線量は約 11μSv/y であ

り、「許可基準規則解釈」に示されている線量の 300μSv/y を超えない。 
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なお、各廃棄物埋設地の重畳を考慮した最大線量は、各廃棄物埋設地の土地利用に

伴う被ばくの重畳は考えられないが、水利用に伴う経路に比べて線量が低いこと及び

線量が最大となる覆土完了後の時期がほぼ同じであることから、それぞれの最大線量

を足し合わせている。 

また、各バリア材の機能喪失を仮定した各廃棄物埋設地の線量評価結果を第 25 表

に示す。バリア機能の一部が喪失した場合を仮定した評価における線量は、最も厳し

い線量でも、線量拘束値(1)である 300μSv/y に比べ十分に小さく、各バリアが有する

機能については、その機能を構成する特性の一つに過度に依存していない。 

 

第 23 表 廃止措置の開始後における評価の結果 

(最も可能性が高い自然事象シナリオ)(1/3) 

評価対象個人 
3 号廃棄物埋設地 

線量(μSv/y) 

線量が最大となる

覆土完了後の時期

(y) 

各廃棄物埋設地の重

畳を考慮した線量*1 

(μSv/y) 

(a) 居住者 約 8.8×10-2 約 430 約 0.46 

*1：各廃棄物埋設地の最大線量を足し合わせた値。 

 

第 23 表 廃止措置の開始後における評価の結果 

(最も可能性が高い自然事象シナリオ)(2/3) 

評価対象個人 
1 号廃棄物埋設地 

線量(μSv/y) 

線量が最大となる

覆土完了後の時期

(y) 

各廃棄物埋設地の重

畳を考慮した線量*1 

(μSv/y) 

(a) 居住者 約 0.20 約 300 約 0.46 

*1：各廃棄物埋設地の最大線量を足し合わせた値。 

 

第 23 表 廃止措置の開始後における評価の結果 

(最も可能性が高い自然事象シナリオ)(3/3) 

評価対象個人 
2 号廃棄物埋設地 

線量(μSv/y) 

線量が最大となる

覆土完了後の時期

(y) 

各廃棄物埋設地の重

畳を考慮した線量*1 

(μSv/y) 

(a) 居住者 約 0.18 約 400 約 0.46 

*1：各廃棄物埋設地の最大線量を足し合わせた値。 
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第 24 表 廃止措置の開始後における評価の結果 

(最も厳しい自然事象シナリオ)(1/3) 

評価対象個人 
3 号廃棄物埋設地 

線量(μSv/y) 

線量が最大となる

覆土完了後の時期

(y) 

各廃棄物埋設地の重

畳を考慮した線量*1,2 

(μSv/y) 

(a) 漁業従事者 約 3.8 約 400 

約 11 

(b) 農業従事者(米) 約 1.9 約 6,600 

(c) 農業従事者(米以外) 約 0.63 約 6,200 

(d) 畜産業従事者 約 0.62 約 6,200 

(e) 建設業従事者 約 0.79 約 6,200 

(f) 居住者 約 0.85 約 6,200 

*1：各廃棄物埋設地の最大線量を足し合わせた値。 

*2：評価対象個人のうち、被ばく線量が最大となる漁業従事者の線量を記載している。 

 

第 24 表 廃止措置の開始後における評価の結果 

(最も厳しい自然事象シナリオ)(2/3) 

評価対象個人 
1 号廃棄物埋設地 

線量(μSv/y) 

線量が最大となる

覆土完了後の時期

(y) 

各廃棄物埋設地の重

畳を考慮した線量*1,2 

(μSv/y) 

(a) 漁業従事者 約 3.3 約 300 

約 11 

(b) 農業従事者(米) 約 1.8 約 3,400 

(c) 農業従事者(米以外) 約 0.89 約 1,000 

(d) 畜産業従事者 約 0.66 約 1,150 

(e) 建設業従事者 約 0.77 約 1,200 

(f) 居住者 約 0.82 約 1,200 

*1：各廃棄物埋設地の最大線量を足し合わせた値。 

*2：評価対象個人のうち、被ばく線量が最大となる漁業従事者の線量を記載している。 
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第 24 表 廃止措置の開始後における評価の結果 

(最も厳しい自然事象シナリオ)(3/3) 

評価対象個人 
2 号廃棄物埋設地 

線量(μSv/y) 

線量が最大となる

覆土完了後の時期

(y) 

各廃棄物埋設地の重

畳を考慮した線量*1,2 

(μSv/y) 

(a) 漁業従事者 約 4.0 約 390 

約 11 

(b) 農業従事者(米) 約 3.4 約 10,700 

(c) 農業従事者(米以外) 約 0.66 約 9,880 

(d) 畜産業従事者 約 0.63 約 10,200 

(e) 建設業従事者 約 0.80 約 10,300 

(f) 居住者 約 0.87 約 10,300 

*1：各廃棄物埋設地の最大線量を足し合わせた値。 

*2：評価対象個人のうち、被ばく線量が最大となる漁業従事者の線量を記載している。 
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第 25 表 各バリア材の機能喪失を仮定した各廃棄物埋設地の線量評価結果(1/3) 

3 号廃棄物埋設地 

考慮した 

状態設定 

状態設定に基づく 

線量評価パラメータ設定値 
設定の考え方 

線量(μSv/y) 

(居住者*1) 

人工バリアの 

収着性を喪失した 

ケース 

分

配

係

数 

廃棄体(m3/kg) 全核種 0 人工バリアの収着性を無

視したケースとして、覆

土完了時点から分配平衡

領域の分配係数を全核種

0m
3
/kg と設定する。 

約 1.9 

支配核種：C-14 充填モルタル(m3/kg) 全核種 0 

コンクリート(m3/kg) 全核種 0 

天然バリアの 

収着性を喪失した 

ケース 

分

配

係

数 

岩盤(鷹架層)(m3/kg) 全核種 0 

天然バリアの化学的遅延

機能を無視したケースと

して、覆土完了時点から

鷹架層の分配係数を全核

種 0m
3
/kg と設定する。 

約 0.76 

支配核種： 

Am-241*2 

人工バリアの 

低透水性を喪失した 

ケース*3*4 

埋設設備から 

覆土への 

流出水量(m3/y) 

5,200 

人工バリアの低透水性を

無視したケースとして、

覆土完了時点から各バリ

アの透水係数を最も厳し

い自然事象シナリオの設

定(1.5×10-8m/s)よりも

更に厳しい設定(1.0×10-

7 m/s)とする。*3 

約 0.77 

支配核種：C-14 埋設設備から 

鷹架層への 

流出水量(m3/y) 

6,200 

最も可能性が高い 

自然事象シナリオ 
- - 

約 8.8×10-2 

支配核種：C-14 

*1：最も可能性が高い自然事象シナリオにおける全ての被ばく経路を対象とした。 

*2：最も可能性が高い自然事象シナリオの支配核種である C-14 は天然バリアの収着性(分配係数)が小さいこ

とから、支配核種は天然バリアの収着性(分配係数)の大きい Am-241 に変わっている。 

*3：人工バリアの低透水性の喪失したケースとして、難透水性覆土及び下部覆土の膨潤性が損なわれ、細粒

分が残留する状態を想定し、透水係数を 1.0×10-7m/s と設定する。 

*4：本ケースの埋設設備から覆土への流出水量及び埋設設備から鷹架層への流出水量は、設定した透水係数

を基に 2 次元地下水浸透流解析により計算を行った。最も可能性が高い自然事象シナリオの設定値はそ

れぞれ 10m3/y、1,100m3/y、最も厳しい自然事象シナリオの設定値はそれぞれ 990m3/y、2,800m3/y であ

る。 
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第 25 表 各バリア材の機能喪失を仮定した各廃棄物埋設地の線量評価結果(2/3) 

1 号廃棄物埋設地 

考慮した 

状態設定 

状態設定に基づく 

線量評価パラメータ設定値 
設定の考え方 

線量(μSv/y) 

(居住者*1) 

人工バリアの 

収着性を喪失した 

ケース 

分

配

係

数 

廃棄体(m3/kg) 全核種 0 人工バリアの収着性を無視

したケースとして、覆土完

了時点から分配平衡領域の

分配係数を全核種0m
3
/kgと

設定する。 

約 0.71 

支配核種：C-14 充填モルタル(m3/kg) 全核種 0 

コンクリート(m3/kg) 全核種 0 

天然バリアの 

収着性を喪失した 

ケース 

分

配

係

数 

岩盤(鷹架層)(m3/kg) 全核種 0 

天然バリアの化学的遅延機

能を無視したケースとし

て、覆土完了時点から鷹架

層の分配係数を全核種

0m
3
/kg と設定する。 

約 14 

支配核種： 

Ni-63*2 

人工バリアの 

低透水性を喪失した 

ケース*3*4 

埋設設備から 

覆土への 

流出水量(m3/y) 

5,300 

人工バリアの低透水性を無

視したケースとして、覆土

完了時点から各バリアの透

水係数を最も厳しい自然事

象シナリオの設定(1.5×

10-8 m/s)よりも更に厳しい

設定(1.0×10-7m/s)とす

る。*3 

約 41 

支配核種：Ni-

63 埋設設備から 

鷹架層への 

流出水量(m3/y) 

11,000 

最も可能性が高い 

自然事象シナリオ 
- - 

約 0.20 

支配核種：C-14 

*1：最も可能性が高い自然事象シナリオにおける全ての被ばく経路を対象とした。 

*2：最も可能性が高い自然事象シナリオの支配核種である C-14 は天然バリアの収着性(分配係数)が小さいこ

とから、支配核種は放射能量の大きい Ni-63 に変わっている。  

*3：人工バリアの低透水性の喪失したケースとして、難透水性覆土及び下部覆土の膨潤性が損なわれ、細粒

分が残留する状態を想定し、透水係数を 1.0×10-7m/s と設定する。 

*4：本ケースの埋設設備から覆土への流出水量及び埋設設備から鷹架層への流出水量は、設定した透水係数

を基に 2 次元地下水浸透流解析により計算を行った。最も可能性が高い然事象シナリオの設定値はそれ

ぞれ 160m3/y、2,500m3/y、最も厳しい自然事象シナリオの設定値はそれぞれ 250m3/y、3,600m3/y であ

る。 
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第 25 表 各バリア材の機能喪失を仮定した各廃棄物埋設地の線量評価結果(3/3) 

2 号廃棄物埋設地 

考慮した 

状態設定 

状態設定に基づく 

線量評価パラメータ設定値 
設定の考え方 

線量(μSv/y) 
(居住者*1) 

人工バリアの 

収着性を喪失した 

ケース 

分

配

係

数 

廃棄体(m
3
/kg) 全核種 0 人工バリアの収着性を無

視したケースとして、覆

土完了時点から分配平衡

領域の分配係数を全核種

0m
3
/kg と設定する。 

約 3.0 

支配核種：C-14 充填モルタル(m
3
/kg) 全核種 0 

コンクリート(m
3
/kg) 全核種 0 

天然バリアの 

収着性を喪失した 

ケース 

分

配

係

数 

岩盤(鷹架層)(m
3
/kg) 全核種 0 

天然バリアの化学的遅延

機能を無視したケースと

して、覆土完了時点から

鷹架層の分配係数を全核

種 0m
3
/kg と設定する。 

約 7.2 

支配核種： 

Ni-63*2 

人工バリアの 

低透水性を喪失した 

ケース*3*4 

埋設設備から 

覆土への 

流出水量(m
3
/y) 

3,000 

人工バリアの低透水性を

無視したケースとして、

覆土完了時点から各バリ

アの透水係数を最も厳し

い自然事象シナリオの設

定(1.5×10-8m/s)よりも

更に厳しい設定(1.0×

10-7 m/s)とする。*3 

約 0.67 

支配核種：C-14 埋設設備から 

鷹架層への 

流出水量(m
3
/y) 

3,900 

最も可能性が高い 

自然事象シナリオ 
- - 

約 0.18 

支配核種：C-14 

*1：最も可能性が高い自然事象シナリオにおける全ての被ばく経路を対象とした。 

*2：最も可能性が高い自然事象シナリオの支配核種である C-14 は天然バリアの収着性(分配係数)が小さいこ

とから、支配核種は放射能量の大きい Ni-63 に変わっている。  

*3：人工バリアの低透水性の喪失したケースとして、難透水性覆土及び下部覆土の膨潤性が損なわれ、細粒

分が残留する状態を想定し、透水係数を 1.0×10-7m/s と設定する。 

*4：本ケースの埋設設備から覆土への流出水量及び埋設設備から鷹架層への流出水量は、設定した透水係数

を基に 2 次元地下水浸透流解析により計算を行った。最も可能性が高い自然事象シナリオの設定値はそ

れぞれ 40m3/y、1,700m3/y、最も厳しい自然事象シナリオの設定値はそれぞれ 630m3/y、2,300m3/y であ

る。 

 

(ⅱ) 人為事象シナリオ 

人為事象シナリオは、廃棄物埋設地の掘削による放射性物質の廃棄物埋設地からの漏

えい、天然バリア中の移行及び当該掘削後の土地利用を考慮して、典型的なもっともら

しい様式化された人間侵入を考慮し、侵入者の受ける線量及びその他の公衆の受ける線

量を評価する。 

人為事象シナリオでは、敷地及びその周辺の一般的な土地利用では生じるとは考えら

れない廃棄物埋設地のバリアの損傷をもたらす人間活動を対象とし、廃棄物埋設地の偶

発的な大規模掘削を行う建設業従事者及び掘削土壌上に居住する居住者が受ける線量
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を評価する。 

居住者の受ける線量の評価に当たって、廃棄物埋設地のうち掘削による擾乱を受ける

範囲の状態設定は、バリア機能の一部喪失を考慮するものとし、それ以外の状態設定は、

人為事象シナリオが発生の可能性の小さい仮想的なシナリオであることから、過度な保

守性を避けるため、最も可能性が高い自然事象シナリオと同様とする。 

a. 地質環境等の状態設定 

(a) 建設業従事者 

建設業従事者の建設作業よって受ける線量の評価においては、地質環境等の状態

は影響しない。 

(b) 居住者 

大規模掘削後の土地利用及び水利用に伴う居住者の受ける線量の評価において

は、発生の可能性の小さい仮想的なシナリオであることから、過度な保守性を避け

るため、地質環境等の状態は最も可能性が高い自然事象シナリオと同様とする。 

b. 廃棄物埋設地の状態設定 

(a) 建設業従事者 

建設業従事者の評価においては、掘削深度の予測が困難であることから、大規模

な掘削として、掘削される土壌に含まれる放射性物質の量が多く、保守的となるよ

う埋設設備底部まで掘削されるものと想定する。また、廃棄物埋設地内の放射性物

質の残存量を現実的に設定することが困難であることから、保守的となるよう掘削

が生じるまでの期間に放射性物質の漏出が生じないものと想定し、減衰のみを考慮

する。 

(b) 居住者 

居住者の評価においては、大規模な掘削に伴い、廃棄物埋設地の物理的バリア機

能である難透水性覆土及び下部覆土の低透水性の機能が周辺土壌程度まで低下す

るものとし、化学的バリア機能である各バリアの収着性の機能には影響が生じない

ものと設定する。大規模な掘削に伴うバリア機能喪失の範囲は、掘削範囲と難透水

性覆土の施工範囲を考慮して設定する。 

c. 生活環境の状態設定 

廃棄物埋設地の大規模な掘削を行う建設業従事者と掘削後の土地利用を行う居住

者を線量の評価対象とする。 
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(a) 建設業従事者 

建設業従事者については、自然事象シナリオと同様に放射性物質を含む土壌に接

近する掘削作業を設定する。ただし、自然事象シナリオで考慮するその他の人間活

動による被ばくは考慮しない。 

よって、建設業従事者は、廃棄物埋設地以外に居住する人を対象として、廃棄物

埋設地に起因する放射性物質を含まない食品を摂取すると想定する。 

(b) 居住者 

居住者については、廃棄物埋設地の大規模な掘削後の土地利用として、掘削に伴

うバリア機能喪失後の廃棄物埋設地からの地下水移行によって生じる被ばくに関

する人間活動(最も可能性が高い自然事象シナリオの水利用と同じ)も考慮する。 

よって、居住者は、大規模な掘削後の廃棄物埋設地に居住する人を対象として、

家庭菜園により生産される農産物及び市場に流通した食品を摂取すると想定する。 

d. 放射性物質の移行挙動及び被ばく経路 

廃棄物埋設地の大規模な掘削に伴い、放射性物質は埋設設備、覆土、岩盤(鷹架層)

及び周辺土壌と混合した土壌に移行する。また、大規模な掘削による擾乱を受けた後

の地下水による沢及び尾駮沼への放射性物質の移行は、自然事象シナリオと同様とす

る。 

このような放射性物質の移行挙動を踏まえ、人為事象シナリオの線量の評価対象と

する被ばく経路を以下のとおり設定する。 

(a) 建設業従事者 

・廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業による外部被ばく及び

内部被ばく 

(b) 居住者 

・廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業によって発生する土壌

上での居住による外部被ばく 

・廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業によって発生する土壌

上で生産される農耕農産物(家庭菜園)の摂取による内部被ばく 

・廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業による覆土の低透水性

機能喪失後の廃棄物埋設地から漏出する放射性物質が移行する尾駮沼の水産物

の摂取による内部被ばく 
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・廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業による覆土の低透水性

機能喪失後の廃棄物埋設地から漏出する放射性物質が移行する沢の利用によっ

て生産される灌漑農産物の摂取による内部被ばく 

e. 線量評価モデル 

人為事象シナリオにおける評価モデルとし、評価の対象となる領域における放射性

物質の移行に関する評価モデル及び被ばく経路に対応した線量を計算するための生

活環境における被ばくに関する評価モデルを以下に示す。 

(a) 放射性物質の移行に関する評価モデル 

(一) 建設作業における土壌中の放射性物質濃度 

地下数階を有する建物の建設作業において、掘削された埋設設備を含む土壌中

の核種𝑖の濃度は(21)式及び(22)式を用いて計算する。 

なお、土壌中の核種𝑖の濃度の計算において、建設作業が生じるまでの期間に

廃棄物埋設地からの核種の漏出は考慮しない。 

𝐶 𝑡, 𝑖
𝐴 𝑡, 𝑖

𝑉 ⋅ 1 𝜀 ⋅ 𝜌
⋅ 𝐺  …(21) 

𝑑𝐴 𝑡, 𝑖
𝑑𝑡

𝜆 𝑖 𝐴 𝑡, 𝑖 𝜆 𝑖 𝐴 𝑡, 𝑖 1  …(22) 

𝐶 𝑡, 𝑖  ： 土壌中の核種𝑖の濃度(Bq/kg) 

𝐴 𝑡, 𝑖  ： 時刻𝑡における核種𝑖の総放射能量(Bq); 

 𝐴 0, 𝑖 𝐴 𝑖  

𝑉  ： 廃棄体の総体積(m3) 

𝜀  ： 土壌の間隙率(-) 

𝜌  ： 土壌の粒子密度(kg/m3) 

𝐺  ： 土壌の希釈係数(-) 

(二) 建設作業後の廃棄物埋設地からの地下水による放射性物質の移行 

(ｱ) 埋設設備及び難透水性覆土内の地下水中の移行 

埋設設備及び難透水性覆土内の地下水中の核種𝑖の濃度は(1)式～(3)式を用

いて計算する。 

(ｲ) 上部覆土内地下水中の移行 

上部覆土内地下水中の核種𝑖の濃度は、(4)式を用いて計算する。 



 

83 

(ｳ) 鷹架層内地下水中の移行 

鷹架層内地下水中の核種𝑖の濃度は、(5)式を用いて計算する。 

(ｴ) 尾駮沼水中又は沢水中の放射性物質の濃度 

尾駮沼水中又は沢水中の核種𝑖の濃度は、(6)式を用いて計算する。 

(ｵ) 沢水を利用する灌漑土壌中の放射性物質の濃度 

沢水を利用する灌漑土壌中の核種𝑖の濃度は、(7)式を用いて計算する。 

(b) 生活環境における被ばくに関する評価モデル 

(一) 廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業による外部被ばく

及び内部被ばく 

廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業により外部被ばく及

び内部被ばくする場合の線量は、それぞれ(14)式及び(15)式を用いて計算する。

ただし、土壌中の核種𝑖の濃度𝐶 𝑡, 𝑖 を𝐶 𝑡, 𝑖 に置き換える。 

(二) 廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業によって発生する

土壌上での居住による外部被ばく 

廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業によって発生する土

壌上での居住により外部被ばくする場合の線量は、(16)式を用いて計算する。た

だし、土壌中の核種𝑖の濃度𝐶 𝑡, 𝑖 を𝐶 𝑡, 𝑖 に置き換える。 

(三) 廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業によって発生する

土壌上で生産される農耕農産物(家庭菜園)の摂取による内部被ばく 

廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業によって発生する土

壌を利用して生産される農耕農産物(家庭菜園)の摂取により内部被ばくする場

合の線量は、(19)式及び(20)式を用いて計算する。ただし、土壌中の核種𝑖の濃

度𝐶 𝑡, 𝑖 を𝐶 𝑡, 𝑖 に置き換える。 

(四) 尾駮沼の水産物の摂取による内部被ばく 

尾駮沼の水産物の摂取により内部被ばくする場合の線量は、(9)式を用いて計

算する。 

(五) 沢水を利用して生産される灌漑農産物の摂取による内部被ばく 

沢水を利用して生産される灌漑農産物の摂取により内部被ばくする場合の線

量は、(10)式及び(11)式を用いて計算する。 
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f. 線量評価パラメータ 

人為事象シナリオは、発生の可能性の小さい仮想的なシナリオであることから、過

度な保守性を避けるため、土壌の希釈係数、居住者の屋外における遮蔽係数及び埋設

設備からの流出水量以外は、最も可能性が高い自然事象シナリオと同じ値を用いる。

埋設設備から上部覆土への流出水量及び埋設設備から鷹架層への流出水量は、難透水

性覆土及び下部覆土の低透水性の機能が周辺土壌程度まで低下するものとして設定

する。 

各線量評価パラメータの詳細は補足説明資料 9 を参照。 

 

g. 線量評価結果 

廃止措置の開始後の評価における人為事象シナリオの線量の計算結果を第 26 表に

示す。 

廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業による建設業従事者の線

量は、約 2.5×10-3mSv/y(3 号廃棄物埋設地)、約 5.9×10-3mSv/y(1 号廃棄物埋設地)

及び約 5.8×10-3mSv/y(2 号廃棄物埋設地)である。 

また、廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業によって発生する土

壌上に居住する居住者の線量は約 1.9×10-2mSv/y(3 号廃棄物埋設地)、約 4.4×10-

2mSv/y(1 号廃棄物埋設地)及び約 3.7×10-2mSv/y(2 号廃棄物埋設地)であり、「許可基

準規則解釈」に示されている線量の 1mSv/y を超えない。 

 

第 26 表 廃止措置の開始後における評価の結果 

(人為事象シナリオ)(1/3) 

評価対象個人 
3 号廃棄物埋設地 

線量(mSv/y) 

線量が最大となる

覆土完了後の時期

(y) 

(a) 建設業従事者 約 2.5×10-3 約 300 

(b) 居住者 約 1.9×10-2 約 300 
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第 26 表 廃止措置の開始後における評価の結果 

(人為事象シナリオ)(2/3) 

評価対象個人 
1 号廃棄物埋設地 

線量(mSv/y) 

線量が最大となる

覆土完了後の時期

(y) 

(a) 建設業従事者 約 5.9×10-3 約 300 

(b) 居住者 約 4.4×10-2 約 300 

 

第 26 表 廃止措置の開始後における評価の結果 

(人為事象シナリオ)(3/3) 

評価対象個人 
2 号廃棄物埋設地 

線量(mSv/y) 

線量が最大となる

覆土完了後の時期

(y) 

(a) 建設業従事者 約 5.8×10-3 約 300 

(b) 居住者 約 3.7×10-2 約 300 
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1. はじめに 

本資料は、「第十条 廃棄物埋設地のうち第四号(廃止措置の開始後の評価)」のうち、

地質環境に係る長期変動事象について補足説明するものである。 

長期状態設定において考慮すべき自然現象を第1表に示す。 

 

第 1 表 長期状態設定において考慮すべき自然現象*1 

起因事象 長期事象 項目 

プレート運動に 

起因する事象 

火山・火成活動 
①火山の影響（火砕物密度流、降下火砕

物） 

地震・断層活動 
②地震、③液状化(覆土)、 

④断層活動(地盤の変形) 

隆起・沈降運動 ⑤隆起・沈降 

気候変動に起因する事象 
⑥海水準変動、⑦気温、⑧降水量、 

⑨かん養量 

プレート運動と気候変動の両者に 

起因する事象 

⑩侵食、⑪地下水位(地下水流動)、⑫蒸

発散量、⑬河川流量 

その他の事象 ⑭生物学的事象、⑮透水性の変化 

*1：長期状態設定おいて考慮すべき自然現象の選定については、添付資料 1 に詳細を示

す。 
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2. 地質環境に係る長期変動事象の考え方 

埋設設備を設置する地下の環境は、自然現象等の影響を受け難いことから、地上に比

べ比較的安定である。しかし、長期的な観点でみると、プレート運動及び気候変動によ

って、廃棄物埋設地を取り巻く地質環境は有意に変化することが予測される。 

この地質環境に係る長期変動事象について、「プレート運動に起因する事象」、「気候

変動に起因する事象」及び「プレート運動と気候変動の両者に起因する事象」に区分す

る(1)。区分した各事象については、プレート運動や気候変動が過去から現在までの変動

傾向とその要因が今後も継続するとみなし、それらを外挿して状態設定を行う。状態設

定は、最も可能性が高い設定及び最も厳しい設定を設定する。 

・最も可能性が高い設定：将来起こり得るなかで最も可能性が高いと考えられる状態と

する。 

・最も厳しい設定：過去の変化傾向とその要因の不確かさを網羅的に考慮し、科学的に

合理的と考えられる範囲で最も厳しい状態とする。 

状態設定を行う期間は、主要な放射性物質の半減期、放射能量及び放射能濃度を踏ま

え 1,000 年程度までの期間とする。 

なお、最も可能性が高い設定において最も可能性が高いと考えられる状態の設定が

困難である場合は、不確かさを考慮して保守側に設定し、最も可能性が高い設定と最も

厳しい設定で同様の値を用いるものとする。また、事象同士が密接に関係しており、両

者で不確かさを考慮するのが適切でないと考えられる場合は、評価において保守的と

なる事象で不確かさを考慮して設定する。 
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3. 状態設定 

(1) プレート運動に起因する事象 

日本周辺には、大陸プレートであるユーラシアプレート及び北米プレート並びに

海洋プレートであるフィリピン海プレート及び太平洋プレートがあり、大陸プレー

トの下に海洋プレートが沈み込んでいる。敷地の位置する東北日本弧は北米プレー

トに位置し、東側から太平洋プレートが沈み込むことで、おおむね東西方向の圧縮

の力が生じている。 

将来の日本列島周辺のプレート運動についても、今後数 10 万年から数 100 万年

程度継続すると考えられる(1)(2)(3)(4)。したがって、状態設定においては、現在のプ

レート運動が継続するものとして設定する。 

プレート運動に起因する事象には、「火山・火成活動」、「地震・断層活動」及び「隆

起・沈降運動」があげられる。 

 

(ⅰ) 火山・火成活動 

火山・火成活動によって、直接的に廃棄物埋設地が損傷すること、また、敷地

周辺が高温になること及び地下水の水質の変化によって地下水流動場が変化す

ることが想定されることから、火山・火成活動による状態設定について検討する。

長期変動事象としては、直接的に廃棄物埋設地が損傷することが想定される事

象としては、直接的に廃棄物埋設地が損傷することが想定される事象として、新

しい火口の開口を想定する。 

以上より、火山・火成活動として降下火砕物、火砕物密度流及び火口の開口を

想定する。 

a. 火砕物密度流 

短期的(数百年～数千年スケール)には、敷地に到達する可能性は十分に低く

(5)、仮に到達したとしても、火砕物密度流の影響範囲は表層に限定されるため、

評価期間においては、火砕物密度流の熱的影響及び化学的影響については、考慮

しない。 

b. 降下火砕物 

降下火砕物に含まれる成分によって地下水の水質変化(低 pH の水)が生じるこ

とが想定されるため、化学的影響について考慮する。 
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c. 火口の開口 

新しい火口の開口は、敷地が廃棄物埋設地に影響を及ぼし得る火山の過去の

火口及びその近傍に位置しないこと、並びに火山フロントより前弧側(東方)に

位置することから、これらの火山事象が敷地において発生する可能性はない。よ

って、新しい火口の開口は長期変動事象として考慮しない。 

 

(ⅱ) 地震・断層活動 

地震・断層活動については、現在のプレート運動が継続することから、将来も

同様の場所で繰返し発生すると想定し、状態設定を行う。 

a. 地震 

敷地周辺の被害地震の震央分布(敷地からの震央距離 200km 程度以内)を第 1

図に、敷地周辺の被害地震のマグニチュードと震央距離の関係を第 2 図に示す。

敷地付近は、過去の被害地震から、M6 を超える地震の発生はなく、震度 5 強を

超える地震の発生もない地域である(添付資料 2)。また、地震による力学的な変

形は金属腐食に伴う埋設設備の変形量と比較して非常に小さいことから、地震

による力学的影響を考慮しない。 
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*2：地震緒元は、1884 年以前の地震については「日本被害地

震総覧」(6)による値を、1885 年以降 1922 年以前の地震

については「宇津カタログ(1982)」(7)による値を、さら

に 1923 年以降の地震については「気象庁地震カタログ」
(8)による値をそれぞれ用いている。 

 

第 1 図 敷地周辺の被害地震の震央分布*1*2 

(敷地からの震央距離 200km 程度以内) 
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第 2 図 敷地周辺の被害地震のマグニチュード-震央距離*1*2 

*1：図中の数字は地震発生年(同年(同年月)の地震が複数存在する場合には年月(年月

日))。 

*2：[Ⅲ]～[Ⅵ]は気象庁震度階級で、村松(1969)(9)、勝又・徳永(1971)(10)による。 

1997 年以降の気象庁震度 10 階級おいては、[Ⅲ]が 3 に、[Ⅳ]が 4 に、[Ⅴ]が 5 弱及び

5 強に、[Ⅵ]が 6 弱及び 6 強に対応する。 
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b. 液状化(覆土) 

覆土（難透水性覆土、下部覆土）が液状化することによって、低透水性に影響

が生じるおそれがあるため、廃棄物埋設地の状態設定において影響を評価する。 

液状化(覆土)の詳細な評価については、「第十条 廃棄物埋設地のうち第四号 

(廃止措置の開始後の評価) 廃棄物埋設地の状態設定-影響事象分析-」に示す。 

 

c. 断層活動(地盤の変形) 

断層活動に伴う地盤の変位及び変形により廃棄物埋設地が直接破壊されるこ

とが想定される。 

第 3 図に敷地周辺の空中写真判読結果を示す。空中写真判読結果及び地質調

査から、活断層は廃棄物埋設地付近には分布しておらず、最も近い活断層は、敷

地近傍の六ヶ所村出戸付近に分布する出戸西方断層である。出戸西方断層は、西

傾斜の逆断層であり、その長さを約 11km と評価している。しかし、敷地には、

出戸西方断層に起因する変動地形及びリニアメント並びに出戸西方断層に関連

した地質構造は確認されていない。したがって、今後も地盤の変位及び変形によ

り廃棄物埋設地が直接破壊されることは想定できない。 

出戸西方断層以外の活断層については、廃棄物埋設地から更に離れており、断

層活動があったとしても、廃棄物埋設地には力学的影響は及ばないと想定され

る。 

以上より、今後も地盤の変位及び変形により廃棄物埋設地が直接破壊される

ことは想定できないため、断層活動による廃棄物埋設地への影響については、考

慮しない。 
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第 3 図 敷地周辺の空中写真判読結果 
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(ⅲ) 隆起・沈降運動 

a. 隆起・沈降 

隆起・沈降運動は廃棄物埋設地を直接損傷させることはないが、地形勾配の変化

や、侵食基準面から廃棄物埋設地までの比高の変化に伴う侵食・堆積環境の変化が

想定される。侵食・堆積環境の変化により、地下水流動への影響や、埋設設備が地表

に接近する可能性があることから、隆起・沈降運動を長期変動事象として考慮し、隆

起・沈降運動の速度を設定する。 

なお、敷地の位置する下北半島付近には、過去約 70 万年間に形成された海成段丘

が分布することから、敷地及びその周辺は、少なくとも同期間において大局的には

隆起域と考えられる。したがって、敷地周辺では将来も隆起運動が継続すると想定

し、状態設定として隆起速度を設定する。 

(a) 隆起速度の設定に関する考え方 

小池・町田(2001)(11)から、下北半島周辺(むつ-野辺地以東の尻屋崎～三沢間)

の海成段丘面の形成年代と旧汀線標高等を考慮した隆起量について整理した結

果を第 4 図に示す。 

隆起速度は、廃棄物埋設地付近に分布する海成段丘面の形成年代と旧汀線標高

及び海水準変動等を考慮して、下記の式から算出する。 

隆起速度＝(旧汀線標高－段丘面形成時の海水準－火山灰層層厚)／段丘面形

成年代 

なお、下北半島周辺における海成段丘面の過去約 70万年間の平均隆起速度は、

2.0m/万年～4.5m/万年の範囲となる。 

(一) 最も可能性が高い設定 

敷地内の海成段丘面(M1 面、12.5 万年前)の旧汀線分布を第 5 図に、敷地に

おける M1 面の状況を第 2 表に示す。最も可能性が高い設定における隆起速度

は、廃棄物埋設地付近に分布する M1 面の形成年代と旧汀線標高及び海水準変

動等を考慮して算出する。 

(二) 最も厳しい設定 

最も厳しい設定においては、隆起速度が速い方が相対的な海水準が低下し、

河川の侵食が進むため、埋設設備の露呈時期が早くなることを考慮する。し

たがって、最も厳しい設定における隆起速度は、最も隆起速度が速い地点を
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包含する速度を設定する。 

 

第 4 図 尻屋崎～三沢の海成段丘面の形成年代と平均隆起量との関係*1 

*1：段丘面の形成年代及び隆起量は、小池・町田(2001)(11)に基づき作成。 
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第 5 図 敷地内の M1 面の旧汀線分布と標高 

 

第 2 表 敷地における M1 面の状況 

旧汀線標高(分布境界) EL52m 

火山灰層層厚(敷地平均値) 3m 

段丘面形成年代 12.5 万年前 

段丘面形成時の海水準(現在比+) +5m 

 

  

3 号埋設設備 
設置位置 

2 号埋設設備 
設置位置 

1 号埋設設備 
設置位置 

旧汀線標高 

約 52m 

500m 
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(b) 隆起速度の状態設定 

隆起速度の状態設定結果を第 3 表に示す。 

(一) 最も可能性が高い設定 

廃棄物埋設地付近に分布する M1 面の形成年代等から、隆起速度は 3.5m/万

年とする。 

隆起速度＝(旧汀線標高－段丘面形成時の海水準－火山灰層層厚)／段丘面

形成年代 

隆起速度＝(52m-5m-3m)/12.5 万年 ≒ 3.5m/万年 

(二) 最も厳しい設定 

下北半島周辺の平均隆起速度は、2.0m/万年～4.5m/万年の範囲となるため、

最も隆起速度が速い地点を考慮し、4.5m/万年とする。 

 

第 3 表 隆起速度の設定値 

ケース 
隆起速度 

(m/万年) 

最も可能性が高い

設定 
3.5 

最も厳しい設定 4.5 
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(2) 気候変動に起因する事象 

気候変動は、数 10 万年前から現在まで約 8 万年周期から約 12 万年周期で氷期と間氷

期を繰り返している(12)ことから、大局的には将来もこの周期の気候変動を繰り返すと考

えられる。また、過去の気候変動の傾向から、今後氷期へ向かうと考えられることから

(13)(14)、将来は寒冷化すると予測される。 

一方、人間活動に伴う温室効果ガス排出により、温暖化が進行する可能性があるとす

る報告(14)や、現在の温室効果ガス濃度を基準として、炭素循環のメカニズムを仮定した

気候シミュレーションにより、将来 5 万年程度は温暖期が継続する可能性があるとする

報告もある(15)。 

以上のことから、気候変動に起因する事象に係る長期変動事象の状態設定については、

過去の気候変動と同様に現在から寒冷化に向かう場合(以下「寒冷化ケース」という。)

と、温暖期が数万年程度継続した後、寒冷化に向かう場合(以下「温暖期継続ケース」と

いう。)の 2 ケースに大別し、これらの 2 ケースについて、それぞれ「海水準変動」、「気

温」、「降水量」、「かん養量」を長期変動事象として考慮する。 

 

(ⅰ) 海水準変動 

海水準変動は廃棄物埋設地を直接損傷させることはないが、海水準変動が生じる

と、敷地及びその周辺における河川、湖沼及び海の分布域が変化し、将来の人の生活

環境及び生活様式に影響を及ぼすことが想定される。また、海水準変動及びそれに

伴う地形変化並びに地下水位及び地表水流動の変化が想定されるため、海水準変動

を長期変動事象として考慮し、寒冷化ケース及び温暖期継続ケースにおける海水準

の変動時期及び変動量を設定する。 

a. 海水準変動の設定に関する考え方 

過去 45 万年間の海水準変動曲線を第 6 図に示す。将来の海水準の設定に当た

っては、過去 45 万年間の汎世界的な海水準変動を酸素同位体比から推定してい

る Labeyrie et al.(2003)(16)を用いる。 

なお、日本の海成段丘面等の形成年代と汎世界的な海水準変動は調和的(17)であ

ることから、汎世界的な海水準変動は敷地においても同様とする。 
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第 6 図 過去の海水準変動曲線*1 

*1：Labeyrie et al.(2003)(16)に一部加筆 
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(a) 最も可能性が高い設定 

(一) 寒冷化ケース 

過去の海水準変動曲線と将来の海水準変動曲線の設定について第 7 図に示

す。Labeyrie et al.(2003)(16)を基に、過去 4 回の海水準変動曲線の間氷期最

盛期のピークを基準として重ね合わせ、亜氷期までの時間及び海水準を設定

する。設定した時間及び海水準を結んだ直線を将来の海水準とする。 

将来の亜氷期までの時間については、過去 4 回の間氷期最盛期から亜氷期

までの時間の平均値を用いる。 

将来の亜氷期の海水準については、過去 4 回の亜氷期における海水準の平

均値を用いる。 

また、1,000 年後の海水準は、現在から亜氷期までの時間及び海水準の平均

値を結んだ直線を用いて求める。 

(二) 温暖期継続ケース 

温暖期継続ケースにおける海水準変動については、過去の海水準変動の傾

向から現在は間氷期最盛期になると考えられるため、将来の海水準変動の設

定には不確かさが大きく状態設定が困難である。そのため、温暖期継続ケー

スの海水準は、IPCC(2013)(18)より、最終間氷期(約 129,000 年前～116,000 年

前)の数千年は、海面水位が現在より 5m 高く、10m 以上は高くなかったとされ

ていることを考慮して、過去の海水準の最大値を用いることとし、最も可能

性が高い設定と最も厳しい設定は同様の値を用いるものとする。海水準が上

昇する期間は、ANDRA(2005)（15)より、将来 5 万年程度は温暖期が継続すると

されることから、評価期間中継続すると設定する。 

(b) 最も厳しい設定 

(一) 寒冷化ケース 

過去の海水準変動曲線と将来の海水準変動曲線の設定について第 8 図に示

す。最も可能性が高い設定と同様に、過去 4 回の海水準変動曲線の間氷期最

盛期のピークを基準として重ね合わせ、亜氷期までの時間及び海水準から設

定する。 

海水準は低下量が大きく、低下時期が早いほど、埋設設備の露呈時期及び

希釈水量の観点から保守的な設定となるため、最も厳しい設定における将来
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の亜氷期までの時間については、過去 4 回の間氷期最盛期から亜氷期までの

時間の最短値を用いる。 

将来の亜氷期までの海水準については、亜氷期は海水準低下量の最大値か

ら設定する。 

また、1,000 年後の海水準は、現在から亜氷期までの時間の最短値及び海水

準低下量の最大値を結んだ直線を用いて求める。 

(二) 温暖期継続ケース 

最も可能性が高い設定において不確かさを考慮していることから、最も厳

しい設定も同様の値とする。 
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第 7 図 過去の海水準変動曲線と将来の海水準変動曲線の設定(最も可能性が高い設定)*1 

*1：海水準変動曲線は Labeyrie et al(2003)
(16)

に示される酸素同位体比による海水準の知見から、過去 4 回の変動周期

の間氷期最盛期を 6,500 年前として重ね合わせた。 
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第 8 図 過去の海水準変動曲線と将来の海水準変動曲線の設定(最も厳しい設定)*1 

*1：海水準変動曲線は Labeyrie et al(2003)
(16)

に示される酸素同位体比による海水準の知見から、過去 4 回の変動

周期の間氷期最盛期を 6,500 年前として重ね合わせた。 
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b． 海水準変動 

(a) 最も可能性が高い設定 

(一) 寒冷化ケース 

過去 4 回の亜氷期までの時間及び海水準の平均値から、亜氷期の海水準は

10,000 年後に-50m とし、1,000 年後の海水準は、現在から亜氷期までの直線

を将来の海水準とすることから、-5m とする。 

(二) 温暖期継続ケース 

最終間氷期の数千年は、海面水位が現在より 5m 高く、10m 以上は高くなか

ったとされていることから、不確かさを考慮して現在の海水準より 10m 上昇

すると設定する。 

(b) 最も厳しい設定 

(一) 寒冷化ケース 

過去 4 回の亜氷期までの時間及び海水準の最大値から、亜氷期の海水準は

10,000 年後に-90m とし、1,000 年後の海水準は、現在から亜氷期までの直線

を将来の海水準とすることから、-9m とする。 

(二) 温暖期継続ケース 

温暖期継続ケースにおける海水準変動の設定値の推定には不確かさが大き

く状態設定が困難であり、最も可能性が高い設定において不確かさを考慮し

ていることから、最も厳しい設定は最も可能性が高い設定と同様に現在の海

水準より 10m 上昇すると設定する。 

 

c. 海水準変動の状態設定 

海水準変動の状態設定結果を第 4 表に示す。海水準は後述する「3. (3) (ⅰ) c.

埋設設備の露呈時期」に影響する。埋設設備の露呈時期は、温暖期継続ケースの方

が保守的となるため、温暖期継続ケースを状態設定の対象とする。 
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第 4 表 海水準変動の設定値 

ケース モデル化時期 海水準(現在比：m) 

最も可能性が高い 

設定 
温暖期継続ケース 現在*1～1,000 年後 10 

最も厳しい設定 温暖期継続ケース 現在*1～1,000 年後 10 

*1：覆土完了時期までを表す(以降、同様) 
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(ⅱ) 気温 

気温変化は、廃棄物埋設施設を直接損傷させることはないが、気温の変化により

表層での水収支の変化に伴って、地下水流動及び表流水流動が変化することが想定

されるため、気温変化を長期変動事象として考慮し、将来の気温を設定する。 

a. 気温の設定に関する考え方 

EPICA(2004)(12)に示される過去 45 万年間の氷床コアの同位体比に基づく気温変動

曲線を第 9 図に示す。氷床コアの同位体比の変動を気温変動の指標とし、過去 4 回

の気温変動(氷期及び間氷期の繰返し)の間氷期最盛期のピークを基準として重ね合

わせ、亜氷期までの時間及び気温変動割合を設定する。気温変動割合は、第 9 図に

示した変動曲線において、現在を 0 とし、氷期最盛期を 100 としたときの気温の変

動割合を示す。 

将来の気温は、気温変動割合及び氷期最盛期の気温から設定することとし、氷期

最盛期の気温は、花粉化石を用いて推定された最終氷期最盛期の気温から設定する。 

気温は降水量と正の相関関係があり(20)、降水量は希釈水量に関連する。降水量が

低下するほど希釈水量が少なくなるため、気温が低いほど保守的な設定となるが、

降水量の推定そのものにも不確かさがある。 

希釈水量の設定の観点で、気温変動の不確かさと、気温と降水量の相関性の不確

かさを考慮するが、気温と降水量の相関性においては降水量の設定で後述するよう

に一定程度の統計的な不確かさの情報が得られることから、将来の気温の設定は、

最も可能性が高い設定と最も厳しい設定では同一とする。 
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第 9 図 過去の気温変動曲線*1 

*1：気温変動曲線は EPICA(2004)
(12)

に示される氷床コアの酸素・水素同位体比の知見から、過去 4 回の変動周期の間氷期最盛期を重ね合わせの基準位置とした。 
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(a) 最も可能性が高い設定 

(一) 寒冷化ケース 

過去の気温変動曲線と将来の気温の設定について第 10 図に示す。 

将来の亜氷期までの時間は、過去 4 回の間氷期最盛期から亜氷期及び氷期

最盛期までの時間の平均値から設定する。 

現在の年平均気温は、六ヶ所地域気象観測所の観測値(1975 年～2015 年)の

平均値とする。 

将来の氷期最盛期の気温は、Yamanaka et al.(1990)(21)で取得されている下

北半島北部の尻屋崎湿原における最終氷期最盛期頃の花粉化石群集データを

用いて推定した気温の平均値から設定する。また、将来の亜氷期の気温は、過

去 4 回の亜氷期における気温変動割合の平均値から設定する。 

1,000 年後の気温は、現在から亜氷期までの時間及び気温変動割合の平均値

を結んだ直線を用いて求める。 

(二) 温暖期継続ケース 

温暖期継続ケースの気温は、人間活動による影響を考慮した IPCC(2007)(14)

による温暖化の知見及び過去 30 年間の敷地周辺の年平均気温を考慮し、その

気温が現在から評価期間中継続すると想定して設定する。 

 

(b) 最も厳しい設定 

(一) 寒冷化ケース 

過去の気温変動曲線と将来の気温の設定について第 11 図に示す。 

気温は低下量が大きく、低下時期が早いほど保守的な設定となるため、最

も厳しい設定における将来の亜氷期までの時間は、過去 4 回の間氷期最盛期

から亜氷期までの時間の最短値から設定する。 

最も厳しい設定における現在の年平均気温及び将来の氷期最盛期の気温は、

後述する気温と降水量の相関性の不確かさを考慮した方が希釈水量は少なく

なるため、最も厳しい設定には最も可能性が高い設定の気温を用いる。また、

将来の亜氷期の気温は、気温の低下量が大きいほど保守的となるため、過去 4

回の亜氷期における気温変動割合の最大値から設定する。 

1,000 年後の気温は、現在から亜氷期までの時間の最短値及び気温変動割合
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の最大値を結んだ直線を用いて求める。 

(二) 温暖期継続ケース 

気温の不確かさを考慮した最も厳しい設定は、気温と降水量の関係から、

希釈水量への影響を考慮して設定する。 
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第 10 図 過去の気温変動曲線と将来の気温の設定(最も可能性が高い設定)*1 

*1：気温変動曲線は EPICA(2004)
(12)

に示される氷床コアの酸素・水素同位体比の知見から、過去 4 回の変動周期の間氷

期最盛期を 6,500 年前として重ね合わせた。 
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第 11 図 過去の気温変動曲線と将来の気温の設定(最も厳しい設定)*1 

*1：気温変動曲線は EPICA(2004)
(12)

に示される氷床コアの酸素・水素同位体比の知見から、過去 4 回の変動周期の間氷期

最盛期を 6,500 年前として重ね合わせた。  
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b. 気温変化 

(a) 最も可能性が高い設定 

(一) 寒冷化ケース 

最も可能性が高い設定における現在の年平均気温は、六ヶ所地域気象観測

所の観測値(1975 年～2015 年)の平均値である 9℃とする。 

花粉化石群集データを用いて松末ほか(2000)(22)の手法及び Nakagawa et 

al.(2002)(23)の手法により敷地周辺の最終氷期最盛期の年平均気温を推定す

ると、それぞれ約-2.2℃と約 3.7℃であった(第 12 図)。 

このことから、将来の氷期最盛期の年平均気温は両手法の値から、平均的

な値として 0℃とする。 

10,000 年後の亜氷期の気温は、現在の気温(9℃)及び氷期最盛期(0℃)から

気温変動割合(70%)を考慮し、3℃と設定する。 

1,000 年後の気温は、現在の気温(9℃)から 10,000 年後の亜氷期における

気温(3℃)の変化率を考慮して、8.4℃となることから保守側に切り下げて、

8℃と設定する。 

(二) 温暖期継続ケース 

人間活動による温室効果ガス濃度を考慮したシミュレーション結果から、

2090 年から 2099 年には世界平均で現在より 0.3℃～6.4℃上昇する可能性が

指摘されている(14)。過去 30 年間の敷地周辺の年平均気温である 9℃よりシミ

ュレーションの平均的な上昇値である 3℃を加えた 12℃を最も可能性が高い

設定とする。 

一方、尾駮沼の沖積層堆積物から過去約 10,000 年間の花粉化石群集データ

を取得し、そのデータを用いて松末ほか(2000)(22)の手法及び Nakagawa et 

al.(2002)(23)の手法により敷地周辺の間氷期最盛期の年平均気温を推定する

と、それぞれ約 12.2℃と約 10.4℃であったと考えられる。最も可能性が高い

設定の 12℃は、花粉化石群集データより推定した 12.2℃と整合している。 

(b) 最も厳しい設定 

(一) 寒冷化ケース 

最も厳しい設定における現在の年平均気温は、六ヶ所地域気象観測所の観

測値(1975 年～2015 年)における年平均気温の最低値である 8℃となるが、降
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水量の不確かさを考慮した方が希釈水量は少なくなるため、最も可能性が高

い設定の 9℃と設定する。 

将来の氷期最盛期の年平均気温の最も厳しい設定は、松末ほか(2000)(22)に

おける現在と最終氷期最盛期の気温差の最大値から-13℃を想定し、前述した

年平均最低値である 8℃から 13℃を低下させた-5℃となるが、気温と降水量

の相関性の不確かさを考慮した方が希釈水量は少なくなるため、最も可能性

が高い設定の気温である 0℃と設定する。 

10,000 年後の亜氷期の気温は、現在の気温(9℃)及び氷期最盛期(0℃)から

の気温変動割合(90%)を考慮し、0℃と設定する。 

1,000 年後の気温は、現在の気温(9℃)から 10,000 年後の亜氷期における

気温(0℃)の変化率を考慮して、8.1℃となることから保守側に切り下げて、

8℃と設定する。 

(二) 温暖期継続ケース 

温暖期継続ケースにおける気温は、過去約 30 年間(1975 年～2015 年)の敷

地周辺の年平均気温である 9℃よりシミュレーションのほぼ最大上昇値であ

る約 6℃を加えた 15℃となるが、気温と降水量の相関性の不確かさを考慮し

た方が、希釈水量は少なくなるため、最も厳しい設定には最も可能性が高い

設定の気温である 12℃と設定する。 
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第 12 図 花粉分析による過去 26,000 年間の気温変動 
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c. 気温の状態設定 

気温の状態設定結果を第 5 表に示す。気温と降水量は正の相関関係があり、降水

量が低下するほど希釈水量が少なくなるため、気温が低いほど保守的な設定となる。

したがって、寒冷化ケースを状態設定の対象とする。 

 

第 5 表 気温の設定値 

ケース モデル化時期 気温(℃) 

最も可能性が 

高い設定 
寒冷化ケース 

現在 9 

1,000 年後 8 

最も厳しい設定 寒冷化ケース 
現在 9 

1,000 年後 8 
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(ⅲ) 降水量 

降水量変化は廃棄物埋設地を直接損傷させることはないが、降水量の変化により

表層での水収支の変化に伴って地下水流動及び表流水流動が変化することが想定さ

れる。これらのことから、降水量の変化を長期変動事象として考慮し、将来の降水量

を設定する。 

a. 降水量の設定に関する考え方 

降水量変化については、現在の気温と降水量との関係に、大局的な正の相関があ

る(20)ことから、現在の気温と降水量との関係を基に、「(ⅱ)c. 気温の状態設定」で

求めた現在、1,000 年後の気温の状態設定値から、将来の降水量を設定する。 

降水量を変動させる気温以外の主な要因には、地形や海流等の気候因子が考えら

れる。したがって、敷地周辺と地形や海流等が類似した地点のデータを用いること

で、その影響を除けば、気温と降水量との相関関係が求められる。 

以上のことから、降水量の長期変動状態の設定については、敷地周辺と気候因子

が類似する地点の気温・降水量データより、将来の降水量を想定する。気候因子が類

似する地点の判断に使用した項目は以下のとおりである。 

① 北半球の太平洋側西部に位置すること。 

② アリソフの気候区分が亜極帯～寒帯であること。 

③ 沿岸海流が寒流であること。 

④ 陸度(半径 50km 円内の陸域の占める割合)が 1/10～9/10 であること。 

⑤ 開放度(半径 15km円内で対象地点より標高が 200m以上高い範囲を除く角

度)が 240°～360°であること。 

上記条件で抽出された地点のうち、過去 30 年以上の気象データの存在する 36 地

点の年平均気温と年降水量との関係から、将来の気温変化に伴う降水量変化を予測

する。気象データは、1981 年～2010 年の 30 年間の平年値データを使用する。平年

値を用いた理由は、平年値がその時々の気象や天候を評価する基準として利用され、

その地点の気候を表す値として用いられること、局地的な短期変動が除去できるな

ど平均値としての安定性・均質性が考慮されているためである。36 地点の気温と降

水量を第 6 表に、年平均気温と年降水量の関係を第 13 図に示す。 

なお、将来の降水量は、年平均気温と年降水量との関係から求めるため、寒冷化ケ

ース及び温暖期継続ケースは同様の関係式で設定する。  
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第 6 表 敷地周辺と類似する気候因子を持つ地点の気温と降水量*1 

No. 地点名 国名 
年平均気温 

(℃) 
年降水量 
(mm/y) 

1 OKHOTSK RUSSIAN FED. -3.7 475 

2 VLADIVOSTOK RUSSIAN FED. 5.0 837 

3 ALEKSANDROVSK-SAKHALINSKII RUSSIAN FED. 1.0 651 

4 NIKOL'SKOJE(OSTROV BERINGA) RUSSIAN FED. 2.8 693 

5 稚 内 JAPAN 6.8 1,063 

6 網 走 JAPAN 6.5 788 

7 別 海 JAPAN 5.4 1,135 

8 根 室 JAPAN 6.3 1,021 

9 厚 床 JAPAN 5.3 1,154 

10 榊 町 JAPAN 5.4 1,011 

11 太 田 JAPAN 5.5 1,170 

12 白 糠 JAPAN 5.5 1,090 

13 釧 路 JAPAN 6.2 1,043 

14 池 田 JAPAN 5.8 870 

15 浦 幌 JAPAN 6.2 976 

16 糠 内 JAPAN 5.0 1,026 

17 大 津 JAPAN 5.3 1,090 

18 大 樹 JAPAN 5.4 1,150 

19 苫小牧 JAPAN 7.6 1,198 

20 鵡 川 JAPAN 6.8 989 

21 室 蘭 JAPAN 8.6 1,185 

22 日高門別 JAPAN 7.2 956 

23 静 内 JAPAN 8.0 1,032 

24 浦 河 JAPAN 7.9 1,072 

25 小田野沢 JAPAN 9.1 1,281 

26 三 沢 JAPAN 10.0 1,056 

27 十和田 JAPAN 9.5 983 

28 八 戸 JAPAN 10.2 1,025 

29 三 戸 JAPAN 10.0 1,084 

30 種 市 JAPAN 9.4 1,198 

31 鹿島台 JAPAN 11.2 1,138 

32 石 巻 JAPAN 11.6 1,067 

33 仙 台 JAPAN 12.4 1,254 

34 亘 理 JAPAN 12.2 1,274 

35 相 馬 JAPAN 12.3 1,373 

36 六ヶ所 JAPAN 9.2 1,301 

*1：36 地点の年平均気温及び年間降水量は、気象庁のデータ(24)(25)を使用した。 
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第 13 図 敷地周辺と類似した気候因子を持つ 36 地点の年平均気温と年降水量の関係*1 

*1：36 地点の年降水量及び年平均気温は、気象庁のデータ(24)(25)を使用した。 
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(a) 最も可能性が高い設定 

36 地点の気温と降水量の関係は指数回帰式(第 13 図の実線近似曲線)で表され

ることから、最も可能性が高い設定においてはこの指数回帰式を用いて設定する。 

(b) 最も厳しい設定 

気温と降水量の関係のばらつきを考慮し、線量評価上、希釈水量が少なくなる

ように、気温と降水量の下限値の関係式(第 13 図の破線近似曲線)を用いて設定

する。 

b. 降水量の変化 

(a) 最も可能性が高い設定 

(一) 寒冷化ケース 

寒冷化ケースの将来の降水量は、第 13 図に示す指数回帰式(実線)及び最も

可能性が高い設定における気温の状態設定値から、1,000 年後に 1,070mm/y と

設定する。 

(二) 温暖期継続ケース 

温暖期継続ケースの将来の降水量は、第 13 図に示す指数回帰式(実線)及び

最も可能性が高い設定における気温の状態設定値から、1,300mm/y と設定す

る。 

(b) 最も厳しい設定 

(一) 寒冷化ケース 

寒冷化ケースの将来の降水量は、第 13 図に示す指数回帰式(破線)及び最も

厳しい設定における気温の状態設定値から、1,000 年後に 860mm/y と設定す

る。 

(二) 温暖期継続ケース 

温暖期継続ケースの将来の降水量は、第 13 図に示す指数回帰式(破線)及び

最も厳しい設定における気温の状態設定値から、1,050mm/y と設定する。 

c. 降水量の状態設定 

降水量の状態設定結果を第 7 表に示す。降水量が低下するほど希釈水量が少なく

なるため、保守的な設定となる。したがって、寒冷化ケースを状態設定の対象をす

る。  
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第 7 表 降水量の設定値 

ケース モデル化時期 気温(℃) 降水量(mm/y) 

最も可能性

が高い設定 
寒冷化ケース 

現在 9 1,120 

1,000 年後 8 1,070 

最も厳しい

設定 
寒冷化ケース 

現在 9 910 

1,000 年後 8 860 
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(ⅳ) かん養量 

かん養量の変化は廃棄物埋設地を直接損傷させることはないが、かん養量が変化

すると廃棄物埋設地周辺において表流水流量に係る地下水の流出量(基底流出量)及

び地表面を流れる直接流出量に影響を及ぼすと考えられる。これらのことから、か

ん養量の変化を長期変動事象として考慮し、将来のかん養量を設定する。 

 

a. かん養量の設定に関する考え方 

基底流出量は、おおむねかん養量に相当する(山本、高橋(1987)(27))とされている

ことから、以下の 3 つの方法から、現在の降水量に対する基底流出量(=かん養量)の

割合を設定し、この割合が将来も同様と考え、将来のかん養量を設定する。 

山本、高橋(1987)(27)によると、日本の平均的な降水量、蒸発散量、直接流出量及

び基底流出量は以下のように記載される。 

・年平均降水量・・・1,800mm/y 

・蒸発散量・・・・・・650mm/y 

・直接流出量・・・・・750mm/y 

・基底流出量・・・・・400mm/y 

基底流出量/年平均降水量＝400/1,800=0.22 

上記より、基底流出量と年平均降水量との関係は、降水量の約 22%となる。 

敷地周辺の降水量及び敷地における表流水流量観測の結果(ハイドログラフ)から、

基底流出量を求めることができる。表流水流量における基底流出量の概念図を第 14

図に示す。本手法は、表面流出水量観測堰の流量経時変化曲線の変動振幅の下端を

結んだ曲線を引くことにより、分割される面積比率（直接流出量/基底流出量の割合）

から求める方法である。 

年間降水量 1,310mm/y に対して、流量観測堰の表面流出量から求めた基底流出流

量は 138mm/y～289mm/y となる。したがって、基底流出量は降水量の 11%～22%とな

る。 

敷地周辺の降水量及び敷地に適用したタンクモデル(菅原(1972)(28))から想定され

る表流水流量から求めた基底流出量は、年間降水量 1,310mm/y に対して、231mm/y～

242mm/y となる。したがって、基底流出量は降水量の約 18%となる。 

以上の 3 つの手法における基底流出量と降水量の関係から、かん養量は降水量の
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20%と設定する。 

したがって、将来のかん養量は、「(ⅲ) c.降水量の状態設定」で求めた現在、1,000

年後の降水量の状態設定値の 20%と設定する。 

降水量は希釈水量に関連しており、降水量が少ない方が表流水流量も少なくなる

ため希釈水量は保守的となる。したがって、かん養量の設定値は、降水量が少なくな

る値を用いて求める。 

なお、「第十条 廃棄物埋設地のうち第四号 (廃止措置の開始後の評価) 線量評

価パラメータ 埋設設備からの流出水量」で使用する降雨浸透量(かん養量)は、埋

設設備からの流出水量と関連があり、埋設設備からの流出水量が多くなると、廃棄

物埋設地からの放射性物質の漏出量が増加するため、降水量が多くなることを考慮

した値を用いることとする。 

 

 

第 14 図 表流水流量における基底流出量の概念図(ハイドログラフ) 

 

  



 

補 1-38 

 

b. かん養量の変化 

(a) 最も可能性が高い設定 

(一) 寒冷化ケース 

寒冷化ケースにおける将来のかん養量は、最も可能性が高い設定における

寒冷化ケースの降水量の状態設定値から、1,000 年後に 214mm/y と設定する。 

(二) 温暖期継続ケース 

温暖期継続ケースにおける将来のかん養量は、最も可能性が高い設定にお

ける温暖期継続ケースの降水量の状態設定値から、260mm/y と設定する。 

(b) 最も厳しい設定 

(一) 寒冷化ケース 

寒冷化ケースにおける将来のかん養量は、最も厳しい設定における寒冷化

ケースの降水量の状態設定値から、1,000 年後に 172mm/y と設定する。 

(二) 温暖期継続ケース 

温暖期継続ケースにおける将来のかん養量は、最も厳しい設定における温

暖期継続ケースの降水量の状態設定値から、210mm/y と設定する。 

c. かん養量の状態設定 

かん養量の状態設定結果を第 8 表に示す。かん養量は、地表面を流れる直接流出

量に影響を及ぼすと考えられるため、降水量と同様に寒冷化ケースを状態設定の対

象とする。 

また、「第十条 廃棄物埋設地のうち第四号 (廃止措置の開始後の評価) 線量評

価パラメータ 埋設設備からの流出水量」において求める埋設設備からの流出水量

は、降雨浸透量（かん養量）が増えると大きくなる傾向があることから、降雨浸透量

を求めるための年平均降水量は、保守的に大きい値となるように設定する。年平均

降水量は温暖期継続ケースの最も可能性が高い設定の値 1,300mm/y 及び最も厳しい

設定の値 1,050mm/y（ばらつきの小さい側）を用いて、年平均降水量のばらつきの大

きい側の値 1,550mm/y(＝1,300＋(1,300－1,050))とする。したがって、流出水量の

算出に用いる降雨浸透量は 310mm/y(年平均降水量 1,550mm/y の 20%)と設定する。 
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第 8 表 かん養量の設定値 

ケース モデル化時期 
気温 

(℃) 

降水量 

(mm/y) 

かん養量 

(mm/y) 
考え方 

最も可能性

が高い設定 
寒冷化ケース 

現在 9 1,120 224 
かん養量は降水量の 20%と設定 

希釈水量の観点から、降水量が

少なくなる値を使用して設定 

1,000 年後 8 1,070 214 

最も厳しい

設定 
寒冷化ケース 

現在 9 910 182 

1,000 年後 8 860 172 

解析用パラメータ 

(温暖期継続ケース) 
現在～1,000 年後 12 1,550*1 310 

かん養量は降水量の 20%と設定 

流出水量の観点から、降水量が

多くなる値を使用して設定 

*1：年平均降水量が大きい温暖期継続ケースの最も可能性が高い設定の値 1,300 に最も厳しい設定の値 1,050 との差分を加算

(1,550mm/y=1,300＋(1,300－1,050)) 
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(3) プレート運動と気候変動の両者に起因する事象 

(ⅰ) 侵食 

侵食作用が継続することによって、埋設設備の地表近接及び露呈並びに廃棄物埋

設地周辺の地形が変化することによる地下水位(地下水流動)の変化が想定される。

これらのことから、侵食を長期変動事象として考慮し、将来の侵食速度を設定し、侵

食速度を用いて埋設設備の位置及び沢の位置から露呈時期を設定する。また、隆起

量を考慮した相対的な海水準を「相対海水準」とし、この相対海水準の低下によって

生じる尾駮沼の河川化時期についても設定する。 

敷地及び敷地近傍の沢部においては第四紀層及び基盤である鷹架層が削剥されて

おり、河食が生じていると考えられる。廃棄物埋設地付近は二又川の流域であるこ

とから、二又川及び敷地から二又川に流れ込む沢による下刻を考慮する。 

敷地及び敷地近傍における台地と河川及び沢との位置関係等の大局的な地形状況

は、数万年程度の将来において大きく変化することはなく、流域ごとの沢の縦断勾

配及び横断形状を保って下刻が進むと想定するため、第四紀層及び鷹架層における

侵食速度の差異は十分小さいと考えられる。敷地の位置する台地上には、段丘堆積

層が 10 数万年以上の間残っていることから、後述する河川及び沢の侵食速度を考慮

しても、将来数万年程度においては、侵食により敷地及び敷地近傍の大局的な地形

状況が大きく変わることはないと考えられる。 

なお、台地上及び沢の上流部では沖積層は厚く堆積していないため、沖積層によ

る侵食速度への影響は十分小さいと考えられる。 

隆起域における河川侵食の概念図を第 15 図に示す。下刻は、相対海水準と降水量

の影響を受けるため、寒冷化ケースと温暖期継続ケースでは、大局的には以下のよ

うな下刻過程となる(貝塚、1977(30))。 

寒冷化ケースでは、降水量が減少し、河川流量が少なくなる。そのため、上流域で

は土砂が発生しない、若しくは凍結融解作用などにより土砂が発生してもほとんど

下流域に運搬されず、現在の下流域に相当する地域では、海水準低下に伴い侵食基

準面が低下し、下刻が進む。相対海水準の低下に伴い、最初に下流域に堆積している

沖積層(間氷期堆積物)が侵食される。沖積層は比較的軟質なため、相対海水準に対

して勾配を持たずに侵食される。沖積層削剥後、相対海水準の低下に伴い、氷期の平

衡河床勾配を保って下流域～上流域まで侵食が進む。 
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温暖期(温暖期継続ケース)では、降水量が増加し、河川流量が多くなるため、上流

域では下刻が進み、下流域ではその土砂が堆積する。相対海水準の低下に伴い、間氷

期の平衡河床勾配を保ったまま、相対海水準変化量(隆起量相当)の下刻が進む。 

なお、以下の理由から河食以外の侵食は考慮しない。 

海食：廃棄物埋設地は現在の汀線から内陸に約 3km 離れており、十分な離隔があ

ることから、考慮しない。 

溶食：石灰岩等の分布域でないことから、考慮しない。 

風食：乾燥地帯ではなく、影響は河食に包含されることから、考慮しない。 

なお、ガリー侵食は、河床より下刻することはないため河食に包含される。 

a. 侵食速度 

(a) 侵食速度の設定に関する考え方 

寒冷化ケースと温暖期継続ケースの侵食量の関係を第 16 図に示す。寒冷化ケ

ースの侵食では、沖積層の基底面の勾配を保ち、敷地の隆起を考慮した相対海水

準の低下による下方への下刻が生じると設定する。したがって、寒冷化の当初は

勾配の緩い下流部に堆積した沖積層の上限面から下刻することとなり、沖積層の

下刻後は河床勾配と海退量との関係から下刻量が求められる。沖積層の下刻に数

万年を要し、それまでの期間、鷹架層の下刻の影響は十分小さいと想定される。 

温暖期継続ケースでは、現在の河床勾配を保ち、相対海水準低下に伴った下刻

が生じると設定する。 

廃棄物埋設地周辺には、中央沢、南の沢、西の沢及びそれらの枝沢が分布する。

枝沢は本流の沢に流れ込むことから、本流の沢との合流点が侵食基準面となる。

枝沢の侵食基準面は本流が侵食されることで低下するため、本流の侵食速度と同

等の速度で枝沢も侵食されていくと考えられる。したがって、枝沢における侵食

速度は、本流の沢の寒冷化ケース及び温暖期継続ケースの侵食速度と同じと設定

する。 

寒冷化ケース及び温暖期継続ケースにおける侵食量を比較すると、寒冷化ケー

スは下流域の沖積層の侵食等により上流部の侵食が進行しないと設定している

ことから、3.2 万年後までは、温暖期継続ケースの方が侵食が早く進行する。 

このことから、侵食速度の最も可能性が高い設定においては、温暖期継続ケー

スにおける相対海水準低下速度を侵食速度として設定する。温暖期継続ケースに
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おける相対海水準低下速度は、「(2)(ⅰ) 海水準変動」において海水準変動を現

在から将来にわたり、現在の海水準より一律で 10m 上昇するとしたことから、

「(1)(ⅲ) 隆起・沈降運動」の隆起速度相当と設定できる。 

(一) 最も可能性が高い設定 

相対海水準の低下分が侵食されるため、侵食速度は最も可能性が高い設定

における隆起速度と同等とする。 

(二) 最も厳しい設定 

相対海水準の低下分が侵食されるため、侵食速度は最も厳しい設定におけ

る隆起速度と同等とする。 

 

 
【寒冷化ケース】 

・降水量、河川流量の減少及び海水準が低下する。 

・隆起するため、相対的な海水準は最終氷期最盛期よりも

低下する。 

 ⇒主に下流域で沖積層の侵食が始まり、平衡河床勾配

に達した後上流側にも侵食が及ぶ。 

【温暖期継続ケース】 

・降水量、河川流量の増加及び海水準が上昇する。 

・河床勾配は現在(温暖期)と変わらないが、隆起するため、

全体に侵食が進む。 

 

第 15 図 隆起域における河川侵食の概念図 
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第 16 図 侵食量の関係(最も厳しい設定の例) 
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b. 侵食速度の状態設定 

侵食速度の状態設定値を第 9 表に示す。 

(a) 最も可能性が高い設定 

最も可能性が高い設定における隆起速度は 3.5m/万年であるため、侵食速度は

3.5m/万年とする。 

(b) 最も厳しい設定 

最も厳しい設定における隆起速度は 4.5m/万年であるため、侵食速度は 4.5m/

万年とする。 

 

第 9 表 侵食速度の状態設定値 

ケース 期間 
侵食速度 

(m/万年) 

最も可能性が高い設

定 現在～1,000 年後 
3.5 

最も厳しい設定 4.5 
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c. 埋設設備の露呈時期 

(a) 埋設設備の露呈時期の設定に関する考え方 

埋設設備の露呈については、寒冷化ケースと温暖期継続ケースを比較すると、

廃棄物埋設地付近は、温暖期継続ケースの方が早く侵食が生じるため、埋設設備

には温暖期継続ケースの侵食の方が早く到達することとなる。したがって、侵食

に係る長期変動事象の状態設定は、保守的に廃棄物埋設地付近の侵食が早く生じ

る温暖期継続ケースの値を採用することとする。 

温暖期継続ケースにおける侵食の概念図を第 17 図に、温暖期継続ケースにお

ける侵食速度と埋設設備の露呈時期の例を第 18 図に示す。 

温暖期継続ケースの侵食は、現河床勾配を保ったまま主要な河川及び沢からの

侵食が進行する。埋設設備の露呈時期の算出に当たっては、廃棄物埋設地の周辺

に埋土があるが、安全評価上の移行距離としても考慮していないことから、廃棄

物埋設地の周辺における旧地形面より上位の埋土及び覆土は考慮せず、旧地形面

から埋設設備上端までを仮想的土被りとする。仮想的土被りの層厚を隆起速度で

除した値を露呈開始までの時間とする。 

なお、廃棄物埋設地において上部覆土は、締固め度 90%以上に管理された状態

で施工する。上部覆土については、周辺の土壌・岩盤と水理的に連続性を持たせ

る観点からおおむね廃棄物埋設施設周辺の第四紀層と同等の透水係数を目安に

施工するため、覆土上部だけが大きく削られることは考え難く、廃棄物埋設地に

おける侵食速度は周辺岩盤と同等程度と考えられる。 

(一) 最も可能性が高い設定 

最も可能性が高い設定における隆起速度及び各廃棄物埋設地の仮想的土被

り厚さから、埋設設備の露呈時期を求める。 

(二) 最も厳しい設定 

最も厳しい設定における隆起速度及び各廃棄物埋設地の仮想的土被り厚さ

から、埋設設備の露呈時期を求める。 

(b) 埋設設備の露呈時期の状態設定 

埋設設備の露呈時期を第 10 表に示す。埋設設備の露呈時期は、最も早くても

数万年後となるため、評価期間を踏まえると、埋設設備の露呈時期の状態設定に

ついては、考慮しないものとする。 
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第 17 図 侵食の概念図(温暖期継続ケースの場合*1) 

*1：温暖期継続ケースの侵食は、主要な河川及び沢の現河床勾配(図中の赤実線：現地形面及び埋土覆土部分は旧地形面を示す)を

保ったまま侵食が進行する。また、仮想的土被り厚は、旧地形面よりも上位にある埋土及び覆土を除いた厚さを考慮する。 
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第 18 図 温暖期継続ケースにおける侵食速度と埋設設備の露呈時期(3 号廃棄物埋設地の例) 
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第 10 表 埋設設備の露呈時期 

項目 

温暖期継続ケース 

最も可能性が高い設定 最も厳しい設定 

3 号廃棄物 

埋設地 

1 号廃棄物 

埋設地 

2 号廃棄物 

埋設地 

3 号廃棄物 

埋設地 

1 号廃棄物 

埋設地 

2 号廃棄物 

埋設地 

隆起速度(m/万年) 3.5 4.5 

海水準変動量(現在比：m) 10 10 

露呈開始位置の 

仮想的土被り厚さ(m) 
11 7 18 11 7 18 

埋設設備 

露呈開始時期(万年後) 
3.1 2.0 5.1 2.4 1.6 4.0 
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d. 尾駮沼の河川化時期 

(a) 尾駮沼の河川化時期の設定に関する考え方 

将来の尾駮沼の河川化時期は、隆起量と海水準変動を組み合わせた相対海水準

が尾駮沼の最深値(-4m)になる時期を河川化時期とする。 

隆起量及び海水準変動は、前述の「(1)(ⅲ) 隆起・沈降運動」及び「(2)(ⅰ) 

海水準変動」の設定値を用いる。 

(一) 最も可能性が高い設定 

最も可能性が高い設定における隆起速度及び海水準変動から、尾駮沼の河

川化時期を求める。 

(二) 最も厳しい設定 

最も厳しい設定における隆起速度及び海水準変動から、尾駮沼の河川化時

期を求める。 

 

(b) 尾駮沼の河川化時期の状態設定 

相対海水準の低下による尾駮沼の河川化時期の関係を第 19 図に、尾駮沼の河

川化時期の状態設定値を第 11 表に示す。 

(一) 最も可能性が高い設定 

(ア) 寒冷化ケース 

寒冷化ケースにおける尾駮沼の河川化時期は、最も可能性が高い設定に

おける寒冷化ケースの海水準(現在比 0m からの低下量)及び隆起速度 3.5m/

万年から、約 700 年後とする。 

(イ) 温暖期継続ケース 

温暖期継続ケースにおける尾駮沼の河川化時期は、最も可能性が高い設

定における温暖期継続ケースの海水準(現在比+10m)及び隆起速度 4.5m/万

年から、約 4.0 万年後となるため、評価期間を踏まえ、考慮しないものと

する。 

(二) 最も厳しい設定 

(ア) 寒冷化ケース 

寒冷化ケースにおける尾駮沼の河川化時期は、最も厳しい設定における

寒冷化ケースの海水準(現在比 0m からの低下量)及び隆起速度 3.5m/万年か
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ら、約 400 年後とする。 

(イ) 温暖期継続ケース 

温暖期継続ケースにおける尾駮沼の河川化時期は、最も可能性が高い設

定における温暖期継続ケースの海水準(現在比+10m)及び隆起速度 4.5m/万

年から、約 3.1 万年後となるため、評価期間を踏まえ、考慮しないものと

する。 
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第 19 図 相対海水準の低下による尾駮沼の河川化時期*1 

*1：尾駮沼底の標高は、国土地理院発行 2 万 5 千分の 1 地形図「戸鎖」を参照。  
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第 11 表 尾駮沼の河川化時期の設定値 

ケース 
尾駮沼の 

河川化時期 
考え方 

寒冷化 

ケース 

最も可能性

が高い設定 
約 700 年後 寒冷化ケースの現在の海水準から将来の海水準

と隆起量を考慮した相対海水準が尾駮沼の基底

(標高-4m)に達するまでの時間とする。 
最も厳しい

設定 
約 400 年後 
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(ⅱ) 地下水位(地下水流動) 

地下水位(地下水流動)は単独事象としては廃棄物埋設地を直接損傷させるこ

とはないが、地形変化や海水準変動による地下水流動の変化が、地下水の流動方

向、地下水の流出点、地下水流速及び埋設設備から上部覆土や鷹架層への流出水

量に影響する。 

a. 地下水の流動方向及び地下水の流出点 

敷地は北西から南東に緩く傾斜する台地からなり、地下水は主に降水によっ

てかん養されている。また、台地の地下水面は降雨時及び融雪時に変動が認めら

れるものの、主に表層に分布している第四紀層内にある。これは、鷹架層の透水

係数が廃棄物埋設地周辺の第四紀層より約 2 桁小さく、地表面から浸透した雨

水が容易に鷹架層に浸透できないためと考えられる。埋設設備は鷹架層を掘り

下げて設置し、難透水性覆土及び下部覆土は鷹架層の透水係数以下となるよう

に設置する。また、上部覆土は廃棄物埋設地周辺の第四紀層の透水係数程度とな

るように設置し、原地形及び原水理地質構造に近くなることから、覆土後の地下

水面は、原地形と同様に第四紀層内にあると考える。したがって、廃棄物埋設地

付近を通過した地下水は、原地形の地下水面等高線図から読み取れる地下水の

流動方向と同様に、主に南に向かって流れ中央沢を経て尾駮沼に流入すると考

える。1,000 年後の将来の地形は現状と大局的には変わらないため、将来におい

ても廃棄物埋設地を通過した地下水は南に向かって流れ、中央沢を経て尾駮沼

に流入すると考える。 

b. 地下水流速 

廃棄物埋設地付近の鷹架層及び上部覆土中の地下水流速*1 は、その位置の動水

勾配及び透水係数により設定する。 

(a) 動水勾配 

廃棄物埋設地付近の地下水流動は、「a. 地下水の流動方向及び流出点」に

示すとおり、覆土後 1,000 年程度までの間は原地形の地下水流動と同様にな

ると想定し、間隙水圧測定実施位置を通る鉛直断面内の全水頭等高線図から

求めた埋設設備設置地盤付近の動水勾配に基づき設定する。 

なお、覆土後 1,000 年程度までの間における地形の侵食を考慮した動水勾

配を算出しても、それらの動水勾配は、現在の動水勾配と大きく変わらない

*1：ここで地下水流速は、みかけの流速(実流速×間隙率)を示す。 
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ことを確認した。将来の地形の侵食を考慮した動水勾配の算出位置及び算出

例を第 20 図及び第 21 図に示す。 

(一) 鉛直断面内の全水頭等高線に基づく動水勾配の設定に関する考え方 

鉛直断面内の全水頭等高線に基づく動水勾配は、廃棄物埋設地付近で

実施した間隙水圧測定値(標高換算全水頭)を基に作成した全水頭等高線

図を用いて設定した。 

最も可能性が高い設定の動水勾配では実測に基づいて求めた動水勾配

の平均を、最も厳しい設定の動水勾配では実測に基づいて求めた動水勾配

の最大値を基に、それぞれ埋設設備からの流出水量が大きくなる側に

0.5%単位で丸めた値とした。 

鉛直断面内の全水頭等高線に基づく動水勾配の設定方法の詳細につい

ては、「第十条 廃棄物埋設地のうち第四号 (廃止措置の開始後の評価) 

線量評価パラメータ 埋設設備からの流出水量 2.(3)埋設設備設置地盤

付近の地下水の流動状況」に示す。 

(二) 鉛直断面内の全水頭等高線に基づく動水勾配の状態設定 

第 22 図に間隙水圧測定結果から作成した全水頭等高線を示す。 

また、第 22 図から求めた埋設設備設置地盤付近の地下水の動水勾配及

び現在から 1,000 年後までの動水勾配の状態設定値を第 12 表に示す。 
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第 20 図 動水勾配の算出位置*1 

*1：将来の地形変化に基づく動水勾配の算出断面は、地下水面の勾配と地形勾配が調和的であることを

考慮し、廃棄物埋設地における地下水面等高線の上流側から下流側にかけて地形勾配が最も急とな

る位置とした。 

 

 

第 21 図 3 号廃棄物埋設地南北断面における将来の地形変化と動水勾配の算出*1 

*1：将来の動水勾配は、埋設設備設置位置の範囲(緑縦線)において設定することとし、上流部(北側)の不動点と

下流部(南側)の侵食を考慮した中央沢の枝沢等の交点から算出する。 

(沢底の地下水位は地形と調和的であることから将来も同様とし、将来の動水勾配は沢地形から設定する。) 
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標高+22m 水平断面*1 

*1：埋設設備群設置標高の水平断面における埋設設備群設置範囲では、地下水の流向はおおむね南北方

向であり、動水勾配も同様の傾向となる。3 号廃棄物埋設地付近では E2 側線が南北方向に間隙水圧測

定孔を多く配置していることから、この測線を 3 号廃棄物埋設地付近の南北方向の代表鉛直断面作成位

置とした。 

 

 

 

南北方向 E2 測線鉛直断面 

第 22 図 廃棄物埋設地付近の全水頭分布図(1/3) 

(3 号廃棄物埋設地付近、2017 年 6 月  

盛 土

3 号 埋 設 設 備 設 置 位 置

T2pt

T2cs

地 層 境 界

断 層

鷹架層中部層軽石凝灰岩層

鷹架層中部層粗粒砂岩層

間 隙 水 圧 測 定 孔

fl

凡　　　例

40m 全水頭等高線 (標高換算 )

凡　　　例

T2pt

M1

lm

ボーリング孔

柱状図凡例は、別途地質柱状図
の凡例を参照

地層境界

断 層

fl

鷹架層中部層軽石凝灰岩層

中 位 段 丘 堆 積 層

火 山 灰 層

盛 土

鷹架層中部層粗粒砂岩層

E2-
50

T2cs

全水頭等高線（標高換算）

鷹 架 層 下 部 層 泥 岩 層T1ms

H5 高 位 段 丘 堆 積 層

40ｍ

 

 

注 1：矢印で示す動水勾配は、全水頭等高線から求めた局所的な値である。 
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標高+30m 水平断面*1 

 

 

 

南北方向 C4 測線鉛直断面 

第 22 図 廃棄物埋設地付近の全水頭分布図(2/3) 

(1 号廃棄物埋設地付近、1990 年 6 月) 

  

T2pt

T2cs

地 層 境 界

断 層

鷹架層中部層軽石凝灰岩層
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間 隙 水 圧 測 定 孔

1 号 埋 設 設 備 設 置 位 置

中 位 段 丘 堆 積 層M1

凡　　　例

全水頭等高線 (標高換算 )40m

 凡　　　例

T2pt

M1

lm

ボーリング孔

柱状図凡例は、別途地質柱状図
の凡例を参照

地層境界

断 層

fl

鷹架層中部層軽石凝灰岩層

中 位 段 丘 堆 積 層

火 山 灰 層

盛 土

鷹架層中部層粗粒砂岩層

E2-
50
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全水頭等高線（標高換算）

鷹 架 層 下 部 層 泥 岩 層T1ms

高 位 段 丘 堆 積 層H5

40ｍ

 

*1：埋設設備設置標高の水平断面に

おける埋設設備群設置範囲では、地下

水の流向がおおむね南北方向であり、

動水勾配も同様の傾向となる。1 号廃棄

物埋設地では、C4 側線が南北方向に間

隙水圧測定孔を多く配置していること

から、この測線を 1 号廃棄物埋設地付

近の南北方向の代表鉛直断面作成位置

とした。 

注 1：矢印で示す動水勾配は、全水頭等高線から求めた局所的な値である。 
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標高+34m 水平断面*1 

 

 

南北方向 B4 測線鉛直断面 

第 22 図 廃棄物埋設地付近の全水頭分布図(3/3) 

(2 号廃棄物埋設地付近、1995 年 6 月) 
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E2-
50

T2cs

全水頭等高線（標高換算）

鷹 架 層 下 部 層 泥 岩 層T1ms

H5 高 位 段 丘 堆 積 層

40ｍ

 

*1：埋設設備設置標高の水平断面に

おける埋設設備群設置範囲では、地下

水の流向がおおむね南北方向であり、

動水勾配も同様の傾向となる。2 号廃

棄物埋設地では、B4 側線が南北方向

に間隙水圧測定孔を多く配置している

ことから、この測線を 2 号廃棄物埋設

地付近の南北方向の代表鉛直断面作成

位置とした。 

注 1：矢印で示す動水勾配は、全水頭等高線から求めた局所的な値である。 
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第 12 表 埋設設備設置地盤付近の地下水の動水勾配及び動水勾配の状態設定値 

廃棄物埋設地 断面位置 

埋設設備設置地盤付近の 

地下水の動水勾配(%)*1 

動水勾配の状態設定値

(%) 

平均*2 範囲 
最も可能性

が高い設定 

最も厳しい 

設定 

3 号廃棄物埋設地 E2 測線 4.7 2.7～7.5 5.0 8.0 

1 号廃棄物埋設地 C4 測線 3.1 2.3～4.9 3.5 5.0 

2 号廃棄物埋設地 B4 測線 5.1 2.3～5.3 5.5 5.5 

 

  

*1：間隙水圧測定結果の実測値から作成した全水頭等高線を基に求めた(第 19 図参照)。 

*2：個々の値の算術平均とした。 
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(b) 透水係数の設定に関する考え方 

地盤の透水係数は、廃棄物埋設施設を設置する地盤の N 値が 50 以上の岩

盤であること、天然バリアを著しく損傷する事象は想定されないことから、

将来においても大きく変化する要因がない。したがって、透水係数は最も可

能性が高い設定と最も厳しい設定では同じ値とし、鷹架層中部層の平均的な

透水係数とする。 

c. 埋設設備から上部覆土や鷹架層への流出水量 

埋設設備から上部覆土や鷹架層への流出流量は、地下水浸透流解析により算

定する。浸透流解析には、覆土や地盤の透水係数及び境界条件として動水勾配を

用いる。 

動水勾配は、「(二) 鉛直断面内の全水頭等高線に基づく動水勾配の状態設定」

に示す値とする。 
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(ⅲ) 蒸発散量 

蒸発散量は、後述する河川流量の設定に必要となるため設定する。 

a. 蒸発散量の設定に関する考え方 

蒸発散量については、ソーンスウェイト法(26)により、年平均気温を用いて可

能蒸発散量として推定する手法がある。 

一方、地下水は主に降水によってかん養され、第四紀層及び鷹架層表層部の風

化部を流れ、中央沢を経て尾駮沼に流出していると考えられていることから、下

記式で示すように敷地内の沢の流域面積に降った降水量から、その沢を流れる

表流水流量を差し引いたものが、蒸発散量に相当すると考えられる。 

降水量＝実蒸発散量＋表流水流量＋貯留変化量 

ここで、貯留変化量=0 と仮定する。 

降水量と敷地内の表流水流量の観測結果(第 23 図）から求めた蒸発散量を、実

蒸発散量とする。実蒸発散量の平均は可能蒸発散量の平均より少なく、その比率

は 0.95 となった。 

可能蒸発散量と実蒸発散量の関係を第 13 表に示す。 

将来の蒸発散量は、「(ⅲ) 降水量」に示す敷地周辺と気候因子が類似した 36

地点の年平均気温と蒸発散量の関係式と、「(ⅱ)c.気温の状態設定」で求めた現

在、1,000 年後の気温の状態設定値から設定する。 

ここで用いる 36 地点の年平均気温は、「(ⅲ) 降水量」の状態設定と同様に、

1981 年～2010 年の気象データの年平均気温である。 

36 地点の年平均気温と蒸発散量の関係式は、ソーンスウェイト法を用いて可

能蒸発散量を算出し、上記で求めた実蒸発散量と可能蒸発散量の比 0.95 を考慮

した蒸発散量を用いて作成する（第 14 表及び第 24 図）。 

なお、将来の蒸発散量は、蒸発散量と年平均気温との関係から求めるため、寒

冷化ケース及び温暖期継続ケースは同様の関係式から設定する。 

(a) 最も可能性が高い設定 

敷地周辺と類似した気候因子を持つ 36 地点の蒸発散量と年平均気温の関

係式から、最も可能性が高い設定における将来の気温の状態設定値を用いて

設定する。 

(b) 最も厳しい設定 
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敷地周辺と類似した気候因子を持つ 36 地点の蒸発散量と年平均気温の関

係式から、最も厳しい設定における将来の気温の状態設定値を用いて設定す

る。 

第 13 表 可能蒸発散量、実蒸発散量及び補正係数 

観測年 
年平均気温 

(℃) 

年間降水量 

(mm/y) 

可能蒸発散量*1 

(mm/y) 

実蒸発散量*2 

(mm/y) 

蒸発散量 

補正係数 

2004 年 10.1 1,546 640 762 1.19 

2005 年 8.7 1,468 601 538 0.89 

2006 年 8.9 1,380 603 537 0.89 

2007 年 9.8 1,565 624 681 1.09 

2008 年 9.4 1,198 620 492 0.79 

2009 年 9.4 1,507 614 638 1.04 

2010 年 9.8 1,437 637 438 0.69 

2011 年 9.4 1,366 624 642 1.03 

平均 9.4 1,433 620 591 0.95 

*1：可能蒸発散量はソーンスウェイト法により、年平均気温から算出した。 

*2：降水量と敷地内の表流水流量の観測結果から求めた河川流出高を用いて求めた蒸発散量を、実蒸発散量とした。 

 

 

第 23 図 敷地内の表流水流量の観測結果(2004 年～2011 年) 
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第 14 表 敷地周辺と類似した気候因子を持つ 36 地点の年平均気温と蒸発散量*1 

No. 地点名 国／地域名 
年平均気温 

(℃) 

可能 

蒸発散量 *2 

(mm/y) 

蒸発散量
*3 

(mm/y) 

1 OKHOTSK RUSSIAN FED. -3.7 393 374 

2 VLADIVOSTOK RUSSIAN FED. 5.0 547 519 

3 ALEKSANDROVSK-SAKHALINSKII RUSSIAN FED. 1.0 481 457 

4 NIKOL'SKOJE(OSTROV BERINGA) RUSSIAN FED. 2.8 418 397 

5 稚 内 JAPAN 6.8 554 527 

6 網 走 JAPAN 6.5 556 528 

7 別 海 JAPAN 5.4 524 498 

8 根 室 JAPAN 6.3 520 494 

9 厚 床 JAPAN 5.3 514 489 

10 榊 町 JAPAN 5.4 509 484 

11 太 田 JAPAN 5.5 520 494 

12 白 糠 JAPAN 5.5 520 494 

13 釧 路 JAPAN 6.2 531 504 

14 池 田 JAPAN 5.8 550 522 

15 浦 幌 JAPAN 6.2 552 525 

16 糠 内 JAPAN 5.0 543 516 

17 大 津 JAPAN 5.3 523 497 

18 大 樹 JAPAN 5.4 542 515 

19 苫小牧 JAPAN 7.6 570 542 

20 鵡 川 JAPAN 6.8 568 540 

21 室 蘭 JAPAN 8.6 589 560 

22 日高門別 JAPAN 7.2 570 542 

23 静 内 JAPAN 8.0 584 555 

24 浦 河 JAPAN 7.9 569 540 

25 小田野沢 JAPAN 9.1 605 575 

26 三 沢 JAPAN 10.0 639 607 

27 十和田 JAPAN 9.5 632 600 

28 八 戸 JAPAN 10.2 647 615 

29 三 戸 JAPAN 10.0 651 618 

30 種 市 JAPAN 9.4 614 583 

31 鹿島台 JAPAN 11.2 674 641 

32 石 巻 JAPAN 11.6 684 650 

33 仙 台 JAPAN 12.4 714 678 

34 亘 理 JAPAN 12.2 705 670 

35 相 馬 JAPAN 12.3 708 673 

36 六ヶ所 JAPAN 9.2 614 583 

*1：36 地点年平均気温は、気象庁のデータ (24)(25)を使用した。 

*2：可能蒸発散量はソーンスウェイト法により、年平均気温から算出した。 

*3：蒸発散量は、可能蒸発散量に補正係数(0.95)を乗じて算出した。 
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第 24 図 敷地周辺と類似した気候因子を持つ 36 地点の年平均気温と蒸発散量の関係*1 

*1：36 地点の年平均気温は、気象庁のデータ (24)(25)を使用した。 
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b. 蒸発散量の変化 

(a) 最も可能性が高い設定 

(一) 寒冷化ケース 

寒冷化ケースの将来の蒸発散量は、第 24 図に示す関係式及び最も可能

性が高い設定における寒冷化ケースの気温の状態設定値から、1,000 年後

に 560mm/y と設定する。 

(二) 温暖期継続ケース 

温暖期継続ケースの将来の蒸発散量は、第 24 図に示す関係式及び最も

可能性が高い設定における寒冷化ケースの気温の状態設定値から、

660mm/y と設定する。 

(b) 最も厳しい設定 

(一) 寒冷化ケース 

寒冷化ケースの将来の蒸発散量は、第 24 図に示す関係式及び最も厳し

い設定における寒冷化ケースの気温の状態設定値から、1,000 年後に

560mm/y と設定する。 

(二) 温暖期継続ケース 

最も厳しい設定における温暖期継続ケースの気温は、降水量の不確か

さを考慮した方が希釈水量は少なくなるため、最も可能性が高い設定の気

温を用いていることから、蒸発散量も最も可能性が高い設定と同様の値と

する。 

 

c. 蒸発散量の設定値 

蒸発散量の状態設定結果を第 15 表に示す。蒸発散量は河川流量の設定に関連

しており、河川流量は降水量の影響を考慮した方が保守的な設定となる。したが

って、河川流量が保守的となる寒冷化ケースを状態設定の対象をする。 
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第 15 表 蒸発散量の状態設定値 

ケース モデル化時期 気温(℃) 
蒸発散量 

(mm/y) 

最も可能性

が高い設定 

寒冷化 

ケース 

現在 9 580 

1,000 年後 8 560 

最も厳しい

設定 

寒冷化 

ケース 

現在 9 580 

1,000 年後 8 560 
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(ⅳ) 河川流量 

河川流量の変化は廃棄物埋設地を直接損傷させることはないが、廃棄物埋設

施設を通過した地下水中の放射性物質の濃度は、その地下水が地表に流出した

地点で、そこを流れる河川や湖沼などの表流水によって希釈される。これらのこ

とから河川流量の変化を長期変動事象として考慮し、将来の河川流量を設定す

る。 

a. 河川流量の設定に関する考え方 

降水量及び蒸発散量は気候変動に伴う将来の変化傾向を、流域面積は気候変

動及びプレート運動に伴う相対海水準の変動を考慮し設定する。廃棄物埋設地

は二又川の流域にあるため、希釈水量となる流量は二又川の河川流量に相当す

る。 

河川流量は、下式で表される。 

河川流量＝(降水量－蒸発散量) 

＝〔河川流出高〕×流域面積×河川の水利用量(飲料水、農業用水、

工業用水等) 

・将来の降水量及び蒸発散量として、現在、1,000 年後の「降水量」及び「蒸発

散量」の設定値を用いて、河川流量を算出する。 

・将来の水利用率は、現在と同じと設定する。 

現在の二又川の水利用量は、青森県(2007)(29)に示される工業用水(9,500m3/d)

と農業用水(0.03m3/s)の合計である 4.41×106m3/y とする。 

現在の表流水流量は、現在の二又川(尾駮沼への流入地点より上流域)の流域

面積 26.9km2、現在の年降水量 1,310mm/y 及び蒸発散量 590mm/y(水収支から算

出)から、1.94×107m3/y とする。 

河川の水利用が二又川(尾駮沼への流入地点より上流域)に限られることを考

慮し、現在の二又川水利用率を、4.41×106m3/y÷1.94×107m3/y＝0.227≒0.3 と

し、将来もこの利用率が変わらないと設定する。 

したがって、将来の二又川の河川流量は、下式により算出する。 

(将来の降水量－将来の蒸発散量)×将来の二又川の流域面積×(1-0.3) 

二又川流域の設定図を第 25 図に示す。 

(a) 最も可能性が高い設定 
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(一) 寒冷化ケース 

最も可能性が高い設定における寒冷化ケースの将来の「(2)(ⅲ) 降水

量」及び「(3)(ⅲ) 蒸発散量」を用いる。流域面積は、相対海水準の低下

により尾駮沼が河川化するため、二又川と中央沢の合流点より上流側の流

域と設定する。 

(二) 温暖期継続ケース 

最も可能性が高い設定における温暖期継続ケースの将来の「(2)(ⅲ) 

降水量」及び「(3)(ⅲ) 蒸発散量」を用いる。流域面積は、現在の尾駮沼

の流域(29)と設定する。 

(b) 最も厳しい設定 

(一) 寒冷化ケース 

最も厳しい設定における寒冷化ケースの将来の「(2)(ⅲ) 降水量」及び

「(3)(ⅲ) 蒸発散量」を用いる。流域面積は、最も可能性が高い設定と同

様に、二又川と中央沢の合流点より上流側の流域と設定する。 

(二) 温暖期継続ケース 

最も厳しい設定における温暖期継続ケースの将来の「(2)(ⅲ) 降水量」

及び「(3)(ⅲ) 蒸発散量」を用いる。流域面積は、最も可能性が高い設定

と同様に、現在の尾駮沼の流域(29)と設定する。 
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第 25 図 二又川流域の設定図  
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b. 河川流量の変化 

(a) 最も可能性が高い設定 

(一) 寒冷化ケース 

寒冷化ケースにおける河川流量は、最も可能性が高い設定における寒

冷化ケースの降水量、蒸発散量及び流域面積から、1,000 年後に 1.2×

107m3/y とする。 

(二) 温暖期継続ケース 

温暖期継続ケースにおける河川流量は、最も可能性が高い設定におけ

る温暖期継続ケースの降水量、蒸発散量及び流域面積から、1.7×107m3/y

とする。 

(b) 最も厳しい設定 

(一) 寒冷化ケース 

寒冷化ケースにおける河川流量は、最も厳しい設定における寒冷化ケ

ースの降水量、蒸発散量及び流域面積から、1,000 年後に 7.2×106m3/y と

する。 

(二) 温暖期継続ケース 

温暖期継続ケースにおける河川流量は、最も厳しい設定における温暖

期継続ケースの降水量、蒸発散量及び流域面積から、1.0×107m3/y とする。 

 

c. 河川流量の状態設定 

河川流量の設定値を第 16 表に示す。河川流量は少ないほど希釈水量が少なく

なるため、保守的となる。したがって、寒冷化ケースを状態設定の対象とする。 
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第 16 表 河川流量の設定値 

 

 

 

  

ケース モデル化時期 
気温 

(℃) 

降水量 

(mm/y) 

蒸発散量 

(mm/y) 

流域面積 

(m2) 

河川流量 

(m3/y) 

最も可能性

が高い設定 

寒冷化 

ケース 

現在 9 1,120 580 

3.47×107 

1.3×107 

1,000 年後 8 1,070 560 1.2×107 

最も厳しい

設定 

寒冷化 

ケース 

現在 9 910 580 

3.47×107 

8.0×106 

1,000 年後 8 860 560 7.2×106 
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(4) その他の事象 

(ⅰ) 生物学的事象 

敷地内における樹木の根に関する調査結果から、樹木の根の深さは最大で 2.3m で

ある。 

モグラ類による覆土の擾乱が想定されるが、地表から 1m 未満である場合が多く

(31)、樹木の根の影響範囲に包含される。 

以上のことから、埋設設備は十分な覆土に覆われることから、生物学的事象によ

る影響はなく、長期変動事象として考慮しない。 

 

(ⅱ) 透水性の変化 

岩盤の透水性は、以下の点から大きく変化しないと判断し、長期変動事象として

考慮しない。 

a. 断層 

敷地内に将来活動する断層が認められないことから、断層運動による岩盤への破

砕は発生しない。 

b. 地震 

敷地内における地下水観測結果を第 26 図に示す。地下水位観測結果から、地震に

よる地下水位の変動が認められるものの、その変動量は季節変動に内包され、一定

期間後には元の地下水位に戻っている。このことから、地震による透水性の変化は

考慮しない。 
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第 26 図 地下水位観測結果(F0-20 孔) 
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4. まとめ 

廃止措置の開始後の評価における線量評価シナリオの設定に当たって、人工バリア及び

天然バリアの機能並びに被ばく経路等に影響を与える自然現象を考慮した地質環境に係る

長期変動事象の状態設定結果を第 17 表に示す。 
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第 17 表 長期変動事象の状態設定結果(1/2) 

起因 長期事象 
長期変動 

項目 
最も可能性が高い設定 最も厳しい設定 根拠記載箇所 

プ
レ
ー
ト
運
動 

火山・ 

火成活動 

火砕物 

密度流 

短期的(数百年～数千年スケール)には、敷地に到達する可能性は十分に小さいため、火砕物密度流の影響

は考慮しない。 

3.(1)(ⅰ)火山・火成活動 

a. 火砕物密度流 

降下火砕物 化学成分溶出による低 pH の水が発生すると想定する。 
3.(1)(ⅰ)火山・火成活動 

b. 降下火砕物 

地震・ 

断層活動 

地震 
金属腐食に伴う埋設設備の変形量と比較して非常に小さいことから、地震による力学的影響を考慮しな

い。 

3.(1)(ⅱ)地震・断層活動 

a. 地震 

液状化 

(覆土) 
覆土は容易に液状化し難く、低透水性への影響は生じないと考えられるため、考慮しない。 

3.(1)(ⅱ)地震・断層活動 

b. 液状化(覆土) 

断層活動 

(地盤の 

変形) 

敷地内に活断層が分布しないことから、断層活動による影響について考慮しない。 
3.(1)(ⅱ)地震・断層活動 

c. 断層活動(地盤の変形) 

隆起・沈降 隆起・沈降 隆起速度：3.5m/万年 隆起速度：4.5m/万年 3.(1)(ⅲ)隆起・沈降運動 

気
候
変
動 

海水準変動 

海水準(現在比 m) 3.(2)気候変動に起因する

事象 

(ⅰ)海水準変動 
温暖期継続ケース 

 現在～1,000 年後：+10m 

温暖期継続ケース 

 現在～1,000 年後：+10m 

気温 

寒冷化ケース 

 現在：9℃、1,000 年後：8℃ 

寒冷化ケース 

 現在：9℃、1,000 年後：8℃ 

3.(2)気候変動に起因する

事象 

(ⅱ)気温 

降水量 

寒冷化ケース 

 現在：1,120mm/y 

 1,000 年後：1,070mm/y 

寒冷化ケース 

 現在：910mm/y 

 1,000 年後：860mm/y 

3.(2)気候変動に起因する

事象 

(ⅲ)降水量 

かん養量 

寒冷化ケース 

 現在：224mm/y 

 1,000 年後：214mm/y 

寒冷化ケース 

 現在：182mm/y 

 1,000 年後：172mm/y 

3.(2)気候変動に起因する

事象 

(ⅳ)かん養量 
 温暖期継続ケース 現在～1,000 年後：310mm/y 
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第 17 表 長期変動事象の状態設定結果(2/2) 

 

起因 長期事象 
長期変動

項目 
最も可能性が高い設定 最も厳しい設定 根拠記載箇所 

プ
レ
ー
ト
運
動
と 

気
候
変
動 

侵食 

侵食速度(温暖期継続ケース) 

3.(3)プレート運動と気

候変動に起因する事象 

(ⅰ)侵食 

3.5m/万年 4.5m/万年 

尾駮沼の河川化時期 

寒冷化ケース：約 700 年後 寒冷化ケース：約 400 年後 

埋設設備の露呈時期 

埋設設備の露呈時期は、最も早くても数万年後となるため、評価期間を踏まえると、埋設設備の露呈時期の

状態設定については、考慮しないものとする。 

地下水位 

動水勾配 
3.(3)プレート運動と気

候変動に起因する事象 

(ⅱ)地下水位 

3 号 現在～1,000 年後：5% 

1 号 現在～1,000 年後：3.5% 

2 号 現在～1,000 年後：5.5% 

3 号 現在～1,000 年後：8% 

1 号 現在～1,000 年後：5.0% 

2 号 現在～1,000 年後：5.5% 

蒸発散量 

寒冷化ケース 

 現在：580mm/y 

 1,000 年後：560mm/y 

寒冷化ケース 

 現在：580mm/y 

1,000 年後：560mm/y 

3.(3)プレート運動と気

候変動に起因する事象 

(ⅲ)蒸発散量 

河川流量 

寒冷化ケース 

 現在：1.3×107 m3/y 

 1,000 年後：1.2×107 m3/y 

寒冷化ケース 

 現在：8.0×106 m3/y 

 1,000 年後：7.2×106 m3/y 

3.(3)プレート運動と気

候変動に起因する事象 

(ⅳ)河川流量 

そ
の
他 

生物学的 

事象 

埋設設備は十分な厚さの覆土に覆われることから、生物学的事象による影響はなく、長期変動事象として考

慮しない。 

3.(4)その他の事象 

(ⅰ)生物学的事象 

透水性の 

変化 
岩盤の透水性は大きく変化しないと判断し、長期変動事象として考慮しない。 

3.(4)その他の事象 

(ⅱ)透水性の変化 
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1.  自然現象の選定の位置づけ 

本資料は、許可基準規則第十条第四号に関する適合性を示す上で考慮する自然現象

について、その基本的考え方及び選定結果までを説明する。 

 

2.  選定の基本方針 

第十条第四号を考慮した自然現象の選定の基本方針としては、「廃止措置の開始後」

の期間に対して、安全機能を有する施設の安全機能に影響を及ぼし得る自然現象を選

定する。 

 

3.  自然現象の抽出 

(1) 自然現象の選定の考え方及びフロー 

自然現象の選定の考え方としては、自然現象等を国内外の基準及び文献から網羅

的に抽出し、立地特性、地質調査結果、埋設設備の状態及び自然現象の特徴等を考

慮して、安全機能を有する施設の安全機能に影響を及ぼさない事象は除外し、詳細

評価をすべき事象を選定する。 

自然現象等の選定の流れとしては、国内外の基準及び文献調査により自然現象を

網羅的に抽出し、立地特性、地質調査結果、埋設設備の状態及び自然現象の特徴を

考慮し、海外での評価手法を参考に、以下の基準のいずれかに該当するものを除外

する。 

なお、除外基準の詳細な考え方については根拠資料 1 に示す。 

① 発生頻度が極低頻度と判断される事象 

② 施設周辺では起こり得ない事象 

③ 事象の進展が緩慢で対策を講じることができる事象 

④ 施設に影響を及ぼさない事象 

⑤ 他の事象に包含できる事象 

除外基準に該当しない事象は、廃止措置の開始後の各期間において、安全機能を

有する施設の安全機能に影響を及ぼし得る自然現象として選定する。 

(2) 自然現象を抽出した国内外の文献 

国内外の基準及び文献を参考にし、安全機能を有する施設の安全機能に影響を与

えると考えられる自然現象等の抽出を行った。国内外の基準及び文献は自然災害、



 

2 

 

産業事故、原子力発電所の安全性に影響を与える可能性のある外部ハザード、放射

性廃棄物処分施設の地質環境及び安全評価に係る情報が網羅的に示されているもの

を参考にした。自然現象等を抽出した国内外の文献の一覧を第 1 表に示す。 

 

第 1 表 自然現象を抽出した国内外の文献一覧 

No. 文献名 

1 日本原子力学会（2014）：外的ハザードに対するリスク評価方法の選定に関する実施基準：2014(AESJ-SC-RK008) 

2 国会資料編纂会（1998）：日本の自然災害 

3 日外アソシエーツ（2010）：日本の災害史事典 1868-2009 

4 日外アソシエーツ（2010）：産業災害全史<シリーズ災害・事故史 4>  

5 IAEA(2003)：Site Evaluation for Nuclear Installations, Safety Requirements Series No.NS-R-3(Rev.1) 

6 
IAEA(2010)：Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power 

Plants, Specific Safety Guide No.SSG-3 

7 NRC(1983)： PRA PROCEDURES GUIDE（Vol.1,Voｌ.2）, NUREG/CR-2300 

8 
NRC（1991）：Procedural and Submittal Guidance for the Individual Plant Examination of External 

Events(IPEEE) for Severe Accident Vulnerabilities, NUREG-1407 

9 
NRC（1987）：Evaluation of External Hazards to Nuclear Power Plants in the United States, NUREG/CR-

5042 

10 NEI（2012）：DIVERSE AND FLEXIBLE COPING STRATEGIES (FLEX) IMPLEMENTATION GUIDE, NEI 12-06 

11 
IAEA(2015)：Site Survey and Site Selection for Nuclear Installations, Specific Safety Guide No.SSG-

35 

12 OECD/NEA（2000）：Features, Events and Processes (FEPs) for Geologic Disposal of Radioactive Waste 

13 OECD/NEA（2014）：Updating the NEA International FEP List, An IGSC Technical Note 

14 
総合資源エネルギー調査会原子力保安・安全部会（2003）：廃棄物安全小委員会報告書 

 -高レベル放射性廃棄物処分の安全規制に係る基盤確保に向けて- 

15 IAEA(2004)：Safety Assessment Methodologies for Near Surface Disposal Facilities Vol.1 

16 IAEA(2004)：Safety Assessment Methodologies for Near Surface Disposal Facilities Vol.2 

17 土木学会（2006）：精密調査地区選定段階における地質環境調査と評価の基本的考え方 

18 原子力安全基盤機構(2006)：地層処分に係る調査に関する報告書 

19 産業技術総合研究所（2007）：概要調査の調査・評価項目に関する技術資料 

20 原子力安全基盤機構（2008）：地層処分の立地選定段階の調査に係わるガイドラインの検討 

21 土木学会（2008）：余裕深度処分の安全評価における地下水シナリオに用いる核種移行パラメータ設定の考え方 

22 原子力安全委員会(2010)：余裕深度処分の管理終了以後における安全評価に関する技術資料 

23 IAEA（2011）：Geological Disposal Facilities for Radioactive Waste, Specific Safety Guide No. SSG-14 

24 
IAEA（2014）：Near Surface Disposal Facilities for Radioactive Waste, Specific Safety Guide No. SSG-

29 

No.1～11：自然災害及び産業事故に関する文献 No.12～24：放射性廃棄物処分施設の地質環境及び安全評価に係

る文献 

なお、上記論文に記載される内部事象については、第十条第四号の「影響事象分析」で説明する。 
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4.  自然現象の選定 

自然現象の選定については、「第十条 廃棄物埋設地のうち第一号及び第三号 添

付資料 2 参考資料 2 根拠資料 1 自然現象及び人為事象の選定」に示す。 

なお、上記根拠資料 1 には、廃止措置の開始前の期間に対して選定した事象につい

ても示す。 

 

5.  安全機能に影響を及ぼし得る自然現象 

第十条第四号を考慮した廃止措置の開始後の廃棄物埋設地の安全機能に影響を及

ぼし得る自然現象として、①火山の影響、②地震、③断層活動（地盤の変形）、④液状

化（覆土）、⑤隆起・沈降、⑥気温（高温、低温・凍結）、⑦降水量、⑧海水準変動、

⑨蒸発散量、⑩かん養量、⑪河川流量、⑫侵食、⑬地下水位(地下水流動)、⑭透水性

の変化、⑮生物学的事象の 15 事象を選定した。 
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1. 事業所敷地周辺の地震発生状況 

事業所が位置する東北地方及び北海道地方では、海洋プレートである太平洋プレート

が陸域に向かって近づき、日本海溝から陸のプレートの下方へ沈み込んでいることが知

られている。また、東北地方における活断層の多くは南北方向の走向を示す逆断層であ

り、この地域が東西方向に圧縮されていることを示唆している(1)。 

東北地方から北海道地方では上記に対応するように地震が発生しており、その発生様

式等から「プレート間地震」、「海洋プレート内地震」、「内陸地殻内地震」及び「日本海

東縁部の地震」の 4 種類に大別される。これらの地震のうち、敷地周辺ではプレート間

地震の発生数が最も多く、また、マグニチュード(以下「M」という。)7～8 程度の大地震

も発生している。 

 

2. 被害地震 

日本国内の地震被害に関する記録は古くからみられ、これらを収集、編集したものと

して、「増訂 大日本地震史料」(2)、「日本地震史料」(3)、「新収 日本地震史料」(4)、「日

本の歴史地震史料」(5)等の地震史料がある。 

また、地震史料及び明治以降の地震観測記録を基に、主な地震の震央位置、地震規模

等を取りまとめた地震カタログとして、「理科年表」(6)、「日本被害地震総覧」(7)、「宇佐

美カタログ(1979)」(8)、「宇津カタログ(1982)」(9)、「気象庁地震カタログ」(10)、「地震活

動総説」(11)等がある。 

「日本被害地震総覧」(7)及び「気象庁地震カタログ」(10)に記載されている被害地震の

うち、敷地からの震央距離が 200km 程度以内の被害地震の震央分布を第 1 図に示す。ま

た、同図に示した被害地震の諸元を第 1 表に示す。ここで、地震の規模及び震央位置は、

1884 年以前の地震については「日本被害地震総覧」(7)による値を、1885 年以降 1922 年

以前の地震については「宇津カタログ(1982)」(9)による値を、更に 1923 年以降の地震に

ついては「気象庁地震カタログ」(10)による値をそれぞれ用いている。 

プレート間地震に関しては、第 1 図によると、太平洋側の海域では、東経 144°付近

における 1952 年十勝沖地震(M8.2)及び 2003 年十勝沖地震(M8.0)のように M8 クラスの

地震が発生している。また、青森県東方沖から日本海溝付近にかけての海域においては

M7 クラスの地震が数多く発生しており、それらの中には、1968 年十勝沖地震(M7.9)や

1994 年三陸はるか沖地震(M7.6)のように近年青森県に大きな被害をもたらした地震も
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存在する(12)(13)。また、敷地から 300km 以上離れているが、国内の既往最大のプレート間

地震として、2011 年東北地方太平洋沖地震(モーメントマグニチュード 9.0)が発生して

いる。 

海洋プレート内地震に関しては、第 1図によると、2008年岩手県沿岸北部の地震(M6.8)

のように被害をもたらした地震が発生している。また、敷地から 300km 以上離れている

が、1933 年昭和三陸地震(M8.1)、1993 年釧路沖地震(M7.5)、1994 年北海道東方沖地震

(M8.2)及び 2011 年宮城県沖の地震(M7.2)が発生している。上記の敷地から 300km 以上

離れた位置で発生した 4 地震の発生位置を第 2 図に示す。 

内陸地殻内地震に関しては、陸域では、東経 141°付近よりも西側において、1766 年

津軽の地震(M7 1/4)のように M7 クラスの地震が発生しており、また、敷地から 200km 以

上離れているが、2008 年岩手・宮城内陸地震(M7.2)が発生している。一方、海域では、

敷地周辺において、敷地の東側で発生した 1978 年青森県東岸の 2 地震(M5.8)以外に被

害地震は発生していない。 

日本海東縁部の地震に関しては、1983 年日本海中部地震(M7.7)及び 1993 年北海道南

西沖地震(M7.8)のように M7 を上回る地震が発生している。 

  



 

3 

 

 

第 1 図 事業所敷地周辺の被害地震の震央分布 

（事業所敷地からの震央距離 200km 程度以内） 
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添 3 ニ-第 1 表 事業所敷地周辺の被害地震(1/3) 

№ 年.月.日 北 緯 東 経 

マグニ 

チュード 

(M) 

震央距離 

⊿ 

(km) 

地    名 

  1  830. 2. 3 39.8 ﾟ 140.1 ﾟ 7.3 168   出羽 

  2 1423.11.23 39.5 ﾟ 140.5 ﾟ 6.5 179   羽後 

  3 1667. 8.22 40.6 ﾟ 141.6 ﾟ 6.2 46   八戸 

  4 1674. 4.15 40.6 ﾟ 141.6 ﾟ 6.0 46   八戸 

  5 1677. 4.13 41.0 ﾟ  142.25 ﾟ 7.4 76   陸中 

  6 1694. 6.19 40.2 ﾟ 140.1 ﾟ 7.0 136   能代地方 

  7 1704. 5.27 40.4 ﾟ 140.0 ﾟ 7.0 131   羽後・津軽 

  8 1712. 5.28 40.5 ﾟ 141.5 ﾟ 5.3 54   八戸 

  9 1763. 1.29 41.0 ﾟ  142.25 ﾟ 7.4 76   陸奥八戸 

 10 1763. 3.11 41.0 ﾟ 142.0 ﾟ  7 1/4 55   陸奥八戸 

 11 1763. 3.15 41.0 ﾟ 142.0 ﾟ 7.0 55   陸奥八戸 

 12 1766. 3. 8 40.7 ﾟ 140.5 ﾟ  7 1/4 78   津軽 

 13 1769. 7.12 40.6 ﾟ 141.6 ﾟ 6.5 46   八戸 

 14 1772. 6. 3  39.35 ﾟ 141.9 ﾟ  6 3/4 186   陸前・陸中 

 15 1793. 2. 8  40.85 ﾟ  139.95 ﾟ 7.0 119   西津軽 

 16 1810. 9.25 39.9 ﾟ 139.9 ﾟ 6.5 171   羽後 

 17 1823. 9.29 40.0 ﾟ 141.1 ﾟ 5.9 110   陸中岩手山 

 18 1832. 3.15 40.7 ﾟ 141.6 ﾟ 6.5 37   八戸 

 19 1843. 6.29  39.45 ﾟ 140.7 ﾟ 5.5 178   陸中沢内 

 20 1848. 1.14 40.7 ﾟ 140.6 ﾟ 6.0 70   津軽 

 21 1854. 8.28 40.6 ﾟ 141.6 ﾟ 6.5 46   陸奥 

 22 1856. 8.23 41.0 ﾟ 142.5 ﾟ 7.5 97   日高・胆振・渡島・津軽・南部 

 23 1858. 7. 8  40.75 ﾟ 142.0 ﾟ 7.3 60   八戸・三戸 

 24 1858. 9.29 40.9 ﾟ 140.8 ﾟ 6.0 47   青森 

 25 1896. 8.31 39.5 ﾟ 140.7 ﾟ 7.2 173   秋田・岩手県境(陸羽地震) 

 26 1901. 8. 9 40.5 ﾟ 142.5 ﾟ 7.2 111   青森県東方沖 

 27 1901. 8.10 40.6 ﾟ 142.3 ﾟ 7.4 90   青森県東方沖 

 28 1901. 9.30 40.2 ﾟ 141.9 ﾟ 6.9 98  岩手県久慈沖 

 29 1902. 1.30 40.5 ﾟ 141.3 ﾟ 7.0 53  三戸地方 

 30 1906.10.12 40.0 ﾟ 140.5 ﾟ 5.4 130  秋田県北部 
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添 3 ニ-第 1 表 事業所敷地周辺の被害地震(2/3) 

№ 年.月.日 北 緯 東 経 

マグニ 

チュード 

(M) 

震央距離 

⊿ 

(km) 

地    名 

 31 1907.12. 2 40.1 ﾟ 142.3 ﾟ 6.7 126  青森県東方沖 

 32 1909. 9.17 42.0 ﾟ 142.0 ﾟ 6.8 126  襟裳岬沖 

 33 1910. 7.24 42.5 ﾟ 140.9 ﾟ 5.1 174  有珠山 

 34 1912. 6. 8 40.5 ﾟ 142.0 ﾟ 6.6 76  青森県東方沖 

 35 1913. 2.20 41.8 ﾟ 142.3 ﾟ 6.9 122  日高沖 

 36 1913. 8. 1 41.8 ﾟ 142.5 ﾟ 5.7 133  浦河沖 

 37 1914. 3.15 39.5 ﾟ 140.4 ﾟ 7.1 182  秋田県仙北郡(秋田仙北地震) 

 38 1928. 5.27 40 ﾟ 3.7' 142 ﾟ 58.4' 7.0 171  三陸沖 

 39 1931. 2.17 42 ﾟ 7.3' 143 ﾟ 6.2' 6.8 194  浦河付近 

 40 1931. 3. 9 40 ﾟ 9.3' 143 ﾟ 19.9' 7.2 191  青森県南東沖 

 41 1931.11. 4 39 ﾟ 28.9' 141 ﾟ 50.4' 6.5 171  岩手県小国付近 

 42 1932.11.26 42 ﾟ 21.4' 142 ﾟ 28.0' 6.9 180  新冠川流域 

 43 1939. 5. 1 39 ﾟ 56.8' 139 ﾟ 47.2' 6.8 175  男鹿半島(男鹿地震) 

 44 1943. 6.13 40 ﾟ 59.7' 142 ﾟ 49.6' 7.1 124  八戸東方沖 

 45 1945. 2.10 40 ﾟ 56.8' 142 ﾟ 22.5' 7.1 86  八戸北東沖 

 46 1951.10.18 41 ﾟ 20.1' 142 ﾟ 7.7' 6.6 77  青森県北東沖 

 47 1952. 3. 4 41 ﾟ 42.3' 144 ﾟ 9.1' 8.2 248  十勝沖(十勝沖地震) 

 48 1952. 3.10 41 ﾟ 44.7' 143 ﾟ 26.0' 6.9 194  十勝沖 

 49 1953. 7.14 42 ﾟ 4.5' 139 ﾟ 54.9' 5.1 171  檜山沖 

 50 1955.10.19 40 ﾟ 17.3' 140 ﾟ 13.7' 5.9 121  米代川下流(二ツ井地震) 

 51 1957. 3. 1 40 ﾟ 12.4' 140 ﾟ 19.0' 4.3 122  秋田県北部 

 52 1968. 5.16 40 ﾟ 42.0' 143 ﾟ 35.7' 7.9 192  
青森県東方沖 

(1968 年十勝沖地震) 

 53 1968. 9.21 41 ﾟ 59.1' 142 ﾟ 45.7' 6.8 163  浦河沖 

 54 1968.10. 8 41 ﾟ 51.7' 142 ﾟ 39.2' 6.2 147  浦河沖 

 55 1974. 9. 4 40 ﾟ 12.1' 141 ﾟ 54.7' 5.6 98  岩手県北岸 

 56 1974.11. 9 42 ﾟ 32.5' 141 ﾟ 45.5' 6.3 178  苫小牧付近 

 57 1978. 5.16 40 ﾟ 57' 141 ﾟ 28' 5.8 10  青森県東岸 

 58 1978. 5.16 40 ﾟ 56' 141 ﾟ 27' 5.8 10  青森県東岸 

 59 1981. 1.23 42 ﾟ 25' 142 ﾟ 12' 6.9 161  日高支庁西部 

 60 1981.12. 2 40 ﾟ 53' 142 ﾟ 36' 6.2 106  青森県東方沖 

 61 1982. 1. 8 40 ﾟ 1' 140 ﾟ 29' 5.2 129  秋田県中部 

 62 1982. 3.21 42 ﾟ 4' 142 ﾟ 36' 7.1 160  浦河沖 
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添 3 ニ-第 1 表 事業所敷地周辺の被害地震(3/3) 

№ 年.月.日 北 緯 東 経 

マグニ 

チュード 

(M) 

震央距離 

⊿ 

(km) 

地    名 

 63 1983. 5.26 40 ﾟ 21.6' 139 ﾟ 4.4' 7.7 204  
秋田県沖(1983 年(昭和 58 年)日本

海中部地震) 

 64 1986. 5.26 40 ﾟ 5.1' 141 ﾟ 12.1' 5.0 99  岩手県北部 

 65 1986. 8.10 40 ﾟ 40.9' 140 ﾟ 48.7' 4.8 56  青森県南部 

 66 1987. 1. 9 39 ﾟ 50.2' 141 ﾟ 46.6' 6.6 131  岩手県北部 

 67 1989.11. 2 39 ﾟ 51.5' 143 ﾟ 3.2' 7.1 190  三陸はるか沖 

 68 1993. 7.12 42 ﾟ 46.9' 139 ﾟ 10.8' 7.8 270  
北海道南西沖(1993 年(平成 5 年)北

海道南西沖地震) 

 69 1994.12.28 40 ﾟ 25.8' 143 ﾟ 44.7' 7.6 211  
三陸はるか沖(1994 年(平成 6 年)三

陸はるか沖地震) 

 70 1998. 9. 3 39 ﾟ 48.4' 140 ﾟ 54.1' 6.2 135  雫石付近 

 71 2001. 8.14 40 ﾟ 59.7' 142 ﾟ 26.2' 6.4 92  青森県東方沖 

 72 2001.12. 2 39 ﾟ 23.9' 141 ﾟ 15.8' 6.4 175  岩手県内陸南部 

 73 2003. 9.26 41 ﾟ 46.7' 144 ﾟ 4.7' 8.0 245  
釧路沖(2003 年(平成 15 年)十勝沖

地震) 

 74 2004. 8.10 39 ﾟ 40.4' 142 ﾟ 7.9' 5.8 159  岩手県沖 

 75 2008. 6.14 39 ﾟ 1.8' 140 ﾟ 52.8' 7.2 219  
岩手県内陸南部 (2008 年 (平成 20

年)岩手・宮城内陸地震) 

 76 2008. 7.24 39 ﾟ 43.9' 141 ﾟ 38.1' 6.8 140  岩手県沿岸北部 

 77 2011. 4. 1 40 ﾟ 15.4' 140 ﾟ 21.8' 5.0 115  秋田県内陸北部   

 78 2011. 4.19 39 ﾟ 36.2' 140 ﾟ 23.2' 4.9 173  秋田県内陸南部   

 79 2011. 6.23 39 ﾟ 56.9' 142 ﾟ 35.5' 6.9 155  岩手県沖   

 80 2011. 9. 7 42 ﾟ 15.6' 142 ﾟ 35.4' 5.1 177  日高地方中部   

 81 2011.11.24 41 ﾟ 45.0' 142 ﾟ 53.2' 6.2 155  浦河沖   

 82 2012. 3.27 39 ﾟ 48.4' 142 ﾟ 20.0' 6.6 154  岩手県沖   

 83 2012. 5.24 41 ﾟ 20.6' 142 ﾟ 7.4' 6.1 77  青森県東方沖   

 84 2012. 8.30 38 ﾟ 24.5' 141 ﾟ 54.9' 5.6 289  宮城県沖   

 85 2013. 2. 2 42 ﾟ 42.1' 143 ﾟ 13.7' 6.5 248  十勝地方南部   

 86 2015. 5.13 38 ﾟ 51.8' 142 ﾟ 9.0' 6.8 244  宮城県沖   

 87 2015. 7.10 40 ﾟ 21.2' 141 ﾟ 33.6' 5.7 71  岩手県内陸北部   
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第 2 図 事業所敷地周辺の被害地震の震央分布 

（事業所敷地からの震央距離 200km 程度以遠） 
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3. 被害地震の調査 

地震によって建物等に被害が発生するのは震度 5 弱(1996 年以前は震度Ⅴ)程度以上

であるとされている(14)。 

「日本被害地震総覧」(7)に記載されている震度分布図及び気象庁で公表されている震

度分布図によると、敷地の震度がⅤ程度であったと推定される地震は 1763 年 1 月陸奥

八戸の地震、1856 年日高・胆振・渡島・津軽・南部の地震、1968 年十勝沖地震、1978 年

青森県東岸の 2 地震及び 1994 年三陸はるか沖地震の 6 地震がある。 

また、第 1 表に示した被害地震について、震央距離と地震規模及び敷地で想定される

震度との関係を第 3 図に示す。この図から、敷地での震度が不明な地震について敷地に

与えた影響度をみると、震度分布図による上記 6 地震のほかに敷地で震度Ⅴと推定され

る地震は、1763 年 3 月 11 日陸奥八戸の地震及び 1858 年八戸・三戸の地震の 2 地震があ

る。敷地付近では M6 を超える地震の発生はなく、震度 5 強を超える地震の発生もない。 
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第 3 図 事業所敷地周辺の被害地震のマグニチュード―震央距離 
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補 2-1 

1. はじめに 

本資料は、「第十条 廃棄物埋設地のうち第四号(廃止措置の開始後の評価)」のうち、生活

環境の状態設定について補足説明するものである。 

 

2. 生活環境の状態設定の考え方 

「生活環境の状態設定」では、様々な人間活動によって生じる被ばく経路(被ばくをもた

らす人間活動)を設定するに当たって、廃止措置の開始後における将来の敷地及びその周辺

の地質環境等の状態と現在の敷地及びその周辺の社会環境から被ばくが生じると考えられ

る人間活動(水利用及び土地利用)を設定する。さらに、六ヶ所村の就労形態を考慮して最大

の被ばくを受けると合理的に想定される個人(以下「評価対象個人」という。)を設定する。 

なお、生活環境とは、人が活動する領域のうち、放射性物質が到達する領域で、一般的な

水の利用と土地の利用が想定される範囲における人間活動の状況を意味する。 

また、上記の「生活環境の状態設定」に加え、「地質環境等の状態設定」及び「廃棄物埋

設地の状態設定」を踏まえ、放射性物質の移行挙動及び被ばく経路を設定する(「地質環境

等の状態設定」の詳細については補足説明資料 1「地質環境に係る長期変動事象」を、「廃棄

物埋設地の状態設定」の詳細については補足説明資料 3「影響事象分析」、補足説明資料 4「状

態変化の評価(力学的影響)」、補足説明資料 5「状態変化の評価(化学的影響)」及び補足説明

資料 6「透水係数の設定」を参照。)。 

 

3. 生活環境の状態設定の検討方法 

廃止措置の開始後の将来における敷地及びその周辺で活動する人間の生活環境は、地質環

境等の変化による影響を受けることが考えられるため、その前提として気温・降水量及び地

形の状態変化を考慮する(気温・降水量及び地形の状態変化の詳細については、補足説明資

料 1「地質環境に係る長期変動事象」を参照。)。 

生活環境の構成要素のうち廃止措置の開始後の将来の人間の生活様式(評価対象個人の時

間の過ごし方等の人間活動の程度)については、これを長期的な不確かさを考慮して予測す

ることは困難であるため、現世代の人間の生活様式に関する情報(利用可能な最新の統計等

であり、ある時点から更新のない統計等については、調査時点の統計等)を基に、敷地及び

その周辺の社会環境又はわが国で現在一般的とされる生活様式を前提とする。具体的には、

生活様式の設定に当たっては現世代の人間の生活習慣及び食習慣を考慮する(最も可能性が
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高い自然事象シナリオ及び最も厳しい自然事象シナリオで共通。)。また、最も可能性が高

い自然事象シナリオ及び最も厳しい自然事象シナリオで考慮する人間活動は、ICRP Pub. 

81(1)、ICRP Pub. 101(2)及び諸外国事例等の考え方を参考に合理性、持続可能性及び均一性

を持つ一般的な人間活動を想定する。 

また、最も可能性が高い自然事象シナリオ及び最も厳しい自然事象シナリオで考慮すべき

合理性、持続可能性及び均一性を持たず、一般的に生じるとは考えられない人間活動につい

ては、人為事象シナリオで考慮する。また、生活習慣及び食習慣については、最も可能性が

高い自然事象シナリオ及び最も厳しい自然事象シナリオと共通とする。 

なお、全てのシナリオにおいて、放射性物質としての特性に着目した意図的な行為は含め

ない。 

上記のとおり設定した、地質環境等の状態と社会環境の状態から生じると考えられる人間

活動に基づき、六ヶ所村の就労形態を考慮して評価対象個人を設定する。 

第 1 図に生活環境の状態設定の検討フローを示す。 

 

第 1 図 生活環境の状態設定の検討フロー(3) 

評価対象地点の状態設定

放射性物質が移行する範囲を推定

気体中の放射性物質水中の放射性物質 土壌中の放射性物質

評価対象個人 評価対象個人 評価対象個人

長期変動事象の影響を考慮

ICRP Pub.81
（決定グループ）

ICRP Pub.101
（代表的個人）

生活習慣
食習慣
(最も可能性が高い自然事象シナリオ
及び最も厳しい自然事象シナリオで
共通)

放射性物質を含む水・気体・土壌に接触する活動(地表水利用及び土地利用)を設定

年間を通じた被ばくの可能性、被ばくの態様、重ね合わせ

経路ごとに最大の被ばくを受けると合理的に想定される個人を設定

評価対象個人の設定

生活様式の設定

自然環境の設定

生活様式

諸外国事例等
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4. 生活環境の状態設定 

(1) 自然事象シナリオ 

(ⅰ) 生活環境に影響を及ぼす敷地及びその周辺における地質環境等の変化 

補足説明資料 1「地質環境に係る長期変動事象」の検討結果に基づき、生活環境に影

響を及ぼすと考えられる敷地及びその周辺における地質環境等の変化を設定したもの

を第 1 表に示す。設定したものの中から、放射性物質の移行する範囲及び資源量の持続

可能性への影響が考えられるものを以下のとおり整理する。 

・現在から廃止措置の開始直後までの敷地及びその周辺の地形は、数百年という期間

の短さから現状とほぼ同様であると考えられる。よって、廃棄物埋設地に起因した

放射性物質を含む地下水の全てが敷地内の沢を経由し汽水性である尾駮沼に流入

する。 

・気候変動によって、平均気温が変化することに伴い、敷地及びその周辺で生産され

る農産物の種類が変化することが考えられるが、補足説明資料 1「地質環境に係る

長期変動事象」に示すとおり、1,000 年後の将来の気温の変化は大きくないことか

ら、生産される農産物の種類は現在の敷地周辺で収穫される農産物を想定する。 

・廃止措置の開始後の将来の敷地及びその周辺のプレート運動及び気候変動に起因す

る事象(隆起・沈降、海水準変動及び侵食)に伴う地表の状態変化によって、尾駮沼

が河川化し、漁獲される水産物種類が変化するとともに、資源量(漁獲量)が減少す

ることが考えられるが、淡水化による水産物種類の変化を考慮しても、水産物の摂

取による線量は小さくなることから、資源量(漁獲量)の減少は考慮しない。 

・地形変化が進行すると埋設設備が河食によって侵食され、放射性物質を含む土壌が

下流域へ堆積することが考えられるが、埋設設備の露呈時期は数万年以降であり、

侵食による影響は無視できる。そのため、河食により生じる放射性物質を含む土壌

の堆積地(下流堆積地)を利用した様々な人間活動(屋外労働作業、住宅の建設及び

居住並びに農畜産物の生産)は考慮しない。 

・降水量、蒸発散量、かん養量、地下水位及び河川流量の変化によって、交換水量

に影響するが、生活様式への影響はない。 
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第 1 表 生活環境に影響を及ぼすと考えられる敷地及びその周辺における地質環境等の変化 

起因事象 長期事象 長期変動項目 長期変動事象により予測される影響 生活環境への影響
*1
 

プレート運動に 

起因する事象 

火山・火成活動 
①火砕物密度流 ・地下水質、熱的影響 － 

②降下火砕物 ・地下水質への影響 － 

地震・断層活動 

③地震 ・地下水流動への影響 － 

④液状化(覆土) 
・覆土の透水性変化・力学的な影響(拘

束圧の減少等) 
－ 

⑤断層活動 

(地盤の変形) 

・出戸西方断層の断層活動による力学

的影響 
－ 

隆起・沈降運動 ⑥隆起・沈降 
・隆起に伴う地下水流動への影響(動水

勾配等) 
○ 

気候変動に起因する事象 

⑦海水準変動 
・侵食による地形変化に伴う地下水流

動への影響 
○ 

⑧気温 

・地下水位分布、動水勾配、施設通過

流量への影響 

○ 

⑨降水量 ○ 

⑩蒸発散量 ○ 

⑪かん養量 ○ 

⑫地下水位 ○ 

⑬河川流量 ・希釈水量への影響 ○ 

プレート運動と気候変動の両者に 

起因する事象 
⑭侵食 

・地形変化に伴う地下水流動への影響 
○ 

・廃棄物埋設地の削剥 

その他の事象 
⑮生物学的事象 ・水理・化学的影響 － 

⑯透水性の変化 ・岩盤の透水性の変化 － 

*1：○：影響が考えられる、－：評価対象外 
  なお、上記の生活環境への影響が考えられる地質環境等の変化を表中に赤枠で示す。 
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(ⅱ) 放射性物質が移行する範囲 

現在から廃止措置の開始後の将来にかけての評価対象地点の地質環境等の状態の時

間的な変化を考慮して、放射性物質が移行する範囲を推定する。放射性物質は、廃棄物

埋設地から基本的に地下水を介して徐々に生活環境へ広がっていく。その際に、土壌に

収着したものは、やがて侵食作用によって土壌ごと下方へ移動する。 

また、自然環境以外によるものとして、地表における人間の活動によって放射性物質

が移行する場合がある。例えば、汚染された土壌を掘り返す行為などがこれに該当する。 

(ⅲ) 敷地及びその周辺における地質環境等及び社会環境の状態を踏まえた人間活動の

設定 

「(ⅰ) 生活環境に影響を及ぼす敷地及びその周辺における地質環境等の変化」に示

す敷地及びその周辺の地質環境等の変化及び過去から現在までの敷地周辺の社会環境

の状態を踏まえ、放射性物質が移行する範囲ごとに人間活動を以下のとおり設定する。 

a. 水利用 

廃棄物埋設地から漏出する放射性物質が覆土及び岩盤へ地下水を通じて移行し、そ

の周辺における人間活動に伴って被ばくを受ける可能性があるため、廃棄物埋設地及

びその近傍における水利用に伴う人間活動を考慮する。 

廃棄物埋設地を通過する地下水は、主に敷地中央部の沢(以下、「中央沢」という。)

を経て尾駮沼に流出し太平洋に至るため、現在の二又川や老部川へ移行することは想

定されない。また、地下水の流入する尾駮沼は汽水性の沼であるため、この水を生活

用水、農業用水及び畜産用水に利用することも想定されない。 

六ヶ所村の利水状況(4)としては、豊富な地下水のある地点(敷地周辺外の深井戸及

び浅井戸(伏流水))を水源とする水道の普及率が 100%(5)であり、1998 年に当社が実施

した調査によれば、専らこれを生活用水及び畜産用水として利用している。また、水

田灌漑用水としては、河川水を利用している(6)。1988 年の調査結果(4)に基づくと浅井

戸を生活用水として利用している世帯もあるが、その割合は約 1%と極めて小さい。 

なお、六ヶ所村における家畜用水の水源としては、上水道の非給水区域においては、

深井戸より取水した小規模水道又は深井戸より取水した地下水が利用されているも

のの、河川水及び沢水の利用はない。 

沢水の利用については、現在は利用されていないこと、河川の水量を比較すると敷

地中央部の沢の水量は小さいこと、現在の敷地周辺においては水道が十分普及してい
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ること及び農地等が減少傾向にある(7)こと等から、沢水の利用に伴い被ばくが生じる

可能性は河川の利用の場合よりも小さい。しかしながら、評価に当たっては河川と沢

の水量の違いによる利用の可能性(被ばくが生じる可能性)を定量的に示すことが困

難であること、敷地造成前においては、広範囲で畑作が、また、中央沢の下流部で稲

作が行われていたことを考慮する。 

なお、将来には尾駮沼の河川化が想定されるが、現状の水理及び利水状況を前提に

すると、河川化後にその水を生活用水や畜産用水に利用することは想定されない。ま

た、農業用水に利用することについては、より交換水量の少ない沢水の利用に包含さ

れるため、考慮しない。 

以上より、水利用に関しては、現状の水理及び利水状況を前提にすると、廃棄物埋

設地からの影響を受ける井戸水や沢水を生活用水や畜産用水に利用することは考え

難い。しかし、敷地造成前においては畑作及び稲作が行われていたことを考慮して、

生活用水等に利用することに伴う人間活動としては、尾駮沼の水産物の摂取、沢水を

利用して生産される農産物の摂取及び灌漑作業を想定する。 

b. 土地利用 

廃棄物埋設地から漏出する放射性物質が廃棄物埋設地表面付近の土壌に移行し、そ

の周辺における人間活動に伴って被ばくを受ける可能性があるため、廃棄物埋設地及

びその近傍における土地利用に伴う人間活動を考慮する。 

地下の掘削を伴う土地利用の一つに構造物の建設がある。2019 年の統計(7)によれ

ば、近年の六ヶ所村においては専用住宅、倉庫、店舗等の建築確認申請が行われてい

る。加えて、廃棄物埋設地は市街化区域の用途地域のうち工業専用地域に位置し、工

業地域、準工業地域、商業地域、中高層住居専用地域及び低層住居専用地域に隣接し

ているため、工場及び住宅の建設等に利用される可能性がある。しかしながら、第 2

図に示す六ヶ所村における到達深さに対する到達確率(面積利用率)より、現状の六ヶ

所村では地下数階を有するような大規模な構造物はほとんどみられず、面積利用率で

は 10m 以深の掘削を行う頻度は 1%未満である。ここでいう到達確率(面積利用率)と

は、六ヶ所村で確認される建物区分について、それぞれに仮定した平均深度ごとの施

設面積が可住地面積に占める割合を求めたものである。六ヶ所村における利用用途ご

との平均深度の設定値を第 2 表に示す。 

なお、第 2 図における数値中の E は、指数表記における基数の 10 を示す(例えば、
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1E+02 は 1×102を示す。以下、同様。)。 

また、第 3 図に未使用の可住地面積及び当社施設の施設面積を除いた場合の到達確

率(面積利用率)を示す。第 3 図に示すように、原子力施設である当社施設を除外し、

六ヶ所村における住宅や工場等の一般的な施設に着目した場合には、10m 以深の掘削

を行う施設は存在しない。 

以上のことから、可住地のうち構造物が建設される土地は一部であることを含めて

敷地及びその周辺の社会環境を考慮すると、大規模な構造物の建設は土地利用の代表

的な事例ではない。そのため、自然事象シナリオでは代表的な事例として一般的な住

宅の建設及びそれに伴って発生する掘削土壌上での居住を想定する。 

なお、大規模な構造物の建設に当たっては、法令等(例：都市計画法、工場立地法)

により事前に記録の確認が行われるため、廃棄物埋設地の存在が認知されることを踏

まえても、大規模な構造物が建設されることは一般的とは考えられない。 

 

 

第 2 図 六ヶ所村における到達深さに対する到達確率(面積利用率) 
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第 2 表 六ヶ所村における利用用途ごとの平均深度の設定値 

利用用途 内訳 
平均深度

（m） 

戸建住宅 個人宅 1 

集合住宅 － 4 

飲食店 レストラン、居酒屋等 5 

商店 食料品店、たばこ屋、クリーニング、美容室、郵便局等 5 

量販店 スーパー、コンビニ等 5 

事業所・事務所 銀行、法律事務所、警備等 5 

インフラ 変電所、GS、浄水場等 5 

スポーツ興業施設 体育館、公園等 5 

宿泊遊興施設 温泉、ホテル旅館等 5 

医療・福祉 診療所、歯科医院、老人福祉センター等 6 

公共施設 役場、消防署、交番、図書館等 7 

学校 幼稚園、保育所、小学校、中学校、高等学校、塾等 6 

宗教関連 寺院、神社等 5 

オフィスビル オフィス系の事業所 6 

倉庫 倉庫、貯蔵庫、冷蔵庫 5 

工場 － 5 

エネルギー関連施設 石油備蓄、風力発電所等 10 

廃棄物処分場 － 10 

作業場・資材置場 － 5 

駐車場 － 0 

牧場 － 0 

その他(戸建住宅、集

合住宅以外の家屋) 
－ 0 
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第 3 図 六ヶ所村における到達深さに対する到達確率 

(未使用の可住地面積及び当社施設の施設面積を除く) 

 

この他に地下を掘削する目的として、井戸の掘削や地下資源の開発(ボーリングを

含む。)があげられる。井戸については水利用の状況から浅井戸の掘削が考えられる

が、「a. 水利用」に示すように、水道の普及率が 100%であり、また、浅井戸を生活

用水として利用している世帯もあるが、その割合は約 1%と極めて小さいことから考

慮しない。地下資源の開発については、廃棄物埋設地及びその近傍において採掘規模

の石炭、鉱石等の天然資源は認められていないため、このような土地利用を考慮する

必要はない。 

さらに、地下の掘削を伴わない土地利用としては農産物(飼料作物を含む。)の生産

があり、廃棄物埋設地表面付近の土壌又は地下水から農産物に放射性物質が移行し、

その農産物を摂取することが考えられる。ただし、飼料作物については、根の深さと

地下水位との関係から、放射性物質の移行は生じないため、評価対象外とする。 
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以上より、土地利用に関しては、廃棄物埋設地の利用による人間活動として、住宅

の建設作業、掘削土壌上での居住及び廃棄物埋設地を利用して生産される農産物の摂

取を考慮する。 

なお、廃棄物埋設地を利用して生産される農産物の摂取については、一般的な住居

の建設作業によって発生する土壌上で生産される農産物(家庭菜園を含む)の摂取を

考慮する。 

また、廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業による大規模な掘削

行為及び当該掘削後の土地利用は、一般的に生じるとは考えられないため、人為事象

シナリオにおいて考慮する。 

(ⅳ) 水利用及び土地利用によって得られる各種生産物 

「(ⅲ) 敷地及びその周辺における地質環境等及び社会環境の状態を踏まえた人間活

動の設定 a. 水利用」及び「(ⅲ) 敷地及びその周辺における地質環境等及び社会環境

の状態を踏まえた人間活動の設定 b. 土地利用」に示す水や土地の利用によって得られ

る生産物の種類を水産物及び農産物と設定する。 

水産物については、尾駮沼の河川化による水産物種類の変化を考慮せず、現在の汽水

性である尾駮沼に生息する代表的な水産物とする。 

農産物については、現在の敷地周辺で収穫される農産物を想定し、沢水を灌漑用水と

して利用して生産される米(以下「灌漑農産物」という。)及び廃棄物埋設地で生産され

る野菜(以下「農耕農産物」という。)とする。 

(ⅴ) 評価対象個人の設定 

「(ⅲ) 敷地及びその周辺における地質環境等及び社会環境の状態を踏まえた人間活

動の設定」に示す人間活動に基づき、自然事象シナリオにおいては、様々な個人の生活

様式が係る場合には、それらの重ね合わせを考慮し、評価対象個人を設定する。評価対

象個人の設定に当たっては ICRP Pub.81(1)の決定グループ(最高の年線量を受けると予

想される集団における個人を代表する人々のグループであり、年齢、飲食物及び受ける

年線量に影響する行動という観点からみて比較的均質であるように十分小さいグルー

プのこと)、ICRP Pub.101(2)の代表的個人(公衆の防護の目的のために、線量拘束値の遵

守の判断に用いられる人。被ばく経路、空間分布、持続可能性、年齢カテゴリー等を考

慮する必要がある。)及び諸外国事例等を参考にする。 
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評価対象個人は、生活様式の特徴を表した個人で、年間を通して被ばくする可能性が

ある個人を代表として設定する。また、敷地及びその周辺又はわが国で現在認められる

一般的な生活様式をもつ個人とし、比較的高い被ばくを受ける集団を代表する成人とす

る。 

ただし、生産物の摂取においては、市場の流通の状況を適切に考慮する。また、生活

様式として同時に存在することの合理性がないものは、重ね合わせを考慮しない。 

生活様式は、現在認められる就労形態ごとに異なると考えられる。就労形態によって、

様々な生産活動が行われる可能性があるが、評価の観点からは放射性物質が移行する水

又は土壌に接触する生産活動に従事する就労者を対象とすることが合理的である。その

ため、評価対象個人の設定に当たっては、就労形態に応じた生産活動及び生産物の摂取

を考慮する。また、放射性物質は、その移行特性や放射線影響が種類ごとに異なること

から、評価対象個人を複数の集団から設定する(例えば、漁業を営む集団だけではなく、

農業や畜産業を営む集団からもそれぞれ評価対象個人を設定する。)。 

第 3 表に六ヶ所村の就業者数を示す。現在の敷地及びその周辺の社会環境・産業構造

において、被ばくの可能性がある就労形態は、第一次産業としては、漁業及び農業(畜

産業を含む。)が代表的であり、第二次産業では、建設業が代表的である。第三次産業

やその他の業種については、労働作業に伴う被ばくの可能性が低く、廃棄物埋設地に居

住する人を想定することで代表できると考えられる。 

第 3 表に示すように、最新の統計に基づくと、六ヶ所村の産業別就業者数のほぼ半数

を第三次産業が占めている。第三次産業については廃棄物埋設地に居住する人を想定す

ることで代表できると考えられることから、最も可能性が高い自然事象シナリオにおい

ては評価対象個人を居住者とする。居住者は、廃棄物埋設地に居住する人を対象とし、

家庭菜園により生産される農産物及び市場に流通した食品を摂取すると想定する。 

また、第 3 表に示す六ヶ所村における代表的な就労形態を考慮して、最も厳しい自然

事象シナリオにおいては、評価対象個人を漁業従事者、農業従事者、畜産業従事者、建

設業従事者及び居住者とする。 

ただし、年間を通じて摂取する全ての食品が、廃棄物埋設地起源の放射性物質を含む

生産品とすることは現在の市場の流通状況を考慮すると基本的に想定されない。このた

め、それぞれの就労者が生産活動により得られる食品を自家消費すると想定し、その他

については市場から購入すると想定する。 
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このような状況を考慮して、生活様式の異なる就労形態の分類に応じて、評価対象個

人を以下のとおり設定する(3)。 

a. 漁業従事者 

漁業従事者は、廃棄物埋設地に居住する人を対象として、放射性物質が移行する水

産物(汚染された水産物)を自家消費すると想定し、その他は一般的な市場に流通した

食品を摂取すると想定する。 

b. 農業従事者 

農業従事者は、廃棄物埋設地に居住する人を対象として、放射性物質が移行する農

産物(汚染された農産物)を自家消費すると想定し、その他は一般的な市場に流通した

食品を摂取すると想定する。 

なお、水利用の場合は放射性物質を含む沢水を灌漑に利用する灌漑作業、土地利用

の場合は放射性物質を含む土壌上における農耕作業を想定する。 

c. 畜産業従事者 

畜産業従事者は、廃棄物埋設地に居住する人を対象として、放射性物質が移行する

畜産物(汚染された畜産物)を自家消費すると想定し、その他は一般的な市場に流通し

た食品を摂取すると想定する。 

ただし、現状の水理及び利水状況を前提にすると、放射性物質が移行する畜産物を

摂取することによる被ばくは想定しない。 

d. 建設業従事者 

建設業従事者は、廃棄物埋設地に居住する人を対象として、一般的な市場に流通し

た食品を摂取すると想定する。また、廃棄物埋設地において一般的な住宅の建設作業

を行うと想定する。 

e. 居住者 

居住者は、廃棄物埋設地に居住する人を対象として、家庭菜園により栽培される農

産物及び市場に流通した食品を摂取すると想定する。 
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第 3 表 六ヶ所村の就業者数(10) 

業種別 産業別 

区分 人数(人) 割合(%) 区分 人数(人) 割合(%) 

農業・林業 574 9.4 

第一次
産業 

787 12.9 (うち農業) (566) (9.3) 

漁業 213 3.5 

鉱業、採石業、砂利採取業 23 0.4 

第二次
産業 

2,346 38.5 建設業 921 15.1 

製造業 1,402 23.0 

電気・ガス・熱供給・水道業 33 0.5 

第三次
産業 

2,931 48.1 

情報通信業 34 0.6 

運輸業、郵便業 182 3.0 

卸売業、小売業 376 6.2 

金融業、保険業 24 0.4 

不動産業、物品賃貸業 66 1.1 

学術研究、専門・技術サービス業 429 7.0 

宿泊業、飲食サービス業 237 3.9 

生活関連サービス業、娯楽業 105 1.7 

教育、学習支援業 140 2.3 

医療・福祉 350 5.7 

複合サービス業 99 1.6 

サービス業 
(他に分類されないもの) 

633 10.4 

公務 
(他に分類されないもの) 

223 3.7 

分類不能な産業 31 0.5 - 31 0.5 

計 6,095 100.0 計 6,095 100.0 
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(2) 人為事象シナリオ 

「(1) 自然事象シナリオ (ⅲ)b. 土地利用」に示すように、廃棄物埋設地における地下

数階を有する建物の建設作業等の大規模な掘削行為(保守的に埋設設備底面までの掘削)

及び当該掘削後の土地利用を伴う人間活動は、一般的に生じるとは考えられないため、人

為事象シナリオにおいて考慮する。よって、侵入者として廃棄物埋設地の大規模な掘削を

行う建設業従事者とその他公衆として掘削後の土地利用を行う居住者を線量の評価対象

とし、その生活環境を以下のとおり設定する。 

(ⅰ) 建設業従事者 

建設業従事者については、自然事象シナリオと同様に放射性物質を含む土壌に接近す

る掘削作業を想定する。ただし、自然事象シナリオで考慮するその他の人間活動による

被ばくは考慮しない。 

よって、建設業従事者は、廃棄物埋設地以外に居住する人を対象として、廃棄物埋設

地に起因する放射性物質を含まない食品を摂取すると想定する。 

(ⅱ) 居住者 

居住者については、廃棄物埋設地の大規模な掘削後の土地利用として、掘削に伴うバ

リア機能喪失後の廃棄物埋設地からの地下水移行によって生じる被ばくに関する人間

活動(最も可能性が高い自然事象シナリオの水利用と同様)も考慮する。 

よって、居住者は、大規模な掘削後の廃棄物埋設地に居住する人を対象として、家庭

菜園により生産される農産物及び市場に流通した食品を摂取すると想定する。 

 

5. 放射性物質の移行挙動及び被ばく経路 

(1) 自然事象シナリオ 

覆土完了後に地下水が再冠水することによって埋設設備の間隙は地下水によって満た

されていくこととなる。地下水を介して放射性物質が移行することを評価する場合は、こ

の過渡的な現象は比較的速やかに進行するものとし、線量の評価上は覆土完了直後に地下

水で飽和するものとして設定する。 

廃棄体は、放射性物質によって汚染された廃棄物を容器に固型化したものであるため、

放射性物質が容易に漏出することはない。また、覆土完了後において長期的に腐食速度が

小さい環境となる可能性が高いため、鋼製である容器は腐食し難いが、長期的な評価を行

う上では、容器による移行抑制機能は考慮しないものとする。 
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廃棄体内への地下水の浸入に伴い放射性物質が埋設設備内の間隙水中に溶出する。廃棄

体から溶出した放射性物質は、速やかに埋設設備内に均一に分布し、埋設設備内の廃棄体

の固型化材、充填材、埋設設備等の収着性に応じて間隙水中に溶出するものとする。 

埋設設備内の間隙水に溶出した放射性物質は、覆土と鷹架層へそれぞれ漏出する。漏出

した放射性物質は覆土又は鷹架層とそれぞれの間隙水中を移行し、沢及び尾駮沼に流入す

る(地下水流動の詳細については、補足説明資料 1「地質環境に係る長期変動事象」を参

照)。 

地下水の流入した尾駮沼で得られる水産物及び水を利用して生産された農産物には、そ

れぞれ水産物への濃縮係数及び農産物への移行係数に応じて放射性物質が移行する。よっ

て、これらの水産物及び農産物の摂取を含む水の利用によって公衆の被ばくが生じるもの

とする。 

また、廃棄物埋設地の近傍土壌及び周辺岩盤への放射性物質の移行は基本的に地下水を

介して生じる。漏出した放射性物質は覆土又は鷹架層とそれぞれの間隙水中を移行するた

め、放射性物質が収着し、土壌や鷹架層中に残存するものとして、廃棄物埋設地における

土地の利用によって公衆の被ばくが生じるものとする。 

以上の放射性物質の移行挙動を踏まえ、「地質環境等の状態」、「廃棄物埋設地の状態設

定」及び「4. 生活環境の状態設定」で設定した状態設定のもとで、沢水の利用、尾駮沼

の利用及び廃棄物埋設地の利用を対象として、明らかに線量が小さいもの及び他の被ばく

経路で代表されるものを除外した以下の被ばく経路を設定し、評価対象個人の線量を評価

する(被ばく経路の選定結果の詳細については第 4 表を参照。)。 

なお、最も可能性が高い自然事象シナリオでは評価対象個人を居住者とするため、沢水

を利用する灌漑作業及び廃棄物埋設地における屋外労働作業による被ばくは考慮しない。 

・尾駮沼の水産物の摂取による内部被ばく 

・沢水を利用して生産される灌漑農産物の摂取による内部被ばく 

・沢水を利用する灌漑作業による外部被ばく及び内部被ばく 

・廃棄物埋設地における屋外労働作業による外部被ばく及び内部被ばく 

・廃棄物埋設地における居住による外部被ばく及び内部被ばく 

・廃棄物埋設地を利用して生産される農耕農産物(家庭菜園を含む)の摂取による内部被

ばく 

なお、仮に廃棄物埋設地から北側の老部川へ流出した場合と南側の尾駮沼へ流出した場
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合を比較すると、老部川までの放射性物質の移行距離が尾駮沼への移行距離よりも長いこ

と及び老部川の交換水量が中央沢を含む評価対象地点の交換水量よりも多いことにより、

北側の老部川へ流出した場合の方が線量は低くなる。したがって、地下水の流動方向が変

化したとしても影響はない。 
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第 4 表 自然事象シナリオにおける被ばく経路の選定結果(1/2) 

放射性 
物質 

の放出 
放射性物質の移行経路 被汚染物 利用形態 被ばく形態 被ばく経路の選定結果*1 

地下水 
への 
漏出 

地下水 
移行 

地下水 

－ 

浅層地下水 

飲用水利用 飲用水摂取 

－ 

地下水の利用が想定され
ないため評価対象外 

灌漑利用 

農作物(米)摂取 

土壌吸入 

土壌外部被ばく 

飼育水利用 畜産物摂取 

深層地下水 

飲用水利用 飲用水摂取 

－ 灌漑利用 

農作物(米)摂取 

土壌吸入 

土壌外部被ばく 

飼育水利用 畜産物摂取 

植物によ
る吸上げ 

浅層地下水 
地表土壌利
用 
(農畜産業) 

農作物(米以外)摂取 ○ 評価対象 

畜産物摂取 － 
牧草の根の深さと地下水
位の関係から評価対象外 

地下水 
から 
土壌 
への 
収着 

－ 
廃棄物埋設
地又は周辺
土壌 

地表土壌利
用 
(農畜産業) 

農作物(米以外)摂取 － 掘削深さから放射性物質
を含む土壌が掘削される
ことはないため評価対象
外 

土壌吸入 － 

土壌外部被ばく － 

畜産物摂取 － 

地表利用 
(居住) 

農作物(米以外)摂取 ○ 評価対象(家庭菜園) 

土壌吸入 ○ 評価対象 

土壌外部被ばく ○ 評価対象 

建設作業 
土壌吸入 ○ 評価対象 

土壌外部被ばく ○ 評価対象 

地表 
への 
漏出 

水域への
流入 

河川水、 
湖沼水、 
海水又は 
沢水 

飲用水利用 飲用水摂取 ○ 
現在の生活様式を考慮し
て評価対象外 

灌漑利用 

農作物(米)摂取 ○ 評価対象(沢水) 

土壌吸入 ○ 評価対象(沢水) 

土壌外部被ばく ○ 評価対象(沢水) 

飼育水利用 畜産物摂取 － 
社会環境を踏まえ評価対
象外 

水産物消費 水産物摂取 ○ 評価対象(湖沼) 

水面活動 直接外部被ばく － 
廃棄物埋設地又は周辺土
壌の利用に包含されるた
め評価対象外 

(海水) 送風塩吸入 送風塩吸入 － 
社会環境を踏まえ評価対
象外 (海水) 

海水利用 
(製塩) 

塩摂取 － 

地表 
への 
漏出 

土壌への
収着 
( 海 水 準
変動によ
って利用
可能にな
った土地
も含む) 

河川岸、 
湖沼岸、 
海岸又は 
沢岸 

岸利用 
(農畜産業) 

農作物(米以外)摂取 － 
灌漑利用及び飼育水利用
に包含されるため評価対
象外 

土壌吸入 － 

土壌外部被ばく － 

畜産物摂取 － 

岸利用 
(住居) 

農作物(米以外)摂取 － 廃棄物埋設地又は周辺土
壌に比べ明らかに濃度が
低く、廃棄物埋設地又は周
辺土壌の利用に包含され
るため評価対象外 

土壌吸入 － 

土壌外部被ばく － 

建設作業 
土壌吸入 － 

土壌外部被ばく － 

*1：被ばく経路の選定結果における「○」は「評価対象」を、「－」は「評価対象外」を意味する。 

なお、上記の被ばく経路の選定結果として「評価対象」としたものを表中に赤枠で示す。 
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第 4 表 自然事象シナリオにおける被ばく経路の選定結果(2/2) 

放射性物質 
の放出 

放射性物質の移行経路 被汚染物 利用形態 被ばく形態 被ばく経路の選定結果*1 

廃棄物の 
露呈 

－ － － 

廃棄物埋設
地又は周辺
土壌の侵食
面 

地表土壌利
用 
(農畜産業) 

農作物(米以外)摂取 － 

廃棄物埋設地の露呈
が起こるのは廃止措
置の開始後から数万
年後のことであるた
め、評価対象外 

土壌吸入 － 

土壌外部被ばく － 

畜産物摂取 － 

地表利用 
(居住) 

土壌吸入 － 

土壌外部被ばく － 

建設作業 
土壌吸入 － 

土壌外部被ばく － 

侵食に 
伴う 
移行 

削剥 
土壌 

－ 堆積土壌 

地表土壌利
用 
(農畜産業) 

農作物(米以外)摂取 － 

土壌吸入 － 

土壌外部被ばく － 

畜産物摂取 － 

地表利用 
(居住) 

土壌吸入 － 

土壌外部被ばく － 

建設作業 
土壌吸入 － 

土壌外部被ばく － 

降雨の 
かん養水 

水域 
への 
流入 

河川水、 
湖沼水、 
海水又は 
沢水 

飲用水利用 飲用水摂取 － 

灌漑利用 

農作物(米)摂取 － 

土壌吸入 － 

土壌外部被ばく － 

飼育水利用 畜産物摂取 － 

水産物消費 水産物摂取 － 

水面活動 直接外部被ばく － 

(海水) 送風塩吸入 送風塩吸入 － 

(海水) 
海水利用 
(製塩) 

塩摂取 － 

*1：被ばく経路の選定結果における「○」は「評価対象」を、「－」は「評価対象外」を意味する。 

なお、上記の被ばく経路の選定結果として「評価対象」としたものを表中に赤枠で示す。 
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(2) 人為事象シナリオ 

廃棄物埋設地の大規模な掘削に伴い、放射性物質は埋設設備、覆土、岩盤(鷹架層)及び

周辺土壌と混合した土壌に移行する。また、大規模な掘削による擾乱を受けた後の地下水

による沢及び尾駮沼への放射性物質の移行は、自然事象シナリオと同様とする。 

このような放射性物質の移行挙動を踏まえ、人為事象シナリオの線量の評価対象とする

被ばく経路を以下のとおり設定する(被ばく経路の選定結果の詳細については第 5 表を参

照。)。 

(ⅰ) 建設業従事者 

・廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業による外部被ばく及び内部

被ばく 

(ⅱ) 居住者 

・廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業によって発生する土壌上で

の居住による外部被ばく 

・廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業によって発生する土壌上で

生産される農耕農産物(家庭菜園)の摂取による内部被ばく 

・廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業による覆土の低透水性機能

喪失後の廃棄物埋設地から漏出する放射性物質が移行する尾駮沼の水産物の摂取

による内部被ばく 

・廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業による覆土の低透水性機能

喪失後の廃棄物埋設地から漏出する放射性物質が移行する沢の利用によって生産

される灌漑農産物の摂取による内部被ばく 
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第 5 表 人為事象シナリオにおける被ばく経路の選定結果(1/2) 

放射性物質 
の放出 

放射性物質の移行経路 被汚染物 利用形態 被ばく形態 被ばく経路の選定結果*1 

廃棄物埋設
地又は近傍
へのボーリ
ング 

地下水 
移行 

地下水 － 地下水 飲用水利用 飲用水飲用 － 

ボーリングによる廃
棄物埋設地の機能損
失の範囲は掘削と比
べて小さく、廃棄物埋
設地の掘削における
地下水移行時の利用
形態に包含されるた
め評価対象外 

地表への
流出 

水域 
への 
流入 

河川水、 
湖沼水、 
海水又は 
沢水 

飲用水利用 飲用水摂取 － 

灌漑利用 

農作物(米)摂取 － 

土壌吸入 － 

土壌外部被ばく － 

飼育水利用 畜産物摂取 － 

水産物消費 水産物摂取 － 

水面活動 直接外部被ばく － 

(海水) 送風塩吸入 送風塩吸入 － 

(海水) 
海水利用 
(製塩) 

塩摂取 － 

廃棄物埋設
地の掘削 

地下水 
移行 

地表への
流出 

水域 
への 
流入 

河川水、 
湖沼水、 
海水又は 
沢水 

飲用水利用 飲用水摂取 － 
現在の生活様式を考
慮して評価対象外 

灌漑利用 

農作物(米)摂取 〇 

評価対象(廃棄物埋設
地における地下数階
を有する建物の建設
作業による覆土の低
透水性機能喪失後の
廃棄物埋設地から漏
出する放射性物質が
移行する沢の利用に
よって生産される灌
漑農産物の摂取) 

土壌吸入 － 居住者は灌漑農耕作
業を行わないことか
ら評価対象外 土壌外部被ばく － 

飼育水利用 畜産物摂取 － 
社会環境を踏まえ評
価対象外 

水産物消費 水産物摂取 〇 

評価対象(廃棄物埋設
地における地下数階
を有する建物の建設
作業による覆土の低
透水性機能喪失後の
廃棄物埋設地から漏
出する放射性物質が
移行する尾駮沼の水
産物の摂取) 

水面活動 直接外部被ばく － 
廃棄物又は掘削土壌
の利用に包含される
ため評価対象外 

(海水) 送風塩吸入 送風塩吸入 － 
社会環境を踏まえ評
価対象外 

(海水) 
海水利用 
(製塩) 

塩摂取 － 

*1：被ばく経路の選定結果における「○」は「評価対象」を、「－」は「評価対象外」を意味する。 

なお、上記の被ばく経路の選定結果として「評価対象」としたものを表中に赤枠で示す。 
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第 5 表 人為事象シナリオにおける被ばく経路の選定結果(2/2) 

放射性物質 
の放出 

放射性物質の移行経路 被汚染物 利用形態 被ばく形態 被ばく経路の選定結果*1 

廃棄物埋設
地の掘削 

廃棄物 
の掘り 
返し 

－ － 

廃棄物 建設作業 

土壌吸入 〇 

評価対象(廃棄物埋設
地における地下数階
を有する建物の建設
作業) 

土壌外部被ばく 〇 

評価対象(廃棄物埋設
地における地下数階
を有する建物の建設
作業) 

掘削土壌 

処分作業 
土壌吸入 － 建設作業に包含され

るため評価対象外 土壌外部被ばく － 

地表土壌利
用 
(農畜産業) 

農作物(米以外)摂取 － 大規模な掘削行為は
農牧地としての利用
を目的としたもので
ないことから評価対
象外 

土壌吸入 － 

土壌外部被ばく － 

畜産物摂取 － 

地表利用 
(居住) 

農作物(米以外)摂取 〇 

評価対象(廃棄物埋設
地における地下数階
を有する建物の建設
作業によって発生す
る土壌上で生産され
る農耕農産物(家庭菜
園)の摂取) 

土壌吸入 － 

コンクリート構造物
である埋設設備が掘
削土壌に含まれるた
め、掘削土壌の利用に
際しては客土を施す
ことが想定されるこ
とから評価対象外 

土壌外部被ばく 〇 

評価対象(廃棄物埋設
地における地下数階
を有する建物の建設
作業によって発生す
る土壌上での居住 

掘削土壌
からの 
流出 

水域 
への 
流入 

河川水、 
湖沼水、 
海水又は 
沢水 

飲用水利用 飲用水摂取 － 廃棄物埋設地の掘削
後の地下水移行時の
利用形態では、保守的
に掘削土壌からの流
出も考慮し、掘削土壌
に含まれる放射能量
を、廃棄物埋設地の放
射能量に含めて評価
する 
よって、掘削土壌から
の流出時の利用形態
は、廃棄物埋設地の掘
削における地下水移
行時の利用形態に包
含されるため評価対
象外 

灌漑利用 

農作物(米)摂取 － 

土壌吸入 － 

土壌外部被ばく － 

飼育水利用 畜産物摂取 － 

水産物消費 水産物摂取 － 

水面活動 直接外部被ばく － 

*1：被ばく経路の選定結果における「○」は「評価対象」を、「－」は「評価対象外」を意味する。 

なお、上記の被ばく経路の選定結果として「評価対象」としたものを表中に赤枠で示す。 
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6. まとめ 

「4. 生活環境の状態設定」及び「5. 放射性物質の移行挙動及び被ばく経路」で設定した、

評価対象個人ごとに考慮する被ばく経路を第 6 表及び第 7 表及び第 8 表に示す。これを基に

線量評価を行い、許可基準規則第十条第四号で要求されている基準値を下回ることを確認す

る。 

なお、被ばく経路ごとの線量評価パラメータの設定値については添付資料 1「被ばく経路

ごとの線量評価パラメータ」を参照。 

 

第 6 表 評価対象個人ごとに考慮する被ばく経路 

(最も可能性が高い自然事象シナリオ)*1 

被ばく経路 居住者 

水利用 

尾駮沼の水産物の摂

取 
○ 

沢水を利用して生産

される灌漑農産物の

摂取 

○ 

沢水を利用する灌漑

作業 
－ 

土地利用 

(廃棄物埋設地) 

屋外労働作業 

(建設作業等) 
－ 

居住 ○ 

農耕農産物の摂取 ○ 

*1：○：考慮する被ばく経路、－：考慮しない被ばく経路 
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第 7 表 評価対象個人ごとに考慮する被ばく経路(最も厳しい自然事象シナリオ)*1 

被ばく経路 
漁業 

従事者 

農業 

従事者 

(米) 

農業 

従事者 

(米以

外) 

畜産業 

従事者 

建設業 

従事者 
居住者 

水利用 

尾駮沼の水産物の摂

取 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

沢水を利用して生産

される灌漑農産物の

摂取 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

沢水を利用する灌漑

作業 
－ ○ － － － － 

土地利用 

(廃棄物埋設地) 

屋外労働作業 

(建設作業等) 
－ － － － ○ － 

居住 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

農耕農産物の摂取 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

*1：○：考慮する被ばく経路、－：考慮しない被ばく経路 
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第 8 表 被ばく経路(人為事象シナリオ)*1 

被ばく経路 建設業従事者 居住者 

水利用 

尾駮沼の 

水産物の摂取 
－ ○ 

沢水を利用して生産される

灌漑農産物の摂取 
－ ○ 

土地利用 

(廃棄物埋設地) 

屋外労働作業(建設作業) ○ － 

居住 － ○ 

農耕農産物の摂取 － ○ 

*1：○：考慮する被ばく経路、－：考慮しない被ばく経路 
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被ばく経路ごとの線量評価パラメータ 

 

1. はじめに 

本資料は、安全評価に用いる線量評価パラメータのうち生活様式に関連する評価パラメータ

を、被ばく経路ごとに取りまとめたものである。被ばく経路ごとの線量評価パラメータ一覧を

第 1表に示す。また、評価対象個人ごとに考慮する被ばく経路を第 3表及び第 4表に示す。 

なお、線量パラメータの設定の詳細については「第十条 廃棄物埋設地のうち第四号(廃止措

置の開始後の評価) 補足説明資料 9 線量評価パラメータ-パラメータ根拠集-」を参照。 

 

第 1 表 被ばく経路ごとの線量評価パラメータ一覧表(生活様式に関連する評価パラメータのみ)(1/3) 

被ばく経路 
生活様式に関連する 
評価パラメータ 

単位 

設定値*1 

最も可能性が高い 
自然事象シナリオ 

最も厳しい 
自然事象シナリオ 

沢水又は井戸水の 
飲用による 
内部被ばく 

水の摂取量 [m3/y] - - 

飲用における 
放射性物質を含む 
沢水又は井戸水の利用率 

[-] - - 

公衆 pの飲用水の 
市場希釈係数 

[-] - - 

尾駮沼の 
水産物の摂取に 
よる内部被ばく 

水産物 mの摂取量 [kg/y] 
魚類   ：5.7 
無脊椎動物：1.4 

魚類   ：5.7 
無脊椎動物：1.4 

公衆 pの水産物 mの 
市場希釈係数 

[-] 居住者：0.1 
漁業従事者：1 
上記以外 ：0.1 

*1：表中の「-」は、2020 年 10 月 7 日の第 31 回原子力規制委員会において了承された議題 3「日本原

燃(株)廃棄物埋設事業変更許可申請における廃止措置の開始後の公衆の被ばく線量評価に係る審

査方針について(第3回)～将来の人間活動に関する設定～」で示された審査方針(以下「審査方針」

という。)を踏まえた生活環境の状態設定及び評価対象個人の設定の見直しに伴い、安全評価にお

いて使用しない線量評価パラメータを示す。  

添付資料 1 
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第 1 表 被ばく経路ごとの線量評価パラメータ一覧表(生活様式に関連する評価パラメータのみ)(2/3) 

被ばく経路 
生活様式に関連する 
評価パラメータ 

単位 

設定値*1 

最も可能性が高い 
自然事象シナリオ 

最も厳しい 
自然事象シナリオ 

沢水を利用して 
生産される 

灌漑農産物の摂取に
よる 

内部被ばく 

灌漑農産物の摂取量 [kg/y] 100 100 

公衆 pの灌漑農産物の 
市場希釈係数 

[-] 居住者：0.1 
農業従事者(米)：1 
上記以外   ：0.1 

灌漑における 
放射性物質を含む沢水の 
利用率 

[-] 1 1 

沢水を利用して 
生産される 

畜産物の摂取による
内部被ばく 

畜産における 
放射性物質を含む沢水の 
利用率 

[-] - - 

家畜 nの家畜用水摂取量 [m3/d] - - 

畜産物 nの摂取量 [kg/y] - - 

公衆 pの畜産物 nの 
市場希釈係数 

[-] - - 

沢水を利用する 
灌漑作業による 
外部被ばく 

及び内部被ばく 

公衆 pの屋外労働作業中
の核種 iの遮蔽係数 

[-] - 第 2 表参照 

公衆 pの 
灌漑作業時間 

[h/y] - 500 

屋外労働作業中の 
空気中ダスト濃度 

[kg/m3] - 3.0×10-8 

屋外労働作業中の呼吸率 [-] - 1.2 

*1：表中の「-」は、審査方針を踏まえた評価対象個人の設定の見直しに伴い当該被ばく経路の線量評

価を行わないため、使用しなくなった線量評価パラメータを示す。  
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第 1 表 被ばく経路ごとの線量評価パラメータ一覧表(生活様式に関連する評価パラメータのみ)(3/3) 

被ばく経路 
生活様式に関連する 
評価パラメータ 

単位 

設定値*1 

最も可能性が高い 
自然事象シナリオ 

最も厳しい 
自然事象シナリオ 

廃棄物埋設地に 
おける 

屋外労働作業による 
外部被ばく 

及び内部被ばく 

公衆 pの屋外労働作業中
の核種 iの遮蔽係数 

[-] - 第 2 表参照 

廃棄物埋設地における 
公衆 pの 
屋外労働作業時間 

[h/y] - 500 

屋外労働作業中の 
空気中ダスト濃度 

[kg/m3] - 1.0×10-7 

屋外労働作業中の呼吸率 [-] - 1.2 

廃棄物埋設地に 
おける居住による 

外部被ばく 
及び内部被ばく 

居住者の屋外における 
核種 iの遮蔽係数 

[-] 全核種：1 全核種：1 

公衆 pの居住中の 
屋外における居住時間 

[h/y] 居住者：1,000 
居住者  ：1,000 
居住者以外：700 

居住中の 
空気中ダスト濃度(屋外) 

[kg/m3] 2.0×10-8 2.0×10-8 

公衆 pの居住中の 
屋内における居住時間 

[h/y] 居住者：7,760 
居住者  ：7,760 
居住者以外：6,060 

居住中の 
空気中ダスト濃度(屋内) 

[kg/m3] 5.0×10-9 5.0×10-9 

居住時の呼吸率 [m3/h] 0.93 0.93 

廃棄物埋設地を利用 
して生産される 
農耕農産物の摂取 
による内部被ばく 

農耕農産物の摂取量 [kg/y] 100 100 

公衆 pの農耕農産物の 
市場希釈係数 

[-] 居住者：0.3 
農業従事者(米以外)：1 
上記以外     ：0.3 

*1：表中の「-」は、審査方針を踏まえた評価対象個人の設定の見直しに伴い当該被ばく経路の線量

評価を行わないため、使用しなくなった線量評価パラメータを示す。  
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第 2 表 公衆 pの屋外労働作業中の核種 iの遮蔽係数 

評価対象個人 核種 設定値 核種 設定値 

建設業従事者 

H-3 0.02 Ra-226 0.4 

C-14 0.02 Ac-227 0.3 

Cl-36 0.02 Th-229 0.4 

Co-60 0.4 Th-230 0.02 

Ni-59 0.02 Pa-231 0.2 

Ni-63 0.02 U-233 0.02 

Sr-90 0.02 U-234 0.02 

Nb-94 0.4 U-235 0.2 

Tc-99 0.02 Np-237 0.2 

I-129 0.02 Pu-238 0.02 

Cs-137 0.3 Pu-239 0.02 

Pb-210 0.2 Pu-240 0.02 

Po-210 0.02 Am-241 0.02 

上記 

以外 
全核種 1 

 

第 3 表 評価対象個人ごとに考慮する被ばく経路(最も可能性が高い自然事象シナリオ)*1 

被ばく経路 居住者 

水利用 

尾駮沼の水産物の 

摂取 
○ 

沢水を利用して生産

される灌漑農産物の

摂取 

○ 

沢水を利用する 

灌漑作業 
－ 

土地利用 

(廃棄物埋設地) 

屋外労働作業 

(建設作業等) 
－ 

居住 ○ 

農耕農産物の摂取 ○ 

*1：○：考慮する被ばく経路、－：考慮しない被ばく経路 
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第 4 表 評価対象個人ごとに考慮する被ばく経路(最も厳しい自然事象シナリオ)*1 

被ばく経路 
漁業 

従事者 

農業 

従事者 

(米) 

農業 

従事者 

(米以外) 

畜産業 

従事者 

建設業 

従事者 
居住者 

水利用 

尾駮沼の水産物の 

摂取 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

沢水を利用して 

生産される 

灌漑農産物の摂取 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

沢水を利用する 

灌漑作業 
－ ○ － － － － 

土地利用 

(廃棄物埋設地) 

屋外労働作業 

(建設作業等) 
－ － － － ○ － 

居住 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

農耕農産物の摂取 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

*1：○：考慮する被ばく経路、－：考慮しない被ばく経路 

 

以 上 
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1. はじめに 

廃止措置の開始後の評価に際しては、廃棄物埋設地の人工バリア及び天然バリアの機能の

状態の変化を十分に把握し、その変化を適切に評価に反映する。 

人工バリア及び天然バリアの機能に係る物理的・化学的状態の長期的な変化を予測し、長

期的な廃棄物埋設地等の状態を設定する(状態設定)に当たって、廃棄物埋設地の設計におい

て、安全機能のうち長期的な機能を期待する移行抑制機能に影響する可能性のある事象を体

系的に分析した結果を説明する。 

分析に当たっては、各部材相互の影響事象を熱、水理、力学及び化学の観点で整理する。

影響事象については、OECD／NEA(1)(2)、廃棄物安全小委員会(3)及び IAEA(4)で整理された FEP

を参考に、網羅的・包括的に検討し、抽出・整理を行う。 

 

2. 検討内容 

(1) 各バリアに期待する性能 

覆土完了後に期待する移行抑制機能は、放射性物質の移行する量を低減又は遅延させ

る機能であり、この機能を期待できる性能としては、低溶出性、低拡散性、低透水性及

び収着性がある。 

これらのうち 1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設地の各バリアに期待する性能は低透水性と

収着性とし、影響事象分析における前提条件とする。各バリアに期待する性能を第 1 表

に示す。 
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第 1 表 各バリアに期待する性能 

バリア(部材) 性能 安全機能の内容 

難透水性覆土、 

下部覆土*1 

低透水性 ベントナイト混合土を用いた難透水性覆土及び下部覆

土に対して低透水性を期待することにより、廃棄物埋設

地の通過流量(埋設設備への浸入水量及び埋設設備上部

並びに生活環境への地下水の流出)をできるだけ低下さ

せる。また、比較的透水性の大きい覆土側への施設浸入

地下水の流出割合を低減する。 

岩盤(鷹架層) 岩盤(鷹架層)の低透水性によって、廃棄物埋設地への

地下水浸入量の低減を期待するとともに、生活環境まで

の放射性物質の移行遅延を期待する。 

セメント系材料 

(廃棄体の固型化材、

埋設設備) 

収着性 セメント系材料、難透水性覆土、上部覆土及び岩盤

(鷹架層)の収着性を期待することにより、廃棄物埋設地

からの放射性物質の漏出量を低減し、移行を遅延させ

る。 

基本的に収着性が大きい方が移行抑制効果は大きい

が、土地(土壌)の利用が想定される場合は、収着性が小

さい方が線量低減に寄与する場合もある。 

難透水性覆土 

上部覆土 

岩盤(鷹架層) 

*1：下部覆土は土質系材料であり収着性を期待できるが、難透水性覆土又は下部覆土の一方に収着

性を期待することで十分であることから、保守側に下部覆土の収着性は考慮しない。 

 

(2) FEP の整理 

廃止措置の開始後の評価における評価シナリオ選定においては、廃棄体、廃棄物埋設

地及び周囲の地質環境条件について網羅された FEP(Features, Events, Processes)から

スクリーニング作業によって安全評価において考慮すべき影響事象を抽出する。 

ピット処分である 1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設地の FEP リストは、廃棄物埋設地の対

象廃棄体、設備形状、浅地中処分地独自の特徴を考慮しつつ、以下の FEP を参考にピッ

ト処分の FEP リストを作成した。 

① OECD／NEA の国際 FEP リスト(1)(2) 

② 廃棄物安全小委員会報告書の FEP リスト(3) 

③ IAEA-ISAM の FEP リスト(4) 

作成したピット処分における FEP リストを第 2 表に示した。本 FEP リストは、廃棄物安

全小委員会報告書の FEP のうち、セメント系材料及びベントナイト系材料が用いられる人

工バリア(緩衝材／埋め戻し材、プラグ・グラウト・支保工)の FEP(参考資料 1「IAEA ISAM
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及び廃棄物安全小委員会報告書の人工バリアに関する FEP リスト」を参照。)を網羅した

ものとなっている。 

なお、第 2 表に示す FEP のうち、核種移行現象・特性(放射線分解を除く。)はバリア機

能に直接影響するものではないため評価モデルの検討に際して考慮すること、施工不良に

ついては適切な品質管理が行われることから、影響事象より除外する。また、人間活動に

ついては生活環境の状態設定において考慮する。 

 

(3) 影響事象分析 

実際の処分システムでは、外部事象及び内部事象に関連する様々な事象が相互に関連

しあっているが、設計・評価に当たって、全ての事象を考慮する必要は必ずしもなく、

移行抑制機能に係る重要なものを適切に考慮すれば良い。重要な事象を選定する方法と

して、「2.(1) 各バリアに期待する性能」に示した各バリアに期待する性能に着目して考

慮すべき事象の絞り込みを行った。 

具体的には、熱(T)、水理(H)、力学(M)及び化学(C)の観点からマトリクス形式の表を

整理し、影響元となる部材(外部事象を含む。)の特性、そこで生じる事象やプロセスに

よって、対象とする各バリアに期待する性能に影響するか否かを分析した。分析の際に

は第 2 次 TRU レポートの FEP 辞書(5)等を参考とした。 

 

3. 検討結果 

影響事象分析表を第 3 表～第 6 表に示した。この分析の結果から、状態設定において考

慮すべき影響事象として、以下を抽出した。これらの事象については、廃棄物埋設地の状

態設定において適切に考慮することとする。 

a) 熱 

・第 3 表に示すとおり考慮すべき影響事象はない 

b) 水理 

・各部材の水理特性 

・各部材の地下水流動(→地下水との反応) 

・各部材の飽和(不飽和)(→地下水流動) 

・液状化（覆土） 

・隆起 
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・海水準変動 

・気温、降水量、蒸発散量、かん養量、地下水位 

・侵食 

c) 力学 

・各部材の力学特性 

・各部材の応力 

・廃棄体中の金属廃棄物及び容器の腐食(→応力、破壊とひび割れ、変形) 

・埋設設備中の鉄筋の腐食(→応力、破壊とひび割れ、変形) 

・上記の腐食に伴うガス発生(→応力、破壊とひび割れ、変形) 

・各部材の破壊とひび割れ 

・廃棄体、充填材、埋設設備、難透水性覆土及び下部覆土の変形 

・地震 

・液状化（覆土） 

・侵食 

d) 化学 

・各部材の化学特性 

・各部材中の地下水化学 

・各部材の地下水との反応 

・各部材の化学的変質 

・廃棄体中の金属廃棄物及び容器の腐食(→地下水化学) 

・埋設設備中の鉄筋の腐食(→地下水化学) 

・廃棄体の固型化材、充填材、埋設設備の溶脱 

・各部材中の有機物影響 

・各部材中の微生物影響 

・各部材中でのコロイド形成 

・降下火砕物 

・表流水・地下水の水質 

なお、抽出した影響事象のうち、ガス発生の影響、地震による影響、液状化（覆土）の影

響、コロイド影響、微生物影響のうちガス発生、微生物影響のうち金属腐食の促進及び降下

火砕物(化学)の影響については、設計を踏まえた影響評価を行った結果、影響を無視できる
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と判断した(添付資料 1「影響評価により影響なしと判断した根拠」を参照。)。
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第 2 表 ピット処分における FEP リスト(1/2) 

環境 
廃棄体層(充填材・ポーラスコンクリ

ート層含む) 

埋設設備(底版、外周仕切設備、内部

仕切設備、覆い) 

ベントナイト混合土層 

(難透水性覆土、下部覆土*1) 

覆土 

(上部覆土) 

母岩 

(岩盤) 

分類 ID FEP ID FEP ID FEP ID FEP ID FEP 

熱
的
現
象
・
特
性 

WT01 廃棄体層の熱特性 CT01 埋設設備の熱特性 BT01 
ベントナイト混合土層の熱特

性 
XT01 覆土の熱特性 RT01 母岩の熱特性 

WT02 廃棄体の崩壊熱                 

WT03 セメント系材料の水和熱 CT03 セメント系材料の水和熱             

WT04 廃棄体層の温度 CT04 埋設設備の温度 BT04 ベントナイト混合土層の温度 XT04 覆土の温度 RT04 母岩の温度 

WT05 廃棄体層の熱膨張 CT05 埋設設備の熱膨張 BT05 
ベントナイト混合土層の熱膨

張 
XT05 覆土の熱膨張 RT05 母岩の熱膨張 

水
理
学
的 

現
象
・
特
性 

WH01 廃棄体層の水理特性 CH01 埋設設備の水理特性 BH01 
ベントナイト混合土層の水理

特性 
XH01 覆土の水理特性 RH01 母岩の水理特性 

WH02 廃棄体層の地下水流動 CH02 埋設設備の地下水流動 BH02 
ベントナイト混合土層の地下

水流動 
XH02 覆土の地下水流動 RH02 母岩の地下水流動 

WH03 廃棄体層の飽和 CH03 埋設設備の飽和 BH03 ベントナイト混合土層の飽和 XH03 覆土の飽和 RH03 母岩の飽和 

力
学
的
現
象
・
特

性 

WM01 廃棄体層の力学特性 CM01 埋設設備の力学特性 BM01 
ベントナイト混合土層の力学

特性 
XM01 覆土の力学特性 RM01 母岩の力学特性 

WM02 廃棄体層の応力 CM02 埋設設備の応力 BM02 ベントナイト混合土層の応力 XM02 覆土の応力 RM02 母岩の応力 

WM03 廃棄体層の破壊とひび割れ CM03 埋設設備の破壊とひび割れ BM03 
ベントナイト混合土層の破壊

とひび割れ 
XM03 覆土の破壊とひび割れ RM03 母岩のクリープ 

WM04 廃棄体層の変形 CM04 埋設設備の変形 BM04 ベントナイト混合土層の変形 XM04 覆土の変形 RM04 EDZ の進展 

        BM05 ベントナイト混合土層の流出 XM05 覆土の流出     

化
学
的
現
象
・
特
性 

WC01 廃棄体層の化学特性 CC01 埋設設備の化学特性 BC01 
ベントナイト混合土層の化学

特性 
XC01 覆土の化学特性 RC01 母岩の化学特性 

WC02 廃棄体層の地下水化学 CC02 埋設設備の地下水化学 BC02 
ベントナイト混合土層の地下

水化学 
XC02 覆土の地下水化学 RC02 母岩の地下水化学 

WC03 廃棄体層の地下水との反応 CC03 埋設設備の地下水との反応 BC03 
ベントナイト混合土層の地下

水との反応 
XC03 覆土の地下水との反応 RC03 母岩の地下水との反応 

WC04 廃棄体層の化学的変質 CC04 埋設設備の化学的変質 BC04 
ベントナイト混合土層の化学

的変質 
XC04 覆土の化学的変質 RC04 母岩の化学的変質 

WC05 金属廃棄物、容器の腐食 CC05 鉄筋の腐食             

WC06 充填材とコンクリートの溶脱 CC06 埋設設備の溶脱             

WC07 廃棄体層の侵食性イオン影響 CC07 埋設設備の侵食性イオン影響 BC07 
ベントナイト混合土層の侵食

性イオン影響 
XC07 覆土の侵食性イオン影響 RC07 母岩の侵食性イオン影響 

WC08 廃棄体層の微生物影響 CC08 埋設設備の微生物影響 BC08 
ベントナイト混合土層の微生

物影響 
XC08 覆土の微生物影響 RC08 母岩の微生物影響 

WC09 廃棄体層の有機物影響 CC09 埋設設備の有機物影響 BC09 
ベントナイト混合土層の有機

物影響 
XC09 覆土の有機物影響 RC09 母岩の有機物影響 

WC10 廃棄体層のコロイド形成 CC10 埋設設備のコロイド形成 BC10 
ベントナイト混合土層のコロ

イド形成 
XC10 覆土のコロイド形成 RC10 母岩のコロイド形成 

WC11 廃棄体層のガス発生影響 CC11 埋設設備のガス発生影響 BC11 
ベントナイト混合土層のガス

発生影響 
XC11 覆土のガス発生影響 RC11 母岩のガス発生影響 
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第 2 表 ピット処分における FEP リスト(2/2) 

環境 
廃棄体層(充填材・ポーラスコンクリ

ート層含む) 

埋設設備(底版、外周仕切設備、内部

仕切設備、覆い) 

ベントナイト混合土層 

(難透水性覆土、下部覆土*1) 

覆土 

(上部覆土) 

母岩 

(岩盤) 

分類 ID FEP ID FEP ID FEP ID FEP ID FEP 

放
射
線
学
的 

現
象
・
特
性 

WR01 
廃棄体層での核種の放射線崩

壊 
CR01 

埋設設備での核種の放射線崩

壊 
BR01 

ベントナイト混合土層での核

種の放射線崩壊 
XR01 覆土での核種の放射線崩壊 RR01 母岩での核種の放射線崩壊 

WR02 
廃棄体層の地下水の放射線分

解 
CR02 

埋設設備の地下水の放射線分

解 
BR02 

ベントナイト混合土層の地下

水の放射線分解 
XR02 覆土の地下水の放射線分解 RR02 母岩の地下水の放射線分解 

核
種
移
行 

現
象
・
特
性 

WN01 廃棄体層の物質移動特性 CN01 埋設設備の物質移動特性 BN01 
ベントナイト混合土層の物質

移動特性 
XN01 覆土の物質移動特性 RN01 母岩の物質移動特性 

WN02 
廃棄体層の幾何形状・間隙構

造 
CN02 

埋設設備の幾何形状・間隙構

造 
BN02 

ベントナイト混合土層の幾何

形状・間隙構造 
XN02 覆土の幾何形状・間隙構造 RN02 母岩の幾何形状・間隙構造 

WN03 廃棄体層の核種移行 CN03 埋設設備の核種移行 BN03 
ベントナイト混合土層の核種

移行 
XN03 覆土の核種移行 RN03 母岩の核種移行 

WN04 移流／分散 CN04 移流／分散 BN04 移流／分散 XN04 移流／分散 RN04 移流／分散 

WN05 拡散 CN05 拡散 BN05 拡散 XN05 拡散 RN05 拡散 

WN06 収着 CN06 収着 BN06 収着 XN06 収着 RN06 収着 

WN07 沈殿溶解 CN07 沈殿溶解 BN07 沈殿溶解 XN07 沈殿溶解 RN07 沈殿溶解 

WN08 コロイド移行 CN08 コロイド移行 BN08 コロイド移行 XN08 コロイド移行 RN08 コロイド移行 

WN09 ガスによる移行 CN09 ガスによる移行 BN09 ガスによる移行 XN09 ガスによる移行 RN09 ガスによる移行 

            XN10 臨界 RN10 臨界 

施工

不良 
WQ01 廃棄体層の製作・施工不良 CQ01  

コンクリートの製作・施工不

良 
BQ01 

ベントナイト混合土層の製

作・施工不良 
XQ01 覆土の製作・施工不良 RQ01 

調査用ボーリング孔のシール

不良 

*1：下部覆土にベントナイト混合土を用いない場合は覆土として取り扱う 
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第 3 表 影響事象分析表(熱(T)) 

影響元        影響先 
固型化材、充填材、埋設設備 

(収着性) 

難透水性覆土、下部覆土 

(低透水性) 

難透水性覆土 

(収着性) 

上部覆土 

(透水性) 

上部覆土 

(収着性) 

岩盤 

(低透水性) 

岩盤 

(収着性) 

熱 

廃棄体 

・廃棄体に含まれる放射性物質

の崩壊熱(WT02)は、埋設対象

の廃棄体に含まれる放射性物

質の量が少なく、廃棄体層の

温度 (WT04)は、その 熱特性

(WT01)を踏まえると、セメン

ト系材料の熱による化学的変

質 (WC04,CC04)が生じる温度

(約 60℃)よりも十分小さいた

め、影響は生じない。 

・廃棄体に含まれる放射性物質

の崩壊熱(WT02)は、埋設対象

の廃棄体に含まれる放射性物

質の量が少なく、廃棄体層の

温度 (WT04)は、その熱特性

(WT01)を踏まえると、ベント

ナイト系材料の熱による化学

的変質 (WC04)が生じる温度

(約 80℃)よりも十分小さいた

め、影響は生じない。 

・廃棄体に含まれる放射性物質

の崩壊熱(WT02)は、埋設対象

の廃棄体に含まれる放射性物

質の量が少なく、廃棄体層の

温度 (WT04)は、その熱特性

(WT01)を踏まえると、ベント

ナイト系材料の熱による化学

的変質 (WC04)が生じる温度

(約 80℃)よりも十分小さいた

め、影響は生じない。 

・廃棄体に含まれる放射性物質

の崩壊熱(WT02)は、埋設対象

の廃棄体に含まれる放射性物

質の量が少なく、廃棄体層の

温度 (WT04)は、その熱特性

(WT01)を踏まえると、上部覆

土の温度変化が生じる温度と

はならないため、影響は生じ

ない。 

 

・廃棄体に含まれる放射性物質

の崩壊熱(WT02)は、埋設対象

の廃棄体に含まれる放射性物

質の量が少なく、廃棄体層の

温度 (WT04)は、その熱特性

(WT01)を踏まえると、上部覆

土の温度変化が生じる温度と

はならないため、影響は生じ

ない。 

・廃棄体に含まれる放射性物質

の崩壊熱(WT02)は、埋設対象

の廃棄体に含まれる放射性物

質の量が少なく、廃棄体層の

温度 (WT04)は、その熱特性

(WT01)を踏まえると、岩盤の

温度変化が生じる温度とはな

いため、影響は生じない。 

・廃棄体に含まれる放射性物質

の崩壊熱(WT02)は、埋設対象

の廃棄体に含まれる放射性物

質の量が少なく、廃棄体層の

温度 (WT04)は、その熱特性

(WT01)を踏まえると、岩盤の

温度変化が生じる温度とはな

いため、影響は生じない。 

・廃棄体は発電所で製作されるため固型化時の水和熱(WT03)の影響は生じない。 

 

 

充填材 

・ 充 填 材 の 充 填 時 に 水 和 熱

(WT03)が発生するが、放射性

物質の移行は水和熱(WT03)が

低下した後に生じること、安

全機能は水和後のセメント系

材料の特性に期待しているた

め、影響は生じない。 

・建設時のセメント系材料の水

和熱(WT03)が低下した後に難

透水性覆土及び下部覆土を施

工するため、影響は生じない。 

・建設時のセメント系材料の水

和熱(WT03)が低下した後に難

透水性覆土を施工するため、

影響は生じない。 

・建設時のセメント系材料の水

和熱(WT03)が低下した後に上

部覆土を施工するため、影響

は生じない。 

・建設時のセメント系材料の水

和熱(WT03)が低下した後に上

部覆土を施工するため、影響

は生じない。 

・建設時のセメント系材料の水

和熱(WT03)の影響は、コンク

リートの極近傍に限定される

ため、影響は無視できる。 

・建設時のセメント系材料の水

和熱(WT03)の影響は、コンク

リートの極近傍に限定される

ため、影響は無視できる。 

埋設設備(底版、外周仕切設

備、内部仕切設備、覆い) 

・コンクリート構築時に水和熱

(CT03)が発生するが、放射性

物質の移行は水和熱(CT03)が

低下した後に生じること、安

全機能は水和後のセメント系

材料の特性に期待しているた

め、影響は生じない。 

・建設時のセメント系材料の水

和熱(CT03)が低下した後に難

透水性覆土及び下部覆土を施

工するため、影響は生じない。 

 

 

・建設時のセメント系材料の水

和熱(CT03)が低下した後に難

透水性覆土を施工するため、

影響は生じない。 

 

 

・建設時のセメント系材料の水

和熱(CT03)が低下した後に上

部覆土を施工するため、影響

は生じない。 

・建設時のセメント系材料の水

和熱(CT03)が低下した後に上

部覆土を施工するため、影響

は生じない。 

・建設時のセメント系材料の水

和熱(CT03)の影響は、コンク

リートの極近傍に限定される

ため、影響は無視できる。 

・建設時のセメント系材料の水

和熱(CT03)の影響は、コンク

リートの極近傍に限定される

ため、影響は無視できる。 

・熱による影響は生じないため、熱特性(CT01)、温度(CT04)、熱膨張(CT05)を考慮する必要はない。 

 

 

難透水性覆土、下部覆土 

・発熱しないので、熱特性(BT01)、温度(BT04)、熱膨張(BT05) を考慮する必要はない。 

 

 

上部覆土 

・発熱しないので、熱特性(XT01)、温度(XT04)、熱膨張(XT05) を考慮する必要はない。 

 

 

岩盤・地下水 

・岩盤の温度(RT04)(地温・水温)

の変動範囲は、セメント系材

料 の 熱 に よ る 化 学 的 変 質

(WC04,CC04)が生じる温度で

はなく、発熱もしないため、影

響は生じない。 

・岩盤の温度(RT04)(地温・水

温)の変動範囲は、ベントナイ

ト系材料の熱による化学的変

質(BC04)が生じる温度ではな

く、発熱もしないため、影響は

生じない。 

・岩盤の温度(RT04)(地温・水

温)の変動範囲は、ベントナイ

ト系材料の熱による化学的変

質(BC04)が生じる温度ではな

く、発熱もしないため、影響は

生じない。 

・岩盤の温度(RT04)(地温・水

温)の変動範囲は、上部覆土の

熱による化学的変質(XC04)が

生じる温度ではなく、発熱も

しないため、影響は生じない。 

・岩盤の温度(RT04)(地温・水

温)の変動範囲は、上部覆土の

熱による化学的変質(XC04)が

生じる温度ではなく、発熱も

しないため、影響は生じない。 

・岩盤の温度(RT04)(地温・水

温)の変動範囲は、岩盤の熱に

よる化学的変質(RC04)が生じ

る温度ではなく、発熱もしな

いため、影響は生じない。 

・岩盤の温度(RT04)(地温・水

温)の変動範囲は、岩盤の熱に

よる化学的変質(RC04)が生じ

る温度ではなく、発熱もしな

いため、影響は生じない。 

自 然 事

象 

火砕物密度流 

(NP02) 

・火砕物密度流は周辺の火山の活動履歴より、当該事象が生じる可能性があるのは 1 万年以降であるため考慮しない。 
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第 4 表 影響事象分析表(水理(H))(1/2)*1 

影響元         影響

先 

固型化材、充填材、埋設設備 

(収着性) 

難透水性覆土、下部覆土 

(低透水性) 

難透水性覆土 

(収着性) 

上部覆土 

(透水性) 

上部覆土 

(収着性) 

岩盤 

(低透水性) 

岩盤 

(収着性) 

水

理 

廃棄体 

・廃棄体及び充填材の水理特性

(WH01)、地下水流動(WH02)、飽

和／不飽和(WH03)は、埋設設

備内の水理特性及び化学特性

に関係し、セメント系材料の収

着性に影響する可能性がある。 

(→化学：地下水との反応) 

・廃棄体及び充填材の水理特性

(WH01)、地下水流動(WH02)、

飽和／不飽和(WH03)は、難透

水性覆土及び下部覆土内の水

理特性及び化学特性に関係

し、難透水性覆土及び下部覆

土の低透水性に影響する可能

性がある。 

(→化学：地下水との反応) 

・廃棄体及び充填材の水理特性

(WH01)、地下水流動(WH02)、

飽和／不飽和(WH03)は、難透

水性覆土内の水理特性及び化

学特性に関係し、難透水性覆

土の収着性に影響する可能性

がある。 

(→化学：地下水との反応) 

・廃棄体及び充填材の水理特性

(WH01)、地下水流動(WH02)、

飽和／不飽和(WH03)は、覆土

内の水理特性及び化学特性に

関係し、上部覆土の透水性に

影響する可能性がある。 

(→化学：地下水との反応) 

・廃棄体及び充填材の水理特性

(WH01)、地下水流動(WH02)、

飽和／不飽和(WH03)は、覆土

内の水理特性及び化学特性に

関係し、上部覆土の収着性に

影響する可能性がある。 

 (→化学：地下水との反応) 

・廃棄体及び充填材の水理特性

(WH01)、地下水流動(WH02)、

飽和／不飽和(WH03)は、岩盤

内の水理、化学特性に関係し、

岩盤の低透水性に影響する可

能性がある。 

(→化学：地下水との反応) 

・廃棄体及び充填材の水理特性

(WH01)、地下水流動(WH02)、

飽和／不飽和(WH03)は、岩盤

内の水理、化学特性に関係し、

岩盤の収着性に影響する可能

性がある。 

(→化学：地下水との反応) 充填材 

埋設設備(底版、外周仕切設

備、内部仕切設備、覆い) 

・同上 

 (ただし、部位名称(ID)はコン

クリートの番号に対応) 

・同上 

 (ただし、部位名称(ID)はコン

クリートの番号に対応) 

・同上 

 (ただし、部位名称(ID)はコン

クリートの番号に対応) 

・同上 

 (ただし、部位名称(ID)はコン

クリートの番号に対応) 

・同上 

 (ただし、部位名称(ID)はコン

クリートの番号に対応) 

・同上 

 (ただし、部位名称(ID)はコン

クリートの番号に対応) 

・同上 

 (ただし、部位名称(ID)はコン

クリートの番号に対応) 

難透水性覆土、下部覆土 

・同上 

 (ただし、部位名称(ID)はベン

トナイト混合土層の番号に対

応) 

・同上 

 (ただし、部位名称(ID)はベン

トナイト混合土層の番号に対

応) 

・同上 

 (ただし、部位名称(ID)はベン

トナイト混合土層の番号に対

応) 

・同上 

 (ただし、部位名称(ID)はベン

トナイト混合土層の番号に対

応) 

・同上 

 (ただし、部位名称(ID)はベン

トナイト混合土層の番号に対

応) 

・同上 

 (ただし、部位名称(ID)はベン

トナイト混合土層の番号に対

応) 

・同上 

 (ただし、部位名称(ID)はベン

トナイト混合土層の番号に対

応) 

上部覆土 

・同上 

 (ただし、部位名称(ID)は覆土

の番号に対応) 

・同上 

 (ただし、部位名称(ID)は覆土

の番号に対応) 

・同上 

 (ただし、部位名称(ID)は覆土

の番号に対応) 

・同上 

 (ただし、部位名称(ID)は覆土

の番号に対応) 

・同上 

 (ただし、部位名称(ID)は覆土

の番号に対応) 

・同上 

 (ただし、部位名称(ID)は覆土

の番号に対応) 

・同上 

 (ただし、部位名称(ID)は覆土

の番号に対応) 

 ・上部覆土の地下水流動(XH02)に伴う難透水性覆土及び下部覆土の

流出(BM05)に関しては、上部覆土内の地下水流速が十分に小さい

ことから、影響は生じない。 

    

岩盤・地下水 

(地下水流、水理特性) 

・岩盤の水理特性(RH01)、地下水

流動 (RH02)、飽和／不飽和

(RH03)は、埋設設備内の水理

特性及び化学特性に関係し、セ

メント系材料の収着性に影響

する可能性がある。 

 (→化学：地下水との反応) 

・岩盤の水理特性(RH01)、地下

水流動(RH02)、飽和／不飽和

(RH03)は、難透水性覆土及び

下部覆土内の水理特性及び化

学特性に関係し、難透水性覆

土及び下部覆土の低透水性に

影響する可能性がある。 

(→化学：地下水との反応) 

・岩盤の水理特性(RH01)、地下

水流動(RH02)、飽和／不飽和

(RH03)は、難透水性覆土内の

水理特性及び化学特性に関係

し、難透水性覆土の収着性に

影響する可能性がある。 

(→化学：地下水との反応) 

・岩盤の水理特性(RH01)、地下

水流動(RH02)、飽和／不飽和

(RH03)は、上部覆土内の水理

特性及び化学特性に関係し、

低透水性に影響する可能性が

ある。 

(→化学：地下水との反応) 

・岩盤の水理特性(RH01)、地下

水流動(RH02)、飽和／不飽和

(RH03)は、上部覆土内の水理

特性及び化学特性に関係し、

収着性に影響する可能性があ

る。 

(→化学：地下水との反応) 

・岩盤の水理特性(RH01)、地下

水流動(RH02)、飽和／不飽和

(RH03)は、自身の水理特性及

び化学特性に関係し、低透水

性に影響する可能性がある。 

(→化学：地下水との反応) 

・岩盤の水理特性(RH01)、地下

水流動(RH02)、飽和／不飽和

(RH03)は、自身の水理特性及

び化学特性に関係し、収着性

に影響する可能性がある。 

 (→化学：地下水との反応) 

 ・岩盤の地下水流動(RH02)に伴う難透水性覆土及び下部覆土の流

出(BM05)に関しては、岩盤の地下水流速が十分に小さいことか

ら、影響は生じない。 

    

自然事

象 

火砕物密度流 

(NP02) 

・火砕物密度流は周辺の火山の活動履歴より、当該事象が生じる可能性があるのは 1 万年以降であるため考慮しない。 

断層活動(変形) 

(NP01) 

・断層活動による変形は、出戸西方断層の活動による地盤の傾斜を想定しているが、同断層の規模や平均変位速度を考慮した地表変位を仮定した場合でも、廃棄物埋設地における地盤傾斜は 0.1%未満と推定されるため、水理的な影響は生じな

い。 

 

 

地震(NP01) 

・地震動による地下水流動(WH02, CH02,BH02,XH02,RH02)の変化は一時的であり、水理的な影響は生じない。 

 

 

液状化(覆土) 

(NP01) 

・液状化(覆土)の発生により、埋

設 設 備 内 の 地 下 水 流 動

(WH02,CH02)に変化が生じ、セ

メント系材料の収着性に影響

する可能性がある。 

(→化学：地下水との反応) 

・液状化(覆土)の発生により、

難透水性覆土及び下部覆土内

の間隙水圧が一時的に変化す

るなど、難透水性覆土及び下

部覆土の透水性に影響が生じ

る可能性がある。 

・液状化(覆土)の発生により、

地下水流動(BH02)に変化が生

じ、難透水性覆土の収着性に

影響する可能性がある。 

(→化学：地下水との反応) 

・液状化(覆土)の発生により、

上部覆土内の間隙水圧が一時

的に変化するなど、下部覆土

の透水性に影響が生じる可能

性がある。 

・液状化(覆土)の発生により、

地下水流動(XH02)に変化が生

じ、上部覆土の収着性に影響

する可能性がある。 

(→化学：地下水との反応) 

・N 値 50 以上の岩盤であるため、影響は生じない。 

*1：各バリア機能への直接的な影響は黄緑色、間接的な影響は薄黄緑色で識別 
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第 4 表 影響事象分析表(水理(H))(2/2)*1 

影響元        影響先 
固型化材、充填材、埋設設備 

(収着性) 

難透水性覆土、下部覆土 

(低透水性) 

難透水性覆土 

(収着性) 

上部覆土 

(透水性) 

上部覆土 

(収着性) 

岩盤 

(低透水性) 

岩盤 

(収着性) 

 
自 然 事

象 

隆起(NP04) 

・隆起及び海水準変動により、

廃棄物埋設地周辺の地下水流

動場が大きく変化し、埋設設

備 内 の 地 下 水 流 動 (WH02, 

CH02) が変化することで、セ

メント系材料の収着性に影響

する可能性がある。 
(→化学：地下水との反応) 

・海水準変動により、廃棄物埋設

地周辺の地下水流動場が大き

く変化し、難透水性覆土及び

下 部 覆 土 内 の 地 下 水 流 動

(BH02) が変化することで、難

透水性覆土及び下部覆土の低

透水性に影響する可能性があ

る。 

(→化学：地下水との反応) 

・同左 

(ただし、低透水性を収着性に

置き換える) 

・海水準変動により、廃棄物埋設

地周辺の地下水流動場が大き

く変化し、上部覆土の地下水

流動(XH02) が変化すること

で、上部覆土の透水性に影響す

る可能性がある。 

(→化学：地下水との反応) 

・同左 

(ただし、低透水性を収着性に

置き換える) 

・海水準変動により、廃棄物埋設

地周辺の地下水流動場が大き

く変化しても、岩盤の低透水

性に影響は生じない。 

・海水準変動により、廃棄物埋設

地周辺の地下水流動場が大き

く変化し、岩盤の地下水流動

(RH02) が変化することで、岩

盤の収着性に影響する可能性

がある。 

(→化学：地下水との反応) 
海水準変動 

(NP04) 

気温、降水量・蒸

発散量、かん養

量 、 地 下 水 位

(NP04) 

・気温、降水量、蒸発散量及び

かん養量の変化により、廃棄

物埋設地周辺の地下水流動場

及び地下水位が変化し、埋設

設備内の地下水流動 (WH02, 

CH02)も変化することで、セメ

ント系材料の収着性に影響す

る可能性がある。 
(→化学：地下水との反応) 

・気温、降水量、蒸発散量及び

かん養量の変化により、廃棄

物埋設地周辺の地下水流動場

及び地下水位が変化し、難透

水性覆土及び下部覆土内の地

下水流動(BH02) も変化する

ことで、難透水性覆土及び下

部覆土の低透水性に影響する

可能性がある。 

(→化学：地下水との反応) 

・同左 

(ただし、低透水性を収着性に

置き換える) 

・気温、降水量、蒸発散量及びか

ん養量の変化により、廃棄物

埋設地周辺の地下水流動場及

び地下水位が変化し、上部覆

土の地下水流動(XH02) も変

化することで、上部覆土の透水

性に影響する可能性がある。 

 (→化学：地下水との反応) 

・同左 

(ただし、低透水性を収着性に

置き換える) 

・気候変動により地盤へのかん

養量が変化しても、岩盤の低

透水性に影響は生じない。 

・気温、降水量、蒸発散量及び

かん養量の変化により、廃棄

物埋設地周辺の地下水流動場

及び地下水位が変化し、廃棄

物埋設地近傍の岩盤の地下水

流動(RH02) も変化すること

で、岩盤の収着性に影響する

可能性がある。 

(→化学：地下水との反応) 

侵食(NP03) 

・侵食により、廃棄物埋設地周辺

の地形が変化、さらには埋設

設備が削剥されることによ

り、廃棄物埋設地の地下水流

動が大きく変化し、埋設設備

内の地下水流動(WH02, CH02)

も変化することで、セメント

系材料の収着性に影響する可

能性がある。 

(→化学：地下水との反応) 

・侵食により、廃棄物埋設地周辺

の地形が変化、さらには難透

水性覆土及び下部覆土が削剥

されることにより、廃棄物埋

設地の地下水流動が大きく変

化し、難透水性覆土及び下部

覆土の地下水流動(BH02) も

変化することで、難透水性覆

土及び下部覆土の低透水性に

影響する可能性がある。 

 (→化学：地下水との反応) 

・同左 

(ただし、低透水性を収着性に

置き換える) 

・侵食により、廃棄物埋設地周辺

の地形が変化、さらには上部覆

土が削剥されることにより、廃

棄物埋設地の地下水流動が大

きく変化し、上部覆土の地下

水流動(XH02) も変化するこ

とで、上部覆土の透水性に影響

する可能性がある。 

 (→化学：地下水との反応) 

・同左 

(ただし、低透水性を収着性に

置き換える) 

・侵食により廃棄物埋設地周辺

の地形が変化した場合におい

ても、廃棄物埋設地近傍の岩

盤の低透水性に影響は生じな

い。 

 ただし、岩盤が侵食されるこ

とにより、移行距離が短くな

ることは考えられる。 

・侵食により廃棄物埋設地周辺

の地形が変化し、廃棄物埋設

地の地下水流動が大きく変化

し、岩盤の地下水流動(RH02) 

も変化することで、岩盤の収

着性に影響する可能性があ

る。 

(→化学：地下水との反応)  

風化(NP04) 

・風化の伸展は緩慢であり、埋設

設備が風化の影響をうけるの

は、将来数万年後の地表に近

接時であるため、水理的な影

響は生じない。 

・風化の伸展は緩慢であり、難透

水性覆土及び下部覆土が風化

の影響をうけるのは、将来数

万年後の地表に近接時である

ため、水理的な影響は生じな

い。 

・同左 ・上部覆土の浅い部分が物理的・

化学的風化により、地化学環

境 が 変 化 し 、 水 理 特 性

(XH01) 、地下水流動(XH02)が

変化する可能性があるが、風化

の進展はごくわずかであり、そ

の他の水理的影響に包含され

るため、影響は無視できる。 

・同左 ・風化の伸展は緩慢であり、埋設

設備が風化の影響をけるの

は、将来数万年後の地表に近

接時で、設置岩盤は更に深い

位置にあるため、水理的な影

響は生じない。 

・同左 

生物化学的現象 

(SE03) 

・埋設設備まで樹木の根(SE03)

は到達しないため、水理的な

影響は生じない。 

・難透水性覆土及び下部覆土ま

で樹木の根(SE03)は到達しな

いため、水理的な影響は生じ

ない。 

・同左 ・上部覆土表面は、樹木に覆われ

て樹木の根(SE03)が上部覆土

内に伸長することが推定され

るが、その長さは 3m 程度以浅

であり、地下水位との関係か

ら、地下水位以深における上部

覆土の透水性への影響は生じ

ない。 

・同左 ・岩盤まで樹木の根(SE03)は到

達しないため、水理的な影響

は生じない。 

・同左 

・微生物活動によって水理的な影響は生じない。 

津波(隕石落下) 

・巨大津波に伴う地下水流動への影響は一時的なものであり、水理的な影響は無視できる。 

透水性の変化 

・各項目参照 

*1：各バリア機能への直接的な影響は黄緑色、間接的な影響は薄黄緑色で識別 
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第 5 表 影響事象分析表(力学(M))(1/2)*1 

影響元        影響先 
固型化材、充填材、埋設設備 

(収着性) 

難透水性覆土、下部覆土 

(低透水性) 

難透水性覆土 

(収着性) 

上部覆土 

(透水性) 

上部覆土 

(収着性) 

岩盤 

(低透水性) 

岩盤 

(収着性) 

力

学 

廃棄体 

・金属廃棄物及び容器の腐食

(WC05) 膨 張 及 び ガ ス 発 生

(WC11)によって生じる応力

(WM02)によって、廃棄体領域

の力学特性(WM01)を考慮する

と、破壊とひび割れ(WM03)、変

形(WM04)が生じる可能性があ

り、埋設設備内の水理特性、化

学特性が変化することで、セ

メント系材料の収着性に影響

する可能性がある。 

 (→水理：地下水流動、→化学：

地下水との反応) 

・金属廃棄物及び容器の腐食

(WC05) 膨 張 及 び ガ ス 発 生

(WC11)によって生じる応力

(WM02)によって、難透水性覆

土及び下部覆土に応力(BM02)

が発生し、破壊とひび割れ

(BM03)、変形(BM04)が生じる

ことで、密度低下が生じ、難透

水性覆土及び下部覆土の低透

水性に影響する可能性があ

る。 

 

・金属廃棄物及び容器の腐食

(WC05) 膨 張 及 び ガ ス 発 生

(WC11)によって生じる応力

(WM02)によって、破壊とひび

割れ(BM03)、変形(BM04)が生

じる可能性があり、難透水性

覆土の水理特性、化学特性が

変化することで、難透水性覆

土の収着性に影響する可能性

がある。 

(→水理：地下水流動、→化学：

地下水との反応) 

・埋設設備の上部に設置され、十分な厚さがあることから、廃棄体

層の力学特性(WM01)、応力(WM02)、破壊とひび割れ(WM03)、変形

(WM04)による影響は無視できる。 

・安定な岩盤に設置されることから、廃棄体層の力学特性(WM01)、

応力(WM02)、破壊とひび割れ(WM03)、変形(WM04)による影響は無

視できる。 

充填材 

埋設設備(底版、外周仕切設

備、内部仕切設備、覆い) 

・鉄筋の腐食(CC05)膨張及びガ

ス発生(CC11)によって生じる

応力(CM02)によって、破壊と

ひび割れ(CM03)、変形(CM04)

が生じる可能性があり、埋設

設備内の水理特性、化学特性

が変化することで、セメント

系材料の収着性に影響する可

能性がある。 

 (→水理：地下水流動、→化学：

地下水との反応) 

・鉄筋の腐食(CC05)膨張及びガ

ス発生(CC11)によって生じる

応力(CM02)によって、難透水

性覆土及び下部覆土に応力

(BM02)が発生し、破壊とひび

割れ(BM03)、変形(BM04)が生

じることで、密度低下が生じ、

難透水性覆土及び下部覆土低

透水性に影響する可能性があ

る。 

・鉄筋の腐食(CC05)膨張及びガ

ス発生(CC11)によって生じる

応力(CM02)によって、破壊と

ひび割れ(CM03)、変形(CM04)

が生じる可能性があり、難透

水性覆土の水理特性、化学特

性が変化することで、難透水

性覆土の収着性に影響する可

能性がある。 

(→水理：地下水流動、→化学：

地下水との反応) 

・埋設設備の上部に設置され、十分な厚さがあることから、コンク

リートの力学特性(CM01)、応力(CM02)、破壊とひび割れ(CM03)、

変形(CM04)による影響は無視できる。 

・安定な岩盤に設置されることから、コンクリートの力学特性

(CM01)、応力(CM02)、破壊とひび割れ(CM03)、変形(CM04)による

影響は無視できる。 

難透水性覆土、下部覆土 

・難透水性覆土及び下部覆土の

力学特性(BM01)、応力(BM02)、

破壊とひび割れ(BM03)、変形

(BM04)は、埋設設備内の水理

特性、化学特性が変化するこ

とで、セメント系材料の収着

性に影響する可能性がある。  

(→水理：地下水流動、→化学：

地下水との反応) 

・難透水性覆土及び下部覆土の

力学特性(BM01)、応力(BM02)、

破壊とひび割れ(BM03)、変形

(BM04)は、自身の低透水性に

影響するものである。 

・難透水性覆土及び下部覆土の

力学特性(BM01)、応力(BM02)、

破壊とひび割れ(BM03)、変形

(BM04)は、自身の水理特性、化

学特性が変化することで、難

透水性覆土の収着性に影響す

る可能性がある。 

 (→水理：地下水流動、→化学：

地下水との反応) 

・難透水性覆土及び下部覆土の上部に設置され、十分な厚さがある

ことから、難透水性覆土及び下部覆土の力学特性(BM01)、応力

(BM02)、破壊とひび割れ(BM03)、変形(BM04)による影響は無視で

きる。 

・安定な岩盤に設置されることから、難透水性覆土及び下部覆土の

力学特性(BM01)、応力(BM02)、破壊とひび割れ(BM03)、変形(BM04)

による影響は無視できる。 

 

・難透水性覆土及び下部覆土は、地下水により飽和し膨潤することによる応力(BM02)が発生するが、周辺の地圧等と比較してその膨潤圧は小さいため、影響は生じない。 

上部覆土 

・上部覆土の力学特性(XM01)及

び応力(XM02)の状態から、セ

メント系材料の収着性に影響

は生じない。 

・ 上 部 覆 土 の 上 載 圧 ( 応 力

(XM02))による難透水性覆土

及び下部覆土の圧密沈下によ

る変形(BM04)が生じる可能性

があるが、透水係数が小さく

なる方向であり、影響は生じ

ない。 

・上部覆土の力学特性(XM01)及

び応力(XM02)の状態から、難

透水性覆土の収着性への影響

は生じない。 

・上部覆土の力学特性(XM01)、

応力(XM02)、破壊とひび割れ

(XM03)、変形(XM04)は、自身の

低透水性に影響するものであ

る。 

・上部覆土の力学特性(XM01)、

応力(XM02)、破壊とひび割れ

(XM03)、変形(XM04)は、自身の

水理特性、化学特性が変化す

ることで、収着性に影響する

可能性がある。 

(→水理：地下水流動、→化学：

地下水との反応) 

・安定な岩盤に設置されることから、上部覆土の力学特性(XM01)、

応力(XM02)、破壊とひび割れ(XM03)、変形(XM04)による影響は無

視できる。 

 

岩盤・地下水(地圧・水圧) 

・岩盤の力学特性(RM01)及び応

力(RM02)の状態から、セメン

ト系材料の収着性に影響は生

じない。 

・岩盤の力学特性(RM01)及び応

力(RM02)の状態から、難透水

性覆土及び下部覆土の低透水

性に影響は生じない。 

・岩盤の力学特性(RM01)及び応

力(RM02)の状態から、難透水

性覆土の収着性に影響は生じ

ない。 

・岩盤の力学特性(RM01)及び応

力(RM02)の状態から、上部覆

土の低透水性に影響は生じな

い。 

・岩盤の力学特性(RM01)及び応

力(RM02)の状態から、上部覆

土の収着性に影響は生じな

い。 

・岩盤の力学特性(RM01)、応力

(RM02) 、 破 壊 と ひ び 割 れ

(RM03)、変形(RM04)は、自身の

低透水性に影響するものであ

る。 

・岩盤の力学特性(RM01)、応力

(RM02) 、 破 壊 と ひ び 割 れ

(RM03)、変形(RM04)は、自身の

水理特性、化学特性に関係し、

収着性に影響する可能性があ

る。 
(→水理：地下水流動、→化学：地

下水との反応) 

 ・掘削時の岩盤の応力(RM02)開放によって岩盤の EDZ が進展し、流

出(BM05)が生じる可能性があるが、応力開放は小さく EDZ の進展は

生じないため、影響は生じない。 

    

*1：各バリア機能への直接的な影響は黄緑色、間接的な影響は薄黄緑色で識別 
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第 5 表 影響事象分析表(力学(M))(2/2)*1 

影響元         影響先 
固型化材、充填材、埋設設備 

(収着性) 

難透水性覆土、下部覆土 

(低透水性) 

難透水性覆土 

(収着性) 

上部覆土 

(透水性) 

上部覆土 

(収着性) 

岩盤 

(低透水性) 

岩盤 

(収着性) 

力

学 

自 然 事

象 

降下火砕物 

(NP02) 

・覆土上に降下火砕物が堆積する可能性があるが、その層厚は 2m 以下と推定されるため、影響は生じない。 

火砕物密度流 

(NP02) 

・火砕物密度流は周辺の火山の活動履歴より、当該事象が生じる可能性があるのは 1 万年以降であるため考慮しない。 

断層活動(変形) 

(NP01) 

・断層活動による変形は、出戸西方断層の活動による地盤の傾斜を想定しているが、同断層の規模や平均変位速度を考慮した地表変位を仮定した場合でも、廃棄物埋設地における地盤傾斜は 0.1%未満と推定され、傾斜にともなう応力(WM02)

発生による影響は生じない。 

地震(NP01) 

・地震によって埋設設備内が変

形(CM04)・損傷しても、埋設設

備の収着性への影響は生じな

い。 

・地震によって、難透水性覆土

及び下部覆土に応力(BM02)

が発生し、破壊とひび割れ

(BM03)、変形(BM04)すること

によって、難透水性覆土及び

下部覆土の低透水性に影響す

る可能性がある。 

・地震によって難透水性覆土及

び下部覆土が変形(BM04)し

ても、難透水性覆土の収着性

への影響は生じない。 

・地震によって、上部覆土に応

力(XM02)が発生し、破壊とひ

び割れ(XM03)、変形(XM04)す

ることによって、上部覆土の

低透水性に影響する可能性が

ある。 

・地震によって上部覆土が変形

(BM04)・損傷しても、上部覆

土の収着性への影響は生じな

い。 

・地震によって、岩盤に応力

(XM02)が発生し、破壊とひび

割れ(XM03)、変形(XM04)する

ことによって、岩盤の低透水

性に影響する可能性がある。 

・ 地 震 に よ っ て 岩 盤 が 変 形

(BM04)・損傷しても、上部覆土

の収着性への影響は生じない。 

液状化(覆土) 

(NP01) 

・液状化(覆土)の発生により、

埋 設 設 備 内 の 地 下 水 流 動

(WH02,CH02)に変化が生じ、セ

メント系材料の収着性に影響

する可能性がある。 

(→化学：地下水との反応) 

・液状化(覆土)の発生により、

難透水性覆土及び下部覆土の

密度、間隙率等に変化が生じ、

難透水性覆土及び下部覆土の

透水性に影響が生じる可能性

がある。 

・液状化(覆土)の発生により、

難透水性覆土及び覆土内の

地下水流動(BH02)に変化が

生じ、難透水性覆土の収着性

に影響する可能性がある。 

(→化学：地下水との反応) 

・液状化(覆土)の発生により、

下部覆土の密度、間隙率等に

変化が生じ、下部覆土の透水

性に影響が生じる可能性があ

る。 

・液状化(覆土)の発生により、

下 部覆 土内 の 地 下水 流動

(XH02)に変化が生じ、下部覆

土の収着性に影響する可能性

がある。 

(→化学：地下水との反応) 

・N 値 50 以上の岩盤であるた

め、液状化(覆土)の発生は考

え難く、影響は生じない。 

・N 値 50 以上の岩盤であるため、

液状化(覆土)の発生は考え難

く、影響は生じない。 

侵食(NP03) 

・コンクリートが侵食され、喪

失した場合は、セメント系材

料の全ての機能に影響する可

能性がある。 

・難透水性覆土及び下部覆土が侵食され、喪失した場合は、難透水

性覆土及び下部覆土の全ての機能に影響する可能性がある。 

・上部覆土が侵食され、喪失した場合は、覆土の全ての機能に影響

する可能性がある。 

・岩盤が侵食され、喪失した場合は、岩盤の全ての機能に影響する

可能性がある。 

風化(NP04) 
・風化によって上部覆土及び岩盤の空隙構造等が変化することが考えられるが、風化の進展はごくわずかであり、その他の力学的影響に包含されるため、影響は無視できる。 

*1：各バリア機能への直接的な影響は黄緑色、間接的な影響は薄黄緑色で識別  
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第 6 表 影響事象分析表(化学(C))(1/2)*1 

影響元        影響先 
固型化材、充填材、埋設設備 

(収着性) 

難透水性覆土、下部覆土 

(低透水性) 

難透水性覆土 

(収着性) 

上部覆土 

(透水性) 

上部覆土 

(収着性) 

岩盤 

(低透水性) 

岩盤 

(収着性) 

化

学 

廃棄体、充填材 

・廃棄体及び充填材の化学特性

(WC01)及び間隙水の液性(地

下水化学(WC02))が自身の化

学的な反応(地下水との反応

(WC03)、化学的変質(WC04)、溶

脱(WC06))に関係し、セメント

系材料の収着性に影響する可

能性がある。 

・廃棄体及び充填材の化学特性

(WC01)及び間隙水の液性(地

下水化学(WC02))が難透水性

覆土及び下部覆土の化学的な

反応(地下水との反応(BC03)、

化学的変質(BC04))に関係し、

難透水性覆土及び下部覆土の

低透水性に影響する可能性が

ある。 

・同左 

 (ただし、低透水性を収着性に

置き換える) 

・廃棄体及び充填材の化学特性

(WC01)及び間隙水の液性(地

下水化学(WC02))が上部覆土

の化学的な反応(地下水との

反 応 (XC03) 、 化 学 的 変 質

(XC04))に関係し、上部覆土の

透水性に影響する可能性があ

る。 

・同左 

 (ただし、低透水性を収着性に

置き換える) 

・廃棄体及び充填材の化学特性

(WC01)及び間隙水の液性(地

下水化学(WC02))が岩盤の化

学的な反応(地下水との反応

(RC03)、化学的変質(RC04))に

関係し、低透水性に影響する

可能性がある。 

・同左 

 (ただし、低透水性を収着性に

置き換える) 

・廃棄体に含まれる金属及び容

器の腐食(WC05)によって、酸

化還元環境が変化し、セメン

ト系材料の収着性に影響する

可能性がある。 

・廃棄体に含まれる金属及び容

器の腐食(WC05)によって、酸

化還元環境が変化する可能性

があるが、難透水性覆土及び

下部覆土の低透水性に影響は

生じない。 

・廃棄体に含まれる金属及び容

器の腐食(WC05)によって、酸

化還元環境が変化し、難透水

性覆土の収着性に影響する可

能性がある。 

・廃棄体に含まれる金属及び容

器の腐食(WC05)によって、酸

化還元環境が変化する可能性

があるが、上部覆土の透水性

に影響は生じない。 

・廃棄体に含まれる金属及び容

器の腐食(WC05)によって、酸

化還元環境が変化し、上部覆

土の収着性に影響する可能性

がある。 

・廃棄体に含まれる金属及び容

器の腐食(WC05)によって、酸

化還元環境が変化する可能性

があるが、低透水性に影響は

生じない。 

・廃棄体に含まれる金属及び容

器の腐食(WC05)によって、酸

化還元環境が変化し、収着性

に影響する可能性がある。 

・廃棄体に含まれる可能性のあ

る一部の有機物のアルカリ分

解反応によって、放射性物質

を捕捉するキレート物質が生

成し、これらの物質が錯体を

形成し、セメント系材料の収

着性に影響する可能性がある

(有機物影響(WC09))。 

・廃棄体に含まれる可能性のあ

る一部の有機物のアルカリ分

解反応によって、放射性物質

を捕捉するキレート物質が生

成し、これらの物質が錯体を

形成する可能性がある(有機

物影響(BC09))が、難透水性覆

土及び下部覆土の低透水性に

影響は生じない。 

・廃棄体に含まれる可能性のあ

る一部の有機物のアルカリ分

解反応によって、放射性物質

を捕捉するキレート物質が生

成し、これらの物質が錯体を

形成し、難透水性覆土の収着

性に影響する可能性がある

(有機物影響(BC09))。 

・廃棄体に含まれる可能性のあ

る一部の有機物のアルカリ分

解反応によって、放射性物質

を捕捉するキレート物質が生

成し、これらの物質が錯体を

形成する可能性がある(有機

物影響(XC09))が、上部覆土の

透水性に影響は生じない。 

・廃棄体に含まれる可能性のあ

る一部の有機物のアルカリ分

解反応によって、放射性物質

を捕捉するキレート物質が生

成し、これらの物質が錯体を

形成し、上部覆土の収着性に

影響する可能性がある(有機

物影響(XC09))。 

・廃棄体に含まれる可能性のあ

る一部の有機物のアルカリ分

解反応によって、放射性物質

を捕捉するキレート物質が生

成し、これらの物質が錯体を

形成する可能性がある(有機

物影響(RC09))が、低透水性に

影響は生じない。 

・廃棄体に含まれる可能性のあ

る一部の有機物のアルカリ分

解反応によって、放射性物質

を捕捉するキレート物質が生

成し、これらの物質が錯体を

形成し、収着性に影響する可

能 性 が あ る ( 有 機 物 影 響

(RC09))。 

埋設設備(底版、外周仕切設

備、内部仕切設備、覆い) 

・ コ ン ク リ ー ト の 化 学 特 性

(CC01)及び間隙水の液性(地

下水化学(CC02))がセメント

系材料の化学的な反応(地下

水との反応(WC03)、化学的変

質(WC04)、溶脱(WC06))に関係

し、セメント系材料の収着性

に影響する可能性がある。 

・ コ ン ク リ ー トの 化 学 特性

(CC01)及び間隙水の液性(地

下水化学(CC02))が難透水性

覆土及び下部覆土の化学的な

反応(地下水との反応(BC03)、

化学的変質(BC04))に関係し、

難透水性覆土及び下部覆土の

低透水性に影響する可能性が

ある。 

・同左 

 (ただし、低透水性を収着性に

置き換える) 

・ コ ン ク リ ー トの 化 学 特性

(CC01)及び間隙水の液性(地

下水化学(CC02))が覆土の化

学的な反応(地下水との反応

(XC03)、化学的変質(XC04))に

関係し、上部覆土の水性に影

響する可能性がある。 

・同左 

 (ただし、低透水性を収着性に

置き換える) 

・ コ ン ク リ ー トの 化 学 特性

(CC01)及び間隙水の液性(地

下水化学(CC02))が岩盤の化

学的な反応(地下水との反応

(RC03)、化学的変質(RC04))に

関係し、低透水性に影響する

可能性がある。 

・同左 

 (ただし、低透水性を収着性に

置き換える) 

・鉄筋の腐食(CC05)によって、酸

化還元環境が変化し、セメン

ト系材料の収着性に影響する

可能性がある。 

・鉄筋の腐食(CC05)によって、酸

化還元環境が変化する可能性

があるが、難透水性覆土及び

下部覆土の低透水性に影響は

生じない。 

・廃棄体に含まれる金属及び容

器の腐食(WC05)によって、酸

化還元環境が変化し、難透水

性覆土の収着性に影響する可

能性がある。 

・鉄筋の腐食(CC05)によって、酸

化還元環境が変化する可能性

があるが、透水性に影響は生

じない。 

・廃棄体に含まれる金属及び容

器の腐食(WC05)によって、酸

化還元環境が変化し、上部覆

土の収着性に影響する可能性

がある。 

・鉄筋の腐食(CC05)によって、酸

化還元環境が変化する可能性

があるが、低透水性に影響は

生じない。 

・廃棄体に含まれる金属及び容

器の腐食(WC05)によって、酸

化還元環境が変化し、収着性

に影響する可能性がある。 

難透水性覆土、下部覆土 

・難透水性覆土及び下部覆土の

化学特性(BC01) 及び間隙水

の液性(地下水化学(BC02))が

各部材の化学的な反応(地下

水との反応(WC03)、化学的変

質(WC04)、溶脱(WC06))に関係

し、セメント系材料の収着性

に影響する可能性がある。 

・難透水性覆土及び下部覆土の

化学特性(BC01) 及び間隙水

の液性(地下水化学(BC02))が

自身の化学的な反応(地下水

との反応(BC03)、化学的変質

(BC04))に関係し、難透水性覆

土及び下部覆土の低透水性に

影響する可能性がある。 

・同左 

 (ただし、低透水性を収着性に

置き換える) 

・難透水性覆土及び下部覆土の

化学特性(BC01) 及び間隙水

の液性(地下水化学(BC02))が

覆土の化学的な反応(地下水

との反応(XC03)、化学的変質

(XC04))に関係し、上部覆土の

透水性に影響する可能性があ

る。 

・同左 

 (ただし、低透水性を収着性に

置き換える) 

・難透水性覆土及び下部覆土の

化学特性(BC01) 及び間隙水

の液性(地下水化学(BC02))が

岩盤の化学的な反応(地下水

との反応(RC03)、化学的変質

(RC04))に関係し、低透水性に

影響する可能性がある。 

・同左 

 (ただし、低透水性を収着性に

置き換える) 

上部覆土 

・上部覆土の化学特性(XC01)及

び間隙水の液性(地下水化学

(BC02))が各部材の化学的な

反応(地下水との反応(WC03)、

化 学 的 変 質 (WC04) 、 溶 脱

(WC06))に関係し、セメント系

材料の収着性に影響する可能

性がある。 

・上部覆土の化学特性(XC01)及

び間隙水の液性(地下水化学

(BC02))が難透水性覆土及び

下部覆土の化学的な反応(地

下水との反応(BC03)、化学的

変質(BC04))に関係し、難透水

性覆土及び下部覆土の低透水

性に影響する可能性がある。 

・同左 

 (ただし、低透水性を収着性に

置き換える) 

・上部覆土の化学特性(XC01)及

び間隙水の液性(地下水化学

(BC02))が自身の化学的な反

応(地下水との反応(XC03)、化

学的変質(XC04))に関係し、上

部覆土の透水性に影響する可

能性がある。 

・同左 

 (ただし、低透水性を収着性に

置き換える) 

・上部覆土の化学特性(XC01)及

び間隙水の液性(地下水化学

(BC02))が岩盤の化学的な反

応(地下水との反応(RC03)、化

学的変質(RC04))に関係し、低

透水性に影響する可能性があ

る。 

・同左 

 (ただし、低透水性を収着性に

置き換える) 

*1：各バリア機能への直接的な影響は黄緑色、間接的な影響は薄黄緑色で識別 
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第 6 表 影響事象分析表(化学(C))(2/2)*1 

影響元         影響先 
固型化材、充填材、埋設設備 

(収着性) 

難透水性覆土、下部覆土 

(低透水性) 

難透水性覆土 

(収着性) 

上部覆土 

(透水性) 

上部覆土 

(収着性) 

岩盤 

(低透水性) 

岩盤 

(収着性) 

化

学 

岩盤・地下水 

・岩盤の化学特性(RC01)及び地下

水の液性(地下水化学(RC02))が

セメント系材料の化学的な反応

(地下水との反応(WC03)、化学

的変質(WC04)、溶脱(WC06))に

関係し、セメント系材料の収着

性に影響する可能性がある。 

・岩盤の化学特性(RC01)及び地

下 水 の 液 性 ( 地 下 水 化 学

(RC02))が難透水性覆土及び

下部覆土の化学的な反応(地

下水との反応(BC03)、化学的

変質(BC04))に関係し、難透水

性覆土及び下部覆土の低透水

性に影響する可能性がある。 

・同左 

 (ただし、低透水性を収着性に

置き換える) 

・岩盤の化学特性(RC01)及び地

下 水 の 液 性 ( 地 下 水 化 学

(RC02))が上部覆土の化学的

な 反 応 ( 地 下 水 と の 反 応

(XC03)、化学的変質(XC04))

に関係し、上部覆土の透水性

に影響する可能性がある。 

・同左 

 (ただし、低透水性を収着性に

置き換える) 

・岩盤の化学特性(RC01)及び地

下 水 の 液 性 ( 地 下 水 化 学

(RC02))が自身の化学的な反

応(地下水との反応(RC03)、

化学的変質(RC04))に関係し、

低透水性に影響する可能性が

ある。 

・同左 

 (ただし、低透水性を収着性に

置き換える) 

各部材共通 

・微生物の活動に (微生物影響

(WC08,CC08))よって、有機物の

分解、金属の腐食促進、放射性物

質の化学特性の変化が生じ、セ

メント系材料の収着性に影響す

る可能性がある。 

・微生物の活動 (微生物影響

(BC08))によって、有機物の分

解、金属の腐食促進の可能性

があるが、その他の化学的影

響に包含されるため、難透水

性覆土及び下部覆土の低透水

性への影響は無視できる。 

・微生物の活動 (微生物影響

(BC08))によって、有機物の

分解、放射性物質の化学特性

の変化が生じ、難透水性覆土

の収着性に影響する可能性が

ある。 

・微生物の活動 (微生物影響

(XC08))によって、有機物の分

解、金属の腐食促進の可能性

があるが、その他の化学的影

響に包含されるため、上部覆

土の低透水性への影響は無視

できる。 

・微生物の活動 (微生物影響

(XC08))によって、有機物の

分解、放射性物質の化学特性

の変化が生じ、上部覆土の収

着性に影響する可能性があ

る。 

・微生物の活動 (微生物影響

(RC08))によって、有機物の分

解、金属の腐食促進の可能性

があるが、その他の化学的影

響に包含されるため、上部覆

土の低透水性への影響は無視

できる。 

・微生物の活動 (微生物影響

(RC08))によって、有機物の

分解、放射性物質の化学特性

の変化が生じ、上部覆土の収

着性に影響する可能性があ

る。 

・間隙水中でコロイド形成(WC10, 

CC10)が生じる場合には、コロイ

ドに放射性物質が吸着すること

等により、移行特性(見掛け上の

収着性)に影響する可能性があ

る。 

・間隙水中でのコロイド形成

(BC10)は、難透水性覆土及び

下部覆土の低透水性に影響は

生じない。 

・間隙水中で コロイド形成

(BC10)が生じる場合には、コ

ロイドに放射性物質が吸着す

ること等により、移行特性(見

掛け上の収着性)に影響する

可能性がある。 

・間隙水中でのコロイド形成

(XC10)は、上部覆土の透水性

に影響は生じない。 

・間隙水中で コロイド形成

(XC10)が生じる場合には、コ

ロイドに放射性物質が吸着す

ること等により、移行特性(見

掛け上の収着性)に影響する

可能性がある。 

・間隙水中でのコロイド形成

(RC10)は、低透水性に影響は

生じない。 

・間隙水中で コロイド形成

(RC10)が生じる場合には、コ

ロイドに放射性物質が吸着す

ることにより、移行特性(見掛

け上の収着性)に影響する可

能性がある。 

・地下水(間隙水)の放射線分解(WR02,CR02,BR02,XR02,RR02)によって、ガスが発生する可能性はあるが、廃棄体の放射線量は小さく、影響は無視できる。 

 

 

自然事象 

降下火砕物 

(NP02) 

・降下火砕物による地下水の水質の変化が考えられるが、影響期間は短期であり、範囲が限定されるた

め、影響は無視できる。 

・上部覆土は、降下火砕物の溶

出 成分 により 化学 的変質

(XC04)が生じ、上部覆土の透

水性に影響する可能性があ

る。 

・上部覆土は、降下火砕物から

の溶出成分により化学的変

質(XC04)が生じ、上部覆土の

収着性に影響する可能性があ

る。 

・降下火砕物による地下水の水質の変化が考えられるが、影響期間

は短期であり、範囲が限定されるため、影響は無視できる。 

火砕物密度流 

(NP02) 

・火砕物密度流は周辺の火山の活動履歴より、当該事象が生じる可能性があるのは 1 万年以降であるため考慮しない。 

表流水・地下水

の水質(NP02) 

・酸性雨は、地下に浸透する間に蒸発散・地表流出、土壌による緩衝等を受け、問題とならない水質(現

状観測される地下水と同程度)となるため、影響は生じない。 

・上部覆土は、酸性雨により化

学的変質(XC04)が生じ、上部

覆土の透水性に影響する可能

性がある。 

・上部覆土は、酸性雨により化

学的変質(XC04)が生じ、上部

覆土の収着性に影響する可能

性がある。 

・酸性雨は、地下に浸透する間に蒸発散・地表流出、土壌による緩

衝等を受け、問題とならない水質(現状観測される地下水と同程

度)となるため、影響は生じない。 

・地下水の水質は「岩盤・地下水」参照 

 

 

風化(NP02) 

・風化によって上部覆土及び岩盤の鉱物が変質することが考えられるが、風化の進展はごくわずかであり、その他の化学的影響に包含されるため、影響は無視できる。 

 

 

生物学的現象 

・「微生物影響」参照。 

 

 

津波(隕石落下) 

・巨大津波によって、海水が廃棄物埋設地に流入することで、間隙水の液性(地下水化学(MC02,CC02,BC02, XC02,RC02))に変化が生じるが、一時的なものであり、その他の化学的影響に包含されるため、影響は無視できる。 

 

 

*1：各バリア機能への直接的な影響は黄緑色、間接的な影響は薄黄緑色で識別 
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1. ガス発生の影響 

埋設設備内に含まれる金属の腐食及び有機物の分解に伴いガスが発生する。ガスの発生に

より埋設設備内のガス圧が上昇し、ガスが移行することで、覆土の変形・損傷に伴い透水係

数が増加するおそれがある。 

廃棄物埋設地において発生し得るガスの大部分は、廃棄体層に存在する金属が水と接触し

て腐食することにより発生する水素ガスである。基本的には、発生したガスが埋設設備内に

充満することにより、地下水の浸入が抑制され、金属腐食の進展が滞ることから、大きなガ

ス圧が覆土に作用することは考え難い。また、難透水性覆土はベントナイトの膨張に起因す

る自己修復性を持つ土質系材料であり、上載圧による拘束も作用していることから、仮にガ

スによって変形・損傷を受けた場合においても、元の状態が復元されると想定できる。その

ため、覆土に対するガス発生の影響はその他の力学的影響に比べ軽微であると考えられる。 

しかしながら、上記の考えには廃棄物埋設地の持つ不均質性などによる不確実性を含むこ

とから、ガス発生の影響に対して定量的な判断を実施するため、以下の手順により検討を行

う。 

・ガス発生速度、ガス発生量及びガス移行メカニズムに関する既往知見の整理 

・ベントナイト混合土を用いた室内試験（透気・透水試験）によるガス発生の影響評価 

・実際の廃棄物埋設地におけるガス発生影響の検討 
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(1) ガス発生速度、ガス発生量及びガス移行メカニズムに関する既往知見の整理 

(ⅰ) ガスの発生速度 

a. 覆土完了までの期間 

外周仕切設備・覆いコンクリートに対する材料・施工に係る品質管理により防水対

策を施すこと、ポーラスコンクリート層に接続した排水管を通じて排水を行うことか

ら、周辺から廃棄体層に浸入する水の量は極めて少ない。このため、この期間におけ

る廃棄体層からのガス発生は無視できる。 

b. 覆土完了後（排水・監視設備による排水の終了後） 

排水・監視設備による排水の終了後は、周辺の地下水が埋設設備の内部に浸入し、

廃棄体層に到達すると考えられる。このため、ガスの発生を想定し検討する必要があ

る。 

埋設設備はセメント系材料によって構成されている。その間隙水には、セメントの

主成分である水酸化カルシウムが飽和するまで溶解し、微量成分のナトリウムやカリ

ウムが溶解することから、pH12.5～pH13、水温 15℃程度となる。廃棄体内に分別除去

後に少量残存し得るアルミニウムと、高い pH であるセメント系材料中の間隙水が反

応することにより、水素ガスが発生する。埋設設備内の環境に近い条件におけるアル

ミニウムの腐食速度は、藤原らの報告(1)によれば、pH11.5～pH12.5、水温 15℃の条件

においては 10μm/y 以下の値で推移し、1μm/y 以下まで低下することが知られてい

る。 

また、廣永らの報告(2)によると、pH12.5～pH13 と想定されるモルタル粉砕粒子共存

中での水温 15℃におけるアルミニウムの腐食速度は、100μm/y 以下まで 3 週間程度

で低下し、最終的に 10μm/y に達するとされている。埋設設備に浸入した地下水は、

外周仕切設備の鉄筋に接触して、金属の腐食（酸素消費型）が生じることで溶存酸素

が消費され、嫌気的条件となるが、この地下水が廃棄体容器の内部に浸入して、廃棄

体層内が嫌気的条件になると、鉄の嫌気性腐食に伴う水素ガスも発生する。鉄の嫌気

性腐食速度については、廣永らの報告(2)によると、pH12.4、水温 15℃においては 0.002

μm/y 程度と考えられる。 

覆土完了後における埋設設備全体から発生するガスの量としては、廃棄体層から発

生する水素ガスの量に加え、鉄筋コンクリート中の鉄筋の嫌気性腐食に伴い発生する

水素ガスの量を加味する必要がある。 
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よって、ガス発生量はアルミニウムのアルカリ腐食と鉄の嫌気性腐食を考慮する。 

1 号廃棄物埋設地では、均質・均一固化体に含まれる可溶性塩によるガスの発生速

度への影響があると考えられる。廃棄物埋設地におけるガスの発生量の評価において

は、可溶性塩の存在により腐食速度が変化することを考慮する。 

 

(ⅱ) ガスの発生量 

既往知見(2)(3)により整理された pH12.5～pH13.0 及び水温 15℃～45℃の条件での腐食

速度試験の結果に基づいて、アルミニウムの腐食速度を 30μm/y(極薄物については、1

年以内に全量腐食すると設定)、鉄の腐食速度を 0.01μm/y と設定して 2 号廃棄物埋設

地を対象に評価したガス発生量を第 1 表及び第 1 図に示す。埋設設備 1 基当たり 1 年間

に発生するガスの量は、標準状態において最大 500Nm3/y であると評価されている。 

3 号廃棄物埋設地においては、埋設設備 1 基当たりに埋設可能な廃棄体本数が 2 号廃

棄物埋設地の約 2 倍（26,400 本/12,960 本＝2.04）であることから、同様な考え方に基

づくと、埋設設備 1 基当たり最大で 1,000Nm3/y（埋設設備 1m3 当たり 0.064m3/y）と算

定できる。ここで、3 号廃棄物埋設地においては、埋設する廃棄体種類が 2 号廃棄物埋

設地と同じであり、3 号廃棄物埋設地における埋設設備の単位体積当たりのガス発生量

(0.064m3/y)は、2 号廃棄物埋設地における埋設設備の単位体積当たりのガス発生量

(0.054m3/y)とほぼ同等である。 

1 号廃棄物埋設地では、均質・均一固化体に含まれる可溶性塩によるガスの発生量へ

の影響が生じる。廃棄物埋設地におけるガスの総発生量は、埋設される廃棄体に含まれ

る金属の量と正の相関を持つ。均質・均一固化体に含まれる金属量は、充填固化体に含

まれる金属量に比べ非常に少ないため、1 号埋設設備のうち充填固化体を埋設する埋設

設備を対象に、可溶性塩による影響を考慮したガス発生量を評価する。1 号廃棄物埋設

地に埋設される充填固化体の重量は、3 号廃棄物埋設地に埋設される充填固化体の重量

の半分程度であることを考慮して、第 1 図を参考にガス発生量を評価した。その結果、

可溶性塩の存在により鉄の腐食速度が仮に 10 倍程度(4)(5)になったとしても、ガス発生

について支配的であるアルミニウムの腐食速度は大きく変化しない(6)ことから、2 号及

び 3号廃棄物埋設地における埋設設備の単位体積当たりのガス発生量(2号：0.054m3/y、

3 号：0.064m3/y)は、1 号廃棄物埋設地における埋設設備の単位体積当たりのガス発生

量(0.053m3/y)とほぼ同等である。 
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以上のことから、1 号廃棄物埋設地における可溶性塩の影響を考慮しても、3 号廃棄

物埋設地におけるガス発生による影響評価で代表できるといえる。 

 

第 1 表 2 号廃棄物埋設地の埋設設備 1 基当たりガス発生量の内訳(3) 

 鉄 
アルミニウム 

合計 
極薄物 ～0.8mm ～2mm ～8mm 

ガス発生量 46.4m3/y 141.3m3/y*1 208.7m3/y 11.7m3/y 0m3/y 408.1m3/y 

継続時間 考慮せず 1y*1 13.4y 33.6y 134.2y - 

*1:厚さ数 10μm の極薄物については、1 年以内に全量腐食するものとした。 

 

 

 

第 1 図 2 号廃棄物埋設地の埋設設備 1 基当たりガス発生量の経時変化 
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(ⅲ) ベントナイト系材料中のガス移行メカニズム 

藤山ら(7)は、例えば Graham ら(8)及び Hoch ら(9)による文献及び各種データを調査・

整理し、飽和ベントナイト系材料中のガス移行メカニズムに対して第 2 図に示す概念

図を提示し、以下のようにとりまとめた。 

① 間隙水中のガスの溶存・拡散による移行。 

② 気液 2 相流によるガス移行。密度が相対的に低い部分等において、選択的な経路

を形成する可能性が高いと想定される。 

③ ハイドロリックフラクチャリングによる卓越流路の形成を伴うガス移行。 

④ ①～③の共存。ベントナイト配合率が高く（有効粘土密度が大きい）、かつガス

圧力が高いほど、③の挙動が支配的であり、低いと①②の挙動が支配的である。 

 

 

第 2 図 飽和ベントナイト系材料のガス移行メカニズム（概念図）(7) 

 

ガス移行メカニズムのうち②気液 2 相流と③ハイドロリックフラクチャリングにつ

いて、田中ら(10)による室内試験の試験体内部の応力状態に着目した考察は以下のとお

りである。また、ガス移行メカニズムを説明するための概念図を第 3 図に示す。 
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a. 気液 2 相流によるガス移行 

ガス発生と埋設設備内のガス移行に伴い、ベントナイト混合土にガス圧がかかる。

ガス圧がベントナイト混合土中の間隙水圧を超えた際、ガスは間隙水を押し出す様に

ベントナイト混合土内に侵入する。同時に、押された間隙水は一時的に圧縮されるこ

とから、間隙水圧が上昇し、ガス圧とつり合うことでガスの侵入を抑制させる。その

後、一時的に上昇した間隙水圧は徐々に消散し、ガス圧よりも小さくなると、再度、

ガスが侵入する。この侵入と抑制を繰り返すことによってベントナイト混合土内をガ

スが移行する。ここでは、このメカニズムによってガスが移行する現象を「破過」と

定義する。 

破過が生じる場合は、ベントナイト混合土内で過剰間隙水圧が発生することから、

ガス圧は常に軸方向全応力より小さい値となる。 

b. ハイドロリックフラクチャリングによるガス移行 

ガス発生と埋設設備内のガス移行に伴い、ベントナイト混合土にガス圧がかかる。

ガスの昇圧速度（発生速度）が早い場合、気液 2 相流のガス移行で説明される間隙水

圧の消散を待たずに、ガスがベントナイト混合土に応力を作用させることとなる。そ

のガス圧がベントナイト混合土の拘束圧を上回ると、ベントナイト混合土中の構造が

崩れ始め、卓越流路が形成されることで、そこをガスが大量に通過する。ここでは、

このメカニズムによってガスが移行する現象を「大破過」と定義する。 

大破過が生じる場合は、ガス圧が直接的にベントナイト混合土内を伝達されること

から、ガスの昇圧に伴いガス圧は軸方向全応力と等しい値となる。 

c. その他の補足知見 

周辺材料の剛性が相対的に高く、水平方向の応力分散を妨げるような状況である場

合には、水平方向の圧力が蓄積されることで拘束圧が擬似的に増加することとなり、

ガス移行に際してはより高い圧力が生じる。 

 

以上のことから、①溶存・拡散を除くガス移行メカニズムは、ベントナイト混合

土内における間隙水圧の消散速度とガスの昇圧速度（発生速度）の大小関係によ

り、②気液 2 相流（破過）あるいは③ハイドロリックフラクチャリング（大破過）

に分類される。ガス破過は破過と大破過の双方を指す。  
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1．ガス発生に伴い、ベントナイト混合土にガス圧がかかる。 

 

 

 

2．ガス圧がベントナイト混合土中の間隙水圧を超えた際、ガスは間隙水を押し出す様にベント

ナイト混合土内に侵入する。同時に、押された間隙水は一時的に圧縮されることから、間隙水

圧が上昇し、ガス圧とつり合うことでガスの侵入を抑制させる。 

 

 

a)気液 2 相流                        b)ハイドロリックフラクチャリング 

3．その後、一時的に上昇した間隙水圧は徐々

に消散し、ガス圧よりも小さくなる 

 

 

 

 

3．間隙水圧の消散を待たずに、ガスがベント

ナイト混合土に応力を作用させる。 

 

4．再度、ガスが侵入する。同時に、間隙水圧

が上昇し、ガス圧とつり合う。 

3.と 4.を繰り返すことでガスが侵入してい

く。 

 

 

 

4．ガス圧がベントナイト混合土の拘束圧を上

回ると、ベントナイト混合土中の構造が崩れ始

め、卓越流路が形成される 

5．上記の 3.と 4.を繰り返すことによってベン

トナイト混合土内をガスが移行する（破過） 

 

 

 

5．卓越流路が形成されることによってベント

ナイト混合土内をガスが移行する（大破過） 

第 3 図 時系列によるガス移行メカニズムの概念図 

 
:ガス圧   :間隙水圧 
:拘束圧    :ガス 
:卓越流路 

凡例 
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(2) ベントナイト混合土を用いた室内試験（透気・透水試験）によるガス発生の影響評価 

埋設設備内のガス圧が上昇することを考慮して、難透水性覆土の透水係数への影響につ

いて検討を行う。 

ベントナイト配合率 20wt%～30wt%の Ca 型ベントナイト混合土を用いて透気・透水試験

を行った。 

なお、難透水性覆土として Na 型ベントナイト混合土を用いることも考えられるため、

ベントナイト配合率 15wt%～20wt%の Na 型ベントナイト混合土における同様の試験を実施

した結果を以下に示す。 

(ⅰ) Ca 型ベントナイト混合土のガス移行特性（田中ら(10)、大石ら(11)） 

Ca 型ベントナイト混合土(難透水性覆土相当、ベントナイト配合率 20wt%～30wt%)の

透水・透気試験の試験条件及び試験結果を第 2 表に、ガス移行試験装置を第 4 図に、透

気試験における圧力、応力及び排気量を第 5 図に、ガス破過前後の Ca 型ベントナイト

混合土(難透水性覆土相当)に対する透水係数の比較を第 6 図に示す。なお、第 6 図にお

ける数値中の E は、指数表記における基数の 10 を示す(例えば、1E+02 は 1×102 を示

す。以下、同様。)。 

供試体の拘束圧は、廃棄物埋設地の難透水性覆土に対する有効土被り圧相当である約

0.15MPa とした。昇圧速度は、廃棄物埋設地で発生するガスの発生量を用いて、覆土へ

の影響が大きくなるよう、埋設設備内の空隙における圧力の増加量を保守的に大きく設

定し、0.04MPa/30min とした。 

これらの図表からわかるように、Ca 型ベントナイト混合土(難透水性覆土相当)の透

気後の透水試験において、配合率 30wt%の場合はガス破過前後で透水係数が 2.3×10-

11m/s～5.7×10-11m/s から 1.9×10-11m/s～3.9×10-11m/s に、配合率 20wt%の場合は

3.2×10-10m/s～4.2×10-10m/s から 2.2×10-10m/s～3.6×10-10m/s に変化するが、ベント

ナイトの配合率や拘束条件によらず、ガス破過前後の透水係数に大きな変化は見られな

かった。 
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第 2 表 ベントナイト混合土の透水・透気試験の試験条件及び試験結果 

 No.1
(10)

 No.2
(10)

 No.3
(11) No.4

(11) No.5
(10)

 No.6
(10)

 

Ca 型ベントナイト 

配合率(wt%) 
30 30 20 20 20 20 

購入砂配合率(wt%) 70 70 80 80 80 80 

吸水膨潤時拘束条件
*1
 変位拘束 0.16MPa 0.14MPa 0.14MPa 変位拘束 0.15MPa 

昇圧条件 急速載荷：0.04MPa/30min 

有 効 破 過 圧

(MPa) 

外側 - - 0.087 0.044 0.09 - 

内側 0.76 0.25 0.123 0.120 - 0.09 

有 効 大 破 過

圧(MPa) 
両側 1.25 0.85 0.166 0.138 0.22 0.21 

ガス破過前の 

透水係数(m/s) 
2.3×10

-11
 5.7×10

-11
 3.9×10

-10
 4.2×10

-10
 3.2×10

-10
 3.2×10

-10
 

ガス破過後の透水係

数(m/s) 
1.9×10

-11
 3.9×10

-11
 3.0×10

-10
 3.6×10

-10
 2.2×10

-10
 3.2×10

-10
 

*1：「変位拘束」は軸方向変位を固定した状態で試料を膨潤させたことを、それ以外は軸方向有効圧力一定(有

効土被り圧相当である約 0.15MPa)で試料を膨潤させたことを示す。 

 

  

    軸方向断面図        半径方向断面図 

 

第 4 図 ガス移行試験装置(10) 
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第 5 図 透気試験における圧力、応力及び排気量(10)(11)(1/2) 
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ベントナイト配合率 20wt% 

No.3(第 2 表より) 
ベントナイト配合率 20wt% 

No.4(第 2 表より) 
ベントナイト配合率 20wt% 

No.4(第 2 表より) 
ベントナイト配合率 20wt% 

No.1(第 2 表より) 
ベントナイト配合率 30wt% 

No.2(第 2 表より) 
ベントナイト配合率 30wt% 
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第 5 図 透気試験における圧力、応力及び排気量(10)(11)(2/2） 

 

 

第 6 図 ガス破過前後の Ca 型ベントナイト混合土(難透水性覆土相当)の 

透水係数の比較(10)(11)  
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No.6(第 2 表より) 
ベントナイト配合率 20wt% No.6(第 2 表より) 

ベントナイト配合率 20wt% 
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(ⅱ) Na 型ベントナイト混合土のガス移行特性(穂刈ら(12)) 

Na 型ベントナイト混合土(代替可能性のある難透水性覆土相当、ベントナイト配合率

15wt%～20wt%)のガス破過前後のベントナイト混合土に対する浸透率の比較を第 7 図に

示す。 

この図からわかるように、Na 型ベントナイト混合土(代替可能性のある難透水性覆土

相当、ベントナイト配合率 15wt%～20wt%)の透気後の透水試験において、ベントナイト

の配合率によらず、ガス破過前後の浸透率(透水係数)に大きな変化は見られなかった。 

 

 

第 7 図 ガス破過前後の透水試験における Na 型ベントナイト混合土の浸透率の比較(12) 
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(3) 廃棄物埋設地におけるガス発生影響について 

廃棄物埋設地におけるガス発生影響について検討するため、田中ら(10)、大石ら(11)が実

施した室内試験結果の適用性に関して以下のとおり考察する。 

(ⅰ) 室内試験結果の考察 

a. ベントナイト配合率 30wt%のケース(No.1 及び No.2) 

ベントナイト配合率 30wt%のケース(No.1 及び No.2)では、ガスの昇圧に伴いガス

圧が軸方向全応力と等しい値となり、排気量が急激に増大する現象を確認できている

ことから、ガス圧の昇圧に伴い供試体にガスの透気方向に亀裂の発生などの損傷が生

じている可能性が高い(③ハイドロリックフラクチャリング）。 

この際、排気量の急増により 7Nm3の容量のガスボンベ中のガスが全て透気し、加圧

側ガス圧が背圧程度まで低下したことを確認している。廃棄物埋設地ではガス圧が上

載荷重による拘束圧をやや超えたところで大破過が発生し、ガス圧の低下に伴い比較

的速やかに大破過が収まるとすると、多量のガスを透気している本試験では卓越流路

を通過するガスによるベントナイト流失といった損傷影響を保守的に大きく再現で

きていると考えられる。 

なお、Ca 型ベントナイト混合土の室内試験結果 No.1 及び No.2 において、有効上

載圧に対して大破過圧が倍以上に大きくなっている結果を示しているが、供試体周辺

が剛性の高い鋼製材料に囲まれ、半径方向の応力分散を妨げるような状況であるため、

半径方向の圧力が蓄積されることで拘束圧が擬似的に増加し、有効上載圧付近におい

ても大破過に至らずガス圧が上昇したことによる。 

参考として、同様の透気試験後にガス流路の拡張を目的として通気し続けた別試験

(13)の試験後供試体を第 8 図に示す。透気試験においてはリング内外で大破過が認め

られているにも関わらず、供試体には目視できる損傷は確認できていない。 

 

 第 8 図 気みち拡張後供試体の側部表面状態  

白く見える円形は
内外仕切り板の跡 
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b. ベントナイト配合率 20wt%のケース(No.3～No.6) 

ベントナイト配合率 20wt%のケース(No.5 及び No.6)では、ガス圧は常に軸方向全

応力より小さい値であり、排気量の急激な増大を確認し難いことから、明確な亀裂の

発生などの損傷が生じていない可能性が高い(②気液 2 相流）。また、ベントナイト配

合率 20%のケース(No.3 及び No.4)でも大破過に至る場合もあるが、試験結果より、

透水係数に有意な影響がないことを確認している。 

(ⅱ) 試験結果から推定される廃棄物埋設地におけるガス移行メカニズムの考察 

室内試験におけるガス移行メカニズムは、「(1)ガス発生速度、ガス発生量及びガス移

行メカニズムに関する既往知見」で整理したメカニズムのうち、②気液 2 相流又は③ハ

イドロリックフラクチャリングであると推定される。前述のとおり、室内試験において

ハイドロリックフラクチャリングが発生する際には、廃棄物埋設地に設置される難透水

性覆土に比べ小さい供試体に対し、短時間で想定以上の量のガスが透気する。このため、

「(1)ガス発生速度、ガス発生量及びガス移行メカニズムに関する既往知見の整理」で

整理したガス発生量(最大 1,000Nm3/y)を考慮すると、難透水性覆土へのガスの影響評価

において、室内試験は廃棄物埋設地より厳しい条件での結果であると判断される。 

(ⅲ) 廃棄物埋設地におけるガス発生影響 

室内試験においては、ガス破過前後の透水係数が変化しない結果を確認した。 

廃棄物埋設地においては、室内試験に比べて大破過時に通過するガス量が少なく、昇

圧速度が遅いことから、室内試験よりも影響が小さいと考えられる。 

なお、下部覆土については、難透水性覆土の外側にあり、施工時点において確保する

透水係数が難透水性覆土よりも 2 オーダー程度大きいため、難透水性覆土に比べて容易

に水・ガスが移行すると考えられる。このため、下部覆土の低透水性に対するガス破過

の影響は、難透水性覆土に対するその影響に包含されるものと考える。 
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(4) まとめ 

前項までで整理したように、想定されるガス移行メカニズムは、第 2 図に記載した 3 つ

のメカニズム(①溶存・拡散、②気液 2 相流、③ハイドロリックフラクチャリング)及びそ

れらの共存状態が考えられる。 

第 9 図に示すように、廃棄物埋設地では上記のメカニズムが共存すると考えられるが、

②の移行が生じる場合は、有効土被り圧よりも小さい圧力でガスの移行が生じ、③の移行

が生じる場合でも、有効土被り圧と同等の圧力でガスの移行が生じる。また、②又は③の

移行メカニズムでガス移行が生じているベントナイト混合土のガス破過後の透水試験に

おいて、ベントナイトの配合率や拘束条件によらず、ガス破過前後の透水係数に大きな変

化は見られなかった。加えて、廃棄物埋設地においては、室内試験に比べて大破過時に通

過するガス量が少なく、昇圧速度が遅い。よって、廃棄物埋設地においてガス破過によっ

て透水係数の変化は生じないと考えられる。 

以上のことから、ガス発生による覆土の低透水性への影響は生じないと判断する。 

 

 

第 9 図 廃棄物埋設地におけるガス移行挙動の概念図  
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2. 地震の影響 

地震力の作用により、覆土(難透水性覆土及び下部覆土)に変形が生じ、低透水性に影響が

生じるおそれがある。地震動による埋設設備への影響図を第 10 図に示す。 

 

 

第 10 図 地震動による埋設設備への影響図 

 

埋設設備は岩盤に直接支持されており、内部空洞のない充填されたコンクリート構造物で

あることから、地震動による構造物の変形は限定的であり、周辺覆土へ与える変形量は小さ

い。また、覆土自体においても、水平地盤であり、周囲を岩盤に囲まれていることから、地

震における変形量は小さい。 

以上から、廃棄物埋設地が地震を受けた際に難透水性覆土が受ける影響について、変位量

は小さいと考えられる。地震の影響による覆土の変形量は金属腐食による埋設設備の変形量

(補足説明資料 4「廃棄物埋設地の状態設定-状態変化の評価(力学的影響)-」を参照。)と比

較して非常に小さく、金属腐食の評価に包含されるため、低透水性への影響を無視できる。 

  

岩盤（鷹架層）

覆土

埋設設備
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3. 液状化(覆土)の影響 

過去の液状化対策事例として、平成 19 年新潟県中越沖地震において、管理値(締固め度 90%

以上)を設定し、埋戻し土(砂及び砂質土)の締固めによる対策を実施した箇所では、震度 6 弱

が発生しているものの、液状化は生じていないと報告されている(14)。 

廃棄物埋設地においても、覆土施工における管理値を同等以上に設定する。覆土は、現地

発生土、購入砂、ベントナイト及び礫を仕様に応じて混合した混合土である。よって覆土は、

一般に液状化しやすいと知られている「砂分を多く含む、粒度分布が偏った土砂」ではない。

上記の液状化対策事例において液状化をしていない箇所で使用されている砂及び砂質土

(14)(第 11 図に粒径加積曲線を示す)と比較して、覆土は、液状化抵抗性に関連する締固め性

能が良いとされている「粒径分布に広がりを持った材料」であるため、相対的に液状化し難

い材料であると判断される。 

廃棄物埋設地で発生すると考えられる地震は、「第十条 廃棄物埋設地のうち第四号(廃止

措置の開始後の評価)、補足説明資料 1 地質環境に係る長期変動事象 3.(1)(ⅱ)a.地震」

より震度 5 強を超えないため、過去事例における締固めによる対策を実施した箇所で発生し

た地震より小さい。 

以上のことから、覆土は容易に液状化し難く、低透水性への影響は生じないと考えられる。 

なお、参考として、第 12 図に覆土材料として想定している購入砂、ベントナイト及び礫

と同等な材料として、豊浦砂、海成粘土及び段丘礫層の粒形加積曲線の例(15)を示す。文献(15)

に例示されるような購入砂と異なる粒径分布を持つ材料を混合し覆土を製造することから、

購入砂単体と比較し、覆土は粒度分布に広がりを持つ液状化し難い材料であると考えられる。 
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第 11 図 液状化対策事例における 

埋戻し土(砂、砂質土)の粒径加積曲線(14) 

 

 

第 12 図 代表的な土の粒形加積曲線の例(15) 
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 4. コロイド影響 

各部材の間隙水中にコロイドが存在する場合には、コロイドに放射性物質が収着し、放射

性物質の移行が促進される(収着性が阻害される)ことが考えられる。 

収着性に影響を与える可能性のあるコロイド影響については、埋設設備の間隙水はセメン

ト平衡水でありコロイドが安定に分散できる環境ではなく、収着性に影響は生じないと考え

られる。 

 

 5. 微生物影響 

  廃棄物埋設地近傍に存在する微生物の活動によって、岩盤(鷹架層)中では有機物が無機化

し、収着性が低下することが考えられる。そのため、収着性の評価に際して微生物影響のう

ち有機物の無機化を影響事象として考慮する。 

なお、有機物が分解してガスが発生すること及び金属の腐食反応が促進されることが考え

られる。しかし、微生物は高 pH 環境となる埋設設備内や難透水性覆土中においてその活性

は低く(16)、このような活動で生じる化学環境の変化はその他の影響事象に包含されると考

えられる。 

 

6. 降下火砕物(化学)の影響 

降下火砕物が堆積すると、これらに含まれる成分によって地下水の水質変化、低透水性及

び収着性に影響が生じるおそれがある。 

pH の変化などの化学的変化に対し、土壌は影響を和らげる緩衝作用(17)(18)(19)を持っている。

例として、水素イオンが土壌中の粘土や有機物に吸着している陽イオンと置き換えられる陽

イオン交換反応、アルミニウム水酸化物の溶解などがある。pH2～3 の希硫酸を火山灰土壌カ

ラムに浸透させた際の水質変化から(19)、継続的な酸の流入に対しても、数百年単位で土壌の

pH が保たれる。降下火砕物から溶出した成分による pH は、この条件と同等かそれよりも高

く、また、一時的なものであるため影響は小さい。 

上部覆土は十分な厚さを有するため、上部覆土の緩衝作用により、各バリアの変質などの

化学的影響は十分低減され、透水係数及び収着性への影響は無視できる。また、上部覆土の

化学的な影響を受ける範囲は限定的であり、十分な厚さを有することから収着性への影響は

無視できる。土壌の緩衝作用を第 3 表に、希硫酸添加に伴う土壌カラム浸透水の水質変化を

第 13 図に示す。 
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第 3 表 土壌の緩衝作用 

陽イオン交換反応 土壌中の粘土や有機物は通常マイナスに帯電しており、Ca2+などの陽

イオンを吸着している。H+は土壌の負荷電と親和性が高いため、吸着

イオンは置き換えられ、CaSO4などとして溶出する。 

アルミニウム水酸

化物の溶解 

H+及び OH-が過剰となるとき、Al(OH)2+及び Al(OH)2
+の加水分解反応の

平衡が崩れて pH の変化を抑制する。 

変異荷電の発生・消

滅 

土壌の水酸基(-OH)やカルボキシル基(-COOH)は H+を吸着して正電荷を

生じ pH の低下を抑制する。また OH-と官能基末端の H+が結合して H2O

を形成し、pH の上昇を抑制する。 

炭酸カルシウムの

溶解 

炭酸－重炭酸平衡反応により、H+が消費される。 

 

 

第 13 図 希硫酸添加に伴う土壌カラム浸透水の水質変化(19) 

  

野外の土壌が一年間
に 受 け る 酸 の 量 の

100 倍～1,000 倍に相
当 
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IAEA ISAM 及び廃棄物安全小委員会報告書の人工バリアに関する FEP リスト 

特

性 

IAEA ISAM の FEP リスト 廃棄物安全小委員会報告書の FEP*1 

廃棄体及び人工バリア 

(浅地中処分) 

人工バリアの構成材料(高レベル放射性廃棄物処分) 

緩衝材／埋め戻し材 
プラグ・グラウト 

・支保工 

温

度 

2.1.11 熱的プロセスと状態 

 

B1.1 熱特性 

B1.2 温度  

D1.1 熱特性 

D1.2 温度 

水

理 

2.1.05 人工バリアシステムの

特性と変質過程 

2.1.08 水理学／水文地質学的

プロセスと状態 

2.1.12 ガス発生源と影響 

B2.1 水理特性 

B2.2 地下水流動 

B2.3 飽和 

D2.1 水理特性 

D2.2 地下水流動 

D2.3 飽和 

力

学 

2.1.02 廃棄体の材料、特性、変

質過程 

2.1.03 容器の材料、特性、変質

過程 

2.1.04 緩衝材／埋め戻し材の

材料、特性、変質過程 

2.1.05 人工バリアシステムの

特性と変質過程 

2.1.06 他の人工バリアの材料、

特性、変質過程 

2.1.07 力学的プロセスと状態 

2.1.12 ガス発生源と影響 

B3.1 力学特性 

B3.2 応力 

B3.3 膨潤 

B3.4 変形 

B3.5 流出 

D3.1 力学特性 

D3.2 応力 

D3.3 膨潤 

D3.4 変形 

D3.5 流出 

化

学 

2.1.02 廃棄体の材料、特性、変

質過程 

2.1.03 容器の材料、特性、変質

過程 

2.1.04 緩衝材／埋め戻し材の

材料、特性、変質過程 

2.1.05 人工バリアシステムの

特性と変質過程 

2.1.06 他の人工バリアの材料、

特性、変質過程 

2.1.09 化学／地球化学的プロ

セスと状態  

2.1.10 生物学／生化学的プロ

セスと状態 

2.1.12 ガス発生源と影響  

B4.1 化学特性 

B4.2 地下水化学  

B4.3 地下水との反応 

B4.4 化学的変質  

B4.5 微生物影響 

B4.6 有機物影響  

B4.7 コロイドの形成 

B4.8 ガスの発生／影響 

B4.9 塩の蓄積 

D4.1 化学特性 

D4.2 地下水化学  

D4.3 地下水との反応  

D4.4 化学的変質  

D4.5 微生物影響 

D4.6 有機物影響  

D4.7 コロイドの形成 

D4.8 ガスの発生／影響 

D4.9 塩の蓄積 

*1：ガラス固化体及びオーバーパックに関する記載を除外した。  
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特

性 

IAEA ISAM の FEP リスト 廃棄物安全小委員会報告書の FEP*1 

廃棄体及び人工バリア 

(浅地中処分) 

人工バリアの構成材料(高レベル放射性廃棄物処分) 

緩衝材／埋め戻し材 
プラグ・グラウト 

・支保工 

放

射

線 

2.1.13 放射線影響 

2.1.14 臨界 

B5.1 核種の放射性崩壊  

B5.2 地下水の放射線分

解 

B5.1 核種の放射性崩壊  

B5.2 地下水の放射線分

解 

核

種

移

行 

2.1.01 インベントリ、核種と他

の材料 

3.2.01 汚染物質の溶解、沈殿、

結晶化 

3.2.02 汚染物質の化学種、溶解

度 

3.2.03 汚染物質の収着・脱着プ

ロセス  

3.2.04 コロイドと汚染物質の

相互作用と移行 

3.2.05 錯体生成による汚染物

質の化学種／移行への

影響 

3.2.06 汚染物質の微生物／生

物／植物を介したプロ

セス    

3.2.07 水を媒介とした汚染物

質の移行 

3.2.08 固体を媒介とした汚染

物質の移行 

3.2.09 ガスを媒介とした汚染

物質の移行 

 

B6.1 物質移動特性  

B6.2 幾何形状・間隙構

造  

B6.3 核種移行 

B6.3.1 移流／分散 

B6.3.2 拡散 

B6.3.3 収着  

B6.3.4 沈殿溶解 

B6.3.5 コロイド移行  

B6.3.6 ガスによる移行  

B6.4 物質移動 

D6.1 物質移動特性  

D6.2 幾何形状・間隙構

造  

D6.3 核種移行  

D6.3.1 移流／分散 

D6.3.2 拡散 

D6.3.3 収着 

D6.3.4 沈殿溶解  

D6.3.5 コロイド移行 

D6.3.6 ガスによる移行  

D6.4 物質移動 

他 
2.1.15 外来物質 

 

－ － 

*1：ガラス固化体及びオーバーパックに関する記載を除外した。 
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1. はじめに 

本資料は、「第十条 廃棄物埋設地のうち第四号(廃止措置の開始後の評価)」のうち、廃棄物埋設

地の状態設定(力学的影響の評価)を補足説明するものである。補足説明に当たっては、廃棄物埋設

地ごとの状態変化の評価(力学的影響)としてそれぞれに生じる現象を予測し情報を整理した上で、

覆土の低透水性への力学的影響の評価を実施する。 

2. 現象の整理と検討手順 

廃棄物埋設地の状態設定のうち、状態変化の評価(力学的影響)に係る現象を整理する。 

現象の整理に当たっては、覆土の設計要件である低透水性(透水係数及び厚さ)に影響を与える現

象を対象に行う。覆土の透水係数及び厚さへの力学的影響は、覆土自身の変形やそれに伴う密度変

化により生じる。覆土の変形は、隣接する埋設設備の変形に支配されることから、埋設設備に生じ

る現象を対象とする。 

埋設設備に生じる現象は、埋設設備の膨張変形及び陥没変形を想定する。そのため、埋設設備の

膨張及び陥没に分類して現象の整理を行う。 

(1) 膨張現象 

埋設設備及び充填固化体には、金属が含まれており、金属周辺の環境条件に依存した電気化学

的腐食により金属が腐食し腐食生成物が生成されることで、金属の膨張が生じると想定する。 

また、均質・均一固化体には、可溶性塩が含まれており、可溶性塩と埋設設備中のセメント系

材料の反応に伴い膨張性鉱物が生成するため、埋設設備が膨張することを想定する。 

(2) 陥没現象 

均質・均一固化体には、可溶性塩が含まれており、埋設設備に浸入した地下水との反応により

溶出し、空隙が生じること及び廃棄体に上部空隙が存在することから、埋設設備に空洞が発生し、

陥没現象(1)が生じると想定する。 
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(3) 検討手順 

状態変化の評価(力学的影響)は、廃棄物埋設地ごとで生じる現象が複数存在するため、前項に

おける現象の整理結果を踏まえて、覆土への力学的影響の評価に係る検討手順を体系的に整理す

る。状態変化の評価(力学的影響)の検討手順を第 1図に示す。 

 

 

*1：1号 7群の埋設設備 4基及び 8群の埋設設備 5基が対象となる。 

*2：1号 1群から 6群までの埋設設備 30基及び 7群の埋設設備 1基が対象となる。 

*3：金属の膨張量を加味し評価する。 

 

第 1図 状態変化の評価(力学的影響)の検討手順 

  

4.(2) 金属腐食による
金属の膨張量の設定

金属腐食による
金属の膨張

対象施設 ：3号、1号*1及び2号
対象廃棄体：充填固化体

可溶性塩と埋設設備の反応
による埋設設備の膨張

対象施設 ：1号*2

対象廃棄体：充填固化体

2. 現象の整理

可溶性塩の溶出による
埋設設備の陥没

対象施設 ：1号
対象廃棄体：均質・均一固化体

状態変化の評価(力学的影響)

5. 1,000年後の状態変化(膨張)の影響評価 7. 1,000年後の状態変化(陥没)の影響評価

8. 1,000年後の状態変化の評価(力学的影響)のまとめ

4. 状態変化(膨張)に
必要となる条件設定

3. 状態変化の評価に用いる初期条件

6. 状態変化(陥没)に
必要となる条件設定

4.(5) 金属腐食及び可溶性塩と埋設設備
の反応による埋設設備の膨張量の設定*3

4.(4) 可溶性塩と埋設設備の反応
による埋設設備の膨張量の設定

6.(3) 埋設設備の陥没量の設定

6.(2) 可溶性塩の溶出量の設定
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3. 状態変化の評価に用いる初期条件 

状態変化の評価(力学的影響)は、埋設される廃棄体及び埋設設備の構成部材に起因した物理的・

化学的相互作用を踏まえて、覆土の低透水性への力学的影響評価を行う必要がある。そのため、埋

設される廃棄体及び埋設設備の構成部材に係る初期条件を整理する。 

(1) 廃棄物(充填固化体) 

「充填固化体の標準的な製作方法」(2)では、固体状廃棄物は以下のように分類されている。 

・高圧圧縮処理及び溶融処理を行わない場合 

・高圧圧縮処理を行う場合 

・溶融処理を行う場合(高周波誘導溶融方式、プラズマ溶融方式) 

上記分類に関し、固化体ごとの特徴は以下のとおりである。 

(ⅰ) 高圧圧縮処理及び溶融処理を行わない場合 

固体状廃棄物の仕分け分類を第 1表に、固体状廃棄物の分別(例)を第 2表に示す。 

 

第 1表 固体状廃棄物の仕分け分類(2) 

分類 仕分けする固体状廃棄物の性状 

強度分類 A 固体状廃棄物の強度が高いもの 

B 固体状廃棄物の強度が低いもの 

形状分類 1 固型化材料等が内部に充填しやすい形状のもの 

2*1 固型化材料等が内部に充填し難い形状のもの 

*1：切断又は圧縮処理を行うことにより、固体状廃棄物の充填効率の向上等のための減容を

目的に「形状分類 2」とするものもある。 
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第 2表 固体状廃棄物の分別(例)(2) 

仕分けする固体状廃棄物の種類 
強度

分類 

形状

分類 
備考 

金属類 ･金属 金属片・板類 金属板、鋼材、金属棒等 A 1  

金属配管類 金属配管等 A 1  

塊状金属類 弁等 A 1  

小物金属類等 ボルト・ナット類等 A 1  

番線類 番線、針金等 A 1  

缶類 一斗缶、ペール缶、スプレー缶等 A 2  

･コンクリー

ト類 

･ガラス類 

コンクリート類 コンクリート片、石膏ボード、土

砂等 
A 1  

ガラス類 ガラス瓶等 A 2 *2 

プラスチッ

ク類 

･塩化ビニル

類 

･プラスチッ

ク類 

･ゴム類 

管類 塩化ビニル配管等 A 1  

塩化ビニルホース等 A 2 *1 

線類 ケーブル、コード等 A 1  

片類 プラスチック片等 A 1  

ゴム片(ガスケット、ゴム板)等 B 1  

塩化ビニル片等 B 2  

箱状類 プラスチック容器等 A 2  

シート類 防炎シート、ビニルシート等、ゴ

ムシート等 
B 2  

保温材・フィ

ルタ類 

･保温材類 

･フィルタ類 

保温材類 ガラスクロス、ケイ酸カルシウ

ム、ロックウール、グラスウール

等 

B 2 *3 

フィルタ類 バグフィルタ、ロールフィルタ、

プレフィルタ等 
B 2 *3 

その他 ･多量の粉粒物 A 2 *4 

･所内ボイラの耐火煉瓦 

･焼却炉・溶融炉の耐火煉瓦及びセラミックフィルタ 
A 1 *5 

*1： 処理対象は、内径 1cm以上、長さ 50cm以上のもの 

ただし、発生量が少ないと想定される内径 1cm未満のものは「形状分類 1」とする。 

*2： ただし、片・板状のガラス類は「形状分類 1」とする。 

*3： 減容の観点から圧縮処理対象とするために「形状分類 2」とした。 

*4： 固型化材料等と一体化が困難となる多量の粉粒物について、小型混練固化の対象とする場合は、仕分

けする。 

*5： 「強度分類 A」であるが、参考文献(2)Appendix-B(廃棄体の健全性を損なうおそれのある物質について)

に示す理由から、内籠収納又は内張り容器収納とするため仕分けする。 
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(ⅱ) 高圧圧縮処理を行う場合 

固体状廃棄物の仕分け分類を第 3表に、固体状廃棄物の種類を第 4表に示す。 

 

第 3表 固体状廃棄物の仕分け分類(2) 

仕分けする固体廃棄物の種類 備考 

金属類 － 

非金属類 塩化ビニル類、プラスチック類、ゴム類、保温

材類、フィルタ類 

その他 ･所内ボイラの耐火煉瓦*1 

･焼却炉・溶融炉の耐火煉瓦及びセラミックフィ

ルタ*1 

*1：参考文献(2)Appendix-B(廃棄体の健全性を損なうおそれのある物質について)に示す理由

から、内籠収納又は内張り容器収納とするため仕分けする。 

 

第 4表 固体状廃棄物の種類(2) 

仕分けする固体状廃棄物の種類 

金属類 金属類 ・金属 金属片・板類 金属板、鋼材、金属棒等 

金属配管類 金属配管等 

塊状金属類 弁等 

小物金属類等 ボルト・ナット類等 

番線類 番線、針金等 

缶類 一斗缶、ペール缶、スプレー缶等 

非金属類 プラスチ

ック類 

・塩化ビニル

類 

管類 塩化ビニル配管等 

塩化ビニルホース等 

線類 ケーブル、コード等 

片類 プラスチック片等 

ゴム片(ガスケット、ゴム板)等 

塩化ビニル片等 

箱状類 プラスチック容器等 

シート類 防炎シート、ビニルシート等、ゴムシー

ト等 

保温材・フ

ィルタ類 

・保温材類 

・フィルタ類 

保温材類 ガラスクロス、ケイ酸カルシウム、ロッ

クウール、グラスウール等 

フィルタ類 バグフィルタ、ロールフィルタ、プレフ

ィルタ等 
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(ⅲ) 溶融処理を行う場合(高周波誘導溶融方式、プラズマ溶融方式) 

固体状廃棄物の仕分け分類(高周波誘導溶融方式，プラズマ溶融方式)を第 5表及び第 6表に

示す。 

高周波誘導溶融方式では、塊状アルミニウムを 40wt%以下として鉄系金属廃棄物と混合溶融

しており、塊状アルミニウム 40wt%以下とすることで、鉄と同様のガス発生挙動となると考え

られている(2)。 

また、プラズマ溶融方式では、塊状アルミニウムと無機廃棄物を混合しているが、酸化アル

ミニウムと無機廃棄物とで均質な溶融体が形成される範囲としていることから、酸化アルミニ

ウムとして安定した状態にあると考えられる(2)。 

 

第 5表 固体状廃棄物の仕分け分類(高周波誘導溶融方式)(2) 

仕分けする固体廃棄物の種類 備 考 

塊状アルミニウム 混合処理するために仕分けする。 

難溶融物 

(土砂、セラミックフィルタ) 

必要に応じて、投入量管理、溶融助剤の添加を

行うため、仕分けする。 

上記以外の固体状廃棄物 － 

 

第 6表 固体状廃棄物の仕分け分類(プラズマ溶融方式)(2) 

仕分けする固体廃棄物の種類 備 考 

塊状アルミニウム 混合処理するために仕分けする。 

難溶融物 

(土砂、セラミックフィルタ) 

必要に応じて、投入量管理を行うため、仕分け

する。 

上記以外の固体状廃棄物 － 
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(2) 廃棄体容器 

廃棄物埋設地に使用される廃棄体容器(ドラム缶)の仕様は、鋼製オープンドラム：JIS Z 

1600 H級(厚さ 1.6mm)又はこれと同等以上の強度及び密封性を有するものである。 

また、ドラム缶のタイプは、固体危険物及び固体非危険物並びに液体危険物及び液体非危険

物の輸送及び貯蔵容器として主に用いられている Dタイプである(3)。ドラム缶の概念図を第 2図

に示す。 

 

単位(mm) 

 

 

第 2図 ドラム缶の概念図(3) 
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(3) 埋設設備中の鉄筋 

鉄筋の仕様は、鉄筋コンクリート用棒鋼：JIS G 3112 SD345 異形鉄筋である(4)。 

(4) 廃棄物(均質・均一固化体) 

均質・均一固化体及び充填固化体の廃棄のための確認方法(5)より均質・均一固化体の廃棄体の

特徴を第 7表に示す。 

また、均質・均一固化体では、濃縮廃液等に由来する可溶性塩(硫酸塩及びほう酸塩)が含まれ

ていることから、これまでの埋設実績を第 8表に示す。 

 

第 7表 均質・均一固化体の廃棄体の特徴(5) 

固化材 種類 セメント アスファルト プラスチック 

適合材料 ・JIS R 5201(1992)に定める

ポルトランド(5種) 

・JIS R 5211(1992)に定める

高炉(A,B,C種) 

・JIS K 2207(1990)に定

める石油アスファル

トで針入度が 100以下

のストレート、ブロー

ン及び防水工事用ア

スファルト 

不飽和ポリエステル樹脂 

・エスターSNO-100G 

・ポリマール 301NA 

・ポリマール 301NB 

・ポリマール 303SB 

容器 JIS Z 1600(1993)に定める 1種 H級ドラム缶(俵積み時に 5tの荷重に耐える) 

固型化 配合 ― 固化材／固化体≧50％ 固化材／固化体≧30％ 

物性 一軸圧縮強度 1,470kPa以上 ― デュロメータ硬さ 25以上 

練混ぜ 一様に混練 

有害な空隙 少なくとも「上部空隙が 30％を超えない」ものは有害ではない 

健全性を損なうおそれの

ある物質 

1.爆発性の物質，接水時に爆発的に反応する物質 

 →危険物第五類,第三類で該当するもの 

2.揮発性の物質 

3.自然発火性の物質 

4.廃棄体を著しく腐食させる物質 

5.多量にガスを発生させる物質 

→危険物第四類で該当するもの 

→危険物第二類,第三類で該当するもの 

→危険物第一類,第三類,第六類で該当するもの 

→危険物第二類,第三類で該当するもの 

耐埋設荷重 容器と同じ(埋設時の圧壊を防止する) 

その他の確認項目 著しい破損、放射能濃度、表面密度限度、表面線量等量率、放射性廃棄物を示す標識の表

示、整理番号の表示及び固型化後の経過期間 
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第 8表 均質・均一固化体に含まれる可溶性塩の量 

 平均重量(kg/本)*1 備考 

硫酸塩 約 21 
硫酸塩は、主に BWR 廃棄体に含まれている(BWR 廃棄体 1 本

当たり、約 15kg～約 120kg含まれている)。 

ほう素 

(ほう酸塩) 
約 3.0 

ほう素(ほう酸塩)は、主に PWR廃棄体に含まれている(PWR廃

棄体 1本当たり、約 3.0kg～約 18kg含まれている)。 

*1：これまでの埋設実績から、炉型別の区別をせずに廃棄体 1本当たりに含まれる平均重量を算定。 

 

(5) 埋設設備 

1 号埋設設備では、可溶性塩と埋設設備の反応による膨張を評価する必要があるため、埋設設

備に用いられているセメント系材料を整理する。 

1 号埋設設備は、外周仕切設備、内部仕切設備、セメント系充填材及び覆いから構成されてい

るコンクリート構造物であるため、それぞれに使用されたセメント系材料の仕様を第 9表に示す。 

 

第 9表 1号埋設設備のセメント系材料仕様 

使用設備 
セメント種類 

(セメントと混和材の混合比) 

充填モルタル 
1群から 6群 

中庸熱ポルトランドセメント 

＋高炉スラグ(1：9) 

コンク

リート 

外周仕切 1群から 6群 
普通ポルトランドセメント 

＋高炉スラグ(45：55) 
内部仕切 1群から 6群 

覆い 1群から 6群 
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4. 状態変化(膨張)に必要となる条件設定 

(1) 金属の膨張量の設定に係る諸条件の設定 

金属の膨張量の設定は、埋設設備中の対象となる金属種類(金属廃棄物、廃棄体容器及び埋設設

備中の鉄筋)に対し、環境条件として酸化還元環境のうち酸化還元電位(以下「ORP」という。)及

び pHによる腐食生成物及び腐食生成物の生成による体積の膨張倍率を用いて行う。 

金属の膨張量の設定手順を以下の第 3図に示す。 

 

 

 

第 3図 金属腐食による金属の膨張量の設定手順 

  

4.(1)(ⅱ) 金属種類の設定

4.(1)(ⅲ) 金属重量の設定

4.(1)(ⅰ) 埋設設備中の環境条件の設定

4.(1)(ⅳ) 腐食生成物の設定

4.(1)(ⅶ) 金属の腐食速度の設定

4.(1)(ⅴ) 腐食膨張倍率の設定

4.(1) 金属の膨張量の設定に係る諸条件の設定

4.(2) 金属腐食による金属の膨張量の設定

4.(1)(ⅵ) 金属の表面積の設定
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(ⅰ) 埋設設備中の環境条件の設定 

金属は、周辺の環境(水や酸素)との相互作用(電気化学的腐食)を生じることが知られている。

金属の電気化学的腐食に関連する環境条件としては、主に周辺環境の水質(ORP、pH 及び水温)

並びに酸素(地下水中に含まれる溶存酸素)である。 

そのため、埋設設備中の環境条件の設定は、状態変化の評価期間において埋設設備中の環境

条件が変化することから、以下の想定される状態を考慮する。 

【最も可能性が高い設定】 

(溶存酸素について) 

埋設設備周辺の地下水中の溶存酸素は、埋設設備の設置深度(標高約 20m～約 36m)近傍の深

さを対象とした水文観測調査の結果より、検出限界以下(0.2ppm未満)であることが確認されて

いる。また、覆土前の埋設設備に存在する溶存酸素濃度は、状態変化の評価期間において、外

周仕切設備の鉄筋の腐食(酸素消費型)により消費されることが想定される。 

(ORPについて) 

埋設設備周辺の ORP は、埋設設備の設置深度(標高約 20m～約 36m)近傍の深さを対象とした

水文観測調査の結果より、-100mV以下であることが確認されているため、嫌気的条件であるこ

とが想定される。 

(pHについて) 

埋設設備中の pHは、埋設設備中の間隙水に、セメントの主成分である水酸化カルシウム、微

量成分のナトリウム並びにカリウムが溶解することから、高いアルカリ性を示すことが想定さ

れる。 

(水温について) 

廃棄物埋設地周辺の水温は、埋設設備の設置深度(標高約 20m～約 36m)近傍の深さを対象と

した水文観測調査の結果より、10℃～15℃程度であることからこれを参考に設定する。 

なお、最も可能性が高い評価期間(1,000 年後)においては、気候変動に大きな変化が生じな

いことから、最も可能性が高い設定／最も厳しい設定で共通の設定とする。  
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【最も厳しい設定】 

最も可能性が高い設定にて想定される埋設設備中の環境条件に対し、以下の変動要因を考慮

して設定する。 

(溶存酸素について) 

・廃棄物埋設地周辺の地下水からの溶存酸素の供給量 

・外周仕切設備に生じるひび割れ等による廃棄体容器及び金属廃棄物への溶存酸素の供給 

(ORPについて) 

・金属類による溶存酸素の消費量 

(pHについて) 

・セメント系材料からのナトリウムやカリウムの溶解量 

以上のことから、埋設設備中の環境条件の設定の考え方を踏まえ設定する。埋設設備中の環

境条件の設定の考え方と設定を第 10表に示す。 

 

第 10表 埋設設備中の環境条件の設定の考え方と設定 

条件 設定 設定の考え方 

ORP 

【最も可能性が高い設定】 

嫌気的条件 

【最も可能性が高い設定】 

埋設設備の設置深度近傍にて取得された溶存酸素濃度(0.2ppm 未満)及び ORP(-

100mV以下)を参考に設定する。 

【最も厳しい設定】 

嫌気的条件～好気的条件 

【最も厳しい設定】 

埋設設備中の溶存酸素の移行経路によっては、廃棄体容器及び金属廃棄物に供

給されることが考えられる。また、廃棄物埋設地周辺の地下水に含まれる溶存酸素

の供給量が変動した場合を考慮し、嫌気的条件～好気的条件を考慮する。 

pH 

【最も可能性が高い設定】 

セメント系材料に生じる一般

的な現象を考慮し、高い pHを

設定 

【最も可能性が高い設定】 

状態変化の評価期間において、セメント系材料のカルシウムシリケート水和物

が溶解することにより高い pHの状態(pH11以上)となることが考えられるため、こ

れを考慮する。 

【最も厳しい設定】 

上記に加え、セメント系材料

から Na 及び K 成分が溶出し

た場合を考慮し、更に高い pH

を設定 

【最も厳しい設定】 

セメント系材料のカルシウムシリケート水和物が溶解することに加え、Na 及び

K 成分が溶出した場合、pH が更に高い状態に推移する。金属腐食では、pH が変化

した場合、腐食膨張倍率の異なる腐食生成物が生成され、金属の膨張量が増加する

可能性があることから、これを考慮する。 

水温 

【共通】 

廃棄物埋設地周辺の水温を参

考に設定 

【共通】 

埋設設備の設置深度近傍にて取得された水温(10℃～15℃程度)を参考に設定す

る。 
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(ⅱ) 金属種類の設定 

金属種類は、「3. 状態変化の評価に用いる初期条件」で整理している。充填固化体では、金

属廃棄物として炭素鋼、ステンレス鋼及び鋳鉄が大部分を占め、その他に小物金属、番線、計

器類、缶類及びメッキ加工された金属板などが収納されている。 

一方で、金属廃棄物は、金属の種類ごとの収納量に係る情報並びにその制限(ただし、アルミ

ニウム等の除外物質を除く)がない(2)。そのため、評価の主軸となる金属種類を設定し、その他

考慮する金属種類の混合率を設定し、金属が混合された状態での影響評価を行う必要がある。 

よって、ここでは、充填固化体に含まれる金属種類を整理することで、代表とする金属種類

とその他考慮する金属種類を設定する。 

充填固化体中の金属種類を整理した結果、充填固化体中の主要な金属は鉄であることから、

代表とする金属はこれを設定する。設定した金属種類を以下の第 11表に示す。 

 

第 11表 金属種類の設定の考え方と設定 

評価対象物 

設定 

設定の考え方 代表とする 

金属種類 

その他考慮する 

金属種類 

金属廃棄物 鉄 

アルミニウム 

ニッケル 

銅 

亜鉛 

代表とする金属種類は、以下の「a. 固体状廃棄物の保

管状況」～「c. 充填固化体の開缶調査(分別)結果」よ

り、鉄とする。また、その他含まれている金属種類をあ

わせて考慮し、設定する。 

廃棄体容器 鉄 亜鉛(メッキ) 
廃棄体容器の金属種類は、JIS 規格(3)に定められている

金属種類を参考とし、設定する。 

埋設設備中の鉄筋 鉄 - 
鉄筋コンクリートに用いられる金属種類は、鉄として設

定する(4)。 
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a. 固体状廃棄物の保管状況 

代表とする金属種類に関しては、平成 5 年度～7 年度に実施した第一次、第二次開缶調査

結果を参考とし、全国の原子力発電所に保管されている固体状廃棄物(ドラム缶への充填固

化前)の保管量(当時)を基に算出した結果(6)より設定を行う。 

開缶調査を実施するドラム缶の選定を行うため、原子力発電所に保管された固体状廃棄物

の調査データが整理されている。全国の原子力発電所の固体状廃棄物の保管量を第 12 表に

示す。 

 

第 12表 全国の原子力発電所の固体状廃棄物保管量(200Lドラム缶換算)(6) 

ドラム缶分類 累積保管量(本) 構成比率(%) 

金属類 138,035 47 

塩ビ・ゴム類 36,492 12 

保温材 36,194 12 

フィルタ 30,474 10 

コンクリート／ガラス類 13,050 4 

その他 43,875 15 

合計 298,120 100 
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b. 固体状廃棄物の重量構成 

「a. 固体状廃棄物の保管状況」にて整理された構成比率の調査結果を基に、BWR及び PWR

より開缶調査対象とするサンプリング選定を行っている。開缶調査は、BWRが 104本、PWRが

50本のサンプリング本数であり、金属類のドラム缶の選定に関しては、全国の原子力発電所

に保管されている重量分布に類似するように選定されている(6)。充填固化体の重量に関する

調査をした結果を第 13表に示す。 

第 13表より、充填固化体の力学的影響(膨張)の評価においては、構成比率が約 80%と大半

を占める金属類を選定した。 

 

第 13表 ドラム缶分類別廃棄物総重量(6) 

ドラム缶分類 ドラム缶数量(本) 総重量(kg) 構成比率(%) 

金属類 90 12,225 79 

塩ビ・ゴム類 24 1,100 7 

保温材 24 863 6 

廃フィルタ 10 257 2 

コンクリート／ガラス類 6 867 6 

合計 154 15,312 100 

 

c. 充填固化体の開缶調査(分別)結果 

第一次開缶調査により判明している廃棄物の分別結果を第 14表に示す。 

開缶調査結果(6)より、代表とする金属種類は、充填固化体に含まれる内容物に基づき、鉄

が主要な金属種類であるとし、これを設定する。 
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第 14表 第一次開缶調査結果の廃棄物の分別結果(6) 

  

 

金属板 34.7 34.7 14.1 ◎ 金属板
鋼材 24.4 59.1 9.9 ◎ アングル
ドラム缶 15.3 74.4 6.2 ◎ 金属板
足場クランプ 8.4 82.8 3.4 ◎ 足場クランプ
金属片 8.0 90.8 3.2 ◎ 金属板
工具類 1.6 92.4 0.7 - -
アンカー 1.1 93.5 0.4 - -
ベアリング 1.1 94.5 0.4 - -
金網 1.0 95.6 0.4 - -
配管 77.8 77.8 22.9 ◎ 配管
フランジ 13.9 91.7 4.1 ◎ 配管
電線管 3.3 95.0 1.0 - -
カップリング 2.0 97.0 0.6 - -
足場パイプ 1.6 98.7 0.5 - -
弁 65.9 65.9 13.1 ◎ 弁
スチームトラップ 18.3 84.2 3.6 ◎ 弁
ストレーナ 7.3 91.5 1.4 ◎ 弁
マスク用フィルタ 2.1 93.6 0.4 - -
ドアノブ 1.4 95.1 0.3 - -
スイッチボックス 1.3 96.4 0.3 - -
コンクリート 55.6 55.6 2.2 ◎ コンクリート
石膏ボード 34.1 89.7 1.4 ◎ 石膏ボード
サンダー刃 4.7 94.4 0.2 - -
ガラス瓶 4.4 98.8 0.2 - -
ガラス類 1.1 99.9 0.0 - -
ボルト・ナット類 91.6 91.6 2.4 ◎ ボルト・ナット
金属端子 7.8 99 .4 0.2 - -
番線 76.6 76.6 1.7 ◎ 番線
針金 10.8 87.4 0.2 ◎ 番線
溶接棒 4.6 92.0 0.1 ◎ 番線
ワイヤ 4.4 96.4 0.1 - -
ケーブル線 1.8 98.1 0.0 - -
計器 55.6 55.6 0.5 - -
センサー 44.1 99.7 0.4 - -
ゴミ屑 77.0 77.0 0.3 - -
砂 23.0 100.0 0.1 - -
缶 48.9 48.9 48.9 ◎
PT缶 15.4 64.3 15.4 ◎
一斗缶 14.4 78.7 14.4 ◎
ペール缶 11.9 90.6 12.9 ◎
スプレー缶 9.0 99.6 9.0 ◎

型式重量割合
（%）

判定
廃棄物分類 具体的廃棄物品名

廃棄物
分類名

重量割合
（%）

累積重量
（%）

具体的
廃棄物名

重量割合
（%）

4.0 93.9

金属片
・板類

40.6 40.6

金属配管類 29.4 70.0

累積重量割合
（%）

一斗缶
ペール缶

スプレー缶
A2

代表模擬
廃棄物品目

1.0 99.7計器類

屑 0.3 100.0

A1

缶類 100.0 100.0

小物金属 2.6 96.4

番線類 2.3 98.7

塊状金属類 19.8 89.8

コンクリート片
・ガラス類

品名 寸法 決定理由・根拠

コンクリート H70×W70×L70 開缶調査結果より推定した標準的な寸法 2

模擬廃棄物仕様 模擬廃棄物
組成（%）

廃棄版
型式

廃棄物
分類名

選定した模擬廃棄物の寸法

-

配管（直管）

A
圧縮

缶類

スプレー缶

一斗缶
ペール缶

-

番線

A
非圧縮

金属片
・板類

金属配管類

塊状金属類

コンクリート片
・ガラス類

小物金属

番線類

計器類

屑

足場クランプ

アングル

金属板 W500×L500×t3
W500×L600×t3
W500×L200×t3
W50×L700×t6
W50×L500×t6
W50×L200×t6

H30×W70×L270

ボルト・ナット

石膏ボード

弁

配管（曲管）

平板状の金属廃棄物を重量割合の多い金属板で代表
寸法は開缶調査結果より得られた寸法分布の最頻値

L型アングル、H鋼などの鋼材を重量割合の多いアング
ルで代表
寸法は開缶調査結果より得られた寸法分布の最頻値

標準的な寸法

フランジ等を注入性の劣る配管で代表
寸法は開缶調査結果より得られた寸法分布の最頻値
かつ空隙評価結果より注入性を確保すべき最小径
寸法は開缶調査結果より得られた寸法分布の最頻値
かつ空隙評価結果より注入性を確保すべき最小径
形状が比較的複雑で内部空隙の残りやすい弁で代表

寸法は、配管と同一口径とし、開缶調査より得られた寸
法分布の最頻値の弁も加えた

20A×L300、600

" （単片L100)

20A、50A

開缶調査結果より推定した標準的な寸法

重量割合の多いボルト・ナットで代表
寸法は開缶調査結果より得られた寸法分布の最頻値

H200×W200×t10

M10×L100

重量割合の多い番線で代表
寸法は通常使用される10番線（約3mm）を使用

標準的な寸法

標準的な寸法

-

-

240□×H350
290φ×H350
70φ×H200

外形3φ×L250

48

2

3

2

52

26

11

4

27

3

21
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(ⅲ) 金属重量の設定 

金属重量は、埋設設備ごとの仕様(設備形状、廃棄体の重量制限)により異なるこ

とから個別に算出し、設定する。 

a. 金属廃棄物重量の設定 

2 号及び 3 号埋設設備の金属廃棄物の重量は、文献(6)の密収納時(非圧縮体)に

おける最大重量が 305kg(第 15 表参照)である。また、2 号埋設設備の埋設実績よ

り、2 号埋設設備に対する平均値の最大重量 279.8kg(第 16 表参照)であることか

ら、これらを参考とする。 

以上のことから、1 本当たりの廃棄体重量を 310kg として設定し、埋設設備ご

との埋設本数を乗算することで設定する。 

金属廃棄物重量の設定に当たっては、以下の観点から妥当である。 

・金属腐食による金属の膨張は、埋設設備 1 基単位での変形挙動による評価であ

ること 

・2 号埋設設備の埋設実績において、1 本当たりの金属廃棄物の重量が大きな廃

棄体(高圧圧縮体及び溶融体)の割合は、約 6%であり非常に少ないこと 

・廃棄体重量（310kg/本）は、廃棄体容器に密充填した際の金属重量（305kg/本）

を包含していること 

1 号埋設設備は、2 号及び 3 号埋設設備とは異なり重量制限(500kg/本)である

ことから、埋設実績を踏まえた金属廃棄物重量の設定を行うことが出来ない。 

そのため、廃棄体製作技術(6)より廃棄体に含まれる上部空隙(約 10%以下)及び

理論上収納できる金属量を考慮し、設定する。 

廃棄体製作技術(6)にて整理されている廃棄体の収納状態、重量及び試験実施状

況を参考とし第 15 表に収納重量に関するデータを示す。 

また、2 号埋設設備の廃棄物の受入実績を第 16 表に示す。 
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第 15 表 固体状廃棄物の収納重量、固型化材料等の充填体積等(6) 

固型化対象物の種類 収納容器 
固体状廃棄物の

収納重量(kg) 

固型化後重量 

(kg) 

固型化材料等の

充填体積*6(L) 

金属類 ドラム缶 301～305 662～694 163～165 

プラスチック類 
内籠容器 36～40 462～484 175～179 

内張容器 36 446 135 

圧縮体*1 ドラム缶 94*3 350 102 

圧縮体*2 ドラム缶 178*4 401 86 

溶融体 ドラム缶 735～742*5 867～878 50～53 

高圧圧縮体 

(非金属

類)*7 

圧縮力約 1,000t 

縦絞り縮径あり 
ドラム缶 280*9 436 58 

圧縮力約 1,500t 

縦絞り縮径なし 
ドラム缶 245*10 392 59 

高圧圧縮体 

(金属類)＊8 

圧縮力約 1,000t 

縦絞り縮径あり 
ドラム缶 597*11 808 82 

圧縮力約 1,500t 

縦絞り縮径なし 
ドラム缶 737*12 894 71 

*1： 保温材・フィルタ類及び圧縮対象のプラスチック類の圧縮体 

*2： 圧縮対象の金属類の圧縮体 

*3： 圧縮用容器(120L)の重量(約 45kg，約 11kg×4 個)を含む 

*4： 圧縮用容器(120L)の重量(約 90kg，約 11kg×4 個)を含む 

*5： キャニスタの重量(約 140kg)を含む 

*6： 
固型化材料等のドラム底部からの注入高さの目標値を非圧縮物及び圧縮体は 780mm、溶融体

は 820mm とした。 

*7： 高圧圧縮対象の非金属類の高圧圧縮体 

*8： 高圧圧縮対象の金属類の高圧圧縮体 

*9： 高圧圧縮処理用容器(200L)の重量(約 120kg，約 30kg×4 個)を含む 

*10： 高圧圧縮処理用容器(155L)の重量(約 63kg，約 13kg×5 個)を含む 

*11： 高圧圧縮処理用容器(200L)の重量(約 90kg，約 30kg×3 個)を含む 

*12： 高圧圧縮処理用容器(155L)の重量(約 63kg，約 13kg×5 個)を含む 
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第 16 表 2 号埋設設備における廃棄物の受入実績 
 

1 群 2 群 3 群 4 群 5 群 6 群 平均

値 A B A B A B A B A B A 

平 均 廃 棄 物 収

納重量(kg/本) 
205.4 201.1 230.5 226.3 199.4 217.0 213.4 190.5 208.7 176.2 192.1 205.5 

平 均 廃 棄 体 重

量(kg/本) 
598.9 581.8 589.8 574.6 565.0 567.2 556.9 539.2 544.9 530.9 531.0 561.8 

金 属 類 廃 棄 物

の割合(%) 
88.9 83.2 81.0 72.1 74.5 75.5 71.0 62.5 66.6 64.6 58.8 72.6 

溶融体，高圧圧

縮体の割合(%) 
0.0 0.4 6.9 9.1 4.3 6.4 6.9 4.0 5.3 1.6 2.1 4.3 

そ の 他 の 割 合

(%) 
11.1 16.8 19.0 27.9 25.5 24.5 29.0 37.5 33.4 35.4 41.2 27.4 

平 均 金 属 類 廃

棄 物 収 納 重 量

(kg/本) 

220.2 225.2 263.2 279.8 237.6 256.3 263.9 252.0 261.5 221.6 255.0 248.8 

 

ここで、金属廃棄物の重量の算出について、3 号廃棄物埋設地を例に以下に示す。 

金属重量�kg 基⁄ � = 金属廃棄物重量�kg 本⁄ �× 廃棄体本数�本 基� � 

= 310�kg 本⁄ �× 26,400�本 基� � 

= 8,184,000�kg 基⁄ �               

 

上記の算出方法に従い、埋設設備ごとに算出した結果を第 17 表に示す。 

 

第 17 表 金属廃棄物重量の設定値 

条件 
金属重量(kg/基) 

対象設備：3 号 対象設備：1 号 *1 対象設備：2 号 

金属廃棄物 8,184,000 282,624 4,017,600 

*1：金属廃棄物重量(kg/基)は、1 号埋設設備の重量制限(500kg/本)、鉄の密度(7,874kg/m3)

及びモルタルの比重(2,100kg/m3)を用いて算定した 55.2kg/本より、設定した。 
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b. 廃棄体容器重量の設定 

1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設地に使用される廃棄体容器(ドラム缶)の仕様は、

JIS Z 1600(3)の H 級ドラム缶として共通であることから、同一の考え方に基づい

て設定を行う。 

H 級ドラム缶は最小質量として 27.0kg と規定されていることから、1 本当たり

30kg として設定する。 

ここで、廃棄体容器の重量の算出について、3 号廃棄物埋設地を例に以下に示

す。 

金属重量�kg 基⁄ � = 廃棄体容器重量�kg 本⁄ � × 廃棄体本数�本 基� � 

= 30�kg 本⁄ �× 26,400�本 基� �  

= 792,000�kg 基⁄ �                          

 

上記の算出方法に従い、埋設設備ごとに算出した結果を第 18 表に示す。 

 

第 18 表 廃棄体容器重量の設定値 

条件 
金属重量(kg/基) 

対象設備：3 号 対象設備：1 号 対象設備：2 号 

廃棄体容器 792,000 153,600 388,800 

 

c. 埋設設備中の鉄筋重量の設定 

埋設設備中の鉄筋の重量は、設計図書から鉄筋径、配置本数及び延長を算出し、

設定する。 

埋設設備ごとに算出した結果を第 19 表に示す。 

 

第 19 表 埋設設備中の鉄筋重量の設定値 

条件 
金属重量(kg/基) 

対象設備：3 号 対象設備：1 号 対象設備：2 号 

埋設設備中の鉄筋 1,357,000 127,000 415,000 
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(ⅳ) 腐食生成物の設定 

腐食生成物の設定は、埋設設備中の環境条件により生成が予想される腐食生成物

の形態が異なるため、最も可能性が高い設定／最も厳しい設定に区分けし、腐食生

成物に関連するパラメータを考慮した上で設定する。 

腐食生成物の設定では、「4.(1)(ⅰ) 埋設設備中の環境条件の設定」において設定

した環境下に対し、生成される腐食生成物を定量的に同定した知見がないことから、

以下の考え方に基づき設定する。 

最も可能性が高い設定は、「4.(1)(ⅰ) 埋設設備中の環境条件の設定」において設

定した環境条件及び文献(7)～(9)を参考に最も安定に存在し得る腐食生成物を抽出し、

設定する。環境条件に適合した腐食生成物が複数存在する場合又は、最も安定に存

在し得る腐食生成物の設定が困難である場合は、金属腐食に伴う膨張に大きく寄与

すると考えられる腐食生成物(非晶質を含む)を選定する。 

最も厳しい設定は、環境条件及び文献(9)～(13)を参考に、覆土の低透水性への影響

評価の観点から、金属腐食に伴う膨張に大きく寄与すると考えられる腐食生成物(非

晶質を含む)を設定する。 

上記の設定方針に従い、代表とする金属種類及びその他考慮する金属種類ごとに

最も可能性が高い設定／最も厳しい設定の考え方及び設定する腐食生成物を第 20

表に示す。 

ここで、充填固化体では、金属廃棄物として炭素鋼、ステンレス鋼及び鋳鉄が大

部分を占めていることから、代表とする金属種類である鉄に対する腐食生成物(マ

グネタイト)の設定の考え方について、参考資料 3「2.(3) 解析による推定」に詳細

を示す。 

腐食生成物は、金属腐食の進行とともに変化する環境条件及び生成される腐食生

成物の影響により時間変遷とともに変化する。一方で、時間変遷を考慮した生成さ

れる腐食生成物の定量的な推定を行うことは、困難である。 

そのため、腐食生成物の設定においては、金属腐食に伴う膨張量を評価するた

め、代表とする金属種類及びその他考慮する金属種類が第 20 表により設定した腐

食生成物に全て変化することとした。 

なお、1 号廃棄物埋設地では、均質・均一固化体に含まれる可溶性塩による腐食

生成物への影響を考慮する。可溶性塩による腐食生成物への影響を評価した文献(9)

に基づき、可溶性塩を考慮した環境条件下において、腐食膨張倍率が大きな腐食生

成物である水酸化物を設定する。ここで、アルミニウムにおいては、文献(9)より腐
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食膨張倍率の大きな腐食生成物(7.1 倍)を生成する可能性が示唆されている。しか

しながら、アルミニウムは、文献(2)より除去する廃棄物として区分されており、分

別除去後の調査結果としては、廃棄体 1本当たりの平均重量が 0.109kg(鉄の約 1,000

分の 1 以下)であることから、腐食膨張倍率の大きなアルミニウムの腐食生成物に

よる影響は無視できる。 

 

第 20 表 腐食生成物の設定及び設定の考え方 

条件 設定 設定の考え方 

代表とする 

金属種類 *1 
鉄 

【 最 も可 能性 が 高

い設定】 

Fe3O4 

【最も可能性が高い設定】 

複数の文献において生成すること及び安定な結晶性

の腐食生成物であることから Fe3O4(マグネタイト)を

設定する。 

【最も厳しい設定】 

Fe(OH)2 

【最も厳しい設定】 

複数の腐食生成物が確認されているが、金属腐食に

伴う膨張に大きく寄与する Fe(OH)2(水酸化鉄(Ⅱ))を

設定する。 

その他考慮

する 

金属種類 

アルミニウム 

ニッケル 

銅 

亜鉛 

【 最 も可 能性 が 高

い設定】 

・Al(OH)3 

・Ni(OH)2 

・Cu 

・Zn(OH)2 

【最も可能性が高い設定】 

それぞれの金属種類に対して複数の腐食生成物が確

認されているが、金属腐食に伴う膨張に大きく寄与す

る水酸化物を設定する。 

ただし、銅に関しては、最も可能性が高い設定の環

境条件下では腐食しないことから銅のままとして設定

する。 

【最も厳しい設定】 

・Al(OH)3 

・Ni(OH)2 

・Cu(OH)2 

・Zn(OH)2 

【最も厳しい設定】 

複数の腐食生成物が確認されているが、金属腐食に伴

う膨張に大きく寄与する水酸化物を一律設定する。 

*1：1 号廃棄物埋設地では、均質・均一固化体中に含まれる可溶性塩による影響を考慮している。 
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(ⅴ) 腐食膨張倍率の設定 

腐食膨張倍率は、第 20 表より設定した腐食生成物を用いて設定する。 

埋設設備中の金属割合が文献(6)より定量的に設定することが困難であることから、

「代表とする金属種類(鉄)」の腐食膨張倍率を基準とし、「その他考慮する金属種類」

の金属単体ごとの腐食膨張倍率の混入率(wt%)をパラメータとし、金属が混合され

た状態での腐食膨張倍率の評価を行う。 

a. 腐食生成物の腐食膨張倍率の算定 

金属の腐食に伴う腐食生成物は、腐食に伴い酸素を取り込み形成される。その

ため、拘束などがない環境において生成する腐食生成物は、かさ密度*1 と呼ばれ

るもので評価されることが実態である。一方で、廃棄物埋設地においては、埋設

設備の周囲が覆土により拘束された状態である。いずれの場合においても、かさ

密度を考慮した定量的な腐食生成物の膨張倍率に関する知見がない。そのため、

ICSD の無機結晶構造データベース(化学情報協会)(9)に示される理論密度を用い

て、重量 1.0kg の金属の体積 V1 が腐食し、酸化物あるいは水酸化物となった場合

の体積 V2 の比より、理論的な膨張率(β)を求める。鉄を例とした際の算出方法を

第 4 図に示す。 

*1：かさ密度とは、質量からかさ容積を除した密度を指す。また、かさ容積は、開気孔(外部

に通じている気孔)閉気孔(固体内に閉じ込められている気孔)両方の体積を含んだ容積

である (14)。 

 

 

 

第 4 図 鉄の膨張倍率の算定方法  
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金属の膨張率の算定方法としては、第 21 表に示す金属のモル質量などから算

出を行う。 

ここで、金属元素(A,B 及び C)としたとき、これらが含まれる化合物(Aa,Bb,Cc,Od

及び He)を考える。化合物 1mol 中には a,b 及び c mol の A,B 及び C が存在する。 

よって、1mol の化合物(体積𝐿𝐿𝑋𝑋,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐿𝐿𝐴𝐴𝑎𝑎𝐵𝐵𝑏𝑏𝐶𝐶𝑐𝑐𝑂𝑂𝑑𝑑𝐻𝐻𝑒𝑒の中)に含まれる金属元素が金

属として存在するときの総モル質量(∑𝑊𝑊𝑋𝑋,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀)及び総モル体積(∑𝐿𝐿𝑋𝑋,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀)は以下

の式で表される。 

�𝑊𝑊𝑋𝑋,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝐴𝐴 + 𝑏𝑏𝑎𝑎𝐵𝐵 + 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐 

�𝐿𝐿𝑋𝑋,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑎𝑎𝐿𝐿𝐴𝐴 + 𝑏𝑏𝐿𝐿𝐵𝐵 + 𝑐𝑐𝐿𝐿𝑐𝑐 

このとき、体積膨張率(β)は、以下の式で表すことができる。 

𝛽𝛽𝐴𝐴𝑎𝑎𝐵𝐵𝑏𝑏𝐶𝐶𝑐𝑐𝑂𝑂𝑑𝑑𝐻𝐻𝑒𝑒 = 𝐿𝐿𝐴𝐴𝑎𝑎𝐵𝐵𝑏𝑏𝐶𝐶𝑐𝑐𝑂𝑂𝑑𝑑𝐻𝐻𝑒𝑒 �𝐿𝐿𝑋𝑋,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀�  

すなわち、一般式は以下となる。 

𝛽𝛽𝑋𝑋 = 𝐿𝐿𝑋𝑋,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 �𝐿𝐿𝑋𝑋,𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀�  

 

第 21 表 金属化合物の体積膨張率(β)一覧 

 モル質量 

(g/mol) 

真密度 

(g/cm3) 

Lmetal 
(cm3/mol) 

金属 

原子数 

LComp 
(cm3/mol) 

β 

Fe 55.845 7.860 7.105 1 7.105 1.00 

Fe3O4(Magnetite) 231.533 5.170 7.105 3 14.928 2.10 

Fe(OH)2 89.860 3.400 7.105 1 26.429 3.72 

Ni 58.693 8.900 6.595 1 6.595 1.00 

Ni(OH)2 92.708 4.100 6.595 1 22.612 3.43 

Al 26.982 2.700 9.993 1 9.993 1.00 

Al(OH)3 (Amorphous 

aluminum hydroxide) 
78.004 2.420 9.993 1 32.233 3.23 

Cu 63.546 8.960 7.092 1 7.092 1.00 

Cu(OH)2 97.561 3.368 7.092 1 28.967 4.08 

Zn 65.380 7.140 9.157 1 9.157 1.00 

Zn(OH)2(beta-

Zn(OH)2) 
99.395 3.053 9.157 1 32.557 3.56 
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第 20 表の腐食生成物の設定及び第 21 表の金属化合物の体積膨張率より、腐

食膨張倍率の設定を行う。 

最も可能性が高い設定は、代表とする金属種類(鉄)の腐食生成物であるマグネ

タイト(β：2.1)を基準とし、その他考慮する金属種類の腐食生成物である水酸化

物(例えば、Ni(OH)2 の β：3.43)の金属単体ごとの混入率(wt%)をパラメータとし、

金属が混合された状態での腐食膨張倍率を評価したものを第 5 図に示す。 

最も厳しい設定は、最も可能性が高い設定と同様の考え方に基づき、代表とす

る金属種類(鉄)の腐食生成物である水酸化鉄(Ⅱ)(β：3.72)に対して評価したも

のを第 6 図に示す。 

以上の設定・評価を踏まえ、腐食膨張倍率を第 22 表のとおり設定する。 

 

第 22 表 腐食膨張倍率の設定値 

条件 設定値 設定の考え方 

腐食膨張 

倍率 

【最も可能性が高

い設定】 

3 倍 

【最も可能性が高い設定】 

代表とする金属種類(鉄)の腐食生成物を Fe3O4(マグネタイ

ト)とし、その他考慮する金属種類の混入率を 0wt%-50wt%の幅

で設定し、金属が混合された状態での腐食膨張倍率を評価した

結果、いずれも腐食膨張倍率は 3 倍以下であることから、3 倍

と設定する。 

【最も厳しい設定】 

4 倍 

【最も厳しい設定】 

環境条件の変動を考慮し、設定した代表とする金属種類並び

に非晶質の水酸化物を設定したその他考慮する金属種類の混入

率を 0wt%～50wt%の幅で評価した結果、いずれも腐食膨張倍率

は 4 倍以下であることから、4 倍と設定する。 
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第 5 図 最も可能性が高い設定(Fe3O4(腐食膨張倍率：2.10)を基準)における 

金属が混合された場合の腐食膨張倍率 

 

 

 

第 6 図 最も厳しい設定(Fe(OH)2(腐食膨張倍率：3.72)を基準)における 

金属が混合された場合の腐食膨張倍率 
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(ⅵ) 金属の表面積の設定 

金属の腐食膨張量を算出する際に必要となる表面積について、構成部材ごとの設

定値を第 23 表に示す。 

 

第 23 表 金属の表面積/比表面積の設定値 

構成部材 対象設備 表面積／比表面積 備考 

金属廃棄物 
共通 8.8×10-2(m2/kg) 溶融体を除く 

共通 2.18(m2/本) 溶融体のみ 

廃棄体容器 共通 4.36(m2/本)  

埋設設備中の鉄筋 

3 号 19,000(m2)  

1 号 3,000(m2)  

2 号 11,000(m2)  

 

a. 金属廃棄物 

(a) 充填固化体のうち溶融処理を行わない場合 

充填固化体には、金属板、番線、配管など様々な寸法・形状の廃棄物が含ま

れている。これら個々に対する表面積を設定することは、収納物の取扱上、困

難であるため、文献(6)に記載されている調査・算出された廃棄物の単位重量当

たりに含まれる金属廃棄物の表面積(第 24 表参照)のうち値の大きなものを設

定する。 

文献(6)では、金属廃棄物からのガス発生量の観点から、廃棄体に含まれる鉄

系金属の表面積を固体状廃棄物の開缶調査より算定している。 

算定に当たっては、廃棄体に収納する廃棄物量が 1 本ごとに異なると考えら

れることから、廃棄物の単位重量当たりに含まれる金属廃棄物の表面積(m2/kg)

を調査し、廃棄物の収納重量から金属の表面積(m2/本)を算出できるようにして

いる(6)。 

具体的な鉄系金属の表面積は、金属片、配管、管、番線類等の代表的な廃棄

物ごとに分類し、代表的な廃棄物の重量値及び表面積測定値から比表面積(鉄

系金属の重量当たりの表面積)を算出した後、これに全鉄系金属の代表的な廃

棄物ごとの総重量を乗じることで算出している(6)。算出された鉄系金属の表面

積は、第 24 表のとおりである。第 24 表より、充填固化体のうち溶融処理を行

わない場合の比表面積を 8.8×10-2(m2/kg)として設定する。  
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第 24 表 鉄系金属の表面積(6) 

発電所炉形式 分類 鉄系金属総表面積(m2) 廃棄物総重量(kg) 表面積(m2/kg)*1 

BWR A 497.73 6,310 7.9×10-2 

PWR A 730.30 4,870 8.8×10-2 

*1：廃棄物単位重量当たりの金属表面積(m2/kg)＝金属総表面積(m2)/廃棄物総重量(kg) 

 

(b) 充填固化体のうち溶融処理を行う場合 

充填固化体のうち溶融処理を行う廃棄体は、ドラム缶に収納できる形状にて

製作される。 

そのため、溶融処理以外の廃棄体とは異なり表面積は、溶融処理後の形状に

依存することから、ドラム缶の表面積と同様とする。表面積を以下のとおり設

定する。 

表面積𝐴𝐴 = (2 × π × 𝑅𝑅2) + (2 × π × 𝑅𝑅 × ℎ) 

= 2.182361�m2 本⁄ � ≒ 2.18�m2 本⁄ � 

ドラム缶直径 φ ：5.85×10-1(m) 

ドラム缶半径 R ：φ/2(m) 
ドラム缶高さ h ：8.95×10-1(m) 

 

b. 廃棄体容器 

充填固化体に用いられるドラム缶は標準的な製作方法に基づき、JIS Z 1600(3)

のうち H 級ドラム缶であることから、H 級ドラム缶の寸法を参考に以下のとおり

算出し設定を行う。 

なお、表面積の算出においては、ドラム缶の内・外側両方の面積を合計した値

とする。 

表面積𝐴𝐴 = 2 × (2 × π × 𝑅𝑅2) + 2 × (2 × π × 𝑅𝑅 × ℎ) 

= 4.364722�m2 本⁄ � ≒ 4.36�m2 本⁄ � 

ドラム缶直径 φ ：5.85×10-1(m) 

ドラム缶半径 R ：φ/2(m) 
ドラム缶高さ h ：8.95×10-1(m) 
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c. 埋設設備中の鉄筋 

埋設設備中の鉄筋に関しては、設計図書を参考に構成部材ごと(覆い、底版、側

壁及び内部仕切)に含まれる鉄筋の重量、本数及び総延長から鉄筋径ごとに算出・

集計した値を参考に設定を行う。 

なお、鉄筋に係る単位質量、公称直径、断面積及び周長は JIS G 3112(4)に基づ

く。 

(a) 3 号埋設設備 

総表面積(m2) =覆いの鉄筋表面積(m2)+底版の鉄筋表面積(m2)+側壁の鉄筋表

面積(東西方向 2 枚+南北方向 2 枚)(m2)+内部仕切壁の鉄筋表

面積(m2)(東西方向 10 枚+南北方向 5 枚) 

= 3,416.4 + 4,948.6 + 3,517.5 + 6,243.2 

= 18,125.7(m2) ≒ 19,000(m2) 

(b) 1 号埋設設備 

総表面積(m2) =覆いの鉄筋表面積(m2)+底版の鉄筋表面積(m2)+側壁の鉄筋表

面積(東西方向 2 枚+南北方向 2 枚)(m2)+内部仕切壁の鉄筋表

面積(m2)(東西方向 3 枚+南北方向 3 枚) 

= 871.2 + 966.8 + 743.3 + 375.0 

= 2,956.3(m2) ≒ 3,000.0(m2) 

(c) 2 号埋設設備 

総表面積(m2) =覆いの鉄筋表面積(m2)+底版の鉄筋表面積(m2)+側壁の鉄筋表

面積(東西方向 2 枚+南北方向 2 枚)(m2)+内部仕切壁の鉄筋表

面積(m2)(東西方向 5 枚+南北方向 5 枚) 

= 1942.7 + 2,586.0 + 2,362.2 + 3,711.4 

= 10,602.3(m2) ≒ 11,000.0(m2) 
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(ⅶ) 金属の腐食速度の設定 

金属の腐食に伴う膨張量は、環境に応じた金属の腐食速度に状態変化の評価期間

を掛け合わせた際の腐食生成物として失われた金属質量より求めることができる。 

膨張量の算出に必要となる金属の腐食速度を求める手法は、一般的に重量法(15)、

ガス発生法(16)(17)及び電気化学法(18)(19)が知られている。 

廃止措置の開始後の最も可能性が高い評価期間(1,000 年後)の金属の腐食速度は、

「4.(1)(ⅰ) 埋設設備中の環境条件の設定」を考慮し、適切な分析手法により求め

られる値を参考に設定する。 

a. 腐食速度の測定手法の選定 

腐食速度の測定は、前述のとおり 3 つの手法により試験が実施されている。 

なお、日本産業規格や学会基準などにより広く定義された測定手法はなく、実

務者が測定手法に対して、精度良く分析すべく様々な手法が考案されているもの

である。 

最も可能性が高い評価期間(1,000 年後)においては、想定する環境条件に適し

た測定手法により取得された値を参考に、腐食速度を設定する必要がある。 

そのため、腐食速度の測定手法に関して、手法ごとの特徴、測定誤差の要因及

び対応する環境を整理することで適した測定手法の選定を行う。腐食速度の測定

手法の特徴を第 25 表に示す。 
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第 25 表 腐食速度の測定手法の特徴 

測定手法 特徴 測定誤差の要因 
対応する 

環境条件 

重量法 

試験前後の重量差から直接的に腐

食速度を求める。 

表面に皮膜が形成する場合には、

化学的あるいは電解により除去

し、母材の腐食減量を測定する。 

 腐食生成物の除去率のばらつ

き(脱スケールの処理) 

 天秤の測定誤差 

 試験前後の試験片の乾燥処理 

好気的／ 

嫌気的条件 

ガス発生法 

腐食反応に伴う水素ガスの発生量

を計測し、ファラデーの法則によ

り間接的に腐食速度を求める。 

 溶存酸素の試験系内への混入 

 水素発生を伴わないカソード

反応(酸化還元反応) 

嫌気的条件 

電気 

化学法

(20) 

ターフェル 

外挿法 

定常分極曲線の半対数プロットで

逆反応が無視できる分極範囲(＞

70mV)から外挿により電流密度を

求める。 

 皮膜成長の影響 

好気的／ 

嫌気的条件 

直接 

分極抵抗法 

腐食電位近傍の分極曲線の直線部

分の勾配から腐食速度を求める。 

 比例定数の正確さ 

 

【最も可能性が高い設定】 

第 10 表の環境条件の設定に基づき、第 25 表から環境条件に適用した測定手法

を選定する。測定手法は、環境条件が嫌気的条件であり、金属類が水素発生型の

腐食挙動を示すと想定されることから、ガス発生法により取得された腐食速度が

適切であると判断し、これを選定する。 

【最も厳しい設定】 

第 10 表の環境条件の設定では、ORP 及び pH が幅を持って変動すると整理され

ている。刻々と変化する環境条件下では、局部腐食(孔食)の発生や異種金属接触

腐食が生じることが予想され、試験的に求める腐食速度を均一腐食として評価す

ることが困難である。そのため、腐食速度の選定を行わない。 

b. ガス発生法により取得された腐食速度の整理 

第 10 表の最も可能性が高い設定の環境条件と試験条件が類似し、かつガス発

生法により腐食速度を取得・評価した文献の一例を第 26 表に示す。 

第 26 表のうち、温度環境が比較的高い状態で取得された腐食速度は、第 10

表の環境条件に適したものではないため、No.1,3,9 及び 12(No.12 は 25.5℃のデ

ータのみ)により取得された値が適切であると判断する。  
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第 26 表 ガス発生法による腐食速度に関する知見*1,*2 

No. 著者 
腐食速度 

(μm/y) 
材料 環境条件 

1 

Kreis ら 

0.005～0.01 

炭素鋼 

温度：20℃、水質：水酸化カルシウム系、pH：12.8、試

験期間：240 日 

2 0.065～0.02 
温度：20℃、水質：NaOH,KOH、pH：12.8、試験期間：80、

240 日 

3 

藤沢ら 

0.002 

炭素鋼 

温度：15℃、水質：セメントモルタル共存、pH：-、試験

期間：365 日 

4 0.001 
温度：30℃、水質：セメントモルタル共存、pH：-、試験

期間：365 日 

5 0.01 
温度：45℃、水質：セメントモルタル共存、pH：-、試験

期間：2 ヶ月 

6 

三原ら 

0.4 

炭素鋼 

温度：50℃、水質：人工海水+NaOH、pH：10、試験期間：

6 ヶ月 

7 0.02 
温度：50℃、水質：人工海水+NaOH、pH：12、試験期間：

6 ヶ月 

8 0.02 
温度：50℃、水質：人工海水+NaOH、pH：13.5、試験期間：

6 ヶ月 

9 

廣永ら 

0.003 

炭素鋼 

温度：15℃、水質：OPC モルタル浸漬水、pH：12.4、試験

期間：6 ヶ月 

10 0.01 
温度：30℃、水質：OPC モルタル浸漬水、pH：12.4、試験

期間：6 ヶ月 

11 0.08 
温度：45℃、水質：OPC モルタル浸漬水、pH：12.4、試験

期間：6 ヶ月 

12 

(財)原子

力環境整

備促進・

資金管理

センター 

0.03(25.5℃)～

0.1(45.5℃) 

炭素鋼 

温度：25.5～45.5℃、水質：水酸化カルシウム平衡水+塩

化物イオン 5ppm、pH：12.5、試験期間：190 日 

13 
0.02(25.5℃)～

0.06(45.5℃) 

温度：25.5～45.5℃、水質：水酸化カルシウム平衡水+塩

化物イオン 500ppm、pH：12.5、試験期間：190 日 

14 
0.02(25.5℃)～

0.07(45.5℃) 

温度：25.5～45.5℃、水質：水酸化カルシウム平衡水+塩

化物イオン 1,500ppm、pH：12.5、試験期間：190 日 

15 
0.06(25.5℃)～

0.2(45.5℃) 

温度：25.5～45.5℃、水質：水酸化カルシウム平衡水+塩

化物イオン 5,000ppm、pH：12.5、試験期間：190 日 

*1：No.1～No.8 は参考文献 (16)より引用 

*2：No.9～No.15 は参考文献 (17)より引用 
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c. 腐食速度の設定 

【最も可能性が高い設定】 

腐食速度の設定は、第 25 表に整理したとおり、測定手法に内在する測定誤差が

あることが判明している。そのため、第 26 表から適切であると判断した腐食速度

(0.002μm/y～0.01μm/y)に対して、最大の腐食速度である 0.01μm/y の小数第 2

位を切り上げた値である 0.1μm/y を設定する。 

【最も厳しい設定】 

「4.(1)(ⅶ)a. 腐食速度の測定手法の選定」のとおり、試験的に求める腐食速

度を均一腐食として評価することが困難であることから、腐食速度を設定せず金

属の全量が瞬時に腐食すると設定する。 

以上の腐食速度の設定値及びその考え方を第 27 表に示す。 

なお、1 号廃棄物埋設地では、均質・均一固化体に含まれる可溶性塩による腐

食速度への影響を考慮する。可溶性塩(硫酸塩及びほう酸塩)による腐食速度への

影響は、文献(21)(22)より埋設設備中の環境条件下において、腐食速度の低下、又は

鉄が不動態化することから影響はない。そのため、文献(16)(17)に示された様々な環

境条件下(可溶性塩影響*1 より金属の腐食環境として最も厳しい人工海水(NaCl)

影響*2 を含む)にて取得された腐食速度に対し、最大の腐食速度を選定している。 

*1：均質・均一固化体を埋設する埋設設備内の間隙水における可溶性塩の濃度は、

塩による収着影響との設定(硫酸塩 3%、ほう酸塩 0.1%)と同じ値である。 

*2：文献(16)に示される人工海水(NaCl)の濃度は、約 3%である。 

 

第 27 表 腐食速度の設定値 

条件 設定値 設定の考え方 

腐食速度 *1 【最も可能性が高い設

定】 

0.1μm/y 

【最も可能性が高い設定】 

腐食速度の測定手法に内在する測定誤差を考慮し、値を

設定する。 

【最も厳しい設定】 

腐食速度を設定せず金

属の全量が瞬時に腐食

すると設定 

【最も厳しい設定】 

腐食膨張量は、金属腐食を評価する上で必要となる環境

条件による腐食速度に依存するが、局部腐食(孔食)や異種

金属接触腐食、環境条件の変動に係る不確実性を考慮す

る。よって、廃止措置の開始後の状態変化の評価期間

(1,000 年後)においては、腐食形態に係らず全量が瞬時に

腐食すると設定する。 

*1：1 号廃棄物埋設地では、均質・均一固化体中に含まれる可溶性塩による影響を考慮している。  
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(2) 金属腐食による金属の膨張量の設定 

金属腐食による金属の膨張量は、「4.(1) 金属の膨張量の設定に係る諸条件の設定」

までの設定値を踏まえ、廃棄物埋設地ごとに算出し、設定する。金属の膨張量の算出

に必要となるパラメータを第 28 表に示す。 

評価対象物(金属廃棄物、廃棄体容器及び埋設設備中の鉄筋）である金属のうち、金

属廃棄物の重量割合は、第 28 表より埋設設備中の鉄筋及び廃棄体容器に対し、約 8 割

と大半を占めている。 

そのため、金属腐食による膨張方向は、金属廃棄物の膨張挙動に支配されることが

想定されることから、金属廃棄物の収納状況を考慮し設定する。 

金属廃棄物は、収納される金属の形状が様々であるが、廃棄体容器への収納は、容

器が効率的に使用できるように極力密に入れて収納している。また、金属の腐食は、

その材料の形状により腐食環境に接触する面積が多い箇所ほど促進する傾向を有する。 

以上のことから、金属腐食による膨張方向の設定は、廃棄体容器へ収納される金属

の形状及び収納状況により、腐食が進展する方向を正確に推測することが困難である

が、現実的な設定として、埋設設備の構造寸法に基づくアスペクト比が維持されたま

ま鉛直・水平方向へ変形するものとする。 

また、膨張方向の設定においては、鉛直・水平方向への変形に対する評価のみでは

なく、埋設設備の側部に必要に応じて砕石を混合した剛性の高い下部覆土が設置され

ていること、埋設設備の上部は覆土の上載圧による拘束のみであることから、鉛直方

向に卓越した変形における膨張量の算出をあわせて実施する。 

なお、最も厳しい設定における金属の膨張量に関しては、腐食に伴う挙動を定量的

に評価することが困難であるため、内在する不確実性に対して腐食速度を設定せず金

属の全量が腐食すると設定するなど、膨張量が大きくなるような設定を行っている。 
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第 28 表 金属の膨張量算出に必要となるパラメータ一覧 

項目 
対象設備 

3 号 1 号 2 号 

共通項目 

埋設設備 
寸法 

東西方向：64.10(m) 

南北方向：36.51(m) 

鉛直方向：6.66(m) 

東西方向：24.40(m) 

南北方向：24.40(m) 

鉛直方向：6.20(m) 

東西方向：36.00(m) 

南北方向：36.91(m) 

鉛直方向：6.94(m) 

体積 約 15,587(m3) 約 3,692(m3) 約 9,222(m3) 

金属重量 

金属廃棄物 8,184,000(kg) 282,624(kg) 4,017,600(kg) 

廃棄体容器 792,000(kg) 153,600(kg) 388,800(kg) 

埋設設備中の鉄筋 1,357,000(kg) 127,000(kg) 415,000(kg) 

合計 10,333,000(kg) 563,224(kg) 4,821,400(kg) 

金属の表面積 

/比表面積 

金属廃棄物 
8.8×10-2(m2/kg)(溶融体を除く) 

2.18(m2/本)(溶融体のみ) 

廃棄体容器 4.8(m2/本) 

埋設設備中の鉄筋 19,000(m2) 3,000(m2) 11,000(m2) 

最も可能性

が高い設定 

腐食膨張倍率 3 倍 

腐食速度 0.1(μm/y) 

評価年数 1,000(y) 

最も厳しい

設定 

腐食膨張倍率 4 倍 

腐食速度 腐食速度を設定せず金属の全量が腐食すると設定 

評価年数 腐食速度を設定しないことから、評価年数を設定しない 
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(ⅰ) 鉛直方向へ卓越した変形による膨張量の設定 

鉛直方向への変形による膨張量は、第 3 図の膨張量の設定手順に従い、埋設設備

中の金属量(金属廃棄物、廃棄体容器及び埋設設備中の鉄筋)、腐食膨張倍率、腐食

速度、鉄の密度、評価対象物となる金属の比表面積及び埋設設備の形状を用いて算

出し、設定する。 

ここで、膨張量の算出について、算出項目が複数存在することから、その算出過

程がわかるものを抽出し示す。算出に至っては、埋設設備中の金属量が最も多く、

膨張量としても大きくなることが予想される 3 号廃棄物埋設地を対象とし、最も可

能性が高い設定のうち鉛直方向へ卓越した変形の算出過程を例に以下に示す。 

金属の膨張による埋設設備の膨張量(鉛直方向)(m) 

＝埋設設備の体積膨張量(金属腐食の膨張のみ)*1(m3)/埋設設備の水平面積*2(m2) 

*1：埋設設備の体積膨張量(m3)(金属腐食の膨張のみ) 

＝(単位年数当たりの腐食体積(m3/y)*3×評価年数(y)×金属の腐食膨張倍率)-(健全時の金

属重量(kg)/鉄の密度 *5(kg/m3)) 

*2：埋設設備の水平面積(m2) 

＝埋設設備(東西方向)長さ(m)×埋設設備(南北方向)長さ(m) 

*3：単位年数当たりの腐食体積(m3/y) 

＝金属の総表面積(m2)*4×腐食速度(m/y) 

*4：金属の総表面積(m2/y) 

＝(廃棄体容器の表面積(m2)+埋設設備中の鉄筋の表面積(m2)+金属廃棄物の表面積(m2)) 

＝(1 本当たりの表面積(m2/本)×本数(本))+埋設設備中の鉄筋の表面積(m2)+(金属廃棄物の

重量(kg)×充填固化体のうち溶融処理を行わない場合の比表面積(m2/kg)) 

*5：鉄の密度は、7,874(kg/m3)(23) 

上記の算出過程に従い、埋設設備ごとに膨張量を算出した結果を第 29 表に示す。 

 

第 29 表 鉛直方向へ卓越した変形による膨張量の設定値 

設定 

膨張量(m/基) 

対象設備：3 号 対象設備：1 号 対象設備：2 号 

鉛直方向 

最も可能性が 

高い設定 
1.10×10-1 2.53×10-2 9.51×10-2 

最も厳しい設定 1.69×100 3.61×10-1 1.39×100 
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(ⅱ) 鉛直・水平方向への変形による膨張量の設定 

鉛直・水平方向への変形による膨張量は、第 3 図の膨張量の設定手順に従い、埋

設設備中の金属量(金属廃棄物、廃棄体容器及び埋設設備中の鉄筋)、腐食膨張倍率、

腐食速度、鉄の密度、評価対象物となる金属の比表面積及び埋設設備の形状を用い

て算出し設定する。 

ここで、膨張量の算出について、算出項目が複数存在することから、その算出過

程がわかるものを抽出し示す。算出に至っては、埋設設備中の金属量が最も多く、

膨張量としても大きくなることが予想される 3 号廃棄物埋設地を対象とし、最も可

能性が高い設定のうち鉛直・水平方向への変形の中から東西方向の算出過程を例に

以下に示す。 

金属の膨張による埋設設備の膨張量(東西方向)(m) 

＝(埋設設備(東西寸法)(m)×1 方向当たりの埋設設備の膨張比(-)*1)-埋設設備(東

西寸法)(m) 

*1：1 方向当たりの埋設設備の膨張比(-) 

＝(埋設設備の体積膨張比(-)*2)の三乗根 

*2：埋設設備の体積膨張比(-) 

＝(埋設設備の体積(健全時)(m3)+埋設設備の体積膨張量(金属腐食の膨張のみ)(m3)*3)/埋設

設備の体積(健全時)(m3) 

*3：埋設設備の体積膨張量(金属腐食の膨張のみ)(m3) 

＝(単位年数当たりの腐食体積(m3/y)*4×評価年数(y)×金属の腐食膨張倍率)-(健全時の金

属重量(kg)/鉄の密度 *5(kg/m3) 

*4：「4.(2)(ⅰ) 鉛直方向へ卓越した変形による膨張量の設定」のうち単位年数当たりの腐食体

積(m3/y)の算出結果を引用 

*5：鉄の密度は、7,874(kg/m3)(23) 

上記の算出過程に従い、埋設設備ごとに膨張量を算出した結果を第 30 表に示す。 

 

第 30 表 鉛直・水平方向への変形による膨張量の設定値 

設定 

膨張量(m/基) 

対象設備：3 号 対象設備：1 号 対象設備：2 号 

東西方向 南北方向 鉛直方向 東西方向 南北方向 鉛直方向 東西方向 南北方向 鉛直方向 

最も可能性が 

高い設定 
3.50×10-1 2.00×10-1 3.64×10-2 3.32×10-2 3.32×10-2 8.42×10-3 1.64×10-1 1.68×10-1 3.16×10-2 

最も厳しい設定 5.00×100 2.85×100 5.20×10-1 4.64×10-1 4.64×10-1 1.18×10-1 2.25×100 2.31×100 4.34×10-1 



 

 

補 4-38 

(3) 可溶性塩と埋設設備の反応による埋設設備の膨張量の設定に係る諸条件の設定 

可溶性塩と埋設設備の反応による膨張量の設定は、廃棄体の内容物(可溶性塩：硫酸

塩及びほう酸塩)に対し、想定している劣化現象の整理を行い、可溶性塩と埋設設備中

のセメント系材料(充填材及びコンクリート)の反応による埋設設備の体積の膨張倍率

を用いて行う。 

可溶性塩と埋設設備の反応による膨張量の設定手順を第 7 図に示す。 

 

 

 

第 7 図 可溶性塩と埋設設備の反応による埋設設備の膨張量の設定手順 

  

4.(3)(ⅰ) 可溶性塩の劣化現象の整理

4.(3)(ⅱ) 埋設設備の膨張倍率の評価

4.(3)(ⅲ) 埋設設備の膨張倍率の設定

4.(3) 可溶性塩と埋設設備の反応による埋設設備の膨張量の設定に係る諸条件の設定

4.(4) 可溶性塩と埋設設備の反応による埋設設備の膨張量の設定
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(ⅰ) 可溶性塩の劣化現象の整理 

a. 可溶性塩の劣化現象の整理(硫酸塩) 

可溶性塩のうち、硫酸塩(Na2SO4)は、セメント系材料と接触することで、コンク

リート構造物に劣化現象を発生させることが知られており(24)(25)、硫酸塩劣化と

総称されている。 

硫酸塩劣化のメカニズムは、硫酸塩とセメント水和物が化学反応を起こし、コ

ンクリート中で反応生成物が結晶成長することで、反応生成物の物理的圧力が要

因となり劣化するものである。 

均質・均一固化体のうち、セメント固化体に硫酸塩が含まれているため、埋設

設備の膨張影響は、化学的劣化により生じる膨張現象に着目し、評価する。 

硫酸塩劣化のうち、化学的劣化のメカニズムを整理したものを第 31 表に示す。 

 

第 31 表 硫酸塩(化学的劣化)のメカニズムの分類 
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b. 可溶性塩の劣化現象の整理(ほう酸塩) 

ほう酸塩は、コンクリート中の金属イオン(Na イオンや Ca イオン)と反応を示

すが、ほう酸塩による反応生成物が硫酸塩劣化と同様の膨張影響を生じると直接

的に示している文献は確認されていない(26)。 

一方で、エトリンガイトの SO4 に対して BO4 が置換すること(26)～(28)が報告され

ていることから、埋設設備の膨張影響に関しては、覆土の低透水性への影響評価

の観点を考慮し、膨張量を大きく算出するため、硫酸塩と同様の膨張影響として

評価する。 

ほう素を含む AFt*1 とエトリンガイトの結晶構造の比較を第 8 図に示す。 

*1：ほう素を含む AFｔは、カルシウム・アルミノフェライト・モノサルフェート水和物型化合物の総

称を指す(エトリンガイトを主に指す)。 

 

 

 ほう酸は、エトリンガイト(3CaO･Al2O3･

3CaSO4･32H2O)に対して、3 つの SO4
2-イオ

ンが 4 つの B(OH)4-と 2 つの OH-とに置き

換わった構造をとる(エトリンガイトと

結晶構造が類似)。 

 

 エトリンガイトの生成と同様に、膨張現

象が生じる可能性が考えられるため、膨

張影響では、覆土の低透水性への影響評

価の観点を考慮し、膨張量を大きく算出

するため、硫酸塩と埋設設備の反応と同

様の挙動を示すと評価する。 

 

第 8 図 ほう素を含む AFt とエトリンガイトの結晶構造の比較 
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(ⅱ) 埋設設備の膨張倍率の評価 

可溶性塩による埋設設備の膨張倍率は、埋設設備に含まれる可溶性塩(硫酸塩及

びほう酸塩)がセメント系材料と反応した後の固相の変化を考慮して設定する。 

しかしながら、可溶性塩と埋設設備の反応による二次鉱物の膨張倍率を対象とし

た定量的な評価や知見がない。 

そのため、地球化学計算コード PHREEQC(29)～(31)を用いた評価期間に依存しない平

衡計算を行うことで、鉱物の生成・溶解に伴う鉱物相の体積変化を求めることで、

1 号埋設設備の膨張倍率を評価する。PHREEQC を用いた評価の概念図を第 9 図に示

す。 

PHREEQC による平衡計算は、可溶性塩により生成される膨張の特性を有する二次

鉱物の生成量を確認するため、第 8 表にて整理している均質・均一固化体に含まれ

る可溶性塩の量を考慮し、実施する。 

 

 

 

第 9 図 平衡計算の概念図 

  

可溶性塩
（硫酸塩、ほう酸塩）

固相

液相

平衡計算

反応後の固相

反応後の液相

+
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a. 解析プログラム 

平衡計算においては、PHREEQC を使用する。解析では、高濃度の可溶性塩によ

る反応に伴い、想定される二次鉱物の生成を考慮した検討が必要であることから、

熱力学データベース(PHREEQC に同梱されている sit.dat より抽出、Thaumasite に

ついては、文献(32))を用いる。 

b. 解析用物性値 

PHREEQC の平衡計算に必要となる入力物性値について、以下のとおり設定をす

る。 

(a) 地下水組成 

地下水組成は、事業所敷地内の鷹架層下部層、中部層及び第四紀層の地下水

を対象に 1986 年 1 月～1987 年 10 月、1995 年 10 月及び 2011 年 10 月～11 月に

取得された水質試験の結果を参考とし、濃度の平均値を用いて設定する。地下

水組成を第 32 表に示す。 

 

第 32 表 地下水組成(事業所敷地全体) 

 測定結果 単位 設定値 単位 

pH 5.3-8.3 - 

PHREEQC にてチャ

ージバランスを保

つように計算して

設定 

- 

ナトリウムイオン Na+ 7.2-31.5 mg/L 8.4×10-4 mol/L 

カリウムイオン K+ 0.5-5.6 mg/L 7.8×10-5 mol/L 

カルシウムイオン Ca2+ 0.1 未満-7.2 mg/L 9.1×10-5 mol/L 

マグネシウムイオン Mg2+ 0.1-3.8 mg/L 8.0×10-5 mol/L 

炭酸水素イオン HCO3
- 5.6-51.9 mg/L 4.7×10-4 mol/L 

硫酸イオン SO4
2- 1.0-21.7 mg/L 1.2×10-4 mol/L 

塩化物イオン Cl- 12.9-20.3 mg/L 4.7×10-4 mol/L 
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(b) 初期鉱物組成 

1 号埋設設備に用いられたセメント系材料仕様・化学組成から、セメント系

材料の初期鉱物組成を設定する。 

セメント系材料の仕様を第 33 表に、また、セメント系材料及び混和材の化学

組成を第 34 表及び第 35 表に示す。 

第 34 表及び第 35 表のセメント系材料の仕様及び化学組成から、セメント系

材料の初期鉱物組成を文献(33)の算定方法に従い設定する。セメント系材料の初

期鉱物組成を第 36 表に示す。 

これは、地層処分の検討に用いられたセメント条件設定に使用しているモデ

ルであるが、第 9 図の平衡計算の概念図のようなセメント系材料のバッチ式浸

漬実験との比較において普通ポルトランドセメント及びフライアッシュ高含

有シリカフュームセメントの液相成分の再現性が高いことから、適用をした。  
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第 33 表 セメント系材料仕様 

 

 

第 34 表 セメント系材料の化学組成 

 

 

第 35 表 高炉スラグの化学組成 

 

  

間隙率*1 W/C(%)
単位水量

(kg/m3)

中庸熱
ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ

高炉スラグ
微粉末

膨張材

42 380 -

普通
ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ

高炉スラグ
微粉末

膨張材 粗骨材 陸砂

126 153 - 1,023 355

単位セメント量(kg/m3) 細・粗骨材料(kg/m3)

陸砂

585877

砕砂0.16

0.16コンクリート

充填材

*1：全容積に対する空間の容積の割合を指す。

55

67.1

1,462

533

砕砂

1,911279

422

283

153

(単位：wt%)

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O ig.loss

普通
ポルトランドセメント

21.8 4.49 2.9 63.9 1.84 2.26 0.2 0.38 0.64

中庸熱
ポルトランドセメント

23.3 3.8 3.9 63.3 0.9 2.4 0.3 0.35 0.8

(単位：wt%)
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O

高炉スラグ 34.19 14.87 0.84 41.97 6.09 0.02 0 0
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第 36 表 セメント系材料の初期鉱物組成 

鉱物 

充填材 コンクリート 

間隙率(-)*1 0.16 間隙率(-)*1 0.16 

鉱物濃度 

(mol/m3) (mol/L_water) (mol/m3) (mol/L_water) 

エトリンガイト Ettringite 4.51 0.028 12.0 0.075 

ハイドロタルサイト Hydrotalcite 145.9 0.91 72.2 0.45 

CSH CSH1.6 1,024.2 6.40 1,327.9 8.30 

 CSH1.2 1,301.3 8.13 0.0 0.0 

ギブサイト Gibbsite 427.1 2.67 0.0 0.0 

ハイドロガーネット C3AH6 0.0 0.0 87.2 0.54 

ポルトランダイト Portlandite 0.0 0.0 29.9 0.17 

 Na2O 2.03 0.013 4.07 0.025 

 K2O 1.56 0.01 5.08 0.032 

骨材としての 

カルサイト 
Calcite 8,762 55 10,220 64 

*1：全容積に対する空間の容積の割合を指す。 
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(c) 二次鉱物組成 

PHREEQC では、設定する二次鉱物で平衡計算により算出される結果が異なる

ことから、反応に寄与する条件(可溶性塩)を考慮し、以下の 2 種類の二次鉱物

の設定による影響を確認する。 

「埋設設備の環境におけるセメント二次鉱物設定(1)」は、セメント-ベント

ナイト環境における設定値である。 

また、「ソーマサイトを含むセメントの検討における二次鉱物設定(2)」は、

可溶性塩(硫酸塩)を起源として生成する可能性がある鉱物(ソーマサイト)に

よる影響を把握するための設定値である。セメント系材料の二次鉱物の設定を

第 37 表に示す。 

 

第 37 表 セメント系材料の二次鉱物の設定 

 

  

固相名 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ内での名称 固相名 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ内での名称

CSH ゲル CSH0.8 ～ CSH1.6 CSH ゲル CSH0.8 ～ CSH1.6

C3ASH4 Katoite - -
C4AH13 C4AH13 C4AH13 C4AH13

ｹﾞｰﾚﾅｲﾄﾊｲﾄﾞﾚｰﾄ(C2ASH8) Stratlingite ｹﾞｰﾚﾅｲﾄﾊｲﾄﾞﾚｰﾄ(C2ASH8) Stratlingite

モノサルフェート Monosulfoaluminate モノサルフェート Monosulfoaluminate

- - ﾓﾉｶﾙﾎﾞｱﾙﾐﾈｰﾄ Monocarboaluminate

- - ﾍﾐｶﾙﾎﾞｱﾙﾐﾈｰﾄ Hemicarboaluminate

カルサイト Calcite カルサイト Calcite

ブルーサイト Brucite ブルーサイト Brucite

ハイドロタルサイト Hydrotalcite ハイドロタルサイト Hydrotalcite

- - アモルファスシリカ SiO2(am)

アナルサイム Analcime - -
ローモンタイト Laumontite - -
カオリナイト Kaolinite - -

パイロフィライト Pyrophyllite - -
フリーデル氏塩 Friedel-salt - -

2水石膏 Gypsum 2水石膏 Gypsum

硬石膏 Anhydrite 硬石膏 Anhydrite

Na2B4O7:10H2O(s) Na2B4O7:10H2O(s)

Ca3B2O6(s) Ca3B2O6(s)

CaB4O7(s) CaB4O7(s)

CaB2O4(s) CaB2O4(s)

NaBO2(s) NaBO2(s)

硫酸塩（Na2SO4） Thernardite 硫酸塩（Na2SO4） Thernardite

ソーマサイト Thaumasite ソーマサイト Thaumasite

埋設設備の環境におけるセメント二次鉱物設定(1) ソーマサイトを含むセメントの検討における二次鉱物設定(2)

ほう酸塩 ほう酸塩
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(d) 可溶性塩濃度 

可溶性塩濃度の設定は、可溶性塩による膨張性鉱物の生成に伴う膨張量に関

して、定量的な知見がないことから、膨張性鉱物の体積膨張量が最大になると

考えられる濃度を設定する。 

そのため、可溶性塩濃度の設定値は、第 8 表に示された値を参考に、1 号埋

設設備(1 群から 6 群)全体の体積における平均濃度が、1 号 7,8 群の埋設設備

へ作用するとして設定する。設定に当たっては、1 号埋設設備(1 群から 6 群)に

含まれる可溶性塩(硫酸塩及びほう酸塩）の重量をモル量に換算した後、1 号埋

設設備(7,8 群)中の間隙水量により除算することで算出した。設定した可溶性

塩の濃度を第 38 表に示す。 

 

第 38 表 可溶性塩の濃度 

ほう酸塩(Na2B4O7・10H2O) 硫酸塩(Na2SO4) 

0.84mol/L_water*1 4.5mol/L_water*1 

*1：間隙水 1L に対する塩のモル量 
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(e) 解析ケース 

「4.(3)(ⅱ)b.(a) 地下水組成」から「4.(3)(ⅱ)b.(d) 可溶性塩濃度」によ

り設定したパラメータを踏まえて設定した解析ケースを第 39 表及び第 40 表に

示す。 

 

第 39 表 解析ケース-1 

 

 

第 40 表 解析ケース-2 

 

  

ケースNo. セメント 間隙率
*1

 塩

（1～6群の塩量全てが

7,8群へ反応する）

二次鉱物として

ソーマサイト

(沈殿あり／なし)

Stratlingite（C2ASH8）等の

二次鉱物

（あり／なし）

骨材を

カルサイトと想定
二次鉱物設定

100 × × ○ × 1
101 ○ × ○ × 1
102 ○ ○ ○ × 1
103 ○ ○ × × 1
104 ○ × × × 1
105 × × ○ ○ 1
106 ○ × ○ ○ 1
107 ○ ○ ○ ○ 1
108 ○ ○ × ○ 1
109 ○ × × ○ 1
200 × × ○ × 1
201 ○ × ○ × 1
202 ○ ○ ○ × 1
203 ○ ○ × × 1
204 ○ × × × 1
205 × × ○ ○ 1
206 ○ × ○ ○ 1
207 ○ ○ ○ ○ 1
208 ○ ○ × ○ 1
209 ○ × × ○ 1

充填材 0.16

コンクリート 0.16

*1：全容積に対する空間の容積の割合を指す。

ケースNo. セメント 間隙率
*1

 塩

（1～6群の塩量全てが

7,8群へ反応する）

二次鉱物として

ソーマサイト

(沈殿あり／なし)

Stratlingite（C2ASH8）等の

二次鉱物

（あり／なし）

骨材を

カルサイトと想定
二次鉱物設定

100-2 × × ○ × 2
101-2 ○ × ○ × 2
102-2 ○ ○ ○ × 2
103-2 ○ ○ × × 2
104-2 ○ × × × 2
105-2 × × ○ ○ 2
106-2 ○ × ○ ○ 2
108-2 ○ ○ × ○ 2
109-2 ○ × × ○ 2
200-2 × × ○ × 2
201-2 ○ × ○ × 2
202-2 ○ ○ ○ × 2
203-2 ○ ○ × × 2
204-2 ○ × × × 2
205-2 × × ○ ○ 2
206-2 ○ × ○ ○ 2
207-2 ○ ○ ○ ○ 2
208-2 ○ ○ × ○ 2
209-2 ○ × × ○ 2

*1：全容積に対する空間の容積の割合を指す。

充填材 0.16

コンクリート 0.16
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(f) 計算結果 

PHREEQC を用いた平衡計算の計算結果を第 10 図～第 13 図に示す。 

第 10 図より、充填材を対象とした解析ケース 100～109 の計算結果では、塩

影響による固相体積の増加が最も大きかったのは、解析ケース 108 であり、約

9%の体積増加であった。第 11 図より、解析ケース 100-2～109-2 の計算結果で

は、解析ケース 103-2 及び 104-2 にて解析ケース 100～109 シリーズと同様の

約 9%の体積増加であった。 

また、第 12 図より、コンクリートを対象とした解析ケース 200～209 の計算

結果では、塩影響による固相体積の増加が最も大きかったのは、解析ケース 208

及び 209 であり、約 5%の体積増加であった。第 13 図より、解析ケース 200-2～

209-2 の計算結果では、解析ケース 203-2、204-2、207-2 及び 208-2 にて約 4%

の体積増加であった。 

充填材及びコンクリートを対象とした解析結果より、それぞれの部材に生じ

得る体積増加分は、「4.(3)(ⅰ) 可溶性塩の劣化現象の整理」のとおり、設定す

る物性値の評価に不確かさがあることから、以下のとおり最大の体積膨張倍率

を設定する。 

・充填材の体積膨張倍率は、1.09 倍とする。 

・コンクリートの体積膨張倍率は、1.05 倍とする。 

上記の設定に加えて、埋設設備の充填材、コンクリートの体積分率(第 41 表

参照)を踏まえた埋設設備の体積膨張倍率を設定する。埋設設備の膨張倍率の

設定値及びその考え方に関しては、次章の「4.(3)(ⅲ) 埋設設備の膨張倍率の

設定」にて詳述する。  



 

 

補 4-50 

 

 

 

第 10 図 充填材を対象とした解析ケース 100～109 の計算結果 

 

 

 

 

 

第 11 図 充填材を対象とした解析ケース 100-2～109-2 の計算結果 
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第 12 図 コンクリートを対象とした解析ケース 200～209 の計算結果 

 

 

 

 

 

第 13 図 コンクリートを対象とした解析ケース 200-2～209-2 の計算結果 
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第 41表 埋設設備の構成部材ごとの体積分率 

部位 体積分率(-) 

廃棄体中の充填材 0.194 

廃棄体上部空隙 0.083 

セメント系充填材 0.311 

ポーラスコンクリート 0.042 

コンクリート 

(覆い、外周及び内部仕切設備) 
0.315 

 

埋設設備の膨張倍率(-)*1 

＝(廃棄体中の充填材の体積分率(-)+セメント系充填材の体積分率(-))×充填材の体積

膨張倍率(-)+(ポーラスコンクリートの体積分率(-)+コンクリート体積分率(-))×コ

ンクリートの体積膨張倍率(-)+廃棄体上部空隙(-) 

*1：埋設設備の膨張倍率の算出に必要となる体積分率は、第 41 表の埋設設備の構成部材ごとの値を用

いる。 
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(ⅲ) 埋設設備の膨張倍率の設定 

「4.(3)(ⅱ) 埋設設備の膨張倍率の評価」の結果を踏まえ、最も可能性が高い設定／最も厳

しい設定を以下のとおりとする。埋設設備の膨張倍率の設定値を第 42表に示す。 

a. 最も可能性が高い設定 

埋設設備の膨張倍率は、可溶性塩の溶出及び鉱物の生成に必要となる原料の消費による空

隙の増加並びにセメント系材料及び廃棄体の初期空隙が存在することから、これを考慮し設

定する。 

b. 最も厳しい設定 

埋設設備の膨張倍率は、セメント系材料(充填材及びコンクリート)の固相変化による膨張

倍率の算出結果(充填材：1.09倍、コンクリート：1.05倍)を踏まえて設定する。 

 

第 42表 埋設設備の膨張倍率の設定値 

条件 設定値 設定の考え方 

膨張 

倍率 

【最も可能性が高い設

定】 

1.0倍 

(変化なし) 

【最も可能性が高い設定】 

可溶性塩と埋設設備の反応による埋設設備の膨張は、二次鉱物の生成に必要となる

原料(他の鉱物)の消費に伴う空隙の増加又は他の鉱物の溶出による影響を考慮し、埋

設設備の体積に変化が生じないものとして設定する。 

【最も厳しい設定】 

1.1倍 

【最も厳しい設定】 

セメント系材料の固相変化による膨張倍率の算出結果を踏まえて設定する。 
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(4) 可溶性塩と埋設設備の反応による埋設設備の膨張量の設定 

可溶性塩と埋設設備の反応による埋設設備の膨張量は、「4.(3) 可溶性塩と埋設設備の反応に

よる埋設設備の膨張量の設定に係る諸条件の設定」の設定・評価を踏まえ、埋設設備の膨張倍率

より算出し設定する。 

可溶性塩は、廃棄体ごとに様々な濃度で分布しており、固型化時に形成される鉱物も多種多様

である。また、可溶性塩は、廃棄体から溶出した際にセメント系材料と反応することで膨張性鉱

物を生成するが、その膨張方向の規則性に係る定量的な知見はなく、特定することが出来ない。 

そのため、可溶性塩と埋設設備の反応による埋設設備の膨張量は、「4.(2) 金属腐食による金属

の膨張量の設定」と同様の 2種類の変形方向に対して算出する。 

(ⅰ) 鉛直方向へ卓越した変形による膨張量の設定 

鉛直方向への変形による膨張量は、第 7図の膨張量の設定手順に従い、埋設設備の膨張倍率

の設定を用いて算出し設定する。 

膨張量の算出については、その算出過程がわかるものとして 1号廃棄物埋設地のうち、最も

厳しい設定の鉛直方向へ卓越した変形の算出過程を例に以下に示す。 

可溶性塩と埋設設備の反応による埋設設備の膨張量(鉛直方向)(m) 

＝埋設設備の体積膨張量*1(m3)/埋設設備の水平面積*2(m2) 

*1：埋設設備の体積膨張量(m3) 

＝(埋設設備のセメント系材料の体積*3(m3)×埋設設備の体積膨張倍率(-))-埋設設備のセメント系材料

の体積*3(m3) 

*2：埋設設備の水平面積(m2) 

＝埋設設備(東西方向)長さ(m)×埋設設備(南北方向)長さ(m) 

*3：埋設設備のセメント系材料の体積(m3) 

＝埋設設備の体積(m3)(東西方向長さ(m)×南北方向長さ(m)×鉛直方向高さ(m))-(埋設設備中の健全時の

金属重量(kg)/鉄の密度(kg/m3)) 

上記の算出過程に従い、埋設設備ごとに膨張量を算出した結果を第 43表に示す。 

 

第 43表 鉛直方向へ卓越した変形による膨張量の設定値 

設定 

膨張量(m/基) 

対象設備：1号 

鉛直方向 

最も可能性が 

高い設定 
－ 

最も厳しい設定 6.08×10-1 

  



 

 

補 4-55 

 

(ⅱ) 鉛直・水平方向への変形による膨張量の設定 

鉛直・水平方向への変形による膨張量は、第 7図の膨張量の設定手順に従い、埋設設備の膨

張倍率の設定を用いて算出し、設定する。 

ここで、膨張量の算出について、算出項目が複数存在することから、その算出過程がわかる

ものを抽出し示す。算出に至っては、1 号埋設設備の最も厳しい設定のうち鉛直・水平方向へ

の変形の中から東西方向の算出過程を例に以下に示す。 

可溶性塩と埋設設備の反応による埋設設備の膨張量(東西方向)(m) 

＝(埋設設備(東西寸法)(m)×1 方向当たりの埋設設備の膨張比(-)*1)-埋設設備(東西寸

法)(m) 

*1：1方向当たりの埋設設備の膨張比(-) 

＝(埋設設備の体積膨張比(-)*2)の三乗根 

*2：埋設設備の体積膨張比(-) 

＝(埋設設備のセメント系材料の体積*3(m3)+埋設設備の体積膨張量*4(m3))/埋設設備のセメント系材料の

体積*3(m3) 

*3：「4.(4)(ⅰ) 鉛直方向へ卓越した変形による膨張量の設定」のうち埋設設備のセメント系材料の体積の算

出結果を引用 

*4：「4.(4)(ⅰ) 鉛直方向へ卓越した変形による膨張量の設定」のうち埋設設備の体積膨張量の算出結果を引

用 

上記の算出過程に従い、埋設設備ごとに膨張量を算出した結果を第 44表に示す。 

 

第 44表 鉛直・水平方向への変形による膨張量の設定値 

設定 

膨張量(m/基) 

対象設備：1号 

東西方向 南北方向 鉛直方向 

最も可能性が 

高い設定 
- - - 

最も厳しい設定 7.88×10-1 7.88×10-1 2.01×10-1 
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(5) 金属腐食及び可溶性塩と埋設設備の反応による埋設設備の膨張量の設定 

(ⅰ) 膨張量の設定の考え方 

「2. 現象の整理と検討手順」のとおり、1号廃棄物埋設地では、一部の群において混合埋設

となることから、異なる条件により生じる現象(膨張)を加算することで膨張量の設定を行う。 

1号廃棄物埋設地の膨張量の設定に当たっては、充填固化体由来の金属腐食に伴う現象(膨張)

を、充填固化体が埋設される埋設設備に対してのみ考慮する。 

また、均質・均一固化体由来の可溶性塩と埋設設備の反応に伴う現象(膨張)に関しては、廃

棄物埋設地が地下水面下に敷設されることから、周辺の地下水により可溶性塩が充填固化体を

含む埋設設備へ移行することを考慮する。 

以上のことから、1 号廃棄物埋設地のうち、7 群の埋設設備 1 基及び 8 群の埋設設備 5 基に

対してのみ 2種類の現象(膨張)を重畳されることとする。 

なお、重畳時の相互作用を定量的に推定・評価することが困難であることから膨張量を加算

することで評価する。 

(ⅱ) 膨張量の設定値 

「4.(2) 金属腐食による金属の膨張量の設定」及び「4.(4) 可溶性塩と埋設設備の反応によ

る埋設設備の膨張量の設定」により設定した膨張量を「4.(5)(ⅰ) 膨張量の設定の考え方」に

基づき算出した結果を第 45表及び第 46表に示す。 

 

第 45表 鉛直方向へ卓越した変形による膨張量の設定値 

設定 

膨張量(m/基) 

対象設備：3号 対象設備：1号*1 対象設備：2号 

鉛直方向 

最も可能性が 

高い設定 
1.10×10-1 2.53×10-2 9.51×10-2 

最も厳しい設定 1.69×100 9.69×10-1 1.39×100 

*1：1号廃棄物埋設地のうち最も厳しい設定は、可溶性塩と埋設設備の反応による埋設設備の膨張量を加味してい

る  
 

第 46表 鉛直・水平方向への変形による膨張量の設定値 

設定 

膨張量(m/基) 

対象設備：3号 対象設備：1号*1 対象設備：2号 

東西方向 南北方向 鉛直方向 東西方向 南北方向 鉛直方向 東西方向 南北方向 鉛直方向 

最も可能性が 

高い設定 
3.50×10-1 2.00×10-1 3.64×10-2 3.32×10-2 3.32×10-2 8.42×10-3 1.64×10-1 1.68×10-1 3.16×10-2 

最も厳しい設定 5.00×100 2.85×100 5.20×10-1 1.26×100 1.26×100 3.19×10-1 2.25×100 2.31×100 4.34×10-1 

*1：1号廃棄物埋設地のうち最も厳しい設定は、可溶性塩と埋設設備の反応による埋設設備の膨張量を加味している。 
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5. 1,000年後の状態変化(膨張)の影響評価 

(1) 力学的影響評価の考え方 

金属腐食及び可溶性塩と埋設設備の反応による膨張量は、3 号廃棄物埋設地で最大となり、最

も可能性が高い設定で水平方向：0.35m(東西)、鉛直方向：0.0364m、最も厳しい設定で水平方向：

5.0m(東西)、鉛直方向：0.52m である(第 45 表及び第 46表参照)。最も可能性が高い設定及び最

も厳しい設定の膨張量が直接的に覆土の変位量になると仮定した場合、覆土の形状変化は第 14図 

c.及び第 14図 d.に示すとおりとなる。 

覆土完了後の廃棄物埋設地においては、覆土の厚さが十数 m以上あることから、土圧による圧

縮場での拘束圧が作用した状態である(第 14図 a.参照)。金属腐食による膨張は、この拘束圧が

作用した場において、メートルオーダーの大変形として生じることとなる。埋設設備間の狭隘部

に設置された下部覆土は、埋設設備の膨張に伴い、埋設設備に挟まれ圧縮された状態となり圧密

(密度増加)することから、覆土の低透水性への影響はないと想定される。また、狭隘部は隣接す

る埋設設備により変形が拘束されることから、側部岩盤側の覆土方向へ変形が卓越すると想定さ

れる(第 14図 b.参照)。そのため、大きな剛性を持つ金属が変形することにより、金属と比較し

て小さな剛性を持つ側部岩盤側の覆土が、強制変位のような状態でせん断変形する状態である。 

以上のことから、膨張による変形が卓越する隅角部(側部岩盤方向)の難透水性覆土に着目し、

力学的影響を評価する。 

最も可能性が高い設定における水平方向の変形量 0.35m が難透水性覆土の厚さ 2.0m 以下であ

ることから、難透水性覆土に20％程度のひずみが生じるものの開口は生じない(第14図 c.参照)。

しかしながら、せん断面付近のひずみの発生に伴い、透水性能の低下が生じる可能性がある。難

透水性覆土(購入砂を母材とした Ca 型ベントナイト混合土)のせん断変形を対象とした三軸圧縮

試験結果及びせん断透水試験結果を第 15図に示す。第 15図 a.より、せん断ひずみ 5%以降から

30%までせん断破壊後の残留状態*1であることを確認できる。残留状態に達した覆土はひずみ量の

増加によらず継続的に同じ性質を示すため、20%程度のひずみが生じる難透水性覆土の隅角部に

おいても、同じ性質を示すと考えられる。また、第 15図 b.より、残留状態であるせん断ひずみ

15%までの変形において透水係数に大きな変化が生じていない。これらのことから、難透水性覆土

には 20%程度のひずみが生じるが、せん断面付近の透水性能の低下が生じないと考えられる。 

最も厳しい設定における水平方向の変形量 5.0mが難透水性覆土の厚さ 2.0m以上であることか

ら、難透水性覆土に開口が生じる可能性がある(第 14図 d.参照)。地盤内の複雑な応力状態及び

変形挙動を考慮し、開口の可能性について詳細に検討する必要がある。 

以上のことから、最も厳しい設定に対し、廃棄物埋設地の規模を考慮した覆土の低透水性(透水

係数及び厚さ)への力学的影響評価を実施する。また、最も可能性が高い設定においては難透水性

覆土に開口は生じないものの、覆土の低透水性(厚さの変化)を確認するため、力学的影響評価を

同様に実施する。 

*1：残留状態とは、せん断抵抗がピーク値(せん断強さ)を超え、漸次低下して究極的な定常せん断状態に達した状

態である。 
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a. 初期状態(覆土完了後) 

 

b. 金属腐食による変形 

 

c. 最も可能性が高い設定における覆土の形状変化 

 

d. 最も厳しい設定における覆土の形状変化 

 

第 14図 埋設設備の膨張に伴う覆土の形状変化の概念図 
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a. 主応力差-せん断ひずみ b. 透水係数-せん断ひずみ 

  

第 15図 三軸圧縮試験及びせん断透水試験による試験結果 
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(2) 力学的影響評価手法 

力学的影響評価手法は、廃棄物埋設地の規模を考慮し、数値解析を用いた評価を実施する。 

地盤工学の数値解析分野では、有限要素法(Finite Element Method)(以下「FEM」という。)が

広く用いられている。文献(34)(35)によると、FEMは計算格子を用いた計算手法であることから、地

震時における地盤の安定性評価などの微小変形である数%程度までのひずみを対象として用いら

れている。数%のひずみを超える大変形においては、変形するにつれ要素に大きなひずみが生じ、

計算精度を低下させる可能性がある。 

大変形を扱うことができる解析手法の 1つとして、個別要素法(Distinct Element Method)(以

下「DEM」という。)がある。文献(34)～(36)によると、DEMは対象物を粒子の集合体(剛体)とし、粒子

に運動方程式を適用することで、不連続体の挙動を再現する解析手法である。 

上記の文献(34)～(36)より、解析手法とひずみレベルは第 16図に示す関係があると整理される。 

廃棄物埋設地の覆土に生じるひずみは、金属腐食及び可溶性塩と埋設設備の反応による膨張に

より、数十～数百%に及ぶことが予想される。大変形の領域においては、分離、すべり及び剥離の

ような不連続体としての挙動が顕著になることから、不連続体を対象とした解析として DEMによ

り評価することが好ましい。 

以上のことから、埋設設備の膨張によるメートルオーダーの大変形においては、不連続体を対

象とした DEM解析手法を採用する。 

 

 

 

第 16図 解析手法とひずみレベルの関係 
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(3) 覆土の主な仕様 

廃棄物埋設地における覆土の主な仕様を第 47 表に示す。難透水性覆土の材料はベントナイト

混合土、下部覆土の材料は現地発生土に必要に応じてベントナイト、砕砂及び砕石、上部覆土の

材料は現地発生土に必要に応じて砕砂及び砕石を混合する。 

 

第 47表 覆土の主な仕様 

設備 主要な部位 仕様 

材料 性能 

覆土 難透水性覆土  ベントナイト混合土  透水係数(施工時点)：巨視的透水係
数*1として 1.0×10-10m/s以下 

 厚さ：2m以上 

下部覆土  現地発生土に必要に応じてベント
ナイト、砕砂及び砕石を混合 

 透水係数(施工時点)：巨視的透水係
数*1として 1.0×10-8m/s以下 

 厚さ：難透水性覆土側部及び難透水
性覆土上面から層厚 2m以上 

上部覆土  現地発生土に必要に応じて砕砂及
び砕石を混合 

 透水係数(施工時点)：廃棄物埋設地
周辺の第四紀層の透水係数と同程度 

 厚さ：下部覆土上面から現造成面又
はそれ以上 

*1：空間的なばらつきを考慮しても全体系として期待できる透水係数を指す。 
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(4) 解析に用いる諸条件の設定 

(ⅰ) 解析モデル 

解析モデルの設定においては、膨張量の最も大きい廃棄物埋設地の断面を対象とする。金属

廃棄体の配列数が多い水平方向に変形が卓越することから、隅角部付近の覆土に大きなひずみ

が発生する。そのため、解析対象断面は、3 号廃棄物埋設地の東西方向の断面とし、埋設設備

端部の 1区画を対象とする。解析対象断面の位置図を第 17図に、解析モデルを第 18図にそれ

ぞれ示す。 

 

 

 

第 17図 3号廃棄物埋設地における解析対象断面の位置図 

 

 

 

第 18図 3号廃棄物埋設地の解析モデル  
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(ⅱ) 埋設設備の膨張影響の方向 

覆土の力学的影響(膨張影響)は、埋設設備中の金属腐食及び可溶性塩と埋設設備の反応に起

因し生じるが、その変形方向に関しては、これらの現象に起因する覆土への応力分布を定量的

に把握することが困難であるため、変形方向の状態を設定する。埋設設備の膨張影響の方向の

設定を第 48表に示す。 

 

第 48表 埋設設備の膨張影響の方向の設定 

設定 設定の考え方 変形概念図 

【最も可能性が高い設定

／最も厳しい設定共通】 

鉛直方向へ卓越した変形 

埋設設備の変形は、埋設設備の側部に必要に応

じて砕石を混合した剛性の高い下部覆土を設置す

ることから、鉛直方向に卓越して生じる可能性が

高いと考えられる。 

そのため、埋設設備の膨張に伴う変位は、全て

鉛直方向へ作用するとして設定する。 

 

【最も可能性が高い設定

／最も厳しい設定共通】 

鉛直・水平方向への変形 

埋設設備の変形は、構造上躯体が水平方向に大

きいことから、水平方向に変位が生じる可能性が

ある。 

そのため、埋設設備の膨張に伴う変位は、埋設

設備の構造寸法に基づくアスペクト比が維持され

たまま鉛直・水平方向へ作用するとして設定す

る。  
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(ⅲ) 解析に用いる変形量 

埋設設備中の金属廃棄物は、廃棄体 1本ごとの金属重量が異なる。そのため、金属腐食に伴

う膨張現象が埋設設備の区画ごとで不均質に生じることが予想される。 

覆土の力学的影響は、膨張現象に起因した変形挙動による不均質性に対し、以下の観点を踏

まえた最大の値となる変形量を設定することで、不確実性を包含した評価を行う。 

a. 鉛直方向へ卓越した変形 

埋設される金属廃棄物の量が埋設設備の区画ごとに異なることから、鉛直方向への膨張は、

埋設設備の区画ごとに異なる挙動を示す。一方で、埋設設備の鉛直方向の変形量は、区画ご

とにそれぞれが膨張した場合に比較して、1 つの区画のみが膨張した場合において、最大と

なる。そのため、埋設設備に生じる膨張に伴う変形は、埋設設備端部の 1区画に対して、全

て鉛直方向へ作用するとして、最大の値を設定する。 

b. 鉛直・水平方向への変形 

埋設される金属廃棄物の量が埋設設備の区画ごとに異なることから、鉛直・水平方向の膨

張は、埋設設備の区画ごとに異なる挙動を示す。一方で、埋設設備の鉛直・水平方向に対す

る変形量は、埋設設備の区画ごとに生じる膨張量の合計であるため、鉛直方向に比較して水

平方向への膨張が卓越し、最大となる。そのため、埋設設備に生じる膨張に伴う変形は、埋

設設備端部の 1区画に対して、埋設設備の構造寸法に基づくアスペクト比が維持されたまま

鉛直・水平方向へ作用するとして、最大の値を設定する。 

以上のことから、解析に用いる変形量は、覆土の低透水性への影響評価の観点から、隅

角部付近の覆土に大きなひずみが生じるよう「4.(5)(ⅱ) 膨張量の設定値」を参考とした最

大の値を設定する。また、解析の変形挙動は、「5.(4)(ⅱ) 埋設設備の膨張影響の方向」に

従い埋設設備の変形比率を保ったまま一定として変形するものとする。解析に用いる変形量

を以下の第 49表に示す。 

 

第 49表 DEM解析に用いる変形量 

変形方向 
変形量(m/基) 

東西方向 鉛直方向 

鉛直方向へ卓越した変形 0.0 2.0 

鉛直・水平方向への変形 5.0 1.0 
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(ⅳ) 解析用物性値 

廃棄物埋設地における力学的影響評価に必要となる解析用物性値を設定する。土質系材料で

ある覆土の変形挙動を再現するため、覆土の材料を用いた供試体による三軸圧縮試験結果に対

して、シミュレーション解析により各覆土の物性値のフィッティングを行う。フィッティング

が完了した時点の各種物性値を、廃棄物埋設地における力学的影響評価の解析用物性値とする。

三軸圧縮試験、三軸圧縮試験の供試体、シミュレーション解析及びフィッティングの具体的な

内容を以下に示す。また、シミュレーション解析によりフィッティングさせた解析用物性値に

対し、廃棄物埋設地の解析モデルへの適用性を示す。 

a. 三軸圧縮試験 

(a) 試験の選定理由 

廃棄物埋設地及び三軸圧縮試験の応力状態の関係を第 19図に示す。 

廃棄物埋設地は、覆土による拘束圧が作用することで、覆土内部の応力状態が等方応力

状態にある。その後、長期的な埋設設備の膨張に伴い、覆土には内側から押し広げられる

方向に応力が加えられる。そのため、埋設設備の膨張時において、覆土内部では圧縮応力

及びせん断応力が支配的に作用している状態となると考えられる。 

文献(38）によると、三軸圧縮試験は、等方応力状態で圧密された土に対して、軸圧縮され

るときの強度・変形特性及び主応力差最大時の有効応力を求めることができる。そのため、

廃棄物埋設地における長期的な埋設設備の膨張時の圧縮応力及びせん断応力が作用して

いる状態と同様であると考えられる。 

以上のことから、埋設設備の膨張時における覆土の変形挙動を三軸圧縮試験により再現

できると判断し、三軸圧縮試験を選定した。 

(b) 試験方法 

三軸圧縮試験は、地盤工学会基準「土の圧密非排水(CU�)三軸圧縮試験」(JGS 0523-2009)

に準拠し実施する。三軸圧縮試験における拘束圧は、各覆土にかかる上載圧相当を包含し

ている。軸圧縮は、ひずみ速度が一定になるように連続的に供試体を圧縮する。また、圧

縮中は、軸圧縮力及び軸変位量を測定することで主応力差-軸ひずみ曲線を取得する。 

 

  

a. 廃棄物埋設地の応力状態 b. 三軸圧縮試験の応力状態 

  

第 19図 廃棄物埋設地及び三軸圧縮試験の応力状態の関係 
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b. 三軸圧縮試験の供試体 

(a) 難透水性覆土の供試体 

三軸圧縮試験に用いた難透水性覆土の供試体は、購入砂を母材とした Ca 型ベントナイ

ト混合土である。 

難透水性覆土の材料である購入砂は、JIS A 5005(37)に準拠した製品を用いるため、品質

(密度及び粒度分布）に有意なばらつきがない。また、難透水性覆土の材料であるベントナ

イトは細粒分である粘土に分類され、文献(38)によると粒径 0.075mm以下である。材料の大

半を占める砂の粒径は 5.0mm以下であり、難透水性覆土の骨格を主形成していることから、

ベントナイトは力学的な作用に寄与しない。フィッティングに用いる三軸圧縮試験の供試

体は、同様に品質(密度及び粒度分布)に有意なばらつきのない砂及び有意な力学的影響を

与えないベントナイトで作製し、廃棄物埋設地においても三軸圧縮試験の供試体と同様の

品質で施工すると考えられる。 

以上のことから、今回の三軸圧縮試験に対するシミュレーション解析でフィッティング

させる解析用物性値は、廃棄物埋設地の解析モデルに適用可能であると判断する。 

(b) 下部覆土の供試体 

三軸圧縮試験に用いた下部覆土の供試体は、ベントナイト、砕砂及び砕石を混合しない

現地発生土単体である。 

下部覆土の材料は、現地発生土を用いるため、品質(密度及び粒度分布)にばらつきがあ

ることから、必要に応じてベントナイト、砕砂及び砕石により調整を行うこととしている。

一方で、フィッティングに用いる三軸圧縮試験の供試体は、現地発生土単体を対象として

いる。現地発生土単体は、平均粒径が大きい砕砂及び砕石を混合した場合よりも剛性が小

さくなる。そのため、現地発生土単体により設定された解析用物性値は、下部覆土に砕砂

及び砕石を混合した場合よりも、変形を大きく表現できる。 

以上のことから、今回の三軸圧縮試験に対するシミュレーション解析でフィッティング

させる解析用物性値は、廃棄物埋設地の解析モデルに適用可能であると判断する。 

(c) 上部覆土の供試体 

三軸圧縮試験に用いた上部覆土の供試体は、砕砂及び砕石を混合しない現地発生土単体

である。 

上部覆土の材料は、現地発生土を用いるため、品質(密度及び粒度分布)にばらつきがあ

ることから、必要に応じて砕砂及び砕石により調整を行うこととしている。一方で、フィ

ッティングに用いる三軸圧縮試験の供試体は、現地発生土単体を対象としている。現地発

生土単体は、平均粒径が大きい砕砂及び砕石を混合した場合よりも剛性が小さくなる。そ

のため、現地発生土単体により設定された解析用物性値は、上部覆土に砕砂及び砕石を混

合した場合よりも、変形を大きく表現できる。 

以上のことから、今回の三軸圧縮試験に対するシミュレーション解析でフィッティング

させる解析用物性値は、廃棄物埋設地の解析モデルに適用可能であると判断する。  
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c. シミュレーション解析 

(a) 三軸圧縮試験の解析モデル 

三軸圧縮試験のシミュレーションモデルを第 20図に示す。供試体モデルは、実際の三軸

圧縮試験と同様に幅 50mm、高さ 100mmとして作成した。粒子数は 24,485個である。 

 

 

 

第 20図 三軸圧縮試験のシミュレーションモデル 

 

粒子間結合モデルの概念図を第 21図に示す。 

粒子間結合モデルは、廃棄物埋設地に生じる膨張現象を考慮して設定する。廃棄物埋設

地においては、覆土の厚さが十数 m以上あるため、土圧による圧縮場での拘束圧が作用し

た状態である。また、金属腐食による膨張は、この拘束圧が作用した場において生じるこ

ととなる。 

金属腐食の膨張に伴い、覆土には内側から押し広げられる方向に応力が加えられること

から、覆土内部では圧縮応力及びせん断応力が支配的に作用している状態となると考えら

れる。そのため、本 DEM解析においては、粒子が接触しているときの圧縮挙動及びせん断

挙動の再現性が重要であり、法線方向及び接線方向にバネ及びスライダーを直列で設定し

た。 

一方で、上記の応力状態を考慮すると、粒子が離れようとするときのせん断挙動は限定

的であり、覆土全体の挙動における再現性への影響が小さいことから、バネのみを設定し

た。粒子間結合モデルに付与するそれぞれの機能を以下に示す。 

また、参考として、粒子間結合モデルにおける応力とひずみの関係を第 50表に示す。 

[粒子が接しているとき] 

・法線方向のバネ(E1)：圧縮方向において覆土の剛性を表現する 

・接線方向のバネ(sE1)：せん断方向において覆土の剛性を表現する 

・接線方向のスライダー(μ)：せん断方向において摩擦抵抗力を表現する 

[粒子が離れようとするとき] 

・法線方向のバネ(E2)：引張方向において覆土の剛性を表現する 

 

Model Data ----------------------
Width:  50 mm
Height:  100 mm
Number of particles:  24,485
Maximum particle radius:  0.30mm
Minimum particle radius: 0.15mm
Uniform distribution
--------------------------------
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粒子が接触しているとき 粒子が離れようとするとき 

・粒子同士が接触しているときは、バネによる反発力及びスライダーによる摩擦力が作用する。 

・粒子同士が離れようとするときは、バネによる引張力が作用する。 

・引張力がバネの結合強度を超えるとバネが破断し粒子同士が離れ、再び粒子同士が接触することによ

って結合力が再生する。 

・粒子の要素は剛体とし、要素自体が変形するなどの挙動は示さないものとする。 

 

第 21図 粒子間結合モデルの概念図 

 

第 50表 粒子間結合モデルにおける応力とひずみの関係 

 粒子が接触しているとき 粒子が離れようとするとき 
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(b) 解析方法 

シミュレーション解析は、実際の三軸圧縮試験と同様に供試体モデル下部の載荷盤を固

定しておき、側部及び上部の載荷盤から一定の拘束圧を作用させた状態で上部の載荷盤を

動かすことにより実施した。 

軸方向応力は、供試体モデル上端の粒子から上部の載荷盤に作用する反発力の総和を供

試体モデルの幅で除すことにより算出した。 

ひずみについては、供試体モデルの上下左右各辺付近の粒子を 10個ずつ選出し、それら

の粒子の相対的な変位を計測し、それぞれ平均をとることにより算出した。 
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d. フィッティング 

三軸圧縮試験により得られた各覆土の主応力差-軸ひずみ曲線に対して、シミュレーショ

ン解析により得られる各覆土の主応力差-軸ひずみ曲線が適合するまで、パラメータを繰り

返し補正することをフィッティングという。フィッティングが完了した時点のパラメータが

解析用物性値となる。 

(a) 難透水性覆土に対するフィッティング 

三軸圧縮試験結果及びシミュレーション解析により算出した主応力差-軸ひずみ曲線を

第 22図に示す。ひずみ初期の傾きが剛性を示しており、剛性が小さいほど応力に対して大

きな変形を示す。三軸圧縮試験結果の剛性に対して、シミュレーション解析結果の剛性が

小さいことから、解析により算出される変位量は大きく再現される。 

以上のことから、三軸圧縮試験結果に対し、シミュレーションの結果がおおむね良好に

再現できているため、本フィッティングで設定された解析用物性値を用いる。 

なお、拘束圧 170kPaのシミュレーション解析のうちひずみ 10%以降において、三軸圧縮

試験結果に対して主応力差がわずかに上昇している箇所がある。これは、シミュレーショ

ンモデルにおいては、側部に設置している剛体壁を介して拘束圧を与えており、ひずみが

大きくなると供試体の変形を押さえつける作用が働くために起きていると考えられる。三

軸圧縮試験においては供試体の側部のゴムスリーブを介して拘束圧を与えており、変形を

許容していることから、変形を押さえつける作用が生じていない。廃棄物埋設地モデルは、

モデルサイズが大きく上部が解放されていることから、上記のような変形を押さえつける

作用が生じないと考えられる。 

 

 

 

第 22図 難透水性覆土に対する三軸圧縮試験結果及びシミュレーション解析の比較 
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(b) 下部覆土に対するフィッティング 

三軸圧縮試験結果及びシミュレーション解析により算出した主応力差-軸ひずみ曲線を

第 23図に示す。ひずみ初期の傾きが剛性を示しており、剛性が小さいほど応力に対して大

きな変形を示す。三軸圧縮試験結果の剛性に対して、シミュレーション解析結果の剛性が

小さいことから、解析により算出される変位量は大きく再現される。 

以上のことから、三軸圧縮試験結果に対し、シミュレーションの結果がおおむね良好に

再現できていることから、本フィッティングで設定された解析用物性値を用いる。 

 

 

 

第 23図 下部覆土に対する三軸圧縮試験結果及びシミュレーション解析の比較 
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(c) 上部覆土に対するフィッティング 

三軸圧縮試験結果及びシミュレーション解析により算出した主応力差-軸ひずみ曲線を

第 24図に示す。ひずみ初期の傾きが剛性を示しており、剛性が小さいほど応力に対して大

きな変形を示す。三軸圧縮試験結果の剛性に対して、シミュレーション解析結果の剛性が

小さいことから、解析により算出される変位量は大きく再現される。 

以上のことから、三軸圧縮試験結果に対し、シミュレーションの結果がおおむね良好に

再現できていることから、本フィッティングで設定された解析用物性値を用いる。 

なお、上部覆土は、力学的影響評価の対象としている低透水性機能を有する難透水性覆

土及び下部覆土への上載荷重が作用していれば良い。 

 

 

 

第 24図 上部覆土に対する三軸圧縮試験結果及びシミュレーション解析の比較 
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e. 解析用物性値のまとめ 

(a) シミュレーション解析によりフィッティングさせた解析用物性値 

解析用物性値のフィッティングにより設定した難透水性覆土、下部覆土及び上部覆土の

解析用物性値を第 51表に示す。 

 

第 51表 解析用物性値一覧 

設定 
設定値 

単位 設定方法 
難透水性覆土 下部覆土 上部覆土 

密度 1,649 1,940 1,500 kg/m3 対象部材の土粒子密度試験より算出し、設定する。 

最大粒子半径 100 100 100 mm 解析モデル上、表現が可能となる範囲にて設定する。 

最小粒子半径 50 50 50 mm 解析モデル上、表現が可能となる範囲にて設定する。 

粒度分布 - - - - 解析モデルにあわせて設定する。 

法線方向弾性バネ 1 弾

性係数(E1) 
55 200 140 MPa 三軸圧縮試験のシミュレーションより設定する。 

法線方向弾性バネ 2 弾

性係数(E2) 
600 200 140 MPa 三軸圧縮試験のシミュレーションより設定する。 

弾性バネ定数比(s) 1.0 1.0 1.0 - 三軸圧縮試験のシミュレーションより設定する。 

粒子間摩擦係数(μ) 0.4 0.5 0.4 - 三軸圧縮試験のシミュレーションより設定する。 

結合強度(σamax) 330 1,000 1,200 kPa 三軸圧縮試験のシミュレーションより設定する。 
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(b) 廃棄物埋設地の解析モデルへの適用性 

大変形を与える廃棄物埋設地の解析モデルに対して、三軸圧縮試験のシミュレーション

モデルでフィッティングした解析用物性値を適用させることについて、以下のとおり考察

する。 

三軸圧縮試験結果では、5%以降のひずみ領域において応力の変動は見られず、覆土がせ

ん断破壊後の残留状態となり、残留強度を発現していると考えられる。 

文献(36）によると残留強度はせん断抵抗がピーク値（せん断強さ）を超え、漸次低下して

究極的な定常せん断状態に達したときの値と定義される。また、原位置において移動距離

の大きい地すべり面でのせん断強さに相当すると考えられており(39）、廃棄物埋設地の覆土

においても大変形時に発現する強度であるといえる。さらに、室内試験によるせん断破壊

後、せん断面において最終的にペッド(複数の土粒子が集まって集合体を形成したもの)の

再配列が完了し、完全配向状態となった段階で、残留強度状態に収束するとされている(40）。

そのため、15%以降のひずみ領域においても、残留状態に達した覆土はひずみ量の増加によ

らず継続的に同じ性質を示す。 

以上のことから、15%までのひずみを対象としたシミュレーション解析でフィッティン

グさせた解析用物性値は、残留状態に至るまでの状況を再現できているため、大変形を与

える廃棄物埋設地の解析モデルに適用可能であると判断する。 
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(5) 解析結果 

(ⅰ) 覆土の変形方向による力学的影響の確認 

前項までに設定したパラメータを用いて DEM解析を実施した。解析では、覆土の形状変化

に大きな影響を与える状態を確認するため、第 48表で設定した変形方向の 2種類の設定を併

記することで形状変化を確認する。解析結果を第 25図及び第 26図に示す。第 25図及び第 26

図より、第 49表の変位を与えた際の覆土の形状変化は、鉛直・水平方向への変形による影響

が大きいことが確認された。 

そのため、覆土の透水係数及び厚さへの影響については、鉛直・水平方向への変形を対象

に評価する。 

 

 

変形量(鉛直方向：2.0m) 

 

第 25図 鉛直方向へ卓越した変形ケースにおける解析結果 

 

 

変形量(東西方向：5.0m、鉛直方向：1.0m) 

 

第 26図 鉛直・水平方向への変形ケースにおける解析結果 
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(ⅱ) 覆土の厚さの評価 

覆土の厚さは、弱部と考えられる隅角部に残存している難透水性覆土の厚さを確認すること

で評価する。 

第 46 表の最も可能性が高い設定の膨張量(東西方向：3.50×10-1m、鉛直方向：3.64×10-2m)

及び最も厳しい設定の膨張量(東西方向：5.00×100m、鉛直方向：5.20×10-1m)を考慮して鉛直・

水平方向の変形ケースのうち、以下の 3 種類の変形状態に対する隅角部の拡大図を第 27 図に

示す。 

・状態 A 解析の初期状態 

・状態 B 最も可能性が高い設定以上に変形した状態(変形量 東西方向：3.0m、鉛直方向：

0.6m) 

・状態 C 最も厳しい設定以上に変形した状態(変形量 東西方向：5.0m、鉛直方向：1.0m) 

解析結果から、最も可能性が高い設定以上の変形を与えた際の隅角部では、難透水性覆土に

開口は生じず、厚さが約 1m残る状態が確認されたが、金属腐食の膨張量が解析の変形量に比し

て十分小さいことから、厚さが 1m 以上残る状態を最も可能性が高い設定の設定値とする。ま

た、最も厳しい設定以上の変形を与えた際の隅角部では、難透水性覆土に開口(約 2m)が生じる

可能性が確認されたため、隅角部に約 2m の開口が生じる状態を最も厳しい設定の設定値とす

る。 

なお、解析結果より、難透水性覆土の厚さが減少した隅角部は、覆土材料が存在しない空洞

のような状態ではなく、下部覆土に置き換わっていることを確認している。また、下部覆土は、

難透水性覆土の解析結果から、覆土厚さへ有意な影響が生じないと設定する。 

 

    

状態 A 状態 B 状態 C  

 

第 27図 鉛直・水平方向の変形ケースにおける弱部(隅角部)の拡大図  

約1m

約2m

5m0 2.5



 

 

補 4-77 

 

(ⅲ) 覆土の透水係数の評価 

覆土の透水係数への影響は、密度と相関があることから、変形前後の密度を確認することで

評価する。DEM 解析に用いられている粒子の大きさ、空隙構造や空隙量が実態の土粒子と異な

るため、定量的な評価を行うことは困難であるが、定性的な変化を把握するため、密度の増加

率を確認することで評価する。 

密度は第 28図 b.に示すとおり、解析に半径 50cmの Circleを設定し、Circle内に含まれる

粒子の面積に粒子密度をかけたものを足し合わせ、Circle面積により割り込むことで算出する。

算出箇所に関しては、第 28図に示したとおり難透水性覆土及び下部覆土を対象とした 10箇所

とする。密度の増加率を算出した結果を第 52表に示す。 

第 52表より、覆土の密度減少は軽微であることから、密度変化により覆土の透水係数が増加

する有意な影響は生じない。 

 

 

 

a. 密度の算出概念 b. 密度の算出位置*1、2 

*1：Circle1～Circle5：難透水性覆土層と可動壁の接触位置 

*2：Circle6～Circle10：難透水性覆土層の外周 

 

第 28図 密度の算出方法の概念図 
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第 52表 鉛直・水平方向への変形時における密度の増加率 

測定位置 

鉛直・水平方向への変形 

第 27図のうち状態 B 第 27図のうち状態 C 

密度の増加率(%)*1 密度の増加率(%)*1 

Circle1 -0.8 0.3 

Circle2 -2.0 1.7 

Circle3 12.3 12.3 

Circle4 7.3 16.3 

Circle5 21.8 30.9 

Circle6 -0.9 -1.9 

Circle7 -4.0 -7.1 

Circle8 0.9 0.0 

Circle9 -4.2 5.1 

Circle10 7.8 11.5 

*1：負の値は、密度低下を示す。 

 

1 号廃棄物埋設地に関しては、可溶性塩と埋設設備による反応を起因とする埋設設備の膨張

影響をあわせて考慮しているため、第 27 図と同様に DEM 解析にて覆土への力学的影響を評価

した。 

覆土の形状変化に関して、解析を用いて確認した結果を第 29図に示す。 

解析結果から、最も可能性が高い設定以上の変形を与えた際の隅角部では、難透水性覆土に

開口は生じず、厚さが約 1m残る状態が確認されたが、金属腐食の膨張量が解析の変形量に比し

て十分小さいことから、厚さが 1m 以上残る状態を最も可能性が高い設定の設定値とする。ま

た、最も厳しい設定以上の変形を与えた際の隅角部では、難透水性覆土に開口は生じないもの

の、厚さがほぼ残らない状態を設定値とする。 

なお、解析結果より、難透水性覆土の厚さが減少した隅角部は、覆土材料が存在しない空洞

のような状態ではなく、下部覆土に置き換わっていることを確認している。また、下部覆土は、

難透水性覆土の解析結果から、透水係数及び覆土厚さへ有意な影響が生じないと設定する。 

 

 

状態 A*1 状態 B*2 状態 C*3 

*1：状態 A 解析の初期状態 

*2：状態 B 最も可能性が高い設定以上に変形した状態(変形量 東西方向：1.0m、鉛直方向：0.2m) 

*3：状態 C 最も厳しい設定以上に変形した状態(変形量 東西方向：2.0m、鉛直方向：0.4m) 

 

第 29図 鉛直・水平方向の変形ケースにおける解析結果 

10m5m0m
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(6) 1,000年後の力学的影響評価 

金属及び埋設設備の膨張影響に起因する影響において、DEM 解析により覆土の低透水性への影

響評価を行った結果から、透水係数に変化は生じないものの覆土厚さに力学的変形が生じると設

定する。金属及び埋設設備の膨張による覆土への力学的影響評価を第 53表に示す。 

なお、力学的影響(膨張量)を直接的に覆土へ与えた際の等価透水係数を試算した場合(参考資料

4 参照)においても、DEM 解析と等価透水係数が同等であったため、力学的影響(膨張量)による線

量評価への有意な影響は生じないと考える。 

 

第 53表 金属及び埋設設備の膨張による 1,000年後の覆土への力学的影響評価 

対象設備 

(対象廃棄物) 

変形 

形態 

力学的変形 

最も可能性が高い設定 最も厳しい設定 

2号及び 3号 

(充填固化体) 
膨張 

○難透水性覆土 

隅角部の厚さが 1m以上残る状態 

(開口無し) 

○下部覆土 

破断や厚さの変化が生じない状態 

○難透水性覆土 

隅角部に約 2mの開口が生じる状態 

 

○下部覆土 

破断や厚さの変化が生じない状態 

1号 

(充填固化体) 
膨張 

○難透水性覆土 

隅角部の厚さが 1m以上残る状態 

(開口無し) 

○下部覆土 

破断や厚さの変化が生じない状態 

○難透水性覆土 

隅角部の厚さがほぼ残らない状態 

(開口無し) 

○下部覆土 

破断や厚さの変化が生じない状態 
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6. 状態変化(陥没)に必要となる条件設定 

(1) 可溶性塩の溶出による埋設設備の陥没量の設定に係る諸条件の設定 

陥没量の設定は、埋設設備中の対象となる可溶性塩(硫酸塩及びほう酸塩)が地下水との反応に

より溶出すること及び廃棄体に上部空隙が存在することから、埋設設備に空洞が発生するとし、

空洞の発生に伴う陥没を考慮して行う。埋設設備の陥没量の設定手順*1を第 30図に示す。 

*1：廃棄体の上部空隙を考慮し陥没量の設定を行う。 

 

 

 

第 30図 可溶性塩の溶出による埋設設備の陥没量の設定手順 

 

(2) 可溶性塩の溶出量の設定 

(ⅰ) 硫酸塩(セメント固化体)の溶出量の設定 

廃止措置の開始後の状態変化の評価においては、文献(41)を参考に硫酸塩の溶出に伴う空隙の

生成に着目し、全量溶出した状態を設定する。 

(ⅱ) ほう酸塩(セメント固化体)の溶出量の設定 

廃止措置の開始後の状態変化の評価においては、文献(41)を参考にほう酸塩の溶出に伴う空隙

の生成に着目し、全量溶出した状態を設定する。 

(ⅲ) ほう酸塩(アスファルト固化体)の溶出量の設定 

廃止措置の開始後の状態変化の評価においては、文献(42)を参考にアスファルトの実態的な性

能を考慮し、設定する。  

6.(2) 可溶性塩の溶出量の設定

6.(1) 可溶性塩の溶出による埋設設備の陥没量の設定に係る諸条件の設定

6.(3) 埋設設備の陥没量の設定

• 硫酸塩(セメント固化体)の溶出量の設定
• ほう酸塩(セメント固化体)の溶出量の設定
• ほう酸塩(アスファルト固化体)の溶出量の設定
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(3) 埋設設備の陥没量の設定 

埋設設備の陥没量は、埋設設備中の対象となる可溶性塩(硫酸塩及びほう酸塩)が地下水との反

応により溶出すること及び均質・均一固化体の固型化条件である有害な空隙(少なくとも「上部空

隙が 30%を超えない」ものは有害ではない)に起因し、陥没することから、「6.(2) 可溶性塩の溶

出量の設定」を考慮し、設定する。 

廃棄体中の可溶性塩が溶出することによる空隙の体積増加分及び廃棄体の初期条件である上

部空隙の体積分を考慮し、埋設設備の区画ごとの最大沈下量を算出する。 

廃棄体の初期条件である上部空隙については、覆土の低透水性への影響評価の観点から、均質・

均一固化体の固型化条件の最大値である上部空隙 30%の体積分を用いる。 

沈下量の設定は、埋設設備の区画ごとに含まれる可溶性塩の量に応じて変化することから、1区

画当たりの沈下量(沈下する底面積は、区画底面積とする。)とする。 

なお、可溶性塩のうち、アスファルト固化体中のほう酸塩については、文献(42)を参考に考慮す

る。 

沈下量の算出式を以下に示す。 

はじめに、廃棄体中の空隙量に従った初期空隙高さ Liより、埋設設備中の区画の初期空隙体積

Viを求める。 

𝑉𝑉𝑖𝑖 = 𝐿𝐿𝑖𝑖 × 𝑆𝑆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑀𝑀 
Spit :区画の投影面積(m2) 

Vi よりドラム缶 1 本当たりの初期空隙体積 Vd を求める。ただし、区画には n 本あるとする(1

号埋設設備のうち、1区画には 320本(8段 5列 8行)のドラム缶が配置される。)。 

𝑉𝑉𝑑𝑑 = 𝑉𝑉𝑖𝑖 𝑛𝑛⁄  

Vdよりドラム缶中の初期空隙高さ h を求める。 

次に、ドラム缶断面の廃棄体投影面積 S を求める。投影面積に関する概念図を第 31図に示す。 

𝑆𝑆 = 𝑆𝑆1 + 𝑆𝑆2 

𝑆𝑆1 = 𝜋𝜋𝑅𝑅2(1− 𝜃𝜃 𝜋𝜋⁄ ) 

𝑆𝑆2 =
𝑅𝑅2

2
(2𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝜃𝜃𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃) 

ただし、ドラム缶の半径 R、ドラム缶中の初期空隙高さ h であるため、𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃 = 𝑅𝑅−ℎ
𝑅𝑅
となる。 

 

 

第 31図 ドラム缶断面の廃棄体投影面積  
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よって、ドラム缶中の廃棄体の体積 Vwは、ドラム缶全長 H を用いて 

𝑉𝑉𝑤𝑤 = 𝑆𝑆 × 𝐻𝐻 
S の式より、表面溶出する場合、一部の可溶性塩が残存する廃棄体のドラム缶断面の投影面積

S’を求める。 
溶出については、表面から r だけ溶出するとし、S1 の部分は半径 R→(R-r)、S2 の部分は空隙

h→(h-r)に存在する可溶性塩が溶出すると仮定する。 

𝑆𝑆′ = 𝑆𝑆′1 + 𝑆𝑆′2 

𝑆𝑆′1 = 𝜋𝜋(𝑅𝑅 − 𝑟𝑟)2(1− 𝜃𝜃 𝜋𝜋⁄ ) 

𝑆𝑆′2 =
𝑅𝑅2

2
(2𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝜃𝜃𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃) �

𝑅𝑅 − ℎ − 𝑟𝑟
𝑅𝑅 − ℎ

�
2

 

よって、可溶性塩の溶出が起こらないドラム缶中の廃棄体の体積 V’wは 

𝑉𝑉′𝑤𝑤 = 𝑆𝑆′ × (𝐻𝐻 − 2𝑟𝑟) 

可溶性塩の溶出による区画の沈下量 L は以下の式より求められる。区画ごとの可溶性塩の含有

量を Vsaltとする。ドラム缶断面の廃棄体投影面積(可溶性塩残存時)を第 32図に示す。 

𝐿𝐿 = 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ×
𝑉𝑉𝑤𝑤 − 𝑉𝑉′𝑤𝑤

𝑉𝑉𝑤𝑤
𝑆𝑆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑀𝑀�  

 

 

 

第 32図 ドラム缶断面の廃棄体投影面積(可溶性塩残存時) 

 

以上のことから、最大の沈下量を算出した結果、約 743mmである。 

可溶性塩の溶出挙動に関しては、セメント系材料との反応による挙動の不確かさや溶出速度の

知見など、定量的な沈下量を設定する根拠が乏しい。そのため、陥没量は最大の沈下量に対し、

覆土の低透水性への影響評価の観点から大きく設定する。設定した値を第 54表に示す。 
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第 54表 鉛直方向へ卓越した変形による陥没量の設定 

設定 

陥没量(m) 

対象設備：1号 

鉛直方向 

最も可能性が高い設

定／最も厳しい設定

共通 

1.0 
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7. 1,000年後の状態変化(陥没)の影響評価 

(1) 力学的影響評価の考え方 

可溶性塩の溶出による陥没量は、第 54表より、最も可能性が高い設定及び最も厳しい設定で鉛

直方向：1.0mである。最も可能性が高い設定及び最も厳しい設定の陥没量が直接的に覆土の変形

量になると仮定した場合、覆土の形状変化は第 33図に示すとおりとなる。 

覆土完了後の廃棄物埋設地においては、覆土の厚さが十数 m以上あることから、土圧による圧

縮場での拘束圧が作用した状態である(第 33図 a.参照)。また、拘束圧が作用した場において、

可溶性塩が地下水との反応により溶出することで、埋設設備に空洞が発生する。埋設設備の空洞

の発生に伴い、覆土が追随することでせん断変形する状態となる。 

最も可能性が高い設定及び最も厳しい設定における鉛直方向の変形量 1.0m は難透水性覆土の

厚さ 2.0m 以下であることから、難透水性覆土に 50％程度のひずみが生じるものの開口は生じな

い(第 33図 b.参照)。しかしながら、せん断面付近のひずみの発生に伴い、透水性能の低下が生

じる可能性がある。難透水性覆土(購入砂を母材とした Ca 型ベントナイト混合土)のせん断変形

を対象とした三軸圧縮試験結果及びせん断透水試験結果を第 15図に示す。 

第 15 図 a.より、せん断ひずみ 5%以降でせん断破壊後の残留状態*1であることを確認できる。

残留状態に達した覆土はひずみ量の増加によらず継続的に同じ性質を示すため、50％程度のひず

みが生じる難透水性覆土の隅角部においても、同じ性質を示すと考えられる。また、第 15図 b.

より、残留状態であるせん断ひずみ 15%までの変形において透水係数に大きな変化が生じていな

い。これらのことから、難透水性覆土には 50%程度のひずみが生じるが、せん断面付近の透水性

能は低下しないと考えられる。 

しかしながら、陥没現象では覆土が下方に緩むことにより、膨張現象に比べて複雑な応力場と

なることが考えられるため、上記について不確かさを否定できない。 

以上のことから、最も可能性が高い設定及び最も厳しい設定に対し、廃棄物埋設地の規模を考

慮した覆土の低透水性(透水係数及び厚さ)への力学的影響評価を実施する。 

*1：残留状態とは、せん断抵抗がピーク値（せん断強さ）を超え、漸次低下して究極的な定常せん断状態に達した

状態である。 
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a.初期状態(覆土完了後) 

 

b. 最も可能性が高い設定／最も厳しい設定における覆土の形状変化 
 

第 33図 埋設設備の陥没に伴う覆土の形状変化の概念図 

 

(2) 力学的影響評価手法 

覆土の力学的影響の評価手法は、埋設設備の陥没による覆土の大変形に応じた挙動を評価する

ため、膨張影響と同様の手法である DEM解析を用いる。 

なお、粒子間結合の設定では、粒子が沈下する際の滑り及び沈下後の圧密現象をより良く再現

するため、変更している。 

(3) 覆土の主な仕様 

廃棄物埋設地における覆土の主な仕様は第 47 表に示すとおり難透水性覆土の材料はベントナ

イト混合土である。  
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(4) 解析に用いる諸条件の設定 

(ⅰ) 解析モデル 

解析モデルの設定においては、陥没現象が生じる廃棄物埋設地の断面を対象とする。可溶性

塩が含まれる埋設設備では、可溶性塩が徐々に溶出するに伴い分散した形で空隙が形成される

ことで陥没が生じ、覆土にひずみが発生する。そのため、解析対象断面は、1 号廃棄物埋設地

の鉛直方向の断面とし、埋設設備の 1区画を対象とする。解析対象の鉛直断面図を第 34図に、

解析モデルを第 35図にそれぞれ示す。 

 

 

 

第 34図 1号埋設設備の鉛直断面図 

 

 

*1：上載粒子層は、難透水性覆土へかかる有効拘束圧を与えるものである。 

*2：陥没する幅は、1号埋設設備のうち、1区画当たりの内側寸法として設定する。 

 

第 35図 1号廃棄物埋設地の解析モデル  
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(ⅱ) 埋設設備の陥没影響の方向 

覆土への力学的影響(陥没影響)は、埋設設備中の可溶性塩の溶出及び廃棄体に含まれる上部

空隙に起因し土圧に抵抗出来なくなることにより、鉛直方向へ卓越した変形が生じることが考

えられるため、この変形方向の状態を設定する。埋設設備の陥没影響の方向の設定を第 55表に

示す。 

 

第 55表 埋設設備の陥没影響の方向の設定 

設定 設定の考え方 変形概念図 

【最も可能性が高い設定

／最も厳しい設定共通】 

鉛直方向へ卓越した変形 

埋設設備の変形は、廃棄体に内蔵される可

溶性塩の溶出に伴い、埋設設備が土圧に抵抗

出来なくなることから、鉛直方向に卓越して

生じる可能性が高いと考えられる。 

そのため、可溶性塩の溶出に伴う変位が全

て鉛直方向へ作用するとして設定する。 

 

 

(ⅲ) 解析に用いる変形量 

埋設設備中の可溶性塩は、廃棄体 1本ごとに異なる。そのため、可溶性塩の溶出に伴う陥没

現象が埋設設備の区画ごとで不均質に生じることが予想される。 

覆土の力学的影響は、陥没現象に起因した変形挙動による不均質性に対し、以下の観点を踏

まえた最大の値となる変形量を設定することで、不確実性を包含した評価を行う。 

a. 鉛直方向へ卓越した変形 

埋設設備中の可溶性塩の量が埋設設備の区画ごとに異なることから、鉛直方向への陥没は、

埋設設備の区画ごとに異なる挙動を示す。一方で、埋設設備の鉛直方向の変形量は、区画ご

とにそれぞれが陥没した場合に比較して、1 つの区画のみが陥没した場合において、最大と

なる。そのため、埋設設備に生じる陥没に伴う変形は、埋設設備端部の 1区画に対して、全

て鉛直方向へ作用するとして、最大の値を設定する。 

以上のことから、解析に用いる変形量は、覆土の低透水性への影響評価の観点から、隅

角部付近の覆土に大きなひずみが生じるよう「6.(3) 埋設設備の陥没量の設定」を参考とし

た最大の値を設定する。また、解析の変形挙動は、「7.(4)(ⅱ) 埋設設備の陥没影響の方

向」に従い変形するものとする。解析に用いる変形量を以下の第 56表に示す。 

 

第 56表 DEM解析に用いる変形量 

設定 

陥没量(m) 

対象設備：1号 

鉛直方向 

最も可能性が高い設定／最も厳し

い設定共通 
1.0 
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(ⅳ) 解析用物性値 

廃棄物埋設地における力学的影響評価に必要となる解析用物性値を設定する。土質系材料で

ある覆土の変形挙動を再現するため、覆土の材料を用いた供試体による三軸圧縮試験結果に対

して、シミュレーション解析により各覆土の物性値のフィッティングを行う。フィッティング

が完了した時点の各種物性値を、廃棄物埋設地における力学的影響評価の解析用物性値とする。

三軸圧縮試験、三軸圧縮試験の供試体、シミュレーション解析及びフィッティングの具体的な

内容を以下に示す。また、シミュレーション解析によりフィッティングさせた解析用物性値に

対し、廃棄物埋設地の解析モデルへの適用性を示す。 

a. 三軸圧縮試験 

(a) 試験の選定理由 

廃棄物埋設地及び三軸圧縮試験の応力状態の関係を第 36図に示す。 

廃棄物埋設地は、覆土による拘束圧が作用することで、覆土内部の応力状態が等方応力

状態にある。その後、長期的な埋設設備の陥没に伴い覆土が下方に緩むことによるせん断

応力が支配的であり、圧縮応力が共に作用している状態となると考えられる。 

文献(38）によると、三軸圧縮試験では、等方応力状態で圧密された土に対して、軸圧縮さ

れるときの強度・変形特性及び主応力差最大時の有効応力を求めることができる。そのた

め、廃棄物埋設地における長期的な埋設設備の陥没時の圧縮応力及びせん断応力が作用し

ている状態と同様であると考えられる。 

以上のことから、埋設設備の膨張時における覆土の変形挙動を三軸圧縮試験により再現

できると判断し、三軸圧縮試験を選定した。 

(b) 試験方法 

三軸圧縮試験は、地盤工学会基準「土の圧密非排水(CU�)三軸圧縮試験」(JGS 0523-2009)

に準拠し実施する。 

三軸圧縮試験における拘束圧は、各覆土にかかる上載圧相当を包含している。軸圧縮は、

ひずみ速度が一定になるように連続的に供試体を圧縮する。また、圧縮中は、軸圧縮力及

び軸変位量を測定することで主応力差-軸ひずみ曲線を取得する。 

 

  

a. 廃棄物埋設地の応力状態 b. 三軸圧縮試験の応力状態 

 

第 36図 廃棄物埋設地及び三軸圧縮試験の応力状態の関係 
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b. 三軸圧縮試験の供試体 

(a) 難透水性覆土の供試体 

三軸圧縮試験に用いる難透水性覆土の供試体は、購入砂を母材とした Ca 型ベントナイ

ト混合土である。 

難透水性覆土の材料である購入砂は、JIS A 5005(37)に準拠した製品を用いるため、品質

(密度及び粒度分布)に有意なばらつきがない。また、難透水性覆土の材料であるベントナ

イトは細粒分である粘土に分類され、文献(38)によると粒径 0.075mm以下である。材料の大

半を占める砂の粒径は 5.0mm以下であり、難透水性覆土の骨格を主形成していることから、

ベントナイトは力学的な作用に寄与しない。フィッティングに用いる三軸圧縮試験の供試

体は、同様に品質(密度及び粒度分布)に有意なばらつきのない砂及び有意な力学的影響を

与えないベントナイトで作製し、廃棄物埋設地においても三軸圧縮試験の供試体と同様の

品質で施工すると考えられる。 

以上のことから、今回の三軸圧縮試験に対するシミュレーション解析でフィッティング

させる解析用物性値は、廃棄物埋設地の解析モデルに適用可能であると判断する。  
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c. シミュレーション解析 

(a) 三軸圧縮試験の解析モデル 

三軸圧縮試験のシミュレーションモデルを第 37 図に示す。供試体モデルは、幅 50mm、

高さ 100mm(最大粒子半径 0.3mm、最小粒子半径 0.15mm)として作成した。粒子数は 24,480

個である。 

 

 

 

第 37図 三軸圧縮試験のシミュレーションモデル 

 

粒子間結合モデルの概念図を第 38図に示す。 

粒子間結合モデルは、廃棄物埋設地に生じる陥没現象を考慮して設定する。 

廃棄物埋設地においては、覆土の厚さが十数 m以上あるため、土圧による圧縮場での拘

束圧が作用した状態である。また、可溶性塩の溶出に伴う陥没は、この拘束圧が作用した

場において生じることとなる。 

金属腐食による膨張のような強制変位とは異なり、覆土が下方に緩むことによるせん断

変形となる。よって、覆土の緩みに伴い粒子が離れようとするときの挙動の重要性が増す

と考えられる。そのため、本 DEM解析においては、粒子が離れようとするときの接線方向

にバネとスライダーを直列で設定した。 

また、緩み後に上載覆土が再び積み重なることを想定し、覆土の圧縮方向の反発力を使

い分ける必要があると考えられる。そのため、本 DEM解析においては、粒子が接触してい

るときの法線方向にバネ単独及びスライダーと並列したバネを設定した。粒子間結合モデ

ルに付与するそれぞれの機能を以下に示す。また、参考として、粒子間結合モデルにおけ

る応力とひずみの関係を第 57表に示す。 

[粒子が接しているとき] 

・法線方向のバネ(E1)：圧縮方向において覆土の剛性を表現する 

・法線方向のバネ(E2)：圧縮方向において E1と共に降伏後の覆土の剛性を表現する 

・法線方向のスライダー(σ0)：圧縮方向において摩擦抵抗力を表現する 

・接線方向のバネ(sE1)：せん断方向において覆土の剛性を表現する 

・接線方向のスライダー(μ,μ0)：せん断方向において摩擦抵抗力を表現する 

Model Data --------------------
Width:  50 mm
Height:  100 mm
Number of particles:  24,480
Maximum particle radius:  0.30mm
Minimum particle radius: 0.15mm
Uniform distribution
------------------------------
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[粒子が離れようとするとき] 

・法線方向のバネ(E1)：引張方向において覆土の剛性を表現する 

・接線方向のバネ(sE1)：せん断方向において覆土の剛性を表現する 

・接線方向のスライダー(μ0)：せん断方向において覆土の摩擦抵抗力を表現する 

 

  

粒子が接触しているとき 粒子が離れようとするとき 

・粒子同士が接触しているときは、バネによる反発力及びスライダーによる摩擦力が作用する。 

・粒子同士が離れようとするときは、バネにより引張力が作用する。 

・引張力がバネの結合強度を超えるとバネが破断し粒子同士が離れる、再び粒子同士が接触することによって結合力が

再生する。 

・粒子の要素は剛体とし、要素自体が変形するなどの挙動は示さないものとする。 

 

第 38図 粒子間結合モデルの概念図  

法線方向 接線方向

スライダー

バネ

バネ

スライダーE1

E2
σ0

μ+μ0

sE1

バネ

E1

スライダー

バネ

μ0

sE1

法線方向 接線方向

μ，μ0 
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第 57表 粒子間結合モデルにおける応力とひずみの関係 

 粒子が接触しているとき 粒子が離れようとするとき 

法線方向 

  

接線方向 

  

 

(b) 解析方法 

シミュレーション解析は、実際の三軸圧縮試験と同様に供試体モデル下部の載荷盤を固

定しておき、側部及び上部の載荷盤から一定の拘束圧を作用させた状態で上部の載荷盤を

動かすことにより実施した。 

軸方向応力は、供試体モデル上端の粒子から上部の載荷盤に作用する反発力の総和を供

試体モデルの幅で除すことにより算出した。 

ひずみについては、供試体モデルの上下左右各辺付近の粒子を 10個ずつ選出し、それら

の粒子の相対的な変位を計測し、それぞれ平均をとることにより算出した。 
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d. フィッティング 

三軸圧縮試験により得られた各覆土の主応力差-軸ひずみ曲線に対して、シミュレーショ

ン解析により得られる各覆土の主応力差-軸ひずみ曲線が適合するまで、パラメータを繰り

返し補正することをフィッティングという。フィッティングが完了した時点のパラメータが

解析用物性値となる。 

(a) 難透水性覆土に対するフィッティング 

三軸圧縮試験結果及びシミュレーション解析により算出した主応力差-軸ひずみ曲線を

第 39図に示す。ひずみ初期の傾きが剛性を示しており、剛性が小さいほど応力に対して大

きな変形を示す。三軸圧縮試験結果の剛性に対して、シミュレーション解析結果の剛性が

小さいことから、解析により算出される変位量は大きく再現される。 

以上のことから、第 39図より、三軸圧縮試験結果に対し、シミュレーションの結果がお

おむね良好に再現できているため、本フィッティングで設定された解析用物性値を用いる。 

なお、拘束圧 170kPaのシミュレーション解析のうちひずみ 10%以降において、三軸圧縮

試験結果に対して主応力差がわずかに上昇している箇所がある。これは、シミュレーショ

ンモデルにおいては、側部に設置している剛体を介して拘束圧を与えており、ひずみが大

きくなると供試体の変形を押さえつける作用が働いているために起きていると考えられ

る。三軸圧縮試験においては供試体の側部のゴムスリーブを介して拘束圧を与えており、

変形を許容していることから、同様の現象が生じていない。廃棄物埋設地モデルはモデル

サイズが大きいことから、上記のような変形を押さえつける作用が生じないと考えられる。 

 

 

 

第 39図 難透水性覆土に対する三軸圧縮試験結果及びシミュレーション解析の比較 
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e. 解析用物性値のまとめ 

(a) シミュレーション解析によりフィッティングさせた解析用物性値 

解析用物性値のフィッティングにより設定した難透水性覆土の解析用物性値を第 58 表

に示す。 

 

第 58表 解析用物性値一覧 

設定 設定値 単位 設定方法 

密度 1,649 kg/m3 対象部材の土粒子密度試験より算出し、設定する。 

最大粒子半径 60 mm 解析モデル上、表現が可能となる範囲にて設定する。 

最小粒子半径 30 mm 解析モデル上、表現が可能となる範囲にて設定する。 

粒度分布 - - 解析モデルにあわせて設定する。 

法線方向弾性バネ 1弾性係数(E1) 200 MPa 三軸圧縮試験のシミュレーションより設定する。 

法線方向弾性バネ 2弾性係数(E2) 50 MPa 三軸圧縮試験のシミュレーションより設定する。 

法線方向スライダー降伏値(σ0) 10 kPa 三軸圧縮試験のシミュレーションより設定する。 

弾性バネ定数比(s) 1.0 - 三軸圧縮試験のシミュレーションより設定する。 

粒子間摩擦係数(μ) 1.0 - 三軸圧縮試験のシミュレーションより設定する。 

基準摩擦抵抗値(μ0) 1.5 kPa 三軸圧縮試験のシミュレーションより設定する。 

結合強度(σamax) 10 kPa 三軸圧縮試験のシミュレーションより設定する。 

 

(b) 廃棄物埋設地モデルへの適用性 

大変形を与える廃棄物埋設地の解析モデルに対して、三軸圧縮試験のシミュレーション

モデルでフィッティングした解析用物性値を適用させることについて、以下のとおり考察

する。 

三軸圧縮試験結果では、5%以降のひずみ領域において応力の変動は見られず、覆土がせ

ん断破壊後の残留状態となり、残留強度を発現していると考えられる。 

文献(36）によると残留強度はせん断抵抗がピーク値(せん断強さ)を超え、漸次低下して究

極的な定常せん断状態に達したときの値と定義される。また、原位置において移動距離の

大きい地すべり面でのせん断強さに相当すると考えられており(39）、廃棄物埋設地の覆土に

おいても大変形時に発現する強度であるといえる。さらに、室内試験によるせん断破壊後、

せん断面において最終的にペッド(複数の土粒子が集まって集合体を形成したもの)の再

配列が完了し、完全配向状態となった段階で、残留強度状態に収束するとされている(40）。

そのため、15%以降のひずみ領域においても、残留状態に達した覆土はひずみ量の増加に因

らず継続的に同じ性質を示す。 

以上のことから、15%までのひずみを対象としたシミュレーション解析でフィッティン

グさせた解析用物性値は、残留状態に至るまでの状況を再現できているため、大変形を与

える廃棄物埋設地の解析モデルに適用可能であると判断する。  
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(5) 解析結果 

(ⅰ) 覆土の厚さの評価 

前項までに設定したパラメータを用いて DEM 解析を実施した。解析結果を第 40 図に示す。

陥没現象では、第 55表のとおり鉛直方向への変形に対する影響評価である。そのため、覆土の

厚さは、第 40 図に示す解析結果*1を対象に、第 41 図に示す算出方法のとおり算出し確認する

ことで評価する。算出した難透水性覆土の厚さ分布を第 42図に示す。 

第 42図より、難透水性覆土の厚さに大きな減少が確認されなかったことから、厚さに変化は

生じないと設定する。 

*1：解析結果は、最も可能性が高い設定／最も厳しい設定共通である。 

 

 

 

第 40図 鉛直方向へ卓越した変形ケースにおける解析結果 

 

 

 

第 41図 難透水性覆土の厚さ算出方法  
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第 42図 難透水性覆土の厚さ分布 
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(ⅱ) 覆土の透水係数の評価 

覆土の透水係数への影響は、密度と相関があることから、陥没前後の密度を確認し評価する。

DEM 解析に用いられている粒子の大きさ、空隙構造や空隙量が実態の土粒子と異なるため、定

量的な評価を行うことは困難であるが、定性的な変化を把握するため、密度の増加率を確認す

ることで評価する。 

密度は第 43図に示すとおり、陥没前後の陥没隅角部近傍(Left 及び Right 系列)並びに陥没

中央部(Center 系列)における増加率を確認する。また、密度の増加率を算出した結果を第 59

表に示す。 

第 59表より、陥没隅角部近傍(Left 及び Right 系列)では、密度の減少が確認されたが、覆

土の厚さに大きな変化が生じていないこと及び陥没中央部(Center 系列)の密度増加を考慮し、

覆土の透水係数が増加する有意な影響は生じないことが確認された。 

 

 

 

第 43図 難透水性覆土の密度測定位置  
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第 59表 鉛直方向への変形時における密度の増加率 

測定位置 密度の増加率(%)*1 

Left_1 2.4 

Left_2 -2.1 

Left_3 -7.7 

Left_4 -8.2 

Left_5 -4.0 

Left_6 -5.1 

Left_7 -5.2 

Center_1 8.6 

Center_2 1.5 

Center_3 2.6 

Center_4 2.2 

Right_1 6.7 

Right_2 -4.4 

Right_3 -2.6 

Right_4 -5.0 

Right_5 -5.5 

Right_6 -1.5 

Right_7 0.4 

*1：負の値は、密度低下を示す。 
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(6) 1,000年後の力学的影響評価 

可溶性塩の溶出による陥没影響に起因する影響において、DEM 解析により覆土の低透水性への

影響評価をした結果から、透水係数及び覆土厚さに力学的変形が生じないと設定する。可溶性塩

の溶出による覆土への力学的影響評価を第 60表に示す。 

 

第 60表 可溶性塩の溶出による 1,000年後の覆土への力学的影響評価 

対象設備 

(対象廃棄物) 

変形 

形態 

力学的変形 

最も可能性が高い設定 最も厳しい設定 

1号 

(均質・均一固化体) 
陥没 

○難透水性覆土／下部覆土共通 

破断や厚さの変化が生じない状態 

○難透水性覆土／下部覆土共通 

破断や厚さの変化が生じない状態 
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8. 1,000年後の状態変化の評価(力学的影響)のまとめ 

金属及び埋設設備の膨張並びに埋設設備の陥没に起因する影響において、DEM 解析により覆土の

低透水性(透水係数及び覆土厚さ)への影響評価をした結果から、透水係数に変化は生じないものの

覆土厚さに力学的変形が生じると設定する。状態変化の評価(力学的影響)のまとめを第 61 表に示

す。 

なお、2号及び3号廃棄物埋設地における最も厳しい設定の膨張影響では、難透水性覆土に隅角

部に約2mの開口*1が生じるが、埋設設備外周部に設置された難透水性覆土(3号の場合、東西方向の

覆土施工範囲：約64m)に対し、限定的な範囲の影響である。 

*1：難透水性覆土に対し開口すると設定した箇所は、覆土材料が存在しない空洞のような状態では

なく、下部覆土である。また、下部覆土の密度減少は解析結果から軽微であることから、密度

変化による透水係数が増加する有意な影響は生じない。 

 

第 61表 1,000年後の状態変化の評価(力学的影響)のまとめ 

対象設備 

(対象廃棄物) 

変形 

形態 

力学的変形 

最も可能性が高い設定 最も厳しい設定 

2号及び 3号 

(充填固化体) 

膨張 

○難透水性覆土 

隅角部の厚さが 1m以上残る状態 

(開口無し) 

○下部覆土 

破断や厚さの変化が生じない状態 

○難透水性覆土 

隅角部に約 2mの開口が生じる状態 

 

○下部覆土 

破断や厚さの変化が生じない状態 

1号 

(充填固化体) 

○難透水性覆土 

隅角部の厚さが 1m以上残る状態 

(開口無し) 

○下部覆土 

破断や厚さの変化が生じない状態 

○難透水性覆土 

隅角部の厚さがほぼ残らない状態 

(開口無し) 

○下部覆土 

破断や厚さの変化が生じない状態 

1号 

(均質・均一固化体) 
陥没 

○難透水性覆土／下部覆土共通 

破断や厚さの変化が生じない状態 

○難透水性覆土／下部覆土共通 

破断や厚さの変化が生じない状態 
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1. はじめに 

本資料は、設定値を超える金属廃棄物が埋設された場合を考慮した上で、金属廃棄物に対する金

属重量の設定(310kg/本)を行うことの妥当性を示すものである。 

 

2. 金属廃棄物重量の設定の妥当性について 

3号埋設設備では、事業変更許可後に充填固化体が埋設されることから、2号埋設設備とは異なり

埋設実績はない。 

一方で、2 号埋設設備では、金属廃棄物の収納効率を向上させる観点から、高圧圧縮処理又は溶

融処理を行い、可能な限り多くの金属廃棄物を埋設しているため、3 号埋設設備でも同様の金属廃

棄物の重量にて埋設されると考えられる。 

よって、2号埋設設備の埋設実績を用いた金属廃棄物重量の設定は妥当である。 

なお、金属腐食による金属の膨張量の設定においては、高圧圧縮体又は溶融体に対し、「腐食速度

の設定」として腐食速度を適用せず全量が腐食すると設定し、金属腐食による金属の膨張量を算出

する際に、十分な保守性を与えている。 

 

3. 想定を超える金属重量の廃棄体が埋設された場合の検討 

金属重量の大きな廃棄体が将来埋設される不確実性の影響を検討するため、仮に 3号埋設設備に

最大収納重量となる金属廃棄物(高圧圧縮体又は溶融体)が埋設された場合を想定した際の最も厳

しい設定において、金属腐食による金属の膨張量を算出した。 

なお、高圧圧縮体及び溶融体は、処理方法の特性上、一つの金属の塊であると捉えられる。その

ため、高圧圧縮体及び溶融体の表面積は、金属廃棄物が密収納された廃棄体に比して小さいことか

ら、腐食の進行が遅いと考えられる。 

よって、高圧圧縮体及び溶融体に対しては、金属廃棄物の全量が腐食するとはせず、腐食速度及

び表面積を設定する。 

金属腐食による金属の膨張量の算出に必要なパラメータを第 1表に示す。 

鉛直方向へ卓越した変形による膨張量及び鉛直・水平方向への変形による膨張量の算出結果を第

2表及び第 3表に示す。 
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第 1表 最も厳しい設定における金属の膨張量算出に必要となるパラメータ一覧 

項目 
対象設備 

3号 

金属重量 

金属廃棄物*1 19,800,000(kg) 

廃棄体容器 792,000(kg) 

埋設設備中の鉄筋 1,357,000(kg) 

合計 21,949,000(kg) 

腐食膨張倍率 4倍 

金属の表面積 

/比表面積 

金属廃棄物*2 8.8×10-2(m2/kg) 

廃棄体容器 4.8(m2/本) 

埋設設備中の鉄筋 19,000(m2) 

埋設設備 
寸法 

東西方向：64.10(m) 

南北方向：36.51(m) 

鉛直方向：6.66(m) 

体積 約 15,587(m3) 

腐食速度*3 0.1(μm/y) 

評価年数 1,000(y) 

*1：金属廃棄物重量は、廃棄体製作技術の溶融体重量(742kg)を参考に 750kg/本として算定し

た。 

*2：金属廃棄物の表面積は、廃棄体製作技術の鉄系金属の表面積(PWR)を参考に設定した。 

*3：腐食速度は、腐食速度の測定手法に内在する測定誤差を考慮した値である 0.1(μm/y)を設

定した。 

 

第 2表 鉛直方向へ卓越した変形による膨張量の設定 

設定 

膨張量(m/基) 

対象設備：3号 

鉛直方向 

最も厳しい

設定 

3.21×10-1 

参考値*1 1.69×100 

*1：金属重量(310kg/本)での最も厳しい設定の膨張量 

 

第 3表 鉛直・水平方向への変形による膨張量の設定 

設定 

膨張量(m/基) 

対象施設：3号 

東西方向 南北方向 鉛直方向 

最も厳しい

設定 

1.02×100 5.77×10-1 1.06×10-1 

参考値*1 5.00×100 2.85×100 5.20×10-1 

*1：金属重量(310kg/本)での最も厳しい設定の膨張量 
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第 2表及び第 3表より、1,000年後の金属腐食による膨張量を算出した結果は、金属重量(310kg/

本)の最も厳しい設定にて算出した膨張量に比して約 1/5倍である。 

以上のことから、将来想定を超える金属重量の廃棄体が埋設された場合の不確実性は、金属重量

(310kg/本)の最も厳しい設定に対し、「腐食速度の設定」を全量腐食と設定した際の膨張量の設定値

以下であることから、金属重量を 310kg/本として評価することは妥当である。 

 

4. 参考文献 

(1) 財団法人 原子力環境整備センター(平成 10 年 3 月)：低レベル放射性廃棄物処分用廃棄体

製作技術について(各種固体状廃棄物)(改訂 1) 
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1. はじめに 

本資料は、金属の腐食に伴う腐食生成物並びに可溶性塩と埋設設備の反応による二次鉱物によっ

て生じる力学的影響(膨張)について、真密度を用いた力学的影響の評価を行うことの妥当性を示す

ものである。 

 

2. 金属腐食による腐食生成物に真密度を用いた力学的影響の評価の妥当性について 

金属腐食によって生じる腐食生成物の膨張量は、拘束がない環境において、かさ密度により評価

されることが一般的である。 

覆土完了後の廃棄物埋設地は、覆土の厚さが十数 m以上あることから、土圧における圧縮場での

拘束圧が作用した状態である。金属腐食による膨張では、周辺の拘束がある環境において、かさ密

度から求めた体積の変化量を用いた定量的な腐食膨張倍率を評価した知見がないことから、かさ密

度を考慮した定量的な評価を実施することが困難である。また、拘束圧が作用した状態においては、

腐食生成物中のかさ容積*1 に含まれる気孔全てが膨張に寄与することは考え難い。そのため、金属

腐食に伴う力学的影響(膨張)の評価では、腐食生成物に対し真密度から求めた体積の変化量を用い

た評価を行うこととしている。 

真密度を用いた評価では、かさ密度を用いた評価に比して力学的影響(膨張)が過小評価となるお

それがあることから、以下に示す「腐食生成物の設定」、「腐食膨張倍率の設定」及び「金属腐食に

よる金属の膨張量の設定」の考え方を踏まえた上で、適切な保守性を与えた評価により実施してい

る。 

*1：かさ容積とは、開気孔(外部に通じている気孔)及び閉気孔(固体内に閉じ込められている気孔)両方の体積を含ん

だ容積である(1)。 

(1) 「腐食生成物の設定」に係る考え方 

腐食生成物は、以下の考え方に基づき設定している。 

文献(2)より、充填固化体に収納される金属廃棄物は、炭素鋼、ステンレス鋼及び鋳鉄が大部分

を占め、その他に小物金属、番線、計器類、缶類及びメッキ加工された金属板などである。充填

固化体中に収納される金属廃棄物に対し、金属種類を整理した結果より、主要な金属種類は鉄で

あり、その他考慮する金属種類はアルミニウム、ニッケル、銅及び亜鉛である。腐食生成物の設

定は、金属種類を整理した結果を踏まえて、金属種類(鉄、アルミニウム、ニッケル、銅及び亜鉛)

ごとに個別で設定する。 

金属種類ごとの腐食生成物に対する最も可能性が高い設定は、最も安定に存在し得る腐食生成

物を設定する。環境条件に適合した腐食生成物が複数存在する場合又は、最も安定に存在し得る

腐食生成物の設定が困難である場合は、金属腐食に伴う膨張に大きく寄与すると考えられる腐食

生成物(非晶質を含む)を選定することとする。 

金属種類ごとの腐食生成物に対する最も厳しい設定は、覆土の低透水性への影響評価の観点か

ら、金属腐食に伴う膨張に大きく寄与すると考えられる腐食生成物(非晶質を含む)を設定する。 

以上の考え方に基づき設定した腐食生成物を第 1表に示す。  
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第 1表 腐食生成物の設定及び設定の考え方 

金属種類 設定 設定の考え方 

鉄 

【最も可能性が高い

設定】 

Fe3O4 

【最も可能性が高い設定】 

複数の文献において生成すること及び安定な結晶性の腐

食生成物であることから Fe3O4(マグネタイト)を設定する。 

【最も厳しい設定】 

Fe(OH)2 

【最も厳しい設定】 

複数の腐食生成物が確認されているが、金属腐食に伴う膨

張に大きく寄与する Fe(OH)2(水酸化鉄(Ⅱ))を設定する。 

アルミニウム 

ニッケル 

銅 

亜鉛 

【最も可能性が高い

設定】 

・Al(OH)3 

・Ni(OH)2 

・Cu 

・Zn(OH)2 

【最も可能性が高い設定】 

それぞれの金属種類に対して複数の腐食生成物が確認さ

れているが、金属腐食に伴う膨張に大きく寄与する水酸化物

を設定する。 

ただし、銅に関しては、最も可能性が高い設定の環境条件

下では腐食しないことから銅のままとして設定する。 

【最も厳しい設定】 

・Al(OH)3 

・Ni(OH)2 

・Cu(OH)2 

・Zn(OH)2 

【最も厳しい設定】 

複数の腐食生成物が確認されているが、金属腐食に伴う膨

張に大きく寄与する水酸化物を一律設定する。 

 

(2) 「腐食膨張倍率の設定」に係る考え方 

金属種類ごとの腐食生成物に対する腐食膨張倍率は、第 1表に示した腐食生成物に対し、ICSD

の無機結晶構造データベース(化学情報協会)(3)に示される理論密度を用いて算出している。算出

した腐食生成物の腐食膨張倍率を第 2表に示す。 

埋設設備中の金属の腐食膨張倍率の設定は、廃棄体中の金属の割合を考慮し設定する必要があ

るが、文献(2)より定量的な割合を整理出来ないため、金属の割合を設定することが困難である。

そのため、主要な金属種類である鉄に対して、その他考慮する金属種類(アルミニウム、ニッケル、

銅及び亜鉛)の混入率を 0wt%～50wt%の幅で設定し、金属が混合された状態での腐食膨張倍率を算

出する。 

最も可能性が高い設定及び最も厳しい設定に対し、金属が混合された場合の腐食膨張倍率の算

出結果を第 1図及び第 2図にそれぞれ示す。埋設設備中の金属の腐食膨張倍率の設定に当たって

は、金属が混合された状態での腐食膨張倍率の最大値を包含する値を設定する。 

なお、文献(2)より、その他考慮する金属種類(アルミニウム、ニッケル、銅及び亜鉛)は、金属

廃棄物のうち小物金属、番線、計器類、缶類及びメッキ加工された金属板などである。そのため、

その他考慮する金属種類(アルミニウム、ニッケル、銅及び亜鉛)の混入率は、埋設設備全体の金

属量に対し、占める割合が小さいと考えられる。 
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第 2表 腐食生成物の設定及び腐食膨張率 

条件 腐食生成物の設定及び腐食膨張倍率 

鉄 

【最も可能性が高い設定】 

Fe3O4 2.10 

【最も厳しい設定】 

Fe(OH)2 3.72 

アルミニウム 
【最も可能性が高い設定／最も厳しい設定】 

Al(OH)3 3.23 

ニッケル 
【最も可能性が高い設定／最も厳しい設定】 

Ni(OH)2 3.43 

銅 

【最も可能性が高い設定】 

Cu 1.00 

【最も厳しい設定】 

Cu(OH)2 4.08 

亜鉛 
【最も可能性が高い設定／最も厳しい設定】 

Zn(OH)2 3.56 
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第 1図 最も可能性が高い設定(Fe3O4(腐食膨張倍率：2.10)を基準)における 

金属が混合された場合の腐食膨張倍率 

 

 

 

第 2図 最も厳しい設定(Fe(OH)2(腐食膨張倍率：3.72)を基準)における 

金属が混合された場合の腐食膨張倍率 
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(3) 「金属腐食による金属の膨張量の設定」に係る考え方 

金属腐食による金属の膨張量は、埋設設備中の金属量(廃棄体容器、埋設設備中の鉄筋及び金属

廃棄物)、腐食生成物の腐食膨張倍率、腐食速度、鉄の密度、評価対象物となる金属の比表面積及

び埋設設備の形状を用いて算出し設定している。 

金属腐食による金属の膨張量の設定に必要となる腐食生成物の腐食膨張倍率は、第 1表に示す

とおり、主要な金属種類である鉄の最も可能性が高い設定を除き、安定な腐食生成物の設定が困

難であるため、膨張に大きく寄与する水酸化物を設定している。水溶液中の水酸化物の特性とし

て溶解度に従い溶出することが想定されるが、溶出する現象を考慮せず、金属腐食による金属の

膨張量では、腐食生成物(水酸化物を含む)の腐食膨張倍率に従い、全てが埋設設備の膨張に寄与

するとして設定している。 

 

以上のことから、力学的影響(膨張)の評価においては、金属腐食による腐食生成物に対して、真密

度を用いた評価を実施しているが、金属腐食による金属の膨張量の算出・設定に至るまでの考え方と

して、適切な保守性を与えた上で評価していることから、妥当であると判断している。 

 

3. 可溶性塩による二次鉱物に真密度を用いた力学的影響の評価の妥当性について 

可溶性塩による二次鉱物は、セメント系材料と反応した際のメカニズムは解明されているものの、

二次鉱物の生成に伴う膨張量に関して、定量的な知見がない。 

「埋設設備の膨張倍率の評価」では、二次鉱物の生成に伴う膨張量の定量的な知見がないため、

地球化学計算コードを用いた真密度による評価を実施している。 

そのため、可溶性塩による二次鉱物を真密度として評価するに当たっては、以下に示す「埋設設

備の膨張倍率の評価」、「埋設設備の膨張倍率の設定」及び「可溶性塩と埋設設備の反応による埋設

設備の膨張量の設定」の考え方を踏まえた上で、適切な保守性を与えた評価により実施している。 

(1) 「埋設設備の膨張倍率の評価」に係る考え方 

埋設設備の膨張倍率の評価は、可溶性塩による鉱物の生成・溶解に係る反応に対し、評価期間

に依存しない平衡計算を行っている。また、解析用物性値である可溶性塩濃度においては、二次

鉱物の体積膨張量が最大となるように、1 号埋設設備(1 群から 6 群)全体の体積における平均濃

度が、1号 7,8群の埋設設備へ作用させる設定としている。 

(2) 「埋設設備の膨張倍率の設定」に係る考え方 

埋設設備の膨張倍率の設定は、セメント系材料の固相変化による膨張倍率(充填材：1.09倍、

コンクリート：1.05倍)と埋設設備の構成部材ごとの体積分率を乗算することで設定を行ってい

る。 

埋設設備の膨張倍率(-) 

＝(廃棄体中の充填材の体積分率(-)+セメント系充填材の体積分率(-))×充填材の体積膨張倍

率(-)+(ポーラスコンクリートの体積分率(-)+コンクリート体積分率 (-))×コンクリートの

体積膨張倍率(-)+廃棄体上部空隙(-) 

＝(0.194+0.311)×1.09+(0.042+0.315)×1.05+0.083 

＝1.0083 
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一方で、埋設設備の膨張倍率の設定値は、二次鉱物の膨張倍率に係る定量的な知見がないこ

とによる不確実性を考慮し、算出された埋設設備の膨張倍率に対し、切り上げた値(埋設設備の

膨張倍率：1.1倍)を設定している。 

また、可溶性塩と埋設設備の反応による埋設設備の膨張量の設定においては、埋設設備の膨

張倍率に従い、全てが埋設設備の膨張に寄与するとして評価している。 

 

以上のことから、力学的影響(膨張)の評価においては、可溶性塩による二次鉱物に対して、真密

度を用いた評価を実施しているが、可溶性塩と埋設設備の反応による埋設設備の膨張量の算出・設

定にいたるまでの考え方として、適切な保守性を与えた評価により実施していることから、妥当で

あると判断している。 
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1. はじめに 

本資料は、埋設設備中の環境条件の設定に対する腐食生成物の設定に係る詳細な考え方と設定の

妥当性について示すものである。 

 

2. 腐食生成物の設定に係る知見の整理 

埋設設備中の環境条件下で生成される腐食生成物について、現象、文献及び解析による推定によ

り整理する。 

(1) 現象による推定 

状態変化の評価期間(1,000年後)において生じる現象から、腐食メカニズムを推定する。 

覆土完了後、埋設設備内に周辺の地下水が比較的速やかに浸入することで、埋設設備は、廃止

措置の開始後の状態変化の評価期間(1,000 年後)において、周辺の地下水により満たされた湿潤

状態にある。 

そのため、金属は、周辺の環境(水や酸素）と相互作用(電気化学的腐食)することで腐食生成物

が生成される。 

腐食生成物の生成過程に係る現象を推定するに当たっては、評価対象物となる金属(金属廃棄

物、廃棄体容器及び埋設設備中の鉄筋)が複数あること、また、その配置や曝される環境が厳密に

は異なることから、腐食に伴う環境条件の変化を整理する必要がある。 

よって、ここでは評価対象物ごとの代表的な環境条件を選定するため、代表とする金属種類で

ある鉄に対し、埋設設備中の環境変化を以下のとおり整理する。 

・埋設設備中の評価対象となる金属の配置は、埋設設備の内部から金属廃棄物、廃棄体容器、埋

設設備中の鉄筋の順に配置されている。 

・金属廃棄物及び廃棄体容器は隣接している一方、埋設設備中の鉄筋は充填材の層を介して離れ

た場所に配置されている。 

・埋設設備中の鉄筋は、主に周辺岩盤と接する底版及び周辺岩盤と距離が近い外周仕切設備のコ

ンクリート中に存在することから、周辺地下水の組成などの埋設設備外の環境に大きく影響さ

れる。 

・金属廃棄物及び廃棄体容器は、埋設設備中の鉄筋の腐食に伴う環境条件の変化を受けた地下水

に曝されることから、埋設設備中の鉄筋とは異なった腐食挙動となることが予想される。 

以上の環境条件の変化を踏まえ、評価対象物である金属が曝される代表的な環境は、大きく分

けて 2つの条件に分類することができる。代表的な環境条件を以下の第 1表に示す。 

第 1 表に整理される溶存酸素、pH 及び酸化還元電位(以下「ORP」という。)に関しては、相互

関係がある。 

文献(1)では、一般的に ORPに対する pHの影響が大きく、次に溶存酸素の影響があるとされ、酸

化剤の存在する環境下では ORP を上昇させる効果があるとしている。また、文献(2)では、中性の

地下水を対象とした ORP と pH に関する試験及び解析を用いた評価を行っており、文献(1)と同様

の相互関係があることを示している。 

以上のことから、第 1表の環境条件は、溶存酸素、pH及び ORPの相互関係が正しく設定されて

いる。 

・①の環境においては、pHが高いアルカリ性であり、溶存酸素が存在する状態を設定しているこ

と。 
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・②の環境においては、pHが高いアルカリ性であり、溶存酸素が検出限界以下と限りなく少ない

状態を設定していること。 

 

第 1表 評価対象物ごとの代表的な環境条件 

項目 ① ② 

環境の状態*1 

廃棄物埋設地周辺の 

地下水環境 

（好気的条件） 

埋設設備中の鉄筋の腐食による 

影響を受けた地下水環境 

（嫌気的条件） 

評価対象物 埋設設備中の鉄筋 金属廃棄物及び廃棄体容器 

溶存酸素 数 ppm程度 検出限界以下(0.2ppm未満) 

ORP*2 約+50mV以上*3 約-100mV以下*3 

pH 12.5程度 

水温 10～15℃程度 

*1：環境の状態(好気的条件及び嫌気的条件)は、溶存酸素、ORP、pH及び水温を考慮して設定している。 

*2：ORPは、対象とする溶液の溶存酸素、pH及び水温により変動するものである。 

*3：ORP値は、文献(3)を参考に、廃棄物埋設地に流入する地下水(溶存酸素、pH及び水温を考慮)の値を想定したも

のである。 

 

第 1表より、2種類の環境条件における現象を以下のとおり整理する。 

(①の環境下での腐食メカニズム) 

埋設設備中の鉄筋は、周辺の地下水と反応することで生じる金属腐食によって、電子を放出す

る。放出された電子は、周辺の地下水又は、覆土前の埋設設備に存在する溶存酸素*1 に消費され

ることで、α-FeOOH(以下「ゲーサイト」という。)が生成されると想定する。 

そのため、「①の環境」では、酸素消費型の腐食(4)～(6)が生じることが予想される。 

酸素消費型の腐食に関しては、文献(4)により常温の水溶液中における鉄の腐食生成物に関する

腐食メカニズムが整理されている。鉄さびの生成経路図を第 1図に示す。 

*1：溶存酸素は、周辺地下水中の溶存酸素(濃度：0.2ppm未満)及び埋設設備に内在する溶存酸素(大気圧環境下の

飽和濃度(想定）：約 8ppm)を指す。なお、この溶存酸素は、供給量に対し、埋設設備中の鉄筋(3 号の鉄筋重

量：1,357,000kg)による金属腐食での消費により、状態変化の評価期間(1,000年後)において、十分に消費で

きる溶存酸素濃度である。 

 

 
 

第 1図 常温の水溶液中における鉄さび生成経路図(4) 
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（②の環境下での腐食メカニズム） 

金属廃棄物及び廃棄体容器は、埋設設備中の鉄筋により溶存酸素が消費された後、充填材の層

を介した地下水環境(酸素が非常に少ない状態)に曝される。よって、金属腐食により放出された

電子は、水を分解して水素ガスを発生し、溶解した鉄は 2価の水酸化物として沈殿した後、水酸

化物が酸化されることで、Fe3O4(以下「マグネタイト」という。)が生成されると想定する。 

そのため、「②の環境」では、水素発生型の腐食(4)～(6)が生じることが予想される。マグネタイ

トの生成に至る反応式は、以下のとおりになる。 

3Fe       →  3Fe2+ + 6e− 
6H2O + 6e−    →  6OH− + 3H2 ↑ 
3Fe2+ + 6OH−   →  3Fe(OH)2 ↓ 
3Fe(OH)2          →  Fe3O4 + 2H2O + H2 ↑ 
3Fe + 4H2O       →  Fe3O4 + 4H2 ↑ 

 

ここで、腐食生成物を設定するに当たり、更に代表的な環境条件を選定する。評価対象物であ

る金属ごとの重量割合は、金属廃棄物：廃棄体容器：埋設設備中の鉄筋＝8：1：1 の関係である

ため、金属廃棄物及び廃棄体容器が埋設設備中の全金属重量の約 9割と大半を占めている。 

以上のことから、代表的な環境条件を「②の環境」として設定する。 

そのため、最も可能性が高い設定の代表的な環境条件である「②の環境」下において、生成さ

れる代表的な腐食生成物は、マグネタイトであると整理する。 

また、最も厳しい設定においては、マグネタイト、ゲーサイト及びマグネタイトの生成過程で

生成する Fe(OH)2(以下「水酸化鉄(Ⅱ)」という。)のうち、いずれかの腐食生成物が生成されると

整理する。 

したがって、現象から推定される腐食生成物は、最も可能性が高い設定としてマグネタイト、

最も厳しい設定としてマグネタイト、ゲーサイト及び水酸化鉄(Ⅱ)のいずれかであると推定する。 
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(2) 文献による推定 

鉄は、状態変化の評価期間(1,000年後)において、「2.(1) 現象による推定」に基づき、溶存酸

素の少ない嫌気的条件及びセメント系材料のカルシウムシリケート水和物が溶解することによる

高 pHの環境下に曝される。そのため、これらの環境に類似した条件下にて調査された知見を以下

に整理する。 

・森川ほか(7)は、電食試験(コンクリート中に埋め込んだ鉄筋材を NaCl 水溶液などの溶液中でア

ノード電解する促進腐食試験)によるコンクリート中の腐食生成物を X 線回折で同定すること

により、さびの主成分は、マグネタイトであり、ゲーサイトも確認している。 

・高谷ほか(8)は、実構造物(鉄道橋(40年経過)、道路橋(30年経過))、暴露試験材(防潮堤 26年自

然暴露)等を X線回折で同定することにより、マグネタイトとゲーサイトを検出している。 

・杉橋ほか(9)は、嫌気的条件下の試験結果のほとんどでマグネタイトの生成を確認している。 

・柴田(10)は、酸化還元反応式による理論、簡易な計算及び腐食試験などの多角的視点を踏まえた

上で、高アルカリ性環境下においては、マグネタイトが生成することを確認している。 

・三原ほか(11)は、処分施設のコンクリート中鉄筋、地層処分環境下等を想定したガス発生法によ

る試験から、マグネタイトが生成することを確認している。 

以上のことから、最も可能性が高い設定の埋設設備中の環境条件に類似する試験条件下におい

て、最も生成される可能性が高いものとしては、マグネタイトであると推定する。 

また、最も厳しい設定においては、マグネタイト、ゲーサイトのうち、いずれかの腐食生成物

が生成されると推定する。  
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(3) 解析による推定 

埋設設備中の想定される環境条件下において、金属腐食に伴い生成される腐食生成物を評価す

るためには、Pourbaixによる電位-pH図を用いた評価がなされることがある(12）。Pourbaixの電位

-pH図は、評価対象とする元素に対し、電位-pHの座標軸を用いてイオン種や化学種の安定領域を

示したものであり、水溶液中の酸化還元反応や酸-塩基反応を総括的に理解することができる。 

文献(12)では、上記の Pourbaix による電位-pH 図が 25℃の評価が中心であるとともに、特定の

酸化物のみを対象にしており、一部の酸化物が考慮されていない。 

そのため、文献(13)では、共存するアニオンの影響については情報が不足していることから、化

学平衡計算ソフト HSC Chemistry for WindowsVer.9.3.0(以下「HSC Chemistry」という。)の Eh-

pH Diagramモジュールを用いて電位-pH図を作成し、環境に応じた腐食生成物の生成可否に関し

て解析的検討を行っている。 

解析に用いられた環境条件を第 2 表に、Case1 の条件下で作図された電位-pH 図を第 2 図に示

す。また、文献(13)においては、1号廃棄物埋設地の廃棄体の特性である可溶性塩を考慮した条件

(Case2)に関しても解析を実施しているため、Case2の条件下で作図された電位-pH図を第 3図に

示す。 

 

第 2表 環境条件の設定 

項目 Case1 Case2 Case3 

温度 5,15,25℃ 5,15,25℃ 5,15,25℃ 

pH 12.0～12.5 12.0～14.0 6.0～14.0 

溶存酸素 脱気 脱気～空気飽和 脱気～空気飽和 

硫酸イオン なし あり あり 

ほう酸イオン なし あり あり 

塩化物イオン なし あり あり 

炭酸イオン なし なし あり 
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注 1：②の環境と類似するのは Case1（赤破線）の範囲である。 

 

第 2図 HSC Chemistryによる 15℃における Fe-H2O系での電位-pH図 

 

 
 

第 3図 HSC Chemistryによる 15℃における Fe-S-H2O系での電位-pH図 

 

第 2 図より、最も可能性が高い設定の埋設設備中の環境条件に類似する解析条件下において、

生成される代表的な腐食生成物はマグネタイトであると整理する。 

また、最も厳しい設定においては、第 2 図及び第 3 図より、主要な鉄の腐食生成物としては、

マグネタイト、ヘマタイト、ゲーサイト及び(H3O)Fe(SO4)2(H2O)3(以下「ロンボクレース」という。)

のいずれかの腐食生成物が生成される可能性がある。 

しかしながら、解析により作図される電位-pH 図は、熱力学データベースに基づいた計算によ

り熱力学的に安定な腐食生成物が選定されることから、腐食生成物の生成条件を考慮されていな

い。 

そのため、「2.(1) 現象による推定」及び「2.(2) 文献による推定」にて整理した腐食生成物以

外の腐食生成物(ロンボクレース)に対し、生成条件を精査する。 

文献(14)～(15)では、ロンボクレースが生成する環境が限定的であるとしている。よって、埋設設

備中の環境条件(②の環境)下においては、生成しない腐食生成物であると判断する。文献(14)～(15)

に記載されている具体的な生成条件は、以下のとおりである。また、ロンボクレースが生成する
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環境条件を第 4図に示す。 

・高橋ほか(14)は、ロンボクレースは pH が負の値を示すような著しい酸性の環境下において、黄

鉄鉱や白鉄鉱の分解によって生じる鉄硫酸塩鉱物とし、以下の反応式によって生成するとして

いる。 

FeS2 + 15 4O2⁄ + 9 2⁄ H2O →  HFe3+(SO4)2 ∙ 4H2O 
・WENQIAN ほか(15)は、低温環境でフェリコピアパイトとロンボクレースの混合物に関する試験を

行い、相対湿度(以下「RH」という。)が 35%～55%の環境での反応性を示していることから、湿

潤環境下では溶解するとしている。 

以上のことから、最も厳しい設定では、ロンボクレースを除いたマグネタイト、ヘマタイト及

びゲーサイトのうち、いずれかの腐食生成物が生成されると整理する。 

したがって、解析から推定される腐食生成物は、最も可能性が高い設定としてマグネタイト、

最も厳しい設定としてマグネタイト、ヘマタイト及びゲーサイトのいずれかであると推定する。 

 

 

 

第 4図 ロンボクレースが生成する環境条件 
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3. 腐食生成物の設定 

「2. 腐食生成物の設定に係る知見の整理」の 3 つの推定を踏まえて、埋設設備中の環境条件に

おける腐食生成物を設定する。 

(1) 最も可能性が高い設定 

「2. 腐食生成物の設定に係る知見の整理」より整理された結果を踏まえ、代表とする環境条件

下において、安定に生成かつ結晶性を有する腐食生成物であるマグネタイト(β:2.1)を設定する。 

(2) 最も厳しい設定 

「2. 腐食生成物の設定に係る知見の整理」の 3 つの推定では、最も厳しい設定に対して複数

の腐食生成物(ヘマタイト、マグネタイト、ゲーサイト及び水酸化鉄(Ⅱ))が生成するとして整理

している。金属腐食による腐食生成物の設定においては、金属腐食に伴う膨張に対し、覆土の低

透水性への影響評価の観点から、膨張に大きく寄与すると考えられる腐食膨張倍率の最も大きな

腐食生成物を設定することが必要である。 

設定に当たっては、「2. 腐食生成物の設定に係る知見の整理」にて生成するとして整理した腐

食生成物に対し、ICSD の無機結晶構造データベース(化学情報協会) (13)に示される理論密度を用

いて、重量 1.0kg の金属の体積 V1が腐食し、酸化物あるいは水酸化物となった場合の体積 V2の

比より、理論的な膨張率(β)を求めることで算出し、整理する。各腐食生成物の体積膨張倍率(β)
の算出した結果を第 3表に示す。 

第 3表より、腐食膨張倍率の最も大きな水酸化鉄(Ⅱ)(β:3.72)を設定する。 

 

第 3表 各腐食生成物の体積膨張倍率 

 モル質量(g/mol) 真密度(g/cm2) β 
Fe 55.845 7.860 1.00 

ヘマタイト 159.688 5.240 2.10 

マグネタイト 231.533 5.170 2.14 

ゲーサイト 88.852 4.260 2.94 

水酸化鉄(Ⅱ) 89.860 3.400 3.72 

 

4. まとめ 

「2. 腐食生成物の設定に係る知見の整理」及び「3. 腐食生成物の設定」より、埋設設備中の金

属に対する腐食生成物は、埋設設備中の環境条件の設定に対し、3 つの推定を踏まえても最も可能

性が高い設定としてマグネタイト、最も厳しい設定として水酸化鉄(Ⅱ)を設定することが妥当であ

る。  
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1. はじめに 

本資料は、力学的影響(膨張量)を直接的に覆土へ与えた場合の等価透水係数の試算について示す

ものである。 

2. 覆土形状の設定 

埋設設備の膨張量が直接的に覆土の変形量になると仮定することで、覆土の変形量が最大となる

ように状態設定を行う。 

(1) 埋設設備膨張量の算出 

金属腐食及び可溶性塩と埋設設備の反応を考慮して算出した埋設設備の膨張量を第 1表及び第

2 表に示す。最も膨張量の大きい最も厳しい設定における 3 号廃棄物埋設地の東西方向を代表と

し、東西断面に生じる膨張の概念図を第 1図に示す。 

 

第 1表 鉛直方向へ卓越した変形による膨張量の設定値 

設定 

膨張量(m/基) 

対象設備：3号 対象設備：1号*1 対象設備：2号 

鉛直方向 

最も可能性が 

高い設定 
1.10×10-1 2.53×10-2 9.51×10-2 

最も厳しい設定 1.69×100 9.69×10-1 1.39×100 

*1：1号廃棄物埋設地のうち最も厳しい設定は、可溶性塩と埋設設備の反応による埋設設備の膨張量を加味している。 

 

第 2表 鉛直・水平方向への変形による膨張量の設定値 

設定 

膨張量(m/基) 

対象設備：3号 対象設備：1号*1 対象設備：2号 

東西方向 南北方向 鉛直方向 東西方向 南北方向 鉛直方向 東西方向 南北方向 鉛直方向 

最も可能性が 

高い設定 

3.50×10-1 2.00×10-1 3.64×10-2 3.32×10-2 3.32×10-2 8.42×10-3 1.64×10-1 1.68×10-1 3.16×10-2 

最も厳しい設定 5.00×100 2.85×100 5.20×10-1 1.26×100 1.26×100 3.19×10-1 2.25×100 2.31×100 4.34×10-1 

*1：1号廃棄物埋設地のうち最も厳しい設定は、可溶性塩と埋設設備の反応による埋設設備の膨張量を加味している。 

 

 
 

第 1図 3号廃棄物埋設地膨張概念図（最も厳しい設定） 

  

 
2.5m 2.5m 
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(2) 覆土形状 

膨張により設定した覆土形状を第 2図に示す。東西方向を代表断面とし、モデルの片側に 5mの

変位を与えた(本来は 2.5m)。埋設設備側部の難透水性覆土が 5m 水平移動することにより、埋設

設備両端の上面 3mが、それぞれ下部覆土に置き換わるとする。 

 

 

 

第 2図 覆土形状の設定(3号廃棄物埋設地) 

  

3m

5m
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3. 覆土の状態設定 

(1) 部位ごとの透水係数の設定 

第 2図の覆土形状に対し、化学的影響を考慮した透水係数の設定を第 3図に示す。 

透水係数の設定においては、「廃棄物埋設施設における許可基準規則への適合性について 第十

条 廃棄物埋設地のうち第四号(廃止措置の開始後の評価) 補足説明資料 5 廃棄物埋設地の状態

設定－状態変化の評価(化学的影響)」(以下「化学的影響」という。)及び「廃棄物埋設施設にお

ける許可基準規則への適合性について 第十条 廃棄物埋設地のうち第四号(廃止措置の開始後の

評価) 補足説明資料 6 廃棄物埋設地の状態設定-透水係数の設定-」(以下「透水係数の設定」と

いう。)と同様の考え方に基づく。①及び②の透水係数は、「化学的影響」の地球化学解析による

評価結果に基づいて設定した。③の透水係数は、「透水係数の設定」の考え方に基づいて設定した。 

 

 
 

第 3図 覆土の状態設定 

  

等価透水係数の算出に用いる領域

① 1.02×10-10m/s

② 1×10-8m/s

③ 1×10-7m/s
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(2) 等価透水係数の設定 

等価透水係数の算出に用いる領域における覆土の透水係数を第 3表に示す。また、算出した覆

土の等価透水係数を第 4表に示す。等価透水係数の計算方法については、「透水係数の設定」と同

様の考え方に基づく。 

DEM 解析を使用しない場合の覆土の等価透水係数は、DEM 解析を使用した覆土の透水係数とほ

ぼ同等であることを確認した。 

 

第 3表 覆土の透水係数設定(3号廃棄物埋設地) 

時期 最も厳しい設定 

1,000年後  

 

 

 

L：長さ(m)、K：透水係数(m/s) 

 

第 4表 覆土の等価透水係数(3号廃棄物埋設地) 

1,000年後 

最も厳しい設定 
今回の覆土形状 

等価透水係数[m/s] 1.69×10-8 

  

L5=30.0、K5=2.02×10-10 

L3=3.0、K3=1.0×10-7 L4=3.0、K4=1.0×10-7 

L1=2.0 
K1=1.0×10-8 

L2=2.0 
K2=1.02×10-10 



 

 

補 4参 4-5 

 

4. 線量評価への影響について 

DEMによる覆土形状と今回の覆土形状から算出された等価透水係数の比較を第 5表に示す。力学

的影響(膨張量)を直接的に覆土へ与えた際の等価透水係数を試算した場合においても、DEM解析と

等価透水係数が同等であったため、力学的影響(膨張量)による線量評価への有意な影響は生じない

と考えられる。 

 

第 5表 覆土の等価透水係数の比較(3号廃棄物埋設地) 

1,000年後 

最も厳しい設定 
DEMによる覆土形状 今回の覆土形状 

等価透水係数[m/s] 1.13×10-8 1.69×10-8 

 

5.覆土材料による影響について 

覆土材料は、材料調達状況を考慮した覆土施工時の施工試験結果により、材料及び施工のばら

つきを考慮して最終決定する。そのため、最終決定された覆土材料に対しては、覆土の低透水性

への力学的影響の評価を必要に応じて実施し、線量評価への影響の有無を確認する必要がある。 

覆土完了後の廃棄物埋設地においては、覆土の厚さが十数 m以上あることから、土圧による圧

縮場での拘束圧が作用した状態である。また、金属腐食による膨張は、この拘束圧が作用した場

において、メートルオーダーの大変形が生じることとなる。これは、大きな剛性を持つ金属が変

形することにより、金属と比較して小さな剛性を持つ覆土が、強制変位のような状態でせん断変

形する状態である。そのため、ベントナイト混合土(Ca型ベントナイト 30wt%と砂 70wt%の混合土)

に対し、剛性が大きく変わらない覆土材料(Na型ベントナイト 20wt%と砂 80wt%の混合土)を用いた

場合においても、金属腐食による膨張に伴い強制変位のような状態でせん断変形することが想定

される。また、第 5表に示すとおり、最も厳しい評価となる埋設設備の膨張量が直接的に覆土へ

与えた場合の等価透水係数の試算においても、覆土の等価透水係数は、DEM解析と同等であったこ

とから、力学的影響(膨張量)による線量評価への有意な影響が生じない考えを示している。 

 

以上のことから、覆土材料による影響については、覆土の変形に寄与する剛性が大きく変わら

ないため、等価透水係数に与える影響が軽微であり、力学的影響(膨張量)による線量評価への有

意な影響は生じないと考えられる。 
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6.その他 

埋設設備の膨張に伴い水平方向へ難透水性覆土が移動することで、難透水性覆土の上部が引き込

まれ、卓越経路になり得る空間が生じると示唆される。そのため、空間が発生する可能性が示唆さ

れる現象(以下「示唆される現象」という。)について考察する。示唆される現象の概念図を第 4図

に示す。 

 

  

  

第 4図 示唆される現象の概念図 

 

文献(1)によると、土や岩は、圧縮には強いがゆがみには比較的脆弱であり、外部や自重の作用に

よって地盤の内部にせん断応力が発生すると、地盤要素にゆがみによるせん断変形が生じるとされ

ている。また、土の場合においては、せん断によってのみせん断破壊が生じるとされている。さら

に、地盤材料がせん断変形を受けることでせん断面を形成している状況において、せん断面のひず

みが集中している薄い層をせん断帯といい、粘土においては数十μmオーダー、砂においては数 mm

オーダーとされている。 

ここで、示唆される現象が生じた場合の難透水性覆土周辺の応力場を第 5図に示す。 

難透水性覆土内部においては、周辺からの土圧の作用による押さえ込みにより等方圧縮応力場と

なっている。地盤の内部に廃棄物埋設地の膨張に伴い内部応力が発生し、内部応力は徐々に周辺土

圧相当まで高まる。内部応力が周辺土圧と同等となると、埋設設備に接している覆土を押し込む状

況が発生する。これは、内部応力が作用する面でのみ発生する現象であり、内部応力の発生しない

部分との境界面においては、内部応力と土圧によるせん断応力が発生する。 

以上のことから、せん断応力の発生する境界面において、極めて薄い層でのせん断破壊が発生す

ることから、示唆される現象が発生する可能性はない。 

 平常時  

空間発生 

膨張時 
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第 5図 示唆される現象が生じた場合の難透水性覆土周辺の応力場 
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1. はじめに 

本資料は、「第十条 廃棄物埋設地のうち第四号（廃止措置の開始後の評価）」を補足

説明するものである。 

難透水性覆土に対する安全機能として低透水性が期待されている。難透水性覆土の透

水性は、ベントナイト系材料に含まれる膨潤性鉱物であるモンモリロナイトにより支配

されていることが知られている(1)。一方、廃棄体固型化材や埋設設備には多量のセメン

ト系材料が用いられている。セメント系材料と接触した地下水は、セメント系材料から

溶出するセメント成分や 1 号廃棄物埋設地に埋設された廃棄体に含まれる可溶性塩によ

り組成が変化し、高アルカリ性となる。高アルカリ性の地下水は、ベントナイト系材料

中のモンモリロナイトを溶解あるいは変質させ、難透水性覆土の低透水性機能が次第に

低下することが懸念される。ここでは、これらの化学的影響を考慮しても難透水性覆土

の低透水性が、期待する期間において維持されることを確認するため、難透水性覆土と

セメント系材料を接触させた反応系における地球化学解析により、難透水性覆土中の等

価透水係数の変遷を評価した。評価期間は、廃止措置の開始後の確からしい評価期間と

して 1,000 年後とした。(また、参考として地下水シナリオにおいて移行抑制機能を期待

する数万年(20,000 年後)についても評価した。) 

なお、1 号及び 3 号廃棄物埋設地の評価結果は併記する。 

 

2. 解析条件 

(1) 解析コード 

本解析では、難透水性覆土へのアルカリ成分の移行挙動とモンモリロナイトの化学

的な溶解を連成させて評価する必要があるため、これらを連成して解析できる

PHREEQC-TRANS(化学反応物質移行連成解析コード)により、セメント系材料が用いられ

る埋設設備から難透水性覆土へのアルカリ成分の移行及び化学反応を評価した。 

本解析で用いた PHREEQC-TRANS で中心となる地球化学解析は、アメリカ地質調査所

(USGS)が開発・公開している PHREEQC(2)(3)をベースとしている。PHREEQC はソースプロ

グラムが公開されており、広く検証されている(4)。また、PHREEQC-TRANS は地球化学

解析と物質移行解析を連成させることで、地球化学反応の進展に伴う物質移行パラメ

ータ(空隙率、拡散係数)の変化も同時に反映しながら、長期の変質挙動を解析するこ

とができる解析コードである。 
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(2) 解析モデル 

本解析では、地下水は廃棄物埋設地の下部より流入し、廃棄物埋設地内を通過して

再び廃棄物埋設地下部より流出することから、セメント系材料から難透水性覆土への

移流成分は少ないと想定される。そのため地球化学解析における物質移行は拡散によ

ってのみ起こるものとした。 

なお、埋設設備周辺の難透水性覆土及び下部覆土において、ペクレ数分布より、評

価期間内で拡散場が継続することを確認している。(参考資料 1「ペクレ数分布」、補

足説明資料 6「透水係数の設定」参考資料 1「3.確認結果」及び補足説明資料 7「埋設

設備からの流出水量」添付資料 5「放射性物質を含む地下水が分水界の北側へ移行し

た場合の線量評価について」を参照。) 

解析モデルについては、廃棄物埋設地で用いられるセメント系材料が難透水性覆土

に与える影響を検討するため、セメント系材料と難透水性覆土が接する領域を解析対

象とした 1 次元モデルを設定した。難透水性覆土の厚さは 2m を設定した。 

ここで、難透水性覆土中のモンモリロナイトの溶解量は、セメント系材料から溶出

し難透水性覆土へ移行して化学反応に寄与するアルカリ量で決定される。セメント系

材料のアルカリ量は、セメント系材料の種類や配合に加え、体積により決定される。

1 次元体系では、体積は各材料のモデル長さに反映される。そこで、セメント系材料

のモデル長さは、難透水性覆土に対して十分な長さとして、埋設設備の一基当たりの

外形寸法の最大幅の半分(3 号廃棄物埋設地では 64m の半分の 32m、1 号廃棄物埋設地

では 24.4m の半分の 12.2m)の長さを設定した。(難透水性覆土とセメント系材料の体

積比を考慮すると、難透水性覆土 2m に対するセメント系材料の長さは、埋設設備の一

基当たりの外形寸法の最大幅の半分の長さより短い。) 

なお、2 号廃棄物埋設地は、3 号廃棄物埋設地と同種の廃棄体(充填固化体)及び類似

施設であり、解析結果はいずれかの廃棄物埋設地で代表することができる。埋設設備

の一基当たりの外形寸法の最大幅の半分の長さをセメント系材料のモデル長さに設定

する場合、2 号廃棄物埋設地と比べ 3 号廃棄物埋設地の方が長く、その分アルカリ量

は多くなることから、3 号廃棄物埋設地の解析結果で代表することとした。一方、1 号

廃棄物埋設地については、廃棄体(均質・均一固化体)に塩類(硫酸塩、ほう酸塩)が含

まれているため、セメント系材料から浸出してくるアルカリ成分に加え、廃棄体から

溶出する塩が難透水性覆土に含まれるモンモリロナイトの変質に影響を及ぼす可能性
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がある。そのため、3 号廃棄物埋設地とは別に解析を行うこととした。 

以上より、解析では 3 号及び 1 号廃棄物埋設地を評価対象とした。 

また、本解析では、難透水性覆土とセメント系材料の相互作用に着目するため、難

透水性覆土とセメント系材料のみが反応し、下部覆土及び岩盤は反応しないものとし

た。境界条件に関して、難透水性覆土端から離れた点では、セメント影響を受けずに

地下水組成と同じ液相組成になると考えられるため、地下水組成固定条件を設定した。

一方、セメント系材料端は、セメント系材料の成分がセメント系材料の端から解析体

系外へ移行しないように濃度勾配ゼロの境界条件(反射条件)とした。3 号及び 1 号廃

棄物埋設地の解析体系の概念図を第 1 図に示す。 

 

  

3 号廃棄物埋設地 1 号廃棄物埋設地 

第 1 図 解析体系概念図 
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(3) 地下水組成 

廃棄物埋設地周辺の地下水組成は、淡水で地表付近の地下水であるという特性をふ

まえ地表付近の淡水と大気圧との平衡を考慮したモデル地下水 FOHP(Fresh-

Oxidizing-High-pH)(5)を参照することとした。解析で設定した地下水組成を第 1 表に

示す。 

 

第 1 表 設定した地下水組成 

pH 8.46 

Na 3.22×10-3mol/L 

K 5.79×10-5mol/L 

Ca 1.01×10-4mol/L 

Mg 6.50×10-5mol/L 

C 3.54×10-3mol/L 

S 1.00×10-6mol/L 

Cl 4.40×10-6mol/L 

Al 3.61×10-7mol/L 

Si 3.40×10-4mol/L 

 

(4) 難透水性覆土の設定 

(ⅰ) 難透水性覆土の鉱物組成 

ここでは Ca 型ベントナイト(クニボンド)を 3 割配合した材料仕様とした。難透

水性覆土の乾燥密度は 1.61Mg/m3 と設定した。難透水性覆土の初期鉱物組成を第 2

表に示す。 

 

第 2 表 難透水性覆土の初期鉱物組成 

 Ca 型ベントナイト(クニボンド) 30wt% 

モンモリロナイト 随伴鉱物 

Na-Mont Ca-Mont K-Mont Mg-Mont カルセドニ 

mol/L_water*1 0.33 1.94 0.06 0.23 2.94 

*1：空隙水 1L に対する鉱物の物質量 
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(ⅱ) モンモリロナイトの溶解速度 

モンモリロナイトの溶解速度は TRU2 次レポート(6)で使用されている式を使用し

た。セメント由来の高 pH 溶液の影響を考慮するため、Sato et al.(2004)(7)がモン

モリロナイト試料を用いて種々の pH 条件(8～13)におけるフロースルー試験で測定

された溶解速度の結果より、pH の関数として求めた溶解速度式と平衡に接近した場

合のモンモリロナイトの溶解速度に対する飽和依存性の式について、Cama et 

al.(2000)(8)がモンモリロナイトの溶解速度実験データに基づきフィッティングに

よって求めた経験式を合わせた数式 1 を用いた。文献(9)では、強アルカリ性条件で

は、Cama et al.(2000)が弱アルカリ条件で求めた溶解速度の∆𝐺𝐺𝐺𝐺依存性よりも、よ

り小さい∆𝐺𝐺𝐺𝐺(より不飽和な環境)で溶解速度が小さくなることが確認されているこ

と(第 2 図)から、Cama 式を適用した。 

なお、第 2 図における数値中の E は、指数表記における基数の 10 を示す(例えば、

1E+2 は 1×102 を示す。以下、同様。)。 

また、鉱物の反応表面積は、モンモリロナイトの比表面積として Yokoyama, S. et 

al.(2005)(10)にて N2-BET 法で算出された 7m2/g を用いてモンモリロナイト 1mol 当

たりの反応表面積に換算して使用した。 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = �4.74 ∙ 10−6 ∙ 𝑅𝑅−39.57/𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙
177 ∙ 𝑅𝑅20.37/𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ 𝑅𝑅𝑂𝑂𝑂𝑂−

1 + 177 ∙ 𝑅𝑅20.37/𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ 𝑅𝑅𝑂𝑂𝑂𝑂−
+ 1.70 ∙ 𝑅𝑅69.67/𝑅𝑅𝑅𝑅

∙
0.0297 ∙ 𝑅𝑅23.53/𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ 𝑅𝑅𝑂𝑂𝑂𝑂−

1 + 0.0297 ∙ 𝑅𝑅23.53/𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ 𝑅𝑅𝑂𝑂𝑂𝑂−
� ∙ 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ {1 − 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒(6 ∙ 10−10 ∙ (2 ∙ ∆𝐺𝐺𝐺𝐺/𝑅𝑅𝑅𝑅)6)} 

(数式 1) 

Rate：モンモリロナイトの溶解速度[mol/s] 

R：気体定数[kJ/(K･mol)] 

T：絶対温度[K] 

𝑅𝑅𝑂𝑂𝑂𝑂−：OH-イオンの活量 

𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚：鉱物の反応表面積[m2] 

∆𝐺𝐺𝐺𝐺：反応のギブス自由エネルギー変化(化学親和力)[kJ/mol] 
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第 2 図 モンモリロナイトの溶解速度と化学親和力∆𝐺𝐺𝐺𝐺の関係(文献(9)) 

 

(ⅲ) 難透水性覆土の透水係数の変遷評価式 

難透水性覆土の透水係数は、TRU2 次レポート(6)で使用されている、ベントナイト

に対し様々な条件下で求めた透水係数の実測値に基づき、伊藤ら(2005)(1)が求めた

ベントナイトと透水係数の関係式(数式 2)を使用した。 

 

𝐾𝐾 = 101.30∙𝐶𝐶𝑖𝑖 ∙ 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠
3.48∙𝐶𝐶𝑖𝑖 ∙ 𝐾𝐾0                    (数式 2) 

ただし、𝐶𝐶𝑚𝑚 > 101.49∙𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸−1.0のとき、𝐶𝐶𝑚𝑚 = 101.49∙𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸−1.0 

        𝐾𝐾 > 101.63∙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠−0.24 ∙ 𝐾𝐾0のとき、𝐾𝐾 = 101.63∙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠−0.24 ∙ 𝐾𝐾0 

        𝐾𝐾 > 1.0 ∙ 10−5のとき、𝐾𝐾 = 1.0 ∙ 10−5 

𝐾𝐾0

= �
(0.91− 1.57 ∙ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + 2.00 ∙ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸2) × 10−13 × 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠

7.44−5.69∙𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸                       𝑅𝑅𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠 ≤ 7.0

(0.91− 1.57 ∙ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + 2.00 ∙ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸2) × 10−13 × 7.07.44−5.69∙𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 �
𝑅𝑅𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠

7.0 �
11.4

     7.0 < 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠
 

ただし、𝐾𝐾0 < 𝐾𝐾0|𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸=1のとき、𝐾𝐾0 = 𝐾𝐾0|𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸=1 
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𝐶𝐶𝑚𝑚：空隙水の当量イオン濃度[eq/L] 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸：ベントナイトの交換性ナトリウム割合[-] 

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠：スメクタイト間隙比[-] 

𝐾𝐾：透水係数[m/s] 

 

難透水性覆土全体の透水係数に関しては、文献(11)を参考に、第 3 図に示すように

異なる透水係数を持つ材料に対して直列となる方向の透水性を考えた場合の系全体

の透水係数(等価透水係数)で表現した。 

 

 

第 3 図 等価透水係数の設定(直列) 

(ⅳ) 難透水性覆土の拡散係数 

難透水性覆土中の拡散係数は、TRU2 次レポート(6)で使用されている、空隙率とモ

ンモリロナイトの含有割合を関数とする経験式(12)(数式 3)を設定した現実的な拡散

モデルとした(以下「ケース①」という。最も可能性が高い設定に相当する。)。 

 

𝐷𝐷𝑠𝑠 = 2.27 × 10−9 × 𝜀𝜀𝑚𝑚                      (数式 3) 

n = 2.22𝑓𝑓𝑠𝑠0.13 + 1 

𝑓𝑓𝑠𝑠 = 𝑅𝑅 × 𝑓𝑓𝑏𝑏 

 

𝐷𝐷𝑠𝑠：実効拡散係数[m2/s] 

𝜀𝜀：空隙率[-] 

𝑅𝑅：ベントナイト中のモンモリロナイト割合[-] 
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𝑓𝑓𝑏𝑏：ベントナイトの配合割合[-] 

また、上記で設定した経験式(数式 3)において、ベントナイト中のモンモリロナ

イトの割合𝑅𝑅(若しくはベントナイトの配合割合 fb)を 0 とした場合、𝜀𝜀の指数 n は 1

となり、実効拡散係数は単純に空隙率に比例するという拡散モデル(拡散係数が大

きい方が、アルカリ成分が難透水性覆土中を移動する速度を大きく見積もることに

なり、モンモリロナイトの溶解が広範囲に広がる可能性がある)となる(数式 4)。そ

のため数式 4 を用いた解析も行った(以下「ケース②」という。最も厳しい設定に相

当する。)。 

𝐷𝐷𝑠𝑠 = 2.27 × 10−9 × 𝜀𝜀                       (数式 4) 

(5) セメント系材料の設定 

(ⅰ) セメント系材料の鉱物組成 

廃棄物埋設地で使用されているセメント系材料のうち、充填モルタルの配合を参

照した。 

なお、3 号廃棄物埋設地の充填モルタルの配合は候補配合とした。初期鉱物組成

の算定方法は、文献(13)に記載されている算定方法を参考した。参照した算定方法で

は、初期鉱物として C-S-H ゲル、ハイドロタルサイト、エトリンガイト、(余剰 Al2O3

をギブサイト)、NaOH、KOH を想定しており、セメント系材料のバッチ式浸漬実験と

の比較において、液相成分の再現性が高く、適用可能なモデルであることが示され

たもの(13)である。 

なお、どちらの条件においても、骨材については反応しないものとした。 

 

a. 3 号廃棄物埋設地 

ここでは 3 号廃棄物埋設地の充填モルタルの候補配合とした。3 号廃棄物埋設

地の解析で設定したセメント系材料の初期鉱物組成を第 3 表に示す。 
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第 3 表 セメント系材料の初期鉱物組成(3 号廃棄物埋設地) 

 結合材(C) 

C-S-H ゲル ハイドロ 

タルサイト 

エトリン

ガイト 

ギブサイト NaOH KOH 

mol/L_water*1 9.51 0.33 0.04 0.94 0.03 0.03 

*1：空隙水 1L に対する鉱物の物質量 

 

b. 1 号廃棄物埋設地 

1 号廃棄物埋設地で使用されている配合を参照した。1 号廃棄物埋設地の解析

で設定したセメント系材料の初期鉱物組成を第 4 表に示す。 

 

第 4 表 セメント系材料の初期鉱物組成(1 号廃棄物埋設地) 

 結合材(C) 

C-S-H ゲル ハイドロ 

タルサイト 

エトリン

ガイト 

ギブサイト NaOH KOH 

mol/L_water*1 6.46 0.41 0.01 1.19 0.01 0.01 

*1：空隙水 1L に対する鉱物の物質量 

 

(ⅱ) 廃棄体に含まれる塩量(1 号廃棄物埋設地で設定) 

1 号廃棄物埋設地の廃棄体(均質・均一固化体)に含まれる塩類(ほう酸塩及び硫酸

塩)の量について、1 号廃棄物埋設地の埋設実績から集計を用いて設定した。また、

セメント系材料の幾何学的な劣化(ひび割れ)に伴い 1 号廃棄物埋設地内には、地下

水は難透水性覆土が設置されていない下部から入り込み、主に下部から岩盤中へと

移行していく。したがって、廃棄物埋設地内に存在する塩の大半は、それらの流れ

に乗って岩盤中へ移動していくと考えられる(第 4 図)。廃棄物埋設地から流出する

全体の流量のうち、難透水性覆土へ移動する流量を踏まえ、本解析では、難透水性

覆土へ移動する塩量を全体の 10%と設定した(地下水流動解析の詳細は、補足説明資

料 7「埋設設備からの流出水量」添付資料 5「放射性物質を含む地下水が分水界の北

側へ移行した場合の線量評価について」を参照)。1 号廃棄物埋設地の解析で設定し

た塩濃度を第 5 表に示す。 
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第 4 図 廃棄物埋設地の地下水流動概念図 

 

第 5 表 解析で設定した塩濃度 

ほう酸塩(Na2B4O7・10H2O) 硫酸塩(Na2SO4) 

0.01mol/L_water*1 0.07mol/L_water*1 

*1：空隙水 1L に対する鉱物の物質量 

 

(ⅲ) セメント系材料の拡散係数 

セメント系材料中の拡散係数については、セメント系材料は長期的に化学劣化以

外の幾何学的劣化(ひび割れ)が想定されるため、物質移動が速い状態となることを

想定し、拡散係数として自由水中のトリチウム水の拡散係数(2.27×10-9m2/s(14))を

設定した(拡散係数が大きい方がアルカリ供給速度は大きく見積もられる。)。 

 

(6) 生成を想定した二次鉱物 

セメント系材料と地下水が反応した溶液が難透水性覆土へ移行する際に難透水性覆

土中のモンモリロナイトの溶解が生じると、空隙水中の Si や Al あるいは Mg といっ

た反応生成物である溶存化学種の濃度が徐々に上昇し、条件に応じて過飽和となり、

種々の二次鉱物が沈殿すると考えられる。生成する二次鉱物の種類によって、溶液組

成や pH、空隙率が変化し、難透水性覆土の透水性に影響を及ぼす可能性がある。 
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文献(15)では、セメント系材料と反応した溶液と接する緩衝材(ベントナイト系材料)

の鉱物学的変化の可能性について、室内試験結果、関連する天然事例から得られる情

報に基づき考察を行い、多様な系の特徴に応じて生成頻度が高いと判断された鉱物を

まとめている。 

一方、二次鉱物の変遷は熱力学的平衡だけで決まるものではなく反応速度の影響を

受ける。しかしながら、反応速度に関する知見は乏しく反応速度の影響を定量的に表

現するのは困難である。文献(15)では、熱力学的に安定な鉱物(安定相)、安定相と比べ

相対的に準安定な鉱物(準安定相)に分類し、複数の鉱物変遷シナリオを作成している。

本解析では、生成する可能性がある二次鉱物を幅広く網羅するために、準安定相や安

定相を含め多くの二次鉱物を設定した(第 6 表)。 

 

第 6 表 生成を想定した二次鉱物 

フィリップサイト 

クリノプチロライト 

ヒューランダイト 

C-S-H ゲル 

エトリンガイト 

モノサルフェート 

ハイドロタルサイト 

セピオライト 

ポルトランダイト 

ブルーサイト 

カルサイト 

ドロマイト 

カルセドニ 

カリ長石 

アナルサイム 

ローモンタイト 

イライト 

C3ASH4 

C4AH13 

C4AH19 

ゲーレナイト水和物 

カオリナイト 

パイロフィライト 

フリーデル氏塩 

2 水石膏 

 

また、1 号廃棄物埋設地では、廃棄体に含まれる塩とセメント成分及びベントナイ

トが反応して二次鉱物が生成する可能性も考えられる。そこで、塩影響に係る二次鉱

物として Na 及び Ca を含むほう酸塩及び硫酸塩を設定した(第 7 表)。1 号廃棄物埋設

地を対象とした解析では、第 6 表に加え第 7 表を設定した。 
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第 7 表 塩影響を考慮した際に生成を想定した二次鉱物(1 号廃棄物埋設地で設定) 

ほう酸塩 硫酸塩 

Ca3B2O6 

CaB4O7 

CaB2O4 

NaBO2 

Colemanite 

Na2SO4・10H2O 

Thaumasite 

エトリンガイト 

2 水石膏 

 

(7) 熱力学データベース 

熱力学データベースは、TRU2 次レポート(6)で使用されていた JNC-TDB.TRU(16)をベー

スに、C-S-Hゲルの熱力学データとして A. Atkinson(17)のデータを追加して使用した。

1 号廃棄物埋設地ではセメント・ベントナイト相互作用だけでなく廃棄体に含まれる

塩類による影響も評価するため、液相中のイオン濃度が高濃度になることが予想され

る。そのため、イオン強度が高い領域でも適用可能な活量補正モデルを用いる必要が

ある。ここでは、PHREEQC に同梱されている SIT モデルに対応した熱力学データベー

ス(sit.dat)を用いた。 

 

3. 解析結果 

(1) 難透水性覆土中の拡散挙動を現実的なモデルとした場合(ケース①) 

難透水性覆土中の拡散係数モデルを空隙率とモンモリロナイトの含有割合を関数と

する経験式とした現実的なモデル(数式 3)で、難透水性覆土の等価透水係数の時間変

化を解析的に評価した。3 号廃棄物埋設地の難透水性覆土における等価透水係数の時

間変化の結果を第 5 図に、1 号廃棄物埋設地の難透水性覆土における等価透水係数の

時間変化の結果を第 6 図に示す。また、3 号廃棄物埋設地の難透水性覆土における鉱

物組成と透水係数の分布図を第 7図に、難透水性覆土内の液相組成分布図を第 8図に、

参考として覆土にアルカリ成分を供給する埋設設備内の pH、Ca 濃度分布図を第 9 図

に示す。1 号廃棄物埋設地においても同様に、難透水性覆土における鉱物組成と透水

係数の分布図を第 10 図に、難透水性覆土内の液相組成分布図を第 11 図に、参考とし

て覆土にアルカリ成分を供給する埋設設備内の pH、Ca 濃度分布図を第 12 図に示す。 

3 号廃棄物埋設地の難透水性覆土の等価透水係数は、1,000 年後には、セメント系材
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料と接する面ではベントナイトが若干溶解することにより透水係数がわずかに上昇す

るものの、それより内側の領域ではベントナイトの変質は見られず透水係数も初期値

を維持していた。一方で、岩盤側ではベントナイトの変質はごくわずかであり透水係

数の上昇も見られなかった。1 号廃棄物埋設地のベントナイトの変質については、

1,000 年後の段階で、セメント系材料境界近傍のベントナイトが全溶解している層が

あった。セメント系材料由来のアルカリ成分の他に廃棄体に含まれる塩の影響を受け、

3 号廃棄物埋設地の結果よりも早い段階からベントナイトの変質が見られた。 

 

第 5 図 3 号廃棄物埋設地の難透水性覆土における等価透水係数の時間変化の結果 

(ケース①：難透水性覆土中の拡散挙動を現実的なモデルとした場合) 
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第 6 図 1 号廃棄物埋設地の難透水性覆土における等価透水係数の時間変化の結果 

(ケース①：難透水性覆土中の拡散挙動を現実的なモデルとした場合) 
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0 年 300 年後 

  

800 年後 1,000 年後 

 

 

20,000 年後(参考)  

  *1：Vc-rock：化学反応に寄与しない固相 

 

第 7 図 3 号廃棄物埋設地の難透水性覆土における鉱物組成と透水係数の分布図 

(ケース①：難透水性覆土中の拡散挙動を現実的なモデルとした場合) 
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800 年後 1,000 年後 

 

 

20,000 年後(参考)  

 

第 8 図 3 号廃棄物埋設地の難透水性覆土内の液相組成の分布図 

(ケース①：難透水性覆土中の拡散挙動を現実的なモデルとした場合) 
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第 9 図 3 号廃棄物埋設地の埋設設備内の液相組成(pH、Ca 濃度)の分布図 

(ケース①：難透水性覆土中の拡散挙動を現実的なモデルとした場合) 
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20,000 年後(参考)  

  *1：Vc-rock：化学反応に寄与しない固相 

 

第 10 図 1 号廃棄物埋設地の難透水性覆土における鉱物組成と透水係数の分布図 

(ケース①：難透水性覆土中の拡散挙動を現実的なモデルとした場合) 
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第 11 図 1 号廃棄物埋設地の難透水性覆土内の液相組成の分布図 

(ケース①：難透水性覆土中の拡散挙動を現実的なモデルとした場合) 
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第 12 図 1 号廃棄物埋設地の埋設設備内の液相組成(pH、Ca 濃度)の分布図 

(ケース①：難透水性覆土中の拡散挙動を現実的なモデルとした場合) 
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(2) 難透水性覆土中の拡散挙動を単純なモデルとした場合(ケース②) 

難透水性覆土中の拡散係数モデルについて、モンモリロナイトの割合を 0 とし、単

純に空隙率に比例するとしたモデル(数式 4)で、難透水性覆土の等価透水係数の時間

変化を解析的に評価した。3 号廃棄物埋設地の難透水性覆土における等価透水係数の

時間変化の結果を第 13 図に、1 号廃棄物埋設地の難透水性覆土における等価透水係数

の時間変化の結果を第 14 図に示す。また、3 号廃棄物埋設地の難透水性覆土における

鉱物組成と透水係数の分布図を第 15 図に、難透水性覆土内の液相組成分布図を第 16

図に、参考として覆土にアルカリ成分を共有する埋設設備内の pH、Ca 濃度分布図を第

17 図に示す。1 号廃棄物埋設地においても同様に、難透水性覆土における鉱物組成と

透水係数の分布図を第 18 図に、難透水性覆土内の液相組成分布図を第 19 図に、参考

として覆土にアルカリ成分を共有する埋設設備内の pH、Ca 濃度分布図を第 20 図に示

す。 

3 号廃棄物埋設地のベントナイトの変質については、1,000 年後の段階では、「(1) 

難透水性覆土中の拡散挙動を現実的なモデルとした場合(ケース①)」と同様、セメン

ト境界近傍ではわずかに変質が見られる程度であった。 

1 号廃棄物埋設地の難透水性覆土の等価透水係数は、1,000 年後の段階で初期の透

水係数値よりもわずかに高い値となった。 
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第 13 図 3 号廃棄物埋設地の難透水性覆土における等価透水係数の時間変化の結果 

(ケース②：難透水性覆土中の拡散挙動を単純なモデルとした場合) 

 

 

第 14 図 1 号廃棄物埋設地の難透水性覆土における等価透水係数の時間変化の結果 

(ケース②：難透水性覆土中の拡散挙動を単純なモデルとした場合) 
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0 年 300 年後 

  

800 年後 1,000 年後 

 

 

20,000 年後(参考)  

  *1：Vc-rock：化学反応に寄与しない固相 

 

第 15 図 3 号廃棄物埋設地の難透水性覆土における鉱物組成と透水係数の分布図 

(ケース②：難透水性覆土中の拡散挙動を単純なモデルとした場合) 
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20,000 年後(参考)  

 

第 16 図 3 号廃棄物埋設地の難透水性覆土における液相組成の分布図 

(ケース②：難透水性覆土中の拡散挙動を単純なモデルとした場合) 
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20,000 年後(参考)  

 

第 17 図 3 号廃棄物埋設地の埋設設備内の液相組成(pH、Ca 濃度)の分布図 

(ケース②：難透水性覆土中の拡散挙動を単純なモデルとした場合) 
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20,000 年後(参考)  

  *1：Vc-rock：化学反応に寄与しない固相 

 

第 18 図 1 号廃棄物埋設地の難透水性覆土における鉱物組成と透水係数の分布図 

(ケース②：難透水性覆土中の拡散挙動を単純なモデルとした場合) 
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第 19 図 1 号廃棄物埋設地の難透水性覆土における液相組成の分布図 

(ケース②：難透水性覆土中の拡散挙動を単純なモデルとした場合) 

  



補 5-28 

  

0 年 300 年後 

  

800 年後 1,000 年後 

 

 

20,000 年後(参考)  

 

第 20 図 1 号廃棄物埋設地の埋設設備内の液相組成(pH、Ca 濃度)の分布図 

(ケース②：難透水性覆土中の拡散挙動を単純なモデルとした場合) 
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以上より、長期的な化学的影響を考慮した難透水性覆土の線量評価上の透水係数は

1,000 年後において下記の値に基づき設定する(第 8 表)。 

また、化学的影響を受けた場合においても難透水性覆土中のモンモリロナイトが残

存することから、難透水性覆土の周囲に設置する下部覆土は、化学的な影響による透

水係数の変化は生じないものとする。 

なお、下部覆土相当の材料で施工する 1 号廃棄物埋設地の南北方向の埋設設備間の

狭隘部については、両側から化学的変質が生じることに加え、移流による化学物質の

移行が生じることから、第 10 図及び第 18 図に示す難透水性覆土の透水係数の分布図

に基づくと、ケース①及びケース②ともに 1,000 年後において砂程度の透水係数(1×

10-5m/s)になることが想定されるが、補足説明資料 7「埋設設備からの流出水量」添付

資料 9「1 号埋設設備狭隘部の充填材が劣化した場合の埋設設備からの流出水量につ

いて」に示すように、埋設設備からの流出水量は、狭隘部の透水係数による影響を受

けない。 

 

第 8 表 化学的影響の評価結果 

 3 号廃棄物埋設地[m/s] 1 号廃棄物埋設地[m/s] 

ケース①*1 ケース②*2 ケース①*1 ケース②*2 

0 年 1.00×10-10 1.00×10-10 1.00×10-10 1.00×10-10 

1,000 年後 1.01×10-10 1.02×10-10 1.42×10-10 1.84×10-10 

*1：難透水性覆土中の拡散係数モデルを空隙率とモンモリロナイトの含有割合を関数とす

る経験式(数式 3)とする現実的な設定とした場合 

*2：難透水性覆土中の拡散係数モデルを、モンモリロナイトの割合を 0 とし単純に空隙率

に比例するという単純な設定(数式 4)とした場合  
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パラメータ 1. 解析のモデル形状(3 号及び 2 号廃棄物埋設地) 

設定値 難透水性覆土のモデル長さ  2m 

セメント系材料のモデル長さ 32m 

設定根拠 難透水性覆土のモデル長さは難透水性覆土の設計に基づき設定した。 

セメント系材料のモデル長さについて、3 号廃棄物埋設地の形状を想定

し、埋設設備の一基当たりの外形寸法の幅(64m)の半分の長さを設定した。

なお、2 号廃棄物埋設地は、3 号廃棄物埋設地と同種の廃棄体及び類似施設

であり埋設設備の一基当たりの外形寸法の長さの観点*1 で 3 号廃棄物埋設

地の解析結果で代表する。 

 

・3 号廃棄物埋設地 埋設設備の一基当たりの外形寸法 64m×37m×7m 

(2 号廃棄物埋設地 埋設設備の一基当たりの外形寸法 37m×36m×7m) 

 

*1：セメント系材料のモデル長さを埋設設備の一基当たりの外形寸法の最

大幅の半分の長さに設定したことについて補足する。3 号及び 2 号廃棄

物埋設地の鉛直断面概念図を下図に示す。中心のセメント系材料のアル

カリ成分が、周囲の難透水性覆土(A、C、D)及び岩盤(B)へ移動していく

現象に対して、難透水性覆土へのアルカリ成分の影響を大きく見積もる

ため、上面 A と側面 C のみにアルカリ成分が全て移動し側面(D)及び岩盤

(B)への移行はないとしたケースについて考える。難透水性覆土の体積を

1 としたときのセメント系材料の体積比は、2 号廃棄物埋設地で 2.7、3

号廃棄物埋設地では 3.0 である。これより、難透水性覆土 2m に対するセ

メント系材料の長さは、2 号廃棄物埋設地で 5.4m、3 号廃棄物埋設地で

は 6.0m となる。 

本解析では、32m を設定しており、覆土に対して十分な長さといえる。 

 

 
3 号及び 2 号廃棄物埋設地の鉛直断面図(紙面方向に単位長さ 1m とする) 

参考文献  
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パラメータ 2. 解析のモデル形状(1 号廃棄物埋設地) 

設定値 難透水性覆土のモデル長さ  2m 

セメント系材料のモデル長さ 12.2m 

設定根拠 難透水性覆土のモデル長さは難透水性覆土の設計に基づき設定した。 

セメント系材料のモデル長さについて、1 号廃棄物埋設地の形状を想定

し、埋設設備の一基当たりの外形寸法の幅(24.4m)の半分の長さを設定し

た。 

 

・1 号廃棄物埋設地 埋設設備の一基当たりの外形寸法 
24.4m×24.4m×6.2m 

 

セメント系材料のモデル長さを埋設設備の一基当たりの外形寸法の最

大幅の半分の長さに設定したことについて補足する。 

1 号廃棄物埋設地の鉛直断面概念図を下図に示す。「1. 解析のモデル形

状(3 号及び 2 号廃棄物埋設地)」と同様にして、難透水性覆土へのアルカ

リ成分の影響を大きく見積もるケースについて考える。 

難透水性覆土の体積を 1 としたときのセメント系材料の体積比は、2.1

である。これより、難透水性覆土 2m に対するセメント系材料の長さは、

4.2m となる。本解析では、12.2m を設定しており、覆土に対して十分な長

さといえる。 

 

 
1 号廃棄物埋設地の鉛直断面図(紙面方向に単位長さ 1m とする) 

 

参考文献  

 

 

  



 

補 5添 1-3 

パラメータ 3. 地下水組成 

設定値 pH    8.46 

Na   3.22×10-3mol/L*1 

K   5.79×10-5mol/L 

Ca   1.01×10-4mol/L 

Mg   6.50×10-5mol/L 

C   3.54×10-3mol/L 

S   1.00×10-6mol/L 

Cl  4.40×10-6mol/L 

Al    3.61×10-7mol/L 

Si    3.40×10-4mol/L 

 

*1：PHREEQC にてチャージバランスを保つように計算して設定 

 

設定根拠 文献 (1)で検討されているモデル地下水のうち、酸化性淡水の地下水

(FOHP)を設定した。 

セメント系材料と難透水性覆土の化学反応に関する重要な成分(pH、Na、

K、Ca、Mg、C、S、Cl、Al、Si)に着目し、それ以外の元素については考慮

しないこととした。上記の成分を抽出し、Na でチャージバランスをとった

値を用いることとした。 

 

地下水組成が解析に与える影響 

廃棄物埋設地周辺の淡水地下水は、廃棄物埋設地で用いられるセメント

系材料と反応すると、セメント系材料中の成分が溶脱し、イオン強度が高

く、高アルカリ性の組成になると考えられる。4 種類の地下水組成を対象

にセメント系材料との平衡計算を行い、各地下水組成の変化を比較した。

セメント系材料の組成は「6. セメント系材料の初期鉱物組成(3 号廃棄物

埋設地)」を参照した。 
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検討した地下水の組成 

 六ヶ所水質結

果_最小 

六ヶ所水質結

果_中間の値 

六ヶ所水質結

果_最大 

FOHP 

pH 5.30 6.80 8.30 8.46 

Na 3.60×10-4 *1 6.40×10-4 *1 1.10×10-3 *1 3.22×10-3 *1 

K 1.30×10-5 7.80×10-5 1.40×10-4 5.79×10-5 

Ca 2.50×10-6 9.10×10-5 1.80×10-4 1.01×10-4 

Mg 4.10×10-6 8.00×10-5 1.60×10-4 6.50×10-5 

C 9.20×10-5 4.70×10-4 8.50×10-4 3.54×10-3 

S 1.00×10-5 1.20×10-4 2.30×10-4 1.00×10-6 

Cl 3.60×10-4 4.70×10-4 5.70×10-4 4.40×10-6 

Al ― ― ― 3.61×10-7 

Si ― ― ― 3.40×10-4 

(濃度の単位は mol/L) 

*1：Na 濃度をチャージバランスにて設定 

 

結果を以下に示す。地下水の組成が変化しても、セメント系材料と反応

した地下水の組成に大きな違いは見られなかった。したがって、淡水系の

地下水組成の変化は、本解析の結果に大きな影響を及ぼさないと考えられ

る。 

 

セメント系材料と反応した地下水の組成 

 六ヶ所水質結

果_最小 

六ヶ所水質結

果_中間の値 

六ヶ所水質結

果_最大 

FOHP 

pH 12.70 12.69 12.69 12.69 

Na 3.46×10-2 3.49×10-2 3.53×10-2 3.74×10-2 

K 2.62×10-2 2.63×10-2 2.64×10-2 2.63×10-2 

Ca 3.78×10-3 3.95×10-3 4.10×10-3 5.22×10-3 

Mg 1.83×10-10 1.86×10-10 1.87×10-10 1.99×10-10 

C 9.21×10-5 4.70×10-4 8.50×10-4 3.34×10-3 

S 2.28×10-5 2.27×10-5 2.27×10-5 2.25×10-5 

Cl 3.60×10-4 4.70×10-4 5.70×10-4 4.40×10-6 

Al 3.52×10-3 3.51×10-3 3.51×10-3 3.47×10-3 

Si 3.51×10-6 3.50×10-6 3.50×10-6 3.46×10-6 

(濃度の単位は mol/L) 

 

参考文献 (1) Mikazu Yui, Hiroshi Sasamoto, Randolph C 

Arthur(1999):Groundwater Evolution Modeling for the Second 

Progress Performance Assessment(PA) Report, JNC TN8400 99-030 
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パラメータ 4. 難透水性覆土の初期鉱物組成 

設定値 ・ベントナイト(クニボンド) 

Na 型モンモリロナイト  0.33mol/L_water 

Ca 型モンモリロナイト  1.94mol/L_water 

K 型モンモリロナイト   0.06mol/L_water 

Mg 型モンモリロナイト   0.23mol/L_water 

カルセドニ              2.94mol/L_water 

 

設定根拠 ・ベントナイト(クニボンド)の配合率:30wt% 

・ベントナイト(クニボンド)の鉱物組成(1) 

モンモリロナイト 80% 

石英        5% 

クリストバライト 15% 

(解析の都合上、クリストバライトと比べ石英は安定な鉱物のため、解

析では反応しない鉱物として設定した。また、クリストバライトは熱力

学データベースに存在しないため、カルセドニとして設定した。) 

・乾燥密度：1.61Mg/m3(室内試験結果) 

・初期空隙率：「5. 難透水性覆土の初期空隙率」を参照 

・混合砂は反応しないものとした。(シリカ成分は、高アルカリ側の溶存化

学種の加水分解により pH 緩衝性を有する。混合砂には多くのシリカ成

分が含まれるが、本解析では緩衝性を無視するため反応しないものとし

た。) 

・クニボンドの陽イオン組成(2) 

NaZ     10.3meq/100g*1 

CaZ2    60.1meq/100g*1 

KZ       1.9meq/100g 

MgZ2     7.2meq/100g 
 

*1：初期透水係数が 1.0×10-10m/s となるように調整した。 

 

参考文献 (1) 前田宗宏、棚井憲治、伊藤勝、三原守弘、田中益弘(1998)：カルシウ

ム型化及びカルシウム型ベントナイトの基本特性－膨潤圧、透水係

数、－一軸圧縮強度及び弾性係数－,PNC TN8410 98-021 

(2) 直井優、小峰秀雄、安原一哉、村上哲、百瀬和夫、坂上武晴(2005)：

各種ベントナイト系緩衝材の膨潤特性に及ぼす人工海水の影響、土木

学会論文集 No.785/III-70, 39-49 
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パラメータ 5. 難透水性覆土の初期空隙率 

設定値 0.41 

 

設定根拠 空隙率の設定値 40.6%(乾燥密度 1.61Mg/m3 より算出される値)を丸めて

0.41 と設定した。 

 

参考文献  
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パラメータ 6. セメント系材料の初期鉱物組成(3 号廃棄物埋設地) 

設定値 C-S-H ゲル       9.51mol/L_water 

ハイドロタルサイト   0.33mol/L_water 

エトリンガイト     0.04mol/L_water 

ギブサイト       0.94mol/L_water 

NaOH          0.03mol/L_water 

KOH           0.03mol/L_water 

 

設定根拠 3 号廃棄物埋設地の充填モルタルの候補配合を参照した。参照したセメ

ントの配合では、高炉スラグ微粉末が多く配合されていることから普通

ポルトランドセメントと比べ Si 成分が多い。そこで、初期鉱物組成の算

定方法は、文献(1)に記載されているフライアッシュ高含有シリカフュー

ムセメント(HFSC)の初期鉱物組成の算定方法を参照した。 

なお、骨材(砕砂、陸砂)は反応しないものとした。 

 

3 号廃棄物埋設地の充填モルタルの候補配合 

単位量 [kg/m3] 

結合材(C) 細骨材(S) 

中庸熱ポルトラ

ンドセメント 

高炉スラグ 

微粉末 
砕砂 陸砂 

127 295 440 1026 

 

中庸熱ポルトランドセメントの化学組成(1) 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O 

23.3 3.80 3.90 63.3 0.90 2.40 0.30 0.35 

(単位は wt%) 

高炉スラグ微粉末の化学組成 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O 

34.2 14.9 0.84 42.0 6.09 0.02 0.00 0.00 

(単位は wt%) 
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・水和鉱物量の算定方法(2) 

(1) SO3 の全量をエトリンガイトとして配分する。 

(2) Fe2O3 の全量を C3FH6 として配分する。(ただし、C3FH6 は反応しない

ものとした。) 

(3) MgO の全量をハイドロタルサイトとして配分する。 

(4) SiO2 量及び残りの CaO 量に対し、これらの両成分が完全に消費さ

れるような 2 種類の連続した Ca/Si 比を持つ C-S-H ゲルを設定す

る。 

残りの Al2O3 量から C-S-H ゲルに取り込まれる Al2O3 量を下式に従

って差し引く。その後、Al2O3 が更に余剰するようであれば残りの

Al2O3 をギブサイトとして配分する。 

C-S-H ゲルに取り込まれる Al 量の算定式 

[Al/Ca モル比]＝0.2723×[Si/Ca モル比]－0.0692 

(5) Na2O、K2O はそれぞれ NaOH、KOH として配分する。 

 

・初期空隙率：「9. セメント系材料の初期空隙率」参照 

 

参考文献 (1) 五十嵐豪、寺本篤史、丸山一平(2012)：各種ポルトランドセメントお

よび高炉スラグ微粉末を用いたセメント硬化体の結合水量と水蒸気

BET 比表面積の関係、日本建築学会構造系論文集、Vol.77、No.682、

pp.1819-1828 

(2) (独)日本原子力研究開発機構(2015)：平成 26 年度 地層処分技術調

査等事業 セメント材料影響評価技術高度化開発 報告書 
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パラメータ 7. セメント系材料の初期鉱物組成(1 号廃棄物埋設地) 

設定値 C-S-H ゲル      6.46mol/L_water 

ハイドロタルサイト  0.41mol/L_water 

エトリンガイト    0.01mol/L_water 

ギブサイト      1.19mol/L_water 

NaOH         0.01mol/L_water 

KOH          0.01mol/L_water 

 

設定根拠  1 号廃棄物埋設地で実際に使用されている配合を参照した。各水和鉱物

量の算定方法は、「6. セメント系材料の初期鉱物組成(3 号廃棄物埋設

地)」と同様、文献(1)の HFSC の算定方法を参照した。 

なお、骨材(砕砂、陸砂)は反応しないものとした。 

 

1 号廃棄物埋設地の充填モルタルの配合 

単位量 [kg/m3] 

結合材(C) 細骨材(S) 

中庸熱ポルトラ

ンドセメント 

高炉スラグ 

微粉末 
砕砂 陸砂 

42 380 877 585 

 

・中庸熱ポルトランドセメントの化学組成：「6. セメント系材料の初期

鉱物組成(3 号廃棄物埋設地)」参照 

・高炉スラグ微粉末の化学組成：「6. セメント系材料の初期鉱物組成(3

号廃棄物埋設地)」参照 

・水和鉱物量の算定方法：「6. セメント系材料の初期鉱物組成(3 号廃棄

物埋設地)」参照 

・初期空隙率：「9. セメント系材料の初期空隙率」参照 

 

参考文献 (1) (独)日本原子力研究開発機構(2015)：平成 26 年度 地層処分技術調

査等事業 セメント材料影響評価技術高度化開発 報告書 
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パラメータ 8. 廃棄体の塩量 

設定値 Na2B4O7･10H2O     0.01mol/L_water 

Na2SO4           0.07mol/L_water 

 

設定根拠  廃棄体 1 本当たりに含まれる塩量の平均値から 1 号廃棄物埋設地の埋

設設備の一基当たりの外形寸法の間隙に均一に分布していると仮定して

設定した。 

・廃棄体(ドラム缶 1 本当たり)に含まれる塩量の平均値 

ほう酸塩 13kg/ドラム缶 1 本、 硫酸塩 25.6kg/ドラム缶 1 本 

 

・塩濃度の算出 

(1) 一基に埋設されるドラム缶の本数(5,120 本)より、一基に埋設され

た塩量を算出 

   ほう酸塩 68t/基   硫酸塩  131t/基 

 

(2) 廃棄体に含まれる塩量のうち、1/10 が岩盤側に流出したと仮定*1

し、塩量を算出 

   ほう酸塩 6.80t/基   硫酸塩  13.10t/基 

 

(3) 廃棄体中の塩が埋設設備の一基当たりの外形寸法全体に均質に分

布していると仮定し、1 号廃棄物埋設地の埋設設備の一基当たりの外

形寸法(24m×24m×6m)で上記の塩量を割って、1m3 当たりの塩量を算

出 

   ほう酸塩 1.98kg/m3     硫酸塩  3.79kg/m3 

 

(4) 単位換算(kg/m3→mol/L) 

   ほう酸塩 0.01mol/L     硫酸塩  0.03mol/L 

 

(5) 空隙水 1L に対する塩濃度を算出(空隙率で割る) 

  ほう酸塩 0.01mol/L_water  硫酸塩  0.07mol/L_water 

 

・初期空隙率：「9. セメント系材料の初期空隙率」参照 

 

*1：廃棄体に含まれる塩量のうち岩盤側へ流出する割合については、地下

水流動解析の結果より設定した。 

 

参考文献  
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パラメータ 9. セメント系材料の初期空隙率 

設定値 0.36 

 

設定根拠 空隙率の設定値 35.7%(空隙率と透水係数の推定式より換算した値)を

丸めて 0.36 と設定した。 

3 号廃棄物埋設地の解析で設定している 3：7 モルタルの空隙率は 26.2% 

であるが、水セメント比を考慮して 1：9 モルタルの値(空隙率 35.7%を丸

めて 0.36)を参照した。 

 

参考文献  

 

 

 

  



 

補 5添 1-12 

パ

ラ

メ

ー

タ 

10. 難透水性覆土の透水係数 

設

定

値 

𝐾𝐾 = 101.30∙𝐶𝐶𝑖𝑖 ∙ 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠3.48∙𝐶𝐶𝑖𝑖 ∙ 𝐾𝐾0 

ただし、𝐶𝐶𝑚𝑚 > 101.49∙𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸−1.0のとき、𝐶𝐶𝑚𝑚 = 101.49∙𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸−1.0 

        𝐾𝐾 > 101.63∙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠−0.24 ∙ 𝐾𝐾0のとき、𝐾𝐾 = 101.63∙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠−0.24 ∙ 𝐾𝐾0 

        𝐾𝐾 > 1.0 ∙ 10−5のとき、𝐾𝐾 = 1.0 ∙ 10−5 

𝐾𝐾0

= �
(0.91 − 1.57 ∙ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + 2.00 ∙ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸2) × 10−13 × 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠7.44−5.69∙𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸                     𝑅𝑅𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠 ≤ 7.

(0.91 − 1.57 ∙ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + 2.00 ∙ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸2) × 10−13 × 7.07.44−5.69∙𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 �
𝑅𝑅𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠
7.0

�
11.4

  7.0 < 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠
 

ただし、𝐾𝐾0 < 𝐾𝐾0|𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸=1のとき、𝐾𝐾0 = 𝐾𝐾0|𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸=1 

 

𝐶𝐶𝑚𝑚:空隙水の当量イオン濃度[eq/L] 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸:ベントナイトの交換性ナトリウム割合[-] 

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠:スメクタイト間隙比[-] 

𝐾𝐾:透水係数[m/s] 

 

設

定

根

拠 

透水試験結果を参照して取りまとめられている文献(1)の式を使用する。 

 

参

考

文

献 

(1) 伊藤弘之、三原守弘(2005)：ベントナイト系材料の飽和透水係数の変遷評価

式、JNC TN8400 2005-029 
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パラメータ 11. 難透水性覆土の拡散係数 

設定値 𝐷𝐷𝑠𝑠 = 2.27 × 10−9𝜀𝜀𝑚𝑚 

n = 2.22𝑓𝑓𝑠𝑠0.13 + 1 

𝑓𝑓𝑠𝑠 = 𝑅𝑅 × 𝑓𝑓𝑏𝑏 

 

𝐷𝐷𝑠𝑠：実効拡散係数[m2/s] 

𝜀𝜀：空隙率[-] 

𝑅𝑅：ベントナイト中のモンモリロナイト割合[-] 

𝑓𝑓𝑏𝑏：ベントナイトの配合割合[-] 

 

設定根拠 空隙率と実効拡散係数の実測値にフィッティングした式(1)を用いて、

実効拡散係数を設定した。Na 型ベントナイトを Ca 型化して取得した実効

拡散係数を既存の Na 型ベントナイトの値と比較し、ほぼ同程度の値であ

ると推定されている(2)。 

 

 

   (1)より引用 

 

参考文献 (1) Mihara, M. and Sasaki, R. (2005): RAMDA;Radio-nuclides 

Migration Datasets(RAMDA) on cement, bentonite and rock for 

TRU waste repository in Japan, JNC TN8400 2005-027. 

(2) 三原守弘、伊藤勝、加藤博康、上田真三(1999)：カルシウム型ベント

ナイトのトリチウム、セシウム、ヨウ素及び炭素の実効拡散係数の取

得(試験報告)、JNC TN8430 99-011. 
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パラメータ 12. セメント系材料の拡散係数 

設定値 2.27×10-9m2/s 

 

設定根拠  セメント系材料は長期的に化学劣化以外の幾何学的劣化(ひび割れ)が

想定されるため、物質移動が速い状態となることを想定し、拡散係数とし

て自由水中のトリチウム水の拡散係数(1)を設定する。 

 

参考文献 (1) 日本化学会(2004)：化学便覧 基礎編 改定 5 版、丸善、東京、p-

II.64 
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パラメータ 13. モンモリロナイトの溶解速度 

設定値 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = �4.74 ∙ 10−6 ∙ 𝑅𝑅−39.57/𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙

177 ∙ 𝑅𝑅20.37/𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ 𝑅𝑅𝑂𝑂𝑂𝑂−

1 + 177 ∙ 𝑅𝑅20.37/𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ 𝑅𝑅𝑂𝑂𝑂𝑂−
+ 1.70 ∙ 𝑅𝑅69.67/𝑅𝑅𝑅𝑅

∙
0.0297 ∙ 𝑅𝑅23.53/𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ 𝑅𝑅𝑂𝑂𝑂𝑂−

1 + 0.0297 ∙ 𝑅𝑅23.53/𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ 𝑅𝑅𝑂𝑂𝑂𝑂−
� ∙ 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

∙ {1 − 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒(6 ∙ 10−10 ∙ (2 ∙ ∆𝐺𝐺𝐺𝐺/𝑅𝑅𝑅𝑅)6)} 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅：モンモリロナイト溶解速度[mol/s] 

𝑅𝑅：気体定数[kJ/(K･mol)] 

𝑅𝑅：絶対温度[K] 

𝑅𝑅𝑂𝑂𝑂𝑂−：OH-イオンの活量 

𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚：鉱物の反応表面積[m2] 

∆𝐺𝐺𝐺𝐺：反応のギブス自由エネルギー変化[kJ/mol] 

 

設定根拠 TRU2 次レポート(1)の地化学解析で使用されている式を使用する。 

 モンモリロナイトが液相と平衡に近い状態になったときの溶解速度を

表現可能な飽和濃度依存性(2)と、高 pH の液相中の溶解速度へ適用するた

めの pH 依存性(3)を含んでいる。 

 

参考文献 (1) 電気事業連合会 核燃料サイクル開発機構(2005)：TRU 廃棄物分技

術検討書－第 2 次 TRU 廃棄物処分研究開発取りまとめ－ JNC 

TY1400 2005-013 FEPC TR2-2005-02 

(2) Cama, J., Ganor, J., Ayora, C. and Lasaga, C.A. (2000): 

Smectite dissolution kinetics at 80℃ and pH8.8, Geochimica 

et Cosmochimica Acta, Vol.64, No.15, pp.2701-2717. 

(3) Sato, T., Kuroda, M., Yokoyama, S., Tsutsui, M., Fukushi, K., 

Tanaka, T. and Nakayama, S. (2004): Dissolution mechanism and 

kinetics of smectite under alkaline conditions, NUMO-TR-04-

05. 
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パラメータ 14. 二次鉱物 

設定値 フィリップサイト 

クリノプチロライト 

ヒューランダイト 

C-S-H ゲル 

エトリンガイト 

モノサルフェート 

ハイドロタルサイト 

セピオライト 

ポルトランダイト 

ブルーサイト 

カルサイト 

ドロマイト 

カルセドニ 

カリ長石 

アナルサイム 

ローモンタイト 

イライト 

C3ASH4 

C4AH13 

C4AH19 

ゲーレナイト水和物 

カオリナイト 

パイロフィライト 

フリーデル氏塩 

モノサルフェート 

2 水石膏 

 

設定根拠 TRU2 次レポート(1)の地化学解析で考慮されている鉱物を設定した。ま

た文献(2)では、TRU2 次レポート(1)でセメント系材料の二次鉱物として考

慮されているものに加え 2 水石膏を追加していたことから、本解析でも

2 水石膏を考慮することとした。 

 

参考文献 (1) 電気事業連合会 核燃料サイクル開発機構(2005)：TRU 廃棄物分技

術検討書－第 2 次 TRU 廃棄物処分研究開発取りまとめ－ JNC 

TY1400 2005-013 FEPC TR2-2005-02 

(2) (独)日本原子力研究開発機構(2013)：平成 24 年度 地層処分技術調

査等事業 セメント材料影響評価技術高度化開発 報告書 
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パラメータ 15. 塩影響を考慮した二次鉱物(1 号廃棄物埋設地) 

設定値 Ca3B2O6 

CaB4O7 

CaB2O4 

NaBO2 

Colemanite 

Na2SO4・10H2O 

Thaumasite 

エトリンガイト 

2 水石膏 

 

設定根拠 塩影響に関わり得る鉱物(Na 及び Ca を含むほう酸塩及び硫酸塩)を熱

力学データベース(PHREEQC に同梱されている sit.dat より抽出、ただし、

Colemanite については、PHREEQC に同梱されている llnl.dat より、

Thaumasite については文献(1))より抽出した。 

 

参考文献 (1) Thomas Schmidt, Barbara Lothenbach, Michael Romer, Karen 

Scrivener, Daniel Rentsch, Renato Figi(2008): A thermodynamic 

and experimental study of the conditions of thaumasite 

formation, Cement and Concrete Research, 38, 337 349  

 

  



 

 

 

 

 

 

地下水組成のチャージバランス計算 
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地球化学解析において地下水組成を設定する場合、チャージのバランスがとれた状態

(陽イオン、陰イオン、pH の電荷の合計が±0 になっている状態)となるようにイオンある

いは pH で、電荷の合計を±0 に調整して地球化学解析に与える。チャージバランスの計算

は PHREEQC を用いた平衡計算となる。 

六ヶ所水質試験結果(第 1 表)に基づいた地下水組成を設定する場合の流れを第 1 図に示

す。ここでのチャージバランスは、元素濃度が他の元素モル濃度と比較して高く、チャー

ジバランスの調整のため濃度が変動しても元の値から大きく外れないと考えて、Na+でチャ

ージバランスをとることとした。例えば、FOHP(Fresh-Oxidizing-High-pH) 地下水におい

ても、Na+にてチャージバランスを計算している(5)。Na 以外のイオンについては、最大と最

小の値の平均値を設定した。 

Na+の平均値の 8.4×10-4mol/L(第 2 表参照)に対して、チャージバランス計算後の Na+濃

度は 6.4×10-4mol/L(第 3 表参照)であり、1/4 程度の低下率となるが、桁が変わるほどの

変化ではないことが確認された。 

参考として、Na+ではなく pH でチャージバランスをとったケースを第 4 表に示す。pH は

9.8 となった。 
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第 1 図 地下水組成設定計算フロー 

 

  

幅を持った廃棄物埋設地周辺地下水の各イオンの濃度 

Na+以外のイオンについて最大と最小の値の平均値を設定 

 

pH は水素イオン濃度として数桁に及ぶ濃度分布があるため、対数で

ある pH の平均値を設定 

(pH (5.3＋8.3)÷2＝6.8) 

Na+以外の各イオンの濃度及び pH を元素濃度として PHREEQC へ入力 

＜PHREEQC で計算＞各元素を化学種として平衡させ、地下水中のプラ

スイオンとマイナスイオンがほぼ等価に存在している状態となる Na+

の濃度を計算で求めた。 

Na+の濃度の計算結果 

入力値である元素濃度及び pH、計算結果である Na+の濃度を地下水

組成として設定 
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第 1 表 六ヶ所サイトの水質試験結果(3 号廃棄物埋設地の水質試験結果) 

Na+ 7.2～31.5mg/L 

K+ 0.5～5.6mg/L 

Ca2+ 0.1～7.2mg/L 

Mg2+ 0.1～3.8mg/L 

HCO3
- 5.6～51.9mg/L 

SO4
2- 1.0～21.7mg/L 

Cl- 12.9～20.3mg/L 

pH 5.3～8.3 

 

第 2 表 六ヶ所サイトの水質試験結果の平均値 

Na+ 19.35mg/L 8.4×10-4mol/L 

K+ 3.05mg/L 7.8×10-5mol/L 

Ca2+ 3.65mg/L 9.1×10-5mol/L 

Mg2+ 1.95mg/L 8.0×10-5mol/L 

HCO3
- 28.75mg/L 4.7×10-4mol/L 

SO4
2- 11.35mg/L 1.2×10-4mol/L 

Cl- 16.6mg/L 4.7×10-4mol/L 

pH 6.8 6.8 
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第 3 表 Na でチャージバランスを計算した後の地下水組成 

Na+ 6.4×10-4mol/L*1 

K+ 7.8×10-5mol/L 

Ca2+ 9.1×10-5mol/L 

Mg2+ 8.0×10-5mol/L 

HCO3
- 4.7×10-4mol/L 

SO4
2- 1.2×10-4mol/L 

Cl- 4.7×10-4mol/L 

pH 6.8 

*1：PHREEQC にてチャージバランスを

保つように計算して設定 

 

 

(参考) 第 4 表 pH でチャージバランスを調整した場合 

Na+ 8.4×10-4mol/L 

K+ 7.8×10-5mol/L 

Ca2+ 9.1×10-5mol/L 

Mg2+ 8.0×10-5mol/L 

HCO3
- 4.7×10-4mol/L 

SO4
2- 1.2×10-4mol/L 

Cl- 4.7×10-4mol/L 

pH 9.8*1 

*1：PHREEQC にてチャージバランスを

保つように計算して設定 



 
 

 

 

 

 

 

 

覆土が長期間にわたり低透水性を 

維持することができる要因 
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1. はじめに 

本資料は、補足説明資料 5(以下「補足 5 本文」という。)のうち「3. 解析結果」に

示す地球化学解析結果(以下「解析結果」という。)について追加説明するものであ

る。 

解析結果では、1,000 年までの範囲において難透水性覆土の低透水性の全体的な性能

は維持されていた。そこで、1,000 年間という長期間にわたり難透水性覆土が低透水性

を維持したことに寄与した要因について分析し、補足 5 本文に示す解析条件や解析結

果の妥当性・保守性・安定性について検討する。 

 

2. 難透水性覆土の透水係数に影響を与える因子分析 

難透水性覆土の透水係数の変化は、モンモリロナイトの交換性ナトリウム割合

(ESP)、モンモリロナイトと空隙の体積比(esme)及び空隙水の当量イオン濃度(Ci)の関

数として表現される(補足 5 本文「2.(4).(ⅲ) 難透水性覆土の透水係数の変遷評価

式」の数式 2)。透水係数に大きな影響を与えている因子を把握するため、各因子を変

化させた場合に透水係数がどのような応答をするのか感度解析を行った。各因子の変

化が透水係数に与える影響を第 1 図に示す。 

 

𝐾𝐾 = 101.30∙𝐶𝐶𝑖𝑖 ∙ 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠
3.48∙𝐶𝐶𝑖𝑖 ∙ 𝐾𝐾0                      (数式 2) 

ただし、𝐶𝐶𝑚𝑚 > 101.49∙𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸−1.0のとき、𝐶𝐶𝑚𝑚 = 101.49∙𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸−1.0 

        𝐾𝐾 > 101.63∙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠−0.24 ∙ 𝐾𝐾0のとき、𝐾𝐾 = 101.63∙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠−0.24 ∙ 𝐾𝐾0 

        𝐾𝐾 > 1.0 ∙ 10−5のとき、𝐾𝐾 = 1.0 ∙ 10−5 

𝐾𝐾0

= �
(0.91− 1.57 ∙ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + 2.00 ∙ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸2) × 10−13 × 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠

7.44−5.69∙𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸                       𝑅𝑅𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠 ≤ 7.0

(0.91− 1.57 ∙ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + 2.00 ∙ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸2) × 10−13 × 7.07.44−5.69∙𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 �
𝑅𝑅𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠

7.0 �
11.4

     7.0 < 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠
 

ただし、𝐾𝐾0 < 𝐾𝐾0|𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸=1のとき、𝐾𝐾0 = 𝐾𝐾0|𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸=1 

 

𝐶𝐶𝑚𝑚：空隙水の当量イオン濃度[eq/L] 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸：ベントナイトの交換性ナトリウム割合[-] 

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠：スメクタイト間隙比[-] 
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𝐾𝐾：透水係数[m/s] 

 

  
モンモリロナイトの交換性ナトリウム割合

(ESP) 
空隙水の当量イオン濃度(Ci) 

  
モンモリロナイト体積割合(Vsme) 空隙率(ε) 

 

注 1：橙色の線は初期値を、枠で囲まれている部分は補足 5 本文での解析における

1,000 年間の変化幅を示す。 

 注 2：変化させた因子以外のパラメータは、初期値で固定した。 

 

第 1 図 各因子の透水係数への影響 
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○交換性ナトリウム割合(ESP) 

第 1 図を見ると、ESP が増加するに従い透水係数は緩やかに低下する傾向を示して

いる。解析では、モンモリロナイトのイオン交換反応により ESP が変化すること

で、透水係数に影響を及ぼすことが考えられる。難透水性覆土は Ca 型ベントナイト

を配合した材料仕様となっていることから、交換性陽イオンは主に Ca である(初期

ESP は 0.13 程度)。また、セメント系材料の主要な化学成分は Ca であり、Na や K に

比べ Ca の供給量が多いことから、イオン交換反応は起こり難いと考えられる。その

ため、本解析では ESP の影響はほとんどないものと思われる。 

 

○当量イオン濃度(Ci)(溶液濃度) 

当量イオン濃度が透水係数に与える影響は、ESP の増加とともに顕著になること、

透水係数が濃度によらず一定となり始める濃度は ESP の増加とともに大きくなる傾

向がある。難透水性覆土の材料仕様は Ca 型ベントナイトであり初期 ESP が小さいこ

とから、当量イオン濃度が透水係数に及ぼす影響は小さいことが考えられ、第 1 図か

らも感度が小さいことがわかった。 

 

○モンモリロナイトと空隙の体積比(esme)(モンモリロナイト体積割合、空隙率) 

モンモリロナイトと空隙の体積比(esme)は、モンモリロナイトの体積割合(Vsme)と

空隙率(ε)の比である。 

モンモリロナイトの体積割合について、第 1 図を見ると、空隙率を初期値で固定し

た場合、体積割合が減少するに従い透水係数が大きくなる傾向があり、特に体積割合

が小さい領域では透水係数に与える影響が顕著に表れている。難透水性覆土のベント

ナイト配合率は 30wt%、初期のモンモリロナイトの体積割合は 0.14 程度であり、モ

ンモリロナイトが溶解し体積割合が減少すると、透水係数は大きく上昇することがわ

かる。 

また、空隙率についても、第 1 図を見ると、モンモリロナイトの体積割合を初期値

で固定した場合、空隙率が大きくなるほど透水係数も上昇しており、空隙率が透水係

数に与える影響は大きいことがわかる。解析では、モンモリロナイトが溶解すること

で空隙率が大きくなる一方、二次鉱物が生成されることにより空隙率が小さくなるこ

とが考えられる。 



 
 

補 5添 3-4 

補足 5 本文「3. 解析結果」は、セメント境界面では、二次鉱物の生成により空隙

率がわずかに減少している結果となっている一方で、透水係数は上昇している結果で

あった。これは、モンモリロナイトが溶解しモンモリロナイトの体積割合が減少する

効果の方が大きいためであると考えられる。したがって、本解析では、透水係数に与

える空隙率の影響はモンモリロナイトの体積割合に比べ小さいものと考えられる。 

 

以上より、難透水性覆土の透水性に大きな影響を与える因子は「モンモリロナイト

の体積割合」であると考えられる。すなわち、難透水性覆土が低透水性を維持するた

めにはセメント由来のアルカリ成分によるモンモリロナイトの溶解という化学劣化影

響を加味しても十分なモンモリロナイトの体積が残存していることが重要な要因であ

る。 

 

3. 難透水性覆土の低透水性が維持されることの妥当性評価 

「2. 難透水性覆土の透水係数に影響を与える因子分析」では、難透水性覆土の透水

性に大きな影響を与える因子はモンモリロナイトの体積割合であることを確認し、難

透水性覆土の低透水性が維持される要因は、セメント由来のアルカリ成分による化学

劣化影響を加味しても十分にモンモリロナイトが残存していることだと考えた。そこ

で難透水性覆土の化学変質解析において、モンモリロナイトの体積割合に影響を与え

得る要因に着目した極端なケーススタディを実施し、モンモリロナイトの体積割合へ

の影響を考慮したとしても、難透水性覆土の低透水性が維持されることの妥当性を評

価した。 

比較用のベースケースとして、補足 5 本文「3.(1) 難透水性覆土中の拡散挙動を現

実的なモデルとした場合(ケース①)」に記載されている条件(ケース①)の解析結果(難

透水性覆土の等価透水係数の時間変化及び 1,000 年後の鉱物分布と透水係数の分布図)

を、3 号廃棄物埋設地については第 2 図に、1 号廃棄物埋設地については第 3 図に再掲

して示す。 
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等価透水係数 1,000 年後の難透水性覆土の鉱物組成と透

水係数の分布図 
*1：Vc-rock：化学反応に寄与しない固相 

 

第 2 図 補足 5 本文の第 5 図及び第 7 図における 3 号廃棄物埋設地の解析結果 

 

  
等価透水係数 1,000 年後の難透水性覆土の鉱物組成と透

水係数の分布図 
*1：Vc-rock：化学反応に寄与しない固相 

 

第 3 図 補足 5 本文の第 6 図及び第 10 図における 1 号廃棄物埋設地の解析結果 

 

(1) モンモリロナイトの溶解速度の影響 

難透水性覆土の化学変質解析においてモンモリロナイトの体積割合に影響を与える

要因のうち、モンモリロナイトの溶解速度を変化させて影響を評価した。 

補足 5 本文の地球化学解析に用いたモンモリロナイトの溶解速度条件は、試験より

得られた経験式を組み合わせた式(補足 5 本文「2.(4).(ⅱ) モンモリロナイトの溶解

速度」の数式 1)とした。この式は、平衡に接近した場合の溶解速度の減少について

考慮したものである。それに対してここでは、モンモリロナイトの溶解量を大きく見

積もるため、モンモリロナイトの溶解が瞬時に平衡に達する(瞬時平衡)と仮定した解

*1 

*1 
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析を実施し、モンモリロナイトの溶解速度がモンモリロナイトの溶解に与える影響に

ついて検討した。 

なお、モンモリロナイトの溶解速度以外の解析条件は補足 5 本文「3.(1) 難透水性

覆土中の拡散挙動を現実的なモデルとした場合(ケース①)」に記載されている条件

(ケース①)と同様とした。 

3 号廃棄物埋設地の解析結果(難透水性覆土の等価透水係数の時間変化及び 1,000

年後の鉱物分布と透水係数の分布図)を第 4 図に、1 号廃棄物埋設地の解析結果を第 5

図に示す。モンモリロナイトの溶解速度を経験式(補足 5 本文「2.(4).(ⅱ)モンモリ

ロナイトの溶解速度」の数式 1)とした場合の解析結果と比べ、セメント系材料の境

界面において、モンモリロナイトの溶解量は多くなり透水係数も上昇する結果となっ

た。ただし、変質は部分的であり、等価透水係数もわずかに上昇するだけで、全体的

には大きな影響はなかった。 

モンモリロナイトの溶解速度はモンモリロナイトの体積割合に大きな影響を与える

ことがわかった。しかし、平衡に接近した場合の溶解速度の減少を考慮せず瞬時平衡

とした場合でも、1,000 年程度は低透水性を維持できるモンモリロナイト量は残存す

ることを確認した。 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = �4.74 ∙ 10−6 ∙ 𝑅𝑅−39.57/𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙
177 ∙ 𝑅𝑅20.37/𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ 𝑅𝑅𝑂𝑂𝑂𝑂−

1 + 177 ∙ 𝑅𝑅20.37/𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ 𝑅𝑅𝑂𝑂𝑂𝑂−
+ 1.70 ∙ 𝑅𝑅69.67/𝑅𝑅𝑅𝑅

∙
0.0297 ∙ 𝑅𝑅23.53/𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ 𝑅𝑅𝑂𝑂𝑂𝑂−

1 + 0.0297 ∙ 𝑅𝑅23.53/𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ 𝑅𝑅𝑂𝑂𝑂𝑂−
� ∙ 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ {1 − 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒(6 ∙ 10−10 ∙ (2 ∙ ∆𝐺𝐺𝐺𝐺/𝑅𝑅𝑅𝑅)6)} 

(数式 1) 

Rate：モンモリロナイトの溶解速度[mol/s] 

R：気体定数[kJ/(K･mol)]  

T：絶対温度[K] 

𝑅𝑅𝑂𝑂𝑂𝑂−：OH-イオンの活量 

𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚：鉱物の反応表面積[m2] 

∆𝐺𝐺𝐺𝐺：反応のギブス自由エネルギー変化(化学親和力)[kJ/mol] 
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等価透水係数 
1,000 年後の難透水性覆土の鉱物組成と透

水係数の分布図 

*1：Vc-rock：化学反応に寄与しない固相 

 

第 4 図 3 号廃棄物埋設地の解析結果(モンモリロナイトの溶解速度：瞬時平衡) 

 

  

等価透水係数 
1,000 年後の難透水性覆土の鉱物組成と透

水係数の分布図 
*1：Vc-rock：化学反応に寄与しない固相 

 

第 5 図 1 号廃棄物埋設地の解析結果(モンモリロナイトの溶解速度：瞬時平衡) 

 

(2) 難透水性覆土の拡散係数(物質の移動速度)の影響 

難透水性覆土の変質解析においてモンモリロナイトの体積割合に影響を与える要因

のうち、難透水性覆土の拡散係数(物質の移動速度)を変化させて影響を評価した。補

足 5 本文の地球化学解析に用いた難透水性覆土の拡散係数条件は、ベントナイト系材

料中のトリチウムの実効拡散係数測定結果より得られた経験式(補足 5 本文「2.(4). 

(ⅳ) 難透水性覆土の拡散係数」の数式 3)とした。それに対してここでは、モンモリ

ロナイトの溶解量を大きく見積もるため、物質移動が速い状態の拡散係数として自由

*1 

*1 
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水中のトリチウム水の拡散係数(2.27×10-9m2/s)を設定し解析を実施し、物質の移動

速度がモンモリロナイトの溶解に与える影響について検討した。 

なお、難透水性覆土中の拡散係数以外の解析条件は、補足 5 本文に記載されている

条件と同様とした。 

3 号廃棄物埋設地の解析結果(難透水性覆土の等価透水係数の時間変化及び 1,000

年後の鉱物分布と透水係数の分布図)を第 6 図に、1 号廃棄物埋設地の解析結果を第 7

図に示す。経験式(補足 5 本文「2.(4).(ⅳ) 難透水性覆土の拡散係数」の数式 3)で

はモンモリロナイトが溶解した範囲はセメント系材料の境界面近傍のみであったが、

拡散係数が大きい設定では溶解する範囲は広がる結果となった。しかし、3 号廃棄物

埋設地の解析結果については、全体的なモンモリロナイトの体積割合に大きな差は見

られなかったため、等価透水係数にもほとんど影響は見られなかった。一方、1 号廃

棄物埋設地の解析結果については、全体的なモンモリロナイトの体積割合が減少して

おり、等価透水係数もわずかに上昇する結果となった。 

難透水性覆土の拡散係数について、モンモリロナイトが溶解する領域に多少影響を

与えることがわかった。しかしながら、十分な量のモンモリロナイトが残存するた

め、1,000 年程度の期間は難透水性覆土の低透水性は維持されることを確認した。 

 

𝐷𝐷𝑠𝑠 = 2.27 × 10−9 × 𝜀𝜀𝑚𝑚                       (数式 3) 

n = 2.22𝑓𝑓𝑠𝑠0.13 + 1 

𝑓𝑓𝑠𝑠 = 𝑅𝑅 × 𝑓𝑓𝑏𝑏 

 

𝐷𝐷𝑠𝑠：実効拡散係数[m2/s] 

𝜀𝜀：空隙率[-] 

𝑅𝑅：ベントナイト中のモンモリロナイト割合[-] 

𝑓𝑓𝑏𝑏：ベントナイトの配合割合[-] 
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等価透水係数 
1,000 年後の難透水性覆土の鉱物組成と透

水係数の分布図 
*1：Vc-rock：化学反応に寄与しない固相 

 

第 6 図 3 号廃棄物埋設地の解析結果 

(覆土の拡散係数：自由水中のトリチウム水の拡散係数) 

 

  

等価透水係数 
1,000 年後の難透水性覆土の鉱物組成と透

水係数の分布図 
*1：Vc-rock：化学反応に寄与しない固相 

 

第 7 図 1 号廃棄物埋設地の解析結果 

(覆土の拡散係数：自由水中のトリチウム水の拡散係数) 

 

(3) ベントナイト中の随伴鉱物の反応の影響 

難透水性覆土の変質解析においてモンモリロナイトの体積割合に影響を与える要

因のうち、ベントナイト中の随伴鉱物の反応の有無を変化させて影響を評価した。 

難透水性覆土中の初期鉱物組成として、ベントナイト中に含まれるモンモリロナ

イトの他、ベントナイト中の随伴鉱物を設定し、補足 5 本文における解析では随伴

鉱物の反応(緩衝作用)を考慮している。これらの随伴鉱物の溶解反応によって放出

される Si がモンモリロナイトの溶解反応や二次鉱物の沈殿反応に寄与する溶存 Si

*1 

*1 
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濃度に直接影響することから、これらの反応の有無は解析結果に影響を与える可能

性がある。そこで、ここでは随伴鉱物の反応を考慮しない解析を行い、随伴鉱物の

反応によるアルカリ緩衝性の有無がモンモリロナイトの溶解に与える影響について

検討した。なお、その他の解析条件は補足 5 本文「3.(1) 難透水性覆土中の拡散挙

動を現実的なモデルとした場合(ケース①)」に記載されている条件(ケース①)と同

様とした。 

3 号廃棄物埋設地の解析結果(難透水性覆土の等価透水係数の時間変化及び 1,000

年後の鉱物分布と透水係数の分布図)を第 8 図に、1 号廃棄物埋設地の解析結果を第

9 図に示す。解析結果から、ベントナイトに含まれる随伴鉱物を地球化学反応にお

いて考慮しなかった場合でも解析結果に与える影響が小さいことが確認された。 

 

  

等価透水係数 
1,000 年後の難透水性覆土の鉱物組成と透

水係数の分布図 
*1：Vc-rock：化学反応に寄与しない固相 

 

第 8 図 3 号廃棄物埋設地の解析結果(随伴鉱物の反応：反応を考慮しない) 

  

*1 
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等価透水係数 
1,000 年後の難透水性覆土の鉱物組成と透

水係数の分布図 
*1：Vc-rock：化学反応に寄与しない固相 

 

第 9 図 1 号廃棄物埋設地の解析結果(随伴鉱物の反応：反応を考慮しない) 

 

(4) セメント系材料の配合(アルカリ成分の供給量)の影響 

難透水性覆土の変質解析においてモンモリロナイトの体積割合に影響を与える要

因のうち、セメント系材料の配合(アルカリ成分の供給量)を変化させて影響を評価

した。 

モンモリロナイトの溶解量はセメント系材料由来のアルカリ成分量にも影響され

る。セメント系材料のアルカリ量は、セメント系材料の種類や配合、体積により決

定される。補足 5 本文における解析に用いたセメント系材料の種類・配合は、実際

の埋設設備に用いられる条件に基づき設定している。それに対してここでは、モン

モリロナイトの溶解量を大きく見積もるため、セメント系材料の種類・配合として

多量のアルカリ成分を含む普通ポルトランドセメントが主に配合された仕様を設定

した。設定したセメント系材料の配合及び化学組成を第 1 表と第 2 表に、設定した

セメント系材料の初期鉱物組成を第 3 表及び第 4 表に示す。なお、その他の解析条

件は補足 5 本文「3.(1) 難透水性覆土中の拡散挙動を現実的なモデルとした場合(ケ

ース①)」に記載されている条件(ケース①)と同様とした。 

3 号廃棄物埋設地の解析結果(難透水性覆土の等価透水係数の時間変化及び 1,000

年後の鉱物分布と透水係数の分布図)を第 10 図に、1 号廃棄物埋設地の解析結果を

第 11 図に示す。セメント系材料の仕様を OPC に変更するとモンモリロナイトの溶

解量が多くなる結果となった。しかし、セメント境界面ではモンモリロナイトの溶

解が促進されるものの局所的であり、難透水性覆土全体としてはほとんど変化しな

*1 
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かった。 

 

第 1 表 コンクリート(OPC)の配合 

単位量 [kg/m3] 

結合材(C) 

粗骨材(G) 

細骨材(S) 

普通ポルトランドセ

メント 
砕砂 陸砂 

296 1,023 218 654 

 

第 2 表 普通ポルトランドセメント(OPC)の化学組成 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O 

21.8 4.49 2.9 63.9 1.84 2.26 0.2 0.38 

(単位は wt%) 

 

第 3 表 セメント系材料の初期鉱物組成(アルカリ成分の供給が多い条件) 

(3 号廃棄物埋設地) 

 結合材(c) 

C-S-H ゲ

ル 

ハイドロタ

ルサイト 

エトリン

ガイト 

ポルトラン

ダイト 

NaOH KOH 

mol/L_water*1 12.1 0.21 0.17 6.95 0.12 0.15 

  *1：空隙水 1L に対する鉱物の物質量 

 

第 4 表 セメント系材料の初期鉱物組成(アルカリ成分の供給が多い条件) 

(1 号廃棄物埋設地) 

 結合材(c) 

C-S-H ゲ

ル 

ハイドロタ

ルサイト 

エトリン

ガイト 

ポルトラン

ダイト 

NaOH KOH 

mol/L_water*1 6.71 0.21 0.17 8.29 0.12 0.15 

  *1：空隙水 1L に対する鉱物の物質量 

  



 
 

補 5添 3-13 

  

等価透水係数 
1,000 年後の難透水性覆土の鉱物組成と透

水係数の分布図 
*1：Vc-rock：化学反応に寄与しない固相 

 

第 10 図 3 号廃棄物埋設地の解析結果(セメント系材料の仕様：OPC) 

 

  

等価透水係数 
1,000 年後の難透水性覆土の鉱物組成と透

水係数の分布図 
*1：Vc-rock：化学反応に寄与しない固相 

 

第 11 図 1 号廃棄物埋設地の解析結果(セメント系材料の仕様：OPC) 

  

*1 

*1 
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4. まとめ 

1,000 年間にわたり難透水性覆土の低透水性が維持できる要因は、透水係数に影響を

与える因子(当量イオン濃度、ベントナイトの交換性ナトリウム割合、空隙率、モンモ

リロナイトの体積割合)のうち、モンモリロナイトの体積割合の影響が大きく、セメン

ト系材料から供給されるアルカリ成分によるモンモリロナイトの溶解が進んでも十分

な量のモンモリロナイトが残存していることが必要である。 

そのためモンモリロナイトの溶解量に影響を与え得る複数の項目(モンモリロナイト

の溶解速度、難透水性覆土の拡散係数、ベントナイト中の随伴鉱物の反応、セメント

系材料の配合)について、解析上極端な条件設定で感度解析を行ったが、難透水性覆土

には十分な量のモンモリロナイトが残存した。これにより、補足 5 本文における地球

化学解析結果より得られた「化学影響を踏まえても難透水性覆土が 1,000 年間にわた

り低透水性を維持する」との結論が妥当であることを確認した。  
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【参考】要因分析に資する参考データについて 

 

 添付資料 3 の要因分析の参考とするため、モンモリロナイトのイオン型の時間変化及び

二次鉱物の生成種類について参考データとして記載する。 

 

1. モンモリロナイトのイオン型が透水係数に与える影響について 

難透水性覆土は Ca 型ベントナイトを配合した材料仕様となっている。そこへ、セメ

ント系材料から供給される Na により、モンモリロナイトの一部が Ca 型から Na 型化さ

れ交換性ナトリウム割合(ESP)が上昇することにより、難透水性覆土の止水性能が上昇

する可能性が考えられる。上昇の程度は、添付資料 3「第 1 図 各因子の透水係数への

影響」に示したとおり小さいものと考えられるが、モンモリロナイトのイオン型の時

間変化図と合わせて、難透水性覆土中のモンモリロナイトのイオン型が透水係数に与

える影響について詳細を改めて再確認する。 

補足 5 本文「3.(1) 難透水性覆土中の拡散挙動を現実的なモデルとした場合(ケース

①)」に記載されている条件(ケース①)の解析結果(モンモリロナイトの交換性ナトリ

ウム割合、モンモリロナイトの残存割合、難透水性覆土の透水係数)について、3 号廃

棄物埋設地は第 12 図に、1 号廃棄物埋設地は第 13 図に示す。難透水性覆土について等

間隔に十層に分割し、岩盤・下部覆土側の難透水性覆土から第 1 層とし、セメント系

材料に接する難透水性覆土を第 10 層とした(第 14 図)。 

セメント系材料に接する第 9 層及び第 10 層では、交換性ナトリウム割合がごくわず

かに上昇しており、特に 1 号廃棄物埋設地では、固化体に含まれる Na 塩の影響により

モンモリロナイトの Na 型割合がわずかに多い結果であった。それでも、難透水性覆土

の止水性を大きく向上させるほどの Na 型化は見られなかった。また、Na 型化が見られ

た第 9 層～第 10 層では、モンモリロナイトが溶解し体積割合が大きく減少しており、

そのため透水係数は初期値よりもわずかに上昇している結果であった。 

したがって、モンモリロナイトのイオン型が透水係数に与える影響について、セメ

ント系材料から Na の供給による難透水性覆土中のモンモリロナイトの Na 型化はごく

わずかであり、Na 型化による止水性能の上昇よりも、モンモリロナイトの溶解に伴う

止水性能の低下の影響の方が大きいことが確認された。 
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モンモリロナイトの交換性ナトリウム割合 

 

モンモリロナイトの残存割合 

 

難透水性覆土の透水係数 

第 12 図 3 号廃棄物埋設地の解析結果 

(交換性ナトリウム割合、モンモリロナイトの残存割合、透水係数) 
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モンモリロナイトの交換性ナトリウム割合 

 

モンモリロナイトの残存割合 

 

難透水性覆土の透水係数 

第 13 図 1 号廃棄物埋設地の解析結果 

(交換性ナトリウム割合、モンモリロナイトの残存割合、透水係数) 
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下部覆土側       埋設設備側(セメント) 

第 14 図 難透水性覆土の層の定義 

 

2. 難透水性覆土中に生成した二次鉱物の種類について 

セメント系材料から供給されたアルカリ成分(Na、K、Ca)によりモンモリロナイトの

溶解が生じると、モンモリロナイトを構成する主要元素である Al、Mg、Si の液相濃度

が上昇するため、過飽和となり二次鉱物が生成する可能性がある。本解析において

も、補足 5 本文「難透水性覆土の鉱物組成と透水係数の分布図」(第 7 図及び第 10 図)

に示すとおり、難透水性覆土中のモンモリロナイトが溶解すると同時に、二次鉱物が

生成することが確認された。 

そこで、難透水性覆土中に生成した二次鉱物の種類(鉱物体積割合)について、モン

モリロナイトを構成する代表的な成分(Al、Mg、Si)及びセメント系材料から供給され

たアルカリ成分(Na、K、Ca)に着目しながら確認することで、覆土が長期間にわたり低

透水性を維持することができる要因分析の参考とした。 

補足 5 本文「3.(1) 難透水性覆土中の拡散挙動を現実的なモデルとした場合(ケース

①）」に記載されている条件(ケース①)の解析結果(難透水性覆土中の鉱物体積割合)に

ついて、3 号廃棄物埋設地は第 15 図に、1 号廃棄物埋設地は第 16 図に示す。二次鉱物と

して、カリ長石、ゼオライト(ヒューランダイト、フィリップサイト、ローモンタイト）

が支配的であり、その他セピオライトや C-S-H ゲルも生成していることを確認した。セ

メント系材料から供給されるアルカリ成分について、 Na はフィリップサイト

(NaAlSiO8:3H2O)、 K はカリ長石 (KAlSi3O8)、 Ca は主に C-S-H ゲル、ローモンタイト

(CaAl2Si4O12:4H2O)及びヒューランダイト(Na0.167K0.066Ca0.55Al1.333Si4.667H8.67O16.335)により消費

されているものと考えられる。一方、モンモリロナイトの溶解で生じた Al、Mg 及び Si

に つ い て 、 Al は 主 に カ リ 長 石 と ゼ オ ラ イ ト に 、 Mg は 主 に セ ピ オ ラ イ ト

(Mg4Si6O15(OH)2(OH2)2:4H2O)に、Si は生成した二次鉱物全般により消費されているものと考

えられる。 



 
 

補 5添 3-19 

 

 

0 年 300 年後 

 
 

800 年後 1,000 年後 

 

 

20,000 年後（参考） 凡例*1 

*1：鉱物名に記した( )内は、ゼオライトのアルカリ、アルカリ土類元素の組成を表す。 

 

第 15 図 3 号廃棄物埋設地の解析結果(難透水性覆土中の鉱物体積割合)  
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0 年 300 年後 

  

800 年後 1,000 年後 

 

 

20,000 年後（参考） 凡例*1 

  *1：鉱物名に記した( )内は、ゼオライトのアルカリ、アルカリ土類元素の組成を表す。 

 

第 16 図 1 号廃棄物埋設地の解析結果(難透水性覆土中の鉱物体積割合) 

以上  



 

 

 

 

 

 

ペクレ数分布 

 

 

 

 

参考資料 1 
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全体図 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡大範囲 1 拡大範囲 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡大範囲 3 拡大範囲 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 難透水性覆土内のペクレ数(Pe)分布(1/6)【3号廃棄物埋設地】(最も可能性が高い設定 1,000年後)  

  

透水係数
(m/s)

鷹架層 5.0×10-8

第四紀層 3.0×10-6

上部覆土 3.0×10-6

下部覆土 1.0×10-8

埋設設備 1.0×10-5

材料

透水係数 有効間隙率 拡散係数 代表長さ

(m/s) (-) (m2/s) (mm)

難透水性覆土 2.0E-10 0.40 1.0E-10 1.0

材料

          P e < 0.01

  0.01 ≦ P e < 0.1

   0.1 ≦ P e < 1

     1 ≦ P e < 10

    10 ≦ P e

凡例

拡大範囲 1 拡大範囲 2 拡大範囲 3 拡大範囲 4 ペクレ数(Pe)分布は､2 次元地下水浸

透流解析結果の要素中心平均流速

(ダルシー流速)を基に上記の有効間

隙率、拡散係数及び代表長さを用い

て要素単位で計算したペクレ数を凡

例の区分で着色して作成した。 
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全体図 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡大範囲 1 拡大範囲 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡大範囲 3 拡大範囲 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 難透水性覆土内のペクレ数(Pe)分布(2/6)【3号廃棄物埋設地】(最も厳しい設定 1,000年後)  

  

透水係数
(m/s)

鷹架層 5.0×10-8

第四紀層 3.0×10-6

上部覆土 3.0×10-6

下部覆土 1.0×10-8

埋設設備 1.0×10-5

材料

透水係数 有効間隙率 拡散係数 代表長さ

(m/s) (-) (m2/s) (mm)

難透水性覆土 1.5E-08 0.40 1.0E-10 1.0

材料

          P e < 0.01

  0.01 ≦ P e < 0.1

   0.1 ≦ P e < 1

     1 ≦ P e < 10

    10 ≦ P e

凡例

拡大範囲 1 拡大範囲 2 拡大範囲 3 拡大範囲 4 ペクレ数(Pe)分布は､2 次元地下水浸

透流解析結果の要素中心平均流速

(ダルシー流速)を基に上記の有効間

隙率、拡散係数及び代表長さを用い

て要素単位で計算したペクレ数を凡

例の区分で着色して作成した。 
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全体図 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡大範囲 1 拡大範囲 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡大範囲 3 拡大範囲 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 難透水性覆土内のペクレ数(Pe)分布(3/6) 【1号廃棄物埋設地】(最も可能性が高い設定 1,000年後) 

  

          P e < 0.01

  0.01 ≦ P e < 0.1

   0.1 ≦ P e < 1

     1 ≦ P e < 10

    10 ≦ P e

凡例透水係数 有効間隙率 拡散係数 代表長さ

(m/s) (-) (m2/s) (mm)

難透水性覆土 2.5E-09 0.40 1.0E-10 1.0

材料

透水係数
(m/s)

鷹架層 1.1×10-7

第四紀層 2.5×10-6

上部覆土 2.5×10-6

下部覆土 1.0×10-8

埋設設備 1.0×10-5

材料
拡大範囲 1 拡大範囲 2 拡大範囲 3 拡大範囲 4 ペクレ数(Pe)分布は､2 次元地下水浸

透流解析結果の要素中心平均流速

(ダルシー流速)を基に上記の有効間

隙率、拡散係数及び代表長さを用い

て要素単位で計算したペクレ数を凡

例の区分で着色して作成した。 
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全体図 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡大範囲 1 拡大範囲 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡大範囲 3 拡大範囲 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 難透水性覆土内のペクレ数(Pe)分布(4/6)【1号廃棄物埋設地】(最も厳しい設定 1,000年後)  

  

透水係数
(m/s)

鷹架層 1.1×10-7

第四紀層 2.5×10-6

上部覆土 2.5×10-6

下部覆土 1.0×10-8

埋設設備 1.0×10-5

材料

          P e < 0.01

  0.01 ≦ P e < 0.1

   0.1 ≦ P e < 1

     1 ≦ P e < 10

    10 ≦ P e

凡例

拡大範囲 1 拡大範囲 2 拡大範囲 3 拡大範囲 4 ペクレ数(Pe)分布は､2 次元地下水浸

透流解析結果の要素中心平均流速

(ダルシー流速)を基に上記の有効間

隙率、拡散係数及び代表長さを用い

て要素単位で計算したペクレ数を凡

例の区分で着色して作成した。 

透水係数 有効間隙率 拡散係数 代表長さ

(m/s) (-) (m2/s) (mm)

難透水性覆土 3.0E-09 0.40 1.0E-10 1.0

材料
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全体図 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡大範囲 1 拡大範囲 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡大範囲 3 拡大範囲 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 難透水性覆土内のペクレ数(Pe)分布(5/6)【2号廃棄物埋設地】(最も可能性が高い設定 1,000年後) 

  

透水係数
(m/s)

鷹架層 7.8×10-8

第四紀層 3.6×10-6

上部覆土 3.6×10-6

下部覆土 1.0×10-8

埋設設備 1.0×10-5

材料

透水係数 有効間隙率 拡散係数 代表長さ

(m/s) (-) (m2/s) (mm)

難透水性覆土 2.0E-10 0.40 1.0E-10 1.0

材料

          P e < 0.01

  0.01 ≦ P e < 0.1

   0.1 ≦ P e < 1

     1 ≦ P e < 10

    10 ≦ P e

凡例

拡大範囲 1 拡大範囲 2 拡大範囲 3 拡大範囲 4 

ペクレ数(Pe)分布は､2 次元地下水浸

透流解析結果の要素中心平均流速

(ダルシー流速)を基に上記の有効間

隙率、拡散係数及び代表長さを用い

て要素単位で計算したペクレ数を凡

例の区分で着色して作成した。 
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全体図 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡大範囲 1 拡大範囲 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡大範囲 3 拡大範囲 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 難透水性覆土内のペクレ数(Pe)分布(6/6)【2号廃棄物埋設地】(最も厳しい設定 1,000年後) 

透水係数
(m/s)

鷹架層 7.8×10-8

第四紀層 3.6×10-6

上部覆土 3.6×10-6

下部覆土 1.0×10-8

埋設設備 1.0×10-5

材料

透水係数 有効間隙率 拡散係数 代表長さ

(m/s) (-) (m2/s) (mm)

難透水性覆土 1.5E-08 0.40 1.0E-10 1.0

材料

          P e < 0.01

  0.01 ≦ P e < 0.1

   0.1 ≦ P e < 1

     1 ≦ P e < 10

    10 ≦ P e

凡例

拡大範囲 1 拡大範囲 2 拡大範囲 3 拡大範囲 4 

ペクレ数(Pe)分布は､2 次元地下水浸

透流解析結果の要素中心平均流速

(ダルシー流速)を基に上記の有効間

隙率、拡散係数及び代表長さを用い

て要素単位で計算したペクレ数を凡

例の区分で着色して作成した。 
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難透水性覆土の材料仕様を Na 型ベントナイトとした場合 

 

1. はじめに 

本資料は、補足説明資料 5(以下「補足 5」という。)のうち、難透水性覆土の材料仕様

を変更した場合について追加説明するものである。 

難透水性覆土の材料仕様について、補足 5 では Ca 型ベントナイト(クニボンド)を 3 割

配合した材料仕様(以下、「Ca 型難透水性覆土」とする)とした。しかし、難透水性覆土

として Na 型ベントナイトを用いることも考えられる。Na 型ベントナイトは、Ca 型ベン

トナイトと比べ、優れた膨潤性により高い止水性が期待される。一方、セメント系材料

から供給される Ca により、ベントナイトの主成分のモンモリロナイトの交換性陽イオ

ンが Na から Ca に置き換わった場合、モンモリロナイトの膨潤特性を低下させ、難透水

性覆土の止水性に悪影響を及ぼす可能性がある。そこで、難透水性覆土の材料仕様を Na

型ベントナイトに変更した場合における、難透水性覆土中の等価透水係数の変遷を評価

した。 

 

2. 解析条件 

(1) 難透水性覆土の鉱物組成 

ここでは、Na 型ベントナイト(クニゲル V1)を 2 割配合した材料仕様(以下、「難透水

性覆土(Na 型)」とする)とした。難透水性覆土の乾燥密度は 1.95Mg/m3 と設定した。難

透水性覆土の初期鉱物組成を第 1 表に示す。 

 

第 1 表 難透水性覆土の初期鉱物組成 

 Na 型ベントナイト(クニゲル V1) 

モンモリロナイト 随伴鉱物 

Na-Mont Ca-Mont K-Mont Mg-Mont カルセドニ カルサイト 

mol/L_water*1 1.25 0.31 0.02 0.02 8.22 0.31 

  *1：空隙水 1L に対する鉱物の物質量 

 

 

なお、その他の条件は補足 5 と同様とした。 

 

3. 解析結果 

(1) 難透水性覆土中の拡散挙動を現実的なモデルとした場合(ケース①) 

難透水性覆土中の拡散係数モデルを空隙率とモンモリロナイトの含有割合を関数と

する経験式とした現実的なモデル(補足 5 数式 3)で、難透水性覆土の等価透水係数

の時間変化を解析的に評価した。3 号廃棄物埋設地の難透水性覆土における等価透水

係数の時間変化の結果を第 1 図に、1 号廃棄物埋設地の難透水性覆土における等価透

水係数の時間変化の結果を第 2 図に示す。また、3 号廃棄物埋設地の難透水性覆土に

おける鉱物組成と透水係数の分布図を第 3 図に、難透水性覆土内の液相組成分布図を

第 4 図に、参考として覆土にアルカリ成分を供給する埋設設備内の pH、Ca 濃度分布図

を第 5 図に示す。1 号廃棄物埋設地においても同様に、難透水性覆土における鉱物組

成と透水係数の分布図を第 6 図に、難透水性覆土内の液相組成分布図を第 7 図に、参
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考として覆土にアルカリ成分を供給する埋設設備内の pH、Ca 濃度分布図を第 8 図に

示す。 

難透水性覆土の材料仕様を、Ca 型ベントナイト(クニボンド)を 3 割配合した材料仕

様から Na 型ベントナイト(クニゲル V1)を 2 割配合した材料仕様に変更した場合、Na

型ベントナイトの主成分である Na 型モンモリロナイトの膨潤性により、初期の透水

係数値は難透水性覆土(Ca 型)よりも低い値であった。 

3 号廃棄物埋設地の難透水性覆土(Na 型)の等価透水係数は、難透水性覆土(Ca 型)と

同様、1,000 年後においても初期の透水係数値を維持していた。 

一方、1 号廃棄物埋設地の難透水性覆土(Na 型)の等価透水係数は、1,000 年後の段

階で初期の透水係数値よりもわずかに高い値となった。難透水性覆土(Na 型)は、ベン

トナイトの配合率の減少及びベントナイト中のモンモリロナイトの割合の減少により、

難透水性覆土中のモンモリロナイトの体積割合が大きく減少している。そのため、モ

ンモリロナイトが溶解すると透水係数は大きく上昇する結果となった。それでも、高

い止水性は維持されていることが確認された。 

 

(2) 難透水性覆土中の拡散挙動を単純なモデルとした場合(ケース②) 

難透水性覆土中の拡散係数モデルを、モンモリロナイトの割合を 0 とし、単純に空

隙率に比例するとしたモデル(補足 5 数式 4)で、難透水性覆土の等価透水係数の時

間変化を解析的に評価した。 

3 号廃棄物埋設地の難透水性覆土における等価透水係数の時間変化の結果を第 9 図

に、1 号廃棄物埋設地の難透水性覆土における等価透水係数の時間変化の結果を第 10

図に示す。また、3 号廃棄物埋設地の鉱物組成と透水係数の分布図を第 11 図に、難透

水性覆土内の液相組成分布図を第 12 図に、参考として覆土にアルカリ成分を供給す

る埋設設備内の pH、Ca 濃度分布図を第 13 図に示す。1 号廃棄物埋設地においても同

様に、鉱物組成と透水係数の分布図を第 14 図に、難透水性覆土内の液相組成分布図を

第 15 図に、参考として覆土にアルカリ成分を供給する埋設設備内の pH、Ca 濃度分布

図を第 16 図に示す。 

3 号廃棄物埋設地の難透水性覆土(Na 型)の等価透水係数は、(a)と同様、1,000 年後

においても初期値を維持していた。 

1 号廃棄物埋設地の難透水性覆土(Na 型)の等価透水係数は、(a)と同様、1,000 年後

の段階で初期の透水係数値よりも上昇した。それでも、低透水性が維持できる結果と

なった。 
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第 1 図 3 号廃棄物埋設地の難透水性覆土(Na 型)における等価透水係数の時間変化の結果

(ケース①：難透水性覆土中の拡散挙動を現実的なモデルとした場合) 

 

 
 

第 2 図 1 号廃棄物埋設地の難透水性覆土(Na 型)における等価透水係数の時間変化の結果

(ケース①：難透水性覆土中の拡散挙動を現実的なモデルとした場合) 
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0 年 300 年後 

  
800 年後 1,000 年後 

 

 

20,000 年後（参考）  
 ＊1：Vc_rock：化学反応に寄与しない固相 

 

第 3 図 3 号廃棄物埋設地の難透水性覆土(Na 型)における鉱物組成と透水係数の分布図 

(ケース①：難透水性覆土中の拡散挙動を現実的なモデルとした場合) 
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0 年 300 年後 

 
 

 

800 年後 1,000 年後 

 

 

20,000 年後（参考）  

 

第 4 図 3 号廃棄物埋設地の難透水性覆土(Na 型)内の液相組成の分布図 

(ケース①：難透水性覆土中の拡散挙動を現実的なモデルとした場合) 
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0 年 300 年後 

  
800 年後 1,000 年後 

 

 

20,000 年後(参考)  

 

第 5 図 3 号廃棄物埋設地の埋設設備内の液相組成(pH、Ca 濃度)の分布図 

(ケース①：難透水性覆土中の拡散挙動を現実的なモデルとした場合) 

 

 

  



 
 

補 5参 2‐7 

  
0 年 300 年後 

  
800 年後 1,000 年後 

 

 

20,000 年後(参考)  

 ＊1：Vc_rock：化学反応に寄与しない固相 

 

第 6 図 1 号廃棄物埋設地の難透水性覆土(Na 型)における鉱物組成と透水係数の分布図 

(ケース①：難透水性覆土中の拡散挙動を現実的なモデルとした場合) 

 

  



 
 

補 5参 2‐8 

  
0 年 300 年後 

  
800 年後 1,000 年後 

 

 

20,000 年後(参考)  

 

第 7 図 1 号廃棄物埋設地の難透水性覆土(Na 型)内の液相組成の分布図 

(ケース①：難透水性覆土中の拡散挙動を現実的なモデルとした場合) 
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0 年 300 年後 

  
800 年後 1,000 年後 

 

 

20,000 年後(参考)  

 

第 8 図 1 号廃棄物埋設地の埋設設備内の液相組成(pH、Ca 濃度)の分布図 

(ケース①：難透水性覆土中の拡散挙動を現実的なモデルとした場合) 
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第 9 図 3 号廃棄物埋設地の難透水性覆土(Na 型)における等価透水係数の時間変化の結果

(ケース②：難透水性覆土中の拡散挙動を単純なモデルとした場合) 

 

 

 

第 10 図 1 号廃棄物埋設地の難透水性覆土(Na 型)における等価透水係数の時間変化の結

果(ケース②：難透水性覆土中の拡散挙動を単純なモデルとした場合) 
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0 年 300 年後 

  
800 年後 1,000 年後 

 

 

20,000 年後(参考)  

 ＊1：Vc_rock：化学反応に寄与しない固相 

 

第 11 図 3 号廃棄物埋設地の難透水性覆土(Na 型)における鉱物組成と透水係数の分布図 

(ケース②：難透水性覆土中の拡散挙動を単純なモデルとした場合) 
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0 年 300 年後 

  
800 年後 1,000 年後 

 

 

20,000 年後(参考)  

 

第 12 図 3 号廃棄物埋設地の難透水性覆土(Na 型)における液相組成の分布図 

(ケース②：難透水性覆土中の拡散挙動を単純なモデルとした場合) 
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0 年 300 年後 

  
800 年後 1,000 年後 

 

 

20,000 年後(参考)  

 

第 13 図 3 号廃棄物埋設地の埋設設備内の液相組成(pH、Ca 濃度)の分布図 

(ケース②：難透水性覆土中の拡散挙動を単純なモデルとした場合) 
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0 年 300 年後 

  
800 年後 1,000 年後 

 

 

20,000 年後(参考)  

 ＊1：Vc_rock：化学反応に寄与しない固相 

 

第 14 図 1 号廃棄物埋設地の難透水性覆土(Na 型)における鉱物組成と透水係数の分布図 

(ケース②：難透水性覆土中の拡散挙動を単純なモデルとした場合) 
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0 年 300 年後 

  
800 年後 1,000 年後 

 

 

20,000 年後(参考)  

 

第 15 図 1 号廃棄物埋設地の難透水性覆土(Na 型)における液相組成の分布図 

(ケース②：難透水性覆土中の拡散挙動を単純なモデルとした場合) 
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0 年 300 年後 

  
800 年後 1,000 年後 

 

 

20,000 年後(参考)  

 

第 16 図 1 号廃棄物埋設地の埋設設備内の液相組成(pH、Ca 濃度)の分布図 

(ケース②：難透水性覆土中の拡散挙動を単純なモデルとした場合) 
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4.まとめ 

難透水性覆土の材料仕様を、Ca 型ベントナイト(クニボンド)を 3 割配合した材料仕様

から、Na 型ベントナイト(クニゲル V1)を 2 割配合した材料仕様に変更した場合、Na 型

ベントナイトの主成分である Na 型モンモリロナイトの優れた膨潤性より高い止水性を

示していた。1,000 年後においても、3 号廃棄物埋設地では、その高い止水性が維持され

る結果となった。一方、難透水性覆土中のモンモリロナイトの体積割合が難透水性覆土

(Ca 型)と比べて低いため、1 号廃棄物埋設地では、モンモリロナイトが溶解し透水係数

は大きく上昇する結果となった。それでも、1,000 年後において、高い止水性が維持さ

れていることが確認された。 

 

以上より、長期的な化学的影響を考慮した難透水性覆土(Na 型)の線量評価上の透水係数

は 1,000 年後において下記の値を基に設定する(第 2 表)。 

 

第 2 表 化学的影響の評価結果(難透水性覆土のベントナイトを Na 型にした場合) 

 3 号廃棄物埋設地[m/s] 1 号廃棄物埋設地[m/s] 

ケース①*1 ケース②*2 ケース①*1 ケース②*2 

0 年 1.00×10-11 1.00×10-11 1.00×10-11 1.00×10-11 

1,000 年 1.07×10-11 1.23×10-11 3.20×10-11 5.73×10-11 

*1：難透水性覆土中の拡散係数モデルを空隙率とモンモリロナイトの含有割合を関数とす

る経験式(補足 5 数式 3)とする現実的な設定をした場合 

*2：難透水性覆土中の拡散係数モデルを、モンモリロナイトの割合を 0 とし単純に空隙

率に比例するという単純な設定(補足 5 数式 4)とした場合 

 

以上 

 




